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◎ 開 会

○外山三博議長 これより平成24年６月定例県

議会を開会いたします。

ただいまの出席議員38名。定足数に達してお

りますので、これより本日の会議を開きます。

議事に先立ちまして申し上げます。

寛仁親王殿下におかれましては、一昨日、薨

去されました。ここに、謹んで哀悼の意を表し

ますとともに、心から御冥福をお祈り申し上げ

ます。

◎ 議席の一部変更

○外山三博議長 それでは、まず、議席の一部

を変更いたします。

各議員の議席は、会議規則第５条第１項の規

定により、ただいま御着席のとおり指定いたし

ます。

◎ 会議録署名議員指名

○外山三博議長 会議録署名議員に、黒木正一

議員、河野哲也議員を指名いたします。

◎ 議会運営委員長審査結果報告

○外山三博議長 次に、今期定例会の会期日程

に係る議会運営委員長の審査結果報告を求めま

す。議会運営委員会、宮原義久委員長。

○宮原義久議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

去る６月１日に、閉会中の議会運営委員会を

開き、本日招集されました平成24年６月定例県

議会の会期日程について協議をいたしました。

今期定例会に提案されます知事提出議案は、

合計12件であります。その内訳は、条例５件、

条例以外４件、報告承認３件であります。この

ほか６件の報告があります。

これら提出議案の内容を踏まえ、当委員会に

おいて慎重に審査をいたしました結果、会期に

ついては、本日から６月26日までの19日間とす

ることに決定いたしました。会議日程は、お手

元に配付されております日程表のとおりであり

ます。

今期定例会は、６月13日から５日間の日程で

一般質問を行います。質問人数は合計20名以内

とし、質問順序は、11日の通告締め切り後に行

う抽せんにより決定いたします。質問時間は１

人当たり30分以内といたします。

一般質問終了後、議案・請願の所管常任委員

会への付託を行います。６月20日・21日の２日

間で各常任委員会を開催していただき、最終日

の本会議で議案・請願の審査結果報告及び採決

を行います。

なお、議員から提出される議案の取り扱い及

び特別委員会については、日程表に記載のとお

りであります。

各議員におかれましては、円滑な議会運営に

特段の御協力をいただきますようお願いいたし

ます。

以上で当委員会の報告を終わります。（拍

手）〔降壇〕

○外山三博議長 議会運営委員長の報告は終わ

りました。

質疑の通告はありません。

◎ 会期決定

○外山三博議長 会期についてお諮りいたしま

す。

今期定例会の会期は、ただいまの議会運営委

員長の報告のとおり、本日より６月26日まで

の19日間とすることに御異議ありませんか。

平成24年６月８日(金)
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〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

本日からの日程は、お手元に配付の日程表の

とおりであります。〔巻末参照〕

◎ 議案第１号から第９号まで並びに報告

第１号から第３号まで上程

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、知事より、議案第１号から第９号まで、並

びに報告第１号から第３号までの各号議案の送

付を受けましたので、これらを一括上程いたし

ます。〔巻末参照〕

◎ 知事提案理由説明

○外山三博議長 ここで、知事に提案理由の説

明を求めます。

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。平成24年６月定例県議会の開会に当た

りまして、まず冒頭に、寛仁親王殿下の御薨去

を悼み、県民の皆様とともに謹んでお悔やみ申

し上げますとともに、衷心より御冥福をお祈り

申し上げます。

それでは、ただいま提案いたしました議案の

御説明に先立ち、県政に関しまして３点ほど御

報告をさせていただきます。

１点目は、東日本大震災により発生した災害

廃棄物の広域処理についてであります。

昨年３月に発生しました東日本大震災におき

ましては、大規模な津波により膨大な量の災害

廃棄物が発生しました。国は、災害廃棄物の処

理は復旧・復興の大前提であるとして、平成26

年３月までに処理を完了することを目標に、全

国の地方自治体に対し、岩手県及び宮城県の災

害廃棄物について広域処理の協力要請を行って

いるところであります。

また、県議会におかれましては、本年３月12

日に、県議会の４会派代表から、災害廃棄物の

受け入れを市町村に働きかけるよう申し入れが

あり、さらに同月22日には、「東日本大震災に

より生じた災害廃棄物の受入処理を求める決

議」が全会一致で可決されたところでありま

す。

災害廃棄物の処理につきましては、被災県だ

けでなく我が国全体の問題として解決しなけれ

ばならない課題であり、また、県議会からこの

ような決議等があったことを大変重く受けとめ

まして、市町村長との意見交換や国の担当者に

よる説明会等を開催したところであります。

さらに、市町村と合同で担当職員を岩手県及

び秋田県に派遣し、被災地や受け入れ自治体の

現地調査を行うとともに、専門家を招聘し、放

射性物質に関して、処理の安全性や健康への影

響等についての説明会を開催するなど、災害廃

棄物の広域処理について市町村の理解を深める

ための場の提供にも努めてきたところでありま

す。

なお、先日、岩手県及び宮城県の広域処理必

要量の見直しが行われ、合計で247万トンと、こ

れまでの要請量と比べ154万トン減少はしており

ますが、引き続き広域処理が必要な状況には変

わりがないとのことであります。

しかしながら、先ほど御説明しましたとお

り、市町村とさまざまな機会を通じて意見交換

と情報の共有に努めているところであります

が、県内で受け入れを表明している市町村は、

これまでのところございません。

県としましては、引き続き市町村との議論を

深めながら、今回の現地調査及び専門家による

説明会の結果等を踏まえ、宮崎県として被災地

平成24年６月８日(金)
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の皆様のために何ができるのか、県全体のコン

センサスの形成に向けて取り組んでまいりたい

と考えております。

２点目は、地域医療提供体制の充実・強化に

ついてであります。

去る４月10日に、宮崎大学医学部附属病院の

救命救急センターの運営が開始され、また、同

月18日より、同病院を基地病院としてドクター

ヘリの運航が開始されました。

この救命救急センターとドクターヘリの運航

開始は、救命率の向上、後遺症の軽減等の県民

の安全・安心の確保はもちろんのこと、救急医

療、ひいては地域医療を目指す若手医師を初め

とする医療従事者の確保という点でも、大変期

待が大きいところであります。関係の皆様の多

大なる御尽力に深く敬意を表し、感謝を申し上

げます。今後とも、大学、医師会、市町村等関

係機関と十分連携を図りながら、事業を進めて

まいりたいと考えております。

３点目は、東九州自動車道についてでありま

す。

国土交通省より今年度の事業計画が通知さ

れ、その中で、東九州自動車道のうち、平成28

年度以降供用予定とされていた北浦―須美江間

が平成28年度供用予定と、また、平成25年度供

用予定とされていた須美江―北川間が１年前倒

しの平成24年度供用予定と公表されました。今

回、東九州自動車道の大分県境から宮崎市内ま

でのすべての区間について供用予定年度が示さ

れたことは、県内高速道路網の全線開通への大

きな前進であります。

また、東九州自動車道で唯一残されていた未

事業化区間の日南―串間―志布志間につきまし

ても、今年度新たに計画段階評価を進めるため

の調査に入ることが示され、今後の事業化に向

けて一歩前進したものと考えております。今日

に至るまでの関係の皆様の御理解と御協力に心

より感謝を申し上げます。

県といたしましては、九州中央自動車道を含

め、県内高速道路網の全線開通が一日も早く実

現するよう、引き続き全力で取り組んでまいり

ます。

それでは、議案の概要について御説明申し上

げます。

議案第３号「食品衛生法施行条例の一部を改

正する条例」は、生食用食肉を加工調理する場

合の規格基準が示されたことに伴い、飲食店営

業、食肉処理業及び食肉販売業について、生食

用食肉の加工調理を行う場合の営業施設基準を

追加するため、所要の改正を行うものでありま

す。

議案第４号「宮崎県港湾管理条例の一部を改

正する条例」は、細島港におけるガントリーク

レーンの増設等に伴い、その使用料に係る所要

の改正を行うものであります。

議案第５号「宮崎県育英資金貸与条例の一部

を改正する条例」は、現在、学校等の区分ごと

に定額としている育英資金の貸与額につきまし

て、現行の額を上限とする選択制を導入すると

ともに、貸与の停止または休止の要件をより明

確にするため、所要の改正を行うものでありま

す。

議案第７号から第９号までの損害賠償の額の

決定につきましては、県有自動車による公務上

の事故等に関し損害賠償の額を定めることにつ

いて、地方自治法等の規定により、県議会の議

決を求めるものであります。

このほか、議案第１号「警察関係使用料及び

手数料徴収条例の一部を改正する条例」外３件

でありますが、説明は省略させていただきま
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す。

次に、報告第１号は、県税の増収及び地方交

付税の確定並びに退職手当の確定等に伴う、平

成23年度一般会計補正予算（第７号）の専決報

告であります。

補正額は、16億7,040万6,000円で、歳出予算

の主な内容は、退職手当の増額4,085万円余、公

債費等の減額２億9,908万円余、県有施設維持整

備基金への積立金19億2,669万円であります。こ

の結果、平成23年度の一般会計歳入歳出の規模

は5,908億3,293万8,000円となります。

報告第２号は、地方税法の一部改正により、

不動産取得税及び自動車税の特例措置が延長さ

れたことに伴い、所要の改正を行うための宮崎

県税条例の一部を改正する条例の専決報告であ

ります。

報告第３号は、公害等調整委員会に申し立て

られていた交通騒音による健康被害等に関し、

同委員会から受諾を勧告されていた調停案につ

いての専決報告であります。

これらの専決につきましては、時間的制約か

ら専決を余儀なくされたものであります。

以上、今回提案いたしました議案の概要につ

いて御説明いたしました。よろしく御審議のほ

どお願いいたします。〔降壇〕

○外山三博議長 知事の説明は終わりました。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす９日から12日までは、議案調査等のため

本会議を休会いたします。

次の本会議は、13日午前10時開会、一般質問

であります。

本日はこれで散会いたします。

午前10時14分散会
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午前 10時１分開議
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1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 図 師 博 規 （日 日 新）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 黒 木 正 一 （自由民主党）

6番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

7番 内 村 仁 子 （ 同 ）

8番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

15番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

16番 太 田 清 海 （ 同 ）

17番 田 口 雄 二 （新みやざき）

18番 西 村 賢 （ 同 ）

20番 蓬 原 正 三 （自由民主党）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 横 田 照 夫 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

25番 押 川 修一郎 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 外 山 衛 （ 同 ）

34番 中 野 廣 明 （ 同 ）

35番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

39番 中 野 一 則 （ 同 ）

欠 席 議 員（２名）

19番 星 原 透 （自由民主党）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

地方自治法第 121条による出席者
知 事 河 野 俊 嗣

副 知 事 牧 元 幸 司

総 合 政 策 部 長 稲 用 博 美

総 務 部 長 四 本 孝
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福 祉 保 健 部 長 土 持 正 弘

環 境 森 林 部 長 堀 野 誠

商工観光労働部長 米 原 隆 夫

農 政 水 産 部 長 岡 村 巖

県 土 整 備 部 長 濱 田 良 和

会 計 管 理 者 豊 島 美 敏

企 業 局 長 濵 砂 公 一

病 院 局 長 渡 邊 亮 一

財 政 課 長 福 田 直

教 育 委 員 長 近 藤 好 子

教 育 長 飛 田 洋

警 察 本 部 長 加 藤 達 也

代 表 監 査 委 員 宮 本 尊

人事委員会事務局長 内枦保 博 秋

事務局職員出席者

事 務 局 長 田 原 新 一

事 務 局 次 長 小八重 英
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議 事 課 長 補 佐 谷 口 浩太郎

議 事 担 当 主 幹 伊 豆 雅 広

議 事 課 主 査 関 谷 幸 二

議 事 課 主 任 主 事 川 崎 一 臣
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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員36名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。

質問についての取り扱いは、お手元に配付の

一般質問時間割のとおり取り運びます。

質問の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、西村賢議員。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。本日も傍聴に来ていただきまして、

ありがとうございます。

実は、私ごとでありますけれども、来週、

私、誕生日を迎えまして、きょうが30代最後の

質問登壇となります。張り切ってまいりますの

で、執行部の皆様方、明快な答弁のほうよろし

くお願いをいたします。

まず、知事の政治姿勢についてお伺いをいた

します。

国の出先機関の廃止、いわゆる権限移譲の具

体的な受け皿につきまして、関西、九州、そし

て四国と、それぞれの地域で広域連合等の設置

の議論がスタートしております。今の国会の状

況ではどうなるかわかりませんが、政府のほう

も最終的な方針が固まりつつあります。具体的

な話が固まってくる前は、「地方にできること

は地方に」という強力なフレーズで話が進んで

まいりました。しかし、いざ議論が現実味を増

してくると、一部の国会議員の反対、また市長

会、町村会の慎重意見、またそれに伴って地域

の商工関係団体からも反対の意見、慎重な意見

が上がり始めました。私は、権限の移譲によっ

て、これまでよりも、より現場に近い場所で行

政が事業を行い、また県と国、そして市町村と

の二重行政が縮小していくのではないかという

期待を持っております。これまで国が決定して

いた大型の公共事業等の優先順位が変わった

り、二重行政コストの縮小にもつながるものだ

と思います。九州知事会としては、権限移譲に

ついては非常に前向きに行動している気がしま

すが、河野知事自身、国の出先機関原則廃止に

向けた分権の動きに対してどのようにお考えな

のか、知事の所感をお伺いいたします。

もう一点、この国の出先機関原則廃止に向け

て、知事と県内の市町村、また商工関係団体と

の対話の場がどれほどあるのか、権限移譲や二

重行政など行政の抱える諸問題においても議論

や意見交換を行っているのか、知事にお伺いし

ます。

この後は質問者席より質問を続けます。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えします。

国の出先機関改革の現状への所感についてで

あります。国の出先機関につきましては、地方

との二重行政やガバナンスの欠如などの問題が

指摘され、長年にわたり改革の必要性が提起さ

れてきたところでありますが、平成22年の６月

に「出先機関の原則廃止」という政府方針が示

され、平成24年の通常国会への関連法案提出に

向けた動きが大詰めを迎えているところであり

ます。しかしながら、現在示されている法律案

は制度の枠組みにとどまっておりまして、地方

移管される事務の範囲や財源の取り扱いなどに

つきましては政令にゆだねられるなど、いまだ

不明確なままとなっている上、市町村を中心に

今回の改革そのものに対する理解が得られてい

ない状況にあります。私といたしましては、住

平成24年６月13日(水)
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民サービスの維持・向上に資する制度設計はも

ちろん、幅広く十分な議論を経ることが大変重

要であると考えておりますので、引き続き、国

におけるこうした制度化の動向というものを注

視するとともに、県議会、市町村等への十分な

説明や意見交換を図りながら、本県としての主

張、本県の考え方を伝える、そして判断という

ものをしてまいりたい、そのように考えている

ところでございます。

次に、市町村等との意見交換についてであり

ます。私としましては、市長会や町村会、そし

て経済団体などから今回の改革に対する懸念の

声が強いということを真摯に受けとめまして、

これまでも市町村長や市町村の職員等に対し、

機会をとらえて国の動向の説明や意見交換に努

めてきたところであります。改革を進めるに当

たりましては、県議会や市町村などの理解を得

ることが何よりも重要であると考えております

ので、今後とも、国における制度の具体化に向

けた議論の進捗に応じまして、十分な情報提供

や意向の把握、そして本県の考え、思いという

ものを国に伝える、そのような動きに努めてま

いりたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○西村 賢議員 ただいま答弁をいただきまし

た。ありがとうございます。

ただ、今の各論の議論については、知事の思

いというものはよくわかりましたけれども、知

事自身の、分権に対して、いわゆる地方にでき

ることは地方へという、国の動きに対しての思

いというものが、私にはわかりかねました。九

州知事会としては、分権はあるべきだというよ

うな強いメッセージを出しておりますが、知事

自身は、改革を望んでいる、分権はやるべきだ

という思いがあるんでしょうか、再度伺いま

す。

○知事（河野俊嗣君） まず、基本的な考え方

でございますが、地方分権というもの、これま

でも総務省にいた時点から私も取り組んできた

ところでございますが、地方にできることは地

方に任せて、国の役人が地方から離れた遠いと

ころで物事を決断するのではなく、地方の住民

から選ばれた首長なり議会というものがしっか

り議論して、その地域のニーズに応じた行政を

行っていく、その基本的な考え方のもとに地方

分権を積極的に進めるべきというふうに考えて

おるところでございます。その進め方としまし

て、これまで、個別の具体的な事務なり権限と

いうものの移譲を、国と議論してきたわけです

が、なかなか進まない。それではということ

で、出先機関というもの、二重行政とかガバナ

ンスの問題、先ほど答弁しましたように、いろ

んな問題点も指摘されますので、それをすべて

移管しようという方針が出され、全国知事会と

してもそれに賛同する中で具体的な議論が進ん

できたところでございます。

したがいまして、基本的なスタンスとしまし

ては、地方分権という大儀を進めるという観点

のもとに、出先機関につきましても、すべて廃

止するという方向に賛同するわけであります

が、その具体的な内容なり進め方について、今

さまざまな議論がなされている、慎重意見が出

されている、まさに総論賛成、各論反対という

ところかと思っております。繰り返しになりま

すが、本県におけるそのような議論というの

を、私としては知事の立場でしっかり受けとめ

まして、あくまでも宮崎というものに軸足を置

いた議論を今後ともしてまいりたい、そのよう

な考えでおります。

○西村 賢議員 知事、今のお答えのほうがす

平成24年６月13日(水)
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ばらしいと、わかりやすいと思います。これか

らもそのようにお答えをいただいて、市町村と

の対話の場もしっかりとしていただかねばなり

ませんけれども、やはり知事としては、この分

権はなし遂げなきゃならないんだ、我々ができ

ることは我々でやろうというメッセージを、市

町村なり県内商工関係団体なりに、知事自身は

こう思うんだというものをもうちょっと訴えて

いただきたいと思います。何か反対議論という

のはすべて消極的になっていってしまうように

感じますので、ぜひお願いしたいと思います。

続きまして、記紀編さん1300年記念事業につ

いてお伺いをいたします。最近では新聞や書

籍、テレビ等でも少しずつ取り上げられるよう

になり、また、これは県民の間で盛り上げてい

かなければいけない事業であると思いますの

で、質問をさせていただきます。

この６月議会の直前に、会派で先進している

島根県庁を訪問し、島根県の取り組みについて

調査をしてまいりました。島根県は５年ほど前

から準備を開始し、知事のリーダーシップのも

とで４年間で25億円という大きな予算をかけて

事業を展開しておられました。ことしがその予

算措置３年目に当たるそうで、「神話博しま

ね」、そして来年の出雲大社大遷宮にピークを

持ってくるというような話を伺いました。500万

人とか大きな目標を立てておられましたけれど

も、島根県がすごいとか、島根県の知事はすご

かったという話を、私はここでしようとは思っ

ておりません。ただ、参考にすべきは、財政規

模もそんなに変わらない島根県がこれほどまで

に取り組んでいるんだなというのは、非常に触

発をされたことがありました。

まず、知事にお伺いをいたします。本県の記

紀編さん1300年記念事業については、ことしに

なって始まった感がどうしても私はぬぐえませ

ん。知事は、前職は副知事であり、その前は総

務部長でありました。この記紀編さん1300年と

いうものがことし来ることがわかっていたはず

なのに、ことし急遽始まった。これまで取り組

まれなかった理由と、ことし始めた知事の思い

について、まずお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘がありました

ように、２年前、３年前に私は副知事、それ以

前は総務部長として勤めておりましたときに、

この1300年というのを意識して準備をしてきた

かというと、そうではないわけであります。そ

こは反省をするべきというふうに思っておると

ころでございますが、口蹄疫、それから新燃岳

の噴火等さまざまな災害もありまして、出おく

れ感というものは否めないところでございま

す。しかし、1300年という長い歴史の流れの中

で、焦る必要もないのではないかというふう

に、一面では思うわけでございます。災害が続

いた中で、何とか元気を出していきたいという

ときに1300年を迎えることができたのは、ある

意味チャンスだというふうに思っております

し、また、本県が持っております歴史的・文化

的な宝というものを改めてじっくり腰を据えて

見詰め直し、それを磨き上げていく、そういう

作業を８年後の日本書紀1300年までも視野に入

れながら取り組んでいきたい、そのように考え

ておるところでございまして、観光、教育、文

化、地域づくり、幅広い分野でさまざまな取り

組みというものが考えられようかというふうに

思います。県民の皆様と一緒になりながら、ま

さに腰を据えて取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○西村 賢議員 よくわかりました。ただ、こ

の事業をことし始めるに当たりまして、そもそ
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もどの程度、県民の認知度、理解度があるの

か。また、この事業を始める前に、いわゆるア

ンケートとか県民に対するマーケティングも

行ってやることが必要じゃないかと私は思いま

す。これは記紀編さんに限らず、本県の観光事

業でありますとか商品開発でありますとか、人

の心に左右されるといいますか、趣味趣向に大

きく影響する事業というものは必ずそういう事

前調査というものを行わなければならないと私

は思いますが、知事は、県民がどの程度興味を

持っているのか、どのようにお考えでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 神話に対する理解度、

認知度、浸透度というふうな御指摘がございま

した。具体的な数値としてそれをはかっている

わけではございませんが、実感としまして、

日々親しんでいますようなさまざまな史跡なり

神社、毎年参加しているようなお祭り、イベン

ト、そういったものが、実はもとをただすと古

事記につながっている、古事記ゆかりのもので

あるということが、必ずしもすべての県民に理

解されている状況ではないのではないかという

思いがございます。また、ツイッターやフェイ

スブックなどを通じて私のところに寄せられ

る、県外にいらっしゃる宮崎県出身の方の書き

込みは、宮崎がそういう神話の宝庫であるとい

うのを全く知らなかったと。学校でもこれまで

神話というものが教えられてこなかったわけで

ありますので、そういう状況であるというふう

なことを考えております。したがいまして、改

めてこの機に、我々がふだんから親しんでいる

もののもとをただしていく作業をしていく、そ

して特にこれからの社会を担っていく子供たち

にしっかりと地域の宝というものを伝えてまい

りたい、そのように考えております。

○西村 賢議員 今、知事も地域の宝というこ

とを話されました。まさしくそのとおりではな

いかと思います。この記紀編さん、先ほど知事

が言われました９年間をじっくり長いスパンで

考えていこう、まさしく私はそれには賛成をし

ます。その中で、この事業自体が、今、知事が

おっしゃったような、本県ゆかりの神話や史跡

などを県民が改めて理解をして愛郷心をはぐく

む、そういうことで文化事業として取り組んで

いくのか、これで花火を打ち上げて誘客に持っ

ていく、いわゆる商業、観光に向けて実施して

いく観光事業なのか、どっちにウエートを置い

ているのかわからないところがあります。文化

事業でいくのか観光事業でやるのか、どちらに

知事としてはウエート（重点）を置いてやろう

としているのでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 二者択一というより

は、またどちらかに重きを置くというよりは、

どちらの効果も期待できるのではないかという

のが基本的な考え方であります。ただ、一番避

けるべきは、1300年という節目だと、じゃあと

いうことでいろんなイベントをして、いわゆる

よく言われるような一過性の打ち上げ花火に終

わってしまうということは避けなければならな

い。これまでも本県においては、神話街道だと

かいろんな取り組み、冊子をつくるなりなされ

てきたわけでありますが、それを束にして一つ

の集大成として、改めて、もっともっとできる

ことがあるのではないか、そのようなことを考

えていく必要があろうかと思っております。県

内各地にあるものを探していく、そしてその一

つ一つに明かりをともしていって、ことしは

「岩戸開き」の年にしたいと申しております

が、それが大きな大きな光になって、我々の地

域の宝というものを見詰め直し、磨き直す年に
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していく。そして、行き着くところは、もちろ

ん古事記に対する、日向神話に対する理解とい

うものも大事ではありますが、ふるさと宮崎に

対する深い理解と郷土愛というものに結びつけ

ていきたいと考えておりますし、そうすること

によって外に対する発信力にもなり、また誘

客、観光客を招いてくる力にもなって観光振興

にも結びついていく、そのように考えていると

ころであります。

○西村 賢議員 今のお話を伺いまして、どち

らもやっていくということでありますけれど

も、宮崎県は、先ほどから若干出おくれてきて

いるという話がありました。焦ってやる必要は

ないという話もありました。その中で、宮崎県

としてはもっとじっくりと県民に周知してい

く、文化事業をまず先にしっかりと行っていっ

て、県民一人一人、それぞれの各地各層にある

人たちが、しっかりと自分たちの地域の神話を

語れたり、１つ２つのうんちくを語れるように

なっていくことが、長い目で見たら、人が大き

な観光資源となっていくような気がします。こ

としをスタートとして徐々に光を当てていくと

いう話がありましたけれども、それでも３億円

以上の予算を計上して、これからいろんな事業

を行っていくわけです。それが来年、再来年

と、もしかしたら、もっと予算が必要になって

くるかもしれない。そういうときに、多額の予

算をかけていくにしては、まだまだ準備不足な

感が否めません。私はこの文化事業について、

もうちょっと特化したほうがいいのではないか

と思いますが、これは観光を軽んじているわけ

ではないです。知事にそのあたりをお願いしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 今、文化事業に重点を

というような御指摘がございましたが、昨年来

の取り組みとしまして、明治大学と連携した講

座を行い、参加した方に宮崎を体験ツアーもし

ていただいたというものがあります。また、各

県の知事と一緒になったシンポジウムを行う、

また、この４月に梅原猛先生をお招きして講座

を行う、そういう古事記に対する理解を深めて

いこうと。まさに文化振興的な側面から、また

今、西都原の博物館などでもいろんな講座を

行ったり、いろんな形で取り組みが進んでいる

ものというふうに考えております。そして、そ

れを徐々に徐々に盛り上げていって、ことしの

全体的なイメージとしては、秋口に、神武さま

や西都の古墳祭り、それから古事記ゆかりのグ

ルメのイベントということで、３週連続で大き

な核となるイベントをそこには持っていこうか

と思っておりますが、今はじわりじわり足元を

固めるところから文化振興的な取り組みを進め

てきておるところでございます。今後とも、い

ろんなアプローチ、いろんな取り組みがなされ

てくると思いますし、県だけですることではな

く、市町村、民間団体と一緒になり、しっかり

とアイデアを出しながら、地に足をつけて取り

組んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。ぜひ

お願いをしたいと思います。

同じく、記紀編さんでつながる他県との協力

体制についてお伺いをいたします。既に知事は

１月、ゆかりの地サミットというものに出席を

されました。奈良県、福井県、島根県、鳥取

県、そして宮崎県の５県の知事が参加されたと

いうことであります。非常に盛り上がったとい

うような記事を見ました。また、「るるぶ」を

初めとする観光ガイド本の古事記バージョンと

いうものが発行されてもおります。そこで私

は、知事にも提案をしていきたいと思います
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が、商工観光労働部長にまずお伺いしたいと思

います。本県の古事記神話とゆかりのある県

に、こちらから知事を団長として訪問団を募集

して、ツアーをつくっていく。今まで誘客とい

いますと、宮崎県に来てくれ来てくれというこ

とであったんですけれども、逆にゆかりの地、

例えば山陰地方に宮崎県から知事を団長として

乗り込んでいって、向こうのイベントを盛り上

げてやるということを宮崎県が先に行うといい

のではなかろうかと思いました。当然、お互い

の古事記、古代神話の理解、そして事業を盛り

上げていくためにも必要だと思いますし、また

そのやりとりが、例えば宮崎県と奈良県、奈良

県と島根県とか、マイナーとかメジャーの話で

はないんですけれども、それぞれの地方都市が

連携することによって盛り上がっていけば、そ

のゆかりの地以外の方からも、その県で何を

やっているんだろう、古事記とは何だろうとい

うことで全国的にニュースが広がっていけば、

まさしく古事記の「岩戸開き」のように、自分

たちが楽しんで盛り上がれば、ほかの人たちが

ぞろぞろやってくるのではないかなと私は思っ

ております。誘客に対して、こっちに来い、

こっちに来いだけではなくて、まずこっちから

出向いていくということに関して、こういうツ

アーというものは、部長、何か考えておられま

せんでしょうか。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 今お話が

ございましたけれども、商工観光労働部としま

しては、古事記編さん1300年記念という、先ほ

ど知事がお答えしましたとおり、千載一遇とい

いますか、このチャンスを生かして、より多く

の県外の皆様にＰＲしておいでいただくという

ことを中心に取り組んでいきたいと考えており

ます。その一環としまして、私どもの部が中心

になってやるものとしては、例えば、先ほどお

話がありましたけれども、島根が開催する「神

話博しまね」の中で宮崎県のブースを出展した

り、島根県、奈良県、宮崎県の３県が連携した

首都圏でのシンポジウム開催などに取り組むこ

ととしております。逆に私どもが行くというこ

とについては、地元の旅行業者等においていろ

いろ検討されているような話も伺っております

が、県としてそれを積極的にという状況には、

今のところございません。以上でございます。

○西村 賢議員 今、部長の答弁のとおり、商

工観光労働部としては来てもらうことに力点を

置くというのは確かなんですけれども、知事は

どうですか。

○知事（河野俊嗣君） 今、具体的に計画され

ているものはございませんが、大変おもしろい

視点だと思っております。私もぜひ、そういう

機会があれば奈良なり島根に足を運んでまいり

たいというふうに考えております。また、市町

村レベルでは、例えば宮崎市と橿原市の連携と

いうのがありますし、市長さんに伺うと、今、

出雲市さんともいろいろ話をしているというふ

うなことで、いろんな行き来が考えられている

ようであります。私もそういう機会を見つけて

まいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

次に、教育長にお伺いをいたします。先日、

常任委員会で西都原考古博物館に行きました。

そのときに調査をさせていただいたんですけれ

ども、非常に古代ロマンがあふれまして、記紀

編さん1300年の事業にも欠かせない施設である

なということを感じました。この施設見学の昨

年度の小中学校一覧をいただきまして、カウン

トしたら、75校ぐらい県内の小中学校から考古

博物館の見学に来られておりました。県内の小
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中学校の数というのは、支援学校も含めまし

て392校ぐらいありました。当然、個人なり家族

なりで行かれる方もいるんでしょうが、まだま

だ県内の学校からあの施設に行ったことがない

人もいらっしゃると思います。この記紀編さん

事業を盛り上げるためにも、教育長のほうから

県内の市町村に対して、ことしから一度は行っ

てくださいというようなお願いはできないもの

かを伺います。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会では、

県内の子供たちが郷土の歴史に対する興味・関

心を高めていくことは極めて重要なことだと考

えておりまして、昨年策定いたしました第二次

宮崎県教育振興基本計画におきましても、「ふ

るさと宮崎に学び、誇りや愛着を育む教育」を

施策の柱の一つとして位置づけ、取り組みを進

めているところであります。

西都原考古博物館についてですが、我が国を

代表する史跡である西都原古墳群の中に位置

し、子供たちが郷土の歴史を学ぶ上での資料も

多数展示してある、非常に有効な施設であると

考えておりますことから、これまでも、県内す

べての学校へ利用案内文書の配付や、本県教育

情報通信ネットワークである「教育ネットひむ

か」にも案内を掲載し、利用促進に努めてきた

ところです。さらに、議員から御指摘がありま

したように、本年度は、記紀編さん1300年記念

事業の初年度であるとともに、西都原古墳群発

掘100周年にも当たりますことから、西都原考古

博物館が県内多くの小中学校等でこれまで以上

に利用されますよう、校長会等での案内や全市

町村教育委員会への訪問など、積極的な働きか

けに今取り組んでいるところでございます。

○西村 賢議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。1300年については以上です。

次に、物流対策についてお伺いをいたしま

す。総合政策部長にお伺いいたします。

私が２月議会でも質問いたしました物流効率

化支援事業についてですが、これは、細島港に

限らず、県内の港、また鉄道の輸送に関係して

くる事業であります。新年度になりまして、新

たな事業がスタートしました。この事業は、輸

送業者の貨物をふやすためにインセンティブを

与えるというものですが、まず、県のホーム

ページを見ますと、新年度の事業は４月20日か

ら受け付けとなっております。また、ホーム

ページには、事前申し込み制度で、申し込みか

らおおむね10日かかるとあり、その言葉どおり

であるならば、４月の１日から19日までの貨

物、また申し込みから10日必要ということであ

れば、実質４月中の貨物は対象になりにくいと

いうことであります。また、10日前に申し込み

をしなければならないということになれば、３

日前とか４日前に急に「この荷物を運んでく

れ」といった荷物が対象にならないということ

になってしまいます。この新規事業については

非常に期待が大きかったものの、せっかく細島

港を利用してやろうと県外から移してきた荷主

さんにとっては、非常に評判の悪いものになっ

てしまいました。御存じのとおり、物流という

ものは一日もとまることができません。鉄道や

フェリーにも適用される事業ですから影響は大

きかったと思いますが、県は本当に貨物を集め

る気があるのか、この件においても不安になり

ました。このことについて部長のお考えをお聞

かせください。

○総合政策部長（稲用博美君） 物流効率化支

援事業につきましては、今年度、下り荷不足に

よるコスト高への対策として、新たに下り荷に

対する割り増し制度を設けましたほか、利用者
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の利便性を考慮した申請方法への変更などの所

要の改正を行いまして、４月20日付で施行した

ところであります。しかしながら、今御指摘が

ありましたように、事業の目的ということを考

えました場合に、改善すべき点もあるだろうと

いうふうに考えております。今年度の申請状況

や事業者からの意見等も踏まえまして、より効

果的で申請しやすいインセンティブとなるよう

検討してまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 新規事業で新年度から要綱が

変わるというものであれば、３月に、申請をこ

ういうふうに変更しますということを事前に通

告しておけば何ら問題がなかったことだと思い

ます。これは現場の声としてしっかりと部長に

届けたいと思いますので、お願いをしたいと思

います。

続きまして、細島港では新たなガントリーク

レーンの設置もあり、徐々に港の姿も変わって

きております。企業誘致の報道も聞かれ、今後

の希望にわいておりますが、その中でも最も市

民が気にしているのが、中国木材株式会社の細

島港への企業立地であります。これまでも多く

の質問が行われてきましたが、明確な回答は企

業側にしかわからないということでありました

ので、そのことは聞くことはありませんが、商

工観光労働部長にお伺いをいたします。中国木

材株式会社が日向市に進出するに当たりまし

て、県の立ち会いのもと覚書が交わされており

ます。通常、契約書、覚書といったものには期

限も明記されていると思いますが、その内容に

ついて教えてください。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 中国木材

株式会社と宮崎県木材協同組合連合会などの林

業３団体は、平成20年に、県の立ち会いのも

と、中国木材の日向進出に関しての覚書を締結

しております。この覚書は、企業と市町村が結

ぶ、いわゆる立地協定とは異なりまして、具体

的な進出の時期や期限を明記したものではな

く、原木の安定供給や県内製材業者との連携・

協調など、中国木材と林業団体が相互に協力し

て本県の林業・木材産業の発展に尽力すること

をうたったものであります。中国木材におきま

しては、進出する意思に変わりはないというこ

とでありますので、県といたしましては、引き

続き日向市とも連携しながら、早期進出を働き

かけてまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 普通に考えれば、期限のない

契約書とか覚書というものがどれほど有効なの

か、非常に不安になります。今後、また同じよ

うな覚書、契約書がある場合には、ぜひその点

も注意していただかないと、何の効力があるの

か。特に、御承知のとおり、今、中国木材が来

ようとしている場所は、新規岸壁の目の前であ

りまして、一等地でもあります。今は旭化成と

いう企業の土地でありますけれども、細島港一

帯を有効的に活用するためにも、ずっと遊ばせ

ておくわけにもいかない土地であると私は思っ

ております。その対策、対応を、今後とも当局

にはお願いしたいと思います。

次に、客船の入港についてお伺いをいたしま

す。本年は、細島港、油津港、宮崎港への大型

客船の入港が伸びており、この３港で国内外の

大型客船の入港が24～25回程度予定されており

ます。一度に数百人から数千人程度の観光客を

乗せてくるわけですから、経済効果、観光動向

に与える影響は非常に大きいかと思います。し

かし、報道はされておりませんけれども、寄港

に関してトラブルが非常に多かったという話も

聞きました。２月議会でも私は、ＣＩＱの拡充

が絶対的に必要だ、要望すべきだということを
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申し上げましたが、この５月の国際クルーズ船

の細島寄港時の混雑等々について、その経緯を

伺います。

○総合政策部長（稲用博美君） 今お話にあり

ました件につきましては、国際クルーズ船が出

国をする際の混雑ということであったというこ

とで、私どものほうも承知しております。５

月26日に出港するということになったんです

が、そのときに―これはツアーバスがずっと

回っておったんですが、数十台のツアーバスが

一斉に港に帰ってきた。当初の計画ではそれぞ

れ分かれて帰ってくる予定であったんですが、

それが一斉に港に戻ってきたということで、出

国手続に長時間を要する事態になった。そのこ

とでクルーズ船の運航会社からクレームがあっ

たということでございます。

○西村 賢議員 今のようなケースも、できれ

ばないようにしていきたいと思いますが、こと

し非常にクルーズ船の入港というものがふえて

おります。これに対して、よく私は聞かれるん

ですが、「県はどの部署が窓口となって対応し

てくれるんだ」と。ますますふえていくことに

対して、地元では対応し切れない部分もあるか

と思いますが、商工観光労働部長にお伺いいた

します。県はクルーズ船の寄港に対してどのよ

うな対応を考えておるのか伺います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） クルーズ

船の受け入れは、観光やショッピングなど地元

への経済効果が大きいことから、県ではこれま

で、地元自治体や関係機関と連携して誘致に努

めてきたところであります。クルーズ船の受け

入れに当たりましては、県の関係部署や地元自

治体、観光協会、関係事業者などで構成する受

け入れ協議会を中心として、他の港での大型ク

ルーズ船の受け入れ状況の視察などを行いなが

ら、受け入れ体制の整備や歓迎イベントの実施

などを行ってきております。

先ほど御指摘のありました、細島港での大型

クルーズ船の寄港につきましては、先ほど総合

政策部長もお話ししましたとおり、2,000人規模

の受け入れが初めてであり、出港に際して、旅

行会社の手配によるツアーバスの帰着時間が一

度に重なって乗船に時間を要したことなどか

ら、船会社から不満の声が聞かれたところでご

ざいます。このため、関係者でその原因等の分

析を行い対応に努めた結果、その５日後に寄港

がありましたけれども、２回目では円滑な受け

入れが図られ、入港時や出港時のおもてなしな

どの地元日向市の対応につきましても、船会社

から評価をしていただいたと伺っております。

県としましては、今後とも、地元の受け入れ協

議会を活用して、関係機関の連携をより一層図

ることにより、円滑な受け入れに努めてまいり

たいと考えております。

○西村 賢議員 ことしは24～25回、来年はそ

れ以上に、再来年はもっとそれ以上に来てもら

わないといけない取り組みだと思っておりま

す。細島であったり油津であったり、各地域の

受け入れ協議会がしっかりと自立をしていくよ

うに、県も支援をしていただきたいと思いま

す。よろしくお願いしたいと思います。

続きまして、幼い命を守る取り組みについて

質問をいたします。

全国的に乳幼児への虐待の事件が後を絶たな

い状況にあり、その取り組みの重要性を感じて

おりますが、まず、県内の虐待の状況につい

て、福祉保健部長にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 昨年度の児童

相談所における児童虐待に関する相談対応件数

は410件でありまして、過去最多となりました平
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成22年度の451件に次ぐ件数となっております。

児童虐待の種別につきましては、ネグレクト

が188件と最も多くなっておりまして、次いで身

体的虐待の128件、心理的虐待の82件、性的虐待

の12件となっております。また、主たる虐待者

でありますが、実母が288件と最も多く、次に多

い実父の80件を含めますと、実父母による虐待

が全体の約９割を占める状況となっておりま

す。なお、被虐待児童の年齢構成につきまして

は、未就学児が184件の44.9％で最も多く、次い

で小学生の156件の38.0％となっているところで

ございます。

○西村 賢議員 この数が多いことには非常に

驚かされますが、今まで密室で隠されてきたも

のが表に出てきているということは、非常に前

進していると思います。今度はこの数自体を減

らしていく取り組みをお願いしたいと思いま

す。

続けますが、私は３月に熊本市にある慈恵病

院を視察いたしました。御存じの方もいらっ

しゃると思いますが、全国で初めて、「こうの

とりのゆりかご」、いわゆる赤ちゃんポストを

導入した病院であります。この導入された蓮田

理事長、また田尻看護部長と直接お話する機会

も設けていただきました。蓮田理事長は、身近

な場所で乳児が遺棄されて亡くなる事件にいた

たまれなくなり、何とか命を助けることはでき

ないかとヨーロッパを回り、赤ちゃんポストを

視察し、決意と行動力で導入いたしました。当

初は、行政からは厄介がられ、また、赤ちゃん

ポストの設置自体に、「無責任な育児放棄がふ

える」との大きな批判もありました。今もレア

ケースを取り上げたような批判のほうが大きく

報道されますが、この５年間で助けられた81人

の子供たち、またそれ以上に、相談によって連

れ帰ったり、数日後迎えに来たケースを含める

と、成果は大きいものがあったと思います。特

別養子縁組などにも積極的に取り組まれ、その

子供一人一人の命を大事にしようという気持ち

が伝わってくる施設でありました。実際にこの

「こうのとりのゆりかご」を利用する熊本県内

の親の割合は非常に少なく、９割程度が県外か

らこの病院を訪れる親でありました。幼い命を

守るため、この取り組みは全国的に必要ではな

いかと思います。本県にはこの赤ちゃんポスト

はありませんが、かわりにどのような対策が行

われているのかを、福祉保健部長にお伺いいた

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、望ま

ない妊娠や子供を養育することへの不安などを

抱く方々に対しまして、保健所や児童相談所に

おいて相談に応じているところでございます。

仮に子供が遺棄された事案が発生した場合でご

ざいますが、昨年度３件ございました。児童相

談所において、児童の安全確保を図るために、

当該児童を乳児院や医療機関などに一時保護い

たしまして、当該児童の健康チェックなどを行

いますとともに、警察において、保護者の捜索

等を実施することになります。その後、当該児

童の保護者が見つからない場合や、保護者によ

る養育が困難と児童相談所が判断した場合は、

当該児童を乳児院や里親に措置いたしまして、

児童の養育を行っているところでございます。

○西村 賢議員 ありがとうございます。昨年

度、宮崎県でも３件あったということですが、

これはゼロになることが当然望ましいんですけ

れども、３人の幼い命が助かったということの

ほうが非常によかったのではないかと私は思い

ます。

次に、虐待から子供を守るためにも、母親だ
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けに任せ切りにならず、父親の育児参加、教育

参加も必要であると思います。先ほども、主た

る虐待者は実母が288件、非常に多い状況であり

ました。今、私の子供のころからすれば、非常

に男性の育児参加というものは活発になってい

るとは思います。継続して呼びかけて取り組ん

でいく必要があると思います。そこで、私が平

成20年に呼びかけて、21年度に県に作成してい

ただいた「パパの子育てガイド」、最近の利用

状況はどうかなと思いまして日向市役所のほう

に行きましたら、21年の１年間で終わったとい

うことでした。次の年に市販のものを使ったり

したようですが、市町村によっては、みずから

それをコピーして使ったり、市販のものを買っ

てきて今も継続しているという話も伺いまし

た。福祉保健部長、これは継続が必要だと思い

ますが、どうでしょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 「パパの子育

てガイド」でありますが、妊娠期から乳幼児期

までの父親の子育てに参加する際の役割や留意

点を掲載したリーフレットでございます。平

成21年度に作成・配布したところでございます

けれども、その後に市町村からの追加要望が

あったことから、本年５月の市町村担当者会議

におきまして「パパの子育てガイド」について

の説明を行うとともに、今月中に必要部数を送

付いたしまして、県民の皆様には、それぞれの

市町村において母子健康手帳を交付する際に配

布してもらうこととしているところでございま

す。県といたしましては、今後とも、市町村と

連携した取り組みなどによりまして、父親の子

育て参加を推進してまいりたいと考えておりま

す。

○西村 賢議員 ありがとうございます。今度

は切れないように、継続してお願いしたいと思

います。

次に、国際的に活躍できる人材の育成につい

てお伺いいたします。

私は幸運にも、５月の連休後半から８日間、

ワシントンＤ.Ｃ.にありますジョージタウン大

学の日米リーダーシップ研修に参加することが

できました。この大学はクリントン元大統領の

出身校でありました。行くまで私も非常に気が

重かったんですが、期間中すばらしい研修をさ

せていただき、またその際に、逆にみずからの

語学力の不足など悔しい面もありましたけれど

も、海外に行ってよかったなと、非常に留学の

重要性も感じた次第でありました。年々、政

治、経済、文化、教育、観光など国際交流が進

んでいく中で、外国人と触れ合っていくことは

重要であると思います。しかし、それに逆行

し、文科省の報告では若者の留学生の数が減っ

ているとの報告もありました。その理由は、経

済的な理由や少子化、アメリカ圏だけが留学先

ではなくなったということも分析されておりま

したが、私は、単に語学力の向上だけが重要で

あると言っているわけではなくて、これからの

国際化の時代に身につける国際感覚というもの

が重要ではないかと思っております。そこで、

みずからハーバード大学留学経験もある知事

に、国際的に活躍できる人材の育成についてど

のような考えをお持ちなのか、お伺いをいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） どんどん社会というも

のがグローバル化しておりますので、外国人と

触れ合う、また国際的に活躍できる人材を育て

るということは大変重要な課題であると考えて

おります。今、議員が話をされましたジョージ

タウン大学、私はハーバードに行く前にサマー

スクールで通っておりまして、今、懐かしく思
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い出しておったところでございます。そこで学

んだことはもちろんでありますが、異文化の中

で外国の若者と一緒に過ごした経験というもの

は、大変いろんな意味で刺激になる、つくづく

日本というものは島国だったんだなということ

を実感した次第であります。したがいまして、

これからの日本を担う特に若い人たちが、国際

交流を通じてさまざまな経験を積んでいくこと

は大変重要であると考えております。外国語、

国際理解を初めとする学校での教育というもの

が基本になるわけでありますが、県や市町村の

国際交流事業、さらには国際関係団体が実施す

るイベント、最近では宮崎市のＪＣが市街地で

国際フェスティバルなどを開催しておるところ

でございます。そういったものを通じて、さま

ざまな機会に外国人と接して、国際感覚豊かな

人材というものを育てていくことが大事だと考

えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。

その中で、まず、子供たちに諸外国について

興味を持ってもらうことが大事だと思います

が、本県がどのように子供たちと外国人が接す

る機会をつくっているのか、総合政策部長にお

伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 本県の取り組

みでありますが、まず、国際交流員が学校に出

向きまして児童生徒と直接触れ合う講座を実施

するなどの、国際理解を深める取り組みがあり

ます。また、外国との交流につきましては、宮

崎と韓国の小・中・高校生が相互に訪問しホー

ムステイ等を通じて交流を行う、「アンニョン

ハセヨ！少年少女国際交流事業」を実施してお

りますほか、台湾との間では、東アジア民間交

流促進事業を実施しまして、それをきっかけと

した青少年の文化・スポーツ交流も行われてき

ているところであります。また、県内の中学

校、高等学校では、海外への修学旅行を実施し

ているところもありまして、現地で学校訪問な

どの交流が行われております。なお、その際、

宮崎空港を発着する国際定期便を利用する場合

には、空港振興協議会を通じました助成も行っ

ておるところであります。これらのほかにも、

市町村や国際交流団体などの取り組みとも連携

しまして、役割分担を図りながら、さまざまな

国際交流に努めているところであります。

○西村 賢議員 やはり国際感覚を身につける

上でも、外国人に対する抵抗感というものをな

くすためにも、今、部長がおっしゃったような

事業というものはもっと必要ではないかなと私

は思います。子供たち皆が皆、世界に羽ばたく

わけではありませんけれども、やはり大きな気

づきであったりチャンスを与えてくれるもので

あると思っております。まだ韓国、台湾のみと

の交流でありましたが、当然予算の面もありま

すけれども、ぜひ諸外国のほうにも広げていた

だきたいと思います。

また、知事に、これは質問で通告していな

かったんですけど、知事の国際感覚というもの

を先ほど話の中でいただきました。その中で、

私が外国に行ったときに、ここの町は何々市と

姉妹都市ですよとかいう話は、現地にいらっ

しゃる日本人とかガイドの方からよく聞きま

す。そう考えると、宮崎県は姉妹都市というも

のが今のところないわけであります。宮崎県内

の市町村には、いろんなところと姉妹都市を結

んでいるところもあります。ここで質問して

も、知事の中でどこという国は言えないでしょ

うから、やはり姉妹都市というものを宮崎県も

考えていって、それは１地域に限らなくてもい

いわけですが、私は、宮崎県に姉妹都市があっ
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てもいいなということを外国に行って感じた次

第でした。要望申し上げておきます。

次に、教育行政についてお伺いをいたしま

す。

教職員の不祥事が相次いでいる中で、先日は

議長による議会からの申し入れを教育長に行い

ました。その不祥事に対する対策というものに

対しては、この議会中の委員会等でも取り扱わ

れると思いますので、ここでは質問申し上げま

せんが、この場をかりて教育委員長のほうに質

問したいと思います。この一連の教職員の不祥

事に対しまして、教育委員長の御意見をお伺い

いたします。

○教育委員長（近藤好子君） 本県教育の振興

につきましては、県民の皆様の信頼のもとに進

めなければならないにもかかわらず、教職員に

よる不祥事が後を絶たないことにつきまして、

大変残念でなりません。このような状況を受

け、このたび議長から、教職員不祥事の再発防

止を求める申し入れがありましたことを、大変

重く受けとめております。教職員の不祥事が続

くということは、学校教育に対する信頼を大き

く損なうものであり、何より子供たちの信頼を

裏切る行為が続いていることであると、強い危

機感を感じております。

これまで、不祥事を起こした教職員に対し厳

正な処分を行うとともに、再発防止に取り組ん

でまいりました。にもかかわらず不祥事が後を

絶たないという現状を受け、これまでの取り組

みが効果的であったのかを分析・検証すること

が必要であると強く感じております。そのため

に、不祥事の内容に沿って、なぜ起きてしまっ

たのかを再度調査・分析して、今後の対策に生

かしていくことが大切であると考えておりま

す。また、今後の取り組みにつきましても、そ

の効果を検証していくことは必要不可欠ととら

えております。さらに、不祥事の再発防止の取

り組みが、県内すべての教職員一人一人の心に

なぜ届かなかったのかということにつきまして

も、検討することが求められていると感じてお

ります。今回の議長からの申し入れを、県民の

皆様からの声として重く受けとめまして、県教

育委員会といたしましては、県民の皆様の期待

にこたえられるよう、今後とも市町村教育委員

会と十分連携し、組織を挙げて不祥事の再発防

止に取り組んでまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 ありがとうございます。今の

教育委員長のお言葉、私は教育長の言葉と一緒

ととらえておりますが、教育長、よろしいで

しょうか。

○教育長（飛田 洋君） 児童生徒を指導すべ

き立場にある教職員の不祥事が依然として後を

絶たないということは、私としても痛恨のきわ

みであります。教育は人を育てる仕事である、

その重み、崇高さを自覚して教職員が職務に当

たってほしい。また、教育に携わる者は人とし

てあるべき姿を説く存在である、そういうこと

から、法を犯すことは許されないし、倫理的に

も高い存在でなければ教壇に立つことはできな

い、このような思いが教職員一人一人に届かな

かったことは、まことに残念でなりません。私

といたしましては、教職員の不祥事を何として

も防止したい、教育に対する信頼を一刻も早く

回復したいという強い思いで、６月７日、緊急

にすべての県立学校の校長を招集し、管理職と

して、危機感をしっかり持って指導に当たるこ

とや、相談しやすい風通しのいい職場づくりに

努めることなどを強く訴えたところでありま

す。また、教職員一人一人に私の思いを届け、

教育に携わる者としての誇りと責任を改めて深
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く自覚させるため、私のメッセージをつけて、

県立高校、県立特別支援学校全教職員に、コン

プライアンスの一斉点検を求めたところであり

ます。さらに、市町村教育委員会に対しまして

も、同様の取り組みをお願いしたところであり

ます。このたびの議長申し入れを、県民の皆様

の思いであると真摯に受けとめまして、不祥事

が起きた原因を調査・分析し、今後の対策を検

討するなど、不祥事の再発防止に向けて、組織

を挙げて全力で取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○西村 賢議員 今、教育長の言葉もいただき

ました。この後の委員会のほうで、しっかりと

その中身については伺いたいとは思いますが、

私自身は、今の組織体制のあり方、教育長が直

接、市町村立の小中学校にいる方には声が届け

られない、もしくは、以前質問いたしました

が、教職員の採用のあり方、正職員となるため

に５年、６年時間がかかってしまう、そういう

ことがすべて複合されているのではないかなと

思っております。また委員会のほうでじっくり

と聞きたいと思います。

次に、通学区域撤廃について伺います。いわ

ゆる校区自由化となって５年、導入直後はさま

ざまな憶測や心配がありましたが、定着してき

た現在の状況、成果について、教育長に伺いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 本県におきまして

は、平成20年度の高校入試から普通科の通学区

域を撤廃いたしましたが、この制度変更による

旧通学区域以外からの合格者は、今春、平成24

年度は190名程度であり、これは普通科合格者全

体3,159名中の６％程度となっております。通学

区域撤廃の大きなねらいは、それまでも全県１

区であった県立高校の専門学科、そして私立高

校に加え県立高校普通科においても、中学生が

行きたい学校を主体的に選択できるようにする

ことであります。このことによりまして、中学

生の進路意識や学習意欲が高まり、生徒は、各

高校の特色を十分理解した上で、通学距離等の

条件も考慮しながら、個性や能力、適性に応じ

た学校を適切に選択しているものと考えており

ます。県教育委員会といたしましては、各高校

がさらに魅力ある高校づくりを進められるよ

う、今後とも支援をしてまいりたいと考えてお

ります。

○西村 賢議員 次に移ります。少子化が進む

中で、残念ながら学校の統廃合は今後も進んで

いくと思います。統廃合によって、小中一貫校

などの特色のある学校づくりを始めているとこ

ろも多く、マイナスだけのイメージではありま

せんが、地域にとっては、学舎というだけでな

く、心のよりどころとしての学校を失うこと

に、卒業生のみならず地域の方が寂しく思って

おります。ある小学校が廃校となりまして取り

壊されました。これは仕方ないことであります

けれども、そこに保管をしてあった長年の学校

での思い出の品、アルバムもしくはビデオテー

プなどの記録媒体が、その後、その地区の方々

があれが欲しいといった際には既に処分されて

なくなっていたということでありました。思い

出の品というものは、人によって思い入れが違

います。廃棄することで、そのときの管理者が

責められたりするということも考えられます

が、学校資材―それは資材と呼ぶかわかりま

せんが―の処分について、マニュアル等が今

あるのかを教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 統合により閉校とな

る場合、学校には、議員がおっしゃったように

長年の大切な記録はもちろんのこと、卒業生や
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地域の方々の思いの詰まった貴重な品々が数多

くありますので、関係される方々の意向を十分

に配慮することが大切であると考えておりま

す。閉校となっても、公的書類につきまして

は、規則にのっとって適切な保管がなされてお

ります。記念の品々等につきましては、保管す

るように明文化したマニュアルなどは作成いた

しておりませんが、統合した学校に記念の品々

を保管・展示し、大切に受け継いでいる小学

校、中学校、県立学校の例もございます。県教

育委員会といたしましては、小中学校の統合に

当たっては届け出を受理するという立場にござ

います。その届け出を受理する際、記念の品々

の保管等について、関係される方々の意向に十

分配慮するよう、市町村教育委員会に助言をし

てまいりたいと考えております。

○西村 賢議員 最後に、スポーツの強化校、

種目の選定についてお伺いします。今年度の高

校総体の開会式を見に行きました。若い高校生

たちの熱気というか頑張りというか、非常に

我々も刺激を受けました。県大会で優勝された

方、全国大会に行く方々には、ぜひ宮崎県の代

表として頑張っていただきたいと思います。

その中で、宮崎県はスポーツ強化校、いわゆ

る高等学校競技力強化推進校を指定しておりま

す。その指定を見ますと、職業系高校に偏って

いるような気がします。普通科に進学したい優

秀な選手が県外に出ていくという話も聞いたこ

とがありますが、例えば、職業系高校、普通科

系と２校指定して、バランスよく普通科高校に

も指定がふやせないものか、県の競技力推進校

の指定の考え方についてお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 宮崎県高等学校競技

力強化推進校指定制度は、本県における高等学

校のスポーツ水準の安定的な維持と国民体育大

会における競技力の向上に資することを目的と

して、平成９年に設けたものであります。指定

につきましては、普通科とか専門学科とか設置

学科にかかわらず、「全国に通じる競技力を有

し、今後も維持・向上が期待されること」「競

技力が県のトップにあり、その活動が地域また

は学校に根づいており、将来ともその競技力の

向上が期待できること」などの基準により、関

係部局や学校体育団体等で構成します県高等学

校競技力強化推進校連絡調整会議の意見を聞い

た上で行っているところであります。本年度

は、22校、21競技、45部を指定いたしておりま

すが、普通科の高校が15校、専門の高校が７校

でございます。県教育委員会といたしまして

は、引き続き、強化推進校の支援などにより、

高校生の競技力の向上に努めてまいりたいと考

えております。

○西村 賢議員 以上で質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 次は、山下博三議員。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。きょうは、私の地元から、地元の公

民館長さんを初め高齢者の皆さん方がたくさん

おいでいただきました。遠いところまでありが

とうございます。この議場の臨場感をリラック

スして楽しんでいただくとありがたいと思って

います。

それでは、通告に従い順次お伺いしてまいり

ます。

昨年度、県におかれましては、みやざき行財

政改革プランを策定され、職員の意識改革を図

りながら、県庁総力戦で県民本位の行財政改革

を進めることとされております。この行財政改

革プランの中に、現在取り組んでおられます第

３期財政改革推進計画が盛り込まれており、平



- 27 -

平成24年６月13日(水)

成26年度までの４年間の具体的取り組みが明示

されております。その中で、投資的経費につい

ては、公共事業においては一部を除いて毎年度

５％削減、箱物整備については原則新規着工は

凍結、増改築は緊急性のあるものに限り実施と

されております。この財政改革推進計画につい

ては、昨今の厳しい財政状況をかんがみます

と、当然必要な対応策であり、本県の財政破綻

を招かないためにも、しっかりと取り組んでい

くことは私も同感であります。

そのような中、平成24年度当初予算を見ます

と、財政改革の着実な実行をベースとしながら

も、50億円規模の地域経済活性化・防災対策特

別枠の設定を初め、文化とスポーツの２つの基

金を創設し各種事業を展開するとともに、古事

記編さん1300年に係る各種事業まで盛り込み、

財政改革を進める中にも河野カラーをうまく調

和させた予算編成になっていると思います。事

実、マスコミの報道等におきましても、評価は

高いように感じたところであります。ただ、今

後の予算編成を考えますと、基本的には財政改

革を進めることをベースにするにしても、例え

ば公共事業で申し上げますと、今年度は先ほど

の特別枠で何とか維持できたものと理解します

が、毎年度５％の削減を続けていくことについ

ては、県内の経済状況を勘案するに少々難しい

のではないかと心配せざるを得ないところであ

ります。

つい先日、県建設業協会の方々との意見交換

会がありました。国、県における公共投資予算

の削減が続く中、建設産業の厳しい現状報告が

あり、今日においては公共事業設計労務単価の

下落についての報告もありました。平成11年度

と平成24年度の単価を比較すると、51職種の平

均でマイナス34.8％、主要12職種の平均ではマ

イナス45.2％となっており、公共事業の削減に

歩調を合わせるように下落を続けております。

このような厳しい中において、建設業の雇用の

安定と地域における魅力のある職場環境は厳し

いものがあると思います。建設業界には、非常

時の災害出動はもとより、一昨年の口蹄疫、昨

年の鳥インフルエンザでの防疫対策、新燃岳噴

火による降灰除去作業など、県民の安全・安心

な生活のために積極的に取り組んでいただいて

おり、建設産業の必要性は県民ひとしく理解い

ただいているものと思います。そこで知事にお

伺いします。今後とも、公共事業、特に県単公

共事業について５％の削減を続けていくおつも

りなのか。宮崎県知事として、県内建設業の厳

しい現状を初め、地域経済の停滞感を勘案して

いかれる気持ちはないか、お伺いをいたしま

す。

以上で壇上からの質問を終わり、これより質

問者席にて行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

公共事業予算についてであります。本県の公

共事業予算につきましては、第３期の財政改革

推進計画に基づき、前年度の95％の範囲内で編

成することを基本としているところであります

が、24年度におきましては、停滞している本県

経済の状況等を踏まえまして、通常のシーリン

グとは別枠で特別枠を設け、特に県単公共事業

につきましては、23年度予算で対前年度比24.1

％増としたものを、２年続けて延ばすというこ

とで、さらに2.3％増とするなど、最大限の配慮

に努めたところであります。しかしながら、こ

の４月、５月、各種団体の総会シーズンであり

ました。いろんな懇談会で意見交換をしており

ますと、「公共事業予算が少ない」、そういう



- 28 -

平成24年６月13日(水)

声ばかり聞いて非常に気がめいる思いがしたと

ころでございますが、御案内のように、国のほ

うで直轄事業についてはかなり伸ばしていただ

いたわけですが、一方で、補助公共の予算が十

分確保できなかったという状況がありまして、

トータルではなかなか厳しい状況だという認識

でございます。何とか予算の獲得に向けて引き

続き努力をしていく必要があろうかというふう

に考えておりますし、議員から御指摘がありま

したように、公共事業、また建設業が地域経済

に果たす役割─産業、雇用の面、それから災

害対応等の幅広い効果、影響というものがござ

いますので、その役割というのも十分認識しな

がら、極めて厳しい財政状況の中で、県債残高

の抑制など財政改革の取り組みというものは一

方で着実に推進をしながら、国の予算編成の状

況というのをしっかり見きわめて適切な対応に

努めてまいりたい、そういうふうに考えており

ます。〔降壇〕

○山下博三議員 ありがとうございます。十分

理解はしていただいているものと思っておるん

ですが……。これから、事務事業見直しや来年

度に向けての財政上の検討を進めていかれるも

のと思いますので、私は、早い段階から問題を

提起し、御検討をお願いしていきたいと思い、

知事にお伺いをいたしているところでありま

す。

今回、６月議会に報告された、平成23年度最

終補正予算の専決内容を見ますと、本県の財政

調整の２基金残高は326億円であります。お隣の

鹿児島県は235億円、熊本県は財政調整の４基金

でわずかに82億円であります。本県の財政改革

の成果であるとは思うんですが、６次産業化な

どを含めた地域経済循環システム、緊急防災対

策、医療や少子化対策など、重点施策にはもう

少し手厚く予算を配分してもよいのではないで

しょうか、知事の御所見をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、財政

を進める上では、よく「選択と集中」というふ

うに申し上げますが、めり張りをつけること、

その中でも、今御指摘がありましたような地域

経済の活性化を支えるための地域経済循環シス

テム、また緊急防災対策、医療・少子化対策

は、大変力を入れる分野だというふうに考えて

おります。今年度の当初予算編成におきまして

は、３つの柱を立てました。１つは「産業・雇

用づくり」、さらには「安全・安心なくらしづ

くり」、そして「地域を支える人財づくり」と

いうことで、重点的に予算措置をしたところで

ございまして、広い意味での地産地消の推進で

ありますとか農業の６次産業化の取り組み、さ

らには、東日本大震災を踏まえた防災力の向

上、医師確保、救急救命体制の強化などを重点

的に置いたところでございます。今後とも、め

り張りをつけた予算編成というものを心がけて

まいりたいと考えております。

○山下博三議員 次に、知事の本県経済の長期

展望についてお伺いをいたします。

平成21年度、本県の１人当たりの県民所得は

全国45位、207万円であります。九州・沖縄では

沖縄県が最下位でありますが、その沖縄県にも

抜かれそうであります。沖縄県においては先

月、振興計画案が発表されました。10年後

の2021年度に、県内総生産を2010年度の３

兆7,000億円から５兆1,000億円の1.4倍に増加さ

せる計画案であります。大きな事業としては、

「強くしなやかな自立型経済」「沖縄らしい優

しい社会」を目標に、大きな計画として、過密

化の進む那覇空港の滑走路に、新たに2,700メー

トルを増設する計画であります。既に国が環境
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影響評価を進めており、県は同評価が終わり次

第着工するよう国に要望し、概算事業費約1,900

億円を見込まれております。ＩＴ産業の充実で

は、アジアにおける国際情報通信拠点ＩＴブ

リッジ形成を目指し、ＩＴ関連の生産額を10年

間で66.5％増の5,800億円を目標とされておりま

す。県民の暮らしや観光客の利便性の向上など

インフラ整備も計画されており、こうした取り

組みで、10年後には県の人口５万人増の144万

人、完全失業率6.8％から４％に改善し、県民所

得も2010年度の207万円から271万円に増加する

と見込まれております。そこで知事にお伺いし

ますが、知事も、総務部長、副知事を経験さ

れ、そして宮崎県知事となられました。今や最

下位となろうとしている本県の経済の長期展望

をどのように描いておられるのか、お伺いをい

たします。

○知事（河野俊嗣君） 今、本県経済の長期展

望ということで、沖縄の例も話をされました。

先日、九州地方知事会で沖縄に参りましたとき

にも、沖縄に今、国際的な物流のターミナル、

ハブ機能が集約をしている。さらには最先端の

大学等設置というような話もございまして、い

ろんな活力というものが生まれつつある。大変

参考になったところでございます。本県を取り

巻く経済環境は大変厳しい状況にございます

が、大局的な視点で見ますと、世界的には、人

口増加や経済成長によります食料や資源の不足

というものが見込まれる。さらには、低炭素・

循環型社会への転換といった大きな課題が顕在

化しているわけでございますが、これは見方に

よれば、本県のポテンシャル（潜在能力）とい

うものを考えると、いわばチャンスに結びつけ

ることができるのではないか、そのような視点

で考えておるところでございます。本県の強み

である第１次産業というものをベースに安全・

安心な食料を供給していくフードビジネス、食

料産業というものをより強化していく取り組み

でありますとか、豊かな自然条件を生かした太

陽光なりバイオマスなどの新エネルギー分野の

事業創出というものに取り組んでまいりたいと

いうふうに考えております。さらには、昨年、

東九州メディカルバレーが特区に指定されたと

ころでございますが、医療機器産業の集積を生

かした国際的な拠点づくりなど、長期的な視点

に立った産業振興、まさに本県産業振興のエン

ジンとなるようなものをつくっていく、そのよ

うな取り組みを進めていくことが大変重要であ

ると、それが本県経済の長期的発展や県民所得

の向上につながるものと考えておるところでご

ざいます。

○山下博三議員 ありがとうございます。ぜひ

力強い長期展望を構築していただくようにお願

いいたします。

行財政改革は予算編成の基本ベースとして

しっかりと取り組むべきと、私も理解はいたし

ております。ただ、知事の姿勢としては、県民

本位、すなわち県民が幸せになることであり、

施策の実現を優先的に考えるべきであり、長期

展望を持ち夢をかなえることこそが責任である

と思います。予算編成においては、あらかじめ

一定の重点地域枠を設定するなど、県民の目に

見える形で重点施策にはしっかりと財源を振り

向けるという、知事の強い姿勢を示してほしい

と思います。以上、要望をしておきたいと思い

ます。

次に、農林業の抱える課題についてお伺いを

してまいります。

知事を初め執行部の皆様、ことしはＳＡＰ運

動発足50周年の記念の年であることを御承知で
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しょうか。県民運動として半世紀に及ぶ運動が

全国でもあるでしょうか。ＳＡＰとは、Study

for Agricultural Prosperity の頭文字をと

り、農業繁栄のための学修活動という意味であ

ります。昭和37年の春に、農林業青少年が希望

と誇りを持って学修と実践活動を行う県民運動

として発足いたしました。以来、この運動は、

本県農林業青少年の学修の支えとなり、心の糧

となって、地域農林業の将来の担い手の育成に

多大な成果をおさめるとともに、本県農業発展

の原動力として大きな役割を果たしてきたこと

は言うまでもありません。

ＳＡＰ運動設立当時の日本経済を振り返って

みたいと思いますが、第２次世界大戦から復興

し、欧米に追いつき追い越せを目標に高度成長

を遂げ、昭和39年の東京オリンピック開催に向

けて国内が活気にあふれた時代でありました。

その中で農業は、昭和36年に農業基本法が制定

され、自給自足農業から生産の選択的規模拡

大、農業構造改善、自立経営農家の育成が推進

されてまいりました。この農業基本法に基づ

き、本県では、ミカン、酪農を筆頭にすべての

部門で農業が積極的に推進され、急激に生産量

を伸ばしてまいりました。昭和37年の発足当時

から今日までの農業産出額及び全国の産出額順

位を調べてみました。50年前のＳＡＰ発足時

は342億円の全国30位であります。10年後の昭

和47年が991億円の23位、次の10年後の昭和57

年、2,903億円の17位、さらに10年後の平成４年

は3,707億円の７位であります。ＳＡＰ運動発足

から30年ですから、当時の会員から多くの後継

者が育ち、以来、全国７位前後を保ち今日に

至っております。今や本県農林業の立て役者で

あります。

私も、昭和43年、都城農業高校を卒業と同時

に新規就農者として加入し、ちょうどその年が

５周年の年でありました。そのときの記念大会

の感動は今でも脳裏に焼きついており、私の青

春時代はＳＡＰとともに歩んでまいりました。

この議会の中にも、緒嶋議員、中野副議長、徳

重議員、押川議員、宮原議員、黒木議員、私を

含めて７名ものＳＡＰの卒業生がいることも今

日知ったところであります。こうした多くの卒

業生が県内各地の首長や市町村議員や各種組

織、経済団体等でリーダーとして御活躍されて

いることを大変うれしく思っております。この

ようなことを踏まえ、知事は、ＳＡＰ運動の果

たした50年の歩みの評価と、今後どのように組

織育成を考えておられるのか、お伺いをいたし

ます。

○知事（河野俊嗣君） これは本県独自の県民

運動でありまして、ＳＡＰ50年の歩みというも

のは、言いかえれば本県農業発展の足跡である

というふうに考えておりまして、農業・農村の

担い手を数多く育成しながら、本県の農業の礎

を築いてきたものと考えております。今や食料

供給県として確固たる地位を本県は確立してお

るわけでございますが、これには、今御指摘が

ありましたように、過去における防災営農の導

入でありますとか「みやざきブランド」の取り

組みなど、その時々の時代が求める課題に対応

して果敢に挑戦をしてきたＳＡＰ会員やそのＯ

Ｂ、ＯＧの皆さんのたゆみない努力のたまもの

であり、高く評価されるべき取り組みというふ

うに考えておるところでございます。

昨年２月、皇居御所に両陛下を訪ねまして、

鳥インフルエンザ、新燃岳の状況について御説

明を申し上げたんですが、そのときに両陛下の

ほうから、「農業青年の研修グループがありま

すよね」というふうに話しかけていただきまし
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た。実際に本県を訪れていろんな意見交換をさ

れたときの記憶というものが両陛下の中にも

あって、また評価をされている。大変ありがた

く思ったところでありますし、このことをＳＡ

Ｐの皆さんにもお伝えして励みにしてもらいた

いと思ったところでございます。

この50年、農業情勢というものは大きく変化

をしたところでありますが、ＳＡＰというもの

が今、農業の成長産業化に向けた新たな時代の

要請に対応すべく、例えば現在では、商工青年

事業者で組織しますＳＳグループなどとの連

携、共同にも取り組んでいる、いろんな新しい

チャレンジをしておられるということで、敬意

を表するところでございます。県としまして

も、このような自主的な取り組みを積極的に後

押ししてまいりたいと考えております。さまざ

まな課題を抱える今だからこそ、若い発想力、

若い行動力で新しい本県農業を切り開く組織と

してさらに飛躍されることを期待しておるとこ

ろでございます。

○山下博三議員 ありがとうございます。

ちょっと調べてみたんですが、発足当時、本県

の昭和37年当初予算が213億2,300万円だったん

です。そのときの経済部、今の農政水産部の当

初予算が27億5,700万円であります。そのうちの

ＳＡＰ運動関連予算というのが、何と8,200万円

組んであるんです。その点、いかに経済成長に

向けて、本県の農業に対する役割―黒木知事

時代だったんですが、こういう運動のもとに予

算を組まれていたことを覚えておいていただく

とありがたいと思っております。

ことしはＳＡＰ50周年の記念すべき年であり

ます。記念事業の取り組みについて、農政水産

部長にお伺いをいたしますが、その前に、ＳＡ

Ｐと皇室のかかわりについて御紹介をさせてい

ただきます。先ほど知事が答弁でも言っていた

だきましたが、ちょうどＳＡＰ発足の年の５月

２日から６日まで、現在の天皇皇后両陛下が本

県を訪問されております。本県の当時の年表を

見てみますと、昭和37年５月２日、宮崎空港着

後、県庁、宮崎神宮、平和台その他、延岡市旭

化成ベンベルグを訪問されており、３日には高

鍋の高等営農研修所（現県立農業大学校）、児

童福祉園その他を訪問され、４日にはこどもの

国、サボテン公園その他、５日には高原の種畜

場、そしてえびの高原に泊まられ、６日に鹿児

島に移動されておる記録があります。当時この

様子がマスコミに大きく取り上げられ、その

後、本県が新婚旅行のメッカになったことは御

承知のとおりであります。

また、当時の高鍋の高等営農研修所を御訪問

された折、農業青年が大型トラクターでルピナ

スの花を緑肥としてすき込む作業をごらんにな

られ、美智子妃殿下はこのときの様子を、昭

和38年の新春宮中歌会始で「草原」という題で

次のように詠まれております。「耕耘機若きが

踏みて草原の土はルピナスの花をまぜゆく」、

農業大学校にはこれを記念して皇太子妃殿下の

歌碑が建立されております。また、先ほど紹介

いただきましたが、ミカンの花も、昭和38年よ

り今日まで毎年、ＳＡＰ会員が皇居に届けてお

ります。そしてその後、５周年記念では常陸宮

殿下御夫妻、15周年記念大会では現在の天皇陛

下御夫妻、25周年においては現在の皇太子殿

下、35周年では清子内親王殿下をお迎えして、

今日まで盛大に行われております。ことしの記

念すべき50周年記念行事をどのような大会にさ

れるのか、また、皇室へ出席要請をされる計画

はないのか、お伺いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県では、ＳＡ



- 32 -

平成24年６月13日(水)

Ｐ50周年という大きな節目に当たりまして、こ

れまでの足跡を振り返りますとともに、今後の

さらなる躍進の契機とするため、11月にＳＡＰ

との共催による記念行事を開催することとして

おります。記念行事では、式典や記念講演のほ

かにも、地域色を出した料理のコンテストや農

産物即売会など、広く県民の皆さんにＳＡＰの

すばらしい取り組みや農業の大切さをアピール

するイベントを行う予定であり、現在、ＳＡＰ

会員を中心に準備を進めているところでござい

ます。さらに、この行事は、口蹄疫等の災害か

らの再生・復興に向けた農業青年たちの取り組

み状況を広く発信する場になるものと考えてお

ります。また、ＳＡＰは発足以来、皇太子同妃

両殿下へのミカンの花の献上などを続けさせて

いただいており、県といたしましては、50周年

を機に、今後とも皇室との御縁を大切にしてま

いりたいと考えております。

○山下博三議員 次に入ります。第10回全国和

牛能力共進会の取り組みについて、知事にお伺

いをいたします。

平成19年、鳥取県で行われた全国共進会で

は、種牛、肉牛の９部門中７部門を制する圧倒

的な強さでありました。最高賞の内閣総理大臣

賞を手にし、日本一の栄冠に輝きました。和牛

のオリンピックとも言われる畜産業界最大のイ

ベントが、ことしは長崎県で10月25日から開催

されます。第10回全国和牛能力共進会の最終比

較審査開催まであとわずかの期間となってまい

りました。５年ごとに行われる和牛オリンピッ

クは、その時代に求められる和牛の姿を示す役

割を果たしてきたと言われております。畜産農

家を取り巻く情勢は、粗飼料の高騰、景気低迷

による食肉の消費減退、特に肥育農家は、子牛

価格の高どまりに加え枝肉価格が大幅に下落す

るなど苦しい状況であります。約30万頭の家畜

が犠牲になった２年前の口蹄疫の被害からも、

完全復興しているわけでもありません。本県で

は、優秀な種雄牛や繁殖雌牛、次代を担うはず

だった候補牛という財産を失ったばかりか、農

家の再開も順調とは言えない状況であります。

そのような中、本県の畜産農家は、「５年前の

感動再び」を合い言葉に、農家一丸となって県

代表選考会に臨んでおられます。県勢の悲願は

もちろん連覇であります。口蹄疫で万全の体制

とは決して言えないと思いますが、本県を上回

る飼育頭数を誇りながら前回苦杯をなめた鹿児

島県や地元長崎県など、ライバルも巻き返しに

躍起になっているそうであります。本県の今日

までの取り組み状況や意気込みについて、お伺

いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 第10回の和牛能力共進

会開催まで残り４カ月を切ろうとしているとこ

ろであります。口蹄疫の発生によりまして、種

雄牛を初め多くの優秀な牛を失ってしまったと

いうこと、また選考対象となる子牛の数が少な

いなど、代表牛を選定するに当たりましては大

変厳しい状況もあるものと考えております。し

かしながら、このような中にあっても、何とし

ても連覇をという意気込みで、関係者一同、

「もう一度奪え日本一」という合い言葉のもと

に、今取り組んでいるところでございます。私

が名誉会長を務めます第10回全国和牛能力共進

会宮崎県推進協議会を主体としまして、県内関

係者一丸となって候補牛の掘り起こしに努めて

いるところでございまして、８月23日と27日に

行われます県の代表決定審査では、すばらしい

代表牛が選出されるものと期待をしているとこ

ろでございます。先日行われました九州地方知

事会におきましても、議事が一通り終わった
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後、最後、話題提供ということで長崎県の知事

から、「こういう共進会みたいなのがありま

す。各県の知事さん、ぜひ来てください」とい

う話がございました。「そういう大会があるん

ですか。それはどんな大会ですか」ということ

をおっしゃる知事さんもいらっしゃいました

が、私はすかさず、「前回チャンピオンとして

私は必ず行きます」ということを申し上げたと

ころでございまして、副知事と手分けをしなが

ら現場の皆さんの激励をして、何とか再び栄光

の座をかち取るという決意で取り組んでまいり

たいと考えております。それが口蹄疫からの復

興を全国にアピールすることになりますし、ま

た、さまざまお世話になった全国の皆さんに対

する御恩返しである、そのような認識で今取り

組んでいるところでございます。

○山下博三議員 ありがとうございます。

長崎全共は、消費者の皆様にも、世界に誇れ

る日本の財産でもある和牛の力を示す機会にな

ります。出品候補牛は万全な仕上がりで長崎を

目指してほしいと思います。全国和牛能力共進

会を主催する全国和牛登録協会は、一昨年本県

で発生した口蹄疫などを受け、今大会から会場

の消毒設備を厳格にし、家畜伝染病のシャット

アウトに全力を注がれるとのことであります。

また、今までの大会では、牛を間近で見られ、

一般客にも大変人気だった牛舎とその周辺に

は、出品者、大会役員ら関係者以外の入場が全

面禁止されるそうであります。大会の盛り上が

りには大変心配をいたしておりますが、被災県

として、本県から参加される皆様にも防疫対策

には万全を期していただくようお願いしておき

たいと思います。

今回の全共の主なテーマは「和牛維新」とい

うことであります。前回までの審査は、産肉性

を重視する肉用種としての能力に重きが置かれ

ておりました。今回からは、肉用種と種雄牛や

繁殖雌牛の生産能力の両面をバランスよく評価

する新審査標準を採用、さらに、枝肉では、肉

のうまみや風味に関係すると見られる一価不飽

和脂肪酸も測定し、脂肪の量だけでなく質を評

価し、おいしい牛肉の姿を探るのだそうであり

ます。今日まで本県は、サシの入り、枝肉の量

について改良を中心に行ってこられたと思いま

すが、今後、宮崎牛の目指す方向について、御

所見を農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 宮崎牛につき

ましては、これまで県内の和牛のブランド化に

向けて、いわゆるサシの量や入り方と枝肉重量

を重視した改良を進めてきたところでございま

す。一方、今回の和牛能力共進会において、御

指摘のとおり、うまみ成分に関係する脂肪の質

の評価が審査基準に取り入れられたように、流

通・消費段階では、より多様な肉質を求められ

てきております。県といたしましても、昨年

来、関係団体や流通関係者などを交えて、牛肉

のあり方に関する意見交換等を行っているとこ

ろでございまして、今後は、長年にわたって

培ってまいりました宮崎牛ブランドの発展を基

本としつつ、肉のうまみなどについての消費動

向も見据えた多様なニーズへの対応について、

検討を進めてまいりたいと考えております。

○山下博三議員 よろしくお願いしたいと思い

ます。生活環境の変化や高齢化社会を迎え、消

費者のニーズは多岐にわたっております。霜降

り重視からうまみ追求へ、脂肪と赤身のバラン

スのとれた肉を消費者は求める時代になってお

ります。全国に先駆けた改良をさらに進めてい

ただくように、御要望を申し上げておきます。

次に、森林法の改正点について、環境森林部
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長にお伺いをいたします。

緑豊かな日本の国土、国土の３分の２が森林

であります。山の果たしている役割は、私たち

が生命を保ち続けていく上での生態系の保持や

地下水の涵養、国土保全等多くの多面的機能を

果たしております。本県の山の面積の６割は人

工林でありますが、現在その人工林の多くが荒

廃の危機にあります。人工林は、常時手入れを

行い、木材として使用され初めて、次の循環で

ある新しい苗を植えることにつながり、再生可

能資源としてその健全性を保つことになりま

す。しかし、人工林形成には多くの人手と費用

がかかります。今日、とめどもなく安い外国産

材の流入により、値段の高い国産材は売れない

ために、人工林も手入れをされずに荒廃してい

るのが現状であります。このような中、地主の

不明や、相続がうまく継続されていない、境界

が不明等、多くの問題が発生しております。そ

のために、ことし４月より、森林の土地を取得

したときの届け出制、伐採及び伐採後の造林の

届け出制度の強化がなされておりますが、どの

ような点が改正強化されたのか、環境森林部長

にお伺いをいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 新たに森林の

土地を取得した場合、これまでは、国土利用計

画法に基づいて１ヘクタール以上の売買につい

て届け出義務がありました。今回の森林法改正

では、国土利用計画法に基づくものを除いて、

面積にかかわらず市町村長に届け出ることが義

務づけられ、届け出をしない、または虚偽の届

け出をした場合には10万円以下の過料が科せら

れることになっております。また、無届け伐採

が行われた場合には、これまでは罰金の規定し

かありませんでしたが、新たに、伐採中止や伐

採後の造林を市町村長が命ずることができるよ

うになっております。これらの命令に従わない

場合には100万円以下の罰金が科せられることに

なり、さらに、無届け伐採等の罰金が30万円以

下から100万円以下に引き上げられております。

○山下博三議員 ただいま答弁いただきました

が、今年度よりかなり罰則規定は厳しくなった

ようでありますが、果たしてそれが万全とは私

は思いません。最近、私の住んでいる都城市で

判明している分だけでも５件ほど、境界不明等

による誤伐や違法伐採、盗伐とも思える事案が

発生しております。県北においては１戸当たり

の所有面積が平均13ヘクタールほどとも聞いて

おりますが、私ども都城市においては、9,500名

の森林組合員が民有林１万9,000ヘクタールを所

有しており、１戸当たりの所有面積は２ヘク

タールほどであります。森林に対する財産価値

も薄れる中、境界不明や相続確認の複雑化等

で、さらに大きな社会問題になってくるような

気がいたします。境界不明等による誤伐や違法

伐採を防ぐため、県はどのような対策をとられ

ておるのか、環境森林部長にお伺いをいたしま

す。

○環境森林部長（堀野 誠君） 森林の境界や

所有者が不明確な場合は、適正な森林施業に支

障を来すとともに、誤伐や違法伐採の原因にな

るものと考えております。このため県では、森

林境界明確化事業等により、地籍調査が完了し

ていない地域において、森林施業に必要な境界

の明確化のための測量などを行う森林組合等を

支援いたしますとともに、要間伐森林等調査事

業により、間伐対象林の所有者等を調査し、そ

の情報を市町村等に提供することにしておりま

す。また、市町村や森林組合等と合同で伐採現

場パトロールを行い、適正な伐採についても指

導しているところであります。このような取り



- 35 -

平成24年６月13日(水)

組みに加えまして、今回の森林法改正では、森

林を取得した場合の届け出制度が新設されたこ

とから、今後とも、市町村や森林組合等と連携

を図りながら、境界の明確化や所有者の特定に

努めることとしております。

○山下博三議員 都城市での山林に対する国土

調査は、まだ68％しか進んでいないんです。そ

のことで１年に１平方キロメートルぐらいの予

算しか確保されていないんです。これを全部完

了しようとすれば、まだ30年から40年、年月が

かかるということであります。そのことで国、

県の事業を取り入れて、境界明確化等を早急に

進めなければならないということなんですが、

これだけの年月を必要とする中では、世代の交

代とともに、ますますこの問題は深刻化するも

のと思います。都城市のここ３カ年の届け出状

況を調べてみました。21年で56件、22年が65

件、23年で73件、70件前後の届け出があるんで

す。筆数にして200筆前後、面積100ヘクタール

前後が届け出をされておるんですが、これは市

町村への届け出の義務があるんです。市町村の

職員が、届け出があった中で、その現場に赴い

て境界を明確にして、そして伐採されたその後

の確認まではとても手が回らないということで

ありました。法律が強化されても、なかなか現

場確認は難しいということでありますから、境

界の確立に向けては、県が応分の予算措置をし

ていただきますようにお願いを申し上げます。

次に、同じく環境森林部長にお伺いいたしま

す。昨年の６月と11月議会において、県産材の

需要拡大に向けた取り組み等について質問させ

ていただいております。その中で、本県の素材

の生産状況、価格動向についてお聞きし、そし

て公共施設等への利用拡大もお願いしてまいり

ましたが、再度、現状についてお伺いをいたし

ます。また、利用拡大に向けた事業の内容等も

御紹介ください。

○環境森林部長（堀野 誠君） 本県の平成23

年における素材生産量は約163立方メートルであ

り、このうち杉については約144万立方メートル

で、21年連続して全国１位となっております。

５月の素材価格は、県森林組合連合会の原木市

場平均で１立方メートル当たり約7,600円になっ

ております。公共施設等での木材利用につきま

しては、諸塚村立診療所や三股町弓道場、宮崎

空港ビルの保安検査場などで、木造化・木質化

が図られているところであります。こうした

中、県におきましては、県内でのさらなる利用

拡大を図りますため、県民を対象にした家づく

り講習会、また新築・リフォームにおける県産

材購入経費の一部助成も含め実施するととも

に、工務店等を対象にした技術力向上のための

セミナーの開催などによりまして、県産材の普

及・ＰＲに努めているところであります。ま

た、県木材利用技術センターでは木造建築の技

術相談も行っており、非木造から木造に変更さ

れた事例も出ております。木材価格が大変厳し

い状況となっておりますので、今後とも、市町

村などの関係機関と連携を図りながら、県産材

の利用拡大に向けて積極的に取り組んでまいり

たいと考えております。

○山下博三議員 ありがとうございました。

次に、本県の６次産業化の推進等について、

農政水産部長にお伺いをしてまいります。

地域において、農業就業人口の高齢化や若い

担い手不足等により、集落営農組織や農業生産

法人等が形成され、家族農業形態から雇用を抱

えた企業農業へと転換されてきておりまして、

大変力強く感じております。しかし一方では、

生産性の悪い農地では借り手もない荒廃地がふ
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えているのも現実であります。本県の不耕作に

よる荒廃地の状況と、その抑制対策として期待

される土地利用型の農業法人や集落営農組織の

現況はどうなっておるのか。また、これらの農

業法人等の平均耕作面積、作目等についてお伺

いをいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の耕作放

棄地は、市町村農業委員会が実施いたしました

耕作放棄地全体調査によりますと、平成23年12

月現在で2,640ヘクタールが確認されておりま

す。この解消を図り農地利用率を向上させるた

めにも、本県では土地利用型農業の推進に取り

組んでおりますが、現在、それを担う露地野菜

を主に経営する農業法人が102法人、集落営農組

織は119組織となっており、年々増加傾向にあり

ます。露地野菜が主の農業法人の平均耕地面積

は、市町村が行った実態調査によりますと、平

成24年１月現在で16.8ヘクタールとなっており

ます。また、主な作目では里芋、ホウレンソ

ウ、カンショが近年増加しており、特に全国の

加工・業務用仕向けに占める本県産のシェア

は、里芋、ホウレンソウが全国で１位、カン

ショが２位と高いシェアを占めております。

○山下博三議員 次に、国の６次産業化の方向

性について、農政水産部長にお伺いします。我

が国の食と農林漁業は、所得の減少、担い手不

足の深刻化や高齢化といった厳しい状況に直面

しております。農山漁村も活力が低下してお

り、食と農林漁業の競争力、体質強化は待った

なしの課題であります。このことを踏まえ、国

は昨年10月25日、「我が国の食と農林漁業の再

生のための基本方針・行動計画」を示しまし

た。平成23年度から28年度までの５年間で、農

林業再生のための７つの戦略で具体化するもの

であります。戦略２の中で、農林漁業の高付加

価値化を図るために、体質強化を図りながら６

次産業化を進め、農林漁業のさらなる成長産業

化を目指し流通効率化を進めるものとありま

す。本県としては、全国の中でも農業産出額に

対して食料品製造業出荷額の低い地域でありま

すから、６次産業化は強力に進める必要がある

と思います。本県の６次産業化法認定状況と、

どのような利点があるのかお伺いをいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 国は、農林漁

業生産と加工・販売の一体化や地域資源を活用

した新たな産業の創出など、農山漁村の６次産

業化を推進するために、平成23年３月に６次産

業化法を制定し、５月より総合化事業計画の認

定がスタートしております。平成24年５月31日

現在、全国で928件が認定され、そのうち本県

は36件で、九州では第１位、全国では第６位の

認定数となっております。認定によるメリット

といたしましては、プランナーによる事業実施

上の課題解決からフォローアップまでの総合的

で丁寧なサポート、また無利子融資資金の償還

期限・据置期間の延長、新商品開発、販路開拓

や加工・販売等のための機械・施設整備等に対

する補助、また、直売施設等を建設する際の農

地転用等の手続の簡素化などがございます。新

しい経営に挑戦する担い手が増加することで、

本県農業の担い手や農村の活性化に大きく寄与

するものと期待しているところでございます。

○山下博三議員 私は、県内の野菜加工施設を

何カ所か見てまいりましたが、ホウレンソウ、

コマツナ、里芋等が中心であり、今後、加工・

業務用野菜等の生産に取り組む農業法人が増加

することで供給過剰となるおそれがあります

が、その対応について農政水産部長のお考えを

お伺いいたします。
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○農政水産部長（岡村 巖君） 県内の農業法

人数は651でございますが、近年、特に加工・業

務用野菜の生産に取り組む農業法人が増加して

おります。このような中で、第七次宮崎県農業

・農村振興長期計画では、加工・業務用など新

たな需要に対応する土地利用型農業等の生産を

拡大することとしております。現在、加工・業

務用野菜の需要は急速に拡大しておりますが、

その生産に当たりましては、加工事業者や量販

店などの実需者が求める量にしっかりこたえる

など、いわゆるマーケットインの視点を踏まえ

た生産を行っていくことが大変重要だと認識し

ております。このため県におきましては、ＪＡ

や冷凍野菜加工事業に取り組む農業法人等で構

成いたします「宮崎県冷凍野菜加工事業者連携

推進協議会」や、県内の先進的な農業法人83社

等で構成いたします「社団法人宮崎県農業法人

経営者協会」等において取り組んでいる、生産

・販売情報の共有化やネットワーク化による販

路の拡大、また安定的な取引づくりを支援して

まいりたいと考えております。

○山下博三議員 ６次産業化を伸ばすための食

品関連産業等の集積や支援について、総合政策

部長にお伺いいたします。先ほど、本県の６次

産業化法認定状況等について御答弁をいただい

たところでありますが、本県は36件もの事業者

が認定され、今後の取り組みに大変期待が持た

れるところであります。しかし、食料品製造業

出荷額については、原材料となる農業産出額と

のバランスを見てみると、平成21年度は、隣の

鹿児島県が、農業産出額約4,000億円に対して食

料品製造業出荷額が約6,000億円で、その比率は

農業産出額に対して約1.5倍であります。本県で

は、農業産出額3,000億円より少ない2,578億円

で、0.8倍程度となっております。このことか

ら、本県の食料品製造業はまだまだ産業として

伸ばしていく余地が十分あり、可能性を大いに

秘めている状態にあると思います。今後さらに

食料品製造出荷額を伸ばすための食品関連産業

等の集積や支援のあり方について、お伺いをい

たします。

○総合政策部長（稲用博美君） 食料品製造出

荷額を伸ばすためには、豊富な農水産資源を生

かしました食品産業などの育成・立地により、

素材供給基地から農水産業を核としました総合

的な食料供給基地への発展を図っていくことが

重要であると考えております。具体的には、農

水産物の高付加価値化を促進するための商工業

者とのマッチング機会の確保や意欲的な事業者

の育成、また、市場ニーズに対応しました食品

開発や、新たな市場の開拓に取り組む食品加工

業者の支援などを行うとともに、農業生産や製

造・加工、流通・販売などさまざまな分野の力

を結集し、農業者や関係団体、企業の皆様の連

携した取り組みを活発に推進していくことが大

切であります。こうした動きを活発化させるた

めに、農政水産部、商工観光労働部とも連携

し、農商工連携や６次産業化の取り組みなど、

食品関連産業等の集積に向けた総合的な施策が

推進されるように努めてまいりたいと考えてお

ります。

○山下博三議員 最後の質問になりますが、先

ごろ農林水産省から公表された平成22年農業産

出額から試算すると、本県と隣の鹿児島、熊本

県の南九州３県の合計額は約１兆円で、北海道

の9,900億円に匹敵する産出額となる大食料供給

基地になり、その品目もバラエティーに富んで

おります。今はそれぞれが産地間競争にまっし

ぐらですが、将来的には、南九州３県での地域

間連携も模索しながら、産地から価格を提案す
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るなど、産地から消費地に対してしっかりと主

張できる体制づくりが可能ではないかと考えて

おります。かなり以前から、日本の食料供給基

地は北海道と南九州であると言われてきまし

た。そこで、南九州３県を視野に置いた今後の

農畜産業振興について、そのあり方や可能性に

ついて、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 御承知のとお

り、南九州３県の農畜産業においては、畜産配

合飼料や焼酎用のカンショ、加工用バレイショ

等の移出入など、食品製造業等を中心として密

接な交流が行われてまいりました。一方、豊か

な農業生産基盤を誇る南九州３県では、これま

で素材供給型産地として互いに切磋琢磨してま

いりましたが、今後、農産物価格の低迷、また

重油・配合飼料価格等の高騰、家畜伝染病の侵

入リスクの増大等により経営環境の厳しさが増

す中では、日本の一大食料生産基地として、県

域を越えた新たな発想での連携の仕組みづくり

も求められているものと考えております。県と

いたしましては、３県の地理的な近接性を踏ま

え、まずは、それぞれの特徴を生かした農産物

の相互補完を通じた輸出の強化や物流の合理化

などの可能性について、関係団体等の意見も聞

きながら研究してまいりたいと考えておりま

す。

○山下博三議員 以上で質問を終わります。あ

りがとうございました。（拍手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時55分休憩

午後１時０分開議

○中野一則副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、福田作弥議員。

○福田作弥議員〔登壇〕（拍手） 「たゆたえ

ども沈まず」、知事として24年間県政を担われ

た松形元知事の回顧録の表題であります。改め

て本のタイトルの記述の由来を読むと、パリ市

の標語とあります。「たゆたえども沈まず」と

は、たとえ強い風雨でセーヌ川が荒れ、どんな

に揺さぶられようとも船は沈まぬという、船乗

りたちの心意気をあらわしたものだといいま

す。出版時、米寿を迎えられた元知事のみずか

らの人生に重ね合わせられて、御自分の生涯を

顧みてつけられた本の題名のようであります。

元知事の基本信条は、御自分で何事も先手先手

で動くこと、政治手法はおおむねトップダウン

方式をとったと述べておられます。記述されて

いる内容は、ほぼ同期間県政に参画した者から

見ても、県政上の重要課題に必死で取り組んで

こられた姿が脳裏をよぎります。

河野知事は、総務部長就任時からすると８年

にわたり重要ポストで県政を担っておられ、本

県が抱える懸案事項も熟知されていると思いま

す。私は、河野知事がいつどのような形で、山

積する県政の問題から何をピックアップし、み

ずから先頭に立って推進されていくのか、待ち

わびているのであります。

さて、私どもの宮崎県は、中央省庁の多くの

人材の派遣を受け、数々の県政課題に取り組ん

できました。一時期、多いときは副知事を筆頭

に常時３～４名の部長クラスが出向で在籍され

ておりました。当時は国の財政にも余裕があ

り、中央からの人材受け入れは同時に予算が

セットで流れてくるものだという意識が、私ど

もにはあり、素直な気持ちで受け入れておりま

した。また、そのことが本県の重要課題の解決
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の早道だと思うこともありました。松形元知事

は本県出身ではありましたが、林野庁の長官を

務められた中央省庁の出身で、現在の河野知事

と出自は同じだと思います。私は、元知事の在

任中の多くの期間、県政に参画させていただい

たので、どうしても今の知事と比較対照してし

まいます。

今回の質問に当たって、元知事の「たゆたえ

ども沈まず」の回顧録を再読し、どのようなス

タンスで24年間の長期県政を運営したのか、検

証してみました。この回顧録には、ほぼ、県政

の重要事項だった件に関してのてんまつが記述

されており、当時の県政の取り組みがリアルに

読み取れるのであります。数々の栄光、功績は

あるものの、元知事にとって在任中の最大の苦

渋はシーガイアであったと、詳細にメモられて

おります。予測しがたい経済環境の激変とはい

え、よほど残念であったと思われます。

さて、現下の経済環境、財政状況のもとで

は、県政上の多くの懸案事項に一度に取り組む

ことは無理だと考えます。このことは県民ひと

しく理解されていると思います。そこで、知事

としては、県政の重要事項の中から県の経済浮

揚に直結するものをピックアップし、オール県

庁で、時には民間の資金、ノウハウも活用し、

政策を打って出る時期に来ているのではないか

と考えます。本県の長年の悲願でありました東

九州自動車道も、ようやく見通しがつきまし

た。後は、国が約束どおり工事を進めていくよ

う叱咤激励するのみであります。いよいよ河野

知事の出番であります。具体的に何をやりたい

との知事の力強い意思表示を、私ども県民に訴

えていただきたいのであります。本県にとって

は時期尚早と考えられている九州広域行政機構

の設立問題も、九州地方知事会では相当論議が

進んでいるやに聞き及んでおりますが、もしそ

のような事態にでもなれば、本県はさらに影が

薄くなるのであります。大変心配をいたしてお

ります。今です、知事。勇気、元気を出して、

ここに宮崎県の存在感を示してほしいものであ

ります。知事の率直な、そして具体的なお考え

をお尋ねするものであります。

以下、質問者席から質問をいたしたいと思い

ます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

力を入れてまいりたい政策ということでござ

いますが、本県は、長引く景気の低迷―リー

マンショック等の影響によりまして大変長引い

ております―そういう状況の中で、口蹄疫な

どのさまざまな災害からの再生・復興を初めと

いたします経済・雇用対策、それから昨年の大

震災等を教訓とした危機事象への対応、社会資

本の整備、中山間地域対策、子育て・医療対策

など、重要課題が山積している状況だという認

識でおります。

このような中で、私といたしましては、こと

しの目標を「岩戸開き」と掲げまして、さまざ

まな災害が続いた影響のもとに、長引く景気の

低迷なり、また疲弊した本県経済に何とか光を

取り戻してまいりたい、そのようなことを最優

先の課題と考えておるところでございます。こ

のため、総額1,078億円に及びます「みやざき元

気プロジェクト」を軸にいたしまして、特に今

年度からは古事記編さん1300年という機会をと

らえまして、神話のふるさと宮崎というものを

見詰め直して、オンリーワンのブランド、いわ

ばブランドを確立していくこと、さらにその強

みを発信していくこと、磨いていくこと、その

ような取り組みをしてまいりたいと考えており



- 40 -

平成24年６月13日(水)

ます。また、市町村や経済団体とも連携をしな

がら、広い意味での地産地消というものを進め

ていくことによる地域経済の活性化、地域循環

システムの確立、それから活力あふれる伸び行

く東アジアの活力を取り込んでいく、そのため

の東アジアへの販路開拓というものに力を入れ

てまいりたいと考えております。

そういった経済の取り組みの一方で、やはり

県民の安全・安心の確保というものは大変重要

な課題でございます。地震、津波等の自然災害

のほか、新燃岳の噴火、火山活動というものが

心配されるところでございます。また、口蹄疫

などのさまざまな危機事象に備えるための体制

強化、災害に強い県土づくり、そういったもの

にも取り組んでまいりたいというふうに考えて

おるところでございます。以上であります。

〔降壇〕

○福田作弥議員 今、内容的には長い文面で答

弁をいただきました。しかし、御答弁いただい

た項目を考えますと、やはり全国共通で総花的

な課題もたくさん入ってございました。私は先

ほど、大変失礼かと思いましたが、松形元知事

を引き合いに質問をいたしました。私が鮮明に

覚えていますことは、開口一番、こういうこと

を当時の知事はおっしゃっていました。具体的

に、空港拡張をやります、どこどこの企業を自

分の人脈で誘致します、日豊線の高速化をやり

ます、シーガイアを建設します、サミットの誘

致をやりますと。得意の国土保全奨励制度等に

ついても、この議場でかなり詳しくお聞かせを

いただいたのであります。ずっと知事の回顧録

を読んでみますと、やっぱり不発に終わったも

のは余り記載されていませんね。しかし、私は

数々の功績があると見ておるんです。まだ知事

になられてそう長い期間ではないと思います

が、在任としては総務部長から数えますと８年

になります。ぜひそういう個々の県政上の課題

を─これは元知事のやられたことですが─

独自にピックアップして、早急にお示しいただ

きたいというのが、私ども議会サイドの大方の

考えではなかろうかと思います。知事は私の質

問をどのようにお受けになりましたでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 総花的なというふうな

ことをおっしゃいましたが、共通するような課

題にも本県は直面している、それは目をそらす

べきではないという中で、経済の問題と防災の

問題というのを特に今、重点を置いてお答えし

たところでございます。今、御指摘がありまし

たような、松形元知事が取り組まれたさまざま

課題、非常に華々しいいろんな取り組みがある

ものだなというふうに、うらやましく思ったと

ころでございます。財政状況が厳しくなったこ

とを言いわけにしてはならないわけでございま

すが、その中でいかに選択と集中を図るか、そ

して県民の総力を結集して低迷する経済を打開

していくか、そこが最も大きな課題であるとい

うふうに考えておるところでございます。

今、御指摘がありました本、「たゆたえども

沈まず」、実は私、知事室の机のすぐそばに置

いておりまして、きのうもちょっと整理をする

中で、また手にとったところでございますが、

しっかりとそういう先人の、諸先輩の取り組み

というのも参考にしながら、今後とも県政運営

に取り組んでまいりたい、そのように考えてお

ります。

○福田作弥議員 私は、河野知事の真摯なスタ

イルには大変好感を持てるのでありますが、ひ

とつぴしっと政策を掲げてお訴えをしてほしい

なと。県政上の課題はたくさんありますけれど
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も、それは知事が順序づけられれば、私ども議

会は全面的にバックアップですよ。ぜひそのよ

うな意気込みで県政の執行をお願いしたいと思

います。

質問の順序がちょっと変わりますが、次に、

県の試験研究機関のコストと経済効果について

お尋ねをいたしたいと思います。

県の各種研究機関がこの10年間で投下した研

究費は、農業試験場が146億円、畜産試験場が73

億円、水産試験場が68億円、林業技術・木材利

用技術両センターで44億円、工業技術・食品開

発両センターで67億円、合計355億円でありま

す。投入したコストに対する経済効果について

の分析をどのようになされているのか、また、

生産現場が真に求めている技術や品種などを

しっかりと受けとめ、試験研究され、その成果

を提供されているのか、あわせて関係部長にお

尋ねをいたしたいと思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 林業技術セン

ターの主な研究成果と経済効果につきまして

は、例えば、成長や材質にすぐれた杉品種や松

くい虫に強いクロマツ苗の開発などで、苗木の

生産額は約４億円となっております。また、菌

床栽培用のシイタケ種菌を開発し、生産者へ技

術移転を行ったところでありまして、菌床ブ

ロックとシイタケの販売額が約3,400万円となっ

ております。このほか、数値に換算しにくい研

究成果として、人工衛星を活用した探索技術の

確立による植栽未済地対策への活用などがござ

います。今後とも、杉のコンテナ苗の開発や菌

床シイタケの増収技術等の試験研究等に取り組

みまして、林家の所得向上や林業の振興を図っ

てまいりたいと考えております。

次に、木材利用技術センターについてでござ

います。主な研究成果と経済効果でございます

けれども、例えば、杉とヒノキを張り合わせた

強度性能のすぐれた集成材の開発によるもの

が、出荷額で約２億2,000万円、見た目には無垢

材でありながら、集成材の強度・品質を兼ね備

えた双子柱の開発によるものが、出荷額で約４

億9,000万円となっております。このほか、数値

に換算しにくい研究成果といたしまして、杉柱

材の乾燥ノウハウを開発したことにより、本県

の杉柱材は全国的にも高く評価されるように

なったところであります。また、公共施設の企

画・構造設計などの技術支援を行いまして、日

向市駅を初め、30件余りの公共施設の木造化が

図られたところであります。今後とも、県産杉

の特性を生かした新しい部材や構法の研究開発

を推進しますとともに、得られた試験研究の成

果を速やかに県内企業などに普及し、本県木材

産業の振興に寄与してまいりたいと考えており

ます。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 工業技術

センター、食品開発センターについてお答えし

ます。

まず、主な研究成果ですが、工業技術セン

ターでは、シラス多孔質ガラス、いわゆるＳＰ

Ｇ技術を活用し、世界最小クラスのハンダ粒子

や、抗がん剤・化粧品の乳化技術、１ミクロン

以下のナノバブルの生成技術などの研究開発を

行ってきたところであります。

また、食品開発センターにおきましては、新

たな焼酎酵母であります「平成宮崎酵母」のほ

か、機能性を生かした干したくあん、日向夏、

キンカンを利用した発泡酒、ゴボウチップスの

長期保存技術の研究開発などを行ってきたとこ

ろであります。

これらの取り組みによる経済効果としまして

は、把握が可能な、県が所有する特許を活用し
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た企業の売り上げで見てみますと、両センター

合計で、昨年１年間で焼酎を中心に約19億円と

なっているほか、先ほど申し上げましたハンダ

粒子の開発の例では、共同で研究を行っている

県外企業が佐土原町に立地し、既に約50人の県

内新規雇用を生み出すとともに、製品につきま

しても、世界最大手の半導体メーカーとの取引

が始まるなどの成果につながるという、今後大

いに期待できる事例も生まれてきております。

また、これ以外にも、両センターで毎年度3,000

件近くの技術相談等に応じ、企業の技術力向上

や多くの製品開発等に寄与しているところでご

ざいます。以上でございます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 総合農業試験

場、畜産試験場、水産試験場についてお答えい

たします。

まず、総合農業試験場のこれまでの成果につ

きましては、品種や技術開発に関する経済的な

効果を正確に算出することは容易ではございま

せんが、例えば、平成２年に育成した良食味の

「ヒノヒカリ」が、全国の作付面積が３位とい

う高い評価を得るとともに、過去10年間の本県

における産出額累計は約345億円になるなど、農

業生産の向上や産地の育成に大きく貢献してお

ります。また、本県ならではの農業生産を支え

るべく、日本一の残留農薬分析体制の確立や、

ピーマンにおける病気に強い台木の育成、畑か

ん地域で普及が期待される加工業務用の春どり

寒玉キャベツの栽培技術の開発、新たなブラン

ド商品になり得る種なしキンカン新品種の育成

など、多様な成果を上げてまいりました。

次に、畜産試験場においては、宮崎のトップ

ブランドであります「宮崎牛」の改良を初め、

家畜の改良増殖や生産技術の開発等を積極的に

進めてきたところであり、例えば「みやざき地

頭鶏」は現在、年間約50万羽を出荷し、直近10

年間の産出額が累計で約56億円と、県ブランド

として高い評価を受けております。また、県が

長年かけて造成してまいりました「宮崎ハマユ

ウポーク」でも、10年間の出荷頭数は約90万

頭、産出額累計は約290億円となっております。

このほか、安全で効率的な飼料給与のための自

給飼料の分析技術の確立や、乳用牛の暑熱スト

レスを可視化できる温湿度計の開発、さらに

は、未利用資源の飼料化や、肉のうまみ成分に

関する研究など、さまざまな側面から、農家の

生産性向上やコスト低減に向けた取り組みを進

めてきたところでございます。

次に、水産試験場におきましては、操業の効

率化、付加価値向上、水産資源の回復等に向け

た取り組みを進めているところであり、例え

ば、平成18年度に開発した科学的な漁場予測シ

ステムでは、カツオ一本釣り漁業の効率性を高

め、これまでに約18億円の水揚げにつながって

おりますし、平成20年度にはシイラの焼酎もろ

み漬けの製法を開発し、本県の新たな特産品と

しての製造販売に至っております。このほかに

も、カサゴなどの水産資源の効果的な回復につ

ながる技術や、今後、100億円産業の創出が期待

されますチョウザメの種苗生産技術開発などに

取り組んでまいりました。

このように各試験場の研究成果は、生産現場

から販売までの広範な分野で積極的に活用され

てまいりましたが、厳しさを増す農水産業生産

の現状を踏まえますと、農漁業者の所得向上に

直接つながる生産コストの低減や収量向上技術

などに重点化して、大学や民間企業等との連携

も図りながら、一層のスピード感を持って取り

組んでまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。
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○福田作弥議員 それぞれ関係部長から、所属

の研究機関の経済効果についてお話をいただき

ました。これだけの経済効果があらわれておれ

ば、宮崎県の地場産業は非常に大きな力をつけ

ているはずでありますが、今御答弁いただいた

内容がすべて経済効果として上がっているわけ

ではないと、私は見ております。

例えば、この議場で各種研究機関のいろんな

ことが紹介をされました。私は過去のものをひ

もといてみましたが、今、ピーマンの台木の問

題が出ましたね。台木どころじゃなくてピーマ

ンの種子を開発することを、ここで堂々と、当

時の農政水産部長はおっしゃっているんです

よ。もう20年たちますけれども、解決しません

ね。

それから、環境森林部長です。平成８年の議

会で当時の部長が、林業センターで非常に性能

のよい菌床シイタケの種菌を開発する直前だ

と、いよいよ生産者段階で使ってもらえるよう

になるということを言われました。これもまだ

であります。これは、たまたま都城の生産農家

に委員会で視察に行って、あえて質問しました

ら、「期待はしておりますけれども、まだ使わ

せていただいておりません」という話で、まだ

できていないようですね。議会でおっしゃった

ことが完全にできていない。

それから、工業技術センター、ＳＰＧテクノ

の問題、これも随分この本会議場で論戦が行わ

れました。肝臓がんの特効薬の問題、あるいは

水道水の殺菌―塩素にかわるＳＰＧ利用の問

題、こういう問題が出て、ここは沸きました

ね。全国の水道水の殺菌剤が、殺菌装置が宮崎

県でできると。これも不発に終わりました。私

はそれを責めるわけではないんです。それは結

果ですから。

私は、各試験場には、現場で必要とされてい

る、即経済効果の出るものに取り組んでほしい

なと思うわけであります。例えば、今で言いま

すと、省エネでありますから、無加温ハウス栽

培の技術の開発なんかも、ローテクであります

が、大事だと思います。それから、トマトが

今、野菜の売り上げのナンバーワンになりまし

たが、このローコスト栽培、これなんかも大事

ですね。私は千葉大学を訪ねてびっくりしたん

ですが、いわゆる実証圃で生産農家規模の実験

をやっておる。しかも、大学の経費は使わず

に、国内の各施設資材メーカーをうまく利用し

ている。土地を提供しているだけ。工夫のしよ

うによっては幾らでもできると考えておるわけ

であります。代表して農政水産部長にお聞きし

ましょうか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今、無加温ハ

ウス栽培、トマトのローコスト栽培について御

提言いただいたわけですが、これからは、やは

りそういう先進的な農業をやっていく必要があ

るということで、現在、御承知のように、太陽

熱を利用したハウスの暖房というようなことも

三鷹光器との共同研究をやっていますし、また

養液栽培等についても総合農試でさまざまな研

究を深めております。特に今後は、飛躍的な収

量アップにつながるようなものについても、さ

らに深めてまいりたいと考えております。

○福田作弥議員 ぜひ努力をしてほしいと思い

ますが、本県は農業試験場も工業試験場も、林

業も水産も畜産も、施設としては全国のトップ

レベルです。誇っていいと思います。ぜひ、そ

の施設にふさわしい実績を出して、生産現場に

おろしてほしい、このようにお願いをする次第

であります。

次に移ります。農商工連携、６次化を成功さ
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せるポイントについてお尋ねをいたしたいと思

います。

農村地域の人々による草の根的な取り組みと

してスタートしました農畜産物の直売所あるい

は農産物の加工所、そして農村レストランと

いった３点セットは、今、市民権を得ました

ね。それに国も県も市町村も目をつけて、重要

な施策として推進していただくことになりまし

た。これはありがたいと思います。そこに着眼

していただいたんですから。経済産業省と農林

水産省の連携する農商工連携、あるいは農業を

中心とした６次産業化、農村振興の目玉として

アドバルーンが打ち上げられたと見ておりま

す。農林や経産の分野がしっかりと手を握っ

て、国内では最後の未開拓の分野である農業振

興の後押しをするものであります。しかし、私

は─これはマスコミでもよく取り上げられて

おりますが─いささかネーミング先行型の感

がするのであります。例えば、その推進体制

は、パンフレット等では非常に立派でありま

す。しかし、現実は従前の商工系と農林系の合

同会議にすぎず、実態は、それぞれ独立した分

断の構図のまま組織ができておる、こういうふ

うに見ております。ぜひ一体となった強力な推

進体制をつくってほしい、こういうふうに考え

るわけでありますが、私のひとりよがりではい

けませんので、関係部長の所見を求めるもので

あります。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 農商工連

携につきましては、県庁内では副知事をトップ

に、関係部で宮崎県農商工連携推進会議を設置

するとともに、関係機関が一体となりまして、

宮崎県農商工連携推進ネットワーク会議を組織

し、情報を共有しながら、全県的な視点で進め

ているところでございます。御質問にもちょっ

とございましたが、農商工連携等に関する相談

窓口につきましては、商工業者、農林漁業者、

それぞれにとって関係が深いところで相談しや

すいようにと考えまして、中小企業に関する情

報、専門性、支援策等を有する宮崎県産業支援

財団と、農業経営、農業者の情報等に精通した

宮崎県農業振興公社で対応しております。な

お、産業支援財団の７名のコーディネーターの

うち４名は、農業振興公社の６次産業化プラン

ナーを兼ねており、両機関が密接に連携し、連

携パートナー探しや事業計画のブラッシュアッ

プなど、相談事業者に対し、きめ細かな対応に

努めているところであります。今後とも、農商

工連携応援ファンドを初め、支援施策の周知を

図りながら、庁内、関係機関が一体となって、

農商工連携等を効率的に推進してまいりたいと

考えております。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農商工連携に

ついては、商工観光労働部長からも答弁があっ

たとおり、県の産業支援財団と商工サイドとも

緊密に連携いたしまして、宮崎県農業振興公社

にワンストップ窓口を設置するなど、農業者等

に対するきめ細かな支援を行ってまいりまし

た。また、現在、農政水産部では、儲かる農水

産業の実現に向けまして、６次産業化の推進に

も積極的に取り組んでいるところでありますの

で、より一体的に総合的な施策の推進が図られ

るように、本年５月に宮崎県６次産業化推進会

議を設け、商工サイドともさらにしっかりと連

携を図りながら、農商工連携や６次産業化に取

り組む体制を整備したところでございます。今

後とも、関係部局との連携を一層密にしなが

ら、本県農水産業の発展につながる成功事例を

創出し、地域経済の活性化に努めてまいりたい

と考えております。
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○福田作弥議員 私は、国、あるいは行政と

言ってもいいんですが、未開拓の農業分野に目

をつけてくれる最後のチャンスだと見ておりま

す。追い風ですね。これを生かさない手はない

と思うんです。全国にはこういう制度がなくて

も成功したものがありまして、見方は両論あり

ます。私も現地に行ってまいりましたが、近隣

では大山町の事例、それから山梨県の勝沼町の

事例、これはそれぞれ有名でありますから御存

じと思いますが、ここの成功のポイントは─

町長、あるいは町長が農協長を兼務されたとこ

ろもありましたが─農林、商工、一体となっ

た町長のトップダウン方式、これで成功をおさ

めた事例だと私は見ておりまして、ぜひ我が宮

崎県においても、農業が基幹産業でありますか

ら、成功してほしい、成功させたい、そういう

気持ちがやまやまであります。口では一体と

なったとおっしゃるんですが、農商工連携のパ

ンフレット一つを見ましても、財団法人宮崎県

産業支援財団だけ、場所も農業関連は大淀のほ

う、商工関連は宮崎市の外れの佐土原のほう、

こういう状況でありまして、会合では一体化で

きますよ。しかし、内容的には前進がないと考

えております。多くは申しません。ぜひ、宮崎

県の農商工連携、あるいは６次化が―せっか

く県を挙げて取り組んでいらっしゃいます。知

事も一生懸命やっていらっしゃいます―成功

するように、ワンストップサービス、相談窓口

をぜひお考えいただきたい、そのように要望し

ておきたいと思います。

続きまして、物流問題、特に大都市消費圏、

京浜航路について、知事並びに関係部長にお尋

ねをいたしたいと思います。

かつて副知事のときに知事は、経済団体や農

業団体のトップと新聞の紙上対談をされまし

て、意欲的な物流改革をお話しになっておられ

ました。私は感心したんです。これは大丈夫、

そういう気持ちでした。知事に就任されまし

て、たくさん仕事がありますからお忙しいと思

いますが、このことに関しまして、いささか

トーンダウンしているような気がしてならない

んです。私の見方が間違っていればお許しをい

ただきたいと思いますが、下り荷の確保が困難

であるとか、あるいは就航する船会社がないと

か、できない言いわけが先行し、実現させる意

欲が本当にあるのかなと、こういう心配をいた

しております。まずは、東九州自動車道もめど

がつきました。重点物流港の絞り込みも知事の

頭の中にはできていると思います。かつてあり

ましたね。京浜航路の海上航路を再構築する必

要があると私は思いますが、短期間でできるも

のではありませんから、やはり知事が前向きに

旗を掲げなければできないと思います。何回も

お聞きして恐縮でありますが、知事のお考えを

再々度お聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 物流対策は、大消費

地、大都市から遠い本県にとって、海上交通、

陸上交通も含めて大変重要な課題ということで

認識しておりまして、私を本部長とします物流

対策推進本部を県庁内に置きまして、取り組ん

でいるところでございます。海上交通に関しま

して、やはり低コスト、それから大量輸送が可

能であるということ、それから本県の立地条

件、海に開かれたこういう条件を利用するとい

うこと、それから二酸化炭素の排出量も少ない

ということで、いろんな意味で本県にとって重

要な、今後とも力を入れていくべき輸送手段で

あるというふうに考えておるところでございま

す。

これまでの課題というのは、やはり議員の御
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指摘にありましたように、荷の確保、特に下り

荷の部分であります。例えば今、ローロー船が

就航しております。細島からの上り荷は６割程

度あるわけですが、帰り荷は４割に満たないと

いうような状況でございまして、いかにこの下

り荷を確保するかということで、これまでも取

り組んできたところでございます。

今年度からは物流効率化支援事業につきまし

て、特に不足している下り荷への割り増しを行

うなど、支援の拡充を行ったところでございま

して、そういった荷物を集めていく、それが航

路の開設というのに結びついていくのではない

かというふうに考えております。関係団体、経

済団体とも一緒になりながら、物流対策に取り

組んでおるところでございまして、企業の協力

も得ながら、今後ともしっかりと取り組んでま

いりたいと考えております。

○福田作弥議員 気持ち的には取り組まなくて

はいけないという段階のところかなというふう

に察したのでありますが、下り荷の問題は長年

の懸案事項ですから、それでも過去やったんで

す。ところが、途中で観光事情が変わりまし

た。宮崎県に対する観光客が減りました。それ

で京浜航路が、いわゆる旅客を中心としたフェ

リーでしたから経営困難になりました。そして

また、旅客中心のフェリーは運航コストが高い

ですよ。同じトン数の船を、8, 0 0 0トンな

ら8,000トン、貨物専用のローロー船であります

と運航が５人です。旅客船は28人です。人件費

のコストだけ考えても、とてもとてもペイしな

いんです。ですから、北海道は早々とローロー

船対策―規模が違うとおっしゃればそうです

が、しかし宮崎県も捨てたものじゃないんで

す。午前中の質問でも、細島港の九州の扇のか

なめとしての話が出ておりましたが、宮崎県の

品物を大都市で売るためには、何が何でも必要

な航路でありますから、ぜひ取り組んでほしい

と思うんです。そこで、以前の取り組みの中

で、農畜産物専用船の試験運航等が実施されて

います。その辺まで踏み込んだ実験をなさる時

期に来ているのではないか。関係団体も、そう

いう知事の意向があれば心が動くと思います。

ぜひ、そういう取り組みをやってほしいんで

す。今、何十億もする船を建造して京浜航路を

開設しなさい、そういうことは申しません。こ

の建造費についても、北海道方式を考えます

と、いろいろ工面ができると思います。知事の

やるかやらないかの決断だと思うんですが、本

格的な航路の開設が難しいとすれば、かつて40

年前に本県が取り組んだ試験航行、そのあたり

ぐらいは実験して、確信を持たれる必要がある

んじゃないかと思いますが、もう一度、知事の

お考えをお聞きしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 海上輸送は大変重要だ

ということで、今、旅客の話もございました

が、現在あります大阪の航路、これはやはり実

際に経験してみる必要があろうかということ

で、この前、大阪の出張の帰りに乗って帰って

きたところであります。社長さんにもいろいろ

話を聞いてみると、燃油価格の高騰が大変重い

課題としてのしかかっているというような状況

でございます。いずれにしましても、本県とし

ては非常に貴重な輸送手段でございますし、京

浜市場というのも、本県にとって重要な市場で

あります。それを結びつける航路が本当に可能

なのかどうなのか、先ほど言いましたような物

流効率化の支援事業を、下り荷を集めるような

そんな取り組みを進めておりますので、その状

況をよく見ながら、今のような試験運航という

ものがあり得るのかどうなのか、関係機関、関
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係企業・団体等の意見も聞きながら、十分な検

討が必要であろうかというふうに考えておりま

す。

○福田作弥議員 大変慎重な答弁に終始してい

るようでありますが、私はこういうことを関係

者から言われました。何回かお話ししたと思い

ますが、「県は何事も玄関口までは案内する

が、それ以上は踏み出そうとしない。お金がな

ければないで、取り組む方法があるのではない

か」と。大変私どもには耳の痛い話でありま

す。ぜひ、こういう思いを持った方もいらっ

しゃることを考えてほしいと思います。例え

ば、ソウル便や台北の空の国際便、県の大きな

金を支出しまして、これも何回も試行錯誤して

やっているんです。その辺も参考に、ぜひお取

り組みをお願いしたいと思います。

最後に、ＴＰＰ問題と本県農業について、知

事初め関係部長にお尋ねをいたしたいと思いま

す。

国政は現在、消費税と社会保障の一体改革一

色で、ＴＰＰ問題は水面下の動きのようでござ

いまして、表面的には小康状態を装っていると

見ております。しかし、その対応策は、ＴＰＰ

の阻止運動と並行して必要であります。特に基

幹産業が農業である本県にとっては、将来の展

望にかかわる問題であります。そこでまず、知

事には、ＴＰＰに対する阻止の考えは揺るぎな

いか、お聞きしたいと思います。また、九州知

事会等ではどのような論議がされているのか。

農政水産部長には、主力の畜産、ハウス園

芸、水稲について、もしもの場合の影響をどの

ように予測され、その対応策は可能かどうか、

この辺も今、精査されていると思いますが、お

尋ねをしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ＴＰＰの問題について

は、これまでも答弁してきたところでございま

すが、本県における農業の問題、我が国におけ

る農業というものをいかに守っていくかという

ところのしっかりとした方向性、考え方、また

ＴＰＰ交渉に加わったときの条件というものが

しっかり見えてこない段階では反対であるとい

うことを、はっきり申し上げておるところでご

ざいます。九州地方知事会におきましても、同

様のさまざまな議論がなされておるところでご

ざいますが、今、ＴＰＰ交渉全体がどういう方

向に進んでいくのか、今の参加国の中でも方向

性が見えない状況であるというふうに考えてお

ります。引き続き国には、その交渉の情報収集

なり、情報提供というものを求めてまいりた

い、それを踏まえてしっかりと本県の意見を届

けてまいりたい、そのように考えております。

○農政水産部長（岡村 巖君） 大変厳しい国

際競争の中で、本県の農業・農村が次の時代へ

の扉を開き、一歩踏み出すためには、既成概念

にとらわれない大胆な構造改革が必要であると

考えております。お尋ねの畜産、施設園芸、

米、それぞれについてということでございま

す。

まず、畜産についてでございます。本県で

は、口蹄疫からの再生・復興を進めているとこ

ろでありますが、飼料価格の高どまりや枝肉価

格の低迷など、畜産を取り巻く環境は大変厳し

い状況にあります。このため県では、全国のモ

デルとなる安全・安心で付加価値や収益性の高

い畜産の構築を目指した「畜産新生」を、関係

機関・団体と一体となって進め、生産性の向

上、生産コストの低減、販売力の強化、畜産関

連産業の集積の４つの課題に取り組んでいると

ころでございます。この中で、生産性の向上に

つきましては、家畜疾病が生産性に及ぼす影響
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を明らかにするとともに、繁殖牛の分娩間隔の

短縮や、母豚当たりの年間出荷頭数の増加に向

けた取り組みを進めることとしております。ま

た、生産コストの低減につきましては、自給飼

料の増産やエコフィードの利用拡大などを通じ

て、飼料自給率の向上に向けた取り組みを進め

てまいります。このような取り組みに加え、本

県産の畜産物の品質のよさを生かした販売力の

強化などにも力を入れ、本県畜産が将来にわ

たって発展できる産業となるよう、関係機関と

連携して取り組んでまいります。

次に、施設園芸でございますが、生産性の向

上や低コスト化対策につきましては、まずは喫

緊の課題として、省エネ設備の導入支援や木質

バイオマスを活用した新たな暖房体系の構築を

図り、燃油高騰対策として積極的に取り組むこ

ととしております。また、産地全体のコスト低

減対策としては、中古ハウスなどの経営資源の

円滑な継承と有効活用に向けたシステムの構築

を進めるとともに、新設ハウスについても、よ

り一層の設置コストの低減に向けた技術的な検

討を進めてまいります。さらに、総合農試で開

発いたしましたかん水や施肥を自動化できるシ

ステムの利用による省力かつ効率的な栽培管理

技術や、増収効果が期待されるＣＯ２施用技術等

を、地域の条件や品目に応じて適切に組み合わ

せることにより、高い生産性と低コスト化を実

現する宮崎型の施設園芸モデルを確立してまい

りたいと考えております。

最後に、本県の米につきましては、規模の小

さな農家が多く、生産コストが高いことから、

県といたしましては、生産コストの低減と生産

性の向上を一体的に進めることを基本としつ

つ、大規模経営に取り組む営農集団や集落営農

法人の育成等を通じまして、主食用米はもとよ

り、業務・加工用米等の低価格帯の米生産にも

積極的に取り組み、競争力の高い産地体制の確

立を進めてまいります。特に、業務・加工用米

等の生産においては、低コスト生産技術の導入

が不可欠でありますので、例えば、直まき栽培

の技術的な課題等を整理した上で、栽培マニュ

アルの改定を進めるなど、新たな技術のさらな

る普及を目指してまいりたいと考えておりま

す。以上でございます。

○福田作弥議員 自由化問題に対して決め手は

ないと私は見ているんですが、しかし、努力は

しなくてはいけない。どういう事態になろうと

も、消費者にある程度、安心・安全を上乗せし

て購入してもらうにしても、コストの低減は避

けられないと思います。多くを申し上げません

が、例えば今、最後のほうで農政水産部長がお

話しになりました米の問題等についても、私

は、宮崎県は随分コスト対策がおくれていると

見ております。２月に私ども会派の農林の委員

会で福井県、コシヒカリのふるさとであります

が、ここの調査をいたしました。農業団体や県

行政―出先事務所、私の地域でいいますと中

部農林振興局でしょうか、そういうところから

既に一般の栽培農家に直まき栽培、直播ともい

いますけれども、それが出ているんです。もう

普及している。宮崎県はとても普及段階ではな

い。コストが比較にならないぐらい違う。田植

え機も要らない。育苗センターも要らない。田

植えをしない稲作ですからね。オーストラリア

とかアメリカの広大な農場の飛行機ではありま

せんが、やはり小さい水田は水田なりにばらま

きの技術があるわけですから、これを確立する

ことによってコストの低減を図る。その辺も十

分―何回も先ほど試験研究機関の中でも申し

上げましたが、現場が要求する技術の確立を、
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必要とする技術対策をお願いしたい、このよう

に考える次第であります。大変厳しい表現でお

訴えをしましたが、ぜひ宮崎県の経済が浮揚す

るようにお互いが努力をしなくてはいけない、

そういう気持ちで質問いたしましたから、お許

しを賜りたいと思います。

以上でございます。（拍手）

○中野一則副議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕（拍手） 日本共産

党の前屋敷恵美でございます。通告に従いまし

て一般質問を行います。

まず、消費税増税問題について、知事にお伺

いをしたいと思います。

今、国会では、「社会保障と税の一体改革」

の名のもとに、消費税を2014年に８％、2015年

に10％に増税する大増税法案の成立に向けて、

民主、自民、公明の３党による採決先にありき

の修正協議なるものが行われ、今週から特別委

員会で、増税法案を初め年金や子ども・子育て

新システム関連法案など、重要法案が一括審議

されるという異例の国会となっています。消費

税増税は、増税推進の論調を繰り広げる大手メ

ディア各紙の世論調査でさえ、朝日６日付は、

増税法案に反対が、先月より５％ふえて56％、

賛成は７％減って32％、毎日４日付でも反対57

％、賛成は36％という状況です。こうした国民

の反対の声を無視して消費税増税を強行するこ

とは許されません。消費税増税が国民の暮らし

も経済も壊してしまうことは、既に1997年、橋

本内閣が消費税を５％に引き上げたときに経験

済みで、税率が２倍にもなる今回はそのさたで

はありません。知事は消費税増税についてどの

ような見解をお持ちか、また、増税が県民の暮

らしや地域経済にどのような影響を及ぼすと認

識しておられるか、お聞かせいただきたいと思

います。

後は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

消費税の影響についてであります。消費税の

増税につきましては、今御指摘がありましたよ

うな景気への影響が懸念されるということや、

低所得者層への配慮も必要となるということか

ら、その実施に当たりましては、地域経済の状

況を十分考慮するとともに、低所得者に配慮し

た対策が講じられる必要があるというふうに考

えております。国民の暮らしにもいろんな影響

を与えることから、何よりも国民の理解をどの

ようにして得られるか、大変重要な課題である

というふうに認識をしております。以上であり

ます。〔降壇〕

○前屋敷恵美議員 今、知事も国民の理解が必

要だということをおっしゃいましたけれども、

先ほどお話ししましたように、今、国民は増税

に理解を示していないという状況です。この増

税で、県民負担もさることながら、宮崎県自体

の負担も非常に大きくなり、すべて税金でこの

県の負担分も賄われるということになるわけで

す。現在、県の消費税負担はどれほどあるの

か、お聞かせいただきたいと思います。

○総務部長（四本 孝君） 県の業務執行に際

して負担しております消費税及び地方消費税に

つきましては、当該業務に伴う取引が課税取引

であるかどうかなどにより異なった取り扱いと

なります。このため、正確な負担額を算出する

ことは困難でありますが、県の歳出総額のう

ち、一般的に消費税等を負担しているものは、

物品等の購入、役務の提供、業務の委託、建設

工事の請負などと考えられますので、その相当
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額は負担をしているものと考えております。

○前屋敷恵美議員 的確な数字がわからないと

いうことなんですけれども、相当額、県民に税

の負担が及ぶことになるのは間違いありませ

ん。

次に、「社会保障と税の一体改革」が今、論

じられているわけですけれども、社会保障の充

実のためには消費税増税が必要だということに

なっておりますが、果たしてそうなのかという

ことです。知事はこの一体改革をどのように見

ておられるか、見解をお聞かせいただきたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 「社会保障と税の一体

改革」でありますが、少子高齢化が急速に進展

する中で、社会保障関係費が増大しておりま

す。国と地方が住民に身近な社会保障サービス

を将来にわたって安定的に提供していくために

は、避けては通れない課題であるという認識で

ございます。特に、社会保障関係費につきまし

ては、毎年の自然増として、国費で約１兆円、

地方費で約7,000億円というふうになっておりま

して、大幅な増額が見込まれているところであ

ります。その負担を将来世代に先送りし続ける

ことは、社会保障の安定財源の確保や財政健全

化の観点からも困難ではないかという認識でご

ざいます。このような観点を踏まえ、「社会保

障と税の一体改革」というものは、給付と負担

の両面にわたりまして、世代間、世代内の公平

性を確保する仕組みを構築しようとする改革で

あると理解しているところでありまして、その

改革の背景、内容というものを国民に十分説明

して、理解の促進を図る必要があろうかという

ふうに考えておるところでございます。県内に

おきましても、先日、国と連携しながら、そう

いう説明会も開催したところであります。

○前屋敷恵美議員 社会保障の充実、またその

費用の負担のためには、どうしても財源が必要

という立場だというふうにお答えになったと思

います。しかし、政府の説明では、増税をすれ

ば社会保障がよくなるというふうに国民には受

け取れるんですけれども、実際、この社会保障

の中身を見てみますと、子ども手当の廃止と年

少扶養控除の廃止で、実質手取りがマイナスに

なる世帯が相当数あります。また、年金も３年

間で2.5％も削減になる。年金、医療、介護の保

険料も大幅にアップする。しかし、その一方

で、消費税の増税分がどこに使われるかといえ

ば、財政の赤字や流用した年金財源の穴埋めに

置きかえられる。社会保障には回らない。実

質、社会保障は改悪でしかないというのが、こ

れまでの国会の論議の中で明らかになってきて

いる部分です。今回の大増税は全く道理がない

というふうに言わなければならないと私は思い

ます。

しかし、この増税が実施されますと、地域経

済の面ではどういう影響が出るか。知事も先ほ

ど相当な影響が出るとおっしゃいましたけれど

も、国民の所得と消費が今、長期にわたって落

ち込んでいるさなかです。その中で消費税負担

が13兆5,000億も増大する。これに社会保障の改

悪分も合わせると、約20兆円の負担がかかって

くるということです。しかし、経済の６割を個

人消費が占めております。雇用の７割を支える

中小業者、ここに大きな打撃となって、さらに

地域経済の疲弊というのは免れないというふう

に思うわけです。

特に現時点では、震災被災地で生活再建や地

域復興の足を引っ張ることになるということ

で、この増税が大問題になっておりますけれど

も、私は、その点では宮崎も同じだというふう
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に思うんです。先ほど来、知事のお話がありま

したが、口蹄疫や鳥インフルエンザ、それから

新燃岳の噴火、こういう災害にずっと見舞われ

てきました。今、農家や関連業者や地域経済へ

の打撃はまだまだ回復していない。これを回復

させようというのが県の施策でもございます。

そういった中で、今、被災された皆さん方が何

とか再建に向けて頑張ろうというときですか

ら、この宮崎でも大増税というのは大きな負担

になり、今の再建しようという人たちに冷や水

を浴びせかけるようなものだと、極端に言え

ば。私はそういうふうに思います。絶対にやっ

てはならない大増税だというふうに思うんです

けれども、知事はどのようにお考えでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど答弁したところ

でございますが、国と地方が提供している社会

保障サービスというものを将来にわたって安定

的に提供していくためには、安定的な財源の確

保が必要であろうというふうに考えておりま

す。そのためには、景気に左右されにくく、働

く世代の特定の者に負担が集中しない、広く薄

く負担をお願いする消費税というものは、実施

の時期、実施の対応、やり方は別といたしまし

て、避けては通れない課題だというふうに考え

ておるところでございます。一方で、景気への

影響が懸念されるということで、今、国会で審

議がなされております。きょうの公聴会におき

ましても、専門家がいろんな御意見を述べてお

られたところでございまして、そういった専門

的な御意見も踏まえた国会での議論というもの

を注視してまいりたいと考えております。

○前屋敷恵美議員 先ほどお話ししましたけれ

ども、橋本内閣の５％引き上げになったとき

に、その引き上げになる前と直近の2010年の税

収を比較したデータが出ているんですけれど

も、消費税は確かに２％増税されましたか

ら、7.6兆円から12.7兆円にふえました。しか

し、税収の総額で見ると14兆円も減るという

データが、結果が出されているんです。14年間

の累計にいたしますと、84兆円も税収が減る。

これは国の税収なんですけれども、地方の場に

おいても、国の税収状況と単純比較はできませ

んけれども、やはり同じ傾向は否めないという

ふうに思います。これが10％の税率になれば、

さらに税収の落ち込みは深刻なものにならざる

を得ないというふうに思います。結局、消費税

で増税して財源を確保したとしても、景気が悪

くなれば、その悪い状態が続けば全体の税収は

減るということを物語っているというふうに、

結果が示していると思います。ですから、本当

に消費税の増税というのは、住民の暮らしも地

域経済も破壊していく、とんでもない税金だと

いうふうに思います。

私は今、街頭でもよく消費税増税反対の国会

請願の署名をしているんですけれども、とりわ

け高齢者の皆さん方が口にされるのは、「食べ

物は仕方がない。買わないと仕方がないけれど

も、そのほかのものはもう一切買わないことに

決めました」、このように言われるんです。で

すから、ますます消費不況というのは深刻にな

らざるを得ないというふうに思います。これが

庶民の、ささやかですが、生活防衛手段なんで

す。こういう県民の生活実態なども十分に知事

は認識していただいて、本当に消費税増税が県

民の暮らしや経済にとってどうなのかというと

ころをしっかりと踏まえて、消費税増税反対の

立場に立っていただきたいというふうに私は思

うわけです。

こう言いますと、財源が必要だということに
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なりますけれども、私どもは、消費税に頼らな

いでも財源ができるということを今、提案して

いるところです。特に、後先になりましたが、

この負担というのは、中小零細業者の皆さん方

には本当に深刻な問題なんです。というのは、

消費税分が転嫁されなくて営業しなければなら

ない。消費税がスタートした時点から、もう20

数年になりますけれども、一貫して身銭を切り

ながら営業を続けているという状況で、もう持

ちこたえられないというのが中小業者の方々の

悲鳴です。これが10％にもなれば、零細業者の

方々は経営が続けられないということにもなっ

てくるわけですから、本当に深刻に受けとめな

ければならないというふうに思っているところ

です。

税の原則というのは、応能負担が原則です。

負担能力、余力があるところにちゃんと税は納

めてもらう。ところが、今、こうした余力のあ

るところに減税をしているというのが政府のや

り方ですから、これをきちっと改めて、必要な

ところに税の負担をしてもらう。そして、無駄

遣いは聖域をなくして一掃する。何より、国民

の雇用や所得をふやしてこそ、安心できる暮ら

しというものが地域経済にも大きく寄与するこ

とになるわけですから、そういった働く、雇用

のルールであるとか、非正規じゃなくて、やは

り働くルールで本採用が本当だというような

ルールをしっかりと国がつくっていくというこ

とも踏まえながら、国民の暮らしそのものを守

るという立場に立った政治が求められていると

いうふうに思います。この方向を追求すること

が、消費税増税に頼ることなく社会保障の拡充

や財政再建の道を開くことになるというふうに

思っております。今、本当にこの時点で必要な

のは、今、国会で会期末を迎えて論戦が激しく

なっていますけれども、消費税増税を許さない

という、総じて国民の大きな声が国会に届いて

いくような、こういう地方の声をしっかりと届

ける役割というのも知事にはあるんじゃないか

というふうに思っております。国民の暮らし、

そして県民の暮らし、地域経済をしっかり守る

立場に立つという点で、消費税増税を許さな

い、そういう知事の決意を聞かせていただきた

いんですけれども、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 私のスタンスとしまし

ては、将来的に国民の生活を守るための安定的

な社会保障サービスを提供していくためには、

消費税の負担というのも、増税というのも避け

て通れない課題であるというふうに考えておる

ところでございます。その実施に当たりまし

て、今、御指摘がさまざまございましたが、経

済への影響なり低所得者層への配慮、そういっ

たところも十分勘案する中での実施というもの

を求めてまいりたい、そのように考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 期待をいたしております。

ぜひ、そういう立場に立っていただけるよう

に、御検討を引き続きお願いしたいというふう

に思います。

次に、原発問題について、まず原発の再稼働

問題について伺いたいと思います。

野田首相は８日の記者会見で、福井県の大飯

原発３・４号機の再稼働実施の表明をされまし

た。その理由は、国民生活を守るために夏場に

限定せず大飯原発を運転する必要があるという

ものでした。また、福島を襲ったような地震・

津波が起こっても、事故を防止できる体制は

整っているということも断言されました。しか

し、福島原発事故の原因究明もできていない、

政府みずからがとりあえずとして決めた30項目



- 53 -

平成24年６月13日(水)

の安全対策の設置なども３年先という状況で

す。これでどうして事故を防止できると断言で

きるのか。私は、これこそ安全神話の最悪の形

での復活だというふうに言えると思います。具

体的な根拠や対策も示さずに、電力不足や電気

料金値上げで日常生活や経済が混乱するという

おどしの言葉だけで再稼働を迫るというのは、

決して許されないというふうに思います。全国

で50基の原発が今、すべてとまっておりますけ

れども、それは何より原発を安全に運転する保

証がないからにほかならないというふうに私は

思っているところです。

そこで、宮崎県民の身近な課題である鹿児島

の川内原発について、一たん事故が起きれば取

り返しのつかない事態を招くのが原発事故で

す。深刻な放射能被害を危惧し、再稼働反対を

求める県民の思いは、直接、知事にも伝わって

いるというふうに思いますけれども、どのよう

に受けとめておられるか、お聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 原子力発電の安全性に

つきましては、福島第一原子力発電所の事故の

後、その安全性に対してさまざまな御意見があ

り、再稼働についてもさまざまな御意見がある

ということは承知しているところでございま

す。現在、国におきまして、エネルギーに関す

る基本政策の検討が進められているところであ

ります。そういう中で、原子力発電を今後どう

考えていくか、しっかりとした議論が必要であ

ろうというふうに考えておりますが、まずは国

民の安全確保というものを最優先に考えていた

だいて、その上で国民生活や産業、環境への影

響などを踏まえたさまざまな視点からの国民的

議論が必要であろうというふうに考えておると

ころでございます。そういった検討結果を踏ま

えつつ、本県としては、本県なりの持続可能な

エネルギーの供給という観点からも、太陽光や

バイオマスなど再生可能エネルギーの普及拡大

に取り組んでまいりたい、そのように考えてお

ります。

○前屋敷恵美議員 宮崎県は、とりわけ自然エ

ネルギーの宝庫ですから、その方向をしっかり

と求めていくことが大事なことで─この後に

もお聞きしたい点があるんですけれども─お

隣の鹿児島県で距離は離れているといっても、

一たん事故が起これば影響はこちらにも来るん

です。それは否めないところなんです。ですか

ら、県民の命と安全・安心を守るという点では

人ごとでは済まされないこの問題を、しっかり

知事に受けとめていただきたいと私は思いま

す。ぜひ知事みずからが、再稼働はすべきでな

い、安全性が確保されていない原発の運転につ

いては再稼働すべきじゃないという立場に立っ

ていただきたい。そして、そういった県民のす

べてに責任を負う知事の立場から、３号機の建

設なども含めて、九電にも再稼働をするなとい

う点と、新たな建設は中止するということも

しっかり申し入れをすることが必要ではないか

というふうに思いますけれども、知事、いかが

でしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 原子力発電のあり方も

含めたエネルギー政策は、最終的には国が決定

する事項でございますが、基本的なスタンス

は、先ほど申しましたように、まずは国民生活

の安全性を最優先する、そういうことを考えた

中で、さまざまな視点というものを踏まえた国

民的な議論を行った上で方針が決定されるべき

というふうに考えておるところでございます。

現在、御質問のありました停止中の川内原子力

発電所の再稼働や増設計画の動きにつきまして

は、こういった国のエネルギーに関する基本政
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策、また議論の動向、さらには原子力規制関連

法案の審議状況を十分に注視していく必要があ

ろうかというふうに考えておりますし、そう

いったものの状況を踏まえながら、本県として

も関心を持っていたいというふうに考えており

ます。

○前屋敷恵美議員 私は、エネルギー政策は国

の専権事項だというふうに知事の御答弁を受け

取ったんですけれども、これだけの事故が起き

たわけですから、国のエネルギー政策に頼るこ

となく、独自の考え方を持って独自のスタンス

で安全を守るためにどうするかということが今

後必要じゃないかというふうに思っているとこ

ろです。今、川内原発は稼働していませんけれ

ども、現存しているわけです。事故が一度福島

で起きたわけですから、いろんな場合を想定し

なければ済まされないというふうに思います。

これは前回の質問でも御提案をしたんですけ

れども、原発事故の危険から県民の安心・安

全、健康を守るという立場では、何らかの影響

が及ぶことを想定して、最低限の避難計画―

どう対応するかという点で、その程度はいろい

ろあるでしょうけれども、その最低限のものを

示すということや、どう影響が出るかというハ

ザードマップ、これは最低限―なかなか難し

いということも前回おっしゃいましたけれど

も、やはり努力をして、県民に安心してもらう

ためにも必要なものじゃないかというふうに思

いますけれども、いかがでしょうか。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 今回の福

島第一原子力発電所の事故に伴う影響につきま

しては、非常に広範囲に及ぶこととなり、現在

もその状況が続いているところであります。原

子力発電所での事故を想定した防災対策に関す

る基本的な考え方については、前回も御答弁申

し上げたところですけれども、現在、国におい

て検討が進められているところでございまし

て、現時点で、本県独自に事故発生時の影響範

囲を想定し、ハザードマップを策定することな

どは、やはり困難であると考えております。県

といたしましては、今後提示されます国の原子

力事故への対策に関する考え方を踏まえなが

ら、対応を検討してまいりたいと考えておりま

す。

○前屋敷恵美議員 つくらないというのではな

くて、つくる立場で物事を進めていくというの

が非常に大事だというふうに私は思います。そ

ういう立場に立ってこそ、いろんな資料だと

か、多くの皆さんからの協力も、データも得ら

れるんじゃないかというふうに考えますので、

ぜひ御努力をいただきたいと思うところです。

それから、先ほどお話がありました自然エネ

ルギーの開発、活用の件ですけれども、これも

前回の質問で、宮崎県が率先してこの対策は進

めるべきだと。ここを集中して政策を進めてい

く、対策を進める部署、局、室なりを立ち上げ

ることが必要じゃないだろうか、県民に見える

形で宮崎県は頑張っているということも言える

んじゃないかというふうに思うんです。そうい

う部署の設置の必要性を感じておりますので、

ぜひ改めて御検討いただきたいと思いますが、

いかがでしょうか。

○環境森林部長（堀野 誠君） エネルギー政

策はさまざまな産業部門と関連していることか

ら、所管する部局において、それぞれに事業を

実施しているところであります。この中で、新

エネルギー分野につきましては、地球温暖化対

策と一体的に取り組むことが必要であることか

ら、環境森林部で総合調整を担い、部局間で密

接に連携を図りながら、効果的な施策の推進に
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努めているところであります。低炭素社会の実

現のためには、新エネルギーの一層の活用促進

が重要でありますので、引き続き、部局間の連

携を密にしながら、施策の推進を図ってまいり

たいと考えております。また、各部局で実施し

ます新エネルギー施策につきましては、県庁

ホームページ等で一元的に紹介するなど、県民

の皆様へわかりやすい情報提供にも努めてまい

りたいと思います。

○前屋敷恵美議員 それぞれの部局での専門性

を生かして部局横断的に新エネルギーの対策に

取り組んでおられるということでしたけれど

も、そういうやり方もあろうかというふうに私

は思います。しかし、それがはっきり県民に見

える形で―ホームページで公表するというこ

とでしたけれども、ホームページを開ける方は

いいですけれども、開けない県民もたくさんい

らっしゃるわけで、そういった方々について

も、県がエネルギー対策をしっかり進めている

ということがわかるような発信をしていただく

こと、このことが重要だというふうに思います

ので、ぜひ研究、御努力いただきたいというふ

うに思います。

続けて進みます。次は、国民健康保険の問題

に移ります。

まず、国保の広域化についてお尋ねをしたい

というふうに思います。国保を取り巻く現状は

極めて深刻な状況が続いております。高過ぎる

保険料、滞納世帯からの保険証の取り上げ、強

権的な取り立てなど、後で県内の実態もお聞き

をいたしますけれども、住民の暮らしと健康、

命までが脅かされるというような事態が起きて

います。こうした中で、政府はこの４月、国保

の給付財政を都道府県単位に統合する法案を国

会で成立させました。既に県では、政府の指示

もあって、宮崎県国民健康保険広域化等支援方

針を策定して、保険税の収納率の目標設定や、

その達成状況に応じた市町村への指導を行う方

向も定めております。政府はこうして国保の広

域化路線を推進しようとしておりますけれど

も、国が進める広域化の目標や、その概要、そ

して県としてこの広域化をどのように受けとめ

ているのか、さらなる国保税の引き上げや滞納

制裁に自治体を駆り立てることにはならない

か、危惧されておりますけれども、その辺のと

ころもお聞かせいただきたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 国は、低所得

の加入者が多く、年齢構成も高いなどの構造的

問題を抱える市町村国保につきまして、財政基

盤強化策や収納率向上に向けた取り組みに加

え、今後のさらなる少子高齢化の進展を踏まえ

ると、保険財政の安定化、市町村間の保険料負

担の公平化等の観点から、市町村国保の都道府

県単位化を進めていくことが不可欠であるとし

ているところでございます。県といたしまして

は、広域化だけでは市町村国保の構造的な問題

の解決につながらないということから、全国知

事会を通じまして、まずは構造的な問題の抜本

的な解決を国に対して求めているところでござ

います。

ただいま議員のほうからお話がございました

国保の一元化の問題については、１円化と言っ

ておりますけれども、今、国保の30万円以上の

報酬については、市町村統一して対応しておる

ところでございますけれども、それを１円化す

るという法案がことしの３月に通りまして、平

成27年７月１日から運用されるということに

なっております。そのことと、いわゆる国保の

広域化ということで、国保の財源も含めた一元

化なり、国保の主体を県がするとか、そういう
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議論がされておりますけれども、今後とも、先

ほど申し上げましたように、まずは抜本的な国

保の構造的な解決を図っていただきたいという

ことで、国等に対しては申し入れを行っている

ところであります。以上でございます。

○前屋敷恵美議員 構造的な問題、抜本的な解

決は、本当に国が責任を持って行わなければな

らない課題だというふうに、私も思います。

今、保険料の平準化も図るんだということを言

われましたけれども、平準化というと公平にな

るかのように聞こえるんです。保険料が県内同

じ保険料になるわけですから、平準化と言えば

言えるんですけれども、中身は自治体によっ

て、医療費がふえないのに保険料を引き上げな

ければならない自治体であるとか、そういった

ところは国保の財政状況が悪いところに支援を

するような形になってしまうという、お互い痛

み分けをしながら保険税が決まるというような

ことになってしまうんです。

今、押しなべて市町村国保というのは財政状

況が厳しい状況にあります。今言いましたよう

に、住民の国保税、国保料の負担を軽減するた

めに、一般会計からの財政繰り入れをするよう

な努力をしておられる自治体も数多くあるわけ

です。しかし、この広域化は、保険料を都道府

県単位で決めることによって一般会計繰り入れ

をしない制度にするとしています。このこと

は、国保料のさらなる引き上げに道を開くとい

うことになるというふうに私は思うんです。

今、抜本的な解決のためには国が責任を負う

ことだと言われましたけれども、本当に一番必

要なことは―1984年に国保の医療費の国庫負

担が引き下げられました。当時、45％から38.5

％に国の負担分を減らしてきているんですが、

これが大きく市町村国保財政を危機的状況に陥

れているその一番の眼目なんです。国庫負担を

もとに戻させていくこと、このことがとりわけ

重要だというふうに思います。これが国民皆保

険を維持させていくかなめになるというふうに

私は思っているところです。全国知事会もその

方向で国には要求しているというふうにも聞い

ているんですけれども、ぜひ県からも国へ、国

庫負担率をもとに戻すということは強くアプ

ローチしていく必要があると思っているところ

です。

次に、今の国保の現状について伺いたいと思

います。まず、国保税の滞納状況についてお示

しください。そして、収納率向上策による国保

税の差し押さえなども行われる状況になりまし

たけれども、この状況もあわせてお聞かせいた

だきたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成23年６月

１日現在でございますが、滞納世帯数は３

万4,989世帯でございます。次に、差し押さえで

ございますが、これは22年度の差し押さえです

けれども、2,319世帯に対しまして総額で約４

億3,000万円の差し押さえを行っております。な

お、滞納世帯に対しましては、それぞれの事情

に応じ適切な対応が図られるように、市町村へ

の助言等を行っているところでございます。

○前屋敷恵美議員 差し押さえですけれども、

どのような基準で差し押さえに至るのか。中身

は本当にそれぞれ―これまでもるる消費税の

問題から話が続いているわけですけれども、本

当に今、県民の皆さんの暮らしも大変な状況

で、仕事も探すけれども、ないというような中

で、大変な状況に追い込まれているんです。払

える人が払わないという悪質な方には取り立て

は当然かもわかりませんけれども、本当に払え

ないという方々については親身になって相談に
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乗る、差し押さえは極力抑えていく、そういう

方向が必要かと思いますけれども、どういう状

況のときに差し押さえという手段になるのか、

お聞かせください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 差し押さえに

至るまでには、保険料が納められないというこ

とがございますので、短期保険証を交付した

り、１年以上経過いたしますと被保険者資格証

明書等を交付するなどして、そういう証明書を

交付する際に、滞納者の方と納税について相談

をする機会というふうにとらえておりまして、

そこでまた指導するというような使い方をして

おります。そして、さらに、１年６カ月以上滞

納いたしますと、差し押さえ等の手続といいま

すか、そういったところに入っていくというこ

とでございますので、市町村においても、そこ

はかなり慎重に、ケースによってそこは十分考

えながら、最後の滞納処分に入っているという

ふうに理解をしているところでございます。

○前屋敷恵美議員 ぜひ、強権的な取り立てに

だけはならないように、そこは十分、市町村へ

も指導をしていただきたいというふうに思いま

す。

続いて、今、部長もお話しになりましたけれ

ども、保険証の未交付の状況、資格証明書、短

期証、それから保険証が渡っていないという世

帯の状況を教えてください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 同じく平成23

年６月１日現在でございますが、短期被保険者

証を交付されている世帯数は１万7,616世帯、資

格証明書を交付されている世帯数は2,792世帯で

あります。また、被保険者証、短期被保険者

証、資格証明書のいずれも持っていない、いわ

ゆる未交付世帯でございますが、本年４月に市

町村への聞き取りを行ったところ、21市町

村、7,085世帯となっております。

○前屋敷恵美議員 保険証がない世帯が7,000世

帯からあるということなんですけれども、保険

証がないために受診抑制で手おくれとなって、

死亡に至ったという例も全国でも数多くありま

すし、宮崎県内でもあるわけです。本当に命が

奪われるような状況になっているということ

は、私は許されないというふうに思うんです。

国保というのは、憲法第25条に基づく社会保障

の制度なんです。お金のない人を制度から排除

するということがあってはならないというふう

に思うんです。ぜひ、そういうことに至らない

うちにしっかりと手当てをしていくということ

が必要だというふうに思います。

これは一つ例ですが、宮崎市の国保税の状況

をちょっとお伝えしたいんですが、所得が200万

円で４人家族で国保税は38万6,900円という状況

なんです。とてもこれでは払いたくても払えな

いというのが現状だというふうに思うわけで

す。こういう実態もしっかりつかんでいただい

て、安心して病院にもかかれるという状況をつ

くるのが、やはり行政の役割だというふうに思

いますので、ぜひ努力をしていただきたい、そ

のように思います。

先ほど質問を飛び抜かしてしまいまして、失

礼をいたしました。教育長にお伺いするのを原

発のところで原稿が漏れておりまして、失礼を

いたしました。ここで戻らせていただいて質問

いたしますが、放射線の副読本についてお伺い

したいというふうに思います。

福島の原発事故の後に新しく放射線副読本が

つくられて、各学校に配付をされたというふう

に伺っております。内容を見てみますと、幾つ

かの点で問題だなというのを私は感じました。

全体として、放射能はもともと自然界に存在す
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るし、医療や産業で利用しているというよう

に、放射能との共存を強調する、余り心配しな

くてもいいんだよというように受け取られる表

現の仕方というのが多々見られるんです。しか

し、今、放射能が問題になっているのは、大地

震と津波による福島第一原発事故によって放射

能が深刻な形で広がっている、このことを正確

に伝えていく、そしてどう対処するかというこ

とを子供たちにしっかり教えるということが大

事だというふうに思います。その点ではこの副

読本の中身は、うそは書いてはいないんですけ

れども、極めて不正確、不十分だと言わなけれ

ばならないというふうに思うんです。その中身

についての御見解もいただきたいんですけれど

も、この副読本について、県としてはどのよう

に対応されたのか、その辺をお聞かせいただき

たいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 副読本の配付につい

て、県としてどのように対応したかということ

でようございましょうか。副読本については、

まず、文部科学省の依頼を受けまして配付希望

を調査いたしました。すべての市町村教育委員

会から希望がありました。このことを受けて、

国から直接、市町村教育委員会や小中学校、県

立学校に送付されたものであります。この副読

本の配付に当たり、本県教育委員会では、市町

村教育委員会や県立学校に対して、学習指導要

領における原子力やエネルギー資源に関する主

な記述の例や、防災に関する記述の例を具体的

に示しながら、関連のある単元等で活用してい

ただくよう、文書で依頼したところでありま

す。

○前屋敷恵美議員 中身についての御感想をお

聞かせいただけると……。

○教育長（飛田 洋君） この副読本につきま

しては、放射線に関する基礎的な知識、放射線

による人体への影響、放射線から身を守る方

法、事故が起こったときの心構えなどについ

て、児童生徒が理解しやすいように、写真や図

を用いながら、わかりやすく説明や解説がなさ

れております。県教育委員会といたしまして

は、児童生徒が放射線について学習する教材の

一つとして有効なものだと考えております。

○前屋敷恵美議員 先ほど私も言いましたよう

に、中身については非常に不正確な部分が多々

あるというふうに感じました。放射線被害や福

島原発事故などについて正しく記載したものに

加筆修正をすることが必要じゃないかというふ

うに私は思っています。放射線は最も身近にあ

るもので安全だというような記述になると、そ

の点では誤った認識を持つことになりかねない

というふうに思うからです。正確さを期すとい

う点では検討することが必要だというふうに考

えますので、適切な対応をお願いしたいと思い

ます。

最後に、「子ども・子育て新システム」につ

いて伺います。

「子ども・子育て新システム」は、子供と子

育てに関する施策全般にわたる大がかりな制度

の改変です。中でも一番の問題は、市町村の保

育の実施責任をなくしてしまうということで

す。これは児童福祉法第24条をなくしてしまう

ことに相当するということになるんですけれど

も、現行の保育制度では、憲法の理念や児童福

祉法に基づいて市町村に保育の実施責任がある

というふうに規定されているんですけれども、

実施責任がなくなるということになるわけで

す。保育の利用は、保護者とサービス提供者

（園）との直接契約になります。市町村は保育

の必要度を認定するにとどまるということに
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なって、就労時間に応じて、長時間利用か短時

間利用かなどの利用可能な区分を決定するとい

うことになってしまいます。そして、子供たち

の保育の状態はどうかというと、子供たちの生

活のリズムに合わせた保育時間が、今は開園か

ら閉園まで保障されているんですけれども、認

定した時間だけしか保育されないという点で、

子供たちにとっても非常に不安定な保育になら

ざるを得ないということです。問題としては、

新システムは現行の制度とどう違うというふう

に認識しておられるのか、また公的責任の後

退、保育所最低基準の緩和、株式会社の参入な

どについての問題点が今、出ておりますけれど

も、この辺についての県の認識を聞かせていた

だきたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 「子ども・子

育て新システム」につきましては、平成24年３

月に新システム３法案が国会に提出されまし

て、現在、国会において審議中でございます。

その中で新たな制度といたしまして、おっしゃ

いました総合こども園の創設、国の給付の一元

化、こども園給付を受けるための市町村による

指定制、一定の要件を満たした株式会社やＮＰ

Ｏ法人を含めた多様な事業主体の参入、保護者

と施設の直接契約制度などの内容が盛り込まれ

ているところでございます。

市町村の公的責任について御質問がございま

したけれども、新システムの導入に伴いまして

改正される児童福祉法第24条において、「市町

村は保育を必要とするすべての子どもに対して

保育を確保する措置を講じること」とされてお

りまして、市町村の一定の関与は継続されま

す。

それから、株式会社の参入でございますけれ

ども、新システムでは、質の確保のための客観

的な基準を満たすことを参入要件としており、

その運営につきましては、行政の定期的な

チェックなどにより、継続的な保育の質の担保

を図っていくものと、国において示されている

ところでございます。

○前屋敷恵美議員 この制度は、市町村の、ま

た国の公的責任を後退させることと同時に、保

育を産業のもうけの道具の一つにするというこ

とにほかならないというふうに思うんです。こ

れでは、健全な子供たち、健やかな子供たちを

育てていくということにはほど遠くなるわけで

すから、ぜひ関連法案を廃案にすべきだと私は

思います。最後に、「子ども・子育て新システ

ム」の法案についての知事の御見解をお伺いし

たいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、さまざまな論点が

指摘されたところでございますが、そういった

ところを踏まえて、しっかりとした議論はお願

いしたいというふうに考えておるところでござ

います。

○前屋敷恵美議員 押しなべて、県民の暮らし

も子供たちの育ちも大変な状況にありますの

で、そういった県民の状況をしっかりと踏まえ

ていただいて、県政運営にしっかり当たってい

ただきたいというふうに思います。

以上で質問を終わります。ありがとうござい

ました。（拍手）

○中野一則副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれにて散会いたします。

午後２時40分散会
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◎ 一般質問

○中野一則副議長 ただいまの出席議員37名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、髙

橋透議員。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。３月にこの議場でスイートピーの花

言葉「旅立ち」を申し上げましたが、時の移ろ

いは早く、６月、アジサイの花真っ盛りでござ

います。アジサイの花言葉は「移り気、浮気、

変節」でありますが、ほかにもたくさんありま

す。「辛抱強い愛情、元気な女性、あなたは美

しいが冷淡だ」などであります。ただいま申し

上げたアジサイの花言葉は今の世相をあらわし

ているような気がいたしますが、私は辛抱強い

愛情を持って、日南を元気に、宮崎を元気に頑

張ってまいります。

早速始めてまいりますが、ドクターヘリの運

用が４月18日より開始されました。中山間地域

を多く抱える本県にとって、命の格差を埋める

ものと期待されます。本年度中には県立延岡病

院において、ヘリポートを完備した救命救急セ

ンターが完成いたします。今後、このような救

命救急センターが、県南地域を初め７つの２次

医療圏に整備されていくことが強く望まれると

ころであります。しかし、ドクターヘリが運航

開始されても不安は残ります。日没以降の夜間

帯や悪天候時にドクターヘリは運航できませ

ん。だからこそ２次医療圏ごとの救急医療体制

の充実・機能強化が急がれるところでございま

す。そこで知事にお尋ねします。過日、県医療

審議会が開催され、本県の医療計画の見直しの

作業がスタートしました。この医療計画の主な

見直しの特徴、ポイントとなるのは何か。ま

た、国の策定指針に沿って医療計画が策定され

る場合、本県の２次医療圏はどう再編されるの

か伺います。

後は質問者席から行います。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

まず、医療計画見直しのポイントについてで

あります。各県の医療計画は、医療法に基づき

まして国が定める基本方針に即して定めること

とされておりまして、その基本方針がことし３

月に国から通知されたところであります。その

主な内容は、２次医療圏の設定に関して見直し

の検討を行う基準が明示されたこと、在宅医療

や精神疾患に係る医療体制を充実・強化するも

のとされたこと、また、東日本大震災を踏まえ

災害時における医療体制を見直すものとされた

ことなどであります。県といたしましては、こ

れらの方針に即しつつ、地域の実情を十分に踏

まえ、検討を進めることとしております。

次に、２次医療圏についてであります。２次

医療圏は、入院に係る医療を提供する一体の区

域としまして設定するもので、現行の計画では

７つの医療圏を設定しております。今回の国の

基本方針によりますと、「既設の二次医療圏

が、入院に係る医療を提供する一体の圏域とし

て成り立っていない場合は、その見直しについ

て検討すること」とされておりまして、「特

に、人口規模が20万人未満であり、且つ、二次

医療圏内の病院の療養病床及び一般病床の推計

流入入院患者割合が20％未満、推計流出入院患

者割合が20％以上となっている医療圏について

平成24年６月14日(木)
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は、設定見直しの検討が必要」とされたところ

であります。本県の場合、この基準に照らしま

すと、西都児湯医療圏がその基準に該当いたし

ますが、国の指針では、２次医療圏の見直し検

討に際しましては、地域の実情を考慮すること

が必要とされておりますので、関係市町村及び

関係団体の意見も十分踏まえながら、慎重に検

討してまいりたいと考えております。以上であ

ります。〔降壇〕

○髙橋 透議員 ありがとうございました。

実は私の地元で会合がありまして、そのとき

にドクターヘリの話をしまして、「夜間と悪天

候時は飛ばないんですわ」と言いましたら、

がっくりされましてですね。だからこそ、２次

医療圏がしっかり県南地域で保たれることと、

県立日南病院の充実・機能強化を申し上げて、

理解を求めたところでありました。そこでお尋

ねしますが、医療計画の策定スケジュールがあ

ると思うんです。最後に２月の議会で議決する

んでしょうけど、実質的に協議をまとめる時期

はいつごろなのか、担当部長にお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 医療計画につ

きましては、ただいま知事が申し上げましたと

おり、３月末に示された国の基本方針、作成指

針に従いまして、現在、現状分析等の作業を

行っているところでございます。医療計画の改

定に当たりましては、関係団体や市町村など多

くの方の意見を伺い、地域の実情を踏まえて策

定することとしておりまして、ことし11月の医

療審議会において、県としての策定方針を盛り

込んだ計画素案についての御意見を伺う予定と

しているところでございます。

○髙橋 透議員 知事の答弁の中で、国の策定

方針に沿えば西都児湯が患者の流出率が20％を

超えているということで、ひょっとしたら再編

されるのかなということでありました。その要

因といいますか原因─西都児湯の患者が、恐

らく宮崎市郡だと思うんですが、そこに流れて

いる原因についてお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 西都児湯医療

圏の患者流出の原因についてでございますが、

比較的医療機関が充実しております宮崎東諸県

医療圏に隣接をしているということ、それか

ら、西都児湯医療圏には地域医療支援病院など

の「かかりつけ医」を支援する基幹病院が少な

いことなどが推察されるところでございますけ

れども、詳細につきましては今後、分析・検討

を行ってまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 本県は中山間地を多く抱えて

おります。高速道は、いよいよ開通のめどが

立ったと言われていますが、まだ南のほうでは

開通のめどは立っていませんし、道路網が比較

的不十分だと私は思っております。したがいま

して、知事が総合計画で掲げています「未来み

やざき創造プラン」ですが、ここに次のように

あります、「いつでも、どこでも必要な医療

サービスが受けられる社会」、こういったこと

が今回の医療計画でも位置づけられるというふ

うに思います。知事、どうでしょうか、厚生労

働省が示す指針どおりにはならないと思います

が、見解をお願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 総合計画の中で今のよ

うな方針を掲げて、その具体的な推進方策とし

て医療計画を定める、そのように考えておりま

す。したがいまして、今御指摘のとおり、中山

間地が多く、過疎化や高齢化、交通アクセスの

課題などを抱えている本県としましては、医療

計画の見直しにおきましては、そうした地域の

実情というのも十分考慮する必要があるものと

考えております。このため、市町村や関係団体
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の皆様の御意見もしっかりお聞きするなど、地

域の実情を十分踏まえながら検討を進めてまい

りたいと考えております。

○髙橋 透議員 知事のお気持ちはよくわかり

ましたが、何せ医療資源が限られているもので

すから、宮崎県全体を見る立場にある方々から

すると、この前の第１回の審議会の意見が新聞

でも出ていましたが、この際４つにまとめたら

どうかという意見もあったようなんです。どう

か、市町村あるいは各医師会、いろんな方面の

意見を聞いていただいて、今、知事がおっ

しゃった、地域の実情をしっかり考慮する、こ

ういうことで、繰り返しますが、「いつでも、

どこでも必要な医療サービスが受けられる社

会」に即した医療計画になるよう要望しておき

たいと思います。

次に、自殺対策行動計画の見直しについての

考え方をお尋ねしてまいります。

自殺者数、自殺率ともに最悪であった平成19

年以降、総ぐるみで対策をしていただいたこと

もあって、年々その数、率ともに減少してきま

した。着実にその目標に近づいていると、さき

の議会でも答弁があったわけですが、平成23年

は、残念ながら前年の22年と比較してやや増加

をしております。このことについてはどのよう

に分析をされているのか、担当部長、答弁をお

願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 本県の自殺者

の状況でございますけれども、厚生労働省の統

計では、平成19年の自殺者数394人、人口10万人

当たりの自殺死亡率34.6をピークに３年連続で

減少いたしまして、平成22年には自殺者数307

人、自殺死亡率27.1まで減少しておりました。

今お話がございましたとおり、平成23年は、自

殺者数が312人、自殺死亡率27.7と、４年ぶりに

上昇に転じたところでございます。自殺者数

は15年連続で300人を超えており、また、平成23

年の自殺死亡率は全国で３番目に高くなるな

ど、極めて厳しい状況であると認識をいたして

おります。

なお、増加の要因でありますけれども、現時

点で詳しいデータが示されていないということ

もございますが、自殺は健康問題や経済問題な

どさまざまな要因が複雑に関係して起こると言

われておりまして、その要因を絞り込むことは

難しいのではないかというふうに考えていると

ころでございます。

○髙橋 透議員 ここで私は、資料を見て気が

ついたんです。自殺率ワースト県というのは東

北に集中しているわけですが、どこも一生懸命

対策をしているんです。ワースト５を見ます

と、どこも率は減らしているんです。宮崎だけ

が前年度27.1から27.7に、自殺率が高くなって

いるんですね。そのことを真剣に受けとめて、

今後の対策に取り組まなければならないという

ふうに思っております。

そこで、計画数値の立て方なんですけれど

も、平成21年２月に策定された自殺対策行動計

画に、平成24年における自殺者数を300人以下に

するということで計画目標があります。私は、

以前も申し上げましたが、自殺者数に具体的な

人の数を数値目標として掲げるのはいかがなも

のかということで。今回も質問いたしますが、

知事のお考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 自殺対策行動計画、こ

れは民間団体等から成ります自殺対策推進協議

会と共同で策定をしたものでありますが、今御

指摘の趣旨というのは本当によくわかるという

思いがいたしております。この数値目標という

のは、国の自殺総合対策大綱を参考に、県民一
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人一人に、自殺者を１人でも多く減らしたいと

いう思いを共有してもらうために、指標として

掲げたものでありますが、そういった数字を掲

げることの問題点、そこも十分わかるものでご

ざいます。行動計画の改定に当たりましては、

今後、市町村や関係団体等の意見をお伺いし、

よりきめ細かく地域の実情に合った計画とする

ことを基本にしまして、数値目標につきまして

も、そのあり方等も含めて検討してまいりたい

と考えております。何よりも大事なのは、１人

でも多くのとうとい命を救っていくということ

で、全力で取り組んでまいりたいと考えており

ます。

○髙橋 透議員 そうなんです。１人でも多く

の命を救っていく、今の知事の言葉に私は要約

されると思うんですが、具体的な数字は一方で

持っておいていいと思うんです。結果として数

字が出た、そのことを前年度の数字と比較をす

る、悪ければその対策を検証して講じる、その

ことは必要だと思っています。行動計画を県民

に示すわけですから、今の行動計画にある300人

以下にするという明示は、スタートラインから

敗北宣言に私には聞こえるんです。ぜひ、今、

知事がおっしゃいました、１人でも多くの命を

救う、自殺ゼロを目指すという決意を明示して

いただいた、新たな自殺対策行動計画になるよ

うお願いしておきます。

私、漏らしておりました。土持部長、このス

ケジュールはどうなるのか、まだ明らかになっ

ていないと思うんですが、教えてください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 新しい自殺対

策行動計画でございますけれども、現計画が今

年度まででございますので、新たに策定する必

要がございます。ただ、その前提といたしまし

て、国が改定する予定の自殺総合対策大綱を踏

まえる必要がございます。これが少しおくれて

いるようでございます。その国の大綱を踏まえ

まして、市町村、関係団体と意見交換を行いな

がら、民間団体等で構成いたします宮崎県自殺

対策推進協議会等において御審議をいただき、

年内には計画の骨子・原案を作成いたしまし

て、今年度中に行動計画の改定を行いたいと考

えているところでございます。

○髙橋 透議員 わかりました。

次に、森林法改正に伴う森林経営計画につい

てお尋ねをしてまいります。

先日、森林組合から私あてに文書が届きまし

て、所有する山林について、団地ごとに森林経

営計画の作成をして、認定を受けた計画団地内

でなければ森林施業に係るさまざまな補助金を

受けられませんよという内容でありましたが、

その説明会の案内でした。この計画をつくる側

からすると、非常に煩雑であると思います。特

に私の所属する南那珂森林組合は、１人当たり

の森林面積が小さいらしいんです。だから筆数

が物すごく多くて、その作業に非常な手間暇が

かかるというふうに聞いております。森林経営

計画の内容とその導入に伴う課題について、環

境森林部長にお尋ねします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 森林経営計画

制度は、10年後の木材自給率50％以上を目指す

森林・林業再生プランに基づきまして、平成24

年度から導入される制度でございまして、森林

所有者やその委託を受けた森林組合等が５年間

の伐採等の経営計画を作成するものでありま

す。この制度の目的は、施業のコスト低減や間

伐材の有効利用を図ることであり、策定に当

たっては、森林施業の集約化ができる区域とす

ること、作業路網の整備や一定面積以上の間伐

を盛り込むことなどが必要となっております。
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制度が開始されて間もないことや、計画の区域

内には多くの森林所有者が関係するケースが多

いことから、その周知や合意形成が大きな課題

であると認識しております。このため県といた

しましては、今後とも、説明会の開催などによ

り制度の周知を図りますとともに、森林組合等

が行う計画作成に必要な調査や合意形成活動に

対しまして支援をしてまいりたいと考えており

ます。

○髙橋 透議員 今聞いただけではよく理解で

きないんですが、私はじかにレクチャーいただ

きましたので、少しは理解しました。要は、点

在していた森林の整備を、大きく団地化して効

率化を図るということなんでしょうけど。私が

ここで御意見申し上げたいのは、10年後に木材

自給率50％というのがあるじゃないですか、森

林・林業再生プラン。この対策としての大幅な

コスト削減だと思うんですが、ここにはすごく

力を入れてやっていらっしゃる一方で、きのう

も質問があって、びっくりしました。５月には

１立米当たりが7,600円ですか、史上最悪らしい

じゃないですか。そういう意味では、山元に利

益が還元されるという施策をいま一度検討して

いかれるべきではないかなということを、ここ

では申し上げておきたいと思います。

次に移ります。水産業の現状についてお尋ね

をしていきます。

現在は少し落ち着いたといっても、まだ高い

というふうに私たちは考えているわけですが、

燃油が非常に高騰しております。ことしは近海

カツオも不漁だったというふうに聞きます。と

れても小さいんですよ。だから値段も安い。一

連のそういう影響もあって、漁業を取り巻く環

境は非常に厳しいと思うんですが、最近の経営

状況について、農政水産部長にお尋ねいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県の水産業

は、漁獲量の減少や魚価の低迷により収入が減

少する一方、燃油価格の高騰などによりまして

支出が増大し、収益性が低下しております。特

に、年間1,000キロリットル程度の燃油を必要と

するカツオ一本釣り漁業におきましては、平

成16年の燃油価格高騰前と比べて１経営体当た

りで約4,500万円の燃油経費増となり、赤字の経

営体が増加してきております。

○髙橋 透議員 びっくりいたしました。そこ

で、いろんな対策を打って県も頑張ってもらっ

ているわけですが、24年度の新規事業で漁業経

営対策の施策を打ち出されまして、まだ期間は

短いんですが、その事業効果がもうあらわれて

きているというふうに聞いたものですから、そ

の状況について、農政水産部長にお尋ねしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 国では平成22

年度に燃油高騰対策として、国と漁業者が一定

額を積み立てる漁業経営セーフティーネット構

築事業を創設いたしました。しかしながら、本

事業は漁業者に一定の負担を求めるものであ

り、厳しい経営状況の中、本県の加入が低調で

あったため、県では今年度、漁業者負担分につ

いて県信用漁業協同組合連合会が行う無利子貸

し付けの原資となる漁業経営安定対策資金を予

算化したところであります。その結果、今年度

の本県漁業者の加入状況は、経営体数ベースで

の加入率では平成23年度の８％から36％に増加

し、また、これを消費燃油量のベースで見ます

と、平成23年度の65％から96％まで増加いたし

ました。このように、当資金の活用により、本

県漁業者の漁業経営セーフティーネット構築事

業への加入率が大幅に向上しておりまして、燃
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油高騰時の影響緩和が図られるものと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。着実

に事業効果があらわれているようですから、今

後ともいろんな対策を講じていただきたいと思

います。

長期計画に「儲かる水産業」ということを打

ち出していらっしゃいます。操業コストの削減

とか魚価の向上など収益性を高める取り組みを

進めるということなんでしょうが、先ほどの林

業もしかりです。コスト削減をかなり強く訴え

ておられる割にはもうからないというのが現実

であって、水産業も具体的に、新規事業をふや

すとか─つまり予算をつけるということなん

です。そういったことの手厚い支援を今後考え

られるのか、知事に答弁を求めます。

○知事（河野俊嗣君） 「儲かる水産業」は、

大変重要な課題でありまして、昨年６月に水産

業・漁村振興長期計画を定め、さらにそれを具

体化しました「儲かる水産業実現アクションプ

ラン」を掲げておりまして、コスト削減、魚価

向上の両面から取り組みを進めておるところで

ございます。具体的には、例えばコスト削減対

策につきましては、カツオ一本釣り漁業におい

て、燃油大量消費型の大型漁船から省エネ型の

中型漁船への転換などを推進しまして、収支バ

ランスを考慮した合理的な生産体制づくりを目

指しておるところであります。また、魚価向上

対策としましては、水産物流通のかなめとなる

卸売市場の統合などによります市場機能の強化

でありますとか、漁業者による直接販売や産地

加工体制づくり、水産物輸出などの６次産業化

を支援しているところであります。今後とも、

漁業者、関係団体とも連携をして、「儲かる水

産業」に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 よろしくお願いいたします。

次に移ります。東九州自動車道の早期開通に

ついてお尋ねしていきます。

東九州自動車道は見通しがついたという御発

言もあるようですが、残念ながら、先ほども言

いましたように、清武以南は開通年度がまだ示

されておりません。南は夕暮れであります。２

月議会でお尋ねしたばかりですけれども、清武

―日南間の開通見通しについて伺います。24年

度それなりの予算をつけていただいて、大変感

謝をしているわけですが、濱田県土整備部長は

本会議初答弁ですので、よろしくお願い申し上

げます。

○県土整備部長（濱田良和君） 東九州自動車

道の清武南―日南間につきましては、先月国か

ら通知されました事業計画の中で、「着手後お

おむね10年程度を目指すものの、完成に向けた

円滑な事業実施環境が整った段階で確定予定」

となっておりまして、いまだ供用予定時期が示

されておりません。また、この区間におきまし

ては、トンネルの補助工法や大規模な地すべり

対策による大幅な事業費の増額が見込まれてお

ります。このため県といたしましては、早期整

備に向けた十分な予算確保につきまして、国に

対し、地元自治体や経済団体等と連携しながら

強く訴えてまいりたいと考えております。

○髙橋 透議員 なかなか具体的な年数という

のが―私、見ていなかったものですから、

今、10年ということを初めて聞きまして、10年

が確定ではないんでしょうけれども、それでも

非常に長いなと感じました。

それともう一点、東九州自動車道で唯一残さ

れておりました未事業区間、日南―志布志間で

ありますが、今回、計画段階評価を進めるため



- 70 -

平成24年６月14日(木)

の調査を行う箇所づけがなされました。今後の

事業化に向けての第一歩だということで喜んで

いるところでありますけれども、今後どのよう

に進められていくのか、県土整備部長にお尋ね

いたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 日南―志布志

間につきましては、今年度の国の予算内示にあ

わせ、新たに概略ルートや構造の検討を行う調

査箇所として内示されたところでありまして、

今年度中に計画段階評価に着手すると聞いてお

ります。計画段階評価実施後につきましては、

都市計画決定の手続や環境影響評価を実施し、

さらに費用対効果の検証等の新規事業採択時評

価を経まして新規事業化される、そういった流

れになっております。

○髙橋 透議員 高速道路をつくるということ

で国がしっかり方針を出したわけだから、しっ

かり国は約束を守れと言う方も中にはいらっ

しゃいますが、私は地元として、命の道、必要

な道をしっかりとつくるんだという根拠を示し

た上で、私たち地元でも汗をかいてまいりたい

と思うんです。ここで、知事の御決意を改めて

お伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 日南―志布志間が計画

段階評価に着手ということで、事業化に向けて

大きな一歩を踏み出すことができたのではない

かと期待をしておるところであります。先日、

総合防災訓練のときに、第１会場である都城市

から第２会場である油津港まで、自衛隊のヘリ

で外山議長と一緒に移動させていただいたんで

すが、一度志布志まで南下しまして、それから

ずっと沿岸沿いに上がってまいりました。その

ときに、沿岸が随分侵食をされている、場合に

よっては崩落をしている現状を見るにつけ、高

速道路を初めとするインフラ整備の必要性とい

うのを改めて強く感じたところであります。私

としましては、今後とも、供用予定年度の示さ

れていない清武南―日南間の一日でも早い完成

と、未事業化区間であります日南―志布志間の

早期事業化に向け、あらゆる機会をとらえまし

て、これまでにも増して国に対して強く訴えて

まいりたいと考えております。

先日は、私が行けなかったものですから、副

知事のほうに、国交省にいろんな要望活動をし

てもらったところであります。また、この８月

３日には、関係の４県１市が集います東九州自

動車道建設促進地方大会が本県において開催さ

れるということでございますので、この中で早

期整備の必要性というのを強くアピールしてま

いりたいと考えております。県議会におきまし

ても、引き続き御支援のほどよろしくお願い申

し上げます。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。これ

までにも増して力強い働きかけをしていくとい

う御決意をいただきました。知事もおっしゃっ

たように、防災としても非常に重要な役割があ

るわけですから、宮崎以北は、延岡まで２年、

北九州まで４年以内には開通ということですか

ら、清武以南、何回も言いますけど、とにかく

一日でも早い開通をお願いしたいと思います。

次に、日南農林高校の跡地利用についてお伺

いをしてまいります。

日南農林高校が廃校となって２年目を迎えて

いるわけですが、あそこにＪＲ南郷駅がありま

す。乗降客がめっきり減りました。当然ですよ

ね、今まで農林高校の生徒が乗りおりしていた

駅ですから。しかも合併をした関係で、旧南郷

町役場の職員は３分の１以下になったと聞いて

おります。だから、南郷町役場、駅周辺のお店

がどんどん閉まりつつあるんです。そういうこ
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とで、申しわけないですが、農林高校があそこ

からなくなったということと役場の職員の数と

いうのは、町の衰退に拍車をかけたんじゃない

かと私は思っております。そこで、地元の人

は、「農林高校跡地の産業振興につながる活用

はできないのか」ということをよくおっしゃっ

ていますが、跡地利用について現状はどうなっ

ているのか。また、地元からどのような要望が

上がっているのか、教育長にお尋ねいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 平成23年３月に閉校

いたしました日南農林高校の跡地につきまして

は、平成22年７月の公有財産調整委員会におい

て、県としての利活用はせず、処分の方針を決

定したところであります。そこで、地元日南市

に活用の意向を照会しましたところ、「現段階

では買い受けを希望しないが、引き続き、利活

用の方策について協議をさせていただきたい」

旨の回答を、平成22年８月にいただいておりま

す。このため、教育委員会といたしましては、

日南市の検討状況を注視しているところでござ

います。（「地元からの要望はないですか」と

呼ぶ者あり）

先ほど申し上げましたとおり、日南市に活用

の意向を照会いたしましたところ、「現段階で

は買い受けを希望しないが、引き続き、利活用

の方策について協議をさせていただきたい」と

いうようなことを聞いております。以上でござ

います。

○髙橋 透議員 私が聞いている範囲では、県

有施設として活用してほしいというのが地元の

要望だと、これは行政も含めておっしゃってい

ると思うんです。私は地元の要望をどこまで吸

い上げていらっしゃるのか聞きたかったんです

が、答弁いただけませんでした。

今後の活用の検討材料として、農林高校が再

編されるときにもこの議場で申し上げました

が、中途退学者の方々の農業体験とか実践の場

として教育関連施設に活用できたらなと思って

おります。そんな活用を図っていくことが望ま

しいと考えているんですが、教育長の考えをお

聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 日南農林高校の跡地

については、先ほど申し上げましたように活用

しないという方針ではありますが、中途退学者

の受け入れについては、現在、例えば定時制・

通信制高校などに大きな役割を果たしていただ

いております。それに加えまして、先ごろ作成

いたしました宮崎県立高等学校教育整備計画に

おいては、再入学や転入学のできるだけの弾力

化を図りたい、またそういう情報を発信してい

きたいというふうなことをやっておりますの

で、そういう意味で、中途退学者等の対応につ

いても慎重に丁寧に対応していきたいと考えて

おります。

○髙橋 透議員 農林高校の跡地利用、北の延

岡西高校も統廃合で跡地利用をいろいろと議論

されましたが、あそこはとんとん拍子にいった

ような気がするんです。県北の県議会議員から

も、いろいろ質問もございました。南郷にある

跡地利用─私の受けとめ方ですけれども、正

直言って、前向きに考えていらっしゃるかどう

か非常に疑問もあるわけで、やっぱり、県有施

設で何とか、私が言った教育関連施設じゃなく

ても、いろいろな活用方策はないのかというの

が地元の声だというふうに聞いております。教

育委員会レベルでは非常に難しいと思うので、

ぜひ知事部局も、県庁一体となって方向性を見

出していただきたいと思っています。

次に移ります。教育問題について一連のお尋
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ねをしていきます。推薦制入試の関係ですけれ

ども、高等学校教育整備計画ができました。こ

こに推薦入試についての学力検査導入の検討が

盛り込まれております。高等学校の推薦入学試

験についてのこの間の評価について、まずはお

伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 選抜制度は、特色あ

る高等学校づくりを進めること、あらゆる角度

から生徒の適性や能力を見ること、中学校の教

育指導全般を充実させること、中学校・高等学

校相互の一層の連携を図ることなどをねらいと

して昭和61年度から導入し、その後、改善を図

りながら実施してまいりました。毎年実施いた

しております中学校、高等学校へのアンケート

等によりますと、推薦入試制度については、生

徒のよさを多面的に判断できるものとして評価

されております。また、「高い目的意識を持っ

た推薦入試合格者が、入学後、学業や諸活動に

おいて個性を発揮しながら意欲的に活躍してい

る」との報告が寄せられるなど、推薦入試制度

は、おおむねその目的を果たしてきているので

はないかと考えております。

○髙橋 透議員 おおむねの評価をされている

ようであります。新聞でも御意見を見たわけで

すけれども、職業系高校であれば、学力面以外

の要因にも目を向ける必要があると思うんです

が、普通科系においては、学力検査を導入する

ことで推薦制は意味がなくなったんじゃないか

と思うので、今後検討されるのであれば、普通

科高校においての推薦入試はしないということ

にならないのか、教育長にお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 教育基本法の第１条

に、教育の目的として「教育は人格の完成を目

指す」と示されております。普通科高校におい

ても、勉学はもとより文化や芸術、スポーツ活

動等において、さまざまな個性を持った生徒が

身近にいて切磋琢磨し合うことで、みずからを

高めながら豊かな人間性をはぐくむことは、極

めて大切なことであります。推薦入試制度は、

芸術やスポーツ活動にも秀でた意欲的な生徒を

評価できる制度であり、人格の完成を目指す教

育の視点などから、普通科においても意義ある

ものと考えております。一方、この制度につき

ましては、平成22年度末に宮崎県学校教育改革

推進協議会から、現行の推薦入試制度のねらい

は維持しながら、そのあり方について検討する

よう提言がございました。その提言を受け、平

成24年３月に策定しました宮崎県立高等学校教

育整備計画では、普通科も含めまして、推薦入

試への学力検査の導入や募集定員の割合の変更

について検討するとしたところであり、現在、

その検討を進めているところであります。

○髙橋 透議員 普通科においても意義がある

んだという御説明だったと思うんですが、いろ

いろと今後、各方面からの意見も十分聞いてい

ただいて、改めるところは改めるということで

また方針を立てていただけたらというふうに

思っています。

引き続きでありますが、教育格差対策につい

てお尋ねしてまいります。高校では生徒数が減

少していまして、それに伴って定員を見直した

り、再編統合して調整を行ってこられたと思う

んですけれども、それでも定員割れしています

よね。そういう実態をどのように分析されてい

るのか、お尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 県立高校において

は、平成20年度入試から24年度入試までの５年

間に280名の募集定員減を行っております。しか

し、今お話がありましたように、それでも定員

が割れていることにつきましては、まず、学校
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の魅力がどうかということが一番ですが、近

年、公立、私立合わせた県全体の募集定員が進

学予定者数をかなり上回っており、募集定員そ

のものが定員割れとなるような構造になってい

ることが主な要因であると考えております。こ

れまで、県立高校の定員の見直しや統廃合を行

う際には、県全体、各地区ごとの高等学校進学

予定者数のデータをもとに、高等学校の所在地

や設置学科、生徒、保護者、地域のニーズ等に

配慮しながら検討してまいりましたが、今後、

さらに魅力ある学校づくりを進めながら、適正

な募集定員の策定に努めてまいりたいと考えて

おります。

○髙橋 透議員 わかりました。進学予定者数

よりも定員が上回っているんですね。ただ、募

集の状況がいつも出ますよね。あれを見ると、

定員割れをする学校というのは決まっているよ

うな気がしまして、定着をしているというか、

特に普通科で定着しつつあるんじゃないかなと

思っています。一方で、特定の進学校に生徒が

偏る傾向が出ていないかどうかということなん

です。その背景にはいろいろとあると思うんで

す。まず、宮崎市内で言うと、合同選抜を廃止

しました。そして、最近では普通科通学区域の

撤廃でしょう。きのうも質問があったようです

が、このことが後押ししたんじゃないかなとい

うふうに思っています。教育長の見解を求めま

す。

○教育長（飛田 洋君） 本県におきまして

は、平成15年度の高校入試から合同選抜制度を

廃止し、平成20年度の高校入試から普通科の通

学区域を撤廃いたしましたが、これらの制度変

更の大きなねらいは、中学生が行きたい学校を

主体的に選択できるようにすることと、特色あ

る学校づくりを推進し、学校を活性化すること

であります。このことによりまして、中学生の

進路意識や学習意欲が高まり、生徒は、各高等

学校の特色も十分理解した上で、通学距離等の

条件も考慮しながら、個性や能力、適性に応じ

た学校を適切に選択しているものと考えており

ます。なお、昨年度の一般入試倍率において、

普通科で最も高かった学校の倍率でも1.22倍で

あり、特定の地域や学校への生徒の集中は見ら

れない状況にありまして、通学区域撤廃のねら

いは、おおむね達成されているものと考えてお

ります。

○髙橋 透議員 きのうも具体的に数字を、普

通科進学者3,159名中、通学区域外の通学者190

名、６％ということで、自信を持って答弁され

たようですが、私は中身だと思うんです。され

ど190名が通学区域から違う区域に行っている。

そして190名、６％という中身が、すごくレベル

の高い子たちが集中してきているんじゃないか

なと。これはまだ私も分析していません。そこ

ら辺の中身も十分、今後分析してほしいし、過

去の数字からしてどうなのかというところも分

析してほしいと思っています。それと、今おっ

しゃった1.22─だからいいわということで私

には聞こえましたけれども、これもやっぱり、

ふるい落とされるじゃないですか、中学の進路

相談で。「君はここは無理だよ。だから次に行

きなさい」とか、そういう調整があるんです。

結果、だから1.22でとまっていると思うんで

す。

実は、目の前に大宮高校があっても行けない

子がいるらしいじゃないですか。もともと行け

るレベルにあったらしいんだけど、先ほどから

言っています、いろんな条件を撤廃しました、

だから、宮崎市内から当然優秀な子たちが大宮

高校に行っちゃう、あるいは宮崎西高に行っ



- 74 -

平成24年６月14日(木)

ちゃうかもしれない。そして、県内から集まっ

ているんです。だから、今までだったら行けた

のに、結果あきらめて、先生が、「もう君は

ちょっと無理だから、ちょっと落としなさい

よ」というふうに、多分言っていると思うんで

す。だから、目の前に大宮高校があるのに行け

ないんです。そういう実態がある。それと高鍋

高校とか妻高校、ここも今、定員割れですよ

ね。以前は、児湯、西都内からは妻、高鍋でと

まっていたらしいんだけど、そこを通過し

ちゃって宮崎に来ている。そういうこともどう

分析されているのかなというふうに思っている

んです。これは県南地域でもしかりですから、

その辺の見解を教育長に求めたいと思っていま

す。

○教育長（飛田 洋君） 合同選抜が実施され

ておりました時代に、議員がおっしゃったのと

逆の現象がありまして、ある学校の前に住む生

徒がほかの学校に行かざるを得ないという状況

もありました。いろんな制度について検討を

ずっと継続していくことは大切であると思っ

て、毎年見直しをいろんな視点でやっておると

ころですが、例えば、今御指摘のあった大宮と

宮崎西の倍率は１倍程度であります。もう一つ

は、高校は義務教育と違って学力検査を受験

し、合格し入学するという制度になっておりま

す。生徒がしっかり学習し学力をきちんとつけ

努力する構造を大切にしていくこと、また、基

本となるような受験する機会を平等に与えるこ

とも、一方では大切であると考えておるところ

です。

それから、高校入試の地区外への動向につき

ましては、そういうことを含めながら、また私

立高校や県立高校の専門学科への動きも含めて

考察すべきものであると考えております。以上

であります。

○髙橋 透議員 私は、飛田教育長の言われて

いる―普通科の通学区域を撤廃するときにも

いろいろと議論させていただきましたから、行

きたい学校に行かせる、そういう選択肢をつぶ

しちゃいけないということは再三聞きました。

でも、その一方で、行きたかったのに行けない

学校─目の前に大宮高校があるのに、そうい

うレベルで来たのに行けない。じゃ、努力が足

りなかったんだよということでその子を責めら

れるのかというのも、私はなかなか理解できな

いところがあるんです。今、とにかく自由だ

と、何でも規制を取っ払って自由にしなさいと

いう風潮がありますよね。いろんな経済の中で

も教育の中でも、今こういうふうに来ている。

私はこれでいいのかなということを訴えたいん

です。自由にもほどがあるんじゃないかという

ことを非常に危惧しているわけで、医療と同じ

ように高校教育までは地域完結型、ここで教育

というのはつくり上げてほしいなと思っていま

す。それでいて、郷土愛をはぐくめとか、郷土

を愛する心ということを言うじゃないですか、

書き物にするじゃないですか。実態は、そこで

学ばないんですよね。住んではいても、ただ学

校との往復でしょう。地域でのかかわりという

のは薄まっていくと思うんです。そういうとこ

ろの視点も非常に大事にしてほしいなと思って

います。

次に移りますが、スーパーティーチャーとい

うのがありますね。私は、初めてこの制度を聞

いたときに、何ですかというふうに思ったんで

す。私は、先生というのはみんなスーパーだと

思っていました。小学校のころから。先生は神

様だと思っていました。先生が大便するなんて

思っていませんでした、本当に。それくらい先
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生というのは尊敬していました。このスーパー

ティーチャーの導入目的、その位置づけについ

てお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 議員がおっしゃった

とおり、１万人の教職員すべてがスーパー

ティーチャーであってほしいという願いは、私

も持っております。スーパーティーチャー制度

は、平成18年度から実施しております本県独自

の制度であり、ほかの教師の模範となるような

すぐれた教育実践を行っているスーパーティー

チャーの授業公開や研修会を通して、本県教職

員の全体的な指導力の向上を図るものでありま

す。昨年度のスーパーティーチャーの活動とい

たしましては、県内の教職員を対象として、授

業公開を43回、研修会を45回、授業等の指導に

係る相談等を205回実施したところでございま

す。

○髙橋 透議員 スーパーティーチャーの人数

が限られていますよね。私、資料を求めました

ら、18名が小中高、県立学校ですか、いろいろ

と配置されているようですが、どんな配置基準

があって配置されているのか。あるいは、こう

いったのは異動というのが当然あると思うんで

すが、その辺の説明をお願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県におきまして

は、平成21年度に指導教諭の職を新たに導入し

たことに伴い、指導力の高い教師を指導教諭に

任用し、その中からさらに、授業力や実績のす

ぐれた者をスーパーティーチャーとして委嘱い

たしております。平成24年度は、指導教諭40人

の中から、先ほどお話にありましたように18名

をスーパーティーチャーとして委嘱しており、

学校種や教科、あるいは生徒指導、特別支援学

校等の領域を考慮しまして、県内各地に配置し

ているところであります。今後も、指導力向上

のリーダーとなるすぐれた教師を積極的に育成

するとともに、指導教諭やスーパーティー

チャーについては、県内の地域バランスも踏ま

えた配置に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○髙橋 透議員 ５月だったと思うんですけれ

ども、ＭＲＴをたまたま見ていましたら、「み

らい・みやざき・まなび隊」という番組がある

みたいですね。そこでたまたま、宮崎西中１年

生の英語の授業で、その人はスーパーティー

チャーだったらしく、英語で授業しているんで

す。まだ５月ですよ。酒谷あたりは「This is a

pen」から入るがなと思ってですね。子供たち

を見て授業をされているのかなと思って、非常

に私は、一方で疑問を感じたんです。高度な授

業を行うテクニックというのは否定しません。

私は、まず45分間、生徒を授業に引きつける話

術だとか、あるいは先生にもちろん個性がある

わけですから、その個性を生かした授業テク

ニック、こういうところをしっかりと伸ばす研

修も大事じゃないかなと思っていますが、その

辺の見解をお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） おっしゃるとおりだ

と共感しながら聞かせていただいたんですが、

例えて言うなら、授業をする教師というのは、

ひとり劇団であると思うんです。魅力ある脚本

家であり、引きつける道具を準備するスタッフ

であり、わくわく感をつくり出す演出家であ

り、そして何より目の前にいる子供たちを引き

つける役者でないといけない。そういう教師を

スーパーティーチャーに任用したいと考えてお

ります。以上でございます。

○髙橋 透議員 飛田教育長のお気持ちは十分

わかります。ただ、私が心配しているところと

いうか、下位の水準にある学習がおくれがちな
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子供たち、そういうところの手だては確かに施

策としてあります。でも、上のほうを伸ばす学

力向上に余りにも力を入れ過ぎて、下のほうを

引き上げる教育の対策はどこまでやられている

のかということで非常に疑問があるものですか

ら、きめ細かな対策をとられているのか、教育

長にお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 生徒にとって学力が

人生のハンディキャップにならないようにする

ということは大切だと思っております。学習の

おくれがちな生徒に再度自信を持たせ学びの意

欲を高めさせることは、非常に大切であると考

えているところであります。このようなことか

ら、各学校においては、生徒の実態に応じて、

中学校の内容について高校の１年生でもう一回

学び直しをやる、あるいは生徒の学力差の大き

い数学、英語を少人数に分けて指導する、さら

には放課後を利用して個別指導を行う、そうい

う取り組みをしております。県教委といたしま

しても、23年度より「高等学校「確かな学力」

強化推進事業」に取り組んでおりますが、その

中で基礎学力定着指導研究会というのを実施し

ております。この研究会は、高校１年生の担当

教員に集まってもらって、学習のおくれがちな

生徒の学力向上対策を中心に、基礎学力の定着

のための指導方法について情報交換・研究協議

を行い、自分の学校でそれを利用して基礎学力

をきちっとさせようということで、こういうこ

とにも積極的に取り組んでいきたいと思ってお

ります。以上でございます。

○髙橋 透議員 教育委員会としても、学習が

おくれがちな子供に対してもやっているんだと

いうことの説明だったと思うんです。教育振興

基本計画にもあるんですけれども、宮崎県とい

うところは、小中学校の不登校の子供は率が低

いということで、全国３番目ぐらいということ

ですが、高校の中途退学者を見ると逆なんで

す。私は22年の資料しか持っていませんが、649

人、退学率は大阪に次いでワースト２位なんで

す。全国平均は1.6、宮崎は1.9、大阪は2.3で

す。このギャップが私にはわからんとです。小

中学校で不登校生は、宮崎県は全国で３番目に

少ないんだよということですよね。でも、高校

に行くと退学率は高い。非常に私は、この辺に

疑問を持ちます。大げさかもしれませんけれど

も、できる子とそうでない子、あるいは裕福な

家庭の子とそうでない子、その辺の二極化が教

育の場でもできつつあるんじゃないか。大げさ

かもしれません。私は非常にそこが心配なんで

す。多様な家庭環境にある子供─医者の子供

がいたり、会社の社長の子供がいたり、農林漁

業の子供がいたり、ひょっとしたら生活保護世

帯の子供がいるかもしれません。それが昔の教

室の中でした。そういう中で多様な社会を学ん

だはずなんです、学校で。そういう教育が今崩

れつつあるんじゃないかなと、非常に心配をい

たします。前にも言いました。もともとできる

子供、裕福な子供たちというのは、ほうってお

いてもできるんです。繰り返しますけれども、

下位にある子供をいかに引き上げるか、そうす

れば全体がきっと伸びます。下を上げれば全体

の教育水準が上がります。この下の子たちに

もっともっと手を差し伸べてやっていただきた

いというのが、私の思いであります。医療にお

いてもそうですけれども、もうからないところ

は公がしっかりと担う、教育もハンディのある

子たちに手を差し伸べる、それが必要ではない

かと思っています。

１問だけ漏らしたものですから、最後に質問

いたします。先ほど、大宮高校とか宮崎西高に



- 77 -

平成24年６月14日(木)

行っていることを申し上げまして、そのときに

聞こうと思ったんですが、日南からも非常に宮

崎市内に流れています。そのために関係者は努

力しているんですが、福島高校、日南高校、日

南学園、３校合同で合宿をするみたいですけれ

ども、その評価と、県として支援をどうされて

いくのかお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 南那珂地区の学力向

上協議会のことだと思いますが、この協議会

は、南那珂地区の高校生の学力向上に寄与する

ことを目的として、日南高校、福島高校、そし

て日南学園高校の３校が合同で、本年１月に設

置されたものであります。３月には１年生を対

象とした合同学習会、８月には２年生を対象と

した合同宿泊学習会を開催する予定と聞いてお

ります。これまで県が主催する行事などでは、

県立、私立両者が参加するものはありました

が、この取り組みは、学校が独自に県立、私立

の垣根を越えて協力し合う、これまでにない意

欲的な取り組みであり、同じ地域に学ぶ高校生

の学力向上に向けた大きな取り組みだと高く評

価をし、期待しているところであります。県教

育委員会といたしましては、発足に当たり事前

の相談を受けました。そして、実施方法等につ

いて助言をさせていただいたところでありま

す。今後も、３校の取り組みをしっかり把握し

ながら、指導助言とか情報提供等に努めてまい

りたいと考えております。

○髙橋 透議員 ありがとうございます。

時間もなくなりました。地元の高校に行くの

が当たり前な社会、そういうのが以前だったわ

けでありまして、これからも本当に地元に行く

のが当たり前になると。だから、今申し上げま

した県南の教育関係者も努力をされて頑張って

いらっしゃると思います。ひとつよろしくお願

いしたいと思います。

最後に、意見だけ申し上げて終わります。き

のうも教員の不祥事の問題が質問されて、けさ

の新聞にも教育委員長の御答弁が出ておりまし

たが、すぐ管理強化とか服務規律のマニュアル

を徹底とかいうふうに打ち出しますよね。それ

は大事だと思います。でも、それでは何年か後

にはまた同じことを繰り返すような気がしてな

りません。もうちょっと別なところの―教育

長がいみじくもきのうおっしゃいました、「風

通しをよくする」と。聞いたことがあります

が、中にはワンマンな校長もいるらしいです

ね。権限が強くて、風通しがよくないんです。

そして仕事も忙しい。新聞にもコメントがあり

ました。職場に余裕がないとか、報告文書に追

われてついついスピードを出してしまうとか、

そういったところもしっかり分析をして……。

じゃないと、対症療法、トカゲのしっぽ切り

じゃいけない、魔女狩りじゃいけない。そのこ

とを教育委員会はこの機会に徹底して検証し

て、不祥事ゼロを目指して頑張っていただくよ

うにお願い申し上げまして、私の質問を終わり

ます。ありがとうございました。（拍手）

○中野一則副議長 次は、横田照夫議員。

○横田照夫議員〔登壇〕（拍手） 自民党の横

田照夫です。ありがたく一般質問をさせていた

だきます。

いよいよ少子高齢化、人口減少の時代に入り

ました。当然、人口だけでなく世帯数も減少し

ていきます。本県も、宮崎県総合計画「未来み

やざき創造プラン」におきまして、20年後の本

県人口が、100万人を切って96万人になると推定

しております。そうなることを前提に、20年後

の基本目標と目指す将来像を示し、人口が減少

した中でも安心して心豊かに暮らすことができ
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る社会にするためのさまざまな戦略が打ち出さ

れました。私たちは、その戦略に沿って努力を

していき、創造プランで示した将来像に近づけ

ていかなければいけないと考えます。

しかし、少子高齢化や人口減少が進む中で、

人々の心の持ち方や考え方も大きく変化してい

くような気がしてなりません。今、樹木葬とい

う埋葬の仕方がふえているそうです。樹林墓地

と呼ばれる新しい形態の墓所に遺骨を共同で埋

葬するんだそうです。東京都も多摩地区にある

小平霊園に初めて整備しました。芝生が敷き詰

められた広さ800平方メートル余りの敷地には、

コブシやツバキなどが植えられ、地下には、遺

骨を埋葬するための直径１メートル50センチ、

深さ２メートル余りの筒状の施設が27カ所に設

けられているそうです。また、最近は、墓をつ

くらずにお寺での永代供養を希望する人もふえ

ているそうです。これらは、近くに子供がいな

いために墓を守ってもらえないことや、子供た

ちに迷惑をかけてはいけないという気持ちのあ

らわれでもあります。でも、先祖をそう簡単に

切っていいものでしょうか。無縁社会という言

葉がよく使われるように、年間３万2,000人もの

人が無縁死する時代です。そういう寂しい時代

にならないように、創造プランを進めるに当

たっては、人々の心の持ち方や考え方にも気を

配っていくべきだと考えます。

そこで、少子高齢化、人口減少で考えられる

いろいろな現象とその対策について、例を挙げ

て質問してみようと思います。

まずは、農業の担い手が少なくなることで考

えられる現象です。国土交通省がこのほど発表

した農地・森林の不在村所有者に対する調査結

果によると、不在村所有者が持つ農地のうち44

％が放置され、所在の把握が難しい所有者は12

万人いると推計されるそうです。農作業の機械

化により子供の手をかりずに済むので、子供が

自分の家の田畑に行く機会が少なくなり、田畑

がある場所を知りません。そのまま県外に行っ

てしまうので、その場所だけでなく、だれが使

用管理しているのかもわからなくなってしまい

ます。農地法や都市計画法の市街化調整区域な

どの網がかかっていたら、売ろうにも売れませ

ん。国の土地を税金や水利費を払いながら管理

させられているようなものですから、財産とし

ての魅力も感じません。本来は、どの土地にも

登記された所有者が存在するはずですが、転居

後に連絡がとれない場合や、相続時に変更登記

をせず相続者不明となっている場合もあると聞

きます。また、相続放棄をされた場合など、そ

れらの土地はどうなるのでしょうか。このよう

な問題について県としてどのように考えている

のかを、農政水産部長にお伺いします。

とりあえず壇上からここまで質問し、後は質

問者席に移らせていただきます。（拍手）〔降

壇〕

○農政水産部長（岡村 巖君）〔登壇〕 お答

えいたします。

相続人がいない農地など、不在村地主が所有

する農地の問題についてでございます。不在村

地主が所有する農地のうち、条件の悪いものに

ついては一部耕作放棄化しているケースがある

ことを承知しておりますが、所有者が不明な場

合であっても、農地法の規定に基づき、供託に

より新たな利用権設定ができることとされてお

ります。なお、不在村地主の所有する農地の円

滑な利用・継承という観点からも、ＪＡ等が農

地の所有者から委任を受けて農地の貸し付け等

を行う農地所有者代理事業の活用が可能であり

まして、平成23年度は、県内でおよそ500件、
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約170ヘクタールの農地が貸し付けされておりま

す。さらに、本年度からは、農地の出し手に対

して農地集積協力金を交付する制度も創設され

たところであります。県といたしましては、こ

れらの事業・制度を的確に運用して、農業生産

の基盤である農地が意欲ある担い手にしっかり

と継承されるよう取り組んでまいりたいと存じ

ます。以上でございます。〔降壇〕

○横田照夫議員 農地は、土地改良区とか水利

組合などで用排水路などを維持管理していま

す。維持費は受益者である農家の賦課金などで

賄われていますけど、農家が少なくなればその

維持管理も難しくなります。土地改良区や水利

組合などが今後どうなるのか、非常に心配で

す。このことについて、県として今後の対応を

どのように考えておられるのでしょうか、農政

水産部長、お願いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 用排水路など

の農業用施設は農業生産の基盤であり、将来に

わたり適切に維持管理していくことは極めて重

要でございます。これらの施設の維持管理は主

として土地改良区が担っておりますが、農家が

減少していく中で、特に規模の小さな土地改良

区は、その運営等に苦慮しているところでござ

います。このため、県といたしましては、市町

村、ＪＡなど関係機関と連携を図りながら、土

地改良区の合併や合同事務所化を推進し、適正

な維持管理を行うための運営基盤の強化に努め

ているところでございます。また、農業者を初

め自治会など多様な主体が参画した地域ぐるみ

の共同活動として、農地や農業用施設の保全管

理などを行う農地・水・環境保全向上対策など

を積極的に推進し、維持管理体制の確保に努め

てまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 少なくなる農家で土地改良区

などを維持していくためには、ほかの方法で資

金調達を考える必要が出てくると思います。そ

の方法の一つとして考えられる用水路を使った

小水力発電の推進について、農政水産部長にお

伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県は、豊富

な降水量に加え、中山間地域が多いことなどか

ら、豊かな水資源に恵まれておりまして、小水

力発電は、有効な自然エネルギーとしてその推

進が必要であると認識しております。特に農業

用水を利用した小水力発電は、７月からの固定

価格買取制度の実施も踏まえ、売電収入などに

よる土地改良区の維持管理費の軽減が期待され

るところでございます。このため、県といたし

ましては、これまでにも、導入に向けた技術的

な課題の検討や土地改良区などへの情報提供な

ど、その普及啓発に努めてきたところでござい

ますが、さらに本年度は、導入に向けた調査や

施設整備を支援する小水力発電等農村地域導入

支援事業を創設したところであり、国庫補助事

業等も活用しつつ、市町村や土地改良区等と連

携しながら、積極的な導入促進に努めてまいり

たいと考えております。

○横田照夫議員 次に、空き家対策についてお

伺いします。全国で空き家問題がクローズアッ

プされております。これも農地と同じところに

根差す問題だと思います。現在、当然老朽化し

ていると思われる一戸建ての空き家が、全国

で181万戸、県内で２万8,500戸あるそうです。

そういった空き家は、放火やごみの放置、倒壊

の危険などが心配されます。子供が跡を継がな

いことで放置される空き家が、今後さらにふえ

続けるものと思われます。本来は個人の問題の

はずなんですけど、一線を超えることで地域全

体の問題になってしまうんです。こういった場
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合の行政の対応はどのようなことが考えられる

のでしょうか。県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 放置された空

き家につきましては、平成20年の国の統計調査

によりますと、空き家総数が増加しており、ま

た、ことし１月に県が実施しました市町村への

アンケートにおいても、12の市町村から、さま

ざまな問題があるとの回答を得ているところで

ございます。

空き家対策を行うに当たりましては、まず

は、地域の実情に精通した市町村においてこれ

らの実態を把握し、さらに、建築物の安全、火

災予防、生活環境など、問題が多岐にわたりま

すことから、それぞれの関係部局で連携を図

り、取り組んでいく必要があります。また、空

き家の管理等の責務は、本来、所有者等にある

ことから、県といたしましても、市町村と一体

となって、防災、防犯、また景観上、さまざま

な問題があることを所有者等に周知し、意識啓

発を図っていくことも重要であると考えており

ます。

○横田照夫議員 1970年ごろまでは住宅が足り

なかったそうです。1980年ごろには住宅は足り

てきましたけど、バブル後も経済を回す目的で

新築住宅が政策としてつくられてきました。し

かし、人口だけでなく世帯数も減少していく中

で、新築住宅を建てても利用されません。それ

ならば、使えるものには手を入れて使えるよう

にし、使えないものは撤去して整理する必要が

あるのではないでしょうか。良質の中古住宅を

購入する人に助成するなど、新築優遇からの政

策転換を図る必要があるのではないかと考えま

す。長く住むためにリフォームすることで、落

ちついた経済拡大も期待できると考えます。新

築優遇からの政策転換についてどう考えられま

すか、県土整備部長、お願いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 本県の現状と

しましても、住宅数が世帯数を上回っており、

空き家が増加しておりますことから、既存住宅

が有効に活用されるような政策転換が必要であ

ると認識をしております。このため、平成23年

度に改定いたしました宮崎県住生活基本計画に

おきましても、既存住宅が住宅市場で円滑に流

通し、有効に活用される住宅市場の環境整備

を、施策目標に掲げているところでございま

す。

○横田照夫議員 木造住宅の密集地に空き家が

多いようですけど、さまざまな理由で解体され

ておりません。その理由は、家を壊して更地に

すると、土地をめぐる免税措置の関係で固定資

産税が６倍になること、建築基準法により、一

定幅の道路に面していない等の道路条件を満た

していないところは、更地にしても家を建てら

れないこと、これらの理由などにより、更地に

しても土地が売れるかどうかわからないこと、

さらに、土地を売って解体費を賄おうと考えて

も、土地が売れなくて費用の捻出ができないこ

となどがあるようです。長崎市では、安心でき

るまちづくりとして、住宅地に点在する空き家

を市が解体するかわりに土地を寄附してもら

い、避難場所や公衆トイレ、駐輪場などをつく

りました。そうすることで魅力あるまちがで

き、人口もふえてきたそうです。これらの取り

組みを県土整備部長はどう思われますか。

○県土整備部長（濱田良和君） 長崎市の取り

組みは、行政と所有者、地元自治会が連携し

て、老朽化して危険となった空き家を撤去し、

跡地を公共空間として利用することにより、密

集市街地の住環境の改善を図るものでございま

して、先駆的な取り組みであると評価をしてい
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るところでございます。また、この事業は、国

の交付金を活用した事業でありまして、県内の

市町村にも積極的に事例紹介してまいりたいと

考えております。

○横田照夫議員 県内にも、所有者に管理の徹

底を求める条例制定を検討している市町村があ

るようですけど、県としても、所有者に管理や

解体を指導したり、それでもだめなものは行政

が代執行できるようにする条例を検討する必要

があるのではないかと考えますが、県土整備部

長、いかがでしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 条例を制定済

みの地方公共団体は、平成24年１月現在、全国

で54団体ございまして、県内では延岡市が、平

成23年度に生活環境保護条例を改正しまして、

空き家に関する規定を追加しております。条例

による規制措置につきましては、今後、それぞ

れの市町村が実情に応じた取り組みを行うに当

たり、県といたしましても、適切な助言を行っ

てまいりたいと考えております。また、行政代

執行につきましては、個人の財産権を侵害する

おそれや撤去費用などの課題がございます。放

置された空き家対策を実施する上では、財政面

や制度面などさまざまな問題がございますの

で、県といたしましては、国に対し、財政支援

などの諸施策の充実を要望してまいりたいと考

えております。

○横田照夫議員 今回、農地と空き家を例にし

てお尋ねしましたけど、可能性としてはほかに

もいろいろあるかもしれません。こういう現象

が起きる原因としては、核家族化が進み、従来

の家族制度が崩れたことや、少子化により子供

が跡を継ぐ確率が低下したことなどが考えられ

るのではないでしょうか。また、都市機能や景

観を守るための土地規制法が時代に合わなく

なってきていることや、制度疲労を起こしてい

ることも考えられるのではないでしょうか。こ

れらは法律が絡むことですので、国に頼るしか

ありませんが、地方にこういう現象が起きてい

るということを国にしっかり伝えて、少子高齢

化や人口減少の時代に合った制度を構築する必

要があると考えます。未来みやざき創造プラン

の推進とあわせて、今後起きるであろう現象を

先取りして、その対策をしっかりと考えていく

べきではないかと思います。

次に、栄養教諭の配置拡大について教育長に

お尋ねします。

児童生徒の食生活の乱れが深刻化する中で、

学校における食に関する指導を充実し、児童生

徒が望ましい食習慣を身につけることができる

ように、新たに栄養教諭制度を設けるとして、

平成16年に学校教育法等の一部を改正する法律

が公布され、平成17年４月１日から施行される

こととなりました。しかし、すべての義務教育

諸学校において給食を実施しているわけではな

いこととか、地方分権の趣旨等から、栄養教諭

の配置は、地方公共団体や設置者の判断による

こととされております。現在の宮崎県における

栄養教諭の配置状況はどうなっておりますか。

○教育長（飛田 洋君） 学校給食の管理を主

な職務とする学校栄養職員、及びその職務に加

えて食に関する指導を児童生徒に行う栄養教諭

につきましては、国の基準に基づき、今年度は

県下に95名の職員を、学校または学校給食の共

同調理場に配置しているところであります。こ

のうち、栄養教諭につきましては26名であり、

その割合は全体の27.4％であります。

○横田照夫議員 栄養教諭が配置された学校現

場では、栄養教諭が食の指導を担い、子供たち

の健康に大きく貢献をしていると聞いていると
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ころですけど、配置が伸びない理由はどういっ

たところにあるのでしょうか。

○教育長（飛田 洋君） 学校教育における食

に関する指導を推進するため、栄養教諭の職が

設けられたことを受けまして、本県におきまし

ても、18年度より、学校栄養職員の中から選考

試験を経て栄養教諭への任用がえを進めている

ところでありますが、実は選考試験を受ける前

に、大学で単位を取って栄養教諭の免許を取る

ということが前提となることなどから、栄養教

諭の配置拡充は思うように進んでいない状況に

ございます。

○横田照夫議員 学校栄養職員が栄養教諭と

なった場合の給与費負担の試算では、年間１人

当たりの増加額が14万3,000円で、そのうちの国

庫負担分が４万8, 0 0 0円、地方負担分が９

万5,000円になり、地方負担分は地方交付税によ

り措置されているそうです。配置により、学校

給食を生きた教材として有効に活用することで

食に関する指導が充実し、子供たちの健康が確

保されるのであれば、決して大きな負担ではな

いと考えます。全部の学校に配置すべきと考え

ますが、どうでしょうか。

○教育長（飛田 洋君） 栄養教諭及び学校栄

養職員の配置につきましては、学校規模に応じ

て、１校に１人または複数校に１人といった国

の基準がありまして、その基準に基づき配置し

ているところであり、すべての学校へ配置する

ことは難しい状況にございます。栄養教諭の配

置につきましては、鋭意進めていきたいと考え

ております。このために、これまで行ってまい

りました学校栄養職員から栄養教諭への任用が

えの推進に加えまして、学校栄養職員の採用を

平成25年度で終了し、今後は、これにかえまし

て、26年度採用から、栄養教諭の採用選考試験

を実施する方向であります。このような取り組

みによりまして、今後一層、栄養教諭の配置割

合を高め、食に関する指導の充実に積極的に取

り組んでまいりたいと考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。ぜひ

そういった方向で積極的な拡充をお願いしたい

と思います。

次は、ちょっとローカルな質問を２問させて

いただきます。地元からの強い要望があります

ので、お許しをいただきたいと思います。

まず、県道宮崎田野線の歩道設置についてで

す。

県道宮崎田野線は、以前は、清武町黒北地区

の道幅が狭くて利便性もそれほど高くなく、交

通量は余り多くありませんでした。しかし、平

成11年に大淀川右岸土地改良事業の関連事業

で、椎屋形と鹿村野を結ぶ「河鹿大橋」が竣

工、また平成17年に「夢のかけはし」が竣工、

さらには大淀川の「天満橋」が開通してから

は、その利便性は大きく高まり、交通量は激増

することとなりました。そういう中、田野町法

光坊、鷺瀬両地区の児童たちは、歩道がないと

ころを毎日通学しております。車が怖いので、

道沿いの土手とか畑を通っている子もいるとい

うことです。全国で、集団登校の中に車が突っ

込んできて死亡事故になるケースが多発してお

りますけど、両地区の住民も、そういうことに

なることを非常に心配しておられます。橋の開

通で交通量が増大することは予想できたはず

で、あわせて危険箇所の歩道設置もするべき

だったと考えます。用地交渉は自分たちでして

もいいから、何とか歩道をつくってほしいとい

う強い要望があります。法光坊、鷺瀬両地区の

歩道設置はできないものでしょうか。県土整備

部長、お願いします。



- 83 -

平成24年６月14日(木)

○県土整備部長（濱田良和君） 本県の通学路

における歩道の整備率は、現時点で約70％で、

約219キロメートルが未整備区間として残されて

おりまして、車や自転車、歩行者の交通量など

を勘案しまして、順次整備を進めております。

お尋ねの宮崎田野線法光坊・鷺瀬地区につきま

しては、交通量が多く、また通学路としても指

定されていることから、歩道整備の必要性は高

いと認識しております。このため、できるだけ

早期に整備に着手できるよう、今後検討してま

いりたいと考えております。

○横田照夫議員 ありがとうございます。私も

議員になって10年目を迎えているんですけど、

「できるだけ早期に整備に着手できるように検

討する」ということで、これほど前向きな答弁

をいただいたのは初めてではないかと思いま

す。地元の皆さんも本当に安心をされると思い

ますので、ぜひそういう方向でよろしくお願い

いたします。

鷺瀬地区よりも宮崎側に鹿村野小学校があり

ましたけど、平成20年に廃校になりました。廃

校を受けて、その小学校に通っていた児童を田

野小学校に通学させるためにスクールバスを運

行し始めました。昨年まで座席に余裕があった

ために、スクールバス適用範囲外の鷺瀬・法光

坊地区の児童もそのスクールバスに乗れていま

したけど、児童数が少なくなったということで

バスが小型化され、座席に余裕がなくなったた

めに両地区の児童は乗れなくなり、歩いての通

学となりました。結果、先ほど言いましたよう

に、道沿いの土手とか畑を歩いて通学というこ

とになったわけです。そこで、教育長にお尋ね

しますけど、こういう事例は県内各地にたくさ

んあると思います。通学時の安全確保には、市

町村や関係機関との連携した取り組みが重要だ

と考えますけど、教育長の考えをお聞かせくだ

さい。

○教育長（飛田 洋君） 学校で学ぶ児童生徒

の生命の安全を守ることは、学校教育において

まず何より大切にすべきものだと考えておりま

す。そのため、県教育委員会といたしまして

は、これまで、学校見守り支援事業に取り組

み、学校巡回指導員を県内すべての公立小学校

に配置し、学校周辺や通学路の巡回・警備を行

うとともに、学校安全ボランティアの皆様や警

察とも連携しながら、児童生徒の登下校の安全

確保に努めているところであります。今回、全

国で相次いで発生しました児童の登下校中の交

通事故を受けまして、登下校中の児童生徒の事

故防止の徹底や通学路の安全点検を行うよう、

市町村教育委員会及び県立学校に通知するとと

もに、その趣旨が徹底するよう、小中学校校長

会や県立学校校長会におきまして指導を行った

ところであります。あわせて、現在、県内の全

公立小中学校及び県立学校に対しまして、通学

路の安全確保について調査を依頼しているとこ

ろでありまして、この調査結果の具体的な資料

等を活用して、通学路における子供たちの安全

がこれまで以上に確保できますように、市町村

教育委員会を初め、警察や道路管理者等の関係

機関とも密接に連携して、安全対策を講じてま

いりたいと考えております。

○横田照夫議員 ぜひよろしくお願いいたしま

す。

次に、清武町正手地区の堤防補強について県

土整備部長にお尋ねします。

清武町に正手という地区がありますが、清武

町の中心地に近い人口密集地で、宮崎市の総合

支所がある西新町地区に隣接しております。正

手地区は、清武川が左にカーブしている場所に
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面しています。平成17年の台風14号は、宮崎市

を初め、県内各地に大きな被害をもたらしまし

た。そのときに清武川も、上流の鰐塚山周辺で

本県最大級の土砂崩壊が発生するなど、大きな

被害が発生し、この正手地区も堤防の上面から

１メートルぐらいのところまで増水し、堤防決

壊の危険がありました。この場所の堤防が決壊

すると、左カーブゆえに物すごい流量の水が市

街地に流れ込み、正手地区にとどまらず、国

道269号も寸断し、中枢の西新町地区まで大変な

状況になることは容易に予想されます。この正

手地区の堤防に対して、県はどのように認識し

ておられますか。県土整備部長、お願いしま

す。

○県土整備部長（濱田良和君） 当地区は清武

町の中心部でございまして、堤防の背後には人

家が密集しておりますことから、河川管理者で

ある県といたしましては、水防上、重要な箇所

であると認識をしております。

○横田照夫議員 この正手地区の堤防をつくり

かえるか、補強することを検討してもらえない

でしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 正手地区の堤

防につきましては、法令で定められた設計基準

に基づき整備が完了しているところでございま

す。また、平成17年の台風14号による大きな洪

水に対しても、堤防からの漏水等の異常は確認

されていないことから、現時点での堤防補強等

の必要性はないと判断しております。ただ、住

民の皆さんの不安を解消する上でも、今後と

も、堤防の定期的な点検を実施するなど、適切

な河川の維持管理に努めてまいりたいと考えて

おります。

○横田照夫議員 漏水等は確認されていないと

いうことですけど、地元の話では、水がわき出

すというふうに言っておられます。また、補強

の必要性はないということですけど、今、部長

が言われたように、地元の人たちにとっては非

常に大きな不安となっておりますので、地元と

の話し合いとか増水したときの現地調査などを

しっかりとやっていただいて、地元の不安の払

拭に努めていただきたいと思います。

この堤防対岸に多くの土砂が堆積していま

す。それを除去すれば水位をかなり下げること

ができると思うんですけど、その土砂を除去す

ることはできないでしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 現在、地元か

らの要望もございまして、土砂の堆積状況につ

きまして調査を実施しているところでございま

す。その結果を踏まえた上で、土砂の除去につ

いては今後判断してまいりたいと考えておりま

す。

○横田照夫議員 わかりました。どうぞよろし

くお願いいたします。

次に、話は変わって、今度は入札制度につい

てお尋ねします。またまた県土整備部長にお願

いいたします。

県建築協会が次のような考えを持っておられ

ます。

23年度、建築一式工事の総合評価落札方式

の簡易型・特別簡易型が15件あったが、２業

者で５件も受注するような事態となってお

り、その落札金額は２業者で５割を超えると

いうような受注偏重となっている。建築工事

は土木工事に比べて件数が少ないため、１年

に１回の受注はまれで、２～３年に１回とい

うのが業界の常識となっている。簡易型・特

別簡易型では、工事実績と技術者の成績の持

ち点が大き過ぎて、金額の大きい工事ほど入

札前から差がついて勝負にならない。建築工
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事は件数が少ないため、県工事の成績を得よ

うにもなかなかできず、受注偏重の結果、実

績を積んだ業者はますます強くなる傾向にあ

る。平等な評価にするためには、市町村や民

間の工事も成績に入れるべきで、県工事のみ

という少ない件数で偏った評価をすることは

公平とは言えないのではないか。このような

受注偏重が生じているということは、制度に

問題があるということではないか。

このような意見ですけど、この意見に対して

県土整備部長はどうお考えでしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 総合評価落札

方式は、工事の品質確保を図る観点から、価格

と、技術力など価格以外の要素を総合的に評価

し、落札者を決定する方式であります。この価

格以外の要素につきましては、工事の実績や成

績、企業の地域社会貢献度などを評価項目とし

ておりまして、本制度は、地域企業の育成にも

有効であると考えております。お尋ねの建築一

式工事につきまして、県といたしましては、今

後とも幅広く御意見を伺いながら、入札制度の

検証と必要な見直しや改善を図ってまいりたい

と考えております。

○横田照夫議員 工事件数が少ない中で、工事

の実績とか成績が評価項目になっているから偏

りができるのではないでしょうか。工事をとれ

た業者は実績や成績が上がり、とれなかった業

者は全然上がらない。ここの持ち点の差が入札

に影響してくるんだと思います。持ち点の差で

入札に参加していない業者も多いし、入札に参

加する場合も、持ち点の差を考えて、ぎりぎり

のところをねらって最低制限価格未満になる業

者が多いということです。持ち点の高い業者

は、余裕のあるところで入札に臨んでいるか

ら、最低制限価格未満になるリスクが少なくな

ります。逆転が起こっているかどうかというこ

とだけではないというふうに考えます。

また、配置予定技術者の能力も評価項目に

なっておりますが、各社、１級建築士をそろえ

ております。それなりの能力を持っているから

こそ資格をもらえているわけで、そこに大きな

差が出ることも偏りにつながるのではないで

しょうか。県としては偏りを認識していないか

もしれませんけど、現場の人たちがそれを感じ

ているということは、何らかの制度の問題があ

るのではないかと思います。いずれにしても、

入札に関してはこれが正解というのはなかなか

ないと考えますので、幅広く意見交換をしてい

ただいて、できるだけ納得のできる見直しをし

ていただきたいと考えますので、よろしくお願

いいたします。

次は、県民協働についてです。これまた県土

整備部長にお尋ねします。

河川パートナーシップ事業についてです。住

民との協働による川づくりとして河川パート

ナーシップ事業が行われていますが、県内の広

がり状況はどうでしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 河川パート

ナーシップ事業は、平成17年度から実施してお

りまして、当初の70団体から年々増加しまし

て、平成23年度は399の団体に参加していただい

ている状況でございます。

○横田照夫議員 現在行われている河川パート

ナーシップ事業分を業者に委託した場合と比べ

て、どれくらいの事業費の節約ができているの

でしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 草刈り面積の

規模にもより、一概には言えませんけれども、

河川パートナーシップ事業１団体当たりの平均

草刈り面積である5,000平方メートルで比較いた
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しますと、約５割の経費削減となります。

○横田照夫議員 年に何回か草を刈る場合、だ

んだん報奨金が安くなるというふうに聞いてい

るんですけど、その支給の設定はどのように

なっているのでしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 報奨金は、草

を刈る面積に応じて額を設定しております。ま

た、複数回実施する団体には３回目まで報奨金

を交付しておりまして、２回目、３回目の報奨

金は１回目の３割としております。

○横田照夫議員 初めての作業は特に大変なん

でしょうけど、その次からは、１回目だろうが

３回目だろうが、その仕事量は余り変わらない

というふうに思います。住民の自発的なやる気

を喚起することが当然であって、やる気をそぐ

ようなやり方はおかしいのではないでしょう

か。それだけの節約効果があるのだから、自分

たちの周りのことは自分たちでやろうよという

協働意識を育てるような報奨金にしていただき

たいと考えますけど、いかがでしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 河川パート

ナーシップ事業では、コスト縮減だけでなく、

自分たちの住む町の川を守っていく協働意識を

育てることも目的としております。報奨金につ

きましては、河川パートナーシップ事業を開始

した当初は、１回の草刈りのみの交付としてお

りましたが、複数回草刈りを実施している団体

からの御要望もございまして、平成20年度から

は、限られた予算の中、年３回まで交付するよ

うに見直しを行ったところであります。見直し

以降も多くの団体に御参加をいただいておりま

すことから、現在の報奨金設定を継続していく

ことで御理解を賜りたいと考えております。

○横田照夫議員 河川パートナーシップ事業で

河床の草を刈ったら、河床の草は刈ってはいけ

ないというふうに担当者から注意されたそうで

す。草を刈る範囲というものは定められている

のでしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 当事業では、

一般の方でも比較的安全に草刈り作業が可能な

場所である堤防を基本としておりまして、実際

に草を刈る範囲につきましては、参加団体と土

木事務所との協議の上で定めております。

○横田照夫議員 住民にとっては、河床のヨシ

などは本当に目ざわりになりますし、また、水

の流れを悪くしているようにも感じられますの

で、刈りたくなるんだというふうに思います。

そこまで刈ってもらってもいいのではないかと

思うんですけど、いかがでしょうか。

○県土整備部長（濱田良和君） 河床の草刈り

は、足場が悪く、また、水の中でもあり危険で

あることから、原則として当事業の対象とはし

ておりません。また、河床のヨシなどは、多様

な生物が生息できる貴重な空間となっているた

め、景観上という観点だけでは除草を行ってお

りませんが、治水上支障がある場合には、県で

除去をしているところであります。

○横田照夫議員 国県道の沿線の雑草も非常に

目立ちます。そこにもパートナーシップ事業を

拡大できればいいなと考えるんですけど、今の

状況をお聞かせください。

○県土整備部長（濱田良和君） 道路につきま

しても、ボランティアで草刈りを行う自治会や

団体、企業などに対しまして、一定の額の奨励

金を支給する支援事業を平成22年度から実施し

ているところであります。この結果、これまで

に39の団体に協定を締結していただき、県内各

地で県管理道路の沿道の草刈りを行っていただ

いております。県といたしましては、今後さら

に、この事業の周知を図り、県民協働による道
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路の環境保全に努めてまいりたいと考えており

ます。

○横田照夫議員 県民協働とか県民総力戦とい

う言葉が使われ出して、もう随分久しくなりま

した。この河川パートナーシップ事業は、まさ

に県民協働の典型的な事業だというふうに考え

ます。私も、佐土原の追手川のパートナーシッ

プ事業のメンバーとして参加をしております。

先ほどの説明では、かなり広がりが出ているよ

うで、本当にうれしいことだと思います。自分

たちの周りのことは自分たちでやろうよという

意識を、県民みんなに持ってもらうことが大事

だと思います。経費節減だけに目をやるのでは

なく、県民のやる気を喚起する事業に発展させ

ていただくとともに、県民協働の目標となるよ

うな事業にしていただくようにお願いをいたし

ます。

最後に、知事への質問をとっておりました。

知事の考えをお聞きいたします。

私は、昨年６月議会の一般質問で、川内原発

の近くから2,500個の風船を飛ばしたら、４時間

たたないうちに県境を越え、４時間で80キロ

メートル離れた都城市に届き、100キロメートル

離れた日南市にも届いたという話をしました。

そういうことを考えたときに、宮崎県は果たし

て原発に対して静観でいいのかということで、

特に直近の川内原発に対しては、周りの自治体

との連携協議に参加するべきではないかという

ことを、知事にお伺いしました。それに対して

知事は、「今たちまち、この連携協議への参加

ということを考えているわけではないが、さま

ざまな形での情報収集、また問題意識としてと

らまえて、本県における安全性というものを

しっかりと考えていきたい」と、答弁をされま

した。その後、福岡県がことしの４月に、立地

自治体以外で初めて九電との安全協定を締結

し、長崎県も今月９日に九電と締結をしまし

た。また、大飯原発に対しては、関西広域連合

が限定的な再稼働を認めたものの、京都府や滋

賀県は大いに自己主張をし、大阪府・市も８つ

の条件を出して原子力規制体制や安全基準の全

面的な見直しを求め、原発100キロ圏の自治体と

の安全協定締結を求めました。他府県のこうい

う動きを見て、知事の川内原発に対しての考え

方に変化があったのかどうかをお聞かせくださ

い。

○知事（河野俊嗣君） 原子力発電所に関しま

して、立地自治体以外の県や市町と電力会社と

の間での協定の締結等の動きにつきましては、

私も強い関心を持って注視をしているところで

ございます。今、御指摘がありました九州各県

の状況─福岡、長崎というのは玄海から30キ

ロ圏内にあるわけでございますが─は、それ

ぞれの自治体と原子力発電所の位置関係に応じ

まして、その内容もさまざまとなっているとこ

ろであります。一方、現在、国におきまして

は、原子力災害が発生した際の「緊急防護措置

を準備する区域（ＵＰＺ）」の範囲等につきま

して検討が行われているところでございます。

本県では、川内原子力発電所から50キロメート

ル以上離れているという地理的状況にあるわけ

でございますが、国におけるこうした検討も踏

まえながら、地域防災計画の見直しも含めまし

て、しっかりとした対応をしてまいりたいと考

えております。

○横田照夫議員 今、鹿児島県知事選が行われ

ていますけど、原発の是非が争点になっている

そうです。もしかしたら今後、川内原発で再稼

働があるかもしれません。新燃岳の噴煙の流れ

を見てもわかるように、川内原発でもし事故が
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起これば、あっという間に本県まで放射能汚染

が広がってしまいます。県民の安全を考えるの

であれば、九電に本県の立場をしっかりと主張

すべきだと考えますけど、知事、いかがでしょ

うか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおりであり

まして、県民生活の安全確保というものが、知

事としての最も重要な責務の一つであるという

ふうに考えております。私としましては、原子

力災害が発生した際の「緊急防護措置を準備す

る区域（ＵＰＺ）」の範囲等についての国の考

え方や、原発立地場所の周辺自治体の対応状況

なども踏まえながら、本県としましても、情報

連絡体制の確保などについて、直接、九州電力

にも申し入れをしてまいりたいと考えておりま

す。

○横田照夫議員 次に、震災瓦れきの受け入れ

についてですけど、北九州市の焼却試験では、

放射性物質はほとんど検出されませんでした。

安全なものしか受け入れないのだから、当然だ

と考えます。東北の現地調査も行われ、秋田県

大仙市の焼却処理でもしっかりとした対応がと

られていて、安全性に全く問題がないことも確

認されました。これまで知事は、市町村長との

協議を重ねてこられましたけど、いまだに受け

入れるところは出てきておりません。本当に残

念なことだと思います。北九州市の焼却試験と

か大仙市の焼却処理の状況を見て、今後の協議

内容に変化が出てくることを期待したいと思い

ますけど、知事御本人は、北九州市や大仙市の

結果を見てどう判断しておられるのでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 少し細かい数字も含め

て御説明をいたします。

北九州市におきましては、５月23日から25日

に市内の２施設において、宮城県石巻市の災害

廃棄物約80トンの試験焼却が行われたところで

ありまして、受け入れたものの放射性セシウム

濃度は１キログラム当たり８ベクレル、そし

て、焼却後の焼却灰等は34ベクレルとなってお

るところであります。また、視察をしました秋

田県大仙市の大仙美郷環境事業組合において

は、４月23日から岩手県宮古市の災害廃棄物を

１日10トン受け入れているところであります

が、これに先立って、３月26日から28日にかけ

て行われました試験焼却時の受け入れ物の放射

線セシウム濃度は、１キログラム当たり６ベク

レル、焼却後の焼却灰は37ベクレルとの測定結

果でありました。これらの数値は、両市が試験

焼却や受け入れに当たって設定しました基準を

下回っているものでございます。また、両市に

おかれましては、受け入れや焼却に際して、災

害廃棄物の放射能濃度や空間放射線量率の測定

等が丁寧に行われておるということが確認でき

たわけでございます。したがいまして、安全の

基準については満たしているということを受け

とめたところでございます。両市におけるこれ

らの結果や取り組みは、県と市町村が広域処理

を検討する上で参考になるものと考えておりま

して、他自治体で実施された広域処理や試験焼

却のデータ等を提供しながら、引き続き県内市

町村との議論を深めてまいりたい、そのように

考えております。

○横田照夫議員 もしかすると、協議をしてい

るうちに瓦れきがなくなることを期待しておら

れるのではないかと、うがった考えにもなって

しまいますが、まさかそんなことはないですよ

ね。確かに受け入れの判断主体は市町村長です

けど、知事が「受け入れましょうよ」という思

いで協議に臨まれれば、市町村長の考え方もま
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た違ったものになるんじゃないかと思うんで

す。２月議会での決議は、まさにそのことを知

事に求めたものです。宮城県とか岩手県では、

今でも多くの住民が山のような瓦れきのそばで

生活をし、復興のために頑張っておられます。

瓦れきの安全性が確認されたのであれば、その

処理のお手伝いをするのは当然だと考えるんで

すけど、知事、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、県内

市町村長とも意見交換をしましたときに、何と

か協力できないかという思いを共有いたしまし

て、これまで検討を進めてきたところでござい

ます。市町村におきましては、現時点におい

て、放射性物質や風評被害に対する不安という

ものは解消されていない。先ほど説明申し上げ

ましたように、いろんな手順を踏んで、安全の

基準は満たしているというところは確認したわ

けでございますが、まだまだ安心の部分、安全

と安心の乖離している部分というものが結びつ

いていない状況は変わっていない。安全の基準

が住民の安心に結びついていないことから、災

害廃棄物を受け入れるという判断を市町村で今

しているところはないわけでございます。そこ

で、情報提供や検討の場の提供が必要というこ

とで、これまで、今説明しましたような現地調

査、さらには専門家を招いての説明会などの開

催に取り組んできたところでございます。こう

した取り組みを踏まえまして、現在、市町村長

がどのような検討状況にあるかということを調

査をかけており、現在、広域処理の受け入れや

試験焼却を実施した自治体の多くでは、独自の

基準に基づき安全と判断されました災害廃棄物

の受け入れ処理が行われておりますので、本県

におきましても、例えば、県と市町村で国の基

準よりも厳しい独自の基準を策定した上で、受

け入れに向けた検討を行っていくことについて

どのように考えるかということで、市町村の対

応状況等を確認しているところでございます。

今後とも、積極的に広域処理に関する情報の収

集や提供に努めまして、市町村との議論を深め

るための努力をしてまいりたい、そのように考

えております。

○横田照夫議員 これまでの知事の答弁を聞い

ておりますと、全然主体性が感じられません。

国の考え方や立地場所の周辺自治体の対応状況

を踏まえながらというように、よその動きを見

てから判断するとしか聞こえません。そういう

ことでは、無難で批判は起こらないかもしれま

せんけど、知事がどのような考えを持っておら

れるのかが全くわかりません。比べるつもりで

はないんですけど、例えば滋賀県知事や京都府

知事、大阪市長は、大飯原発の再稼働にはっき

り反対をされておりましたよね。その後の事情

でやむなく時限的に再稼働を認めましたけど、

それはそれでいいんじゃないかと思うんです。

河野知事も、原発の再稼働や震災瓦れきの受け

入れに対して賛成なのか反対なのか、御自分の

考えをはっきりさせてからいろんな協議に臨ま

れてはどうでしょうか。その結果、知事の考え

とは違う方向に決まるかもしれませんけど、そ

のほうがずっと納得が行くと思いますし、県民

の評価も上がるのではないでしょうか。きのう

の消費税増税問題の質問に対して、安定した財

源の確保のために消費税増税は必要と、はっき

り答弁されましたよね。増税がいいか悪いかは

別にして、非常にわかりやすくてよかったとい

うふうに思います。同じように、原発の再稼働

や震災瓦れきの受け入れに対しても、御自分の

考えをはっきり出されてはどうでしょうか。で

きれば、ここで、原発の再稼働や震災瓦れきの
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受け入れに対して賛成なのか反対なのかを表明

されてはどうでしょうか。知事、いかがです

か。

○知事（河野俊嗣君） 県政を預かる私としま

しては、最優先とすべきは、住民の安全・安心

の確保だというところが基本としてまずあるわ

けでございます。今、議員の御指摘がございま

した、明確に意見を表明するべきではないか

と。明確な意見を表明するというのは、例えば

原発の再稼働であれば、賛成か反対かという二

者択一では決してない。それだけではないとい

うふうに考えております。

ちょっと順序を追って説明申し上げますと、

まず、原発の再稼働に関して、これまでも申し

上げましたように、県民の安全・安心が大変重

要であると。さまざまな原発に関しまして今、

安全性の基準のチェックがなされておるところ

でございまして、それは十分勘案していく必要

があるというふうに考えております。原子力発

電がこれまで我が国の電力供給において果たし

てきた役割というものを十分考える上で、すぐ

にゼロというのは大変難しいのではないかとい

うふうに考えているところでございます。で

は、今後どういうふうにしていくか。その道筋

は、やはり国民的な議論が必要ではないかとい

うのが私の考えでございます。

なぜかと申しますと、単に電力が足りないか

ら原発を動かすということだけではなしに、原

発の安全性の問題があります。放射性廃棄物の

処理の問題もなかなか道筋ができない、大変厄

介な問題であるというところは押さえた上で、

電力供給の安定性というものはいかに確保でき

るのか。今、ＬＮＧとか火力、石油に頼ってお

りますが、そういった燃油等の価格が電力価格

に反映されるわけです。そうすると、国民生活

にどのようにその電力負担というものがはね返

るのか。それから、製造業の再生・復興、国際

競争力にどのような影響が及ぶのか、そういっ

たところもしっかり考える必要がございます

し、石油とかＬＮＧというものが将来にわたっ

て安定的に確保できるのかという資源外交の観

点も必要になってまいります。またさらには、

アジア・アフリカにおいては、今後、原発とい

うのがどんどんつくられていこうとしているわ

けでございますが、国内の原発だけを見るので

はなしに、特に、近隣の東アジアにおける原発

の事故が万が一起こったときに、日本はどう対

応するのか。これまで原発に関していろいろ積

み重ねてきた技術というものを─もし原発を

ゼロにするということになると、そういう技術

も失ってしまうことになりかねないのではない

かというところもございます。そういったさま

ざまなところを考慮しながら、やはり国民的な

議論としてどういうふうに選択をしていくのか

ということが大事であると。電力が足りないか

ら動かすとか、そういうだけの議論に終始すべ

きではないというのが私の考えでございます。

これは大変難しい課題でありますが、国民とし

て避けるべきではない、直視すべきである、そ

ういうふうに考えておるところでございます。

瓦れきの問題でございます。瓦れきの問題

は、基本的な考えとしましては、市町村とも共

有したわけでございますが、何とかできないか

という思いのもとで、受け入れないということ

ではなしに、何とか受け入れるというような方

法がないだろうかということで、これまでさま

ざまな議論、それから視察も積み重ねてきたと

ころでございます。ただ、残念ながら、安全な

基準を満たした処理というものがされていると

いうことですが、安心のところに結びついてい
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ない。特に低線量の被曝に対する心配、懸念と

いうものが、まだまだ国民の間に残っていると

いうところでございます。そのリスクをどう許

容するかというのは、これもやはり社会全体と

して議論をすべき問題でございまして、それに

対して、特に私が重視しているのは、施設周辺

の住民の皆さんの思いということでございま

す。これまで廃棄物処理というのは、施設の周

辺の皆さんのさまざまな負担の中で処理を行っ

てきたわけでございまして、放射性物質に対す

る不安というものが残る中で、施設周辺の住民

の皆さんにプレッシャーを与えるようなことが

あってはならないということで、私が受け入れ

を表明すべきではないかというようなこともご

ざいましたが、他県の事例を見ますと、地域の

住民の十分な理解を得ないままに県知事が表明

をした。表明したはいいかもしれませんが、か

えって話が全く進まなくなってしまったという

事例もあるわけでありますし、その後の焼却施

設なり処分場の運営にも大きく禍根を残すこと

になりはしないかという問題がございます。し

たがいまして、県民に分断の種をまくような議

論になってはならない。だからこそ、丁寧に丁

寧に、何とか協力できないかという方向を見な

がら、市町村と今議論を重ねているということ

でございます。

今後とも、現地の状況─この前も宮城の知

事ともいろんな意見交換をさせていただいたと

ころでございます。また、細野環境大臣ともお

会いする機会がございましたので、「宮崎県と

しても、いろんなそういう思いのもとに議論を

しております」ということを申し上げたところ

でございますが、しっかりと現地の状況、また

市町村の意向というものを踏まえながら、前を

向く方向で何とかできないかということで議論

を進めてまいりたい、そのように考えておりま

す。

○横田照夫議員 熱心な答弁ありがとうござい

ました。けさの新聞に知事の原発に対する思い

が載っておりまして、正直、おおという思いが

しました。少しずつ知事の考えが出てきている

のかなというふうに思ったところです。これか

らも一緒に協議をしていければと思います。

震災瓦れきにつきましては、そんな長い時間

はないと思うんです。全部処理が終わる前に、

何らかの宮崎県としての行動がとれるように、

引き続きの御協議をお願いしたいと思います。

これで私の質問を終わらせていただきます。

ありがとうございました。（拍手）

○中野一則副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時58分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、鳥飼謙二議員。

○鳥飼謙二議員〔登壇〕（拍手） 通告に従い

一般質問を行います。

「あのとき、ワシントンに大きな変化が訪れ

た。日本の事故対処能力に対する信頼が失われ

たのだ。事態が制御不能になっていくように映

り、東京電力も現場を放棄し出した。仰天させ

られた」、これは、オバマ政権内で原子力政策

に携わり、事故対応にも深く関与した米政府高

官の発言を、共同通信編集委員の太田昌克氏が

ある雑誌に公表したものであります。あのとき

とは、福島原発事故独立検証委員会（民間事故

調）が「今から振り返ると、３月15日が運命の
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日だった。この日、放射性物質の飛散量が飛躍

的にふえた。放射能を閉じ込める堤防はここで

決壊した」と最終章で示した、昨年の３月15日

であります。福島県民を初めとする多くの国民

がふるさとを追われ、１年３カ月過ぎた現在で

も悲惨で苦しい生活を強いられています。原発

震災のそら恐ろしさを身をもって体験した日本

は、脱原発依存に大きく動いてきました。しか

し、野田政権は大飯原発の再稼働を図ることを

決定しました。重要免震棟の建設や堤防のかさ

上げ、住民の避難対策などが先送りされるな

ど、原発災害時の対策が極めて不十分であるこ

とに、国民は極めて大きな懸念を抱いていま

す。そこで、大飯原発再稼働についての知事の

所見を伺います。

以上で壇上からの質問を終わります。後は質

問者席から質問させていただきます。（拍手）

〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えしま

す。

大飯原発の再稼働についてであります。大飯

原子力発電所３・４号機につきましては、野田

首相が早期の再稼働の必要性等についての表明

を行いましたが、夏場の電力需要のピークが近

づき、国民生活を守るということや、これまで

講じてきた安全対策などを総合的に考慮の上、

判断に至ったものと考えているところでござい

ます。現在、国において、エネルギーに関する

基本政策の検討が進められておりますが、私と

しましては、国民の安全確保を最優先に、国民

生活や産業、環境への影響などを踏まえたさま

ざまな視点からの国民的な議論が必要であると

考えております。また、首相は、安全基準の見

直しにも言及されましたので、今後は、エネル

ギーに関する基本政策の検討結果や原子力規制

関連法案の審議状況等を十分に注視してまいり

たいと考えております。以上であります。〔降

壇〕

○鳥飼謙二議員 きのうも原発の質問がありま

して、地元の宮崎日日新聞ですけれども、「全

停止、現実的ではない。河野知事が一定理解」

というふうに書かれてございます。知事の真意

も今言われたところにあるんだろうと思うんで

すけれども、私はこの原発震災から学ぶべきこ

とというのを決して忘れてはいけないと思って

いるんです。そこで、一番大事なのは、例えば

使用済み燃料─今も４号機はいろんな課題を

抱えておりますが─を多くの原発が建屋内の

プールに貯蔵していると。六ヶ所の再処理工場

のおくれもございます。核燃料サイクルの課題

もたくさんあるということは、知事も御承知だ

ろうと思います。ですから、今大事なことは、

原発を再稼働するんだよということではなく

て、原発再稼働に伴う危険性はここにあるんだ

よということを県民に知らせていくということ

が大事ではないかと思っております。このこと

を議論するのはこの場ではありませんので、そ

のことを知事には要請しておきたいというふう

に思っています。

次に、瓦れきの広域処理についてお伺いをし

たいと思います。きのう、きょうと先ほどもご

ざいました。丁寧に議論し対応していくことが

大事だというふうに知事は答弁しておられます

が、私もそのとおりだと思っています。地方分

権一括法が制定されて、知事も市町村長も国の

機関委任事務がなくなった。ですから、対等の

機関であるということなんですね。原稿を書い

てきたんですけれども、ちょっと読ませていた

だきます。放射性物質に汚染された瓦れきの処

理については、現在、県は市町村との協議中と
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のことですが、放射性物質への懸念や処理能力

等、廃棄物を処理する市町村の考えや意向を十

分尊重しながら進めるべきだと思っています。

災害廃棄物の受け入れについての県のスタンス

と市町村との協議の現状を、再確認の意味でも

う一度お願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 災害廃棄物は一般廃棄

物でありまして、その受け入れにつきまして

は、一義的には、処理施設を有する市町村の判

断であるということ、それから、その施設に関

するそれまでの経緯、また住民の皆さんとのい

ろんな議論、住民の皆さんの思いというものを

十分踏まえた、そういう市町村の判断を尊重し

てまいりたいというのが基本的なスタンスであ

ります。一方で、東日本大震災によって被災さ

れた地域の復旧・復興に何とか協力できないの

かという思いから、市町村長との意見交換や国

による説明会の開催、さらには被災地や受け入

れ自治体の現地調査を行うとともに、放射能の

専門家等による説明会を開催するなど、さまざ

まな機会を設けまして、情報の共有、意見交換

に努めているところでございますが、現在のと

ころ、県内で受け入れを表明している市町村は

ない状況でございます。現在、市町村に対しま

して、これまで実施してきました取り組みを踏

まえ、現時点での検討状況というものを再確認

しておるところでございます。また、私も、さ

まざまな首長さんと会うたびに意見交換をさせ

ていただいているところでございます。

○鳥飼謙二議員 知事は提案理由説明の中で、

広域処理量の見直しが行われて、154万トン減の

合計247万トンとされたというふうにおっしゃっ

ております。被災県における現地での災害廃棄

物の処理状況をつかんでおられれば、お答えい

ただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 岩手県、宮城県の沿岸

市町村の災害廃棄物の発生量につきましては、

見直しが行われました結果、岩手県が525万ト

ン、宮城県が1,154万トン、合計で1,679万トン

となっております。最初が約2,000万トンという

ところからでしたが、1,679万トンでございま

す。現地処理と広域処理とを合わせた処理の進

捗状況につきまして、環境省が公表しておりま

すが、それによりますと、５月31日時点で処理

処分が完了している量は、岩手県が64万トン、

宮城県が237万トン、合計で301万トンというこ

とでございまして、全体の量に対する率としま

しては、17.9％となっているところでありま

す。岩手県につきましては、県内の市町村処理

施設や民間施設、セメント工場などを活用する

とともに、仮設焼却炉２基の稼働が始まってお

ります。宮城県におきましても、仮設焼却炉

を29基設置する計画に対して、現時点では７基

稼働しており、また、試験運転中の焼却炉も７

基あるということでございまして、現地でも処

理が進んでいくものということでございます。

○鳥飼謙二議員 私は、この問題は、現地での

処理が進まない、おくれているというところに

あると思うんですね。じゃ、なぜおくれている

のかということを考えますと、やはり震災復興

財源確保法案というのが半年以上もおくれた。

これは、財源をどうにかせんといかんという当

時の野田財務大臣が強硬に反対をしたというこ

とで11月になったということは、当時の片山総

務大臣が雑誌等でおっしゃっております。です

から、そのおくれというものが、全国に広域処

理がおくれている理由は何なんだということ

で、知事が抗議を受けるとか、知事の態度が責

められている状況でございますけれども、本来

は現地でもっともっと進めるべきだというふう
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に思っているんですよね。答弁は結構ですけれ

ども、そういうふうに思っております。そこ

で、被災県での瓦れきの処理がおくれている現

状。これは、避難防波堤の瓦れきの埋め込み利

用─これは南相馬市長のこともちょっと前回

お話をしましたが─それから、仮設焼却炉の

設置のおくれとか、そのように考えられるわけ

ですけれども、被災県でなぜこんなにおくれて

いるのかということについて、知事はどんなふ

うに考えておられるのかお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど言いましたよう

な環境省からの公表は、現地処理と広域処理を

合わせた処理の進捗状況が公表されているわけ

でありまして、現地処理だけに限定した進捗状

況というのは、数字が公表されておりませんの

で状況を把握しておりません。ただ、１年が経

過した時点で瓦れきの処理量が数％、大変おく

れているではないか、そのような議論があった

ところでございますが、その時点でも全体の２

割を広域処理ということでありますので、たと

えその２割がその時点ですぐに処理されたとし

ても20数％であった。いずれにせよ２年なり３

年なりというスパンで、現地での処理を基本に

しながら進めていくというところはあるという

ふうに考えております。今、申しましたよう

に、仮設の焼却炉というのも徐々にできている

ということでございます。環境省によります

と、土地の確保でありますとか仮設焼却炉の建

設などが滞りなく行われた地域については、処

理が比較的進捗していると、そのような状況だ

というふうに伺っております。

○鳥飼謙二議員 現地と広域、合わせてしか発

表しないという環境省の何か意向も作為も感じ

られるところでございますけれども、基本的に

は、このおくれというものは、財源確保のおく

れというのがこんなにもおくれた理由だという

ふうに思っております。

次に移ります。次に、新エネルギービジョン

についてお尋ねいたします。県は、太陽光発電

を４万5,000キロワット、廃棄物発電を３万

4,500キロワットとするなどの数値目標を掲げ

た2013年度を最終年度とする10カ年計画を進め

ています。昨年の原発事故を受けて、計画を１

年前倒しして、現在、新計画策定に取り組んで

おられますが、前倒しの理由と現行計画の進捗

状況、評価についてお尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） まず、１年前倒しして

策定する理由でございますが、昨年の大震災以

降、国においてエネルギー政策の大幅な見直し

が行われており、加えて、来月からは再生可能

エネルギーの固定価格買取制度が開始されるな

ど、新エネルギーを取り巻く環境が大きく変化

している中、県民の期待と関心も高まっている

という状況がございます。このような変化に対

応するため、県においては、現ビジョンを１年

前倒しして見直しをする、新エネルギーのさら

なる導入促進を図っていきたいというふうに考

えておるところでございます。

現ビジョンの進捗状況と評価についてであり

ますが、現在の新エネルギービジョンの中で

は、本県の地域特性を生かすことのできる太陽

光発電、太陽熱利用、バイオマス発電及び天然

ガスコージェネレーションを重点的に導入する

新エネルギーとして位置づけて取り組んでおり

ます。平成22年度の導入実績は、計画の最終年

度である平成25年度の目標値と比較しますと、

太陽熱利用と天然ガスコージェネレーションに

ついては、目標値に届いていない状況にござい

ますが、太陽光発電が目標値の約167％、バイオ

マス発電が約728％ということで、既に導入目標
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値を大幅に達成している状況でございます。さ

まざまな状況の変化があるわけでございます

が、現ビジョンの計画に沿って、新エネルギー

の導入というものが一定程度順調に進んでおり

まして、成果があったものというふうに考えて

おります。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。知

事初め担当部局の御苦労、本当にありがとうご

ざいました。

それで、新しいビジョンをつくるということ

でございます。新ビジョンに貫かれるべき理念

というのは脱原発依存であり、県民や事業者に

理解されないと計画は具体的に進まないと思う

わけです。新ビジョンは、本県のエネルギー需

給の実態と自給目標を掲げた総合エネルギー計

画であるべきだというふうに思っています。こ

のことの理由については、これまでも議会の中

で発言してまいりましたけれども、このことに

ついてどういうふうに思っておられるか、知事

の答弁をお願いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県のエネルギーの需

給バランス、トータルの需給バランスですと

か、低炭素、また循環型社会づくりというもの

を総合的に勘案しますと、地域資源を生かした

新エネルギーの普及・開発というものが非常に

重要だと、そのような認識で取り組んでおりま

す。このため、策定中の新エネルギービジョン

におきましては、本県における水力発電等も含

めたエネルギー需給の実態─全体的な実態で

すね─そういったものを盛り込むとともに、

これを踏まえた今後の新エネルギーの普及及び

導入促進に係る数値目標を掲げることとしてお

りまして、県民や事業者の皆様に対し、新エネ

ルギー導入への理解や協力をお願いしていく必

要があろうかというふうに考えております。

○鳥飼謙二議員 県民、事業者にわかりやすい

計画にということで、私が申し上げたような理

由というのも十分御承知だと思いますので、そ

ういう計画をつくっていただきたいというふう

に思います。それで、６月末に県民と事業者向

けのアンケートが予定されていますけれども、

環境問題への関心度とか省エネ行動の取り組み

状況等を調査するということになっております

が、せっかく調査をするわけですから、原子力

発電の考え方、大きくはやはり今、県民の意識

が変わってきていますから、それを的確に反映

していくということも一つ考慮に入れるべきで

はないかというふうに思っております。答弁は

要りませんけれども、参考にしていただければ

というふうに思います。

それから、消費税ですけれども、消費税につ

きましてもきのう出まして、消費増税は不可避

みたいに書いてあります。私は書いてまいりま

した原稿を読む必要はないかというふうに思い

ますけれども、現状ではデフレ経済が進んでい

る、新たな増税というものが日本経済をどん底

に押しやるというふうに考えられて、現時点で

は行うべきではないというふうに思っていま

す。そのことについて、知事の見解を求めたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 消費税の増税というこ

とでございますが、昨日も答弁申し上げました

とおり、将来にわたって安定的に社会保障サー

ビスを国と地方で提供していくためには、その

財源として非常に重要な課題ではないかという

ことでございます。一方で、景気への影響が懸

念されることから、その実施に当たっては、地

域経済の状況を十分考慮する必要があろうかと

いうふうに考えております。そのような観点か

ら、専門家を招いての公聴会等も踏まえた国会
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での議論が行われているということでございま

すので、その状況というものを注視してまいり

たいと考えております。

○鳥飼謙二議員 知事は、ＪＡアズムホールで

開かれた内閣府主催の「明日の安心」対話集会

で、「社会保障制度の改革は待ったなし」とい

うようなことで述べられて、今も同じようなこ

とを述べられたんですが、やはり大事なこと

は、私どもといいますか、国民も大方の人たち

は、消費増税は避けて通れないだろうと思って

いるんです。ただ、今は、先ほど申し上げたよ

うなこと、基幹税目を何にするのかというこ

と、それから、所得税の中で今度、一部改善さ

れた5,000万超えの課税の問題、もっともっと余

裕のある人は納めるべきだという、公平・公正

な税のあり方というものがあるべきだというふ

うに思っているんです。ですから、私は、先ほ

ど申し上げた原発の問題もそうなんですけれど

も─これは勝手に新聞が書いたことではあり

ますが─知事が発するメッセージというもの

は、県民がそれを受け取って、知事は原発を容

認しているんだなと、燃料プールはどうするん

だろうかというようなところまでは考えないん

ですよ。ですから、そのメッセージ性を考えて

発言していくべきだというふうに思っていま

す。そこで、消費税についての真意を、内閣府

のところで言ったんですけれども、再度お尋ね

したいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 午前中の質問でもあっ

たんですが、今、御指摘がありましたように、

メッセージをわかりやすく伝えるということ

と、丁寧にその内容・趣旨を説明する、そこを

どういうふうにバランスをとるかというのが大

変課題だというふうに考えておるところでござ

います。この消費増税の話でございますが、や

はり社会保障関係費のウエートが年々増大して

いる。これを何とか将来にわたって安定的に供

給していくためには不可避であろうということ

で申し上げておるところでございますが、今、

御指摘がありました消費税のみならず、所得、

消費、資産という税体系全体の中での見直しと

いうのも、これも重要であります。今、消費税

だけに注目されておりますけれども、やはり税

体系全体の議論というのも必要であろうかとい

うふうに考えておるところでございますが、我

が国、それから地方の財政も含めて大変厳しい

状況の中で、そこは待ったなしの課題であろう

というふうに考えておるところでございます。

○鳥飼謙二議員 やはりメッセージ性、あとど

う受け取られるかというのを十分考えていただ

いての発言をお願いしたいと思います。

それから、知事の政治姿勢で最後になります

が、４月29日に関越自動車道で発生しました高

速ツアーバスの事故についてです。この事故

は、交代要員のないまま長距離運転による疲労

で居眠り運転し、バスが道路左側の防護壁に衝

突、乗客７名、運転手を含む39名が負傷すると

いう大事故となったものであります。事故の遠

因は、小泉内閣が進めてきた規制緩和にあると

いうふうに思っていますけれども、知事はどの

ように認識しておられるのかお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） まず、今回のツアーバ

ス事故は大変痛ましい事故でございまして、お

亡くなりになられた方に、また御家族の皆様に

哀悼の意を表します。また、被害に遭われた皆

様に対して、お見舞いを申し上げるところであ

ります。今、御指摘がございました規制緩和と

いうところがございます。それにより、ツアー

バスの事業者が増加し、競争が激化した結果、

今回の事故を引き起こしたような安全性をおろ
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そかにする事業者が生じた可能性というのは否

定できないのではないかというふうに考えてお

ります。一方では、規制緩和によりまして、事

業者間の競争が生まれ、よりよいサービスを提

供できるようになり、県民が低料金でバスを利

用できるようになったということもあるわけで

ございます。今回の事故については、しっかり

とその検証がなされなければならないというふ

うに考えております。それを踏まえて、国にお

いては、安全対策の強化を検討しているという

ふうに伺っておるところでございますが、安全

性、利便性、そういったものを両立した仕組み

の構築が重要だろうというふうに考えておりま

す。

○鳥飼謙二議員 「一方」以下は余分な答弁だ

と思いますけれども。今でもツアーバスとか

は、駐車場がないところで乗客を乗せたりして

おりますし、やはりしっかりとこの事件から学

ばなくてはならないというふうに思っていま

す。

次に、国際音楽祭と古事記1300年についてお

尋ねいたします。

第17回国際音楽祭は、４月29日から５月18日

までの20日間の日程で、ピンカス・ズーカーマ

ンさんやジュリアン・ラクリンさん、諏訪内晶

子さんら世界的バイオリニストらが出演して華

やかに開かれました。知事は毎回通ったという

ような報道があったんですが、それはそれでよ

ろしいんですけれども、第17回国際音楽祭の知

事の感想をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） まず、昨年は、原発事

故の影響等によりまして、海外からの演奏家の

キャンセルが行われた。それで、音楽祭が開催

できるかどうか、大変な厳しい状況でございま

したが、そのときにキャンセルした演奏家も含

めて、またこの宮崎の音楽祭を盛り上げようと

いうことで集結して、滞りなく行うことができ

た。それを大変ありがたく思っているところで

ございます。今回のコンサートも可能な限りと

いうことで、ほとんどのコンサートに足を運ん

だところでございますが、印象に残ったのは、

子供が参加しておるようなものでございまし

て、例えば「県民コンサート」、宮崎と延岡の

ジュニアオーケストラの子供たちが一流の演奏

家と同じステージで、まさにその演奏家が見て

いる中でソロパートを子供たちが弾く、大変い

い刺激、いい経験になった、また自信にもつな

がったのではないかというふうに思っておりま

すし、「子どものための音楽会」というもの、

これは音楽祭の見直しの意見も踏まえて２回に

ふやしたわけでございますが、3,200人の子供た

ちが一流の音楽を鑑賞した、大変これもいい経

験だったというふうに思っております。また、

商店街有志によるストリート音楽祭、芸術劇場

でのコンサートのみならず、町なかの活性化な

り地域振興とも結びついた展開というものが、

市民有志の力により広がっている。そういう意

味でも、大変広がりを持つことができたのでは

ないかというふうに考えております。この宮崎

国際音楽祭というのも、宮崎の誇る貴重な貴重

な文化的な資産だというふうに考えております

ので、今後とも、関係者と力を合わせて、これ

を守り育てていきたい、そのように考えていま

す。

○鳥飼謙二議員 私も２回ほど行きまして、や

はり生の音楽のすばらしさ─私も小学校から

聞いておれば、ひょっとしたらここにいなく

て、世界に飛び立っていたかもしれないなと思

うぐらいの感動を覚えます。そこで、今、知事

も言われたんですが、子供たちの感動というの
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が非常に大きくて、そういう子供たちの中から

音楽家になった人たちもいるというふうに聞い

ておりますが、今後なお一層充実すべきではな

いかと思いますので、お尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） この音楽祭について、

さまざまな意見を伺いながら、また懇談会で見

直しを行ったときに、一流のものは質は高めな

がらも、やはり県民参加、それから子供が接す

る機会をもっともっとふやすというような大き

な方向性が示されたわけでございまして、先ほ

ど申し上げましたような「子どもための音楽

会」の回数をふやしたということですとか、こ

としから新たに子供を入場無料とします「ジュ

ニア夢シート」、そのようなチケットなども新

設して、親子や兄弟などで気軽に鑑賞できるよ

うにしたところであります。また、芸術劇場に

おきましては、音楽アウトリーチ事業というこ

とで、子供たちを中心に、劇場だけでやるので

はなしに、小学校や保育園だとか幼稚園、そう

いう場所に出かけていって生の演奏を提供す

る、そのようなことにも取り組んでおるところ

でございます。今後とも、こういう音楽祭など

の機会を通じて、子供たちに生の本物のすばら

しさに触れていただく、それを取り組んでまい

りたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 音楽祭の話をいろいろお聞き

いたしますと、日中韓のマスターコースという

ものもかつてあったというふうに聞いておりま

すが、そのようなものの復活も今後検討してい

く必要があるのではないかなというふうに思っ

ているところでございます。

そこで、記紀編さん1300年記念事業にことし

から取り組むということで、観光議員連盟―

議長が会長をしておりますけれども―の中で

もいろいろと議論をいたします。せんだって

も、ホテル旅館生活衛生同業組合の皆さん方と

話し合いをしたときに、非常にお客さんが少な

くて苦しい、少しは最近よくなってきたけど苦

しいと、何かを求めておられるということで、

ぜひ記紀編さん1300年記念事業というものを

しっかりとやっていっていただきたいなという

ようなお話がございました。そこで、この記紀

編さん1300年記念事業の中に国際音楽祭を取り

込んでいくといいますか、これは他県にない

―長野県にサイトウ・キネン・フェスティバ

ル、それから北海道にもあるということで、宮

崎は１億ぐらいであれだけのものをやっている

と、他県は10億ぐらいかかっているというよう

なお話も聞きます。これは宮崎県の財産ですか

ら、そこをうまく融合できないかというふうに

思います。もっともっと県として大々的に取り

組んでいくべきではないかというふうに思いま

すので、お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要な御指摘、御

提案をいただいたというふうに思っておりま

す。宮崎国際音楽祭も、記紀編さん1300年、そ

ういう古事記ゆかりのものというのも、どちら

も宮崎にとって貴重な文化的な資産、資源であ

るというふうに考えております。これをうまく

組み合わせることによって、もっともっと相乗

効果を図ることができるのではないかと、その

ような提言として受けとめたところでございま

す。例えば、音楽祭と記紀ゆかりの地の周遊を

組み合わせるなど、音楽祭に関しては、県外か

らもかなり多くのお客様に来ていただいており

ます。実は、あれだけの内容のものがこれだけ

の安いチケットの価格で提供できるところはな

いということで、わざわざ東京なり都市部から

来られたりというところもありますので、そう

いうせっかく来ていただいたお客様に、音楽祭
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のみならず県内をさらに回っていただくような

工夫というものも必要だろうかと考えておりま

すので、どういった連携・交流のあり方が可能

なのかというものを、しっかり知恵出し、アイ

デア出しをしてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 ぜひ充実して取り組んでいっ

ていただきたいというふうに思っています。

次に、子ども・子育て新システムについて、

福祉保健部長にお尋ねをいたします。

民主党政権は、待機児童を解消し幼保一元化

を図るとして、子ども・子育て新システムの今

国会成立を図ろうとしているわけでございま

す。保育園は、すべてを年次的に総合こども園

に移行させ、幼稚園については、希望する園の

みを総合こども園に移行するものとし、市町村

は保育の実施責任を負わないとするものであり

ます。そこで、まず第１番目に、本県の待機児

童の状況、幼稚園の入園状況についてお尋ねい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県内の保育所

待機児童数でございます。平成24年４月１日現

在でございますが、ゼロ人となっております。

また、幼稚園の入園状況につきましては、国立

を除く公私立幼稚園において、これは５月１日

現在でございますけれども、定員が１万6,877名

に対し１万81名が在籍しております。

○鳥飼謙二議員 わかりました。現行制度は、

保育園の場合、市町村と利用者との契約という

ことになっているわけですね。そして、市町村

から保育園へ委託するというような内容でござ

いますが、新システムは、利用者と保育所との

公的保育契約ということになりまして、市町村

の保育の公的責任というものが非常に大幅後退

しているというふうに懸念しております。保護

者にとって、保育所、幼稚園はどのように変化

していくのかというふうに思っていますが、福

祉保健部長の答弁をお願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 保護者の観点

から見ますと、子ども・子育て新システムの導

入に伴いまして、総合こども園の利用者は、幼

児期の学校教育及び保育の一体的な提供を受け

られるということになっております。また、市

町村が策定することとされております「子ども

・子育て支援事業計画」において、地域の保育

ニーズに的確に対応するため、新たに小規模保

育とか家庭的保育などを含めた多様な保育メニ

ューの計画的な整備が求められておりまして、

保護者はこれらのメニューの中から、みずから

のニーズに合ったものを主体的に選択できるこ

ととなっております。

○鳥飼謙二議員 言葉は主体的にということで

すけれども、そうじゃないんですよね。保護者

がうろうろ、右往左往しなくちゃならないとい

うことになったと思うんです。保護者が自分で

探さなくちゃならないことになりましたから、

例えば障がい児であれば、拒否される可能性も

十分今後出てきますから、その辺の問題点を

しっかりと認識しておいていただきたいと思い

ます。

それから、株式会社も参入可能というふうな

ことになるわけですけれども、保育の質が低下

するのではないかというふうに思いますので、

お尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 株式会社を初

め、多様な事業主体による保育サービスの提供

につきましては、子ども・子育て関連法案であ

ります「子ども・子育て支援法」において、質

の確保のための客観的な基準を満たすことを参

入要件としておりまして、その運営につきまし

ては、行政の定期的なチェックにより、継続的
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な保育の質の担保を図っていくものと、国にお

いて示されているところでございます。県にお

きましては、今国会における現在の子ども・子

育て関連法案の取り扱いも含めて、まだいろん

な制度の詳細は示されておりませんので、情報

収集に努めてまいりたいというふうに考えてお

ります。

○鳥飼謙二議員 やはり問題点というものを広

報するというか、しっかり保護者、県民に知っ

ていただくという工夫もする必要があると思い

ますので、十分その辺の対応をお願いしておき

たいと思います。

次に、社会福祉事業団と福祉の課題について

であります。

社会福祉事業団は、第１種社会福祉事業とし

て、特別養護老人ホーム２カ所、障がい児・者

支援施設３カ所、これらの10施設を運営しま

す。第２種社会福祉事業として、短期入所事

業、居宅介護事業、そして発達障害者支援セン

ター事業、公益事業として、障害者就業・生活

支援センター事業というふうなことで、県内福

祉のリーダー役として頑張ってきていただいて

おります。私は、昭和30年代に宮崎県が事業団

方式を取り入れる、ほかのところは県立県営で

やってきた、そういう中で社会福祉事業団の歴

史を思い起こしてみると、非常に大きな役割を

果たしてきたというふうに思っています。しか

しながら、現状を見てみますと、県の宮崎県公

社等改革指針─丸山特別委員長の時代に条例

もつくりましたけれども─の中で、公社等経

営評価シートというのを提出するように義務づ

けられているわけですが、これを見てみます

と、経営計画では、2008年度は正規職員が65対

非正規35というふうになっているようですけれ

ども、結果として51対49、そして2009年度は結

果が50対50、そして2010年度、2011年度は記載

がございません。職員比率の推移についてどう

なっているのか、この現状についてどう思う

か、お尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 事業団の正規

職員と非正規職員の割合でございます。現在、

正規職員が47％に対しまして、非正規職員が53

％となっております。事業団においては、組織

体制のスリム化、それから給与や退職金等の見

直し等を行いまして、お話がございましたよう

に、みずからが策定いたしました経営計画に基

づき、経営する11施設すべてにおいて単年度で

の黒字化を目指してきたところでございます。

職員の状況につきましては、正規職員はもちろ

ん、嘱託・臨時職員につきましても、資質向上

のための研修を十分に行うなど、施設利用者の

サービス低下にならないよう配慮しているとい

うふうに聞いております。

○鳥飼謙二議員 やはり県が関与しているわけ

ですから、もっとしっかり指導なり支援をして

いくべきではないかというふうに思っていま

す。逆にどんどんどんどん─正規職員が47と

今言われましたね。そんなふうにやっていって

大丈夫かなというふうに思うんです。

例えば、ことし介護保険法が改正されて、訪

問介護と訪問看護が連携する24時間対応の定期

巡回・随時対応型訪問介護事業が創設されまし

たけれども、宮崎県では手が挙がっていません

ね。そういう事業者がいないと。それから、自

立援助ホーム「ウイング・オブ・ハート」です

けれども、部長、また機会があったら早目に

行っていただいて、また感想もお聞きしたいと

思いますけれども、そういう養護施設を出て就

職するが、それがうまくいかなったときに、行

くところがないんですね。高校も出ていますか
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ら、養護施設にも入れない。じゃどうするかと

いったら、アパートで自堕落な生活をしなくて

はならない。大変な状況ですね。そういう子供

たちの最後のとりでとして自立援助ホームが、

非常に零細な経営を続けておられますけれど

も、そういう事業も積極的にやっていく必要が

あるというふうに思っています。そういう意味

でも、社会福祉事業団というのは、県内福祉の

リーダー的存在であるべきだというふうに思い

ますけれども、事業団の今後のあり方について

お尋ねをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 宮崎県社会福

祉事業団は、半世紀にわたりまして、県立施設

の受託運営を通して県民福祉の向上に大きく貢

献していただいておりまして、本県の社会福祉

の先導役としての役割を担ってきたところでご

ざいます。平成18年の施設譲渡以降も、県内最

大の社会福祉法人として、お話にございました

ように、障がい、高齢、児童といった幅広い福

祉サービスを提供していただいております。事

業団には、これまで培ってきた経験とノウハウ

を生かし、安定した施設経営のもと、県内社会

福祉法人のリーダー的な存在としての役割を私

どもも期待しているところでございます。さら

に県では、発達障害者支援センターや地域生活

定着支援センターなどを事業団のほうに委託し

ておりまして、今後とも、先駆的な福祉サービ

スに取り組んでいただきたいというふうに考え

ております。

○鳥飼謙二議員 そういう期待があるとするな

らば、もう少し心を込めて、状況を見守りなが

ら支援していっていただきたいというふうに思

います。

それから、昨年９月に部長にお尋ねしました

情緒障害児短期治療施設、きょうもえびので事

件があったようですけれども、その設置を求め

る質問をいたしました。その後の検討状況につ

いてお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 情緒障害児短

期治療施設の設置につきましては、他県の状況

調査や児童福祉施設協議会との意見交換などを

行いまして、検討を進めているところでござい

ます。私も先般、県外の施設を視察いたしまし

て、児童の生活面や医療及び教育など、設置に

際しまして整理すべき課題というものも多々ご

ざいますけれども、児童養護施設では対応が困

難な発達障がい児などを受け入れることが可能

となりますことから、検討すべき施設の一つで

あると再認識したところでございます。

○鳥飼謙二議員 あんまり答弁になっていない

と思うけれども、いいことにします。

次に、県政の課題と人材の育成についてとい

うことでお尋ねをいたします。

本年４月、県は、能力主義・適材適所による

業務執行体制を確立するとして、1,203名の人事

異動を行いました。今年度の特徴なり、人材育

成にかける姿勢なり、そういうものを知事にお

尋ねしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 県政を取り巻く課題は

大変多様化・高度化もしておりまして、しっか

りと行政サービスを提供していくためには、人

材育成は重要な課題でございまして、公務員と

しての基礎的な知識や能力はもちろんでありま

すが、県民の皆さんとの対話と協働を進めてい

く、そういう積極性とか柔軟性も必要でありま

すし、さまざまな危機事象にも柔軟に対応でき

るすぐれた感性、アンテナを持った職員の育成

に取り組んでまいりたいというふうに考えてお

ります。ことし４月の人事異動に当たりまして

は、県民の安全・安心、防災の強化、さらには
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経済・産業の再生・復興など、そういった大き

な本県の直面する課題に対応した配置を行うと

ともに、適材適所、公平・公正を基本に取り組

んだところでございます。また、女性や若手管

理職の登用でありますとか技術職員の研修機会

の増大、そのようなことにも努めたところでご

ざいます。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。

私、出先機関を回りますと、メールをもらった

りするんですけれども、「出先の職員も県庁職

員なんですよ」と言われるんですね。やはり本

庁と出先機関との交流というのをもっとやられ

るべきではないか。さまざまな事情があるから

一律にいかないということはわかりますけれど

も、そこで、総務部長に、本庁と出先機関との

交流の状況についてお尋ねします。

○総務部長（四本 孝君） 本年４月の定期人

事異動における本庁と出先機関の交流の状況に

つきましては、副主幹以上の役付職員で見ます

と、出先機関から本庁への異動が123名、本庁か

ら出先機関への異動が149名となっておるところ

でございます。

○鳥飼謙二議員 わかりました。

それから次に、知事、15年ぐらい前に女性部

長が誕生しました。それ以降、女性部長は誕生

していません。ずっと白い服ばかりで、きょう

は知事はカラーシャツで、私はこんなの（かり

ゆしウエア）を着ていますけれども。じゃ、な

ぜ女性や高等学校卒業程度のいわゆる初級職、

そういう人たちから部長職なり次長職とかが誕

生しないのかというふうに思うんです。職員の

キャリアパスについてどのように考えているの

か、なぜそういう女性部長が誕生しないのかに

ついてお尋ねします。

○知事（河野俊嗣君） 職員の登用につきまし

ては、基本的な考え方としましては、職種だと

か性別を問わない、個々の職員の能力や特性に

応じて、公平・公正かつ適材適所に努めている

ということでございます。女性の部長職という

話がございましたが、職員構成上の問題という

のもこれまであったのだというふうに考えてお

るところでございます。ただ、意欲と能力を持

つすぐれた職員の育成、また登用は、職種や性

別にかかわらず、大変重要であるというふうに

考えておりまして、昨年度から、職員の異動希

望調書の見直しを行っております。人事異動の

前に個々人の異動の希望をとるわけでございま

すが、その調書におきまして、職員みずからの

経験や能力を通して将来的な仕事像を描くキャ

リアデザインに関する項目を加えたということ

で、その内容を踏まえた今回の定期人事異動に

なったということでございます。今後とも、よ

り高い専門性や能力開発など、また職員の職務

等に係る中期的な要望にも配慮しながら、人材

育成、さらには登用を図ってまいりたいと考え

ております。

○鳥飼謙二議員 女性部長が誕生しないのは

「職員構成上の」とか言われましたけれども、

やはり育てようという意識がなかったんじゃな

いかなと思うんですね。知事も副知事時代を入

れると８年おられるわけですから、一端の責任

は感じてもらわなくちゃいけないと思うんです

けれども、優秀な女性職員はたくさんおるわけ

ですから、意識的にトップはそういうふうにし

てつくり上げていくことが大事だというふうに

思っておりますので、対応をしっかりとお願い

したいと思います。

それから、学校事務職員について教育長にお

尋ねいたします。学校事務の活性化を図るとし

て、10数年前から教育委員会は学校事務職員の
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採用を中止して、知事部局に職員の派遣を要請

しています。既に３分の１以上が知事部局から

の出向になっていると聞きますが、現状をお尋

ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 公立学校における学

校事務職員につきましては、本年４月現在で総

数537人の配置となっております。そのうち、知

事部局からの出向者は213人となっており、全体

の39.7％であります。

○鳥飼謙二議員 やはり自立した子供たちを育

成していく─きょう午前中にも教育長は、い

ろいろ熱心にといいますか、心を込めて答弁し

ておられましたけれども、そういう地域住民の

声を反映した学校経営を行うためには、学校が

地域の実情に応じて自己判断・自己決定できる

システムをつくる、人、物、予算、情報の企画

調整を行う学校事務職の機能強化は重要だとい

うふうに思っております。プロパー職員として

任用すべきと思いますが、今後の方針も含めて

お尋ねしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 学校事務職員につき

ましては、教育活動を支える貴重な人材とし

て、事務の効率化や学校運営に積極的に参画す

ることが求められております。このため、県教

育委員会といたしましては、教育研修センター

での研修や事務の共同実施の取り組み等を通し

て、学校事務職員の資質向上を図っているとこ

ろであります。さらに、任用の一本化及び知事

部局との人事交流によりまして、さまざまな職

務経験を通じ、幅広い視野を持つ柔軟性のある

人材の育成を行っております。また、学校にお

いては、教育に深い理解を持つとともに、学校

事務に精通した人材の確保が必要でありますの

で、学校での継続勤務や学校事務の経験を有す

る職員の再出向について、関係部局に要請して

いるところであります。今後とも、学校事務に

精通し、学校運営をしっかりと支えていける人

材の育成及び確保を図ってまいりたいと考えて

おります。

○鳥飼謙二議員 今の御答弁では、任用を始め

る考えはないというふうに聞こえたんですけれ

ども、いろんな問題が出てきている背景等を十

分考慮いただければ、内部牽制とかいろんなも

のが不足しているから、初日の教育委員長答弁

等が出てきたのではないかなというふうに思っ

ているんですけれども。そのプロパー化といい

ますか、教育委員会としての採用というのは行

わない、今後ゼロになるまで待つということな

んですか、基本的な考え方を聞いたつもりなん

ですが、お答えください。

○教育長（飛田 洋君） 私は、学校事務職員

につきましては、子供への愛情とか教育に対す

る深い理解を持つ人材、さらには多様なキャリ

アに培われた幅広い視点から学校経営に参画で

きる人材などが必要であると考えておりますの

で、今後とも、学校事務職員に係る任用制度に

つきましては、関係部局と連携しながら検討を

続けてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 理解はしにくいんですけれど

も……。ということは、結局ゼロになってもよ

ろしいということですか。そういうことも含め

て検討するということですか。その辺がはっき

りしないんですけれども、お答えください。

○教育長（飛田 洋君） 繰り返しになります

が、やっぱり教育に対する愛情も必要だと思い

ますし、専門性も必要だと思います。それか

ら、先ほど申し上げましたが、多様な経験をし

ているということもいろんな視点では大事だと

思いますので、関係部局と連携しながら検討を

続けていきたいと考えております。
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○鳥飼謙二議員 何か答弁になっていないんで

すよ。私が聞いているのは、プロパー化したら

どうですかということを聞いているわけですか

ら、しっかり答えていただきたいと思います

が、これ以上はよろしいです。だけど、そうい

う姿勢というものが、いろんな問題が出てきて

いるということをしっかりと踏まえていただき

たいというふうに思っております。

それから、総務部長にお聞きしますが、今

春、新規採用で18歳の知事部局職員が学校に配

置されたというふうに聞いておりますけれど

も、３名でしたか、何名でしたかね、その数と

かわかっておればお答えいただくとして、やは

り行政職員としてスタートを図っていくべきで

はないかというふうに思いますので、考え方に

ついてお伺いしたいと思います。

○総務部長（四本 孝君） ことしの４月、高

校を卒業して新規採用で学校に配置された事務

職員というのは２名でございます。高校を卒業

後の新規採用職員の配置先につきましては、ま

ずは社会人の生活になれるということが一番大

事でございますので、可能な限り勤務地が本人

の出身地近くになるように配慮しているところ

でございまして、その結果として、中には学校

に配置されるという場合もあるわけでございま

す。この場合、新規採用職員へのＯＪＴですと

か職場内研修が十分に行われますように、複数

の事務職員がいる学校への配置ということにし

ているところでございます。また、学校に配置

された職員につきましても、新規採用職員研修

への参加はもちろん、今年度から新たに導入い

たしました新採職員グループアドバイザーによ

る相談等も行っているところでありまして、知

事部局へ配置された職員と同様に人材育成等が

図られているものと考えております。

○鳥飼謙二議員 地元優先をというような考え

ですけれども、やはり行政職員として経験を積

ませていくべきだというふうに思っております

ので、ここは十分踏まえていただきたいという

ふうに思います。

次に、公衆衛生行政についてお尋ねをいたし

ます。最近の職員録を見てみますと、前に

「兼」、後ろに「兼」と書いてあるんですね。

どこが主たる勤務場所で、どこが従たる勤務場

所かわからない。兼務が物すごく多くなってい

るんですね。そういう状況で、保健所の所長も

兼務がかなり続いているというふうに思ってい

ます。その現状認識、キャリアパスを含めた行

政医師を育成する方針について、これは福祉保

健部長でいいんですか、担当部長にお尋ねいた

します。

○福祉保健部長（土持正弘君） 保健所長を担

います公衆衛生医師につきましては、全国的に

医師不足が続く中、臨床業務に従事する医師と

同様に、その確保が困難な状況にございます。

このため、議員の御指摘のとおり、現在、高千

穂保健所長につきましては延岡保健所長が、小

林保健所長につきましては都城保健所長が兼務

をしている状況にありまして、業務負担が過重

になっているものと認識しております。なお、

この所長兼務となっている保健所におきまして

は、経験豊富な次長級の所長を配置しておりま

すけれども、さらに若手の公衆衛生医師を配置

することにより、所長業務の負担軽減を図って

いるところでございます。また、公衆衛生医師

の確保につきましては、医療系雑誌への募集広

告とか県ホームページへの募集案内の掲載、さ

らには、県外で活躍する本県出身医師を中心

に、直接面会いたしまして公衆衛生医師への勧

誘を行うなど、これまでも積極的に努めてきた
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ところでございます。今後は、さらに本県医師

の養成確保の核となります宮崎県地域医療支援

機構のほうとも連携を図るなどいたしまして、

その取り組みを強化してまいりたいというふう

に考えております。

○鳥飼謙二議員 全国保健所長会のホームペー

ジに、「下医は病を治し、中医は人を治し、上

医は国を治す」ということで、公衆衛生の重要

性をうたっております。最近、50代の保健所長

が２名、続けて退職されました。やはりキャリ

アパスに問題があるのではないかというふうに

思っておりますので、しっかりとした対応をお

願いいたしたいというふうに思います。

次に、県職員の獣医師確保についてお尋ねを

いたします。食肉検査所とか家畜保健衛生所と

いうことになるんですが、その検討状況につい

て福祉保健部長が代表してお答えください。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県職員獣医師

につきましては、今後５年間で33名の退職者が

見込まれ、獣医師の確保は喫緊の課題であると

認識しております。これまでも、獣医系大学の

就職説明会への参加やインターンシップによる

職場への学生の受け入れなど、直接、公務員獣

医師の魅力を伝える取り組みを行いますととも

に、国の制度を活用した修学資金の給付やイン

ターンシップ学生に対する研修費の一部助成等

を行っておるところでございます。また、今年

度から確保対策の強化を目的といたしました宮

崎県獣医師確保対策チームを庁内に設置いたし

まして、全庁的に公務員獣医師の確保に向けた

取り組みを推進することとしているところでご

ざいます。

○鳥飼謙二議員 「募集をします」「年齢を上

げます」では、なかなか応募がないんですよ

ね、競争ですから。私は、例えば次長級─福

祉の場合、今は本庁の課長が一番上位というこ

とになっておりますけれども、対米輸出検査所

の場合は次長級にしていくんだとか、例えば動

物管理センター、これは宮崎市で検討チームを

つくっているということで、市長が議会の中で

答弁をしているわけですが、そういうものも含

めて、自分の将来がキャリアを積んでいける、

獣医師としての誇りが持てる、そういう職場環

境にしていかないとだめだと思うんですね。で

すから、宮崎市の保健所では、若い獣医師がだ

だっと、この間といいますか、３年ぐらい前に

やめましたよね。もう将来が見えるわけです。

ですから、そういう処遇面も含めた対応が必要

と思いますので、担当部長の答弁をお願いしま

す。

○総務部長（四本 孝君） 職務の格付につき

ましては、その困難性あるいは責任の度合いは

もちろんのこと、組織の規模あるいは他の所属

とのバランス等も考慮しながら検討されるもの

と考えております。なお、本県においては、従

来から農林振興局長を初めとする次長級に獣医

師を起用しておりまして、課長級以上への登用

状況から見ましても、処遇面において他の職種

との大きな違いはないのではないかというふう

に考えております。食の安全の確保あるいは畜

産業の再生・復興に向けまして、獣医師の果た

す役割はますます重要になっておりますので、

人材確保のためのさまざまな取り組みを進めて

いるところでありますが、今後とも、全庁を挙

げて獣医師確保対策に取り組んでまいりたいと

考えております。

○鳥飼謙二議員 いずれにしても、総合的な対

策はやらないとだめです。医師よりか獣医師の

ほうが試験は難しい、通らないんだそうです。

そういうことをしっかり踏まえていただきたい



- 106 -

平成24年６月14日(木)

と思います。

最後になりますけれども、公益法人化の現状

と課題についてお尋ねいたします。

広く民間非営利部門の活動の健全な発展を促

進するとして、2008年12月に公益法人制度改革

関連三法が施行されました。一つは、公益性の

有無にかかわらず登記により法人格を取得する

ことができる制度と、これらの法人のうち、公

益目的事業を主たる目的とする法人について

は、宮崎県公益認定等審議会で審査の上、公益

社団（財団）法人認定を受けることとされてい

ます。従来の公益法人については、特例民法法

人として存続するわけでございます。そこで、

公益法人制度改革の目的と必要性について、総

務部長にお尋ねいたします。

○総務部長（四本 孝君） これまでの公益法

人制度につきましては、国の有識者会議等で議

論がなされまして、その中で主務官庁の許可主

義のもと、法人格の取得と公益性の判断や税制

上の優遇措置が一体となっているため、法人設

立が簡便でなく、また、公益性の判断基準が不

明確であるなど、さまざまな問題点が指摘され

てきたところであります。また一方で、「官か

ら民へ」という大きな流れの中で、民間団体が

自発的に行う公益を目的とする事業の実施を促

進し、活力ある社会を実現することが重要であ

るとされたところであります。このような背景

を受けまして、民間における非営利活動の健全

な発展を促進し、民による公益の増進に寄与す

るとともに、公益法人の設立に係る主務官庁の

裁量権に基づく許可の不明瞭性等の問題を解決

することを目的といたしまして、公益法人制度

の見直しが行われたところでございます。

○鳥飼謙二議員 今、現場といいますか、法人

移行するところは、てんやわんやの大騒ぎだそ

うでございます。制度への移行をスムーズに行

うためのこれまでの取り組み、それから、特例

民法法人数と職員数についてお尋ねをいたしま

す。

○総務部長（四本 孝君） まず、これまでの

取り組みでございますが、新制度がスタートい

たしました平成20年12月以降、県では、新制度

の趣旨や具体的な移行手続に関する説明会を10

回開催しております。また、移行申請等に関す

る個別の法人を対象とした相談会を36回開催し

たところであります。さらに、早期の申請をお

願いする文書の送付や移行申請に関するアン

ケート調査の実施などを通じまして、各法人へ

の啓発にも努めてまいったところであります。

次に、県の所管する特例民法法人であります

が、現在165法人であります。また、これらの法

人の職員数は、国の平成23年の概況調査により

ますと、合計で3,731人となっているところでご

ざいます。

○鳥飼謙二議員 2013年11月30日までに申請し

て移行しなければ解散ということになると思い

ますので、ぜひよろしくお願いしたいと思いま

す。

それから、これまでの新制度への移行状況と

今後の予定、県として新制度移行をどのように

支援していこうとされるのか、お尋ねいたしま

す。

○総務部長（四本 孝君） まず、新制度への

移行状況でございますが、公益社団・財団に移

行した法人が44法人、一般社団・財団に移行し

た法人が20法人の、合計64法人でございます。

次に、今後の予定でございますが、昨年度実施

いたしました各法人へのアンケート調査により

ますと、平成24年度に移行申請する予定の法人

が99法人、25年度の予定が８法人、申請時期が
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未定の法人が29法人となっております。また、

解散を予定していると回答した法人が７法人と

なっております。次に、移行に関する県の支援

についてでございますが、移行申請に係る残り

の期間から見ましても、今後、申請が本格化し

てくると考えておりますので、関係部局とも連

携を図りながら、法人からの相談に適切に対応

するなど、引き続き、円滑な移行に向けた支援

に努めてまいりたいと考えております。

○鳥飼謙二議員 ありがとうございました。以

上で終わります。（拍手）

○外山三博議長 次は、井上紀代子議員。

○井上紀代子議員〔登壇〕（拍手） 通告に従

い一般質問をいたします。

東日本大震災から１年３カ月が経過しまし

た。会派調査で初めて震災直後の現場に立ちま

したときは、決して人間の力では起こすことの

できない自然の脅威に言葉を失いました。震災

の日からこれまで、決して災害に遭われた皆様

との心の距離が離れることがないよう、また、

我が県の防災への決意を込めて、繰り返し被災

地を訪ねてまいりました。被災県内では、全力

で災害廃棄物の処理を進めています。発災後、

被災地では、まず住民が生活している場所近く

の災害廃棄物を仮置き場へ移動させることを第

一の目標として取り組み、平成23年８月末まで

に完了しました。その後、農地等に散乱した災

害廃棄物の仮置き場への移動もほぼ終了し、現

在、津波被害により損壊した家屋の解体が進ん

でいます。こうした解体により発生する災害廃

棄物までを含めても、全体の８割について仮置

き場への搬入が完了しています。同時に、被災

地における既存の廃棄物処理施設において、全

力で処理を進めてきており、再生可能なものに

ついて資材として活用も進んでいます。加え

て、岩手・宮城両県で仮設焼却炉が稼働してお

り、今後、合計29基が稼働する予定で、処理は

加速していくものと思われます。しかし、それ

でもなお処理は追いつかず、廃棄物を埋め立て

る最終処分場についても残余容量が不足し、新

たに整備するとしても長い期間を要します。被

災地が一日も早い復興を果たすためには、全国

の廃棄物処理施設での受け入れ、処理協力が必

要です。

３月16日、野田佳彦総理は、既に瓦れきを受

け入れている東京都などを除き、全国35道府県

の知事へ広域処理への協力を求める要請書を送

りました。また、細野豪志環境大臣も同日、全

国の都道府県や政令市にあてて要請書を送り、

広域処理が必要な401万トンの災害廃棄物につい

て、可燃・不燃など種類別の広域処理希望量や

その放射能濃度を明記するとともに、広域処理

に必要な費用も含めて、国が全面的に支援する

と表明しました。瓦れきを被災地だけで処理す

るとなると、さきに述べましたように、20年近

くかかり復興の妨げとなり、においや粉じんの

問題に加え、被災地の皆さんが精神的に受ける

ダメージははかり知れません。先日の宮崎日日

新聞の記事によりますと、宮城県の村井知事

は、夏場には瓦れき仮置き場で自然発火の危険

性が増すなどの実情を訴えられています。宮崎

県議会は３月22日、全会派一致で受け入れにつ

いて決議し、知事へ申し入れをいたしました。

これまで知事はこの問題に対してどのような姿

勢で臨まれているのか、議会にいましても、マ

スコミ報道からも見えていません。災害廃棄物

広域処理における県の役割についてお尋ねいた

します。

これから後の質問につきましては、質問者席

で行います。（拍手）〔降壇〕
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○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

災害廃棄物の広域処理についてであります。

今、御指摘がありましたように、国からの要請

を受けているということ、それから、本年３

月22日に県議会におきまして全会一致で決議が

なされたことは、大変重く受けとめているとこ

ろでございます。災害廃棄物は一般廃棄物であ

りまして、その受け入れにつきましては、一義

的には、処理施設を有する市町村の判断になる

ので、その施設のこれまでの経緯、実態、状

況、それから施設周辺の住民の皆様の意向とい

うものを十分踏まえた市町村の判断を尊重した

いと考えておるところでございます。このよう

な考えに立って、本年３月と４月の２回にわた

りまして、市町村長と直接、意見交換を行うと

ともに、その際、できる限りの協力をしたいと

いう意味での意思の統一を図ったところであり

まして、その合意の上に、環境省による説明会

の開催や被災地、受け入れ自治体の現地調査、

さらには放射能の専門家等による説明会を行う

など、市町村に対して、情報提供、検討の場の

提供等を行ってきたところであり、現時点で受

け入れを表明している市町村はないわけでござ

いますが、今後とも、市町村と丁寧な議論に努

めてまいりたいと考えております。なお、現

在、市町村に対しまして、これまで実施してき

た取り組みを踏まえ、現時点での検討状況を再

確認しているところでございます。私も、市町

村長さんと顔を合わせるたびに、この問題につ

いて議論をし、今後の対応というものを今後と

も考え続けてまいりたい、そのように考えてお

ります。〔降壇〕

○井上紀代子議員 それでは、ちょっと形を変

えまして、職員の、今、被災地に派遣されてい

る皆さんのフォローについて、総務部長並びに

警察本部長にお尋ねしておきたいと思います。

○総務部長（四本 孝君） 東日本大震災被災

県の支援のために、現在、知事部局及び企業局

からは、12名の職員を長期派遣しております

が、健康管理につきましては、派遣先の県にお

いて適切なケアが行われているほかに、定期的

に連絡を行いまして状況を確認するとともに、

福島県の警戒区域等の周辺に派遣する場合は、

被曝線量のチェックや派遣終了後の健康相談な

ども実施しております。また、県内の市町村に

おいても、７団体から12名の職員が被災地へ長

期派遣されておりまして、おおむね県と同様の

対応がなされているところであります。なお、

派遣職員による知事への報告会あるいは職員ブ

ログへのレポート掲載など、派遣職員の現地で

の貴重な体験を県内にフィードバックさせる取

り組みを行いますとともに、被災地の状況把握

や派遣職員の激励のために、私を含め、現在ま

でに19名の部長及び次長級職員が現地を訪れて

いるところであります。今後とも、被災地の要

請に応じた人的支援を行いますとともに、派遣

職員へのフォローにも十分配慮してまいりたい

と考えております。

○警察本部長（加藤達也君） 警察につきまし

ては、現在、岩手県に４名の職員を長期派遣し

ておりますが、派遣先において、健康診断やス

トレスチェック等の適切なケアが行われており

ます。また、本県からも、定期的に健康状態の

確認等を行っております。短期派遣職員に対し

ては、産業医の診察や保健師の面接を受けさせ

るとともに、特に福島県への派遣職員に対して

は、放射線健康診断を受診させているところで

あり、現在、健康状態に問題のある職員はおり

ません。また、帰県時に活動状況の報告会を設
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けたり、代表者の体験座談会を警察機関誌に掲

載したりするとともに、被災地での活動状況の

写真等を展示するなどして、貴重な体験の共有

化を図っているところであります。さらに、被

災地の状況把握や派遣職員の激励のために、幹

部が現地を訪れております。今後とも、派遣職

員に対するフォローを行うとともに、被災地へ

の必要な支援を行ってまいりたいと考えており

ます。

○井上紀代子議員 被災地で頑張っておられる

職員の皆さんに敬意を表したいと思います。そ

してまた、その報告は、しっかりと各部長も、

それから知事もお受けになっていると思いま

す。３月22日にしました宮崎県議会の受け入れ

決議については、知事はどのように受けとめて

おられるのか、そこをお聞かせいただきたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 先ほど申しましたよう

に、全会一致での決議がなされたということで

ございまして、大変重く受けとめ、決議にござ

いましたように、市町村に受け入れに向けた働

きかけを行うということで、さまざまな説明

会、また現地調査などに取り組んでいるところ

でございます。

○井上紀代子議員 午前中の答弁を聞かせてい

ただきました。私どもは、県議会は、政治家の

集団なんです。ここにいるみんなはですね。で

すから、住民にとって耳ざわりの悪いことで

も、言うべきときにはしっかり言うというの

が、これが政治家集団の固まりだからこそ、県

議会はそういう決議をしたんです。知事は、そ

のことについて、どのように本当に真剣に受け

とめておられるのか、そこを再度、確認してお

きたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 議会の総意ということ

で、真摯に受けとめておるところでございま

す。今、耳ざわりの悪いこともという御指摘が

ございましたが、私がこれまで申し上げており

ますように、大変重視すべきは、受け入れ施設

の周辺の住民の皆さんの理解と協力を得て進め

ていくということが大変重要であろうというこ

とでございまして、そこに、これまで築かれて

きた信頼関係にひびが入るようなことがあって

はならない、そういう意味で丁寧に進めてきた

と。市町村とも協議しながら議論を進めてきた

ところでございます。なかなか結果が出ないと

いうことについては、その事態を真摯に重く受

けとめ、何とか前に進めてまいりたいというこ

とを思っておるところでございまして、今後と

も、真摯に議論を進めていきたいと考えており

ます。

○井上紀代子議員 私は、課題として、「災害

廃棄物の処理について県の役割は」ということ

を一つテーマとして、今回通告いたしました。

ほかの皆さんは、知事の政治姿勢というところ

で、この瓦れきの処理について求めておられる

んですね。ですから、知事が、宮崎県が、広域

処理についてのどういう役割を果たしていくの

か、そこをなぜ明確にできないのかということ

をみんな疑問に思っているわけです。ですか

ら、「ここにいる県議会議員は一般廃棄物のそ

ういうことも知らんでから、あんげなことを決

議したとか」とか「自分のところの焼却炉がな

いのに何で決議するんだ」とか、そういうレベ

ルでの議論とはちょっと違うんですね。私は女

川町に行ったんですが、そこは東京都が受け入

れをしているところです。ですから、東京都も

来ましたし、宮城県、それから環境省ももちろ

ん来ました。そして、女川町ももちろん来られ

て、全部を私と渡辺創議員と２人で行って実際
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に調べてきたんですが、問題は、その受け入れ

していくときのスキームのつくり方なんです

よ。そのスキームをつくっていくときに、例え

ば、国はどういう役割を果たして、県はどのよ

うな役割を果たして、市町村はどのような役割

を果たすか。県はその役割をどのような形で果

たしていこうとしているかというのが明確でな

いから、市町村もなかなかそれに一歩踏み込む

ということができないわけなんですよ。ですか

ら、おっしゃるとおり、市町村の、その自治体

の長さんの考え方というのを大事にしたい─

おっしゃることはわかります。私たちは大学の

講義を受けているわけではないですから、そこ

はよくわかるんですけれども、本来、今、何を

しなければならなくて、県としてはどこの役割

を果たすのかということを知事のほうから明確

にしない限りは、いつまでたっても話は進まな

いのではないかと思うんです。2014年３月なん

て、どんどんどんどん過ぎていってしまうとい

うふうに思うんですよね。一番最後になって、

もう終わってしまったころに、じゃ宮崎もとい

うふうに言われても、同じ心に寄り添うという

ことは一切できないのではないかというふうに

思っています。そして、災害廃棄物の受け入れ

の仕方についても、いろいろあると思うんです

よ。宮崎県としては、こういう受け入れじゃな

いとだめなんだということも含めて、きちんと

したスキームをつくれるかどうかという、そこ

が自治体の力だと思うんです。県の力だと思う

んです。それがないから、知事は何度マスコミ

の人から問われても、「じゃ、うちのエコク

リーンプラザはどうなっているんですか」とか

いろんな話をされても、何ら明確なお答えをさ

れたことがない。それが私どもがつらいと思う

一つの─今回、大きな声で質問させていただ

く恥ずかしさに今耐えているところなんですけ

れども……。

○知事（河野俊嗣君） 役割という話がござい

ました。国が全体の処理スキームを地元の自治

体と相談しながら、今回の広域処理のスキーム

をつくって、そして安全の基準を、その処理の

手順を示しているということかと思います。そ

して、各県知事、それから各自治体に呼びかけ

をしたということでございます。それを私ども

県知事としては受けとめて、一般廃棄物の処理

の責任を担う市町村に対して、受け入れについ

て相談を行っているということでございます。

広域自治体の県としては、そこの一般廃棄物だ

から、それは市町村だから全然知らないという

ことではなしに、大変重要なことは、どこかの

自治体が受け入れるというふうに決めまして

も、例えばそれが陸路なのか海路なのか、必ず

複数の自治体が関与することになりますので、

その自治体との調整は必要になってくるという

ふうに思っておりますし、市町村長と意見交換

をする中で、個々の市町村が判断するのは、住

民に対する説得を行う、また意見交換を行う中

でもなかなか難しい、県全体として方針を固め

るべきではないかというお話があったわけでご

ざいます。そういう意味において、県全体とし

てのコンセンサス、何とか協力できないかとい

うことを具体化するという意味でのコンセンサ

スを形成すべく、これまでもさまざまな取り組

みを行ってきた、それがまさに県の役割である

というふうに考えておりますし、これからも、

まだ国の要請は続いておりますし、それを引き

続きいろんな形で投げかけをする、それが県と

しての果たすべき役割であるというふうに考え

ておるところでございます。また、国ともいろ

んな連絡をとりながら、また、午前中も答弁を
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申し上げましたが、被災地の宮城県の知事とも

いろんな意見交換をし、情報入手をしながら、

それをまた市町村に伝えていく、それが大事だ

というふうに考えておるところでございます。

エコクリーンの話がございました。先日も宮

崎市の戸敷市長とも意見交換をさせていただき

ましたが、残念ながら、構成市町村では、今の

段階では受け入れに賛成のところはないという

ような状況でございますが、何とかその可能性

を探ることができないか、これからもしっかり

と働きかけを進めてまいりたいというふうに考

えております。もちろん瓦れきについては、そ

ういう真摯な議論を行っていくわけであります

が、それ以外の被災地・被災者支援というのも

全力で取り組んでまいりたい、そのように考え

ております。

○井上紀代子議員 今、知事がお答えになった

内容というのは、知事提案説明要旨の中で、

「県としましては、引き続き市町村との議論を

深めながら」というところの「県全体のコンセ

ンサスの形成に向けて取り組んでまいりたいと

考えております」というのが、まさに今の答弁

ということですか。

○知事（河野俊嗣君） それにもう少し説明を

加えたということで、基本的な姿勢について

は、その考え方のとおりでございます。

○井上紀代子議員 ちょっと端的な言い方をす

れば、受け入れについて賛成なんですか、反対

なんですか。知事としては、どうしたいと思っ

ておられるんですか。

○知事（河野俊嗣君） 反対とか受け入れをし

ないということは考えていないわけでありま

す。何とか協力できないかという思いでのこれ

までの議論なり検討ということでございます。

○井上紀代子議員 何か回りくどい答弁で、よ

くわからないんですが……。だから、市町村も

自分のところで決めて─私はちょっと口蹄疫

のときのことがほうふつとして、そこでつらさ

が出てくるわけですけれども。国が国が国がと

言っている間に、本来は、自分たちのところで

本当に受け入れるとするなら、安全基準も含め

てどういうものでなければならない、宮崎県と

してはこういう姿勢なんだということが何も一

切出てこないで、市町村が市町村が市町村が

と、市町村の方たちの判断だけで─だから、

市町村の方たちが判断するに足り得る県の立場

というのをはっきりとさせていただきたい、そ

う思うんです。そこをお答えいただきたいんで

す。

○知事（河野俊嗣君） 全く県としての考え方

を示していないということではありません。何

とか協力できないかという方向で検討しましょ

うということでございます。具体的にはという

ことを今、少しおっしゃいましたが、国が示し

た基準より、より厳しい県としての基準を設定

して、受け入れに向けた検討を行うことができ

るのか、そのような投げかけもしておるところ

でございますし、市町村が市町村がということ

で、判断を丸投げということではなしに、その

考え方を尊重したいということであります。し

かも、県全体としてのコンセンサスを得て進め

ていくことが、それぞれの市町村にとっても、

その物事なりの考え方、検討を進めやすいので

はないか、そのような考え方に基づいての丁寧

な議論を進めていきたいということでございま

す。

○井上紀代子議員 これで最後にさせていただ

きたいと思いますが、東京都のスキームを見て

みると、東京都の方たちは、受け入れのための

選別施設で働いている東京都の職員のために
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も、東京が雇用している方の健康のためにも、

そこには最大の放射線の被曝がないように、そ

れをやるわけですよね。そして、もし受け入れ

るとしても、受け入れるときは幾らじゃない

と、自分たちのところではこのレベルじゃない

と、絶対にだめですよということを明確にして

いるわけですよ。それでなければ、後は県と国

との話でしょうし、そういうことは一切ないと

思うんですよ、今の状況の中では。知事は一回

でもそういうところは見に行かれたんですか。

それでちょっと疑問もわくところなんですけれ

ども。現場で現実に動いているところ、現場を

見て、そして判断もされたのか、そこがちょっ

と私は疑問のわくところなんですよ。職員の方

は行かれて、現実にそこにおられて、その報告

も受けられて、部長クラスも行って、その報告

も受けられて、なおかつ知事はどういう─

今、被災地の皆さんに寄り添うとしたら、宮崎

県は何ができるというふうにお考えなんです

か。

○知事（河野俊嗣君） 私自身がそういう処理

の現場を見たところではございませんが、昨

年、現地に参りましたときに、瓦れきの状況と

いうのは見たところでございます。処理の状況

につきましては、これまでも答弁しましたとお

り、国が示した基準なり、それぞれの自治体が

示した基準を満たすような形で、安全の基準を

満たすような丁寧な作業が進められているとい

うところは改めて確認ができたところでござい

ます。ただ、問題は、その安全の基準というも

のが、住民の皆さんを初めとした安心になかな

か結びついていない。それから、今、市町村長

に呼びかけておりますのは、次の段階として必

要なのは、やはり当該施設周辺の住民の皆さん

との意見交換なり、そこの働きかけということ

でございますが、残念ながら、そこに至るまで

の安全性というものを確認できないというよう

なことが、今、市町村のスタンスであります。

これにつきましても、答弁を申し上げておりま

すが、低線量の被曝、放射線に対する安心とい

うものが、なかなか科学的に解明されていない

状況の中で、そういったリスクというものを

我々社会としてどう受けとめるかという議論が

大変重要になってくるというふうに思っており

ますので、引き続き、そういう意味での市町村

との意見交換も進めてまいりたいというふうに

思っておりますし、そういう次のプロセスに進

む努力というのを何とかこれからも取り組んで

まいりたい、そのように考えております。

○井上紀代子議員 やはり首長というのは、そ

れだけの力を、権限をお持ちなわけですから、

リーダーシップというのを今後も期待していき

たいと思う。決して県議会と知事との関係が、

そういう意味では瓦れきのようにならないよう

に期待をしたいと思っています。

それでは、次に移りたいと思います。５月に

大変貴重な時間をいただきました。プラチナ構

想ネットワーク会長、そして三菱総研理事長、

東京大学総長顧問であります小宮山宏さんの講

演を聞くことができました。「日本再創造～

「プラチナ社会」の実現を目指して」というも

のでした。内容は２つに分かれておりまして、

１つは、基本的な考え方として21世紀の代表的

な４つの視点、人工物の飽和、エネルギー転

換、化石資源から省エネ・新エネへ、それから

長寿化と少子化、再び人口に比例するＧＤＰへ

ということ、それから２つ目は、日本の戦略と

して日本再発見、ビジョンとしてのプラチナ社

会、エネルギー資源戦略、東北にプラチナ社会

をつくる、この非常に貴重な講演をいただいた
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ところです。それで、プラチナ構想ネットワー

クに宮崎県も入っていればいいのになというふ

うに思いましたが、残念ながら入っておりませ

んでした。それで、新エネルギーについてお尋

ねをいたしたいと思います。

日本のエネルギー自給率はわずか４％で、そ

こで注目されているのが、太陽光、風力、バイ

オマスなどの再生可能エネルギーです。震災に

伴う原発事故を機に、大規模で集中的な発電の

弱さが課題になりました。また、輸入に頼る化

石燃料の価格上昇が各産業の負担になっている

問題もあります。分散型・地産地消で無限にあ

るエネルギーの利用は、災害の備えとなり、国

の富の流出を防ぐ意味でも重要です。御存じの

とおり、昨年８月に成立した「電気事業者によ

る再生可能エネルギー電気の調達に関する特別

措置法」は、再生可能エネルギー源（太陽光、

風力、水力、地熱、バイオマス）によって発電

した電気を、一定の期間・価格で買い取ること

を電気事業者に義務づけるもので、７月１日か

らいよいよ制度がスタートします。再生可能エ

ネルギーは、エネルギー政策上、重要な位置づ

けを有する一方で、ほかのエネルギーに比べて

コストや安定性の面で課題が存在することも事

実です。再生可能エネルギーで発電された電気

を一定期間、固定価格で買い取ることを電気事

業者に義務づけることによって、コスト回収の

見通しを立てやすくし、より多くの人が設置し

やすくなる環境をつくるための制度が、固定価

格買取制度だというふうに私は思っています。

買い取り価格も期待できるとするなら、このま

ま進めば、民間参入も見通しが立ちそうです

し、再生可能エネルギーは、宮崎県の地域環境

によっては大変有利だというふうに思います。

それで、今回策定予定の新エネルギービジョン

と現ビジョンとの方向性の違いについて、まず

伺っておきたいと思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 現ビジョンに

おきましては、地球温暖化問題への対応や資源

循環型社会への対応等を基本的な方向性とし

て、新エネルギーの導入促進を図ってきたとこ

ろであります。そのような中、昨年発生した東

日本大震災を受けて、大規模災害時において地

域へ安定的に供給でき、また、環境に優しく安

心なエネルギー源として、新エネルギーへの関

心や期待が高まっております。現在、骨子を検

討している段階でございますけれども、このよ

うな状況の変化から、今回策定する新エネル

ギービジョンには、現ビジョンの基本的方向性

に加えまして、新エネルギーのさらなる導入促

進により、災害に強いエネルギーシステムの構

築を図っていくことを大きな柱として盛り込

み、策定を進めてまいりたいと考えておりま

す。

○井上紀代子議員 それでは、新エネルギービ

ジョンを策定するに当たって、県民、それから

事業者の意見を聞くことは大変重要だと思って

おりますが、どのような体制で策定するのか、

お伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 新エネルギー

ビジョンの策定に当たりましては、各分野の団

体や学識経験者等で構成する策定検討委員会に

おいて、専門的な立場から御意見をいただくと

ともに、市町村と意見交換を行いながら、県民

・事業者へのアンケートやパブリックコメント

を実施し、幅広く御意見をお伺いすることとし

ております。また、県議会に対しましても御報

告させていただきながら、今年度中の策定に向

けて作業を進めてまいりたいと考えておりま

す。
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○井上紀代子議員 それでは次に、住宅用の太

陽光発電の導入のことについてお伺いします。

導入を促進するということは大変重要なことだ

と思いますが、県は今後どのような取り組みを

されるのか、お伺いいたします。

そしてまた、同時にこれは県産材を利用する

と補助金がちょっと違うと、そういう大変おい

しいところもあるわけですが、これまでの実績

と、今年度の申し込み件数及び今後の目標につ

いて、重ねてお尋ねしておきたいと思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 住宅用太陽光

発電につきましては、国の補助制度に合わせま

して、平成21年度から補助や融資の制度を創設

し、その導入を促進してきたところでございま

す。その世帯普及率は、平成20年度の2.36％か

ら、平成23年度は4.34％に増加してきておりま

す。太陽光発電については、日照条件など、本

県の高いポテンシャルを活用した新エネルギー

の大きな柱であると考えておりますので、これ

までの事業の成果等を検証しながら、今後の取

り組みについて検討してまいりたいと考えてお

ります。

また、県産材の利用でございますけれども、

県産材の利用を促進するため、平成23年度から

県産材を構造材の80％以上使用した新築木造住

宅に太陽光発電システムを設置した場合、補助

の上限額を２万円増額しているところでござい

ます。その実績は、平成23年度の補助件数2,287

件のうち、6.4％に当たる147件となっておりま

す。また、本年６月７日現在の受け付け件数

は1,042件であり、そのうち補助対象が54件

で5.4％程度でございます。今年度は前年以上の

件数となるよう、一層のＰＲに努めてまいりた

いと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ県産材の利用を進める

ためにも、もっと宣伝をしていただけたらとい

うふうに思っています。

次に、固定価格買取制度の７月の施行によっ

て、本県でもメガソーラーの立地が進むと思わ

れますが、問題は、これは、ただ、どこでも

やっていただけばいいということではないの

で、九州電力さんの送配電網の接続とか、そう

いう点で、いろいろな意味での協議が必要に

なってくると思うんですけれども、懸念される

課題とその対応策について、県の考えをお聞か

せいただきたいと思います。

○総合政策部長（稲用博美君） メガソーラー

の立地に当たりましては、今お話にありました

ように、九州電力の送配電網への接続、このた

めの協議がまず必要であります。また、実際の

接続に当たりましては、高圧線の強化あるいは

電圧調整機器の導入等にかかります費用負担の

発生など、そういうさまざまな課題があるとこ

ろであります。このために、県では、九州経済

産業局や九州電力の御協力をいただきまして、

発電事業に関心のあります県内企業や市町村の

担当者等を対象にしまして、６月６日に説明会

を開催いたしました。７月から施行されます

「再生可能エネルギー固定価格買取制度」の内

容あるいはメガソーラーの現状と課題、そして

九州電力との協議の進め方など、発電事業に取

り組む際に必要となる情報の提供を行ったとこ

ろであります。県といたしましては、今後も、

国の動き、取り組みを注視しながら、企業等へ

の周知を図っていきたいというふうに考えてお

ります。

○井上紀代子議員 そしてまた、ことしの夏を

迎えるには、今まで東京電力の福島の事故等を

踏まえて、私どもは電力に頼りながら生活して

きたというのは事実でして─とは言いつつ、
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例えば脱原発を言う方もいらっしゃいますし、

なぜ稼働させるのかと言う方もいらっしゃるわ

けですが、いろんな意味で、今まで電力に頼り

切っていた生活を改めていく、見直していく、

そして自分たちでできる、節電も含めてそうで

すけれども、電力に頼り切りの生活から、ある

程度自分たちの中でエコを考えつつ生活できる

ということをしていかなければいけないのでは

ないかというふうに思います。つまり、節電に

関して、家庭や職場、これまでの生活のあり方

を見直していくことが大事だというふうに思っ

ておりますが、それについて、どのように考

え、また啓蒙していかれるのか、お聞かせいた

だきたいと思います。

○総合政策部長（稲用博美君） 県民・事業者

の皆様には、これまでも省エネ、節電に取り組

んでいただいておりますが、特にこの夏、電力

不足が懸念されております。より一層の節電、

電力利用の見直しに御協力をいただく必要があ

るというふうに思っております。県といたしま

しては、県自体、一事業体として率先して節電

に取り組むとともに、県民や事業者の皆様に対

しまして、家庭や職場での具体的な節電事例を

明示した「節電メニュー」などを、県の広報媒

体やさまざまな機会を通じて発信してまいりた

いというふうに考えております。今、議員のほ

うからのお話にありました生活のあり方の見直

しということも、大切なことであるというふう

に思います。夏ですので、健康ということにつ

いては十分留意しながらも、便利さとか快適さ

ばかりを求めるというような生活スタイルを考

え直し、忘れがちな電気の大切さということを

実感するきっかけにもなるというふうに考えて

おります。

○井上紀代子議員 それから、もう一つ、小水

力発電事業の取り組み状況をお聞かせいただき

たいと思っていますが、農政のほうは午前中に

答弁を聞かせていただきましたので、企業局に

おける小水力発電の取り組み状況についてお尋

ねしておきたいと思います。

○企業局長（濵砂公一君） 企業局におきまし

ては、昨年の原発事故を受けたエネルギー情勢

の変化など、最近の再生可能エネルギー開発促

進の流れを追い風といたしまして、これまで

培ってきた企業局の技術やノウハウを生かせる

小水力発電に積極的に取り組んでいるところで

ございます。今後の新規開発の有望地点といた

しましては、治水ダムを新たに発電に利用する

観点から日南ダムを、また、河川維持放流水を

活用する観点からは、本年４月に既に運転開始

した祝子第二発電所がございますけれども、こ

れに引き続き、綾北ダムを次の候補地として考

えておりまして、現在、必要な調査や関係機関

との協議を進めているところでございます。ま

た、市町村等の計画する農業用水等を利用した

小水力発電につきましても、農政水産部と連携

して、流量観測あるいは可能性調査など、技術

面からの支援を行っているところでございま

す。私どもといたしましては、このような取り

組みを通じまして、県内の小水力発電の開発を

積極的に推進してまいりたいというふうに考え

ております。

○井上紀代子議員 大変おもしろい取り組みで

すし、これからも知恵を出しながらというか、

工夫しながらやっていただくことを期待したい

というふうに思います。

次に、記紀編さん1300年記念事業のことにつ

きましてお尋ねしたいと思います。まず、これ

は、私ども新みやざきは島根県にも行ってまい

りましたし、いろんな意味で記紀編さん1300年
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記念事業を、どうやったら県民の皆さんも参加

しつつ、楽しみながら、そこがまたある意味で

観光の大きな売りになり、そして農政にも波及

し、いろんなことに波及していけるか、行った

新みやざきのメンバーと図師議員と一緒になっ

ていろいろな議論をし、大盛り上がりで島根県

でいろんな勉強もさせていただきました。最初

３人ぐらいで出発した島根県の取り組みも、今

や60人体制でやっておられるということで、私

どもとはまだまだ差があるのだなということを

実感した次第です。ただ、私は、この記念事業

を「ふるさと再発見」─改めてこの宮崎とい

うところを宮崎県民の皆さんに知っていただい

て、そして改めて好きになってもらって愛して

もらって、そこから何かが発信できるとした

ら、もっともっと宮崎の強さというか潜在力と

いうのは発揮できるのではないかというふうに

大変期待もしています。だからこそ、動かし

方、つくり方というのを、ぜひ私は期待したい

と思います。初日の私ども新みやざきの代表の

西村議員にお答えになった内容を聞いておりま

して、そんなふうに知事は考えておられたんだ

なということを、改めてしっかりと受けとめさ

せていただきましたので、そこをどのように今

後つくっていかれるのか、お伺いしておきたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、古事

記編さん1300年という機会をとらえて、改めて

宮崎の歴史的・文化的な資源、宝というものを

見詰め直す、まさに「ディスカバー宮崎」とい

う表現もしておったりするわけでありますが、

今、御指摘がありましたように、再発見の機会

とすべき大変重要な時期であろうというふうに

考えております。県民の皆さんと話をしても、

また県出身で県外で活躍しておられる方も、古

事記というものと我々が日ごろ親しんでいるい

ろんなものが、そんなに結びついていたのかと

いうことを知らなかったという声が大変多く聞

かれるところでございます。したがいまして、

数々のイベントなり講演会なり研修会なり、そ

ういうものを通して、まずは県民の理解促進を

図っていきたいという、結構地道かもしれませ

んが、実はこの足元を固めるということが大変

重要であろうかと考えております。そういう中

で、一方では外に向けて発信していく、これも

大変重要でございますので、秋に向けて、さま

ざまな核となるイベントも今検討しておるとこ

ろでございます。そういう推進体制としまし

て、先日─県だけでこれはやる話ではありま

せん。市町村、それから経済団体と一緒になり

ながら、記紀編さん1300年記念事業の推進協議

会の体制も整えたところでございまして、今そ

れぞれの市町村での、例えば日向であればお船

出のことをアピールしていこうというような取

り組みが、それぞれ進みつつあるところでござ

います。そういったところを、どんどんその輪

を広げていって、県全体の盛り上がりにしてい

き、また、長いスパンでとらえて、地に足をつ

けた取り組みというものを進めてまいりたい、

そのように考えています。

○井上紀代子議員 実は島根県に行ってみまし

た。島根県は「神話博しまね」を予定しておら

れるので、取り組みの仕方というのがまた

ちょっと違うんですね。それでありながらも、

先日の宮崎日日新聞によりますと、溝口善兵衛

知事は、まだまだ不十分だと、県民に対するあ

れがまだ自分たちは足りないと、だからこそ、

いろんなホテルの方だとかタクシーの運転手の

皆さんだとかに直接呼びかけて、その方たちの

力をかりているというふうにおっしゃっており
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ました。確かに、私どもは先に取り組んだわけ

じゃなくて、ちょっとのっかかっていくところ

もあるわけですが、古事記と関係の深い他県と

の連携─だから、まず最初に人を動かすとし

たら、そこから動かさざるを得ないところもあ

ると思うんですね。それと、九州圏の地域の皆

さんのお力をかりたいと思いますが、それはど

のような取り組みをされるんでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） まさにそういう関係の

島根なり奈良、縁が深いところでございます

が、そういう県との関係は決して競合する関係

ではありません。高天原から、出雲神話から、

日向神話から、そこをずっとつながっていく話

でありますので、島根にしても奈良にしても、

取り組みをすればするほど、日向神話というも

のも浮かび上がってくるし、それにのっかるよ

うな形で、我々としても努力をしなければいけ

ませんし、お互いがそういう連携の意識を高め

ていくことは、大変重要なことであろうかとい

うふうに考えております。先ほど申しました秋

口の核となるイベントでは、「古事記ゆかりの

ご当地グルメまつり」ということを、島根から

奈良から招いて、ひとつ盛り上げを図りたいと

いうふうに考えておりますし、「神話博しま

ね」では、例えば本県のブースを展示すると

か、共同で首都圏でシンポジウムを開催するな

ど、いろんなことを計画しておるところでござ

いまして、いろんなアイデアも、もっともっと

出せるというふうに考えておるところでござい

ます。また、九州の内部でという話がございま

した。これは九州観光推進機構と協働いたしま

して、東京、大阪、福岡などの大都市部におい

て、旅行会社向けのプロモーション活動を実施

したり、熊本、鹿児島、宮崎という南九州３県

が一体となった関西での誘客活動に取り組んで

いるところでございまして、引き続き、そうい

う連携・協働をキーワードとしながら盛り上げ

てまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 今回取り組まれた中で大変

おもしろいと思ったのが、神話巡りワンコイン

ツアーです。これは、バス業者の皆さんからも

お手伝いをいただかないといけませんし、旅館

・ホテル業の皆さんからもお手伝いをいただか

ないといけませんし、県民の皆さん全体が乗っ

ていただけるような、そういうのをやっていか

ないといけないと思うんですね。これまでの実

施状況というのをどんなふうに把握されている

か、また今後の展開というのをお伺いしたいと

思います。実は、私の毎回行っておりますミス

テリーツアーは、今回は副議長のいらっしゃる

えびのの方向、西の方向に行かせていただい

て、大型バス１台だったんですが、みんなで、

私もワンコインのチラシをまきまして、ぜひ一

回乗ってくださいと、そしてまた、私たちにそ

の意見を聞かせてくださいということをお願い

したばかりなんです。まだまだ実施されており

ませんが、今後の展開をお伺いしておきたいと

思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ワンコイ

ンツアーにつきましては、ことしは1300年とい

う節目の年でありますことから、古事記の舞台

である本県の神話の魅力を最大限に活用した誘

客を図るため、みやざき観光コンベンション協

会において、本年１月から土曜・日曜・祝日を

中心に、まず、宮崎・西都の神話ゆかりの地を

めぐるコースでスタートしております。さら

に、４月からは、新たに日向・高千穂を加えた

２コースで実施しておりますが、大手旅行会社

の旅行商品にも組み込まれ、毎回ほぼ満席の利

用状況にあり、また利用者へのアンケートを実
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施しているんですが、その調査結果からも、こ

の取り組みや神話についての説明をいただいて

いるボランティアガイドについて、高い評価を

受けているところであります。県といたしまし

ては、今後とも、より高い利用者の満足度が得

られるよう、アンケート結果等も踏まえ、新た

なコースの開拓や地元ガイドの養成などについ

て、観光コンベンション協会とも連携しながら

取り組んでまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひこのことについては、

今、一事業者ですけれども、ほかのバス事業者

の皆さんからのアイデアとかも入れていただい

て、いろんなことを、試験的にも含めてそうで

すけれども、やってみていただきたいというふ

うに思います。拡大をしていただけたらと思い

ます。

次は、青島の振興について、県の姿勢を伺い

たいと思います。これは私のテーマでもありま

すが、青島というところを本当にあのままほっ

ておいてはいけないと思うんですよ。記紀編さ

ん1300年の中でも、青島神社というのは大きな

また力も持っておりますので、ここについて県

の姿勢を知事にお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 青島に関しまして、最

近、ブルーアイランドリゾート社の旧橘ホテル

跡地の再開発断念という残念なニュースがあっ

たところでございます。期待をしておったとこ

ろでございますが、ただ、廃墟と化しておりま

した建物自体は撤去された、半歩前進ではない

かという思いのもとに、今後とも、今、御指摘

がありましたように、本県にとって非常に重要

な観光スポットでありますし、まさに古事記編

さん1300年ということしに当たり、一つの大き

な舞台であるというふうに考えております。１

月に裸まいりに参加させていただきましたけれ

ども、あれも寒いときにみそぎをするというだ

けでとらえるのではなしに、山幸彦が海神宮に

行って、それを帰るのを村人が着のみ着のまま

迎えに行ったんだ、それに由来するものだよと

いうふうに、古事記というフィルターを通して

見ると、もっともっとその魅力というものが増

してくる、そのように考えております。したが

いまして、ことしという機会をとらえて、もっ

ともっとその魅力をアピールすることが大事だ

というふうに思っておりますし、今、県が取り

組んでいるものとしましては、マリンスポーツ

を生かした「波旅」、恋や愛にちなんだスポッ

トをめぐる「恋旅」、それから季節の花を楽し

みながら観光地をめぐる「花旅」、こういった

ものがすべて青島には重なる部分があるところ

でありまして、まさに本県における一つの重要

な観光スポットであるというふうに考えておる

ところでございます。宮崎市において、平成20

年に策定された「青島地域活性化基本計画」に

基づいて、さまざまな取り組みが進められてお

るということでございますが、県としても積極

的に協力しながら、県全体としても、そういう

大変重要な位置づけである青島の振興にも取り

組んでまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 ぜひ一層の取り組みを要望

しておきたいと思います。

次に、県立病院についてお尋ねをしたいと思

います。

県立病院は、災害拠点病院として、宮崎県内

ありとあらゆることが非常に期待をされている

わけですけれども、災害拠点病院としての機能

強化をどのように図っていかれるおつもりなの

か、病院局長にお尋ねしておきたいと思いま

す。

○病院局長（渡邊亮一君） さきの東日本大震
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災では、災害医療の拠点となるべき病院自体が

壊滅的な被害を受けまして、その後の医療・救

護活動に大きな支障を来したところもございま

した。このような状況を踏まえまして、病院局

では、防災力向上の観点から、津波や水害等の

災害時における診療機能の維持のため、各県立

病院において非常用発電設備を高層階に増設す

る工事等を、今年度、約３億4,000万円かけて実

施することとしております。また、昨年度に

は、ＤＭＡＴを、県立宮崎病院、日南病院に次

いで県立延岡病院にも編成するとともに、災害

時の通信手段の確保を図るため、衛星電話の整

備を行ったところでございます。３つの県立病

院はいずれも災害拠点病院でございまして、中

でも、県立宮崎病院は基幹災害拠点病院に指定

されております。それぞれ海抜や海岸からの距

離等の立地条件も異なりますので、そのような

ことを念頭に置きながら、必要な診療機能の確

保、施設設備の充実に努めてまいりたいと考え

ております。

○井上紀代子議員 今、病院局長からの答弁が

ありましたとおり、この３つの病院は、海抜や

海岸からの距離等の立地条件というのが、本当

にこれで安全なのだろうかと思わせる部分が幾

つかあるわけです。特に私が住んでおります宮

崎市の県立宮崎病院は、大淀川の浸水地域に位

置しておりますが、診療機能確保のために、ど

のように今後対策を講じられるおつもりなの

か、ぜひ病院局長にお聞かせいただきたいと思

います。

○病院局長（渡邊亮一君） 県立宮崎病院でご

ざいますが、標高６メーター、大淀川との距離

が約１キロという立地状況でございまして、平

成17年の台風14号災害を教訓に、平成21年度に

外部出入り口に浸水対策用の防水壁を設置する

など、その対策を講じてきたところでございま

す。また、先ほど答弁しましたように、今年

度、非常用発電設備を高層階に増設することと

しております。しかしながら、県立宮崎病院

は、宮崎大学医学部附属病院と並び、災害時に

は県全体の中核となる基幹災害拠点病院でござ

います。入院患者等の安全という視点はもちろ

んでございますが、先般の東日本大震災のよう

な想定外の災害の中でも、機能不全に陥ること

なく、救急患者の積極的な受け入れや地域の医

療機関への支援など、その力を発揮できるかど

うかは大きな課題でございます。災害の想定を

どこまで考えるかでその対応は異なると思いま

すが、基幹災害拠点病院としての機能の確保と

いう観点から、改めてそのあり方について、現

在検討を行っているところでございます。

○井上紀代子議員 ぜひこのあり方について

は、検討でいいのかどうかわかりませんが、検

討し研究も続けていただきたいと思います。そ

して、しっかりとした対策をとるべき内容だと

いうふうに思いますので、それは病院局長に要

請しておきたいと思いますし、知事にもその受

けとめをしていただきたいというふうに思って

おります。

それでは次に、就労支援について、ぜひ教育

長にお尋ねしたいと思います。

実はほかのもしようと思ったんですけれど

も、時間が余りありませんので、中学校の就職

支援については、また後でお聞かせいただきた

いと思います。

実は今、非常に心配しておりますのは、特別

支援学校において、生徒が地域の施設とかいろ

んな企業等で職場体験とか実習を行う際、学校

が事前に職場環境とか業務内容を把握すること

を、本当はしなければならないし、先生方も実
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際に見に行って、そこで自分は生徒たちに何を

伝え、そして生徒たちにどういうふうに言った

場合に、それが本当にこの子に向いているの

か、だれちゃんに向いているのかということと

かが本当になされているのか、ちょっと心配を

しています。それについては、今、教育委員会

ではどのように取り組まれているのかお聞かせ

いただきたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 今おっしゃったよう

な例が一例でもあるとすれば、早急に改善しな

ければならないと思いますが、特別支援学校に

おきましては、卒業後の具体的な進路を想定さ

せ、働くことの大切さや喜び、厳しさなどを体

験する機会として、職場体験や地域の企業等に

おける実習に取り組ませているところでありま

す。実習に当たりましては、進路指導主事等が

事前に受け入れ企業等を訪問し、障がいのある

生徒の実態を企業に十分理解していただくよう

努めるとともに、安全上の留意点や職場の決ま

り、作業工程や必要な技能など、職場環境や業

務内容についてしっかり把握し、生徒への事前

学習を行うなど、効果的な実習ができるよう配

慮しているところであります。また、学校での

作業学習と校外での実習との連携を深めるた

め、講師として企業の方を招聘し、作業学習の

あり方についても改善を図る取り組みを行って

いるところであります。今のようなお話もしっ

かりと踏まえまして、今後、学校が地域の企業

や関係機関と緊密に連携を図るように十分指導

していきたいと思います。

○井上紀代子議員 ぜひお願いしたいと思いま

す。就労支援をしていくときに、特別支援学校

の方たちというのは、普通の企業に行かれるの

とちょっと違うところがいっぱいあるわけです

ね。例えば喫茶業務につかれる場合は、お客様

がいらっしゃって席に座られるまで、「いらっ

しゃいませ」と言ってしっかりと立っておくと

いう、この立っているという時間を、子供たち

が十分受けとめることができるかどうかという

のは、それが一つ学校の訓練として大変必要な

内容になるわけですね。それからお水をお持ち

し、お客様にというふうにしなければいけない

わけなんですけれども、まず最初は、立ってお

客様が座られるまで待つということができなけ

ればいけないわけなんですよ。学校の先生方は

そういうところが余りよくわかっておられない

のか。だから、本当に何を求められているのか

ということをしっかりと先生方もつかんだ上

で、いろんな学校の中でする訓練等もやってい

ただければというふうに期待しておりますの

で、ぜひよろしくお願いしたいと思います。

続いて、福祉保健部長にお尋ねしたいと思い

ますが、障害福祉サービス事業所の清掃業務と

かが大変今、例えばいろんな意味でここは注目

されています。それで、いろんな施設の方が一

つのところをめぐって、入札とかも含めてそう

ですけれども、たたき合いになっている部分も

あるわけですね。できましたら、そのこととい

うのは、そこに入っておられる皆さんの日当と

いうか賃金にはね返っていくわけですから、や

はりそこが安くなれば、皆さんが受け取られる

お金というのはどんどん少なくなっていくとい

うことになりますので、受注の拡大をどう図っ

ていくのかというのは、それを施設の皆さんや

そういう就労支援をされている皆さんのところ

にお任せするのではなく、ある意味、力を注ぐ

必要があるのではないかと思いますが、それに

ついては、部長、どのようなお考えをお持ちで

しょうか。

○福祉保健部長（土持正弘君） まず、官公需
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のほうの状況を申し上げたいと思います。県、

市町村等からの障害福祉サービス事業所へ発注

されます官公需の実績でございますけれども、

平成23年度の、清掃業務だけではなくて物品提

供も含めた受注総額が約7,300万円、そのうち清

掃業務など役務提供による受注額が5,300万円と

いうふうになっているところでございます。役

務の提供につきましては、22年度からいたしま

すと、22％伸びているという状況でございま

す。議員がおっしゃいました今後の受注拡大に

ついてでございますが、現在、新たな工賃向上

計画を策定しているところでございまして、新

たな視点といたしまして、ただいま申し上げま

したような市町村における従前の随意契約によ

る優先発注としての官公需の拡大、それから地

元商工団体との連携など、積極的な支援への取

り組みを盛り込むこととしておりまして、計画

策定後は、県、市町村及び関係機関が一体と

なって、事業所の受注拡大に取り組んでまいり

たいというふうに考えております。以上でござ

います。

○井上紀代子議員 それでは最後に、宮崎県の

農業振興について、農政水産部長にお尋ねをい

たします。

国では、我が国の食料・農業・農村政策の指

針となる「食料・農業・農村基本計画」の見直

しが行われて、戸別所得補償制度の導入を初め

とする農政の大転換が進められています。今後

は、戸別所得補償制度の本格的な導入、品質と

安全・安心といったニーズに対応した生産体制

への転換、６次産業化による活力ある農山魚村

の再生の３つの政策を基本に、「食」と「地

域」の早急な再生が図られようとしています。

６月議会直前に会派調査で農林水産省へ伺っ

て、「各地域の人と農地の問題解決に向けた施

策」、人・農地プラン、新規就農、農地集積に

ついて、意見交換をしてきました。今、私ども

は、口蹄疫からの再生と復興、そして高病原性

鳥インフルエンザの多発、新燃岳の火山活動か

ら宮崎県の農業が受けた被害を、どう再生・復

興していくかということが課題だと思うんです

ね。しかし、これはピンチはチャンスととらえ

て、農業政策にこれまで以上に選択と集中が求

められて、地方分権・規制緩和が推進され、地

方の役割が大きく変化したととらえるべきでは

ないかというふうに思っています。そこで、私

は、宮崎県の担い手の高齢化や減少が見込まれ

る中、農業農村を支える担い手として期待され

る新規参入者や女性農業者の将来像、その育成

対策について伺いたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 県といたしま

しては、厳しい情勢の中でも本県農業を持続的

に発展させる観点から、平成32年には840の農業

法人と8,000戸の主業農業が農業生産の大宗を担

う姿を展望しております。一方、担い手の高齢

化は一層進行することが見込まれ、意欲ある若

い就農者や女性農業者の存在が、ますます重要

になってくると認識しております。新規就農者

につきましては、年間380人の目標を掲げており

ますが、非農家出身者の就農や農業法人への就

職を目指す方が増加傾向にあり、多様なルート

による就農が円滑に進むよう、本年度からス

タートいたします青年就農給付金事業等も活用

しつつ、研修から定着までのきめ細かで一貫し

た支援を強化してまいります。また、農業経営

のパートナーや６次産業化のキーパーソンとし

ても大きく期待されます女性農業者の育成につ

きましても、経営発展に意欲的な女性のネット

ワークづくりや研修会の開催等により、女性が

活躍しやすい環境づくりを進めてまいります。
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今後とも、農業生産の核となる農業法人や認定

農業者の育成を進める中で、新規就農者や女性

農業者など、バランスのとれた多様な担い手を

確保することで、農業の新たな成長産業化をさ

らに加速してまいりたいと考えております。

○井上紀代子議員 山形ガールズ農業とか東京

渋谷のガールズ、こういうのをイメージして、

ぜひ頑張っていただきたいと思います。

次に、儲かる農業を実現するための今後の農

業の方向性と、それをどのように進めようとさ

れているのかお伺いしておきます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業を取り巻

く情勢は、長引く農産物の価格低迷、また燃油

・飼料価格の高騰に加えまして、国際競争の激

しさも増し、大変厳しい状況にございますが、

儲かる農業実現のためには、既成概念にとらわ

れない大胆な変革が必要であると考えておりま

す。昨年度策定いたしました第七次長期計画に

おいては、本県農業を雇用と付加価値を創出し

続ける新たな成長産業とするという観点から、

農地などの経営資源の担い手への継承、またフ

ル活用、他産業との連携や６次産業化による農

産物の高付加価値化、さらには、東アジアを

ターゲットとした農産物の輸出拡大などを重点

的な課題として挙げております。これらの課題

に対応した具体的な施策としては、今年度は、

人・農地プランの策定による担い手の明確化と

農地集積の促進、６次産業化のワンストップ窓

口の設置や経営の多角化に向けた施設整備の促

進、生産者が輸出メリットを実感できるような

宮崎からの新たな輸出ルートづくりなどに取り

組んでおりますが、今後とも、関係機関の協力

も得ながら、さらに取り組みを加速させ、儲か

る農業の実現に向けて全力を尽くしてまいりた

いと考えております。

○井上紀代子議員 24年度の新規予算の説明を

受けたときに、最高に楽しかったのは、この農

政の説明でした。今議会で知事から、岩戸開き

の年にしたいというお話を聞かせていただきま

した。私は今回、災害廃棄物の処理の問題とか

防災、古事記編さん1300年の取り組み、新エネ

ルギー対策、それから農業による雇用の拡大を

展望できる農業の構造改革等々、政策的に創意

工夫、熱意があれば、そしてそれが何よりも県

民総力戦で取り組むことができれば、これは非

常に宮崎にとってみれば、課題としては大きく

もあるけれども、楽しみなものだというふうに

思っています。ことしの年初めに、青島の裸ま

いりで、知事が本当によろいもなく飾りもなく

裸で立っておられたその姿が、県民のリーダー

たるタヂカラオノミコト、岩戸を開いたタヂカ

ラオノミコトのごとくあるべきだというふうに

思いますし、そうあっていただきたい。そのこ

とを希望いたしまして、私の質問を終わらせて

いただきたいと思います。ありがとうございま

した。（拍手）

○外山三博議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

あすの本会議は、午前10時開会、本日に引き

続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後３時６分散会
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午前 10時０分開議

出 席 議 員（39名）
1番 有 岡 浩 一 （郷 中 の 会）

2番 重 松 幸次郎 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

3番 図 師 博 規 （日 日 新）

4番 渡 辺 創 （新みやざき）

5番 黒 木 正 一 （自由民主党）

6番 松 村 悟 郎 （ 同 ）

7番 内 村 仁 子 （ 同 ）

8番 岩 下 斌 彦 （ 同 ）

9番 後 藤 哲 朗 （ 同 ）

10番 右 松 隆 央 （ 同 ）

11番 二 見 康 之 （ 同 ）

12番 清 山 知 憲 （ 同 ）

13番 外 山 三 博 （ 同 ）

14番 河 野 哲 也 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

15番 髙 橋 透 （社会民主党宮崎県議団）

16番 太 田 清 海 （ 同 ）

17番 田 口 雄 二 （新みやざき）

18番 西 村 賢 （ 同 ）

19番 星 原 透 （自由民主党）

20番 蓬 原 正 三 （ 同 ）

21番 井 本 英 雄 （ 同 ）

22番 横 田 照 夫 （ 同 ）

23番 宮 原 義 久 （ 同 ）

24番 十 屋 幸 平 （ 同 ）

25番 押 川 修一郎 （ 同 ）

26番 山 下 博 三 （ 同 ）

27番 前屋敷 恵 美 （日本共産党宮崎県議会議員団）

28番 新 見 昌 安 （公 明 党 宮 崎 県 議 団）

29番 鳥 飼 謙 二 （社会民主党宮崎県議団）

30番 井 上 紀代子 （新みやざき）

31番 徳 重 忠 夫 （ 同 ）

32番 緒 嶋 雅 晃 （自由民主党）

33番 外 山 衛 （ 同 ）

34番 中 野 廣 明 （ 同 ）

35番 丸 山 裕次郎 （ 同 ）

36番 福 田 作 弥 （ 同 ）

37番 坂 口 博 美 （ 同 ）

38番 中 村 幸 一 （ 同 ）

39番 中 野 一 則 （ 同 ）
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◎ 一般質問

○中野一則副議長 ただいまの出席議員37名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、内

村仁子議員。

○内村仁子議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。まず、質問に入ります前に、長年、

本県の教育振興に御尽力いただきました元教育

長の児玉郁夫先生が御逝去されました。私の夫

の恩師でもあります。今までの御功績に対しま

して、心から御冥福をお祈り申し上げたいと思

います。

本日は雨の中、傍聴に、私の友達、そして今

度の一般質問での関係の方がおいでいただいて

おります。いつもありがとうございます。それ

では、質問に入らせていただきます。今議会で

も、私の定番、女性の立場から生活に密着した

小さな声を届けるために、多くの質問をしてま

いります。私たち全国の自民党女性議員は、こ

とし４月に東京での政策研修会後、福島県いわ

き市に行き、震災１年後の姿を目の当たりにし

てきました。東日本大震災から13カ月経過して

も、復興の兆しは見えず、仮設住宅での不自由

な生活をしておられます。瓦れきの山は減ら

ず、地域ぐるみの被災の惨状を再度肌で感じて

まいりました。跡形もなく流された家屋のコン

クリートの基礎部分だけが残り、遺族の方で

しょうか、花を手向けておられました。その痛

ましい家屋の基礎のすき間からは、白いニラバ

ナがひっそりと咲いていました。日本のたくま

しさ、強さを感じ、いつかきっとこの地に人の

声が返ってくることを確信いたしました。案内

してくださった福島県議の方が全国からの支援

に礼を言われ、「もうカンパによる支援は終わ

りました。これからは被災した地域の物産を

買って支援をしてほしい」と雇用につながるこ

とを語られました。谷垣自民党総裁も来られ、

私たちは、福島県の多くの方と交流を重ね、み

んなで東北の物産を買って帰りました。瓦れき

処理の進まない現状、気の毒な状態は１年たっ

ても変わっていません。平穏に暮らせる地域に

住めることを感謝しながら、通告に従い質問し

てまいります。

まず、知事にお尋ねします。１点目に、知事

は、九州広域行政機構について、どのような思

いのもと、九州知事会でどのような発言をされ

たのかお尋ねします。この会議は非公開のため

に、記者発表された記事だけでしかわかりませ

んので、お尋ねいたします。

２点目に、現在検討されています九州広域行

政機構について、私たちが一番心配しているの

が九州整備局の廃止についてであり、知事は、

九州で一番おくれ取り残されている宮崎県の社

会基盤、特に道路事情を踏まえ、どのように考

えておられるのかお尋ねします。

３点目に、先日の定例記者会見で、ＷＢＣ野

球のキャンプ誘致を進めたいとの発言がありま

した。前回のキャンプでは、24万人が訪れるな

ど、大きな経済効果があったとのことです。プ

ロ野球のトップ選手のプレーは、多くの県民に

夢と希望を与えてくれるものです。ぜひ頑張っ

てほしいと思います。そこでまず、「スポーツ

ランドみやざき」について、知事はどのような

見解を持っておられるか質問いたします。

関連しまして、県有のスポーツ施設が宮崎市

に集中していることについて、知事の考えをお

平成24年６月15日(金)
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尋ねします。

先般、私たち都城北諸県選出の県会議員と体

育協会会長、陸上連盟の関係者と、知事へ公認

陸上競技場の設置、体育施設の建設をお願いに

行きました。都城には、県のスポーツ施設が全

然ありません。さらに、県有施設等が宮崎市に

集中しており、もっと県土の均衡ある発展に留

意するべきと思いますが、知事の見解をお尋ね

します。

次に、教育行政について、教育長にお尋ねし

ます。

ことしの４月、教育長に就任された飛田教育

長には、就任早々、県内公立学校教師の不祥事

が次々と起こっており、これまで熱心に本県教

育事業に取り組まれ、多くの学校現場からも期

待と喜びの声が聞かれました。13日の西村議員

の質問でもこの不祥事は出されました。一部の

関係者によって、教職への信頼が揺らいでくる

ことを心配し、教育長には気の毒で仕方があり

ません。以前は、教職は「聖職」とまで言われ

ていました。教育長のこれからの教育に対する

思い、今後のスタンスについてお尋ねします。

以上で壇上からの質問は終わり、後は質問者

席から質問してまいります。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

まず、九州広域行政機構についてでありま

す。少し経緯をお話しさせていただきますと、

私どもは、長年にわたりまして地方分権という

ものを求めてまいりました。地域に身近なこと

は我々地方自治体に任せてほしいと取り組んで

まいりましたが、なかなか進まない難しい状況

があったわけでございます。政権交代が起こり

まして、政権与党におかれましては、地域主権

改革を打ち出されたわけでございます。地域主

権改革という言葉の是非についてはともかく

も、地方分権というものを、御記憶かと思いま

すが、一丁目一番地と打ち出されたわけでござ

います。ただ、それがなかなか具体的に進まな

い、何とか進めてほしいという思いの中で、政

権与党がマニフェストにも掲げておられました

「出先機関の原則廃止」というものを、政府に

おいては、平成22年６月に閣議決定されたわけ

でございます。

出先機関のあり方につきましては、二重行政

の問題、ガバナンスの問題について、我々も強

い問題意識を持って議論しておったところでご

ざいますが、出先機関の原則廃止、それは分権

を大きく進めるものではないかという期待を

し、これを待ったわけでございますが、これも

なかなか形にならない。したがいまして、九州

地方知事会におきましては、これを何とか進め

ていきたいという思いのもとに、平成22年10月

に九州広域行政機構という提案をさせていただ

いた。これは、国の出先機関の事務、権限、人

員、財源等を丸ごと受け入れる組織ということ

で提案させていただいたわけでございます。

その後、総理の命を受けた内閣府というもの

が、我々の提案、それから関西広域連合での提

案というものを踏まえて、国の素案をつくって

まいりました。それと、各省がずっと議論を

行ってきたわけですが、これもなかなか各省の

抵抗に遭って前に進まない。結局、全面丸ごと

すべての機関の移譲というのは難しいのではな

いか、３つに絞るべきではないかというような

議論の中で、今現在、話題となっております３

つの省に絞られることとなった。また、そのほ

か、手挙げ方式になるとか、今の法案が形にな

るまでは、さまざまな議論、紆余曲折がござい

ました。そして決定的だったのが、昨年の東日
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本大震災の発生であったというふうに考えてお

ります。

あのような大震災があったときに、国全体の

ガバナンスというものが、出先機関が廃止され

ていいんだろうかと、大丈夫だろうかというよ

うな心配が出てきたところでございます。た

だ、今そういう状況の中での議論に至っている

わけでございますが、一番心配するのは、いろ

んな問題がある今の原案、それについて、しっ

かりとした丁寧な議論を進めていく必要はござ

いますが、今ここで地方が、その改革はだめな

んじゃないかということを言うと、地方のせい

にされるわけですね、地方分権が進まなかった

理由が。地方が反対したから分権改革も進まな

かったじゃないかと。そういうふうになるのが

大変心配で、今後の問題にも影響するのではな

いかという思いのもとに、今、参画しておると

ころでございます。

したがいまして、地方分権を進める、出先機

関を原則全部廃止するんだという大義のもと

に、そこに賛同する思いで議論に参画しておる

ところでございます。ただ、先ほど申しました

ように、大震災の後、特に全体のガバナンス、

そして本県におきましては、社会資本整備がお

くれている状況の中で、御指摘がございました

が、地方整備局の廃止ということについて、心

配の声が上がっている。また、県議会との意見

交換、市町村との意見交換も十分じゃないので

はないかという御指摘も踏まえて、拙速に進め

るべきではないということを、九州地方知事会

でも申し上げておるところでございますし、制

度設計におきましては、住民サービスの維持・

向上が図られるべきこと、そして財源というも

のがしっかり確保されるべきこと、また、本県

のように社会資本整備等のおくれている地域の

実情を踏まえた政策決定というものが担保され

なければならないこと、そのような形をつくっ

ていかなくてはならないこと、そのような意見

を申し上げているところでございます。

次に、地方整備局の廃止についてでございま

す。御指摘のとおり、本県では、社会資本整備

のさらなるおくれへの懸念などから、地方整備

局の廃止・地方移管に、慎重、反対の声が強い

状況にございます。知事として、そういう声を

しっかり受けとめておるところでございます

し、口蹄疫、さらに新燃岳の噴火の災害に際

し、大変お世話になっているという思いがござ

います。ただ、地方整備局の廃止だけを求める

分権改革を行っているわけではございません

で、今申し上げましたような経緯の中から、３

つの省、経済産業局、地方整備局、地方環境事

務所ということで議論が進んできたわけでござ

います。大事なことは、しっかり丁寧な議論を

進めていく中で、既に生じている地域間格差の

是正、九州の均衡ある発展に資する政策決定を

行うということ、そういった制度設計の具体化

に向けて確実に担保されるよう、引き続き、強

く主張してまいりたいというふうに考えておる

ところでございます。

次に、「スポーツランドみやざき」について

であります。「スポーツランドみやざき」は、

本県の恵まれた気候や充実した競技施設等を生

かして、行政と民間が連携・協力しまして、ス

ポーツイベントやキャンプ・合宿の本県への誘

致や受け入れ等に取り組んでいるものでござい

ます。これまでの取り組みにより、年々受け入

れ数が増加いたしまして、昨年度は、県外から

プロ、アマチュアを含め1,115団体を受け入れ、

延べ参加人数は過去最高の16万6,000人となった

ところであります。中でも、ことしの春のキャ
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ンプは、プロ野球が５球団、またＪリーグは過

去最高の23チームにキャンプを実施していただ

いたわけでございます。多くの観客の皆様、ま

たマスコミ関係者が来県したことによりまし

て、約80億円の経済効果と約66億円のＰＲ効果

を上げるなど、本県経済の活性化や情報発信等

に大きな成果をもたらしており、「スポーツラ

ンドみやざき」は、本県観光の大きな柱の一つ

となっているものと考えております。また、一

流選手のプレーを間近に見ることができる、ま

た、キャンプの間に直接指導を受ける機会があ

ることなどに加え、さまざまな形で県民がスポ

ーツを楽しめる環境があることは、競技力の向

上や健康増進にも大きく寄与しているものと考

えております。県としましては、引き続き、市

町村や関係団体と連携を図りながら、「スポー

ツランドみやざき」のさらなる展開に向けて取

り組んでまいりたいと考えております。

次に、県有のスポーツ施設についてでありま

す。県有のスポーツ施設は、昭和54年の宮崎国

体の前に、宮崎市の県総合運動公園に整備した

ものがほとんどでありますが、県レベルの各種

大会や全国レベル・国際レベルの競技場とし

て、利用者の利便性や施設が集中していること

のメリット等を考慮しまして、その後も県総合

運動公園を中心に整備をしてまいりました。な

お、多くの施設が30年以上を経過し、老朽化し

ているところでございます。厳しい財政状況の

中、新たな施設の整備というのは大変難しい状

況にございますので、既存のスポーツ施設につ

きまして、計画的に定期的な改修や維持補修を

行っているところでございます。

最後に、県土の均衡ある発展についての考え

方でございます。今後、少子高齢化が一層進展

し、本格的な人口減少社会を迎えようとする中

で、本県の均衡ある維持発展を図っていくため

には、県内の各地域が、その特性を生かした、

地域に根差した産業づくりや地域間連携を進め

ていき、ひいては、持続可能な地域づくりにつ

なげていくことが大変重要であると考えており

ます。このようなことから、県におきまして

は、本県産業の基盤となります高速道路や港湾

等について整備を進め、県内全体への波及効果

を図るとともに、県内各地域におきまして、フ

ードビジネスなどの本県の強みを生かした産業

の育成、あるいは広い意味での地産地消や「ス

ポーツランドみやざき」の推進、さらには、市

町村間連携支援交付金等を活用した活力ある地

域づくりへの支援を行うなど、さまざまな分野

を通じて地域の活性化を図っているところであ

ります。厳しい財政状況下において、新たな県

有施設等の整備は大変難しい状況でございます

が、今後とも、市町村と一層連携を強めまし

て、各地域における拠点となる都市の機能確保

でありますとか地域間の連携による機能の分担

などを進め、将来にわたって県全体として自立

し、活力のある地域というものを構築してまい

りたいと考えております。以上であります。

〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

本県におけるこれからの教育行政についてで

ございます。私が教育行政の推進に当たって大

切にしたいと考えている基本的な姿勢を２点申

し述べさせていただきます。まず１点は、「継

承すべきことは大切にしながらも、創造的な宮

崎の教育」を推進したいということでありま

す。これまでの本県教育のよさや教育における

不易の部分を大切にしながら、社会の急激な変

化に柔軟に対応し、工夫を重ね、先人が額に汗
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し築かれた宮崎の教育のよさを発展させ、一層

輝かせる創造的でクリエーティブな取り組みを

推進したいと思っております。２点目は、子供

たちにとって、よりよい教育環境を提供したい

ということであります。私は、子供たちに直接

かかわる教職員こそ、子供たちにとって最大の

教育環境であると思っております。人は皆、

「人格の完成」を目指し、道を求め続ける存在

であると思います。私もすべての教職員も、人

として皆同じく道半ばであり、不完全であるこ

とを忘れることなく、ひたぶる心を持ち、より

高きを求めて、実直に取り組んでいくことが大

変重要であると思います。教育は祈りであり、

このような思いで教職員の資質向上に全力で取

り組んでまいります。このような姿勢を持っ

て、将来を担う子供たちが、宮崎や我が国の未

来を切り開いていく力強い存在となることを

願って、「ときめき」があり、「感動」があ

り、「いのち輝く」宮崎の教育の推進に全力で

取り組んでいきたいと考えております。以上で

ございます。〔降壇〕

○内村仁子議員 教育長には、就任早々登壇い

ただきまして、ありがとうございました。

続きまして、福祉保健部長にお尋ねいたしま

す。まず、本県におけるがん対策事業につい

て、前回の医療対策特別委員会では、「宮崎県

がん対策推進条例」の制定について調査協議を

重ね、この３月24日に条例を策定いたしまし

た。現在、３人に１人ががんに罹患し、死亡の

原因は、２人に１人ががんであると言われてお

ります。私は、５月に東京で開催されました

「がん政策サミット2012春」に研修に行ってま

いりました。年２回開催されているとのこと

で、初日は、全国から国会議員のがん対策議員

連盟の先生方、がん患者の方66名、行政から37

名、議員27名、医師15名、それに家族会の皆さ

んが出席し、２日間、みっちり勉強させてもら

いました。本県のその後のがん対策の取り組み

についてお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） がん対策につ

きましては、「宮崎県がん対策推進条例」及び

「宮崎県がん対策推進計画」に基づきまして、

総合的な対策の推進を図っているところでござ

います。まず、がんの予防及び早期発見につき

ましては、受動喫煙防止対策の推進のほか、市

町村や企業と連携いたしました、がん検診受診

率向上のための啓発事業等に取り組んでいると

ころでございます。また、がん患者が適切なが

ん医療を受けることができるよう、がん診療連

携拠点病院等の機能強化を図りますとともに、

がん医療に携わる専門的な知識・技能を有する

医療従事者の育成や、がん患者・家族に対する

相談支援体制の構築を図っております。さら

に、がん患者の身体的・精神的な苦痛の緩和な

どを目的といたします緩和ケアの推進を図ると

ともに、がん患者が在宅での療養を選択できる

よう、医療機関を初めとする関係者の連携協力

体制の強化に努めているところでございます。

なお、本年度から、がん患者のがんの罹患、生

存その他の状況を把握・分析するための「地域

がん登録」の開始に向け、準備を行っていると

ころでございます。今後とも、今般、制定され

ましたがん対策推進条例及び計画に基づきまし

て、がん対策を積極的に推進してまいりたいと

考えております。

○内村仁子議員 続いてお尋ねしますが、国の

「がん対策推進基本計画」がことし変更されま

す。このことから、「宮崎県がん対策推進計

画」の改定について、どのように進めていかれ

るのかお尋ねします。
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○福祉保健部長（土持正弘君） 「宮崎県がん

対策推進計画」の改定につきましては、国の

「がん対策推進基本計画」を基本といたしまし

て、「宮崎県がん対策推進条例」の趣旨を踏ま

えて策定していきたいというふうに考えており

ます。また、その際に、医療関係団体やがん拠

点病院、検診機関、がん患者など、各方面から

の幅広い意見を集約するために、これら関係団

体等から構成される「宮崎県がん対策推進協議

会」を開催いたしまして、計画の見直しについ

て協議していただく予定にしておるところでご

ざいます。さらに、計画案につきましては、パ

ブリックコメントも実施いたしまして、県民の

皆様方からの御意見を反映していきたいという

ふうに考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。私は

今回、がんサミットに参加しました。これに

は、特別委員会で条例をつくるときに、がん患

者の方からこのサミットがあるということを

伺って、一緒に参加させていただきました。今

まで県の方にも参加してほしいという呼びかけ

はあったみたいですが、それがなかなか実行せ

ず、今回のがんサミットには、県職員の方が１

人参加していただきました。他県では、秋田県

がん対策室長、東京都医療政策課がん対策係

長、神奈川県がん対策課長と副主幹、滋賀県健

康長寿課がん対策担当、京都府がん対策担当、

佐賀県がん対策推進担当係長などが参加されて

おります。一緒に参加された宮崎県のがん患者

の方は、自己紹介の中で、「今回のサミットに

は、宮崎県から初めて職員の方が参加してくだ

さり、県会議員にも参加してもらいました。私

が一番喜んでいます」とあいさつされました。

職員の方の参加がこんなにも喜ばれるのであれ

ば、これから、こういう病気に対しまして寄り

添う県政として、本県でもがん対策に特化した

課、係の設置が必要ではないかと思いますが、

部長の見解を求めます。

○福祉保健部長（土持正弘君） がん対策を所

管しております健康増進課の組織につきまして

は、平成23年度の組織改正で、それまで「生涯

健康担当」がございましたが、これをがん対策

などの健康増進分野を担う「健康づくり担当」

と「母子・歯科保健担当」の２つに再編いたし

まして、体制の強化を図ったところでございま

す。議員御指摘のとおり、がんは県民の生命と

健康にとりまして大変重要な問題でありますの

で、今後とも、がん対策の一層の充実強化に努

めてまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 これから前向きにがんに対処

していっていただきたいと思っております。

次に、児童虐待について入らせていただきま

す。先日、えびの市内で、４カ月の乳児が死亡

する痛ましい事件が発生しましたが、児童虐待

につきましては、とうとい命を奪うほか、児童

の心身の成長や人格形成に重大な影響を与える

ものであることから、その取り組みは大変重要

であると考えております。そこで、児童の命の

大切さや児童虐待について質問してまいりま

す。先日、西村議員からも質問がなされまし

た。重ならない部分を質問してまいります。児

童虐待の要因が何なのかお尋ねしたいと思いま

す。よろしくお願いします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ただいまお話

がございましたとおり、児童相談所における児

童虐待に関する相談対応件数等が増大しており

まして、昨年度も400件を超える状況となってい

るところでございます。これは、これまでの虐

待防止の取り組みなどによりまして、ある程

度、県民の皆さんの認識が深まりまして、市町
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村や児童相談所等への通告につながるように

なってきたものと考えているところでございま

す。その児童虐待につきましては、経済的な事

情や虐待者の心身の状況、養育に関する悩みな

ど、家庭が抱えますさまざまな問題が、その発

生の要因になっているものと考えているところ

でございます。

○内村仁子議員 今、いろいろな要因が重なっ

ているということでの答弁をいただきました。

確かに今、核家族により、いろんな要因がある

と考えられますが、子育ては、地域ぐるみ、そ

してみんなで子育てをしていくものと私どもは

思っております。児童虐待については、その中

の要因の一つとして、まず、親が育っていない

のではないか。私たちの親、自分たちの年代で

はとても考えられないような事件が起こってい

ます。我が子を死に至らせるまでの暴力など、

今までは考えられないような事態が起こってお

りますが、保育所、幼稚園における親への教育

の取り組みが必要ではないかと思っておりま

す。「親が育てば子も育つ」という本さえも出

ております。このことについて、部長の見解を

お尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 議員御指摘の

とおり、生きることの喜びや命を大切にする心

の育成、これは子供たちだけでなく、親にとり

ましても大変重要なことでございます。このた

め、広く県民に向けた児童虐待防止の啓発活動

のほか、保育所・幼稚園等におきまして、ふだ

んから子供の親と接する機会が多い保育士等を

対象といたしましたペアレントトレーナー研修

や児童虐待防止に関する研修などに取り組んで

いるところであります。今後とも、児童虐待防

止に向けた各種取り組みの充実に努めてまいり

たいというふうに考えております。

○内村仁子議員 大阪市では、保護者の子育て

学習を支援する目的で、保育園、幼稚園で保護

者を対象にした一日保育士体験などを義務化す

るという家庭教育支援条例案を市議会に提出す

る方針が決められ、まだ提出時期は未定だとい

うことですが、子育てする保護者自身への教育

が必要だと検討されています。ぜひこの親教育

についての検討をお願いしたいと思いますが、

部長の見解をお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 全く私のほう

の不見識で、その大阪市の条例の情報というも

のを、ただいま初めてお聞きしたところでござ

います。早速その条例策定までの経緯とか、そ

の条例の中身等も取り寄せまして、私どものほ

うでも十分検討させていただきたいというふう

に思っております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。ぜひ

このことは、これからもいろんなところで取り

組みを研究しながら、児童虐待につながらない

多くのものがあると思いますので、検討をよろ

しくお願いしたいと思います。

次に、児童虐待について、もう一問させてい

ただきますが、児童虐待を阻止するために、児

童虐待早期発見のためにも、歯科医師との連携

について伺います。これは、既に愛知県で実施

されており、多量な歯垢や虫歯など、治療が必

要な口腔状態にもかかわらず、親が放置してい

たり、無理な食事を与えるためにできた口内の

傷がわかるということで、歯科医との連携を強

めておられます。これから宮崎県でも、ぜひ歯

科医との連携、歯科医師会との連携も必要と思

います。虐待の兆候を見逃さず発見できる、こ

れはネグレクトに関する虐待が多いと思います

が、こういう歯科医との連携はできないか、答

弁をお願いいたします。
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○福祉保健部長（土持正弘君） 児童虐待の早

期発見は、虐待の深刻化を防止する観点から大

変重要でございます。医師、歯科医師を初めと

する医療関係者につきましては、検診等を通じ

て虐待の兆候を発見する機会があり、早期発見

に有効で、連携を図ってまいりますことは大切

なことであると考えております。このため、お

話にありました歯科医師との連携につきまして

は、県の要保護児童対策地域協議会において、

社団法人宮崎県歯科医師会に構成員として参加

していただきまして、情報提供、意見交換等を

行っているところでございます。今後とも、児

童虐待の早期発見、早期対応のため、そういっ

た関係機関との連携に努めてまいりたいという

ふうに考えております。

○内村仁子議員 児童虐待はあってはならない

こと、少子高齢化でありながら、せっかく生み

育てる子供の命を損なう、そして、これから一

生を抱えているこの虐待について、これからの

取り組みをぜひお願いしたいと思います。ま

た、がんにつきましても、家族会、そして今の

国の基本計画の改定については、多くのがん登

録についてなど、これから国会議員の方も取り

組んでいきたいということを言われましたの

で、この改定案を見て、これから取り組んでい

ただきたいと思います。

次に、ドクターヘリについてお尋ねします。

４月よりスタートのドクターヘリが、いろいろ

とニュースでもテレビでも放映されておりま

す。現在までの出動状況、そしてその内容につ

いてお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

の出動状況でございます。４月18日の運航開始

から６月13日まででございますが、その57日間

で56件の出動となっております。その内訳につ

きましては、交通事故等の現場出動が28件、病

院間の転院搬送が28件となっております。これ

を要請消防機関別で見ますと、多い順から日向

市が10件、延岡市が８件、都城市と西諸が各６

件、日南市と西都市、東児湯が各５件、宮崎市

が４件であります。また、非常備消防地区で

は、高千穂町に３件、諸塚村と椎葉村に各１件

出動しております。このほか、宮崎大学の患者

を福岡市内の病院に搬送したケースが２件ござ

います。なお、夜間・早朝の時間外や天候不良

等によりまして出動できなかったケースが13件

でございます。以上でございます。

○内村仁子議員 ありがとうございます。私た

ち厚生常任委員会では、せんだって、宮崎大学

病院のドクターヘリについての調査研修に行っ

てきました。ちょうど日向からの患者輸送でヘ

リが帰ってくるところでした。医療スタッフと

ヘリのドクターとの無線による治療連携など、

リアルな緊迫した状態に立ち会わせていただき

ました。そのときの先生の言葉、「助かる命を

助けたい」、これがドクターヘリに携わられる

スタッフの方の意気込みだと感じました。話を

伺いますと、医療スタッフの確保、そして無線

の届かない地域があって苦慮しているというこ

とも言われました。今、県北の山間地での命が

助かっていると私は信じております。そして、

このヘリがおりてくるときには、もう次のス

タッフの方が待機して待っていらっしゃいまし

た。そして、すごくスムーズに大学病院の中へ

の輸送がなされました。この重症の日向の患者

さんは、安心して治療が受けられ、助かると私

たちは確信しました。大体入院期間が２週間

で、ほかの病院へ転院されるということも伺い

まして、今の医学の進歩に大変驚いたところで

すが、この無線の届かない地域がどれぐらいあ



- 134 -

平成24年６月15日(金)

るのか、お尋ねしたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 議員お話しの

とおり、私どもも、ドクヘリの運航に際しまし

て、無線の問題があるということはお聞きして

いるところでございます。ただいま、どれくら

いの地域がというお話でございましたけれど

も、ヘリの消防無線につきましては、特に山間

部の地形の影響によって交信に支障が出る場合

がございまして、その対応といいますか、新た

な中継基地の設置等は容易でないことから、例

えば、現場の救急隊が携帯電話あるいは消防無

線で宮崎大学の運航管理室に患者の状況を伝

え、大学から医療用無線でドクターヘリに伝達

するといった対応を行うことになります。割り

当てられた無線の能力を一挙に変えるというの

は、何かいろいろ難しい制限があるようでござ

いますので、今の枠組みの中でいろいろと検討

させていただきたいというふうに考えておりま

す。

○内村仁子議員 医療スタッフの確保について

は、どのように検討していらっしゃるかをお尋

ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 宮崎大学救命

救急センターの医療スタッフでございますが、

現在、医師14名、看護師42名などであり、その

うちドクターヘリに搭乗する医師は４名、看護

師は５名となっております。これらのスタッフ

の確保につきましては、宮崎大学としても、相

当の努力をされておりますが、救命救急センタ

ーやドクターヘリに強い関心を持っている医学

生や若手医師も出てきておりますので、今後の

スタッフの充実のみならず、救急医療や地域医

療を担う医師の養成の場になることを、私ども

としても期待しているところでございます。

○内村仁子議員 スタッフの先生方からは、消

防無線でといいますか、「無線の届かない地域

が一番困るんですよね」ということもありまし

たので、このことについては、また対応をお願

いしたいと思います。

次に、ドクターヘリに関しまして、危機管理

統括監にお尋ねします。県内に消防非常備の町

村は幾つあるのか、また、非常備町村の常備化

に向けた対策はこれからどうなっていくのか、

お尋ねしたいと思います。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 消防本部

や消防署を置かない、いわゆる消防非常備の町

村は、現在、西臼杵郡、東臼杵郡など、７町村

となっております。これらの町村では、常備化

の必要性については十分に認識しているところ

でありますが、非常に厳しい財政状況の中、大

きな財政負担が見込まれることなどから、常備

化が進展しなかったところです。このような

中、西臼杵３町におきましては、先月、消防常

備化に向けての覚書が締結されるなど、具体的

な動きが出てきているところでございます。県

といたしましては、今後とも、情報提供や助言

を行うなど、常備化の実現に向けて支援してま

いりたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。ぜ

ひ、命を救うということで大変重要な事項であ

りますので、これからも頑張っていただきたい

と思います。

次に、通告から少し順番が変わりましたけれ

ども、県土整備部長にお尋ねします。今、高速

道路について、東九州自動車道のめどはある程

度ついてまいりました。しかし、これから先の

都城志布志道路のことについてお尋ねします。

この事業は、始まりまして、最初地元への説明

がありましてから、既に14年経過しておりま

す。今、ところどころ開通はされましたもの
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の、まだこの直轄事業につきましては全然手つ

かずになっております。私の住んでいる地域の

近くを、都城インターから志布志に向けてとい

うことで予定されておりますが、近くの方はみ

んな「どげんなっちょっとやろかい」「いつ

通っとやろかい」「わたしどんが生きちょるう

ち通っとやろかい」、そういう言葉がしょっ

ちゅう出ております。都城志布志道路の進捗状

況についてお尋ねします。

○県土整備部長（濱田良和君） 都城志布志道

路につきましては、これまでに平塚インター

チェンジから五十町インターチェンジ、これは

国が施工しているところでございます。さら

に、五十町インターチェンジから梅北インター

チェンジ間、合わせまして約5.1キロメートルが

完成供用しているところでございます。現在、

県では、平成21年度から、梅北インターチェン

ジから諏訪山インターチェンジ間、約2.5キロメ

ートルの整備に取り組んでおりますが、用地取

得につきましては、地元の皆様の御協力によ

り、全体の約８割を契約いただくなど、順調に

進んでおりまして、ことしじゅうには一部工事

にも着手することとしております。また、鹿児

島県との県境区間、約2.5キロメートルにつきま

しては、早期の事業化に向けまして、測量や道

路設計を進めているところでありまして、国の

施工区間であります都城インターチェンジから

平塚インターチェンジ間につきましても、調査

設計や用地買収を促進すると伺っております。

県といたしましては、今後とも、国や鹿児島

県、関係団体と一体となりまして、都城志布志

道路の早期整備に向けて取り組んでまいりたい

と考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。この

志布志道路については、せんだって県境の平塚

インターのところの開通がありまして、私もそ

のときに、開通前に一緒に歩きました。短い距

離でありましたけれども、750人が参加して、私

もコブシの花を見ながら、みんなと語らいなが

ら、大変みんなが喜んでいらっしゃいましたの

で、この直轄事業がなかなか進まない、全然凍

結したような状態になっておりますので、ぜひ

これからも国に働きかけていただきまして、私

どもの道づくりを考える女性の会でも、精いっ

ぱい支援をさせていただいております。いつも

ピンクのはっぴを着て、至るところに出没いた

しますが、これからも民間あわせて一緒にやっ

ていただきたいと思います。前前田国土交通大

臣が私どもに言われました。「これから先は民

間の声が非常に大事です」ということで、私ど

もも、この事業につきましては、民間の組織で

すが、精いっぱい頑張らせていただきますの

で、これからもよろしくお願いいたします。

もう一件、県土整備部長にお尋ねいたしま

す。国道221号の高崎地区、区画整理がありまし

て、それがそのまま区画整理はできないという

ことで、とまっております。区画整理があった

ところは、すごくスムーズに車が通るんです

が、それから先、小林のほうへ向かっての歩道

が大変狭くて、ここは中学校、小学校の通学道

にもなっております。前も都城北諸選出の県会

議員で、県土整備部長のところにお願いに行き

ました。商店街の方も一緒になって行きました

が、このことはどうなっているのか、また、こ

れから先どうしていただけるか、質問いたしま

す。お願いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 国道221号高崎

地区の歩道整備につきましては、交通量が多

く、また通学路としても指定されていることか

ら、歩道整備が必要であると認識しているとこ
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ろであります。しかしながら、現在は、土地区

画整理事業による住環境の改善までを視野に入

れた、ゆとりある幅の広い歩道として計画され

ておりますが、その前提となります土地区画整

理事業が実施されなくなりましたということ

で、今後、県が交通安全の観点から歩道整備に

取り組むためには、経済性や利用者の安全確保

を考慮した上で、幅員や線形を見直す必要がご

ざいます。このため、まちづくりの主体であり

ます都城市において、地元の合意形成を図って

いただいた上で、県が都市計画変更の手続を進

めていくこととなりまして、先月末に地元説明

会を開催したところであります。県といたしま

しては、引き続き、都城市と十分連携を図ると

ともに、地元の皆様の御協力をいただきなが

ら、事業化に向けて取り組んでまいりたいと考

えております。

○内村仁子議員 ここは非常に歩道が狭い、一

番最初のころにできた歩道だと思うんです。高

崎地区は高齢化が進んで、都城の中でも一番高

齢化の進んでいる地域であります。今ここは、

高齢者の方がシニアカー、電動車いすで動かれ

るんですが、お店もなくなりましたし、非常に

危険、これは歩道を通る車ですので、ぜひよろ

しくお願いしたいと思います。地元からも大変

要望が強い事項ですので、お願いいたします。

続きまして、教育長にお尋ねいたします。

あってはならないこと、西村議員から13日も出

されました。相次いでいる教職員の不祥事につ

いてですが、教育委員長の答弁は13日に聞かせ

ていただきました。教育長は、いろんな思いを

持って今答弁をしていただきましたが、このこ

とについて、今後どうやっていかれるのか、少

々厳しい対策が必要じゃないかなと私は思って

おります。今後の対策についてお尋ねします。

○教育長（飛田 洋君） 教職員の不祥事が依

然として後を絶たないということは、児童生徒

や保護者、そして県民の皆様の信頼を著しく損

なうものであり、痛恨のきわみであります。人

を育てる営みである教育という仕事の崇高さ、

教育界に対する信頼は、教職員一人一人の言動

を県民の皆さんが評価された結果である、この

ような思いが教職員一人一人に届かなかったこ

とは、まことに残念でなりません。こうした中

で、議長から申し入れがありましたことを真摯

に受けとめているところであり、今回の申し入

れを受けまして、６月７日に緊急に全県立学校

の校長を招集し、危機感をしっかり持って指導

に当たることや、相談しやすい風通しのよい環

境づくりに努めることなどを強く訴えたところ

であります。さらに、私の思いを記したメッセ

ージをつけて、県立学校の全教職員にコンプラ

イアンスの一斉点検を求めるとともに、市町村

教育委員会に対しましても、同様の取り組みを

お願いしたところであります。県教育委員会と

いたしましては、今後、市町村教育委員会と十

分連携を図りながら、全県的かつ組織的に不祥

事防止に取り組むとともに、不祥事が起きまし

た原因を調査・分析し、具体的な対策を検討す

るなど、不祥事の再発防止に向けて、粘り強く

あらゆる知恵を出しながら取り組んでまいりた

いと考えております。

○内村仁子議員 つらい答弁だとは思います

が、再度お尋ねいたします。教職員の相次ぐ不

祥事の原因の一つには、教員の資質に問題があ

るのではないかと思います。その資質を見きわ

める採用選考試験はどのように実施しておられ

るのか伺います。資質という言葉は、非常に私

としては使いたくなかった失礼な言葉だと思う

んですが、きょうは甘んじて使わせていただき
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ます。お願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 教員採用選考試験に

つきましては、筆記や体育実技等の一次試験

と、その合格者を対象とする二次試験を行って

おります。この二次試験におきましては、学校

内で起こり得るさまざまな場面を設定して、そ

の場面でどのような指導をするのが適切か、受

験者に具体的な発言等を求め、生徒指導力を見

る試験や個人面接、さらには集団討論、模擬的

な授業の試験を実施し、受験者１人当たり、民

間の方や臨床心理士の方を含む10人以上の試験

官による評価を行うとともに、教育者としての

高い使命感や人間性、実践的指導力などを評価

できる採用選考を行ってきたところでありま

す。今後とも、人物評価をより重視した選考試

験を行えるよう、試験内容あるいはその方法に

ついて、さらなる改善を図ってまいりたいと考

えております。

○内村仁子議員 せんだっての校長会における

教育長の話が新聞に出ておりました。その中

で、先生方が書類作成で忙しくて、スピード違

反などを起こすのではないかという記事があり

ましたが、これは言いわけにはならないと思い

ます。逃げ道をつくらないでほしい、子供を裏

切らないでほしいと思います。交通違反にしま

しても、そこに早くうちを出れば、早く時間を

設定すれば、スピード違反は出さなくて済む問

題だと思いますので、これからの対応によろし

くお願いいたします。

次に、「交ぜ書き」というんだそうですが、

習っていない漢字で自分の名前を書くことを否

定する教育がなされているというのが報道され

ました。これは、小学校３年生で清水という名

前の児童が、漢字で自分の名前を「清水」と書

きました。そうしたら、担任の先生が清水の清

いという字はまだ習っていないので、使っては

いけないということで、平仮名で「し」、漢字

で「水」と書かされたそうです。そうしました

ら、子供たちが、「し」というのは、死亡の死

のほうを言った子供がいて、この子供はいじめ

に遭ったということが報道されました。私は、

日本の国語、漢字教育、習っていない字でも、

自分の名前ぐらいせめて漢字で書けるような教

育をしてほしいと思いますが、教育現場ではこ

ういうことがなされていないかお尋ねいたしま

す。

○教育長（飛田 洋君） 小学校における漢字

の指導につきましては、学習指導要領では、

「漢字に対する興味や関心、文字の形に関する

意識などを高めながら、当該学年までに配当さ

れた漢字を読めるようにするとともに、次の学

年までに学習した漢字を書けるようにし、実際

の生活の中で漢字を使う習慣を身につけるこ

と」と示されております。自分の名前を正しく

書けるようになることは、その文字を習ってい

るか否かにかかわらず、その子供にとって大切

なことだと思っております。名字などによって

は、自分の名前をすぐに漢字で書くことは難し

いかもしれません。名前を漢字で書きたいとい

う子供たちの意欲を大切にしながら、一人一人

の子供たちの状況に応じた指導を行い、正しく

書けるようになった際には、頑張りを認め、称

賛するなど、きめ細やかな対応を行うことが重

要だと思っております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。ぜひ

そのように取り組んでいただきたいと思ってお

ります。

続きまして、21年度に宮崎県で開催されまし

た全国スポーツ・レクリエーション祭について

質問いたします。全国からそのレクの愛好家が
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来られました。私もレクリエーション協会の会

員として、いろんな競技に参加させてもらって

接待をいたしました。その参加者数と種目数は

どうだったのか、その後の取り組みはどうなっ

ているのかをお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 平成21年度に本県で

開催いたしました全国スポレク祭では、本県監

督・選手3,730名を含む１万1,611名の参加を得

て、24種目を実施いたしましたが、その中の20

種目を「みやざき県民総合スポーツ祭」におい

て、現在も実施しているところであります。ま

た、全国スポレク祭において、開催地であった

市町の中には、そのときに実施した種目の大会

を継続して取り組まれているところもございま

して、すべての種目ではありませんが、多くの

種目で今も親しんでいただいていると考えてお

ります。これらの種目は、年齢や性別を問わ

ず、ふだん運動・スポーツをしない方でも気軽

に取り組むことができるものであり、生涯スポ

ーツを推進するという観点から大変有効である

と考えております。県教育委員会といたしまし

ては、県民の皆様が生涯にわたりスポーツ・レ

クリエーションに親しみ、心身ともに健康で活

力ある生活を営んでいただけるように、本年度

から展開しております「みんながスポーツ

“1130”県民運動推進事業」等を通して、これ

らの種目を含めて、さらなる普及・発展・振興

に努めてまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 私たちレクリエーション会員

は、全国スポレク祭のほうで精いっぱい頑張ら

せていただいたんですが、スポーツには、参加

するスポーツ、そしてプロ野球のような競技を

見るスポーツ、それぞれあると思います。スポ

ーツ基本法でも、レクリエーションが中にうた

われております。知事は、きのうの古事記編さ

ん1300年の答弁の中でも、一過性のイベントに

はしたくないと言われました。全国大会のよう

な大きなイベントも同じだと思いますが、この

レクリエーションについて、これから先どうし

たいと思われるか、教育長の答弁をお願いいた

します。

○教育長（飛田 洋君） 県民の皆さんがスポ

ーツに親しんでいただくことは、非常に大切な

ことであると考えておりまして、今年度から新

規事業として、「みんながスポーツ“1130”県

民運動」、すなわち１週間に１回は少なくと

も30分は全県民が運動することを目指そうとい

うような運動を展開しておるところですが、そ

ういうようなことを利用しながら、県民の皆さ

んが体を動かし健康を志向されるように、積極

的に取り組んでまいりたいと考えております。

○内村仁子議員 ありがとうございます。

続きまして、学校の防災についてお尋ねしま

す。各学校にも防災教育を今されているという

ことですが、宮崎県は新燃岳の噴火があり、そ

して津波も心配されます。いろんな災害が想定

されるわけですが、この防災教育をどうしてい

らっしゃるか、これから先の取り組みについて

もお願いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 防災教育におきまし

ては、いつ、どこで災害に直面しても、そのと

きの状況に応じて、適切な意思決定、そして適

切な行動ができる児童生徒を育成することが大

切だと考えております。各学校におきまして

は、現在、教科や学校行事を初め、学校の教育

活動全体を通じて、自然災害の発生の仕組みや

危険から身を守るための方法などについて、計

画的な指導に努めているところであります。ま

た、東日本大震災を受けまして、登下校時を想

定した避難訓練を地域や保護者と一緒に行った
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り、避難場所を変えながら繰り返し避難訓練を

行うなど、災害発生時の具体的な行動につなが

る、より実践的な訓練に取り組んでいる学校も

数多くございます。県教育委員会の取り組みと

いたしましては、本年度の新規事業「意識が変

わる・行動が変わる」学校防災推進事業におき

まして、地震や津波、風水害、火山噴火の災害

の種類ごとに、小中高、そして特別支援学校か

ら各１校ずつ、計12校を推進校として指定し、

地域や専門家と連携した効果的な防災教育のあ

り方を研究しているところでありますが、その

取り組み成果や授業で活用できる資料を取りま

とめた防災教育教材を作成し、県内すべての学

校に配布いたしますとともに、県立学校や市町

村教育委員会へ防災教育アドバイザーを派遣

し、各学校における防災教育を支援していただ

くなど、積極的に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○内村仁子議員 教育長におかれましては、本

当に大変なことが発生しての心労は大変だと思

いますが、これから宮崎県の本当に日本を支え

る子供を育てるために、ぜひいろんなことを考

えながら頑張っていただきたいと思います。私

は、両親、そして兄、娘、いとこ、おじ、め

い、すべて学校教職員でした。本当にこのよう

な不祥事はなかったように、私の子供時代から

も両親を見ても、そのように思っております。

先生というのは子供を育てる、教育は教えて育

てるものですから、すべての先生がそうではな

いんですけれども、本当に一部の方で教育界は

惑わされていると思いますけれども、これから

も、厳しくするところは厳しく、優しくすると

ころは優しく、ぜひ教育について頑張っていた

だきたいと思います。先ほど申し上げました

が、児玉教育長は私の夫の50数年前の恩師で

す。生徒は恩師と思って、大変児玉先生に対し

て敬意を払って、同窓会にもずっと来ていただ

きました。あしたも葬式に行くということで、

みんなと電話をし合っておりましたが、このよ

うな先生像をこれからも続けていってほしいな

と、そして私も60年前の自分の小学校２年のと

きの先生を今、面倒を見させてもらっておりま

すが、このようにして、恩を思う教師、その教

師像が必要じゃないかなと思います。今、卒業

式では「仰げば尊し」がなかなか歌われません

が、この歌詞はすばらしい、「我が師の恩」

と、そういうのが出てきます。こういう教育も

やっぱり必要ではないかと思いますので、これ

からの教育にぜひ頑張っていただきたいと思い

ます。

続きまして、知事に再度、九州広域行政機構

についてお尋ねいたします。先ほど答弁をして

いただきました。私どもが今まで聞いていない

ことの部分も話をしていただいたものと思って

おります。なかなか私どももすべてを把握して

おりませんので、お尋ねしますが、私どもが一

番心配しているのは、九州地方整備局の廃止、

これだと思います。長崎に行きますと、高速道

路があります。そして新幹線も入っています。

また、湾岸道路がすごいのができております。

これはすべて九州地方整備局の皆さんが頑張っ

てされたものだと話を伺いました。私どもは、

この地元、宮崎県の社会基盤のおくれた、これ

がどうしても都会並みになってほしいと思うも

のですから、九州地方整備局について、知事に

再度お尋ねしますが、地元の国会議員も、九州

地方整備局の廃止には大変反対の立場を示して

おられます。これをどのように受けとめておら

れるか、再度お尋ねいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘ございまし
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たように、地元選出の国会議員の皆様からも、

党派を超えて、すべての皆様が、地方整備局の

廃止・地方移管について拙速に進めるべきでな

いという申し入れをいただいておりまして、私

もそれを真摯に受けとめ、九州地方知事会等に

おきまして、そういう本県における議論の状況

というものを伝えておるところでございます。

まさに党派を超えてでございますので、政権与

党におかれては、マニフェストとの関係をどう

いうふうに考えられるのかというところは、大

変興味あるところでございますが、いずれにい

たしましても、国におかれましては、本県のよ

うな地域の実情というものを十分に踏まえて、

住民サービスの維持・向上や地方分権の確立に

つながる改革となるような、具体化に向けて議

論をしていただきたい、そのように考えておる

ところでございます。

○内村仁子議員 再度お尋ねします。関西広域

連合では、大阪、京都、滋賀、兵庫、和歌山、

鳥取、徳島の２府７県で構成されております。

奈良が入っておりません。知事はこのことをど

のように考えておられるか。関西広域連合と九

州広域行政機構の組織、最初の見込みは違うと

思いますけれども、奈良が入っていないんです

が、このことをどう受けとめておられるか、突

然ですが、お答えいただけますか。

○知事（河野俊嗣君） 今、出先機関改革の議

論の中での御質問でございますが、奈良県が関

西広域連合に加入していないというのは、出先

機関とはまた以前の問題であって、広域防災等

のいろんな事務を共同でやろうという議論の中

で、奈良においては加わらないと、そういう関

西広域連合という別個の自治体を組織するので

はなく、通常の政策連合の形で進めるべきでは

ないかと、そのようなお考えであったというふ

うに受けとめておるところでございます。

○内村仁子議員 ネットで引いてみますと、奈

良県知事は、いつも京都、大阪にすべてのもの

が飲み込まれてきたということで、今回の関西

広域連合に加入すると、また奈良が置いてきぼ

りにされるということを懸念しておられるみた

いでした。そして、また逆に、大阪のほうは、

観光面においても奈良が入らないと大変意欲が

なくなるということで、奈良に対して今アタッ

クしていらっしゃるように出ておりましたが、

連合に加盟することで、毎年１億円の拠出が必

要となるということも書かれておりました。デ

メリット・メリットはあると思いますが、この

ことをどのように受けとめられるかお尋ねしま

す。

○知事（河野俊嗣君） 今のは奈良に関してと

いう御質問かと思います。奈良県知事のこの御

指摘でございますが、新たな組織設置の運営経

費が生じることについてのいろいろ慎重な御姿

勢であるというふうに考えておりますが、費用

対効果というものは、それによるメリットとデ

メリットというのをしっかり考えていく必要が

あろうかと思います。広域的に処理する業務量

でありますとか、広域的に処理するメリットと

いうものを総合的に勘案して、それに対する費

用として、それが見合ったものかどうかと、そ

ういう議論が大事だろうというふうに考えま

す。

○内村仁子議員 九州広域行政機構につきまし

ては、ぜひこれからも慎重に検討して、知事は

私たち宮崎県の知事であるということを意識し

ながら、ぜひ取り組んでいただきたいと思いま

す。「よか知事や、よか知事や」ばかりでは済

まない部分があると思います。都城弁でよか知

事とは、いい知事という意味です。
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がんサミットに参加しましたときに、岩手県

の県会議員の方と話をしました。お互いに震災

による津波被害、口蹄疫による被害、そして新

燃岳の噴火による被害などを語り合いました。

そのとき、「皆さんは、瓦れき、瓦れきと言わ

れますが、私たちにとっては、あれは財産なん

です。貴重な財産があのような無残な姿で山積

みされているのを見るのはつらいです」とおっ

しゃいました。これは現地の人でないと、当事

者でないとわからない言葉と思います。私ども

も、今まで「瓦れき、瓦れき」と表現してまい

りましたが、皆さんには財産ということでし

た。私は、これに対して何とも答えられません

でしたが、あの山積みされている財産の処分が

一刻も早く処理されるよう、宮崎県も協力でき

るといいなと、知事の決断を願って今議会での

一般質問を終わります。ありがとうございまし

た。（拍手）

○中野一則副議長 次は、押川修一郎議員。

○押川修一郎議員〔登壇〕（拍手） 自由民主

党の押川でございます。今回もたくさんの質問

を実は準備しておりますから、早口になるかも

しれませんが、知事初め、答弁は短目に明確に

よろしくお願い申し上げたいと思います。それ

では、通告に従いまして質問させていただきま

す。

まず、社会保障と税の一体改革についてであ

ります。

近年の急速な少子高齢化や人口減少に伴い、

社会保障経費が年々増加する一方で、社会の担

い手である生産年齢人口は確実に減少しておる

ところであります。当然国民の社会保険料等の

負担は増大し、行政における公費負担もふえ続

け、国や地方の財源状況悪化の大きな要因とな

り、長期債務残高の解消を初めとする早急な財

政再建が叫ばれているところであります。年

金、医療、介護、そして少子化対策、この４つ

の経費について、取り巻く社会経済の情勢や我

が国の将来の姿を見据え、税や保険料を負担す

る国民の立場から、受益と負担の均衡が図られ

る持続可能な制度への見直しが必要でありま

す。

先般、自民党の社会保障制度に関する特別委

員会が、社会保障と税の改革問題については、

今後の社会保障に対する自民党の基本的な考え

方として基本方針をまとめたところでありま

す。この自由民主党の方針に対し、野田総理は

小沢元代表との会談決裂以降、急速に歩み寄っ

てこられ、民主党がかたくなにまとめてきた政

府案をいとも簡単に修正し、早急に国会を通す

ことだけをねらっておられる状況については、

報道のとおりであります。今後、野田総理が自

由民主党案を丸のみするかはわかりませんが、

いずれにしても、与野党を問わず、社会保障と

税のあり方について、制度改革が必要であるこ

とは間違いないと思います。

ただ、この議論の中で、国と地方の財源配

分、具体的に今示されている消費税５％の引き

上げについては、国が3.46％、地方が1.54％と

なっております。さらに、この地方の1.54％に

ついては、地方消費税分として1.2％、地方交付

税分として0.34％という内訳が政府案として示

され、関係法案が同じく国会の審議に付されて

いるところであります。この財源配分について

は、国と地方の協議の場において、地方団体側

も了承し、この割合になっているとのことであ

りますが、ただ、地方にとりましては、非常に

大きな問題であります。財政基盤の弱い本県に

とっては、重要なポイントでもあると思いま

す。そこで知事に、社会保障・税一体改革に伴
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う本県の地方消費税及び地方交付税の影響につ

いて、どのように考えておられるのかお伺い

し、後の質問については、質問者席から質問さ

せていただきます。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

社会保障・税一体改革に伴う本県の地方消費

税等への影響についてであります。この改革に

伴いまして、消費税及び地方消費税の税率が合

わせて５％引き上げられた場合の地方への配分

額は、地方消費税が1.2％、消費税のうち地方交

付税原資分が0.34％とされております。本県へ

の影響額でありますが、まず、地方消費税につ

きましては、現時点では新たな消費税制度の詳

細が不明でありますので、あくまで現行制度を

ベースに試算してみますと、120億円程度の増収

になるものと見込まれます。一方、地方交付税

につきましては、今後、算定基礎となる基準財

政需要額に、社会保障分野の地方単独事業等に

要する経費がどのように算入されるかなどによ

りまして、本県への影響額が変わってくるもの

と認識しております。財政力の弱い本県におき

まして、社会保障財源が安定的に確保されるた

めには、必要な経費というものが適切に基準財

政需要額に算入され、地方交付税として確実に

措置されることが最も重要でありますので、引

き続き、国に働きかけてまいりたいと考えてお

ります。以上であります。〔降壇〕

○押川修一郎議員 ただいま答弁をいただいた

ところでありますけれども、まさしく今、知事

のほうからありましたとおり、この５％、その

うち地方分の1.54でありますけれども、そし

て、そのうちの1.2というものは地方消費税、そ

して0.34が地方交付税ということでありますか

ら、やはり今ありましたとおり、財政力の弱い

本県においては、この部分をどう取ってくるか

といいますか、膨らますかということが大事で

ありますから、知事は総務省出身でもございま

すし、確実に本県の財政力のためにも、配分を

積極的に取り組むという形の中で、総務省のほ

うにぜひ出向いていって、そういった要望活動

をしていただきたいと思いますけれども、現在

の知事の考え方についてお伺いをしておきたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要なポイントだ

というふうに考えておりまして、総務省を初め

とする国との関係というものを十分に生かしな

がら、本県が実施しております社会保障分野の

具体的な取り組みやその必要性などにつきまし

て、本県単独もありますが、全国知事会等とも

連携しながら、積極的に情報発信を行うなど、

さまざまな機会をとらえまして必要な働きかけ

を行い、何よりも本県の実態に即した交付税措

置が図られるように、積極的に取り組んでまい

りたいと考えております。

○押川修一郎議員 ぜひそのような方向の中で

努力していただきたいと思います。あと社会保

障につきましては、今国会、終盤でありますか

ら、今後、いろんな形の中での方向づけが出る

というふうに思いますし、既に何人かの議員の

皆さん方からもいろんな質問が出ておりますか

ら、それ以外については割愛させていただきた

いと思いますけれども、今後、国会の動向を注

視して、我々宮崎県としても、そういう対応を

とっていただきたいというふうに思っておると

ころであります。

次に、農政問題に移ります。

農業が厳しい状況に直面している中で、持続

可能な力強い農業を実現するために、基本とな

る人と農地の問題を一体的に解決していく必要
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があるということで、農業者の高齢化、後継者

不足による農地保全についての議論があるとこ

ろであります。実は、私の集落におきまして

も、40戸足らずの集落でありますけれども、20

代、10代の後継者というものは一人もいらっ

しゃいません。辛うじて30歳の方が今、農業後

継者あるいは自立しながら御両親と一緒に農業

をされておりますけれども、今、集落の中で

も、地域の農地をどうするかということで議論

を実はしておるところでありまして、そういう

中で、今回、国は力強い農業構造の実現に向け

て、人と農地の問題を解決する「人・農地プラ

ン」を作成し、新規就農者の定着率の向上や農

地集積の推進に取り組むとしておられますが、

本県での「人・農地プラン」作成状況につい

て、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 「人・農地プ

ラン」の作成は、本県の力強い農業構造を実現

する上で、非常に重要な取り組みであると考え

ております。一方で、市町村によるプランの作

成に当たっては、各集落等における人と農地の

情報を整理・照合することに加えまして、集落

内での十分な話し合いをしていただくことが必

要となることから、多くの時間や労力を要する

こととなります。しかしながら、青年就農給付

金や農地集積協力金等の交付には、プランへの

位置づけが必要なことから、まずは交付を希望

する農家を取りまとめた簡易なプランを作成

し、その後、実効性の高い詳細なプランを作成

していくよう、市町村を指導しているところで

ございます。簡易なプランについては、６月末

には、21市町村で作成される予定と聞いており

ますが、県としましては、これ以外の市町村に

も速やかにプランを作成するよう働きかけると

ともに、本年度中には、実効性の高いより詳細

なプランが作成されるよう、引き続き、市町村

等を支援してまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ぜひそのような方向の中で

の事業をお願い申し上げておきたいと思いま

す。

次に、新規就農者の確保・育成を図るため、

「青年就農給付金」制度がスタートしています

が、就農に向けた研修に取り組む青年に給付さ

れる「準備型」と新たな担い手の経営自立を支

援する「経営開始型」の予算の確保状況と応募

状況について、本県の状況について、農政水産

部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 青年就農給付

金につきましては、県では、「準備型」140人、

「経営開始型」410人への給付を見込み、当初予

算で８億5,800万円余を計上し、国に要望してい

るところでございます。また、４月と６月に市

町村等への説明会を開催し、調査を行った結果

では、「準備型」で90人程度、「経営開始型」

で300人程度の要望がございました。一方、国全

体では、当初予算の104億円を大きく上回る要望

が各都道府県からなされていると伺っておりま

して、本県に配分される予算が不足し、市町村

等からの要望に十分対応できないことが懸念さ

れているところであります。県といたしまして

は、今後とも、必要な予算が十分に確保できる

よう国に強く要望していくとともに、市町村や

関係団体と連携しながら、将来の本県農業の担

い手として期待される人材が円滑に就農できる

よう努めてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 青年就農給付金の給付を受

けた者の就農状況の確認はどのようにされるの

か、同じく農政水産部長にお伺いします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 青年就農給付

金の給付を受けた方は、「準備型」では、研修
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終了後５年目まで、また「経営開始型」では、

給付終了後３年目まで、営農実績などの年２回

の報告が求められております。また、県や市町

村では、この報告をもとに、現地確認を行うな

どによりまして、就農状況等をしっかり把握す

ることとしております。県といたしましては、

給付を受けた方が本県農業の担い手として着実

に育つよう、農業改良普及センターや市町村、

農協等の関係機関が十分に連携を図りながら、

給付後のフォローにも力を入れてまいりたいと

考えております。

○押川修一郎議員 次に、これら意欲的な担い

手への農地集積を図るため、農地の出し手を支

援する「農地集積協力金」が創設されるととも

に、農地の受け手を支援する「規模拡大加算」

の要件緩和等の事業が打ち出されていますが、

これら事業の予算の確保状況と取り組み状況に

ついて、同じく農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 「農地集積協

力金」は、「人・農地プラン」の対象となって

いる担い手への集積を要件に、農地の出し手に

対して交付されるもので、当初予算では、170ヘ

クタール分、4,600万円を計上しております。ま

た、平成23年度から始まった「規模拡大加算」

については、農地を面的に集積した場合に、農

地の受け手に交付されるもので、昨年度の実績

は、112ヘクタール、2,240万円でございまし

た。これについては、本年度から新たに、「人

・農地プラン」の作成を条件として、面的要件

の緩和措置が設けられたところでございます。

いずれの支援措置につきましても、「人・農地

プラン」の作成が前提となるため、県としまし

ては、その作成については、きめ細かく支援し

ますとともに、市町村が取り組む事業量に十分

対応できるよう、国に対して必要な予算を要望

してまいります。また、農地集積の加速化が図

られるよう、これらの制度の活用を積極的にＰ

Ｒしてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 農地の出し手を支援する

「農地集積協力金」でありますけれども、これ

はどのような事業になっているのか、同じく農

政水産部長、お願いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 「農地集積協

力金」には、高齢などによりリタイアする農家

などが、農地の出し手になる場合に交付される

経営転換協力金と、連担化―隣の農地を一緒

にするというような連担なんですが―に協力

する農地の出し手に対して、10アール当た

り5,000円を交付される分散錯圃解消協力金の２

つがございます。経営転換協力金につきまして

は、面積に応じて１戸当たり0.5ヘクタール以下

の場合、30万円、0.5ヘクタールから２ヘクター

ルの場合、50万円、２ヘクタールを超えた場合

は、70万円を支払われることとなっておりま

す。なお、経営転換協力金においては、例え

ば、ハウスピーマンと水稲を経営する農家が、

水稲を集落営農組織等に委託する場合にも利用

できるものとなっております。

○押川修一郎議員 いろいろ御答弁いただきま

して、まことにありがとうございました。新し

い「人・農地プラン」という事業の中で、土地

の集積を図る、あるいは貸したい人たちにもそ

れなりの恩恵があるというような形の中で、こ

の事業は始まるわけでありますから、これは

しっかり市町村の皆さん方との連携の中で、こ

ういった要望をされる方々には、漏れなく話が

通るような形の中でお願いをしておきたいと思

いますとともに、やはりこれは予算が伴うもの

でありますから、しっかりした予算の確保をお
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願い申し上げておきたいと思います。

次に、中山間地の振興についてであります。

県土面積の約９割、人口の４割が住むと言わ

れる中山間地域は、森林の整備や農林業の生産

活動を通じた県土の保全、水源の涵養、食料の

供給機能など、県民の生活を守る重要な役割を

果たしていると思います。また、個人の価値観

が、物の豊かさから心の豊かさを重視する方向

に変化する中で、豊かな自然や神話伝承などの

歴史文化、安全で安心な農林産物など、本県の

中山間地は地域資源の宝庫だと思います。一方

で、中山間地域は、過疎化・高齢化の進行や担

い手の減少、耕作放棄地の増加等により、地域

活力や多面的機能の低下が懸念されており、特

に山間部の小規模集落においては、維持存続も

危ぶまれる集落も見受けられるような、大変厳

しい状況となっておるところであります。そこ

で、24年度予算にありますとおり、「中山間地

域をみんなで支える県民運動」推進事業はどの

ように推進していかれるのか、具体的な取り組

みについて、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

○総合政策部長（稲用博美君） 「中山間地域

をみんなで支える県民運動」は、県民一人一人

が中山間地域の抱える課題や果たしている役割

の重要性について理解・共有し、県民全体で中

山間地域を支えていこうという観点から取り組

むものでございます。具体的には、パンフレッ

ト等の作成やテレビＣＭ、シンポジウムの開催

等によります中山間地域についての県民への理

解促進、それから「中山間盛り上げ隊」等の活

用によります中山間地域と都市住民との交流・

連携の促進、さらには、中山間地域産業振興セ

ンターにおける産業興しの取り組みへの支援

や、100万泊県民運動と連携した取り組みなどを

通じた経済の活性化への支援を行っていくこと

としております。運動の推進につきましては、

「みやざき元気！“地産地消”県民運動推進会

議」におきまして、全県的な推進を図りますと

ともに、各地域ごとの中山間地域振興協議会に

おきまして、地域における運動の推進にも努め

てまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 特に中山間地域振興協議会

ということでありますけれども、これは振興局

単位でそういった会議を発足されて、そこらあ

たりでの運動の展開を図っていかれるというよ

うなことでの理解でよろしいでしょうか。

次に、県では、基幹産業の低迷や雇用環境の

悪化等、大変厳しい状況にある中山間地域の活

性化を促進するため、中山間地域産業振興セン

ターを設置し、常駐コーディネーターによるワ

ンストップ対応窓口において、地域の持つあら

ゆる資源を活用した多様な産業興しの取り組み

を支援し、積極的な産業振興を図るとしておら

れますが、この事業によって、どのように産業

振興につなげていかれるのか、同じく総合政策

部長にお伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 中山間地域産

業振興センターでは、産業振興に関して豊富な

経験を有します常設のコーディネーターを配置

しまして、地域特産品の開発・販路開拓や、古

民家、廃校等を活用した取り組みなどについ

て、地域からの幅広い相談に対してワンストッ

プで対応しますとともに、直接県内の中山間地

域に赴きまして、市町村や商工団体等の関係機

関と連携しながら、地域に潜在しております資

源の根を掘り起こしまして、それを活用した事

業化への取り組みを支援していくことにしてお

ります。このような取り組みを通じまして、６

次産業化あるいは農商工連携の取り組みなどと
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も連携を図りながら、地域の特性、資源を有効

に活用した産業の振興というものを目指してま

いりたいというふうに考えております。

○押川修一郎議員 中山間地の大変厳しい状況

というのは、既に御理解のとおりだというふう

に思いますし、私たちも、そのように実は認識

させていただいておるところであります。そう

いう中において、やはりこういった地域振興、

産業振興というものをどうするかということ

が、本当にこれも大事でありますし、そういう

いろんな事業をつくっていただく中で、これが

しっかり定着する、そういったところまでの支

援というものをしっかりやっていただかない

と、なかなか大変な状況が打破できないんでは

ないかなと、そのように思うところでありま

す。また、数日前、木材価格も過去最低に近い

ような価格ということで、7,000円台ということ

でありますが、本当に中心的な森林もそういう

ことであるということでありますから、本当に

厳しい中でありますけれども、何とか中山間地

に元気が出ることが、我々平場に生活する者に

とっても大事なことだろうと思います。それは

やはり共有するということに政策というものが

打たれてしかりかなと、そのように思うところ

であります。

次に、公共建築物等木材利用促進法について

であります。

木材の利用の確保を通じた林業の持続的かつ

健全な発展を図り、森林の適正な整備及び木材

の自給率向上に寄与することを目的に、2010

年10月に施行されました公共建築物等木材利用

促進法の概要と県の方針について、環境森林部

長にお願いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 公共建築物等

木材利用促進法は、現在、木造率が低く、今後

の木材需要が期待できる公共建築物を対象に、

国や地方公共団体が率先して木材利用に取り組

むとともに、民間企業にも主体的な取り組みを

促し、住宅など一般建築物への波及効果を含

め、木材利用の拡大を目指すものであります。

県では、同法の施行を受け、平成22年11月に

「県産材利用推進に関する基本方針」を改正

し、民間が整備する病院や老人ホームなどを含

めた公共建築物の木造率を、平成20年度の約15

％から32年度には倍増の30％とする数値目標を

掲げ、県産材の利用を推進しているところであ

ります。

○押川修一郎議員 杉素材生産日本一を誇る本

県、法律施行後、全国に先駆けて「県産材利用

推進に関する基本方針」を策定されたというこ

とでありますが、市町村の策定状況について、

同じく環境森林部長、お願いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 市町村方針に

つきましては、６月１日現在で、16市町村が策

定を終え、残りの10市町につきましても、本年

度内には策定を終える見込みであります。県と

しましては、できるだけ早期に策定されますよ

う、働きかけを行っているところでございま

す。

○押川修一郎議員 木材価格も低迷する中で、

県産材の活用を促進する取り組みが必要と思い

ますけれども、今ありましたとおり、市町村方

針策定後にどのような取り組みをされて進めて

いかれるのか、環境森林部長にお願いいたしま

す。

○環境森林部長（堀野 誠君） 県におきまし

ては、本年度中に、市町村方針がすべて策定さ

れる見込みでありますことから、これを公共建

築物への県産材需要拡大の好機ととらえ、市町

村に対して、国や県の補助事業により、木造公
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共施設の整備に対して支援するとともに、木材

利用事例などの情報提供を行ってまいりたいと

考えております。また、民間事業者などにつき

ましては、保育園などの公共建築物への木材利

用について支援いたしますとともに、木造建築

の技術指導を行ってまいりたいと考えておりま

す。今後とも、市町村や関係機関と連携を図り

ながら、公共建築物の木造化・木質化をより一

層進めてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 これといったなかなかヒッ

トするものがないわけでありますけれども、手

を入れ、足かせをして、何とか中山間地の現状

を打破するような形の中で、今後も部長を中心

として頑張っていただきますようにお願いして

おきたいと思います。

次に、浄化槽の整備についてであります。

本県の浄化槽総数約15万基、その中の約６割

が水洗トイレの汚水だけを処理する単独処理浄

化槽であります。全国的に見ても、835万基中３

分の２の545万基がいまだ単独処理浄化槽であり

ます。単独処理浄化槽から放流される排水は、

合併処理浄化槽からの排水と比べて、汚染度合

いに８倍もの違いがあって、浄化能力に大きな

差があるというふうに言われております。この

ように、トイレ排水のみの単独処理浄化槽を放

置したままでは、水環境の保全は図れないと思

います。そこで国は、転換の促進のために撤去

費用の助成制度があるようでありますけれど

も、本県の状況について、あるいは隣県の鹿児

島、熊本県の状況はどうなっているのか、同じ

く環境森林部長にお願いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 国におきまし

ては、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への

転換を促進するため、平成18年度に単独処理浄

化槽の撤去に要する経費を補助する制度を創設

しております。この制度は、市町村が事業主体

となって、９万円を上限に補助する場合に、国

が３分の１を負担するもので、残りの３分の２

が地方負担となっております。本県では、この

事業を実施している市町村はなく、また、この

事業を実施する市町村への補助制度は設けてお

りません。全国では、鹿児島県、熊本県など21

都県で補助制度を設けており、鹿児島県では43

市町村中28市町で、熊本県では45市町村中14市

町村で事業を行っていると聞いております。

○押川修一郎議員 ９万円ということでありま

すけれども、市町村がないから県もないという

ような答弁だというふうに思うわけであります

けれども、何とか撤去費用を助成することに

よって、単独処理浄化槽から合併浄化槽への移

行があるかもしれませんから、これはぜひ取り

組みを検討していただきたいというふうに、

きょうは要望だけにしておきたいと思います。

次に、環境省の調査によりますと、本県は単

独処理浄化槽が約９万基あり、何らかの形で廃

止あるいは切りかえ、または下水道への接続を

行った基数が3,926基あるようです。このうち、

合併への切りかえが502基となっているようで

す。それでもまだ約８万6,000基あるわけであり

まして、下水道への接続ができるのは、限られ

た地域となっておりますが、合併浄化槽への転

換を促進、水環境を保全していくために、県の

主導により何らかの施策というものを講じてい

ただきたいというふうに思うわけであります

が、対応につきまして、環境森林部長、お願い

いたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 水環境の保全

のためには、生活排水対策が重要なことから、

まずは、県民の皆様にその重要性を御理解いた

だくことが大切であると考えています。現在、
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県におきましては、個人が浄化槽を設置する際

に市町村とともにその一部を補助する浄化槽設

置整備事業及び個人の住宅等に市町村が浄化槽

を設置する際にその一部を補助する浄化槽市町

村整備推進事業によりまして、合併処理浄化槽

の設置の支援を行っております。県民の皆様に

は、単独処理浄化槽から合併処理浄化槽への転

換を含めまして、これらの制度を有効に活用し

ていただけますよう、市町村と連携してＰＲし

てまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 それから、幾度となく議論

が本会議場でも、あるいは委員会でもされてお

るところでありますけれども、11条検査率を上

げるためということでありまして、県初め環境

科学協会の努力により、22年度末では本県の11

条検査率は22.4％、全国平均の30.4％に近づ

き、さらに23年度は40％を超えたと聞いておる

ところであります。これが一過性で終わること

なく、さらに検査率を上げ、維持していってほ

しいというふうに考えております。そのために

は、現在の環境科学協会、県内１カ所の検査機

関で今後も十分対応できるのか、危惧している

ところであります。また、私は、設置者の利便

性や保守点検、清掃、検査の効率性を高め、検

査率を上げていくためには、保守、清掃、検査

を合わせた一括契約制度が効果的と考えておる

ところであります。これまでの県の説明では、

環境科学協会、浄化槽協会と、11条検査の受検

率を向上させるための話し合いをされていると

いうふうにお伺いしておりますが、現在の状況

について、環境森林部長にお願いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 現在、環境科

学協会、浄化槽協会及び宮崎市と県の４者で、

浄化槽管理者に義務づけられております保守点

検、清掃、法定検査を、浄化槽管理者が各業者

と個別に契約を結ぶのではなく、一括して契約

する方法などの協議を行っております。この中

では、他県の事例も参考にしながら、本県に

合った仕組みづくりなどを協議しております

が、一括契約の導入に当たりましては、契約シ

ステムの導入や契約内容の変更につきまして、

さまざまな意見があるなど、解決すべき課題が

ございます。このため、県としては、引き続き

協議を進めてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 近年、緊急雇用対策という

ことで、緊急雇用対策の人たちが保健所とかい

ろんなところに出向いていって、11条検査率を

上げてほしいというようなパンフレットとか、

そういうシステムの中で、40％を超えるような

現在の検査率になっておるというふうに理解を

しております。しかし、先ほども言いましたと

おり、この事業が終わってしまうと、やはり11

条検査というものは、１年に一度は設置者が検

査をすると法律で決められておるところであり

ますから、これは100％に持っていかないと本当

はいけない法だろうというふうに私は理解をす

るところです。だから、今、さまざまな意見が

あり、解決すべき問題ということで、議論が続

いておるというようなことになっておりますけ

れども、協議は協議でいいわけでありますけれ

ども、協議の中で、例えば受検率を上げるため

に、４者の皆さん方の協議の中で、モデルでも

やってみようというようなところが出てくるよ

うであれば、そういったモデルからでも、この

一括の仕組みづくりに行って検査率を上げる方

向はできないのか、再度、環境森林部長にお伺

いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 一括契約につ

きましては、今申し上げましたとおり、４者で

協議しております。御提案のモデル事業につき
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ましては、その４者の協議の場に投げかけまし

て、モデル的にでも取り組めないかどうか検討

いただきまして、取り組めるところから取り組

んでいきたいというふうに考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。ぜ

ひそういうような形の中で前に進むようにお願

いしておきたいと思います。

次に、観光行政についてであります。

まず、100万泊県民運動についてであります。

知事は政策提案で、「産業・雇用づくり」の一

つとして、観光、物産等の総合的な販売促進を

掲げられ、そこで県内各地のすぐれた地域資源

の発見や地域間の交流を促進するため、「宮崎

を知ろう！100万泊県民運動」を提唱されていま

すが、この運動に対する知事の思いをお聞かせ

いただくとともに、具体的な取り組みについて

お伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） この運動でございます

が、３つの問題意識をもとに提唱させていただ

いているところでございます。１つは、長引く

景気の低迷、また相次ぐ災害によりまして経済

が停滞している、その中で何とか県内経済を活

性化していきたい、地元でできることを自分た

ちで力を結集できないだろうかという経済活性

化の思いということ。それからもう１つは、県

民一人一人の力を結集していく、県民総力戦を

掲げておるところでございますが、以前も県民

総力戦といっても何をやったらいいのかわから

ないじゃないかというような御意見も県民から

出たところでございます。そういう皆さんに対

して、こんなことをやってみましょうという具

体的なテーマの投げかけ、先ほどの中山間地を

みんなで守ろうというのもそうでありますし、

子育て県民運動もそうであります。それから、

３つ目としましては、いわば「ディスカバー宮

崎」ということでございまして、「宮崎はいい

ものがあるね」と、「でも、なかなかそれがア

ピールされてないね」と、「みんなも県民もわ

かってないね」というような声が県の内外から

上がるわけでございまして、県内観光や地域の

交流活動・イベントなどへの積極的な参加によ

りまして、県民一人一人が「ふるさと宮崎」と

いうもののよさを再発見する、そういう機会を

つくっていきたいという、そして幅広い地域振

興、経済活性化の効果をもたらしたいというも

のでございまして、地産地消県民運動や先ほど

申しました「中山間地域をみんなで支える県民

運動」にもつながるものでありますし、その根

底の発想は、古事記編さん1300年にもまたつな

がるものというふうに考えております。

県におきましては、観光情報サイトや各種広

報媒体を通じまして、観光地やイベント開催な

どのしゅんの情報を幅広く発信するとともに、

県民が実際に足を運ぶきっかけになりますよう

に、体験・滞在型観光の普及促進でありますと

かグリーン・ツーリズムの推進などの取り組み

を進める、さらには、県内の旅行会社に働きか

けて、県内を周遊する旅行商品を造成するとい

うようなところにも取り組んでいるところでご

ざいます。

この運動の趣旨というものは、県だけででき

ることではありません。市町村、経済団体に、

おもしろい、やってみようというような幅広い

賛同が広がり、県民一人一人が、まずは自分た

ちの足元でできることから行動に移していこう

と、そのような気持ちになっていただいて、そ

れが大きな流れになりますように、民間と行

政、一体となって展開をしてまいりたいと考え

ております。

○押川修一郎議員 知事のそれにかける思い、
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運動というのは理解いたしますけれども、やは

り計画、目標というものがあって、運動につな

げていかなければならんというふうに私は思う

んです。あくまでも運動だけでは、これは知事

がずっと知事の間は運動というもので進んでい

くんでしょうから、やはり100万泊、計画と目標

を持って、100万泊をいつの時点でどうするんだ

というものが出てこないと。それと、どういう

ところをターゲットにした旅行商品にするか、

あるいは宿泊の場所というものも出てくるで

しょうから、そういった計画と目標というもの

を設けるべきじゃないかというふうに私は思い

ますが、再度、知事の考えをお聞かせくださ

い。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘の趣旨というの

は、しっかり受けとめたいというふうに考えて

おります。100万泊という数字も掲げたこのタイ

トルでございますが、先ほど言いましたよう

に、県民一人一人が年間１泊をすれば、いわ

ば113万県民ですから113万、100万を超えると。

それは一人にとっては年間１泊ではあります

が、それが大きな大きな効果を呼ぶのではない

かという一つのスローガンであり働きかけ、一

人一人の力を結集すれば、もっともっと大きな

ことができるよというような呼びかけとして掲

げておるところでございます。なかなか一つ一

つを積み上げてやっていくということが、実際

に113万全員が泊まることは、いろんな意味から

も無理なことでございまして、あくまでそうい

うスローガン的なものとして考えておるわけで

ございます。ただ、今、御提案のこともござい

ます。この運動の展開、アクションプランの工

程表に掲げる県内観光客数840万人という目標値

も掲げておりますので、そういうところにも反

映されるのではないかということで、数字の捕

捉にも努めていきたいと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。例

えば、我々もそうでありますが、県内の観光地

に行って、県内の観光地に宿泊するという機会

はやっぱり少ないんですよね。県職の皆さん方

も、いろんなところに出向いていかれる中で

も、最近は出張にしても日帰りというのが相当

多くなってきているという状況でもあります

し、知事の思いはわかりますけれども、具体的

にそういう形の中で、今後、ぜひ計画に盛った

目標という形の中で、見直しなり考え方をして

いただきますようにお願い申し上げておきたい

と思います。

次に、本県では、古事記編さん1300年を記念

した古事記ゆかりのシンボル的イベントを開催

し、県民や県外観光客に宮崎の魅力を満喫して

もらう、にぎわいを創出する事業が実施されま

すが、その一つとして、第26回西都古墳まつり

のタイアップイベントも予定されております。

地元でありますし、大変盛り上がります西都の

古墳まつりであります。この時期に西都の古墳

まつりとのタイアップイベント、私も期待して

おりますが、どのような効果を期待されて取り

組まれるのか、総合政策部長にお伺いいたしま

す。

○総合政策部長（稲用博美君） 西都原、これ

は本県を代表する観光スポットの一つでありま

して、ことしは西都原古墳群発掘100年の記念の

年でもあります。西都原への注目度を一層高め

るために、古代神話をモチーフにした西都古墳

まつりとのタイアップイベントを開催すること

としております。このイベントでは、映画「千

と千尋の神隠し」の主題歌で全国的にも有名に

なりました歌手の木村弓さんをお招きしまし

て、地元の子供たちとの共演を行うことで、地
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元の伝統的な祭りをより一層盛り上げ、全県的

な集客を図るという相乗効果が期待されるとい

うふうに思っております。県民によります県内

観光を推進し、県内経済の活性化や地域間交流

の促進を目指します、今いろいろお話にありま

した100万泊県民運動にも寄与するものというふ

うに考えております。

○押川修一郎議員 ことしの古墳まつりは、そ

ういう意味では、1300年記念事業として大きな

イベントになるだろうということで期待してお

るところであります。先ほども話がありますよ

うに、この行事が一過性になることが一番いけ

ないというふうに考えておりまして、島根県で

は、古事記編さん1300年記念として、ことし７

月21日から11月11日までの114日間にわたって、

神話の博覧会「神話博しまね」を開催し、県内

外にアピールをされるということであります。

ぜひ本県も博覧会などを開催することは考えら

れないのか、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 本県におきましては、

博覧会の開催というところまでは、今現在、予

定していないところでございますが、御指摘に

ありましたように、「ディスカバー宮崎」とい

いますか、その文化振興の側面も大事ですが、

やはりイベント的な展開で観光振興にも結びつ

けていく、この取り組みも大変重要であろうと

いう認識のもとに、ことしの10月から11月にか

けまして３週連続で、宮崎神宮大祭、西都古墳

まつり、それから古事記ゆかりのご当地グルメ

まつりということで、盛り上げていきたいと考

えておるところでございます。そのほか、この

時期には、古事記関連のイベントや祭り、企画

展などが多く開催されますことから、今申し上

げました核となるイベントとあわせまして相乗

効果を図り、記念事業として一体的・集中的に

ＰＲすることで、全県的な盛り上がりが図れる

のではないかということで、さらには、12月か

ら始まる本格的な神楽シーズンというところへ

結びつけていくということで、この「神話のふ

るさと みやざき」というものを県内外に強く

アピールしてまいりたいと考えております。

○押川修一郎議員 ちょっと残念でならないと

いうふうに率直に思うところであります。こと

しから32年の日本書紀までということであれ

ば、長期的なイベントにしたいというような答

弁も何カ所かで知事のお考えを聞いておるとこ

ろでありますけれども、ぜひ島根県あるいは奈

良県では、こういったイベントをされておるわ

けでありますから、やはり100万泊に結ぶよう

な、そういったイベントというものをつくって

いくべきじゃないかなというふうに思うんです

よね。期間がありますから、ぜひ何らかの形

で、一過性じゃなくて、こういう事業が続くよ

うにお願いしておきたいと思います。

次に、西村議員からも出ましたけれども、西

都原考古博物館についてであります。22年度の

観光統計を見ますと、西都原の観光客数は64

万5,000人、年々減少しておるところでありま

す。このような状況で、西都原考古博物館、こ

こはすばらしい施設であります。博物館への入

館者数はどのようになっているのか、そして利

用促進に向けた取り組みはどうなされているの

か、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 西都原考古博物館で

は、これまでに毎年、南九州と韓国、台湾との

文化交流について紹介した国際交流展や体験講

座を開催するとともに、古墳群の最新の調査成

果を盛り込むなどの展示を行い、平成16年の開

館以来、入館者の累計が94万人を超えていると

ころであります。22年は、発生しました口蹄疫
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の影響で、毎年10万人を超えていた入館者数が

大きく減少いたしましたが、23年度には９万人

近くまで持ち直してきたところであります。利

用促進の取り組みについてですが、入館者の半

数以上が県内からとなっておりますことから、

県内それぞれの地域の歴史を知る企画展や館内

でのクイズラリーの実施など工夫を凝らしなが

ら、県内の方をリピーターとして増加していく

ように努めていくとともに、県外からの観光客

への対応も視野に入れて、県内外の旅行会社へ

のポスター等の配布のほか、テレビや雑誌等へ

博物館の情報を紹介するなど、広報活動に取り

組んできているところであります。それで、こ

としはもっと何か新しいことができないかとい

うことで、宮崎駅前のＫＩＴＥＮにおきまし

て、西都原古墳群のパネル展を企画してＰＲす

ることといたしておりまして、今後とも、積極

的な広報活動、そして展示を充実させて魅力づ

くり、そういうことに努めていきたいと思いま

す。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。こ

の間の答弁の中に、小学校の学校数、70数校と

いうことで答弁があったところでありますけれ

ども、やはり文化事業なのか観光事業なのかと

いうことで、両方兼ねるという理解の中である

のであれば、県内の幼稚園生あるいは小中学

生、そういった生徒さん方を、何らかの形で、

学習や観光の場の中で、西都原というものを見

学あるいは勉強してもらうような方向の中での

また検討も入れていただければありがたいとい

うふうに思います。お願いをしておきます。

次に、国宝金銅馬具類、国の重要文化財の子

持ち家形埴輪、船形埴輪ですが、これらはいず

れも西都原古墳群、そしてその周辺から出土し

たものであります。私は、この出土品が、記紀

編さん1300年に合わせて、ぜひ西都への里帰り

ができないかお願いしたいと考えておるところ

であります。実は、２月議会で、中野一則議員

からも代表質問の中で質問されておりますが、

これらの出土品の買い戻しや資料の借用等を行

い、本県で展示することはできないかというこ

とで、改めて教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本県で出土し、県外

機関に所蔵されている資料といたしましては、

国宝の金銅馬具類のほか、重要文化財の埴輪子

持ち家、埴輪船などがございます。私も５月の

連休に東京国立博物館で埴輪子持ち家を見せて

いただきまして、すばらしいと感動してまいり

ました。これらの資料につきましては、古代日

向を知る上で重要な資料でありますことから、

すべての資料について復元品を作成し、西都原

考古博物館に展示しているところであります。

国宝等を買い戻すということにつきましては、

これらの資料が所蔵機関の重要な展示品の一つ

となっており、困難な状況ではないかとは思っ

ておりますが、平成26年には、西都原考古博物

館が開館10周年を迎えますことから、その記念

事業として、資料の里帰りを何とかするような

方向で特別展などができないか、検討してまい

りたいと考えております。

○押川修一郎議員 残念な思いもありますけれ

ども、極力買い戻しも含めた中での検討並びに

考古博物館開館10周年に向けての取り組みをお

願い申し上げておきたいと思います。

それから、本県には、旧所、名所のすばらし

い観光地があるわけでありますが、通過型観光

で終わっているというふうに思います。西都原

古墳群、西都原考古博物館に、例えば綾の照葉

樹林、高千穂、日南海岸などを結ぶ、滞在型の

観光ルートをつくることはできないかというふ
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うに思います。先ほど、県の旅館業組合の皆さ

ん方ともいろいろ議論をさせていただきまし

た。修学旅行の生徒が少ない、あるいは宮崎県

のそういうホテルや旅館に宿泊してくれる方々

が少ないという話も聞くところであります。や

はり滞在型が少ないというふうに思うところで

ありまして、この件につきまして、商工観光労

働部長にお願いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 本年は、

古事記編さん1300年、また、西都原古墳群発掘

から100年の節目を迎えますことから、西都原を

観光面から売り込むチャンスが一層拡大してい

るところであります。このような中、西都原と

県内の他の観光スポットをめぐるルートにつき

ましては、カーフェリーを利用したツアー商品

などが既に販売されておりますが、これからも

古代ロマンに満ちたスポットとして、さらなる

可能性を秘めているものと考えております。県

におきましては、本年度、西都原などの神話ゆ

かりの地をめぐる広域観光ルートを「日向神話

旅」として、新たに開拓しているところであり

ます。また、新たな取り組みといたしまして、

滞在型観光の広域化・ビジネス化を推進するた

めに、県内を周遊する旅行商品を販売する地元

旅行業者や観光協会を支援いたしますととも

に、地域の枠を超えた広域観光に取り組む市町

村等の支援も行うこととしております。このよ

うな取り組みによりまして、神話に加え、自然

や体験メニューなどを取り込んだ多様な観光ル

ートを開拓し、県内外への情報発信やセールス

活動も強化いたしまして、本県における滞在型

観光を一層推進してまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 観光行政ということでいろ

いろ質問させていただきました。最後になりま

すけれども、やはり西都原の整備だろうという

ふうに思います。この西都原古墳群の中でも特

に価値を持つのは、男狭穂塚、女狭穂塚である

わけであります。男狭穂塚につきましては、我

が国最大の帆立貝形古墳、女狭穂塚につきまし

ては、九州一の前方後円墳であります。残念な

ことに、樹木に覆われていて、その姿、全容が

見えないということが、地域の皆さん方もそう

いう意見が本当に多いわけであります。やはり

見えることによって人は感動を覚えたり実感と

いうものが出るというふうに思いますから、何

とか姿が見えるような整備をすることが、今後

の本県観光にとっても大きな資源となるのは間

違いないと、そのように思います。そこで、ぜ

ひ宮内庁に働きかけをしていただきますよう

に、再度、知事にお願いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 古事記編さん1300年等

に当たりまして、本県の宝探し、宝磨きをやっ

ていこうというときに、この男狭穂塚、女狭穂

塚、またこれは大変重要な資源であろうかとい

うふうに考えております。その形状や大きさの

外観などが一望できるような環境整備が可能と

なれば、この古墳群へのさらなる理解が深まる

とともに、その地域の魅力というものがさらに

増すのではないか、そのように考えておるとこ

ろでございます。そのような思いから、昨年、

西都古墳まつりのときに、私も参りまして、年

に一回、一部開放される、そこに参加しまし

て、あそこを管理しております京都の桃山監区

事務所の責任者と話をしたところでございます

が、やはり基本は、静安と尊厳の保持を基本と

した管理が行われているということで、樹木の

伐採については、大変困難な状況というのが基

本的な認識でございました。今回、平成16年度

から実施してまいりました地中探査の報告書が



- 154 -

平成24年６月15日(金)

完成しましたことから、５月末に教育長が宮内

庁を訪問し、地中探査に特段の配慮をいただい

たことへのお礼でありますとか、なお一層の環

境整備についてお願いしたところでございま

す。さまざまな形で我々の思い、考えというも

のを伝えておるところでございますが、今後、

引き続き、県による陵墓参考地の周辺部の整備

というものを検討するとともに、私が宮内庁を

訪問することも含め、あらゆる機会をとらえな

がら働きかけを行ってまいりたいと考えており

ます。

○押川修一郎議員 宮内庁を訪問されるという

ことを前提に、ぜひ議会の代表あるいは西都市

の代表、そういった方々と一緒に、こういった

問題について要望していただきますようにお願

いしておきたいと思います。

次に、宮崎の存在感を世界にどう高めていく

かということであります。

本県では、過去、国際的な会議やイベントの

誘致を進めた時期があります。例を挙げます

と、第10回世界ベテランズ陸上競技選手権大

会、それから、平成12年には南太平洋フォーラ

ムに加盟する16の国と地域の首脳が集まった太

平洋・島サミット、また、Ｇ８各国の外相が集

まり、宮崎外相会合が同じく７月12日から13日

で行われておるところでありまして、この会議

の成功は、宮崎が目指す国際会議都市の実現に

向けて、大きな一歩であったというふうに思い

ます。そこで、これらの取り組みをどのように

総括されておるのか、商工観光労働部長、よろ

しくお願いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ただいま

議員からお話のありました、平成５年に開催さ

れました世界ベテランズ宮崎大会は、世界71の

国と地域から約１万2,000人の選手が参加いたし

ました、本県が経験した最大の国際イベントで

ございました。また、平成12年に開催されまし

た太平洋・島サミットと九州・沖縄サミット外

相会合は、それぞれ16の国と地域の首脳、先進

８カ国の外相が本県に会した世界レベルの国際

コンベンションだったと考えております。これ

らの会議等の開催によりまして、国内外に向け

て宮崎を広く発信するとともに、宿泊等による

地域への大きな経済効果もあったところであ

り、また、これらの会議等の経験を通して、受

け入れに関するノウハウの蓄積や関係機関との

人的ネットワークの構築などが図られたことか

ら、その後、現在に至るまで、毎年、国際会議

等が誘致・開催されている基礎となったものと

考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。日

本の今の状況を見ますと、少子高齢化、人口減

少、一方、世界は人口の増大の傾向、しかも食

料不足、環境問題等、宮崎のような地域でも、

世界の動きに影響を及ぼすようなグローバル化

という中で、県は昨年、「未来みやざき創造プ

ラン」を策定し、その中で戦略の一つとして海

外展開を掲げ、グローバルな視点から地域のポ

テンシャルを生かした取り組みを推進し、国際

的な経済交流や人的交流を拡大させ、世界に開

かれた宮崎を目指すとされております。もは

や、単に東京など国内に目を向けるだけではな

く、世界の人々を取り込んでいく施策が必要だ

と思いますが、本県では、過去に国際的な会

議、イベントなどを誘致されて、10年以上、開

催がありませんけれども、そこで、発信力、文

化への理解を持った知識人、経済人レベルでの

国際会議やイベントの誘致を積極的に進めるべ

きだと思いますが、知事にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 国際的な会議やイベン
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トというのは、地域の活性化、経済への影響、

それから国内外への本県のＰＲ、また国際化の

推進に大きく寄与するものでありまして、これ

まで県は、みやざき観光コンベンション協会や

関係団体との連携を図りながら誘致に努めてき

たところであります。昨年度は、アメリカ、中

国、イギリスなど海外７カ国が参加しました太

陽光発電関係の学会を初め、17件の国際会議等

が開催されまして、今年度も、学会やシンポジ

ウム、インセンティブツアーなど、11件の開催

が予定されているところであります。御提案の

ありました国際的な会議を初め、学会や企業ミ

ーティングなどの誘致は大変重要でありますこ

とから、今後とも、長年にわたる取り組みで

培ってきました経験、実績というものを生かし

ながら、国等の関係機関、産業界、大学及び海

外との人的ネットワークの形成や情報収集に努

めて、誘致活動に積極的に取り組んでまいりた

いと考えております。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

ぜひ、世界地図に日本の中で東京とか大阪の大

都市は載りますけれども、宮崎県が載るような

そういった会議、イベントができるような形の

中で、今後、頑張っていただきたいと思いま

す。

次に、土木行政についてであります。

まず、総合評価落札方式についてですが、本

制度は、平成18年度からの試行期間を含めます

と、６年が経過したところであります。その

間、社会情勢の変化や地域からの要望等も踏ま

え、幾度も制度の改善策が図られてきておりま

す。よく聞く話でありますけれども、災害が発

生した場合、地元業者がいないことが、地域に

とっては大変困るということでありますが、こ

の間、業者も激減しているところであります。

地元業者育成の観点から、これまでどのように

取り組んでこられたのか、県土整備部長にお伺

いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 総合評価落札

方式は、価格と技術力など価格以外の要素を総

合的に評価し、落札者を決定する方式でありま

す。その評価項目では、企業や配置予定技術者

の技術力に加え、入札参加者の本店所在地や災

害時の協力体制などを設定することで、地域の

建設業者の技術力向上や育成を図っているとこ

ろであります。特に、小規模工事を対象とした

地域企業育成型は、技術力を有し、地域貢献度

の高い建設業者が受注しやすい本県独自の形式

でありまして、平成20年度の導入以来、その適

用範囲を順次拡大してまいりました。県といた

しましては、このような取り組みを通して、地

域に根差し、技術力や地域貢献度の高い建設業

者が受注しやすい環境整備を行ってきたところ

であります。

○押川修一郎議員 次に、地域の業界の方々か

ら、これまでさまざまな改善策が図られてきて

いるのにもかかわらず、受注できる業者とでき

ない業者の二極化が進んでいるとのことであり

ます。そこで、地元業者が受注できるととも

に、同じ管内の建設業者間における受注の偏り

を是正することが重要だと思いますが、同じく

県の取り組みについて、県土整備部長にお願い

いたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 県では、本年

度から、より地域の企業が受注しやすい環境を

整えるため、入札参加資格において、例えば土

木一式工事では、入札に参加できる地域を県内

３ブロックから７ブロックに変更するなど、地

域要件を細分化したところであります。また、

入札方式の選定に当たっては、総合評価落札方
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式が制度上、技術力や地域貢献度の高い建設業

者が有利となりますことから、価格のみの一般

競争入札も用いることで、実績の少ない建設業

者への受注機会の確保にも努めているところで

あります。県といたしましては、今後とも、幅

広く御意見を伺いながら、検証と必要な見直し

を図り、公平・公正で透明性の高い入札・契約

制度の構築に努めてまいりたいと考えておりま

す。

○押川修一郎議員 ありがとうございます。ぜ

ひそのような方向でお願いしておきたいと思い

ます。

それから、本年度から河川整備が本格的に始

まります一ツ瀬川でありますが、本年度の改修

状況について、同じく県土整備部長にお願いい

たします。

○県土整備部長（濱田良和君） 一ツ瀬川の河

川改修につきましては、平成22年度から事業に

着手しておりまして、本年度は、約３億8,000万

円の予算で、一ツ瀬橋付近の両岸及び山角橋か

ら穂北橋までの区間、並びに杉安橋付近の右岸

の３カ所におきまして、調査設計及び用地取得

を進め、一部工事着手する予定としておりま

す。

○押川修一郎議員 ありがとうございました。

次に、学校の通学路の安全確保についてであ

りますけれども、これは横田議員のほうからも

出ておりましたし、関連の部分があるというこ

とで、私の住む西都市の学校区においても、道

路の狭いところとか見直しが必要なところとか

ありますし、県土整備部のほうにも道路の改

良、警察のほうにも、いろんな見直しの中での

道路標識とかもろもろあるわけでありまして、

子供たちが安全に登下校できるような関係の中

で、今後、いろんな対策を打っていただきます

ように要望にかえさせていただきまして、私の

一般質問を終わらせていただきます。ありがと

うございました。（拍手）

○中野一則副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午後０時８分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、重松幸次郎議員。

○重松幸次郎議員〔登壇〕（拍手） 公明党宮

崎県議団、重松幸次郎でございます。足元の悪

い中、傍聴に来ていただきました皆さん、心か

ら御礼申し上げます。

通告に従い順次質問をさせていただきますの

で、知事初め、関係部長には明快な答弁をお願

い申し上げます。

初めに、道州制についてであります。

これまでも多くの議員各位による質疑がござ

いましたが、急速な少子高齢化による家族形態

の変化、東日本大震災による自治機能の崩壊な

どで国の形が問われている中で、国、道州、基

礎自治体の３層構造から成る地域主権型道州制

導入による、国民が主役の行政を実現し、国の

再建を提唱する公明党は、その実現に向け、本

年の３月に道州制推進プロジェクトチーム（遠

山清彦座長）を発足させ、本格的な議論をスタ

ートさせました。プロジェクトチームでは、現

在、道州の権限や区割り、財源、導入への手続

といった主要課題について、有識者を交え、そ

の実現に向けて本格的に取り組んでおります。

道州制を取り入れる意義はさまざまに展開が

ございますが、公明党の見解は次の３点にも集
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約されます。第１には、国の権限や財源、人材

などが道州に移転されることで首都をバック

アップする機能を担えるということでありま

す。首都直下型地震の発生確率が今後30年間

で70％と試算されていることなどもあり、東京

に一極集中する首都機能のバックアップ体制が

求められています。その意味からも、首都機能

の代替につながる道州制は、国土の防災性や災

害への対応力を高める観点から有力な手段とな

ります。

第２は、長期にわたって停滞を続ける経済・

景気の打開につながる効果です。これまで経済

対策は国が一元的に進めておりますが、道州が

独自に経済対策に取り組むことで地域の中で強

みを持つ産業に特化した投資が進み、地域経済

に新たな活力が生まれ、景気の好転や上昇が期

待されます。

そして、第３は、行政運営のスリム化が進む

ことです。二重行政の解消や人件費の削減など

が進み、その結果、今まで以上に効率的な行政

運営が可能となり、新たな行政サービスを国民

に提供できる。行政サービスの全体がスケール

メリットで働く形で向上でき、魅力ある地域ゾ

ーン、都市ゾーンが形成できるなどが挙げられ

ます。

そういう期待がある一方で、国の調整機能が

低下し、地域間格差が拡大する。住民との距離

が開き、住民自治が形骸化するなどなど、慎重

な立場での意見もございます。このほかにも道

州制の設計において、県警察、国有林野、高等

裁判所などを移譲して国の統一性が担保できる

のか、一体いつごろ導入するのかなど、これか

らの課題について国会を中心に、そして地方に

おいても本格的に議論を深め、立法措置などの

行動を進めなくてはなりません。

そこで、知事にお伺いいたします。岡山県の

石井正弘知事を代表に、ほか８名の県知事と橋

下徹大阪市長を含む15名の市長が共同する「道

州制推進知事・指定都市市長連合」が本年の４

月20日に発足いたしました。九州からは佐賀

県、熊本県の各知事と北九州、福岡、熊本の各

市長も参加されておられますが、この「道州制

推進知事・指定都市市長連合」が設立されて、

知事はどのように受けとめておられるのか、御

所見をお伺いいたします。

以上で壇上での質問とし、残りは質問者席か

ら行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

道州制の推進組織の設立についてでありま

す。少子高齢・人口減少社会の本格化、経済の

グローバル化など、我が国を取り巻く社会経済

状況が大きく変化する中で、これまでの画一的

な中央集権システムでは地域の多様な行政ニー

ズには十分対応することが難しくなっていると

いう認識であります。このため、住民に身近な

行政はできる限り地方が担い、地方がみずから

の判断と責任において地域のニーズに応じたき

め細かな施策を展開するために、地方分権を推

進していく必要があると考えておりまして、そ

の推進の一つの選択肢として道州制というもの

が考えられるのではないかと考えております。

このたび、有志による道州制の推進組織が設

立されたということは、今現在、道州制に関す

る議論というものが以前と比べると多少、熱を

帯びていない状況もある中で、地方分権の確立

に向けた選択肢の幅を広げ、我が国の行政のあ

り方に関する国民的な議論喚起に向けたきっか

けになり得るものというふうに考えておるとこ

ろであります。以上であります。〔降壇〕



- 158 -

平成24年６月15日(金)

○重松幸次郎議員 実は、４月20日に発足した

道州制推進連合の石井知事一行が同日、公明党

道州制推進プロジェクトチームを訪問し、同連

合からの要望を受けております。懇談の折、石

井知事からは、地域主権型道州制の基本的な理

念や方針、工程などを定める推進法を地方の意

見を反映しつつ早期成立させると訴えられてお

りました。地方の意見を集約、反映させるとい

う上で、県内でも議論の場が必要だと思います

し、知事はこれまでの道州制についての答弁の

最後は、「積極的に議論を進めていくべき」と

か、「検討していく必要があろう」という表現

でありました。今後、道州制について具体的に

どういう形で議論を進めるおつもりなのか、再

度、知事にお尋ねをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 道州制は、地方分権に

向けた選択肢の一つとして議論を深めていくこ

とが必要であろうかというふうに考えておりま

すし、地方分権というのがなかなか遅々として

進まない、それをいかに突き動かすかというと

ころの、いわば運動論のような形で道州制とい

うものを前向きに議論していくことは大変重要

ではないかというのが私の考えでございます。

道州制というのは、ただ地方の広域行政体をど

うするかということにとどまらず、国のあり

方、まさに国と地方のあり方を根本から変える

ものでありまして、国民生活に大きな影響があ

るものというふうに考えておるところでござい

ます。このため、国民的な議論の喚起に加えま

して、まずは現在の都道府県制度を前提とした

地方分権というものを着実に進めていく必要が

あろうかというふうに考えております。そし

て、市町村の基盤、機能の強化を図るというこ

とで、国、地方、全体をとらまえた機能分担、

役割分担をどのようにしていくのか、そのよう

な議論を深めてまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 知事のお考えは理解できま

す。また、九州知事会の動きも大変必要なもの

であります。その上で我が党としては今後の手

続として、約３年で道州制移行法案成立を目指

し、またその後に道州制国民会議を立ち上げて

議論をと考えております。ぜひ、河野知事がそ

の議論の中央に立たれることを望んでおりま

す。

続いてまいります。防災対策についてであり

ます。

５月27日に日南市油津港で行われました宮崎

総合防災訓練に参加させていただきました。地

震、マグニチュード7.1、震度６弱という、また

大津波を想定しての訓練に、県、日南市、日南

市消防本部を初め、多くの団体、企業が参加し

て、24項目にわたり訓練が行われました。消

防、警察、自衛隊の救助訓練は申すまでもな

く、水道、電設などのライフラインの復旧工

事、炊き出しやボランティアセンターの運営な

ど、すべての訓練内容に日ごろの鍛錬や連携を

発揮されていることが実感できました。中でも

やはり印象に残るのは、ヘリコプターでの救助

であります。この日は、航空自衛隊、海上保安

庁、「あおぞら」、そしてドクターヘリなど、

ヘリコプターが総動員でありました。あっとい

う間に海上かなたから湾内に到着し、水難者を

海面からつり上げて救助し搬送、またドクター

ヘリも救急車と連携して負傷者の応急救護と搬

送を数分の間に行うところを見ると、県民の安

心・安全は確実に確保していただいているとい

うふうに感心をいたしました。訓練に参加され

た関係の皆様、本当にお疲れさまでございまし

た。

さて、ドクターヘリにつきましては、我が会
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派と宮崎市議団と合同で６月１日に宮崎大学医

学部ドクターヘリ基地病院へ視察に伺いまし

た。これまでの運航状況は先ほど内村議員が質

問されたとおりでありました。６月13日まで

の57日間で56件の出動があったこと、また不良

天候や夜間などで出動ができなかったケース

が13件だったが、おおむね順調な運航開始だっ

たということを確認させていただきました。そ

の上で、今後の運航のために、内村議員と少し

ダブる部分もありますが、質問をさせていただ

きます。非常備消防地区の対応、無線が届かな

い場合の対応、離島の対応、また他県との連携

といったドクターヘリの課題について福祉保健

部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ドクターヘリ

の課題でございます。ただいま４点いただきま

した。まず、非常備消防地区への対応でござい

ます。非常備消防地区におきましては、ヘリ要

請は各職場の職員が行うこととしておりますの

で、これまで地元消防団や医療機関も含めた関

係者に対しまして、それぞれの町村において要

請方法等の説明や意見交換を行いますととも

に、ドクターヘリを使った実践的な訓練も複数

回実施してきたところでございます。

また、ヘリの消防無線につきましては、地形

の状況によって交信に支障が出る場合がありま

すので、例えば宮崎大学の運航管理室を中継基

地として医療用無線でドクターヘリに伝達する

といった対応を行うこととしております。

次に、県内の３つの離島におきましては、延

岡市の島浦、日南市の大島にはランデブーポイ

ントがありますので、直接、ヘリによる搬送が

できます。また、串間市の築島につきまして

は、患者を船で対岸まで運び、近くのランデブ

ーポイントで対応することとしておりますが、

今後、ランデブーポイントの適地調査を行うこ

ととしているところでございます。

最後に、他県との連携でございますが、本年

５月に九州各県の行政担当者とドクターヘリ基

地病院による連絡協議会を開催しておりまし

て、要請が重複した場合の隣県との連携や大災

害時における協力体制等について検討すること

としているところでございます。

○重松幸次郎議員 よくわかりました。また、

あわせまして、ヘリ運航の少し前に宮崎大学医

学部に隣接して設置されました救命救急センタ

ーの運営状況もお聞かせいただきたいと思いま

す。福祉保健部長にお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 宮崎大学の救

命救急センターでございますが、現在、医師14

名、看護師42名の体制で本年４月10日より運用

しているところでございます。病床数は20床で

ございますが、その平均稼働率は、運用当初の

４月が46％、５月が62.7％、６月は13日までで

ございますが、76.2％となっているところでご

ざいます。救命救急センターとドクターヘリの

運航は、救命率の向上、後遺症の軽減等の県民

の安全・安心の確保はもちろんのこと、救急医

療、ひいては地域医療を目指す若手医師を初め

とする医療従事者の養成確保の場となるという

意味でも、大変期待が大きいところでございま

すので、県といたしましては、今後とも、宮崎

大学を初め、関係機関と十分連携を図ってまい

りたいと考えております。

○重松幸次郎議員 災害拠点病院としてすばら

しい環境が整ってまいったと思います。しか

し、現場に携わっている方は大変な気苦労があ

るかと思います。安全運航と御活躍を祈るのみ

であります。頑張っていただきたいと思いま

す。
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続きまして、関連しまして、消防バイクの導

入状況について確認いたします。我が党の新聞

記事ですが、埼玉県の草加市消防本部に配備さ

れたオフロードタイプの消防バイクが地震や火

災などの災害時にすぐれた機動力を発揮し、初

期消火活動や情報収集に大きな効果が期待され

ていると。2005年から３台導入されていまし

た。東日本大震災の発生当日も市内を巡回し、

住宅街や狭い道路の路地裏まで走行できるバイ

クだからこそ、被害状況をいち早く伝えること

ができたとありました。また、東京消防庁

は1997年から現在、20台を都内各署に配備し、

首都高速道路での車両火災など、事故や災害現

場にいち早く急行し、消火能力にすぐれ、持ち

運び可能な可搬式消火器で初期消火を行うこと

が主な任務というふうに聞いております。この

ように、消防バイクは災害時における迅速な情

報収集や救急救助活動において有効であると考

えられますが、本県における消防バイクの導入

状況と導入推進に対する考え方について危機管

理統括監にお伺いいたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 消防バイ

クの県内の導入状況につきましては、宮崎市消

防局に１台、宮崎市消防団に６台、延岡市消防

団に３台、えびの市消防団に５台、高千穂町消

防団に３台の計18台となっているところでござ

います。消防バイクに関しましては、議員御指

摘のありましたとおり、すぐれた機動力を有

し、大規模災害時の情報収集等に大きな役割を

果たすことが期待されております。一方で、人

員の確保やバイクの走行訓練が必要であるな

ど、運用体制に関する課題も指摘されていると

ころでございます。消防車両などの消防設備に

つきましては、各市町村が地域の実情に応じて

整備をしており、県といたしましては、市町村

に対し、消防バイクの全国的な運用状況などの

情報を提供してまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 意外にも消防本部よりも消

防団のほうに多く配備がされておりました。全

国でも総務省消防庁による実態調査が行われ、

調査結果が報告されております。これから取り

組みを検討されるところが多いようですが、初

期消火の役割は当然として、防災防火パトロー

ル、防災啓発活動、そして学校現場に出向いて

の防火教育などの導入のメリットと運用事例を

参考に、ぜひとも各市町村で導入を呼びかけて

いただきたいと思います。

続きまして、通学道路の安全確保についてで

あります。

登下校中の子供たちを襲う痛ましい事故が本

年４月に相次ぎました。安全が確保されている

とは言いがたい通学路が少なくない中、子供た

ちを守るために危険箇所の総点検を初め、ドラ

イバーの安全意識啓発、地域社会の協力が不可

欠だと思います。我が党も４月26日に通学路の

安全対策プロジェクトチームを立ち上げ、全国

で具体的な検討に乗り出しております。登下校

中の交通事故で死傷した全国の児童数は昨年１

年間で2,485人に上り、それでも過去５年間で最

も少ない数字だそうであります。そこで、平

成23年中の県内における児童生徒の登下校中の

交通事故発生状況について警察本部長にお伺い

いたします。

○警察本部長（加藤達也君） 平成23年中に発

生した県内の児童生徒にかかわる登下校中の交

通事故は、小学生が28件、中学生が92件、高校

生が262件の合計382件で、死者はありませんで

した。

○重松幸次郎議員 中学生、高校生になると自

転車事故がふえていくというふうにお聞きいた
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しました。また、他県で発生した事故を受け、

登下校中の安全確保について県教育委員会は学

校へどのような指導を行っているのか、教育長

にお伺いをいたします。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会といた

しましては、他県で相次いだ登下校中の交通事

故を受けまして、通学路の安全確保や安全管理

体制の整備を市町村教育委員会等へ通知したと

ころであります。その内容につきましては、地

域や学校の実情、過去の交通事故の発生状況な

どを参考に、学校、家庭、地域及び関係機関と

連携した通学路の安全点検の実施や通学方法を

検討すること、登下校時における交通安全指導

の徹底を図ることであります。また、このこと

につきましては、小学校・中学校校長会や県立

学校校長会において具体的な事例を挙げなが

ら、校長へ直接、指導を行ったところでありま

す。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。小

学校用と県立学校用に分けて行っている状況調

査票を見せていただきました。近日中に取りま

とめて、今後、家庭、地域、関係機関との連絡

協議会が開催されるということを伺っておりま

す。既に全国でも対策が始まっておりますが、

東京都文京区の千駄木小学校前通りでは、地域

住民との意見交換で合意形成を図り、国の補助

事業を活用して通りの車道幅を5.5メートルから

４メートルに狭め、その分、歩道を広くし、車

道は対面交通から終日一方通行に変えたようで

あります。また、福岡市博多区では、自動車の

制限速度を30キロ以下に制限する「ゾーン30」

を整備いたしました。そこで、通学路における

交通規制対策の進捗状況について再度、警察本

部長に伺います。

○警察本部長（加藤達也君） 通学路におきま

しては、児童等の安全確保を図るため、通学路

における交通規制の実態調査を指示しており、

必要があれば見直しを行うこととしておりま

す。また、警察庁の通達を受け、学校等関係者

と連携した緊急合同点検を実施中であります。

警察で進めております生活道路対策の「ゾー

ン30」につきましては、住宅地域内の区域内に

一律時速30キロメートルの速度規制をかけた上

で、道路管理者等と連携しながら、速度や通過

交通の抑制を図り、交通事故を防止するもの

で、平成28年度までの継続事業であります。本

年度指定した４カ所のゾーン内には小学校が含

まれているところもあることから、今後も、通

学路を含めた安全対策の一環として推進をして

まいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。今

後も継続してさらなる安全対策を講じていただ

きますよう、警察本部、教育委員会、また関係

部署に要望をいたします。

続きまして、観光振興についてでございま

す。

先月、常任委員会の県北調査で、細島港の大

型岸壁の整備、ガントリークレーンの増設やコ

ンテナターミナルの拡張など、まさに東九州の

物流拠点としての港湾整備状況を見ることがで

きました。細島港は、貨物の取り扱いだけでな

く、先日、西村議員が紹介されておりましたク

ルーズ船の就航受け入れが本県観光の海からの

玄関口として今後大きく期待できるものと思い

ます。クルーズ船については大変興味のあると

ころでございます。そこで、海外からのクルー

ズ船の最近の寄港、及び今後クルーズ船の受け

入れをふやしていくことができるのか、商工観

光労働部長にお伺いします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 今年度の
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海外からのクルーズ船につきましては、既に寄

港したものを含めまして、細島港で乗客2,300人

規模の「コスタ・ヴィクトリア号」を６

回、1,000人規模の「クラブ・ハーモニー号」を

３回、油津港で1,800人規模の「レジェンド・オ

ブ・ザ・シーズ号」を６回、２つの港を合わせ

まして合計で15回受け入れる予定であり、本県

としては過去最高の受け入れ回数となります。

近年、東アジアにおけるクルーズ船の運航は拡

大傾向にありまして、また九州への関心も高

まっております。このような状況を踏まえ、今

後の受け入れにつきましては、県では、地元自

治体、観光協会、関係事業者などとで構成しま

すポートセールス協議会や地元受け入れ協議会

を通じて、また九州観光推進機構とも連携しな

がら、誘致活動に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。観

光コンベンション協会の担当の方からもお話を

聞いてまいりました。予定では本日、油津港に

「レジェンド・オブ・ザ・シーズ号」が入港だ

そうです。これからもアジアからの誘客がさら

に期待できるので、組織との連携を図りたいと

のことでございました。また、海外クルーズ船

のほかにも、「飛鳥Ⅱ」や「にっぽん丸」も寄

港する予定だそうです。その中で一つ心配が出

ておりましたが、クルーズ船の受け入れにおけ

るＣＩＱ体制―出入国管理について十分な対

応ができているのか、総合政策部長にお伺いし

ます。

○総合政策部長（稲用博美君） 近年、国際ク

ルーズ船の需要が高まっておりますが、クルー

ズ船には多くの外国人観光客が乗船しておりま

すことから、ＣＩＱの中でも特に出入国審査の

手続が円滑に行われるということが重要となっ

ております。このような中、国におきまして

は、観光立国の推進を図るため、例えば大型の

クルーズ船の場合には、海外の出発地から審査

官が乗船して船上で入国審査を行い、寄港後速

やかに上陸できるようにしたり、出国審査が円

滑に行われるように人員を配置したりするな

ど、審査の待ち時間を短縮する取り組みが行わ

れているところであります。クルーズ船の寄港

につきましては、本県港湾の利用促進や本県へ

の大型観光客の誘致に大きく貢献するものであ

りますので、県といたしましても、関係機関と

連携して、クルーズ船の受け入れ体制の強化を

図っていく一方で、引き続き、国の機関に対し

まして、ＣＩＱ体制の充実について要望してま

いりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。外

国から初めに入港するファーストポート、最後

に出国するラストポートにＣＩＱの管理が発生

するわけでございます。県内の滞在時間ができ

るだけ長く保てるようにＣＩＱ体制をよろしく

お願いしたいと思います。

また、そうした中で、アジアからの誘客を考

えたとき、とりわけ中国、台湾からの観光客が

多くなっておりますが、気になるのが通訳でご

ざいます。そこで、全県的にアジアからの観光

客の受け入れをしようとするときに通訳の確保

はできているのか、商工観光労働部長に伺いま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 増加が見

込まれますアジアからの観光客を受け入れるた

めに、御指摘のとおり、通訳の確保は重要な課

題であると考えております。しかしながら、有

償で海外からの観光客に対し通訳や案内を行う

ことができる国家資格の通訳案内士や、通訳ボ

ランティアのいずれも、中国語や韓国語などの
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アジア言語に対応できる人が県内では少なく、

特に一度に多くの観光客が訪れるクルーズ船の

受け入れ時などにはその確保に苦慮していると

ころであります。このため、地元の受け入れ協

議会では、広報紙などを通じた通訳ボランティ

ア募集などを行って、その確保に取り組んでき

ているところであります。また、県では、総合

特区制度を活用しまして、九州エリアに限定し

て、基本的な研修を受講することにより通訳案

内ができる特区ガイドの創設に向けて、現在、

九州各県、九州観光推進機構と共同で申請の準

備を進めているところであります。

○重松幸次郎議員 私も初めて特区ガイドとい

うことを知りました。ぜひとも、有償で通訳案

内ができる特区ガイドを創設していただきたい

と思います。また、観光案内看板、パンフレッ

トもアジアに対応したものをさらにつくってい

ただきたいというふうに思います。

また、そのほかにも、日本を訪れる中国圏内

の旅行客の一番の目的は買い物であります。た

だ、中国には5,000米ドル相当までという外貨持

ち出し制限があるために、決済を銀聨カード、

日本で言うキャッシュカードで行うことが多

い、それに対応した端末機を普及しなくてはな

らないというふうに聞いております。アジア経

済発展に伴い、観光客の拡大のチャンスであり

ます。さらなる誘客促進をお願いいたします。

次に、５月28日に観光議員連盟と県ホテル旅

館生活衛生同業組合様との意見交換会がござい

ました。その折、他県から受け入れがほとんど

なくなっている修学旅行、今、教育旅行と言っ

ているそうですが、その対策をどうするか、議

論がございましたが、なかなか結論に至りませ

んでした。後日、県ホテル旅館生活衛生同業組

合の事務局にお邪魔してお話を伺いました。本

年３月までの２年余り、観光振興応援事業とい

うのがあり、全国に宮崎への修学旅行案内に

回っていたが、本年で打ち切られたようでござ

います。積み重ねが大切であります。これから

だというふうにおっしゃっておりました。観光

振興応援事業として修学旅行のセールスに取り

組んだ事業が終了になったところですが、復

活、継続するお考えはないか、商工観光労働部

長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） この事業

は、ふるさと雇用基金事業を活用いたしまし

て、県ホテル旅館生活衛生同業組合が３名の職

員を雇用いたしまして、九州各県や関西・中国

地方などの旅行会社や学校を訪れ、本県への修

学旅行誘致を行うとともに、最近の修学旅行の

傾向などについての情報収集を行ったものであ

ります。県では、この事業により収集した情報

も生かしながら、市町村等と連携して、本県の

修学旅行向けメニューの掘り起こしや磨き上げ

を行い、南九州３県合同モデルルートの構築や

修学旅行ガイドブックの作成などに取り組んで

きたところであります。今後は、ＪＲグループ

などと連携した関西・中国地方の旅行会社向け

の視察会や、教育委員会にも御協力をいただき

ながら、鹿児島県や熊本県など隣県の教育関係

者へのセールスを実施するなどに取り組み、修

学旅行の誘致を図ってまいりたいと考えており

ます。

○重松幸次郎議員 ぜひ、修学旅行の復帰をお

願いする―先ほど言いましたこれらの事業を

何らかの形でぜひ復活、継続していただきたい

という要望でございます。よろしくお願いいた

します。

次に、がらっと話題を変えまして、「夢・実

現 甲子園優勝プロジェクト事業」についてであ
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ります。スポーツの力で県民に勇気と元気をと

いう思いで知事は甲子園日本一を掲げられまし

た。春、夏、全国優勝がないのは九州では宮崎

県だけと聞けば、意地でも応援してみたくなる

というふうに思います。大事かなと思いまし

た。県高野連のホームページを見てみますと、

全国大会では、昭和39年に宮崎商業高校、40年

に高鍋高校が夏の大会でベスト４、昭和59年に

都城高校が「センバツ」でベスト４になったの

が最高位であります。随分昔になってしまいま

した。「深紅、紫紺の優勝旗を一日も早く宮崎

に」を合い言葉にとありました。そこで、新規

事業である甲子園優勝プロジェクト事業にどの

ように取り組んでおられるのか、教育長にお伺

いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本年度より、県民に

感動や夢を届ける甲子園での優勝を目指し、

「夢・実現 甲子園優勝プロジェクト事業」をス

タートさせたところでございます。早速４月に

は、昨年の九州地区秋季大会県予選でベスト４

となった宮崎西高校など４校を競技力強化推進

校に指定するとともに、５月には、全国強豪校

挑戦事業として、春の全国選抜大会ベスト８の

浦和学院高校を初めとする全国の強豪校３校と

の試合を行ったところであります。今後は、強

化にかかわる中長期的な対策の検討を行うため

の県高等学校野球連盟を初めとする関係団体に

よる強化対策会議の開催や、中学生の硬式野球

へのスムーズな移行と意識の高揚を図るため

に、県中学生選抜チームの強化活動に対する支

援を進めてまいります。県教育委員会といたし

ましては、目標の実現を目指し、県高等学校野

球連盟や関係団体と一体となって本県高校野球

の競技力向上に努めてまいりたいと考えており

ます。

○重松幸次郎議員 県中学生選抜チーム支援の

ように、高校球児を育てるには、中学生、小学

生のころからの育成が大事かと思います。私も

高校野球の関係者と懇談した折、県内の一中学

校野球部に指導者が、経験者が複数いたり、ま

た逆に全くいないところがあるなど、偏りがあ

ることを危惧されておりました。このほかにも

プロジェクトを立ち上げると見えてくる課題も

多いかと思いますが、夢実現に向けて県民総力

戦の意識高揚がまず大事だと思います。新しい

プロジェクトでございます。始まったばかりで

ありますので、実りあるまで続けていただきた

いというふうに思います。７月７日からいよい

よ第94回全国高校野球選手権大会宮崎大会が開

催されます。まずは球場に出かけて地元の高校

を応援することから始めたいと思います。

続きまして、入札・契約制度についてでござ

います。

入札・契約制度に関しましては、幾つかお伺

いをいたします。地域の建設業は、公共事業、

インフラ維持管理、そして災害復興の対応な

ど、地域社会の振興と維持に重要な役割を担っ

ておられます。しかしながら、公共工事の抑制

や受注競争の激化などから厳しい経営環境にあ

り、企業の小規模化が進んできています。その

影響で、採算性が低く、一定の労働者や機械の

確保が必要となる地域維持事業を行い得る企業

が減少し、このままでは最低限の維持管理等ま

で困難となることが生じかねません。特に台風

など自然災害が多い本県では、災害や緊急時の

対応など、地域密着の企業が協力しなければで

きない事業があり、将来の対応に懸念が広がっ

ております。こうした中、昨年12月に国土交通

省より、「建設産業の再生と発展のための方

策2011」で地域維持型契約方式の導入が示され
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ました。本県では、地域維持型契約方式は将来

にわたる地域維持事業の担い手確保に有効であ

ると考えます。本県は導入事例がないとのこと

ですが、この取り組みについてどのように考え

ていらっしゃるのか、県土整備部長にお伺いい

たします。

○県土整備部長（濱田良和君） 現在、国にお

きましては、建設業者の減少、小規模化が進む

中で、災害対応や除雪、道路補修などの地域維

持業務の発注に当たって、複数の工種、区間等

を包括して発注するなどの工夫を行うととも

に、地域の建設業者が協力して施工を担う地域

維持型ＪＶ制度を新設するなど、将来にわたり

地域の維持管理の担い手を確保するため、地域

維持型契約方式の導入を進めているところであ

ります。

本県では、現在のところ、地域の建設業者に

道路や河川の維持補修などの業務を担っていた

だいており、また災害時におきましても、建設

業協会ほか業界団体の協力のもと、迅速に対応

いただいているところでありますが、特に中山

間地域などにおいて、維持管理事業の担い手を

将来にわたり確保することは大変重要な課題と

考えております。このような課題の解決策とし

て、地域維持型契約方式は有効な手法の一つと

考えておりますので、県といたしましても、維

持管理事業における建設業者の応札状況を注視

するとともに、業界団体の御意見も伺いなが

ら、本県の実情に適した契約方式について研究

してまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 今後増加が見込まれる社会

資本の維持管理が持続的に行われるようにする

ためには、担い手である建設企業の体制確保に

資する地域維持型契約方式の活用をぜひとも望

みたいと思います。

続いて、建設関連の５業種業務委託の入札・

契約状況についてでございます。これまでも制

度について見直し改善が行われておりますが、

建設関連業務委託は、建設工事と比べて県外企

業の発注割合が高いと思いますが、どのくらい

の割合を占めているのか、また県外企業への発

注割合が高くなるのはなぜなのか、県土整備部

長にお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 平成23年度の

建設関連業務における県外企業の受注状況は、

件数ベースで13.0％、金額ベースで24.4％、同

じく建設工事では件数ベースで2.7％、金額ベー

スで5.1％でありまして、建設関連業務のほうが

高くなっております。建設関連業務の成果は、

その後に実施する工事の品質に大きな影響を与

えますことから、一定の技術力や同種業務の実

績を有する企業に発注するなど、品質確保に努

めているところであります。このため、高度な

技術力を要する橋梁設計や地すべり調査・解析

業務等では県外業者を入札参加者に含める場合

があり、結果としまして、建設工事に比べて県

外業者の受注割合が高くなっているところであ

ります。

○重松幸次郎議員 落札価格で今なお25％弱、

４分の１が県外業者となっているようでありま

す。そのうち平成23年度の西臼杵支庁内におけ

る土木関係建設コンサルタント業務の入札結果

では、50件のうち18件、36％が県外という状況

でありました。先日、設計コンサルタントの方

と懇談をいたしましたが、業務委託において

も、共同事業体として技術を習得し継承してい

くことで状況が改善できるのではということを

言われておりました。そこで、設計業務におい

て、県内業者と県外業者の共同企業体を結成す

ることで県内業者の受注機会と技術力向上の機
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会をふやすことはできないか、再度、県土整備

部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 本県におきま

しては、設計業務を初めとする建設関連業務に

共同企業体を加えた入札は行っておりません

が、一般的に、県外業者との共同企業体方式に

よる事業の実施につきましては、県内業者の技

術力や経験の獲得手段の一つとなる一方で、業

務に対する責任の所在が不明確になりやすいと

いう問題点が指摘されているところでもありま

す。県といたしましては、今後とも、公共事業

の品質確保を図りながら、県内業者への発注に

努めますとともに、国や他県の取り組み状況、

さらには業界団体の御意見等も踏まえまして、

研究してまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 繰り返しになりますけれど

も、県内と県外の業者の共同によるメリットを

引き出していただいて、産業構造にプラスにな

るＪＶ方式を御検討していただきたいと思いま

す。ここまで申し上げてきましたのも、みやざ

き元気プロジェクトのもと、地域経済循環シス

テムを構築し、地産地消を進めることが重要か

というふうに思うからです。

最後に、物品の発注についてであります。印

刷物の発注については、物品の売買契約から現

在は製造の請負となっているようですが、下請

の取り扱いについてはどのようになっているの

か、また発注方針はどうなっているのか、総務

部長にお伺いをいたします。

○総務部長（四本 孝君） 印刷物の発注にお

きまして、特殊な加工など受注業者ではできな

いものが含まれる場合には、その一部を他の業

者へ下請させることができることとしておりま

すけれども、一括下請については禁止をしてい

るところでございます。今後とも、県内業者へ

の発注を優先してまいりたいと考えておりま

す。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。県

内での生産が原則のようですが、そうした中

で、県外への一括下請があるのではないかと危

惧しているところであります。そのようなこと

が発覚した場合は罰則（ペナルティー）も規定

されていることも伺いました。印刷業だけでな

く、ものづくりに取り組んでおられる製造業の

皆さんの声でもあります。以上、できるだけ地

産地消で県内発注をさらに徹底していただきま

すようによろしくお願いをいたします。

商店街の活性化についてでございます。

今、全国で、災害に強く安心・安全なまちづ

くり、そして高度成長期に整備された多くの公

共インフラが一斉に老朽化し、インフラ崩壊の

危機が顕在化する中で、持続可能なまちの再生

を目指し、コンパクトシティが再注目されてお

ります。御存じのとおり、コンパクトシティと

は、住宅や学校、病院、商店街、また行政機関

など、暮らしに必要な機能が一定の地域内に集

約されたまちのことであります。鉄道やバスな

どの公共交通機関を使えば、自動車に頼らず歩

いて生活することができるのが特徴で、主に中

心市街地の活性化や環境負荷の軽減などの観点

から取り組みが進められてきました。そのほか

にも、高齢者対策、膨らむまちの維持費を抑制

するなど、持続可能な社会を見据えてコンパク

トシティへの転換が急がれております。そこ

で、宮崎県まちづくり基本方針で中心市街地の

活性化を推進するための基本方針が定められて

おりますが、取り組み状況について商工観光労

働部長にお尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 宮崎県ま

ちづくり基本方針の中では、中心市街地の活性
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化が大きな柱の一つとして位置づけられてお

り、市町村や県に期待される役割に加え、地域

における活性化の取り組みへの県の支援の方向

性などを定めております。この基本方針に沿い

まして、市町村においては商工団体等と連携し

ながら、朝市などのイベント事業やチャレンジ

ショップ等の創業支援事業などに取り組んでい

るところであります。また、県におきまして

も、市町村等が行う空き店舗を活用した高齢者

交流施設や物産館の整備のほか、まちづくりビ

ジョンの策定や、買い物弱者対策等に対し、ま

ちなか商業再生支援事業などにより支援を行っ

ているところであります。今後とも、基本方針

を踏まえながら、中心市街地の活性化に向け、

地域の主体的な取り組みを支援してまいりたい

と考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございます。県

としてもそのようにさまざまにまちづくりや中

心市街地活性化に支援されていることも十分承

知しております。一方、商店街もまちづくり三

法をもとに協議をし、ありとあらゆる街のにぎ

わい創出のために努力をし続けておられます

が、残念ながら、郊外へのスプロール化が進

み、空き店舗がふえている厳しい現実が県内で

もございます。せっかく策定されたコンパクト

なまちづくりの基本方針を強力に推し進める方

法はないのかと考えます。

では、どうすればコンパクトシティが実現で

きるのか、このことについて一考察でございま

すけれども、筑波大学大学院の谷口守教授は次

のようにおっしゃっております。「むやみに郊

外開発をしない。その要点は、計画、誘導、事

業の３本柱が重要です。第１の計画の重要性と

は、都市計画をきちんと認めること。例えば郊

外に新たな住宅を建てたいと言われても、これ

から人口が減りますよ、上下水道などの維持管

理費が困難だという話になり、フランスには公

共交通軸から歩いていける周辺しかまちづくり

はしませんと宣言している都市もある」という

ふうに言われています。「こうした都市計画を

つくるのが基本だ。第２の誘導は、こっちのほ

うが得だという仕組みをつくることだ。ロンド

ンでは、ショッピングセンターをつくる際に、

公共交通サービスのレベルの高いところにつ

くってくださいと交渉する。つくりたいと言っ

ている場所が基準を満たしていなければ、自分

で公共交通を提供して運営してくれませんかと

いうことになる。第３の事業は、公共事業に

よって変えていくことです。旧東ドイツの例で

すが、以前建てた10階建ての労働者住宅が今は

がらがらになってしまった。そこで、公共事業

で10階建てを３階建てくらいに減築を行った。

こうした公共事業でコンパクト化を進めること

ができた。インフラを守ることができる。この

３本柱は実は都市計画で普通にできることで

す。それがきちんとできていなかったことがこ

れまでの反省だ」というふうにおっしゃってい

ます。このように人口減少、税収減に対応する

切りかえができるかどうかであります。

あわせてもう一つ別の事例を紹介したいと思

いますが、「福島県商業まちづくりの推進に関

する条例」というのがございます。やはり中心

街の空洞化、都市機能の拡散を防ぐため、平

成17年に条例制定がされました。この条例の特

徴的なのは、大規模な小売商業施設の立地につ

いて、自動車を利用しないと日々の生活で必要

な商品の買い物に支障を来したり、将来にわ

たって自然環境への負荷や自治体の財政負担を

増大させるようなことがないように、持続可能

なまちづくりを推進するために、郊外部への特
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定小売商業施設の立地を抑制しております。ま

た、事業者は毎年度、地域貢献活動計画と実施

状況報告が求められ、県が受け付けられて県の

ホームページに常に公表されております。その

内容は、１点目に交通対策の実施、２点目に地

域づくりの取り組みへの協力、３点目に地産地

消の推進、４点目が地域雇用確保への協力、５

点目が少子高齢化対策など、計12項目でありま

すけれども、地元商店街との共存共栄が基本で

あり、全国に先駆けた条例であると思います。

宮崎県でもこのような条例がつくれないかと個

人的には思いますが、福島県が商業まちづくり

の推進に関する条例を制定しておりますけれど

も、本県でもこのような取り組みを行ってはい

かがか、また福島県の例のような、大規模店舗

との共存共栄を図りつつ、商業まちづくりを推

進しようという考え方について知事のお考えを

お伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 福島県の商業まちづく

りの推進に関する条例につきましては、大規模

店の立地抑制と地域貢献活動の促進を大きな柱

としまして、持続可能な歩いて暮らせるまちづ

くりの推進を目的としているものというふうに

伺っておりまして、大規模店との共存共栄を図

りながらまちづくりを推進するという理念は、

大変意義あるものと考えております。一方で、

条例化による立地抑制や地域貢献の義務づけに

ついては、他の企業との公平性の問題など、さ

まざまな議論があるというふうに伺っておりま

して、課題もあろうかと考えております。中心

市街地の活性化のあり方につきましては、こう

いった事例も参考にしながら、今後とも研究検

討してまいりたいと考えております。

大規模店との共存共栄によるまちづくりにつ

いて、これまでも宮崎市の例えば「Ｄｏまんな

かモール」のように、大規模店と地元商店街が

連携したイベントや大売り出しなどが行われ、

にぎわいが創出されるなどの成果が上がってい

る事例もございます。私も常々、オールみやざ

きでの取り組み、あらゆる分野で必要ではない

か、県民総力戦が必要ではないかと申し上げて

いるところでございますが、中心市街地につき

ましても、このような地域内での連携というも

のが広がっていくのは大変重要でありますの

で、県といたしましても、国や関係機関・団体

と連携をしながら、主体的な取り組みというも

のを支援してまいりたいと考えております。

○重松幸次郎議員 ありがとうございました。

条例をつくれるかどうかはこれから議論が必要

であります。

最後に、谷口教授は、「コンパクトシティは

公共交通機関に乗るまでに歩くことが多くな

る。実は健康面にいいという面もある。自動車

依存のアメリカは肥満が多いなど、まちの形が

人の寿命や幸福をある程度規定していることも

統計的にわかっている。積極的にコンパクトシ

ティに持っていったほうがいいという話もあ

る。まちづくりの方向性はコンパクトシティに

向かっていくしかないと思う」と、結論づけて

おられます。暮らしに必要な機能を集約したま

ちづくりで宮崎のどのまちも元気になるような

まちをつくり上げていただきたいと思います。

以上で質問を終了いたしますが、道州制につ

きまして、もう一度機会あるごとにまた議会で

議論をさせていただきたいと思います。河野知

事が初代州知事になられることも期待して、私

の質問を終了いたします。ありがとうございま

した。（拍手）

○外山三博議長 次は、新見昌安議員。

○新見昌安議員〔登壇〕（拍手） 引き続き、
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公明党宮崎県議団、新見でございます。以前

も、たしか11月議会だったと思うんですが、同

じようなシチュエーションがございました。皆

さん、お疲れでしょうけれども、しばらくの間

おつき合いをお願いいたします。

それでは、通告に従い順次一般質問を行いま

す。知事を初めとして、関係各部長、教育長及

び警察本部長に答弁をお願いいたします。

初めに、知事に伺いたいと思います。公務員

を指す「公僕」という言葉があります。公のし

もべと書きますが、最近の若い人たちの中でど

れだけの人がこの言葉を知っているでしょう

か。ほとんど死語に近い言葉ではないかと思い

ます。もとをたどれば、英国の「シビル・サー

バント」、米国の「パブリック・サーバン

ト」、これらの直訳とも言われておりますけれ

ども、ともに「サーバント」とあります。さら

に、「サーバント」にどんな意味があるかとい

えば、召使い、使用人でありますけれども、サ

ービスをする人ととらえることもできます。さ

らに、この「サービス」にどのような意味があ

るか、これも辞書を引いてみますと、貢献ある

いは奉仕とあります。知事は、県民にサービス

をする、県民の役に立ち、貢献し、奉仕する集

団のトップに位置する人であります。そこで、

伺いますけれども、知事は県民がひとしく幸せ

を享受できるよう、県民サービスの向上に資す

る施策の推進に日々取り組んでおられることと

拝察をいたします。そのために、重点施策を決

定されたことと思いますけれども、その際、決

定的な要因となったものは何だったのか、そし

て日々どのような思いで職務を遂行されている

のか、思いの一端をまずはお聞かせ願いたいと

思います。

壇上からの質問は以上とし、残りは質問者席

から行います。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

県民サービスの向上についてであります。本

県は長引く景気の低迷の中で、口蹄疫からの再

生・復興を初めとします経済・雇用対策、また

危機事象への対応や社会資本の整備、あるいは

中山間地域対策、子育て・医療対策など、重要

課題が山積している状況にございます。平成24

年度の重点施策は、こうした喫緊の課題や県民

の皆様との対話を通していただいた多くの御意

見などを踏まえつつ、３つの柱、「産業・雇用

づくり」「安全・安心なくらしづくり」「地域

を支える人財づくり」、この柱で整理をしたと

ころであります。この中で、県民サービスとい

う観点からは、地域医療の確保や子育て・子育

ち支援、自殺や高齢者等の孤立化防止といった

取り組みに力を入れたところでございます。

県政を担う私といたしましては、県民の暮ら

し、また宮崎の未来というものをしっかりと見

据え、県民の皆様のために尽くしていきたいと

いう知事就任以来の強い思いを抱きつつ、日々

の業務に邁進しているところでございます。今

後とも、県民の皆様の御期待にこたえるため

に、対話と協働、現場主義という姿勢というも

のを徹底いたしまして、県政運営に全力を尽く

してまいりたいと考えております。以上であり

ます。〔降壇〕

○新見昌安議員 ありがとうございました。思

いを聞かせていただきました。これからも、今

の姿勢をしっかり堅持していただいて、県民へ

の奉仕、貢献、これをしっかりやっていってい

ただきたいというふうに思います。

引き続き、県民サービスの向上について伺っ

ていきたいと思います。
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まずは、おもいやり駐車場制度について何点

か伺っていきたいと思います。公共施設や商業

施設の障がい者用駐車場の適正利用を推進する

ためのこの制度、ことしの２月１日からスター

トをしているところであります。この制度につ

きましては、平成21年９月議会において提案を

させていただいたところでありました。九州に

おいてパーキングパーミット、いわゆる身障者

用駐車場利用証制度、これを導入する県がふえ

つつある中で、身障者用駐車場を真に必要とさ

れる方々のために本県でも導入すべきというふ

うに訴えたところでありました。「人にやさし

い福祉のまちづくり」を標榜する本県におい

て、優しさあふれるこのネーミングのもと、制

度をスタートされたことを評価したいと思いま

す。

ところで、この制度は協力してくださる施設

があって初めて成り立つものであります。まず

は協力施設の最新の状況、その数と駐車可能台

数、どのようになっているのか、福祉保健部長

にお伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） ことし２月に

開始しました本県のおもいやり駐車場制度につ

きましては、県内のさまざまな施設の御協力を

いただきまして、５月末時点の登録状況でござ

いますが、協力施設が626施設、駐車可能台数

は1,646台となっております。

○新見昌安議員 スタートしたときは567施

設、1,482台分というふうに報道されておりまし

たので、その後も着実にふえているようであり

ますけれども、それでは、施設への協力要請、

いつごろからどのように行ってこられたのか、

確認の意味で同じく福祉保健部長にお伺いをい

たします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県内の施設へ

の働きかけにつきましては、昨年の７月から文

書による協力依頼や、職員が直接出向いて説明

を行うなどいたしまして、2,000を超える施設に

対しまして協力のお願いをしてきたところでご

ざいます。また、施設の設計段階からも当制度

への理解や協力をいただけるように、県建築士

会に対しまして説明と協力のお願いを行うな

ど、関係団体への協力依頼にも努めてきたとこ

ろでございます。今後とも、広報媒体を活用す

るなど、さまざまな機会を通じまして当制度の

周知に努めますとともに、市町村や関係団体な

どとの連携を深めながら、未登録施設への働き

かけを進めてまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 ところで、県のホームページ

に掲載されています４月末現在の協力施設の一

覧表を見てみたんですけれども、ちょっと気に

なることがございました。全国にチェーン展開

している複数の大手のコンビニエンスストア、

あるいは県内に多くの店舗を有する有名な商業

施設等々が意外にもこの協力施設になっており

ません。これは、それぞれ事情があるとは思う

んですけれども、制度がスタートして４カ月半

になりますが、この間に見えてきた課題を解決

するためにどのように取り組んでいかれるの

か、お伺いをいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 議員御指摘の

とおりでございますが、全国的に展開する商業

施設につきましては、多くの施設において障が

いのある方が使いやすい駐車区画、これを既に

整備していただいているところでございます。

しかしながら、本県の制度に対応したステッカ

ー等の案内表示を行うに当たりましては、本社

・本部における意思決定が必要なことなどか

ら、現時点で登録をしていただいていない施設

もございます。このため今後は、本県と同様の
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この制度─全国的には、議員がおっしゃいま

したように、パーキングパーミットと呼ばれて

おりますけれども─を実施しております全

国26府県との連携を強化いたしまして、本社・

本部への要請活動を合同で行うなど、働きかけ

を強めてまいりたいというふうに考えておりま

す。

○新見昌安議員 障がいのある皆さんがこれか

らも安心して外出できるよう御尽力をお願いし

たいと思います。また、４月１日からは、先ほ

どありましたように、全国の26府県で利用証の

相互利用も可能となっているようであります。

他県から宮崎に来られる障がいのある方々への

配慮もお願いをしておきたいと思います。

県民サービスの向上の２項目めですけれど

も、私たち議員は県民からいろんな相談あるい

は要望を受けます。その中で宮崎市政にかかわ

ることについては、きょうも傍聴に来ておりま

すが、市会議員につないだり、また県政にかか

わることについては直接あるいは間接的に県に

話を持ちかけてお願いするということになりま

す。そこで思うのが、こういった形で議員を何

らかの形で知っている県民の皆さんはともか

く、議員なんて全然知らない、そういった県民

の皆さんが、自分の地域の道路あるいは河川、

県有建物、こういったものにかかわる安全・安

心のための小規模の改修とか改良、こういった

ものを要望、あるいはよくある信号機の設置、

こういったものを要望するときに、どのような

形でこれを行っているのか、そして県としては

それらにどのように対応されているのかという

ことであります。これはごく素朴な疑問であり

ますけれども、相談、要望、それこそ多岐にわ

たっておりますので、ここでは比較的件数の多

い道路にかかわるものと信号機の設置要望、こ

れについて県土整備部長と警察本部長にそれぞ

れお伺いをしたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 道路管理につ

きましては、パトロール等を実施し、危険箇所

の早期発見に努めているところでございます

が、住民の方から直接あるいは市町村等を通じ

まして、小規模な修繕や補修など多くの要望が

所管の土木事務所に寄せられております。事務

所ではこれを受けまして、現地の状況等を確認

した上で、緊急性や必要性を勘案し、対応の要

否を検討しております。検討の結果、必要なも

のにつきましては、速やかに対応することとし

ておりますが、要望の内容によりましては、実

施までに相当の時間を要するものもございま

す。また、中には、公共性がないなどの理由で

対応ができないものもございますけれども、い

ずれにいたしましても、要望をお寄せいただき

ました住民の方には検討の結果を十分御説明

し、御理解をいただくよう努めているところで

ございます。

○警察本部長（加藤達也君） 交通信号機や道

路標識等、交通規制に関する要望、意見につき

ましては、警察署等で直接受ける場合や県警ホ

ームページによる電子メールのほか、県内の警

察署、各市町村の窓口に「信号機・標識ＢＯ

Ｘ」という御意見箱を設置し、だれでもが自由

に要望、意見を出せるシステムをとっておりま

す。警察に寄せられた御要望等については、す

べて現場を確認し、その結果を御本人に回答し

ております。特に、信号機の設置要望につきま

しては、警察本部で一括管理し、その経緯を明

らかにするとともに、設置の必要性、緊急性を

検討し、対応しているところであります。

○新見昌安議員 今回、何でこういった質問を

するかといいますと、実は京都府で実施してい
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る興味ある事業についての新聞報道を目にした

からであります。平成21年度から導入している

府民公募型の安心・安全整備事業というもので

すけれども、これは、京都府が管理する道路や

河川、建物などにおいて、従来の事業手法に加

えて、府民が日ごろから感じている身近な安心

・安全のための改良箇所を公募して、地域や市

町村からの要望とともに事業箇所を決定する府

民参加型の新しい公共事業の手法であると。そ

して、これによって府民がみずからの地域をよ

くしようとする気持ちや、府の施設、公共事業

に対する関心を高めてもらうとともに、地域に

密着した身近な安心・安全の向上を図るという

ふうに京都府のホームページにありました。こ

の対象となるのは、府が管理する道路の舗装や

ガードレールの設置、歩道の段差解消、河川の

護岸・堤防の修繕、信号機の設置などで、提案

されたものは、審査委員会で実施の採否を審査

して、その結果はホームページで公表するとと

もに、提案者へ知らせているということであり

ます。平成23年度、この年は1,667件の公募が

あって、うち1,183件が採択されたとありまし

た。

確かに、このような手法は、住民みずからが

改善箇所を提案するということによって、地域

のことは自分たちでという意識を醸成する上で

極めて有効でありますし、その提案がたとえ採

択されなかったとしても、審査委員会の場で公

平に審査され、その結果もきちんと丁寧に提案

者に返す、このことによってこの事業そのもの

に関心を持ち続けてもらえるということにもつ

ながるというふうに考えております。こういっ

た手法の事業を県民サービスの向上を図るとい

う観点からも本県でも導入してはどうかという

ふうに考えますけれども、県土整備部長の見解

を伺いたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 京都府が取り

組んでおります府民公募型安心・安全整備事業

につきましては、要望に対する手続の透明性や

公平性が確保されるなど、すぐれた面がある一

方で、事務量の増加や審査などの手続により工

事の着手までに一定の期間を要するなど、検討

すべき課題があるものと考えております。県と

いたしましては、今後、京都府の取り組みも参

考にしながら、県民に身近な公共工事の進め方

につきまして研究してまいりたいと考えており

ます。

○新見昌安議員 よろしくお願いをしておきま

す。

次に、現代を取り巻く諸課題について何項目

か伺いたいと思います。

まずは、認知症高齢者対策について伺ってい

きます。県においては本年３月、今後３年間に

おける高齢者保健福祉対策の指針となる新たな

高齢者保健福祉計画を策定されております。こ

れは、未来みやざき創造プランに掲げてある健

康長寿社会づくりと介護保険法において位置づ

けられた地域包括ケアの推進、これらが基本的

な考えとなっているようですけれども、この計

画の柱として認知症高齢者支援策の充実という

ものが掲げてあります。今や、85歳以上の４人

に１人が症状を持っている。そして、その数、

既に200万人を超えたとも言われております認知

症であります。高齢化の進展とともに今後もふ

え続けていくというふうに思いますが、こう

いった認知症高齢者を支える仕組みをしっかり

と構築しておくことが大事であり、県の計画に

盛り込まれているということは評価していると

ころであります。

ところで、２月６日の読売新聞ですけれど
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も、認知症サポート医の養成数に関する調査を

実施したという記事が掲載されておりました。

これによりますと、昨年度末までの養成人数、

全国で2,153人だったそうであります。ここで気

になる本県の状況ですけれども、同新聞社のホ

ームページによりますと、人数は25人、65歳以

上人口10万人当たりでは8.58人ということで、

全国では13位というふうにありました。ちなみ

に、65歳以上人口10万人当たりで最も多いのは

お隣の熊本県で、18.4人であります。認知症サ

ポート医につきましては、私もこれまで知らな

かったところでありますけれども、県の計画の

中での説明によりますと、認知症診療に習熟

し、かかりつけ医への助言、あるいは専門医療

機関や地域包括支援センターとの連携の推進役

となる医師というふうに書いてありました。国

がこの認知症サポート医制度を始めたのは平

成17年のようでありますけれども、ここで伺い

ますのは、認知症サポート医の養成に県として

どのように取り組んできたのか、福祉保健部長

に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県では、認知

症高齢者等に直接対応されるかかりつけ医や地

域包括支援センター等を支援する必要がござい

ますことから、平成19年度から22年度まで、医

師会の推薦を受けた医師を国立長寿医療研究セ

ンターに派遣いたしまして、関係者への助言等

を行います認知症サポート医として21名を養成

したところでございます。なお、23年度につき

ましても、医療関係団体等の協力を得まして、

自己負担の形ではございますけれども、４名の

方が同研修を受講されておりますので、現在の

ところ、サポート医は25名となっているところ

でございます。

○新見昌安議員 これも新聞報道によるもので

すけれども、去年の12月26日付の宮日に、県内

で認知症医療の拠点となる認知症疾患医療セン

ターとして、県央地域、県西・県南地域、県北

地域にそれぞれ１つ、計３つの病院が指定され

たというふうに報道されておりました。これも

比較的新しい名称でありますけれども、認知症

サポート医と同様、県の計画にも登場しており

ます。そこで、確認の意味も込めて、認知症疾

患医療センターとして指定されている県内３つ

の病院の役割、そしてその活動状況はどうなっ

ているのか、同じく福祉保健部長に伺いたいと

思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 認知症疾患医

療センターの３つの病院でございますが、認知

症に関する地域医療の中核的機関としての役割

を担っていただいているところでございます。

その活動といたしましては、認知症疾患に関

し、よく似た症状を示す疾患との区別を行いま

す鑑別診断や、身体合併症を含めた急性期医療

を提供しているところでございます。また、住

民からの相談に対応するため、医療相談室を設

置するとともに、地域包括支援センターや他の

医療機関などとの連絡調整を行っているところ

でございます。さらに、かかりつけ医など医療

関係者や介護事業者に対する研修、一般住民向

けの啓発活動なども行っているところでござい

ます。

○新見昌安議員 認知症サポート医も、かかり

つけ医への研修あるいは助言をするというふう

になっております。認知症サポート医と認知症

疾患医療センターの役割分担はどうなっている

のか、整理する意味でもう一度、福祉保健部長

に伺いたいと思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 認知症疾患医

療センターは、県内の地域バランスを配慮いた
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しまして指定した中核的医療機関でございまし

て、認知症に関する専門医療の提供、相談、研

修などの総合的な役割を担っていただいている

ところでございます。認知症サポート医には、

センターと協力しながら、より地域に密着した

形でかかりつけ医や地域包括支援センターなど

への助言等を行っていただいております。ま

た、認知症疾患医療センターが行う医療関係者

などへの研修では、認知症サポート医に講師を

務めていただいております。高齢化の進行に伴

い、認知症高齢者等への支援はますます重要に

なるものと認識しておりますので、今後とも、

サポート体制の充実に努めてまいりたいという

ふうに考えております。

○新見昌安議員 患者や家族、それぞれの地域

で安心して生活できるよう、今言われた医療分

野、そして福祉分野が今後もしっかり連携を

とっていただきたいというふうに思っておりま

す。

次は、空き家対策についてであります。一口

に空き家といっても、さまざまな状況に置かれ

た空き家が存在する、言うまでもないことであ

ります。まだ十分に住める状態であっても諸般

の事情で人が住んでいない家、あるいはまさし

く廃屋状態となった家、それぞれ対策が講じら

れないといけないというふうに思います。

まずは、人が住める状態にある空き家につい

て伺っていきたいと思います。移住を促進する

施策としての空き家等情報バンク活動、いわゆ

る空き家バンクというものがありますけれど

も、この空き家バンクの最新状況、どうなって

いるか、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（稲用博美君） 県では、これ

まで移住促進施策の中で、移住を検討される方

に対しまして住居の情報を提供します、いわゆ

る空き家バンクに取り組む市町村への支援を

行ってまいりました。この結果、空き家バンク

に取り組む県内の市町村数は、平成19年度に日

之影町が取り組まれて以来、昨年度に新たに開

始されました小林市及び五ヶ瀬町を含めまし

て、現在、11市町までふえてきております。今

後とも、市町村と連携しながら取り組みを進め

てまいりたいというふうに考えております。

○新見昌安議員 こちらのほうについては、今

後も、その他の市町村が加わるようにしっかり

取り組んでいっていただきたいというふうに思

います。

問題は、もう一方の空き家であります。人口

が減少し、高齢化が進展する時代にあって、ま

るで廃屋のような空き家は過疎地のみならず市

街地においても存在しております。私の家の近

くにも、道路まで樹木が生い茂って奥の玄関先

が見えない、こういった状態の空き家、あるい

はかわら、壁板が朽ちかけて、台風が来たら一

発で近隣に飛んでいくのではないかと思われる

ような空き家がございます。

2008年の総務省住宅・土地統計調査によりま

すと、この年の全国の空き家は757万戸、それま

での10年間で180万戸ふえたというふうにありま

した。こういった状況の中、全国で空き家の所

有者に適切な措置をとるよう勧告したり、ある

いは撤去を命令したりする空き家対策条例を制

定する市町村がふえているようであります。き

のうの横田議員の質問にあったとおりでありま

す。都道府県では、和歌山県がことしの１月か

ら都道府県としては初めて空き家条例を施行し

ております。しかしながら、空き家問題を考え

る上では、やはり民法の規定による財産権の保

障、こういったものにもしっかり向き合う必要

もあります。抜本的には法律の改正、こういっ
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たもので国にしっかり対策を講じてもらう必要

があるのではないかというふうに思います。国

における現在の空き家対策は、若干の変化が見

えてきておりますけれども、これをどのように

とらえ、県として今後どのように取り組んでい

くのか、また国に対して何らかの働きかけをし

ていく考えはないか、これは知事に伺いたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） 昨年３月、国の住生活

基本計画に新たに空き家の有効活用等の促進が

盛り込まれたところであります。これを受けて

県といたしましても、本年３月に宮崎県住生活

基本計画を改定しております。活用が困難な放

置された空き家については、今後さらに増加が

見込まれるということでございますので、市町

村と連携し、取り組みを強化していく必要があ

る、そのような認識でおります。ただ、空き家

の撤去に当たりましては、所有者の特定が困難

なこと、また財産権の問題、財政上の制約等い

ろいろありまして、対応に限界があるというの

が現状でございます。県といたしましては、こ

のような状況を踏まえまして、今後、国に対し

て財政支援や必要な法整備、そういう諸施策の

充実というものを要望してまいりたいと考えて

おります。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

次に、野生鳥獣被害対策について何点か伺っ

ていきたいと思います。まずは、狩猟者の高齢

化が進んでいるというふうに聞いておりますけ

れども、現状、狩猟免許取得者の動向などにつ

いて環境森林部長に伺いたいと思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 平成23年度末

の狩猟免許所持者は6,509名で、そのうち約70％

の4,573名が63歳以上となっております。

次に、狩猟免許の取得者につきましては、平

成21年度が212名、22年度が306名、23年度が308

名となっております。また、狩猟免許所持者の

うち約75％の4,903名が平成23年度の狩猟者登録

を行っております。

○新見昌安議員 22年度末現在で狩猟免許所持

者6,348人、そのうち60歳以上の割合が約67％で

したので、今の答弁からすると、やはり緩やか

に高齢化が進んでいるということがうかがえま

す。野生鳥獣による農作物や森林への被害が深

刻になってきているという現状を踏まえれば、

さらに積極的に猟をする必要があるのではない

かと思います。狩猟者を確保する、これが重要

でありますけれども、そのためには受験しやす

い環境づくり、あるいは新たに免許を取得する

者に対する指導等も必要になってくると考えま

す。どのように取り組んでいるのか、また狩猟

者の負担軽減をするために狩猟税の減免などの

措置はできないものか、あわせて環境森林部長

に伺います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 狩猟者の減

少、高齢化が進む中で適正な捕獲を実施するた

めには、新たな狩猟者を確保することが重要な

課題となっております。このため県では、受験

希望者を対象に事前講習会を開催するととも

に、狩猟免許試験のＰＲや、シカ・猿対策指導

捕獲員による集落等での指導を通して、新たな

狩猟者の確保に努めているところであります。

また、狩猟免許試験については、従来の宮崎

市、美郷町、都城市の３会場に平成22年度から

高千穂町を加え、銃とわなの免許試験を実施し

ております。さらに、希望の多いわなにつきま

しては、宮崎市での試験を１回追加したところ

であります。

次に、狩猟税の減免等につきましては、全国
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的にそのような事例があるかどうかを含めて研

究してまいりたいと考えております。

○新見昌安議員 県においては、熊本、鹿児

島、大分の南九州４県、宮崎県も入れて４県合

同でシカの一斉捕獲を行っておられますけれど

も、その実施状況はどうなっているのか。ま

た、お隣の大分県では県独自の取り組みとし

て、県下一斉の捕獲を実施しているというふう

に聞いております。集落単位のみならず、本県

でも大分県と同様の県下一斉の捕獲に取り組ん

ではどうかと考えますけれども、環境森林部長

に見解を伺いたいと思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） シカの一斉捕

獲については、シカの多い九州山地において平

成18年度から秋と春の年２回、熊本、鹿児島及

び本県の３県合同で取り組みを始めたもので、

平成20年度からは大分県を加えた南九州４県で

実施しております。平成22年度の捕獲実績は、

全体で1,740頭、うち本県が247頭となっており

ます。大分県では独自の取り組みとして、南九

州４県による一斉捕獲に合わせて捕獲日を設定

し、県内すべての市町村においてシカとイノシ

シの有害捕獲を一斉に行っております。本県と

いたしましては、入山者への周知徹底や十分な

安全の確保等の課題がありますので、市町村や

猟友会など関係機関と協議しながら検討してま

いりたいと考えております。

○新見昌安議員 去年、大分県が実施した県内

一斉捕獲では、猟友会員951名が出動したと。そ

して、イノシシ78頭、シカ159頭、計237頭を駆

除して、最低でも100頭としていた県の目標数の

２倍を上回る結果となったようであります。こ

の点、前向きな検討をお願いしておきたいと思

います。

ところで、捕獲したイノシシやシカの肉の処

理、皮革の活用等、これらに本格的に取り組ま

ないと、私の思いとしてはどうしても無益な殺

生というイメージが払拭できません。これにつ

いては知事に見解を伺いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 鳥獣被害対策として捕

獲した鳥獣の利活用ということであります。イ

ノシシにつきましては、その多くが食肉として

消費されているところでありますが、シカにつ

きましては、食肉としての特性や、これまでの

食文化におけるなじみの少なさから、自家消費

されている以外は余り利用されていない状況が

ございます。私自身はイノシシ肉もシカ肉も大

好きなものですから、食べて鳥獣被害対策とい

うことを提唱しておるところでございますが、

これを何とか広げていきたい、確かに御指摘の

とおりでございます。

現在、県内で有効活用している状況を見てみ

ますと、諸塚村におけるシカの生肉の販売であ

りますとか、北川町でシカ肉カレーなどを開発

する、またシカのジャーキーとかソーセージと

か、またハンバーグ、いろんな食材への展開と

いうのも取り組みがなされておりますし、えび

の市におけるシカ皮製品の加工販売など、ただ

大きな広がりとなっていないのが現状でござい

ます。

捕獲した獣肉の利活用を考える上では、処理

に係る食品衛生上の問題もございます。また、

利活用する際の安定供給、例えば本県出身の東

京でレストランを開いておられる方がジビエ料

理ということでシカ肉も供給をしてほしいと、

ただ、まとまった量を安定的に供給してほしい

という、流通のシステムの課題がなかなかクリ

アできていないということでございます。品質

の問題、生産コストなど解決すべき課題がいろ

いろあるわけでございますが、やはり貴重な地
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域資源の一つとして、地域活性化という観点か

らも、他県の事例等も十分研究をしながら、さ

らなる有効活用策を今後とも進めてまいりたい

と考えております。

○新見昌安議員 静岡県伊豆市、ここでは捕獲

したシカの肉を使った「イズシカ丼」というも

のを地元の特産品としてこの４月から売り出す

という取り組みを始めたようであります。市内

の食肉加工センターが加工したシカ肉、そして

地元食材を使う、これが条件となっているとい

うことですけれども、市内の飲食店22店舗がそ

れぞれ趣向を凝らして提供しているという状況

のようであります。調査に行ってみたいと思っ

ているところであります。

現代を取り巻く諸課題の最後、４項目めにな

りますけれども、再犯の防止について何点か伺

いたいと思います。少々旧聞に属しますけれど

も、昨年の11月11日に公表された2011年版犯罪

白書によりますと、2010年の刑法犯認知件数227

万1,309件で、2002年をピークに８年連続で減少

したようですけれども、検挙人数32万2,620人の

うち再犯者は13万7,614人で、再犯者率が42.7

％、1989年に統計をとり始めて以降、過去最悪

を更新したというふうにありました。また、少

年に限っても、検挙人数８万5,846人のうち再非

行少年は２万7,050人に上り、再非行少年率

は31.5％、これも統計をとり始めた1975年以降

で最悪となったというふうにありました。これ

らの数字を見ても、いかに再犯を防止するか、

とりわけ少年や若年者による再非行、再犯に歯

どめをかけるか、このことが極めて重要になっ

てきているというふうに感じております。そこ

で、伺いますけれども、2010年、平成22年中、

県内において刑法犯で検挙した人数のうち、再

犯者の占める割合及び再非行少年の占める割合

と、極めて重要な少年の再非行防止を図るため

の取り組みがどのように行われているのか、警

察本部長に伺います。

○警察本部長（加藤達也君） 県内において平

成22年に刑法犯で検挙した人員のうち再犯者の

占める割合は43.9％であり、また再非行少年の

割合は31.1％であります。

次に、少年の再非行防止を図るための警察の

取り組みについてでありますが、最近の少年非

行の背景には、少年自身の規範意識の低下やコ

ミュニケーション能力の不足、家庭や地域社会

の教育機能の低下などが見られ、こうした問題

の解決に社会全体で取り組むことが必要であり

ます。そこで、次代を担う少年の健全育成、少

年の規範意識の向上と、地域とのきずなの強化

を図るため、警察においては昨年２月から「非

行少年を生まない社会づくり」を推進している

ところであります。その取り組みの中で、特に

少年の再非行防止を図るため、過去に警察にお

いて非行少年として取り扱いのあった少年に対

し、警察から積極的に連絡をとり、保護者の同

意を得て定期的な連絡・相談、家族への助言、

少年が参加する社会奉仕体験活動や生産体験活

動等の機会を供与するなど、少年に手を差し伸

べる立ち直り支援活動を実施しているところで

あります。

○新見昌安議員 今お聞きした数字から、本県

も全国と同じ傾向にあることがわかりました。

手を差し伸べる、最近よく耳にするアウトリー

チであります。社会奉仕体験活動、生産体験活

動などの機会を供与する―今の社会情勢の中

ではなかなか御苦労も多いことと拝察しますけ

れども、少年たちが二度と犯罪に手を染めない

よう、しっかり支援していただきたいというふ

うに思います。
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ところで、刑務所などを出所した高齢者ある

いは障がいのある人の社会復帰を支援するため

の施設として、地域生活定着支援センターとい

うものがあります。本県における同センターの

現状と実績はどうなっているのか、福祉保健部

長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 地域生活定着

支援センターは、司法と福祉が連携いたしまし

て、親族等の受け入れ先がなく、高齢または障

がいを有するために、福祉的な支援を必要とす

る刑務所等出所者の社会復帰を支援することを

目的に設置いたしております。主な業務といた

しましては、出所予定者を対象としまして、福

祉サービスに係るニーズの確認等を行い、受け

入れ施設のあっせん、または福祉サービスの申

請支援等を行うコーディネート業務、それから

刑務所等から出所した後、本人及び受け入れ施

設に対して必要な助言を行うフォローアップ業

務がございます。本県では宮崎県社会福祉事業

団が運営をしておりまして、これまでの実績と

しましては、平成22年の６月開所以来、24人に

対しましてコーディネート業務、そのうち15人

に対しフォローアップ業務を行い、きめ細かな

支援を行っているところでございます。

○新見昌安議員 刑務所などを出所した高齢者

あるいは障がいのある人、こういった方々は身

元を引き受けてくれる家族がいない、あるいは

福祉サービスの利用申し込みをすることができ

ないといったことなどによって、自立した生活

に困難を生じるケースが多い。結果、犯罪を繰

り返すことにもなると言われております。これ

からもきめ細かな支援の継続をよろしくお願い

しておきたいと思います。

再犯の防止に関してもう１点伺いたいと思い

ます。再犯率が５割以上とも言われております

違法薬物使用の現状があります。最近の特徴と

して、インターネットを通じて簡単に違法薬物

を入手することができるようになって、薬物取

引への垣根が低くなっているということも指摘

されており、また学生や主婦の使用者がふえて

いることもその背景にあるようであります。そ

こで、過去５年間の県内における違法薬物事犯

の検挙の状況、再犯率、及びそれに対する警察

の対策について警察本部長に伺います。

○警察本部長（加藤達也君） 本県における薬

物事犯の検挙は、覚せい剤・大麻事犯の所持、

使用、譲り渡しが大半を占め、過去５年間で

は484件、361名を検挙しております。そのうち

再犯者については合計168名で、再犯者の占める

割合は46.5％となっており、全国の薬物事犯の

再犯者の占める割合と同様に高い数値を示して

おります。

次に、薬物乱用防止対策についてでありま

す。警察では平成23年１月から、警察が検挙し

た初犯の薬物事犯被疑者に対し、取り調べ終了

後に再犯防止のためのアドバイスやパンフレッ

トの閲覧、配布などを行っているほか、保護観

察所と連携して、薬物事犯乱用者の身元引受人

や保護司等に対し、再犯防止のための研修会を

実施しております。また、教育委員会や小・中

・高校等と連携して、毎年、薬物乱用防止教室

を開催しており、昨年は約140校、３万4,000名

に対して実施をしております。今後とも引き続

き、関係機関・団体と連携を図り、薬物乱用防

止対策に積極的に取り組んでまいります。

○新見昌安議員 よろしくお願いしておきま

す。

最後に、教育行政について教育長に何点か

伺っていきたいと思います。

先般、社会で必要な知識や能力を身につける
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キャリア教育の一環としてインターンシップに

参加したことのある普通科の公立高校３年生の

割合が報道されておりました。２月８日付の宮

日でしたけれども、これによりますと、地域に

よって参加率に大きなばらつきがあって、本県

は19.7％ということでありました。これは全国

では第何位だったのか、また現在、本県におけ

る普通科高校のインターンシップについてはど

のように取り組んでおられるのか、今後の方向

性に関してもあわせて伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会では平

成22年度から、県立高等学校キャリア教育総合

推進事業を展開しているところであります。そ

の取り組みの結果、県立高校普通科におけるイ

ンターンシップは事業実施前の平成21年度では

５校のみでありましたけれども、22年度には県

内すべての県立普通科高校（17校）で実施する

ようになりました。先ほどお話がありました全

国的な状況ですが、22年度のデータが公表され

ておりますが、それによりますと、本県の普通

科高校における参加経験のある生徒の割合は全

国で16位でございます。さらに、この事業にお

きまして、普通科３校を指定し、普通科高校に

おけるキャリア教育のモデル的な取り組みを研

究しているところであります。県教育委員会と

いたしましては、３校の研究成果を他の高校に

普及させることなどにより、今後とも、普通科

高校におけるインターンシップを初め、全教育

活動を通してキャリア教育を一層推進していき

たいと考えております。

○新見昌安議員 キャリア教育を推進すること

は、現代の高校生にとって大きな意義があると

いうふうに考えます。今の厳しい経済状況の中

で、雇用のあり方も変化しつつありますけれど

も、そういう状況にあるからこそ、高校生が将

来の職業、また生き方について真剣に考える、

これが重要であります。キャリア教育をさらに

推進されるよう要望をしておきたいと思いま

す。

次に、県立学校にタブレット端末を整備する

ことにつきましては、今年度当初予算の説明時

に聞いていたところでありますけれども、タブ

レット端末を活用しての授業が10月から始ま

る、これも新聞報道で知ったところでありま

す。スタートまで４カ月でありますけれども、

現在どのように取り組んでおられるのか、伺い

たいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県立学校「教育の情

報化」基盤整備事業は、本年度、９校の高校に

タブレット型情報端末と普通教室への無線ＬＡ

Ｎを整備し、各教科や総合的な学習の時間など

の授業での活用方法につきまして実証研究を進

めていくもので、現在、機器の調達等を進めて

いるところであります。それから、指定校に対

しましては、学校へ直接出向いて、事業の趣

旨、それから目的の周知を図るとともに、10月

からの運用に向けて、各校の担当者を対象とし

まして具体的な機器の活用方法の説明会等を開

催したところでございます。

○新見昌安議員 この事業は、生徒たちもその

スタートを心待ちにしているのではないかとい

うふうに思いますけれども、機器はタブレット

端末と、最先端のものであっても、要はこの中

身、ソフトというのかアプリというのかわかり

ませんが、その優劣が成果に大きくかかわって

くるのではないかというふうに思います。ソフ

ト、アプリについて内容はどのようなものか、

伺います。

○教育長（飛田 洋君） タブレット端末で使

用するソフトにつきましては、インターネット
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上にある有益な教材の活用や、学習内容を繰り

返し使えるデジタル演習問題、意見や考えを整

理するコミュニケーションツールなどの導入を

考えております。少し具体的に述べさせていた

だきますが、これらのソフトを使って授業で

は、教師がタブレット端末を活用することに

よって、静止画とかアニメーションなどの教材

を提示したり、黒板の補助として教材を大きく

拡大して見せることで、わかる授業を展開して

いきたいと考えております。それから、生徒た

ちがグループ学習などでインターネット検索で

得られた情報をもとに意見や考えを整理する、

いわゆるマインドマップというソフトなんです

が、そういうものを使って生徒間で発表し合う

とか、教科書、参考書を超えて教え合う、学び

合う、そういう協働学習を実現することを考え

ております。このようにタブレット端末を効果

的に活用することで、わかりやすく深まりのあ

る授業が実現されるとともに、生徒の授業に対

する関心が高まり、情報活用能力も育成するこ

とができるものと考えております。

○新見昌安議員 期待をしております。

最後の質問になりますけれども、文教警察企

業常任委員会の県内調査の一環で先月、県内の

県立高校何校か訪問をいたしました。そして、

校内を案内してもらう中で、ＡＥＤが配備され

ている状況も確認をいたしました。一般の人が

ＡＥＤを使うことができるようになったのは平

成16年７月からであります。既に８年になろう

としていますけれども、多くの人間が集まる学

校現場にも配備が進んでいる。これは、いざと

いうときに命を守れる手段の一つが確保できて

いるということで、一安心であります。そこ

で、伺いますけれども、県立学校に配備されて

いるＡＥＤについて生徒たちにはどのように教

えておられるのか、お示しください。

○教育長（飛田 洋君） ＡＥＤにつきまして

は、中学校、高等学校の保健の授業で取り上げ

ることになっておりまして、学習指導要領の解

説書に、応急手当ての際に中学校では、「心肺

蘇生法を取り上げ、必要に応じてＡＥＤについ

て触れるようにする」、高等学校では、「心肺

停止状態においてはＡＥＤの使用などが必要で

あることを理解できるようにする」と示されて

おりますことから、現在は、ＡＥＤが応急手当

てに有効な器具であることを理解させること、

そして学校でどこに設置しているかをきちんと

周知すること、そういう指導を行っておりま

す。

○新見昌安議員 今の答弁で驚いたのは、保健

の授業で取り上げるのは、ＡＥＤという器械が

応急手当てに有効であるということ、また学校

のどこに設置してあるかを認識させることまで

であって、実際に操作させることはないという

ことであります。いざというときに命を救うこ

とのできる器械が身近ないつでも使える場所に

あるのに、一度もさわることなく卒業してしま

う。果たしてそれでいいのでしょうか。卒業後

にＡＥＤを使用しないといけない場面に遭遇し

たときに、ああ、学校のあそこにあったなと思

い出すだけで何の役に立つのでしょうか。取り

扱いについても保健体育の授業などに取り入れ

るなど、その使用法を教える場を設ける必要が

あるというふうに考えますけれども、見解をぜ

ひとも伺いたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 私も同じ問題意識を

持っております。現在、例えば１クラスの授業

で一斉に使う器具を一遍にそろえるとか、ある

いは、授業時数の関係で保健の授業ではやって

おりませんが、どういうやり方をやっているか



- 181 -

平成24年６月15日(金)

というと、多くの学校で救急救命士等を講師に

迎え、保健委員会の生徒をまずやる、それから

部活動のキャプテンを集めて講習をやる、そう

いうようなことから取り組んできているところ

であります。生徒が人命にかかわる状況に遭遇

したときにＡＥＤを正しく使用できるスキルを

身につけさせておくことは、本当に重要だと考

えておりますので、どうしたらもっと広げられ

るかということについては検討してまいりたい

と考えております。

○新見昌安議員 ぜひとも前向きに検討してい

ただいて、子供たちが在校中に１回でも取り扱

う機会をつくっていただくようにお願いしてお

きたいと思います。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○外山三博議長 以上で本日の質問は終わりま

した。

次の本会議は、18日午前10時開会、本日に引

き続き一般質問であります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時45分散会
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◎ 一般質問

○外山三博議長 ただいまの出席議員38名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は一般質問であります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、松

村悟郎議員。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。自由民主党の松村悟郎でございま

す。３日間の一般質問の中で幾つか重なる質問

もございますけれども、土曜、日曜ございまし

たので、新たな気分で質問をさせていただきた

いと思います。早速、質問に入らせていただき

ます。今回は大きく６つの項目について質問を

いたします。

まず、国の出先機関改革と九州広域行政機構

について、知事に質問をいたします。

国は、地方主権改革の一環として出先機関の

原則廃止を掲げ、地方に移管することを進めて

います。その受け皿として手を挙げているの

は、関西広域連合と九州広域行政機構だけであ

ります。九州知事会では、九州はひとつとし

て、行政機構ありきで進めようとしているよう

に感じられます。一方、全国の地方自治体の市

町村長を中心に、「地方を守る会」が結成さ

れ、国の出先機関の移管に反対する動きがなさ

れております。三位一体改革で地方交付税が大

幅に削減され、煮え湯を飲まされた苦い経験も

あり、今回の地方への丸投げと財源の不透明さ

と予想される予算の削減で、それぞれの自治体

のインフラ整備のスピードが遅くなることへの

不安もあるからだと思います。また、東日本大

震災での、特に地方整備局を中心とした出先機

関の役割が再認識され、機能強化の声さえも聞

こえてきます。

５月17日に大分県で行われた九州議長会と知

事会との意見交換の議事録を見ても、議論を逆

行させてはいけないと考える知事会と、市町村

や地方議会などと丁寧な議論を重ねなければい

けないと考える議長会との温度差があるようで

す。各県議会からの、「国と県の間に新たな統

治機構をつくることは四重行政になるのではな

いか」、また、「県議会として議論もされてい

ないし、市町村長との協議もされておらず、ま

ずは基礎自治体の理解を得ることが前提だ」な

どの意見が書かれていました。

私も、今でも多忙な知事に行政機構の運営が

できる時間があるのか、県民から選ばれた知事

が他県の責任までとれるのか、さらには地方が

国家公務員の受け皿になり、新たな地方公務員

がふえるだけではないのかなど、不確定な要素

が多過ぎるのではないかと思います。地方にで

きることは地方で、一方、国土の均衡ある形成

は国の責任で行うべきであると考えますが、そ

の丁寧な議論ができていないのではと思いま

す。そこで、出先機関の改革について、知事は

九州知事会の中でどのような立ち位置で議論を

進められているのか、お伺いいたします。

残りの質問は質問者席から行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 おはようござ

います。お答えいたします。

国の出先機関改革へのスタンスについてであ

ります。国の出先機関改革につきましては、政

府が閣議決定した出先機関の原則廃止という方

針を受けまして、地方側としても主体的に議論

に参加し、地方分権の推進に資する改革とすべ

きであるという考え方のもとに、九州知事会と

しても制度設計のあり方を提案してきたところ

平成24年６月18日(月)
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であります。私といたしましても、具体的な制

度設計におきまして、地域のニーズに応じた行

政展開や、本県のように社会資本整備等のおく

れている地域の実情を踏まえた政策決定が担保

された上であれば、国の出先機関の廃止、地方

移管というものが地方分権の確立に向けた第一

歩となり得るという思いから、改革の方向性に

賛同し、九州知事会等において議論をしておる

ところでございます。今現在、国において進め

られております出先機関の廃止の具体的な議論

なり案につきまして、さまざまな意見がある、

また県内におきましても慎重な意見があるとい

うことをしっかり受けとめまして、私といたし

ましても、宮崎県知事として、宮崎県に軸足を

置いた議論というものを、これからも本県の実

情や考えというものを強く主張してまいりた

い、そのように考えておるところでございま

す。以上であります。〔降壇〕

○松村悟郎議員 本県においては、市町村長や

経済団体からも反対の声が上がっており、九州

広域行政機構のあり方に対する疑問と、出先機

関、特に九州地方整備局の存続を求める意見も

出ております。また、九州議長会での議事録か

らも、長崎県や熊本県のように慎重な意見もあ

り、本県議会も、知事会と相互に認識を共有す

ることは時期尚早、参加するかしないかの議会

としての判断も全く白紙との立場で発言をされ

ております。そこで、九州知事会での議論にお

いて、広域行政機構への参加も白紙の状態とし

て議論すべきではないかと思いますが、知事の

見解をお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 私としましては、これ

までも、九州広域行政機構の検討に当たりまし

ては─九州広域行政機構というのは、あくま

で国においてされております出先機関の廃止と

いうものに対する九州としての提案ということ

でございますが─住民福祉の向上と九州の一

体的な発展に資する制度設計が大前提であると

いうことで、九州知事会等における議論に参加

をしてまいりました。政府からは、制度設計の

枠組みとなる法律案が示されております。閣議

決定が先送りをされたというところでございま

すが、改革の全体像は多くの部分が政令にゆだ

ねられるなど、いまだ不明確なままとなってい

るところでございます。また、各県議会や市町

村などの理解というのも十分広がっていない状

況にありますことから、九州地方知事会としま

しても、政府の制度設計に沿って出先機関の受

け皿の設立を目指すというところまでの結論に

至っているわけではございません。私としまし

ては、引き続き、制度化の動向というものを見

きわめながら、機構設立ありきということでは

なく、県議会や市町村等との十分な議論に努め

てまいりたい、そのように考えております。

○松村悟郎議員 よろしくお願い申し上げま

す。

次に、交通安全確保についてであります。

京都府亀岡市や千葉県館山市で登校中の児童

の列に車が突っ込み、子供たちが犠牲になる悲

惨な事故が相次ぎました。このことを受け、全

国的に登下校時の安全確保の課題が議論されて

おります。そこで、登下校における通学路の安

全確保に対するこれまでの県教育委員会の取り

組みについて、教育長にお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） これからの宮崎を担

う子供たちの命を守り、通学路における安全・

安心を確保していくことは、保護者を初め、県

民の皆様の何より強い願いであると考えており

ます。今年度に入りまして、登下校中に痛まし

い事故が相次いで発生いたしましたが、県教育

平成24年６月18日(月)
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委員会におきましては、それまでにも、児童生

徒の登下校における通学路の安全を確保するた

めに、県内すべての公立小学校に学校巡回指導

員を配置し、学校周辺や通学路の巡回・警備を

行う「学校見守り支援事業」や、地域の学校安

全ボランティアの方々を対象に、交通指導等に

関する基礎的な知識や技能の習得を目指すため

の「養成講習会」、さらには、各学校の安全担

当の教職員を対象に、学校安全についての指導

力の向上を図るための「学校安全指導者研修

会」などに取り組んできたところでございま

す。

○松村悟郎議員 文科省が４月27日付で通学路

の全国調査に乗り出す方針を明示しました。本

県でも当然、調査が行われるものと思います

が、その結果を改善につなげていただきたいと

思います。そこで、全国で相次いで発生した登

下校中の事故を受けて、通学路の安全対策につ

いてどのように考えているのか、教育長にお伺

いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 全国で相次いで発生

しました児童生徒の登下校中の交通事故を受

け、事故防止の徹底と通学路の安全点検を実施

するよう、市町村教育委員会や各学校へ通知い

たしますとともに、同様の趣旨につきまして、

小中学校や県立学校の校長会において指導した

ところであります。また、現在、県内の全小中

学校及び県立学校に対しまして、通学路の危険

箇所等についての状況調査を依頼しているとこ

ろであります。県教育委員会といたしまして

は、この調査結果の具体的な資料等も活用し、

通学路における子供たちの安全がこれまで以上

に確保できますように、市町村教育委員会を初

め、学校安全ボランティアの皆様や、警察、道

路管理者等の関係機関とも密接に連携して、安

全対策を講じてまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 今回、京都府で起きた事故は

無免許運転による悪質な事故でしたが、道路幅

も狭く、歩道もない通学路でもありました。片

側通行や速度制限などの規制はどうだったのか

とも思いました。そこで、学校周辺での安全対

策、例えばスクールゾーンにおける一方通行や

進入禁止などの交通規制の現状について、警察

本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（加藤達也君） 学校周辺の通学

路につきましては、児童の安全確保のため、通

学時間帯を歩行者用道路に設定したり、通過交

通の抑制のため、通行禁止や一方通行等の規制

を実施しております。なお、通学路等における

交通規制は、地域住民、学校及び道路管理者等

と合同点検を実施し、関係者の意見を取り入れ

て見直しを行うなど、より地域の実情に合った

交通規制を実施し、安全な通学路の実現に努め

ているところであります。

○松村悟郎議員 石川県では、生活道路を走る

車のスピードを抑え、子供や高齢者が安全・安

心に暮らせる歩行環境づくりを目指す取り組み

が始まりました。県や市町村、住民の協力を得

て、指定区域で車の速度を時速30キロ以内に制

限する交通規制「ゾーン 3 0」の導入を決

め、2016年までに県内26エリアを設定するそう

です。先日、重松議員の質問にもありました

が、「ゾーン30」の規制はヨーロッパの都市部

を中心に普及しており、警察庁が国内での実施

を提案したものであります。全国で取り組みを

始めております。また、道路の改良について

は、路側帯の新設や拡幅、車道中央線の抹消、

スラロームやクランクの形成など、車両速度が

抑えられる仕組みづくりも想定しているようで

す。このような生活道路における本県の考え
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方、取り組みについて、警察本部長にお伺いい

たします。

○警察本部長（加藤達也君） 現在、本県警察

におきましても、生活道路対策である「ゾー

ン30」に取り組んでいるところであります。本

年度は県内４カ所のゾーンを整備することとし

ておりますが、この中には小学校が含まれてい

るところもあることから、通学路の安全対策に

もなると考えております。生活道路対策は警察

だけでできるものではないことから、引き続

き、地域住民等の意見を反映させ、道路管理者

等と連携して取り組んでまいりたいと考えてお

ります。

○松村悟郎議員 通学路や学校周辺では、特に

歩行者と自転車の安全確保が優先される道路環

境になっていることが大切だと思います。自転

車の利用環境向上のため、「みんなにやさしい

自転車環境」という提言集がまとめられまし

た。警察庁では、自転車は車両であり、車道通

行を原則とするとしていますが、本県の歩道、

車道、自転車道の設置、あるいは規制の考え方

について、警察本部長にお伺いいたします。

○警察本部長（加藤達也君） 自転車が関係す

る交通事故が多く、また、自転車が無秩序に歩

道を通行している実態を踏まえまして、自転車

利用者と歩行者双方の安全を確保するため、自

転車利用者に対し、自転車は車両であることを

認識し、安全に利用してもらうよう、ルールの

周知と安全教育を推進しているところでありま

す。そこで、自転車の通行方法に関する基本的

な考え方といたしましては、自転車本来の走行

性能の発揮を求める利用者には車道通行を促し

ております。しかし、それ以外の自転車利用者

については、自転車道の設置など通行環境が整

備されるまでの間は、自転車通行が許可された

歩道において、引き続き、歩行者の安全を確保

しながら歩道を通行できるものとしておりま

す。

○松村悟郎議員 道路整備についてお伺いしま

す。本県は、道路整備率が全国平均を大きく下

回り、整備がおくれていることは周知の事実で

ありますが、県が管理する国県道における通学

路の歩道整備率についても、通学路として指定

されている約720キロのうち未整備区間がまだ30

％もあると伺っております。児童生徒の通学時

の安全確保のためにも、歩道整備を急がねばな

りません。また、自転車に関しても、年々事故

がふえる傾向にあります。そこで、自転車レー

ン整備の現状について、また自転車の通行可能

な歩道整備について、県の考え方をあわせて県

土整備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 自転車レーン

につきましては、現在のところ、日向市の県道

細島港線におきまして、延長2.2キロメートルを

整備しております。

次に、自転車の通行可能な歩道整備の考え方

についてでございますが、幅員が３メートル以

上あれば自転車が通行できることから、市街地

や学校周辺などにおきましては、原則として幅

員３メートル以上で整備をすることにしており

ます。

○松村悟郎議員 全国一律であった道路整備の

基準も、地域主権改革一括法により、国道以外

の道路は設置者の都道府県や市町村が条例で定

めることもできることになりました。国の基準

より広い路肩や、１車線の道路で一部２車線に

する譲り車線の設置を柔軟にできるなど、歩行

者の安全とドライバーの安全向上に配慮し、さ

らにコスト削減も考慮に入れた取り組みになる

と思います。歩行者や自転車利用者が使う路肩
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の幅員も、通学路や沿道に高齢者施設があると

いった利用状況に応じた路肩の整備も行いやす

くなるのではと思います。国の分権改革で自治

体の裁量が広がるものだと思います。そこで、

本県ではどのように取り組まれるのか、県土整

備部長にお伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 県道を整備す

る際の構造の技術的基準につきましては、地域

主権一括法の施行に伴いまして、平成25年３月

末までに国が定めた基準を十分に参照した上

で、県の条例で定めることとなっております。

このため、昨年11月に条例化に向けた検討委員

会を設置しまして、歩行者や自転車等の安全確

保の観点から、独自基準の設定について、現在

検討を進めているところであります。

○松村悟郎議員 本年度中の制定ということに

なると思いますので、どうぞよろしく検討をお

願いいたしたいと思います。

そこで、通学路など歩道を十分確保した道路

整備、これは当然必要になると思いますが、ど

のように取り組まれるのか、県土整備部長にお

伺いいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 通学路などに

おきましては、歩行者や自転車の安全確保が大

変重要でございますので、車や自転車、歩行者

の交通量に応じて、それぞれに必要な歩道の幅

員を設定し、道路整備に取り組んでいるところ

であります。

○松村悟郎議員 同様に、自転車レーンの整備

について今後どのように取り組んでいくのか、

目標設定等があるのか、県土整備部長にお伺い

いたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 自転車レーン

につきましては、国において、これまでの調査

結果や学識経験者から成る検討委員会の提言に

基づき、自転車通行環境整備のガイドラインを

取りまとめ、各自治体へ周知する予定と聞いて

おります。県といたしましては、現時点で整備

目標については定めておりませんが、このガイ

ドラインを参考に、道路の現況や交通実態も踏

まえながら、自転車レーン設置も含め、よりよ

い通行環境の整備に取り組んでまいりたいと考

えております。

○松村悟郎議員 学校周辺や通学路だけでな

く、生活道路では、特に安全な歩行環境に留意

した道路整備を進めていただきたいと思いま

す。また、歩行者と自転車の安全確保につなが

る自転車レーンの整備も積極的に進めていただ

きたいと思います。

次に、中心市街地の活性化対策についてであ

ります。

最近のライフサイクルの変化や相次ぐ郊外型

大型店の出店、消費者ニーズへの対応のおくれ

などにより、各地の商店街では来店数や販売額

も激減し、シャッターを閉じた空き店舗が日々

目立つようになり、商店街そのものの魅力低下

につながり、さらに来店数の減少が進むという

悪循環を招いています。もう何年も空き店舗対

策などの中心市街地の活性化対策は強く叫ばれ

ていますが、なかなかうまく進まないのが現状

であるのではないでしょうか。そんな中、全国

では、具体的にさまざまな対策事業に取り組む

事例もふえてきています。

さて、本県でも高鍋町の中心市街地の「まち

なか商業活性化協議会」では、長く使われてい

ない空き店舗を、県の「まちなか商業再生支援

事業」を活用して、昭和初期の建物を町家風の

物産館「たかなべ町家本店」としてよみがえら

せ、中心市街地の情報発信と商店街再生への起

爆剤として、昨年度、第一歩を踏み出しまし



- 191 -

平成24年６月18日(月)

た。そこで、この「まちなか商業再生支援事

業」の成果と今後の取り組み支援について、商

工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 「まちな

か商業再生支援事業」は、商店街を中心とした

町なかのにぎわいづくりや、産業や観光などの

多様な主体と連携したまちづくりの取り組みを

支援するものであり、平成21年度から実施して

おります。議員が触れられた「たかなべ町家本

店」は、高鍋町の商店街がこの事業により３年

間取り組んできた町なか活性化事業の、いわば

集大成と言えるものであり、今後、町なかづく

りの拠点となることを期待しているところであ

ります。

そのほか、ひとり暮らし高齢者の見守りを兼

ねた美郷町の宅配事業や、空き店舗を活用した

西都市の高齢者交流拠点の整備など、これまで

８市町村において、商工団体等が行う22事業に

対し補助を行ってまいりました。また、昨年度

より、事業メニューに加えたまちづくりリーダ

ーの育成につきましては、延岡、日南、西都の

３地域において、アドバイザーの助言を受けな

がら、街の個性を発揮するための分析、検討を

行い、その結果、県内の商店街関係者を交えて

発表することで、問題意識の共有や商業者同士

のつながりの強化が図られたところでありま

す。県としましては、当事業が十分に活用され

るよう、市町村や関係機関との連携を図りなが

ら、今後とも支援に努めてまいりたいと考えて

おります。

○松村悟郎議員 この事業は非常に具体性があ

り、商店街関係者が抱える地域の課題を真っ正

面から継続的に展開できる事業だと思います。

今後の成果を期待しております。

本県では、空き店舗対策についてさまざまな

取り組みが進められていると思いますが、県内

の中心商店街の空き店舗対策についてどのよう

な取り組みがなされているのか、現状について

商工観光労働部長にお伺いいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 県におい

て毎年、県内の主要19商店街を対象に実施して

おります空き店舗調査によりますと、平成23

年12月現在、調査対象の638の店舗のうち空き店

舗は143となっており、空き店舗率は22.4％と、

調査を開始した平成15年度と比較いたします

と、7.3ポイントの増加となっております。この

ような中、昨年度は９つの市町において、主に

家賃や改装費の一部補助を行う空き店舗対策事

業が独自に行われております。また、県におき

ましても、先ほどお答えいたしました「まちな

か商業再生支援事業」の中で、空き店舗を活用

した物産館や高齢者交流施設の整備のほか、新

規創業者を支援するためのチャレンジショップ

事業などの取り組みに対し、商工団体等を支援

してきたところであります。今年度におきまし

ても、空き店舗を活用して、わらじづくりや竹

細工など、高齢者の技術を伝承、体験できる施

設を整備する取り組みなどに対し、支援を行う

こととしております。

○松村悟郎議員 空き店舗も、建てかえ、改修

のきく店舗ばかりではありません。老朽化して

商店街再生の大きなネックになっているものも

あります。倒壊のおそれのある家屋は、火災な

ど防災上の問題や防犯の課題もあることから、

所有者に取り壊しを勧告できる条例を制定する

自治体も出てきています。先日の横田議員、新

見議員の質問でも、空き家対策について質問が

ありましたが、特に中心市街地、中心商店街で

の老朽化した空き店舗対策について、商工観光

労働部長にお伺いいたします。
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○商工観光労働部長（米原隆夫君） 老朽化し

た空き店舗につきましては、商店街のイメージ

ダウンはもとより、防犯、防災面など多岐にわ

たる大きな問題であると認識をしております。

このような中、これらの課題解決に向け、平

成24年１月現在で、全国で54の自治体が空き家

対策に関する条例を制定しており、県内では延

岡市が平成23年に改正した生活環境保護条例の

中で、建物所有者に対し、適正な管理を義務づ

けているところであります。また、国土交通省

では、空き家再生等推進事業などにより、市町

村等が実施する老朽建築物の除去などの住環境

の整備や地域の活性化に対する支援を行ってい

ると伺っております。県におきましても、市町

村に対し、これらの先進的な取り組みや国の助

成制度などについて情報提供や適切な助言を行

いますとともに、先ほど申し上げましたよう

に、多岐にわたる問題でありますので、関係部

局と連携を図りながら、空き店舗対策に取り組

んでいく必要があると考えております。

○松村悟郎議員 政府も全国的な取り組みを支

援し、対策を強化することを決めたようです。

全国の自治体の中には、所有者から土地と建物

を寄附してもらい、自治体の費用で建物を撤去

する事業を試行したり、空き家の解消のため、

解体費などの補助制度を創設する取り組みも行

われております。本県も市町村と協力して、中

心市街地の活性化の対策を進めていただきたい

と思います。

次に、農政の課題について、口蹄疫からの復

興に関連した質問をいたします。

昨年度実施した畜産農家全戸を対象とした立

入検査についてであります。畜産課を中心に、

農政関係の皆さんには大変な労力をかけてのこ

とだったと思います。約１万戸の農家を対象と

した立入検査の結果とその総括について、農政

水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 畜産農家の全

戸一斉巡回は、二度と同じ事態を引き起こすこ

とのないよう、飼養衛生管理基準の周知徹底を

図るとともに、農場における防疫対策を点検す

ることを目的に、昨年７月からことしの３月に

かけて実施いたしました。その結果、牛、豚に

つきましては、衛生管理区域において、立入者

等に関する記録の不備や立入禁止看板の未設

置、車両消毒が不十分な農場等が見られまし

た。また、家禽については、防鳥ネットが基準

を満たさないものや、壁やネットの破損等が見

られたところでございます。県といたしまして

は、多くの時間をかけ、市町村等の協力を得

て、初めて全戸一斉巡回を実施いたしました

が、農家の飼養実態を把握するとともに、農家

の状況に合わせた細やかな指導の必要性を確認

できたという点で、非常に有意義でございまし

た。今後も、家畜防疫員による農家巡回を継続

することで、関係者が一体となって農家におけ

る防疫意識の向上に努めてまいりたいと考えて

おります。

○松村悟郎議員 全戸を対象にした立入検査に

ついては、昨年度改正された国の防疫指針に、

年１回の検査を行うものと定められております

が、今年度の具体的な実施方法と、昨年度の検

査で不適正と指摘された農家への改善に向けて

の指導方法について、農政水産部長にお伺いい

たします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 今年度は４月

の特別防疫月間における取り組みの一環とし

て、牛、豚の大規模農場285戸を対象に、家畜防

疫員による巡回指導を実施いたしました。今

後、すべての豚飼養農場553戸を年度内に、すべ
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ての家禽飼養農場999戸については、鳥インフル

エンザの発生に備えて10月末までに実施するこ

ととしております。また、牛の飼養農場につき

ましては、今年度中に昨年度の記録の不備や立

入禁止看板の未設置、不十分な車両消毒が見ら

れた農場等約3,200戸を対象に、巡回指導を実施

することとしています。これらの巡回指導を通

じて、記録の仕方や、あるいは看板の設置な

ど、改善に向けた現地での指導助言を行います

とともに、ＪＡ、ＮＯＳＡＩ、民間獣医師など

の関係機関と連携を図り、それぞれの日常的な

業務の中でも飼養衛生管理基準の遵守の徹底に

ついて指導を行っていただくことで、県全体の

農場防疫の強化に取り組んでまいりたいと考え

ております。

○松村悟郎議員 今後とも、全国のモデルとな

る防疫体制の確立を目指して、改善指導をお願

いいたします。

西都児湯地区では、豚のオーエスキー病など

を地域全体でなくし、生産性を高めることを目

指した特定疾病フリーの取り組みが進められて

おります。豚の生産性向上の取り組み状況につ

いて、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 西都児湯地域

におきましては、生産者が、西都児湯新生養豚

プロジェクト協議会を設立し、生産性向上を目

的として、オーエスキー病やＰＲＲＳ等の疾病

のない産地づくりに取り組んでおり、県としま

しては、清浄な繁殖豚を導入する際の検査等の

支援を行っているところでございます。このよ

うな中で、同地域においては、事故率の低下

や、発育がよく出荷日齢が早まるなど、生産性

が向上しているとの声が多く聞かれておりま

す。しかしながら、発育に応じた飼料の給与方

法等の課題も見られることから、飼養管理に関

する指導等が必要であると認識しております。

県としましては、これらの取り組みも参考にし

ながら、疾病が生産性に及ぼす影響を明らかに

することなどにより、県内養豚農家の生産性向

上を図ってまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 埋却地についてお伺いしま

す。来年の４月以降に３年間の発掘禁止期間が

経過する口蹄疫の埋却地は、県全体で268カ

所、97.5ヘクタールに及びます。その活用を図

ることは、口蹄疫からの再生・復興を図る上で

大変重要な課題であると考えております。特

に、県全体の埋却地面積の９割以上を占める西

都児湯地区においては、埋却地として利用した

農地をどう再生・活用し、有効利用を図ってい

くかが、当地域の復興または新生のための大き

なかぎではないかと考えております。口蹄疫の

埋却地は、民有地や公有地などの土地所有者の

違い、個人埋却や共同埋却などの埋却方法の違

い、疑似患畜やワクチン畜などの埋却家畜の違

いなど、さらには埋却前の土地利用状況の違い

など、多岐にわたる形態がある中で、その支援

のあり方についてもさまざまな対応が必要にな

ると考えられます。昨年６月の本会議で農政水

産部長は、埋却地の再生利用については、埋却

地所有者の利用意向や埋却地の状況を調査の上

で、市町村や関係団体とも協議、連携しなが

ら、再生・活用の推進策について検討していく

と述べられております。そこで、埋却地を農地

として再生・活用を図っていく上での現状の課

題や、埋却地所有者の意向、及び再生活用の検

討状況について、農政水産部長にお伺いいたし

ます。

○農政水産部長（岡村 巖君） 平成22年の口

蹄疫においては、多くの優良農地を埋却地とし

て利用したところであり、その再生活用は、地
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域農業基盤の維持強化を図る上で大変重要な課

題であります。御指摘のように、埋却地の形態

が多岐にわたるため、再生活用に当たっては、

所有者の意向を十分踏まえることが必要であり

ますが、昨年度実施しました意向調査では、農

地であった埋却地のほとんどについて再び農地

として利用したいという結果となっておりま

す。一方、緊急的な掘削・埋却作業であったこ

とから、表層部に石れきが混在し、耕作に対す

る影響が懸念されるなど、現状のままでは農地

としての利用が困難な埋却地も相当程度あると

考えております。このような状況を踏まえ、県

といたしましては、本年４月に、庁内に埋却地

再生活用対策連絡会議を、６月には西都児湯地

域において、関係機関で構成する地域会議を設

置し、再生方法や推進スケジュール等について

検討を行っているところでございます。

○松村悟郎議員 何度も申しますが、埋却地の

再生なくしては西都児湯の復興は終了しないも

のと考えます。特に、疑似患畜、ワクチン接種

家畜、またその混合と、埋却地ごとに状況が異

なります。法的な整理や、個人所有地や公有地

などの土地所有の違いなどの対応については、

十分な検討をして対策を進めていただくようお

願いいたします。

地域経済の口蹄疫からの復興を目指す口蹄疫

復興財団の事業についてであります。西都児湯

地域においては、「地域資源を生かした交流人

口の拡大」を地域の統一コンセプトとして、拠

点整備や地域連携を図る取り組みを進めると

なっております。現段階での財団による取り組

み状況や課題、そして今後の対応について、農

政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 西都児湯地域

では、口蹄疫からの復興、さらには地域振興を

図るため、地域がみずから定めた「地域資源を

生かした産品・拠点づくりによる交流人口の拡

大」という統一コンセプトに基づき、口蹄疫復

興財団の運用型ファンドを活用して、高鍋町の

花守山、川南町の総合運動公園や都農町のにぎ

わい拠点など、交流拠点の整備を進めていると

ころでございます。また、このコンセプトを実

現するためには、このような拠点整備に加え、

各市町村が食やスポーツといった地域の資源を

生かした特徴ある地域づくりに取り組むととも

に、地域の多様な取り組みを有機的に結びつ

け、西都児湯地域全体の魅力を高めていくこと

が大変重要であると考えております。このた

め、引き続き地域と緊密に連携しながら、各市

町村の取り組みや、域内の市町村、商工観光団

体が本年５月に設立した「さいとこゆ観光ネッ

トワーク」の行う広域的な観光ルートづくりな

どへの支援を通じて、地域の活性化に努めてま

いりたいと考えております。

○松村悟郎議員 葉たばこの収穫の時期を迎え

ました。昨年のＪＴによりますと、廃作奨励に

よって多くの農家が葉たばこの生産中止を決定

いたしました。これらの農家のその後の経営転

換の状況と、それに対する支援、さらには廃作

に伴う共同利用施設の整理統合状況について、

農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 葉たばこの廃

作につきましては、５月の取りまとめで、露地

野菜を中心に約520ヘクタールの品目転換が報告

されており、具体的には、焼酎原料用カンショ

や里芋、バレイショなどの契約栽培や、深ネギ

等の新たな品目の導入が行われております。県

といたしましては、関係機関と一体となり、研

修会や農家巡回等による栽培技術の指導を行う

とともに、農業近代化資金における無利子化措
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置や、県及び国の事業の活用による農業用機械

やハウス等の整備促進などを図り、廃作農家の

円滑な経営転換を支援しているところでござい

ます。また、葉たばこ共同利用施設について

は、今回の廃作に伴う整理統合の結果、29カ所

の施設の処分が必要となりましたが、このうち

５カ所は国の承認が必要な施設であることか

ら、国との協議を進め、現時点で３つの施設に

ついては、新たな負担を生じることなく財産処

分の承認を既に得ているところであります。残

る２つの施設についても、引き続き協議を進

め、今後とも、葉たばこ農家が安心して生産に

取り組めるよう幅広く支援してまいります。

○松村悟郎議員 共同利用施設の処分、あと少

しでございますので、どうぞよろしくお願い申

し上げます。

昨年11月の本会議で、口蹄疫による経営中止

や葉たばこの廃作、そして来年度から始まる埋

却地再利用による農地利用、農業振興について

質問をしました。知事からは、構造転換による

新たな産地づくりを進めるため、ＪＡや市町村

と連携して、個別経営体や農業法人など、意欲

ある担い手への農地集積を図ると答弁していた

だきました。現実には、新たな経営体の参入希

望があっても、企業誘致のように立地する農地

が事前に準備されているわけでもなく、実際に

平成22年度の全国農業会議の新規参入者に対す

る調査でも、農地の確保が参入時の最大の課題

であるという結果も出ております。この点につ

いて、農地集積の具体的な取り組みについて、

農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 意欲ある多様

な担い手への農地の利用集積は、本県農業の重

要な課題であります。特に、西都児湯地域にお

いては、口蹄疫からの再生・復興や葉たばこ廃

作問題を踏まえ、優良農地がきちんと担い手に

集積されるよう、重点的な取り組みが必要であ

ると考えております。現在、国においては、市

町村における「人・農地プラン」の策定と連動

させて、農地の出し手、受け手のそれぞれを支

援する措置を講じております。これらに加え

て、県においても、口蹄疫埋却地や利用計画の

ない葉たばこ廃作農地等と周辺農地との面的な

利用集積に対して、独自の支援を行うこととし

ております。また、今後は、地域担い手協議会

や埋却地再生活用対策地域会議等を活用して農

地の利用等に係る調査を行うこととしており、

地域の実情に応じた農地の利用集積を強力に推

進してまいりたいと考えております。

○松村悟郎議員 次に、木質ペレットについて

であります。

第七次長期計画の柱である儲かる農業の推進

に大いに期待するところでありますが、現実に

は、輸入資源に依存する我が国の農業にとって

は、世界的な需要や投資活動に伴う原油や穀物

などの農業資材の高騰が大きな課題となってい

ます。中でもこの冬は、耕種の主力部門である

施設園芸の加温用重油価格が、平成19年の高騰

に値するほど高騰して、施設園芸経営自体が限

界に達するような状況にあります。

一方では、木質ペレットを初めとした施設園

芸用の各種エネルギー対策については、ある程

度、実用化が進みつつあると聞いております。

今後の施設園芸のエネルギー対策、特に杉生産

日本一という木質資源を多く保有する本県とし

ては、木質ペレットを熱源とする加温が有利で

あると考えますが、現状の取り組みと今後の展

開について、農政水産部長にお伺いいたしま

す。

○農政水産部長（岡村 巖君） 木質ペレット
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暖房機につきましては、平成18年度から開始し

た実証試験の結果を踏まえ、平成20年度に初め

て実用機が導入され、現時点では８軒の農家等

で、ピーマンなどのハウス1.3ヘクタールに計13

台が整備されております。燃油価格のさらなる

高騰も懸念される中で、県としましては、施設

園芸の持続的発展と農家経営の安定を図るとい

う観点から、脱石油化の取り組みを一層強化す

る必要があると考えており、新たな暖房用熱源

として、本県に豊富に存在する木質バイオマス

の有効活用を積極的に図ることとしておりま

す。このため、本年度創設した県単独事業の

「ネクスト！みやざきエコ施設園芸産地拡大事

業」や国の補助事業の活用等により、木質ペ

レット暖房機の積極的な導入支援や県産木質ペ

レットの安定確保体制の構築、品目特性に応じ

た木質バイオマス暖房体系の実証などを行うこ

ととしており、環境森林部とも十分に連携を図

りながら、化石燃料に依存しない、力強い園芸

産地への転換を進めてまいりたいと考えており

ます。

○松村悟郎議員 先月の21日に、岡山県の業者

が販売する木質ペレットの燃焼灰から放射性物

質が検出されたとの報告を受けました。農産物

からは検出されず、安全性には問題ないという

ことで、胸をなでおろしたところでした。た

だ、この木質ペレットが、本県産のペレットで

はないばかりか、ヨーロッパからの輸入品であ

ることに驚きました。木質ペレットは、材価が

低迷する中で、再生可能なエネルギーとして、

森林資源を有効に活用できる森林産業の一つと

して大いに期待されるからであります。そこ

で、本県の木質ペレットの生産と利用の現状、

今後の展開について、環境森林部長にお伺いい

たします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 平成23年に県

内で生産された木質ペレットは約7,700トンで、

その大半が火力発電所の石炭混焼などの燃料と

して利用されております。木質ペレットは、木

材チップに比べ輸送や保管がしやすく、きめ細

かな温度管理ができるなどの利点がありますの

で、施設園芸を初め、公共施設等における暖房

や給湯への利用など、新たな需要を創出するこ

とにより、利用拡大が期待できるものと考えて

おります。このため県では、農家や市町村等と

連携して、ペレット暖房機やボイラーの施設整

備を進めるとともに、林地残材の収集コストの

削減など、流通効率化にも取り組み、木質バイ

オマスのより一層の利用拡大に努めてまいりた

いと考えております。

○松村悟郎議員 答弁にありました木質ペレッ

トの県内生産は7,700トンということでございま

すが、農業用ハウスや温泉施設の暖房に使用さ

れているのは平成23年度実績で55トンと、非常

にわずかであります。平成18年度から取り組ま

れているペレット暖房機の導入実績は1.3ヘクタ

ールであり、本県の農業用ハウス全体、約1,450

ヘクタールの0.1％にも満たないわけでありま

す。脱石油化を目指すには、まだまだ相当な努

力が必要だと思います。また、重油１リットル

に対して２キログラムのペレットが必要になる

と考えられます。仮に、県内の農業用ハウスで

重油年間使用量約11万キロリットルを木質ペ

レットに全部移行した場合を想定すると、22万

トンのペレットが必要になります。現在の県内

生産量の、火力発電所に使う分も含めまして、

約30倍近くのペレットの生産が必要になるわけ

です。高知県などでは、既に木質ペレット暖房

機を導入したモデル団地に取り組んでいます。

また、本県でも都農町で、ペレット暖房機の導



- 197 -

平成24年６月18日(月)

入を目指した都農町ペレット研究会も発足して

いるようです。日本一の森林資源を再生エネル

ギーとして活用することで、木材価格が大変低

迷する中で少しでも中山間地域へ利益を還元で

きるのではないかと考えられます。太陽光パネ

ルの普及が進むように、木質ペレットの普及に

も、数字目標を挙げて積極的な取り組みを期待

しております。

次に、鳥獣害対策についてであります。

西都児湯地域では、平成18年から22年の５年

間に地域全体で1.5倍、猿、シカは倍増し、特に

猿は山間地から沿岸地域の平たん部へ被害が拡

大していると、市町村の調査結果も出ていま

す。沿岸から３キロの平たんな住宅地にある私

の家の屋根にも先週、猿が出没しております。

昨年11月の本会議で、市町村の被害防止計画の

策定状況について質問し、農政水産部長か

ら、23年度中にはほぼ全市町村で計画が策定さ

れるという答弁をいただきましたが、策定状況

について、農政水産部長にお伺いいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 鳥獣被害防止

特措法に基づく市町村の被害防止計画につきま

しては、昨年度までに本県の26市町村のすべて

で作成されたところでございます。県としまし

ては、今年度設置した鳥獣被害対策支援センタ

ー等を中心として、当計画に基づき、被害防止

対策が円滑に行われるよう支援をしてまいりた

いと考えております。

○松村悟郎議員 鳥獣被害の増大や広がりは、

被害を受けていない住民を中心とした農産物の

放置や食物残渣の投棄などによって、本人たち

が自覚しないようなえづけが進み、野生動物の

集落への侵入を促す結果になっていると言われ

ています。また、急速な生息域の拡大に伴い、

各市町村や集落ごとの対策では被害防止効果も

限定的になるのではないかとも考えられます。

西都児湯管内でも、集落全体でのモデル的な取

り組みによって効果を上げている地域もあると

聞いております。また、この４月には鳥獣被害

対策支援センターも設置されたところでもあ

り、大いに期待するところであります。鳥獣害

対策は集落や地域全体の問題であり、地域に住

む人の合意形成と全員参加による体制づくりが

必要と考えられますが、今後の鳥獣害対策をど

のように進められるのか、総合政策部長にお伺

いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 鳥獣被害対策

の実施につきましては、被害農家ばかりでな

く、それ以外の住民などが協力して、地域一体

となって鳥獣害から守れる集落づくりに取り組

むことが重要だというふうに考えております。

これまでも各地域の─７地域になりますが

─被害対策特命チームが中心になりまして、

集落ぐるみによる成功事例の創出に向けたモデ

ル集落の設置や、地域ぐるみの対策の中心とな

ります鳥獣被害対策地域リーダー等の育成に取

り組んでいるところであります。また、今年

度、御質問の中にもありましたように、鳥獣被

害対策の技術面での核となる鳥獣被害対策支援

センターを設置したところでありまして、地域

特命チームと連携して、引き続き、関係団体へ

の技術指導や人材育成を行うとともに、地域か

らの相談にきめ細やかに対応しながら、モデル

集落での実証事例を広く波及させて、住民が一

体となって行う取り組みを推進していきたいと

いうふうに考えております。

○松村悟郎議員 県内全域で被害防止計画も出

そろったわけでございます。鳥獣被害対策支援

センター設置の効果を大いに期待し、地域間の

温度差がないよう、山間部から沿岸部まで一体
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となって、鳥獣害対策の推進に取り組んでいた

だきたいと思います。

時間も余りましたけれども、最後に、昨年の

６月議会で熱中症対策について質問をさせてい

ただきました。ことしは、昨年以上の夏の節電

対策が必要とされております。特に、体力の弱

い乳幼児や、まじめに節電に取り組まれるお年

寄りなど、必要以上に冷房を控えないよう、熱

中症対策の啓発をくれぐれもお願いして、一般

質問を終わります。ありがとうございました。

（拍手）

○外山三博議長 次は、有岡浩一議員。

○有岡浩一議員〔登壇〕（拍手） 郷中の会の

有岡です。まず、障がい者支援やスポーツ振興

に御尽力をいただきました寛仁親王殿下へ心よ

り感謝申し上げ、御冥福をお祈り申し上げま

す。それでは、通告に従い質問をいたしますの

で、前向きな答弁を求め、質問に入ります。

先月の５月15日、沖縄の復帰40周年記念式典

が行われました。野田首相は「米軍普天間飛行

場の固定化は絶対にあってはならない」と述

べ、沖縄県の仲井眞知事は、式典で「県民は、

普天間飛行場の県外移設・早期返還を強く求め

ている」と強調されました。そのような中で、

２年前、新聞社のアンケートにおいて、沖縄県

の米軍普天間飛行場移設問題に関し、全国46都

道府県のうち、本県を含む７県が沖縄県の負担

を軽減すべきとしております。そこで、知事に

お尋ねいたします。現在も米軍専用施設面積の

約74％が沖縄県に集中し、沖縄本島の19.3％を

基地が占めている現状に対し、沖縄県の負担軽

減の必要性について、知事の見解をお尋ねしま

す。また、負担軽減の一つとして、普天間基地

の一部受け入れについて、本県において検討す

る考えはないかお尋ねします。

次に、日米地位協定、正式名称「日本国とア

メリカ合衆国との間の相互協力及び安全保障条

約第６条に基づく施設及び区域並びに日本国に

おける合衆国軍隊の地位に関する協定」であ

り、昭和35年、1960年に締結された協定です。

これは、日本国内でありながら日本の法令は適

用されず、駐在公館並みの治外法権等が保障さ

れており、日本国民の人権こそが侵害されてい

るとして、現在も在日米軍基地周辺の住民は、

日米地位協定の見直しを求めております。基地

の移設とともに大きな障害となっている日米地

位協定の見直しについて、何らかの取り組みが

必要と考えます。そこで、九州知事会の取り組

みとして、国に対し、権限移譲とあわせて、沖

縄県の負担軽減の一つとして、日米地位協定の

見直しについて提案し、議論をすべき時期と考

えますが、あわせて答弁を求めます。

壇上での質問は終わり、以下は質問席にて質

問いたします。（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

沖縄の負担軽減についてであります。沖縄県

におきましては、今、御指摘がございましたよ

うに、在日米軍の７割を超える施設が集中して

おりまして、負担軽減を求める沖縄県民の切な

る願いというものは、我が国全体として真摯に

受けとめるべきものと考えております。先日、

沖縄で開催されました九州地方知事会におきま

しても、沖縄県知事から現在の状況について報

告があり、知事会としても現状認識をし、その

問題を受けとめたところでございます。このよ

うな中、本県におきましては、日米両政府で合

意された在日米軍再編計画に基づき、沖縄県嘉

手納基地等で実施していた訓練の一部を、平

成19年から新田原基地でも受け入れているとこ
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ろでありまして、地元の負担というものは既に

大きなものがございますので、私といたしまし

ては、県民の安全・安心を確保する観点から、

基地の一部受け入れという御指摘がございまし

たが、慎重な対応が必要と考えておるところで

ございます。なお、日米地位協定につきまして

は、沖縄県を初めとする米軍基地の所在する都

道県で組織されております知事会において、環

境対策の徹底などを毎年、国に対して要望して

いるところでございます。これを受けて、国と

して適切に対応されることを期待しているとこ

ろであります。以上であります。〔降壇〕

○有岡浩一議員 ただいま知事より答弁をいた

だきましたが、九州知事会におきまして、沖縄

県知事よりお話があったということで、知事会

として受けとめていただいたということでござ

います。先ほどの答弁の中で、国として適切に

対応されることを期待する、または真摯に受け

とめるべきということで、国という言葉が大変

多く出てくるわけですが、国においての対応が

ばらばらであり、結論が見出せない状況である

と認識しております。そこで、私は、グローバ

ルな社会において、地方が意見を持つこと、そ

して地方が意見を示すことが大切な時期に来て

いるのではないかと思っております。特に、総

務省出身の知事でございますが、総務省の言う

地方分権とは何を目指しているのかと考えると

きに、権限移譲だけじゃなく、自分たちで考え

る、自己決定・自己責任というものが求められ

る、そういう地方の時代が来ていると思ってお

ります。一つの例で申し上げますが、今国会で

審議される災害対策基本法改正案が、昨年３

月11日の震災以降、市町村が機能不全に陥った

際の対応ということで議論されておりますが、

現場では、さらにボランティアや企業、ＮＰＯ

などの重要性が認識されているという現状であ

ります。法改正が追いついていないというのが

現状だと私は思っております。そういった意味

で、さらに踏み込んだ法整備を行うためには、

現場の声、地方の声が大切だと考えておりま

す。ぜひ一つの議論の場のテーマとして……。

九州・山口９県武力攻撃災害等時相互応援協定

というのがあるそうです。平成19年２月13日に

施行されている協定ですが、こういった場面で

も、常にそういった話題を提供していただき、

議論していただくことが大切だと思っておりま

すので、要望したいと思います。

私ごとではございますが、30年以上前になり

ます。高校生だったころ、友達と日本の平和に

ついて議論したことがございます。永世中立国

のスイスは、国民を守るために地下鉄を核シェ

ルターとして整備していると、そういう時代で

した。日本の安全はどうなんだという話題で議

論したんですが、確かに現在もスイスは、住宅

に核シェルターを常備するというような取り組

みをやっているようです。当時の見解は、日本

の役割は、被爆国として軍縮に向けて取り組む

べきだというふうに私は思っておりましたが、

その後、平和にかまけてしまい、30年以上、日

本の安全についての思考が停止した状態であり

ました。そこで、昨年の震災、さらには原発の

事故を受けまして、やはりもう一度、安全につ

いて、平和について考える必要があると思って

おります。先日は県立図書館で、「日本の空

襲」という書籍の中から、昭和20年の宮崎県の

空襲のあらましを読んでまいりました。「昭

和20年３月18日、沖縄作戦に先立って、九州の

航空基地は徹底的に叩かれた。また、宮崎は米

軍上陸の予定地でもあった」とあります。昭

和20年といいますと、私の父、母が小学生であ
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り、当時、疎開されていた沖縄出身の子供さん

たちも多くいらっしゃったようです。戦後その

まま宮崎に残られた方、沖縄に帰られ、沖縄で

元気に活躍された方が多くいらっしゃると伺っ

ています。その疎開されていた方々から、当

時、宮崎でお世話になったからと、沖縄への招

待もありました。当時の思い出は、苦しい思い

出も多いでしょうが、一緒に乗り越えてきた仲

間として、今でも身近な関係でございます。し

かし、もしアメリカ軍の宮崎上陸が行われてい

たら、私たちは今この地に生まれてこなかった

かもしれない、そう思っております。多くの犠

牲を強いられた沖縄の皆さんに、そして戦死さ

れた英霊に対し、今を生きる我々の役割、宮崎

県の役割、日本の国益を考えた政治的判断とし

て、日米地位協定の見直しや沖縄県の負担軽減

策について、現場にいる地方の声が議論される

ことを強く望むものです。40年前、私は小学生

で、沖縄復帰をテレビで見ていた世代でござい

ます。その後、日本の社会環境は大きく変わっ

たはずなのに、沖縄県の負担は余りにも変わっ

ておりません。これは、我々の無関心以外の何

物でもないと反省するばかりであります。ぜひ

沖縄復帰50周年のときには、世界の平和、日本

の平和のためにも、沖縄県の負担軽減が実現で

きているように、日本人として身近な問題とし

て勉強し、今後とも議論してまいりたいと思っ

ております。

次に、県土整備部長に建設技術推進について

お尋ねいたします。

今後、社会資本の整備において、全国的に老

朽化する橋梁やトンネル、下水道など、社会資

本の維持補修が大きな課題となってきます。宮

崎県としても、社会整備ストックの把握が必要

でありますが、同時に、社会資本の維持補修に

対応するための準備が必要です。そこで、県内

の業者等の技術力向上にどのように取り組んで

おられるのか、お尋ねいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 本県におきま

しても、橋梁等の多くの社会資本で、今後、維

持補修工事が必要となりますが、これらの工事

につきましては、経済・雇用対策の観点から

も、県内建設業者によって施工されることが望

ましいと考えております。そのためには、技術

力向上を図ることが重要でありまして、企業み

ずからが技術の研さんに取り組むことはもちろ

んでございますが、県におきましても、公益財

団法人宮崎県建設技術推進機構が実施する民間

研修等を通じ、支援を行っているところであり

ます。また、今年度からは、一部の橋梁補修工

事におきまして、一定の技術力を有した県内建

設業者が参加しやすい入札参加要件とすること

で、実際に工事を経験しながら、技術力を向上

させる環境づくりも進めております。県といた

しましては、今後とも、県内建設業者のさらな

る技術力向上に取り組んでまいりたいと考えて

おります。

○有岡浩一議員 再度、県土整備部長に具体的

にお尋ねいたします。公共工事の発注に当たっ

ては、品質保証は求めるものとして当然でござ

いますが、埋立地や軟弱地盤など、現地の状況

をさまざまな角度から把握し、十分な事業損失

防止対策をとられているのか、お尋ねいたしま

す。

○県土整備部長（濱田良和君） 公共工事の発

注に当たりましては、地盤及び周辺家屋や施設

など、現地の状況を十分に把握した上で、工事

が周辺環境に影響を及ぼすと判断される場合に

は対策を行い、それでもなお、損害が生じるお

それがあると認められる場合には、家屋等の事
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前調査を行うこととしております。また、施工

に当たりましては、現場条件や周辺家屋に配慮

した施工方法を採用するとともに、振動等の観

測や家屋等への影響の確認を行いながら、工事

を進めることとしております。

○有岡浩一議員 次に、公共工事の施工中に周

辺住民や地権者からの振動等のクレームや相談

があった場合、どのような対応をしているの

か、再度お尋ねいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 施工中に振動

等の問題が発生した場合には、直ちに工事を中

断しまして、現地の確認や原因を調査し、速や

かに住人等関係者への説明を行いますととも

に、使用機械の変更など、必要な対策を講じる

こととしております。

○有岡浩一議員 次に、損失補償業務として、

先ほどおっしゃいました建物の事前調査を行っ

ていますが、事業の施工期間中、実際に周辺家

屋等に損害が生じた場合、どのように対応し、

関係者の理解を求めているのかをお尋ねいたし

ます。

○県土整備部長（濱田良和君） 工事の施工に

よりまして周辺家屋等に損害が生じるおそれが

あると認められる場合は、工事の着手に先立

ち、家屋等の事前調査を行っております。その

後、施工中に住人の方から損害発生等の申し出

が行われた場合は、中間調査を実施しまして、

原因や緊急性を判断し、給水施設の損傷などの

応急的な措置について補償することができるよ

うになっております。また、工事完成後１年以

内に費用負担の請求が行われた場合につきまし

ても、同様に事後調査を行いまして、工事の影

響が認められたときには、補償を行うこととな

ります。

○有岡浩一議員 一つの事例でございますが、

工事開始１年前後で雨漏りが３カ所発生し、ト

イレの排水ができなくなった等のふぐあいが生

じたという現場がございました。現場の機械を

変更するなど対応は行いましたが、結果とし

て、損害発生から２年経過した今月、事後調査

を行う予定であります。そこで、建設技術推進

の最後の質問としますが、公共工事に対する住

民の信頼を失うことは、宮崎県として最も危惧

されることでございます。公共工事を円滑に進

めるためには、十分な損失防止対策を図ってお

くことが必要であり、そのための職員の技術力

や意識の向上が不可欠だと考えますが、県土整

備部長の所見をお尋ねいたします。

○県土整備部長（濱田良和君） 公共工事を円

滑に実施するためには、職員一人一人が、確か

な技術力とコミュニケーション能力を身につけ

ることが重要であると認識しております。この

ため、県土整備部におきましては、建設技術セ

ンターの研修や各種講習会等により、これまで

も継続的に職員の技術力や資質の向上に取り組

んでおります。さらに、平成23年度末には、人

材育成の基本方針を策定しまして、職員間にお

ける着実な技術の継承、効果的な現場経験の習

得、さらに研修に関する組織的なサポート体制

づくりを３つの柱として定めまして、取り組み

を強化しております。今後とも、この基本方針

に基づき、人材育成に努め、円滑な事業の推進

を図ってまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 今回の案件につきまして、私

も何度か足を運びまして、関係者からいろんな

お話を伺いました。関係者の方は、担当する職

員が何度も足を運んでくれた、そして一生懸命

やってくれていると。そういう職員との信頼関

係ができておりました。ぜひ工事施工後の事後

調査に立ち会っていただきまして、現状復旧へ
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の補償と住宅の補修工事が無事終えたとき、そ

のときが公共工事の現場が完了したことになる

と思いますので、最後までしっかり対応される

ことを希望します。建設技術推進により人材育

成に努め、工事の安全と住民の安心、業者の安

定、行政運営の円滑化を今後とも期待するもの

です。

次に、３番目の土曜日の授業実施についてで

あります。

新学習指導要領の実施に伴い、小学校、中学

校それぞれに授業の時間数がふえていて、教師

や児童生徒に負担が増大していると危惧されま

すが、現状を教育長にお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 新学習指導要領につ

きましては、小学校では昨年度より、中学校で

は本年度より実施となりましたが、これまでの

学習指導要領と比べますと、小学校１、２年生

では、１週間当たり２時間、小学校３年生から

中学校３年生までは、１週間当たり１時間、授

業時間数がふえております。これらに対応でき

るようにするため、県内の各市町村教育委員会

におきましては、例えば、子供たちの負担過重

にならないようにするため、１週間当たりの授

業時間数の増加ではなくて、長期休業期間の短

縮を行うなどの対応をしながら、必要な授業時

間数の確保をいたしております。また、各学校

におきましては、行事の精選なども行いなが

ら、授業時間数の確保に努めており、現在、県

内すべての学校におきまして、授業時間数の確

保に適切に対応できているところでございま

す。

○有岡浩一議員 ただいま教育長から答弁いた

だきましたけれども、お話の中に、長期休業期

間の短縮等で対応しているというお話がありま

した。しかし、今後は、学校行事や教育相談、

生徒会活動など、さまざまな授業が確保される

ことが望まれるわけで、時間の確保が難しくな

りつつあるんじゃないかと思っております。そ

こで、土曜日の授業の実施の可能性について、

教育長の見解をお伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 子供たちの生きる力

をはぐくむためには、学校、家庭、地域社会が

それぞれの役割をしっかり果たしながら、強い

連携のもと一体となって教育力を高めていくこ

とが大切であると思います。その意味におい

て、地域の方々や保護者が参加しやすいよう

に、学校が土曜日や日曜日などに教育活動を行

うことは意義あることだと考えております。本

県におきましては、すべての小中学校で、より

多くの保護者の方々が参加できるように、運動

会などの学校行事等を年に数回程度、平日の授

業を振りかえて、土曜日や日曜日に実施してい

る状況にあります。平日の授業に加えて土曜日

に授業を実施することにつきましては、子供た

ちや保護者に定着している１週間のリズム、現

在、土曜日に実施している部活動や地域の行事

などとの関係も考慮しながら、市町村教育委員

会の意向も十分に踏まえ、対応してまいりたい

と考えております。

○有岡浩一議員 一つの例になりますが、東京

都においても、以前より区市町村教育委員会や

学校の自主的判断により、学校週５日制の趣旨

を踏まえた上で、保護者や地域住民に開かれた

学校づくりを進める観点から、土曜日の授業を

実施しています。これは私の所見ではございま

すが、例えば、学力とコミュニケーション力の

向上として、子供同士で教え合う授業や先生同

士の情報交換の時間など、目的を持って学校の

特徴ある取り組みをぜひ検討していただきたい

と思っております。
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ここで、一つ御紹介したいことがございま

す。「日本のこころの教育」という本の中の、

言葉の力、言葉の意味を紹介したいと思いま

す。お母さんという言葉には、太陽という意味

があるそうです。お母さんの「か」は、古い言

葉では「かか」や「かあかあ」「かっかっ」

で、太陽が燃えている様子をあらわす擬態語で

す。お母さんは、太陽のようにいつも明るく、

温かく、恵みの力で子供たちの命を育ててくだ

さいます。歌舞伎では今でも「かか様」とい

い、「1,000年以上前から子供たちは母を太陽さ

んと呼んでいたことになる」とあります。お母

さんにそういった意味があるならば、お父さん

はいかがでしょうか。昨日は父の日でございま

したが、歌舞伎では「とと様」と呼ばれ、「と

と」はとうとい人だそうです。「とと」の

「と」が残ってお父さんとなり、太陽のように

とうとい人を意味する呼び名だそうです。今度

から、子供たちからお父さんと呼ばれたときに

は、背筋を伸ばして、しゃきっとする必要があ

るかなと感じております。そのように、言葉の

意味、呼び名には多くの意味がございます。

そこで、先生について思いを伝えたいと思い

ますが、一般的には教師と呼ばれています。し

かし、子供たちの目線では、先生は、教師は恩

師です。恩とは恵みといいますが、喜びを与え

てくれる、気づかせてくれる、進むべき道を御

指導いただく恩師です。先生方には、ぜひ子供

たちの恩師として自信を持って接していただ

き、宮崎の子供たちの成長を一緒に応援してい

きたいと願うものであります。

次に、４番目の質問に入りたいと思います

が、生活保護と自立支援について、昨年に引き

続き、福祉保健部長に質問させていただきま

す。

先日の新聞報道にあったように、厳しい雇用

経済情勢により、生活保護世帯数は、平成23年

度、月平均１万2,655世帯となっております。前

年度より679世帯、5.7％の増加となっておりま

す。特に、昨年同様、稼働年齢層と言われる15

歳から64歳の割合が増加しているようです。そ

こで、本県における生活保護世帯の世帯類型別

の状況と、稼働年齢層の自立・就労支援の取り

組みの状況をお尋ねします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 被保護世帯を

世帯類型別で見ますと、議員のお話がございま

したとおり、平成23年度、全世帯で１万2,655世

帯、うち高齢者世帯が5,632世帯で、全体の約45

％を占めております。次に、傷病者世帯が約20

％、障がい者世帯が約11％、母子世帯が約５

％、その他世帯約19％となっております。議員

の御指摘のとおり、個々の世帯員の生活状況や

その能力に応じた自立支援に取り組みますこと

が大変重要と考えております。県では、稼働年

齢層で就労が可能な方に対しましては、各福祉

事務所に就労支援員を配置いたしまして、ハロ

ーワークと連携しながら支援に努めているとこ

ろでございます。平成23年度は163名が就労を開

始いたしております。厳しい雇用経済情勢の影

響もあり、就労開始に至るには難しい状況もあ

りますが、引き続き、ハローワークと連携いた

しまして、自立支援に努めてまいりたいと考え

ております。

○有岡浩一議員 ただいま部長のほうから答弁

いただきましたが、一昨年度108名の就労開始が

ございましたが、23年度は163名ということで、

ハローワークとの連携による成果が上がってき

ているというふうに理解しております。その中

で、もう一つ大きな宿題になるかと思います

が、生活保護者の自殺についてであります。10
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万人当たりの自殺率は、生活保護者が２倍以上

という厚生労働省の報告があります。また、20

代は６倍とも言われておりまして、精神疾患が

主な原因とありますが、私は、生活保護受給者

自身に社会からの孤立などの課題があると考え

ております。そこで、福祉保健部長に、生活保

護受給者を孤立させない対応についての御所見

をお尋ねいたします。

○福祉保健部長（土持正弘君） 社会の最後の

セーフティーネットといいますか、生活保護を

受給といいますか、そういう提供をしながら自

殺者が出るということに対しましては、本当に

大変残念に思っております。これははっきりし

た統計に基づくものではありませんけれども、

私も担当課のほうに以前、なぜ生活保護世帯で

自殺者が出るのかというお話を聞いたことがあ

りますけれども、他の世帯と同じように、大

体、病気とか離婚等の家庭問題。経済問題とい

たしましては、財産とか預金・貯金等を全部な

くしてしまってというようなこともあったとお

聞きしております。ただ、この生活保護世帯に

対しましては、福祉事務所のほうでケースワー

カーが定期的に、または随時に訪問いたしてお

りますので、一般の世帯と比べまして、いろん

な相談なりを持ちかけることもできますし、ま

た、福祉事務所のほうも、その世帯の状況等を

見詰めるといいますか、生活状況を見ることも

できるという状況にはございます。今後とも、

引き続き、その世帯のそういった孤立を防ぐと

いいますか、世帯の状況を十分─ケースワー

クの中でもそういう自殺という視点を持ちなが

ら対応してまいりたいというふうには考えてお

ります。

○有岡浩一議員 ただいま部長のほうから答弁

いただきましたように、ぜひとも稼働年齢層の

自立に向けたハローワークとのタイアップ、さ

らには、受給者が孤立しないための地域参加や

相談システムとしてのケースワーカーの充実、

こういったものが今後とも求められますので、

御尽力をお願いしたいと思っております。

次に、もう１点、質問させていただきます

が、現在、国において社会保障制度見直しが議

論されている中で、今後の生活保護制度の動向

に伴う取り組みを教えていただきたいと思いま

す。

○福祉保健部長（土持正弘君） 平成24年２

月17日に閣議決定されました「社会保障・税一

体改革大綱」でございますけれども、生活困窮

者対策と生活保護制度の見直しについて、総合

的に取り組むための「生活支援戦略（仮称）」

をことし、平成24年秋を目途に策定することと

されております。先般、この生活支援戦略の骨

格が示されたところでございますが、生活保護

制度の見直しについては、まず、当面の対応と

いたしまして、電子レセプトを活用した点検指

導や主治医以外の医師の意見聴取による医療扶

助の適正化、それから、金融機関調査の本店一

括照会方式の導入による資産調査の強化などが

議論されております。さらに、今後、検討を進

める事項といたしまして、生活保護基準の検証

・見直し、それから、扶養可能な者には適切に

扶養義務を果たしてもらうための仕組みの検討

など指導の強化、３点目といたしまして、ハロ

ーワークと一体となった就労支援の抜本強化な

どが議論されておりまして、先週末の３党合意

におきましても、その基本的方向については確

認されたようでございます。県といたしまして

は、今後とも、国の動向を十分注視してまいり

たいというふうに考えております。

○有岡浩一議員 生活保護制度の見直しにつき
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ましても、今後の動向を注視してまいりたいと

思っております。

次に、５番目になりますが、古事記編さ

ん1300年について、総合政策部長にお尋ねいた

します。

平成32年の日本書紀編さん1300年までの９年

間というスパンで取り組む記紀編さん1300年

の、本年はスタートの年であります。しかし、

県民の皆さんの立場で考えると、なぜ９年間や

るのか、何を目指してやろうとしているのかな

ど、疑問があると思います。そこで、古事記編

さんからのスタートの年として、どのような思

いを込め、どのような軌跡、足跡を期待されて

いるのか、所見をお伺いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 私の出身地で

あります延岡市に、行縢山のヤマトタケル伝承

というのがございます。多分どなたも御存じな

いんじゃないかなというふうに思っています

が、このように余り知られていないものを含め

まして、県内には神話・伝承やゆかりの地、さ

らには、神楽などの伝統文化や史跡等が数多く

残されております。このことは、「神話のふる

さと」としまして、他県ではまねることのでき

ない、私たちが誇るべき本県固有の宝であると

いうふうに思っております。そのような足元に

あります宝を見詰め直して磨き上げ、郷土に対

する愛着や誇りを深めることが、記念事業の目

的であります。古事記編さん1300年に当たりま

す本年を絶好の契機ととらえ、取り組みを始め

たわけでございますが、記念事業を一過性のも

のにするのではなくて、「神話のふるさと み

やざき」を定着させるためにも、まずは、私た

ちが改めて神話や伝承を学び直し、さらには、

次代を担う子供たちへと語り継いでいくため

に、日本書紀編さん1300年に当たります平成32

年までの９年間、教育・文化、観光、地域づく

りなど幅広い分野で、腰を据えてしっかりと取

り組んでいきたいというふうに思っておりま

す。

○有岡浩一議員 どうぞ本県固有の宝として取

り組まれて、９年間ということですから、小学

１年生に今入学したとするならば、中学３年生

という大きく大きく成長する事業かと思います

ので、大変期待したいと思っております。

そこで、古事記編さん事業をスタートする今

年、関連しまして、商工観光労働部長にお尋ね

したいと思います。今回の事業に、観光業の皆

さんが大いに期待されております。そこで、神

話と観光を結びつけた事業を進める上でどのよ

うな取り組みが必要と考えておられるのか、お

尋ねいたします。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） ことしは

古事記編さん1300年の節目を迎えますことか

ら、本県の観光を古事記、さらには日本書紀と

いう視点で見詰め直し、新たな観光資源の掘り

起こしや磨き上げを行い、売り込んでいく絶好

の機会であると考えております。このような考

えのもと、県では、みやざき観光コンベンショ

ン協会が実施する神話巡りワンコインツアー

や、ＮＥＸＣＯ西日本が実施する神話ゆかりの

地をめぐるドライブラリーなどと連携し、観光

客誘致につながる取り組みを行いますととも

に、古事記ゆかりの観光ルートとしての「日向

神話旅」を新たに開拓し、その定着を図り、Ｐ

Ｒを行っていくこととしております。また、県

内のホテルや旅館等におきましても、神話にち

なんだ食事メニューやスイーツの開発、宿泊プ

ランの造成などの取り組みが広がっており、７

月にはカーフェリーを利用したツアーが実施さ

れるなどの動きが始まっておりますので、今後
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とも、ホテルや旅館、観光関連団体等と連携を

深め、神話と観光を結びつけた取り組みを推進

してまいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 今、部長からお話がありまし

たように、さまざまな事業を展開され、種まき

を始められたと感じております。いろいろな種

類の種まきをすると同時に、県民参加が必要だ

というふうに考えております。そこで、２つほ

ど提案させていただきますので、おつき合いい

ただきたいと思います。

まず参加の一つとして、例えば神話の紙芝居

等を作成しまして、夜のお宿の紙芝居として、

宿泊のお客様に宮崎の神話を紹介し、県内各地

に興味を持っていただく、さらにはリピーター

としてその地域を守っていただく、口コミで全

国に宮崎の神話を紹介していただく、そのよう

なアイデアがどんどん広がってまいります。い

ろんな形のいろんな色の花が咲くことを期待し

たいと思っております。ただ、先日、タクシー

の中で古事記編さん1300年という話をしました

ら、「それは何ですか」という世界でありま

す。そういう意味では、これから種まきをする

土壌は大変広いようでございますので、しっか

り皆さん一緒に種まきをしていただければと

思っております。

その種まきの一つとして、もう一つ提案させ

ていただきたいと思いますが、プロジェクトの

案として、震災以降、Ｕターン者や宮崎に定住

したいという方がふえております。また、東日

本大震災支援ネットワークを通じて、情報をも

とに多くの方が宮崎県内に定住されています。

高知県に行きましたときに、人口問題につい

て、高知県では、総人口が77万人を切り、さら

に減少率も高いということで、県庁内に人口問

題対策室を設けているというふうに伺っており

ます。そういった社会情勢の中で、一つの提案

としまして、平成32年までに1300人の宮崎定住

者を受け入れる、そのようなプロジェクトを立

ち上げてみてはいかがでしょうか。宮崎に来て

くださる方を、青島の裸まいりのように心から

お出迎えする、そのような気合いで取り組み、

日本のふるさと宮崎、神話の国宮崎へ、10年後

の姿をデザインすることも必要な考えではない

かと思っております。これはアイデアとして、

また参考にお話しさせていただきました。

では次に、６番目の儲かる農業と食育につい

てお尋ねいたします。

本県においても、「みやざきの食と農を考え

る県民会議」を中心に、食育・地産地消推進に

取り組まれております。そこで、これまでの取

り組みの状況と今後の方針について、農政水産

部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県における

食育・地産地消の推進につきましては、昨年３

月に策定した「食育・地産地消推進計画」に基

づき、「みやざきの食と農を考える県民会議」

を核に、「いただきますからはじめよう！みや

ざきの健全な食生活」を基本目標として進めて

おります。具体的な活動といたしましては、平

成23年度には、1,300名を超える地産地消推進協

力員などによる111回もの料理教室や体験学習会

などの自主的活動、農業高校や農業大学校など

の６施設を活用した食農体験などを実施すると

ともに、県内の外食・中食産業やスーパーなど

の小売業等における「みやざきこだわりの店」

の登録店舗数を232店まで積み上げるなど、地域

に根差した継続性のある取り組みを進めてきた

ところであります。今後は、県民運動としての

面的な広がりをさらに強化するとともに、新た

に地域経済循環システムの視点も取り入れ、学
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校給食や量販店等における地場産物の消費拡大

の推進、季節を感じる「旬」と、鮮度等により

その場所でないと食べられない一瞬の「瞬」を

切り口に、地場産物ならではの新たな魅力を掘

り起こす「しゅんかんグルメ」などを重点的に

取り組んでまいります。

○有岡浩一議員 ただいま部長のほうから、地

域に根差した地産地消というお話がありました

し、具体的な説明もございました。地産地消に

取り組める、食育に取り組めるということは、

大変幸せなことだと私は考えております。先

日、瓦れきの視察を兼ねまして、宮城県名取市

の閖上地区に行ってまいりましたが、広大な田

園が手つかずの状態で放置され、農家の皆さん

の気持ちを考えると、やるせない思いでござい

ました。この宮崎に帰ってきますと、緑豊かな

田園風景が続いておりまして、豊かな自然の中

で豊かな食材に恵まれている、そして地産地消

という取り組みができるというこの幸せを、も

う一度かみしめる必要があると思っております

し、私ども宮崎県は、食の安全に対する取り組

みは先進県であります。そういった自信を持っ

て取り組める宮崎は大変恵まれていると感じて

おります。その中で、子供たちの学校給食の安

全などを含めまして、地産地消と食育の推進を

宮崎の顔として、さらに取り組んでいかれるこ

とを希望いたします。

次に、儲かる農業の新しい取り組みとして、

本県農産物の直接輸出がございます。本年４月

には、シンガポールへカンショを試験第１号と

して細島港から出港しています。ＪＡ宮崎経済

連では、本日、宮崎牛をタイへ初輸出しようと

しております。そこで、これまでの本県農産物

の輸出の実績、さらには今後の取り組みについ

て、農政水産部長にお尋ねいたします。

○農政水産部長（岡村 巖君） これまでの本

県農産物の輸出につきましては、フェアや商談

会の開催を重ねることにより、平成18年度の55

トンから昨年度の220トンまで着実に輸出量をふ

やしてきた反面、産地主導による販路や取引の

拡大ができないことなどの課題もございまし

た。県といたしましては、本県農業を新たな成

長産業にする観点から、農林業や商工業などの

分野が一体となった「オールみやざき」による

輸出のエンジンとして、みやざき「食と農」海

外輸出促進協議会を本年４月に設立し、さらな

る輸出促進に向けた体制を整えたところであり

ます。今後は、本協議会を核に、生産者、輸出

商社、物流業者が連携した、県内の港から直接

輸出するためのモデル的な取り組みや最適な鮮

度保持対策を確立するための輸送試験に取り組

むなど、関係機関・団体が一体となって、カン

ショやキンカン、宮崎牛を初めとする本県農産

物の輸出拡大を進め、農家所得の向上に努めて

まいりたいと考えております。

○有岡浩一議員 ことし、直接輸出に関しまし

ては取り組みが始まったばかりではございます

が、夢のある取り組みだと思っておりますし、

顔の見える農産物として、今後とも発展するこ

とを期待しますし、輸送期間の短縮、流通コス

トの削減、最終的には農家の所得向上につなが

るということで、これは一つの取り組みとして

大きな成果を上げられることを期待するもので

ございます。きょう輸出される経済連の牛肉に

ついても、また成果を教えていただきたいと

思っております。

次に、７番目の質問に入りたいと思います

が、“1130”県民運動というお話を、先ほど県

民スポーツ祭の中でも知事がおっしゃいました

ので、“1130”県民運動についてお尋ねしたい
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と思います。

これは本年度の新規事業ということでこの名

称が使われておりますが、「みんながスポーツ

“1130”県民運動推進事業」の目標と具体的取

り組みについて、教育長にお尋ねいたします。

○教育長（飛田 洋君） 本事業名の「1130」

というのは、１週間に１回以上、30分以上は運

動・スポーツをしようという意味であり、本県

成人の週１回以上のスポーツ実施率を平成26年

度までに50％以上にすることを目標といたして

おります。具体的な取り組みといたしまして

は、関係部局や関係団体等で構成する推進会議

を開催し、県民運動として効果的な普及・啓発

を図るための取り組みについて御意見をいただ

くとともに、気軽にスポーツに取り組んでいた

だくような運動プログラムを現在作成している

ところであります。今後は、日ごろ、運動・ス

ポーツをなさらない方を対象として、市町村ス

ポーツ推進委員協議会や総合型地域スポーツク

ラブが主体となって実施するスポーツイベント

や継続的なスポーツ教室、自治公民館や職場等

に出向いての運動指導等に対する支援をしてい

くことといたしております。より多くの県民の

皆さんが、生涯にわたり心身ともに健康で活力

ある生活を営むことができるよう、「みんなが

スポーツ“1130”県民運動」を普及・充実させ

ていきたいと考えております。

○有岡浩一議員 今、教育長のほうから、県民

運動として「みんながスポーツ“1130”県民運

動」を進めていきたいというお話がございまし

た。通告はしておりませんけれども、知事にお

尋ねしたいと思います。スポーツ振興というこ

とで、この“1130”運動が定着していくことを

願うわけですが、次の段階として、例えば昨日

行われました第１回宮崎シーガイア100㎞リレー

マラソンなどを楽しみながらみんなでやってい

く、そういうふうに広げていく、次の段階まで

準備をしていく必要があるんじゃないかと思っ

ております。「スポーツランドみやざき」とし

て定着しました。今度は、あわせて県民のスポ

ーツランドとして、県民の健康、そして県民の

明るさに比例して、こういうスポーツ振興に取

り組む必要があると思いますが、知事の思いを

お聞かせ願えればと思っております。

○知事（河野俊嗣君） スポーツ振興、県民の

健康増進のためにも、また明るい地域づくりと

いう観点からも、非常に重要なものというふう

に考えております。昨日のシーガイアの100㎞リ

レーマラソン、７時スタートで、私も第一走者

で４キロほど走らせていただきましたが、186チ

ーム、1,700人以上の参加ということで、大変マ

ラソンブームという中、またグループで楽しみ

ながら参加するということで、すばらしい取り

組みであり、こういったものがどんどん広がる

といいなという感じを受けたところでございま

す。スポーツというと、生涯スポーツから競技

スポーツ、さまざまあるわけでございますが、

この“1130”県民運動のように、すべての県民

が手軽に体を動かして健康を保持する、増進す

る、そのような取り組みというものをもっと

もっと広げていきたい、そのためには、総合型

地域スポーツクラブとか、いろんな関係団体と

の連携を図っていく必要があろうかというふう

に考えております。これからもさまざまな形で

の連携をしながら、「健康みやざき」づくりに

取り組んでまいりたい、そのように考えており

ます。

○有岡浩一議員 ありがとうございます。県民

の皆さんが楽しみながら参加していただけるよ

うなスポーツが普及されることを強く願いまし
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て終わりたいと思いますが、最後に、一つお礼

を申し上げて終わりたいと思います。ことし３

月に、県の鳥、コシジロヤマドリの放鳥式に牧

元副知事に出席いただきまして、宮崎の豊かさ

のシンボルとして、次の世代へ伝えていただく

ことをお話ししていただき、深く感謝しており

ます。今後とも、宮崎の自然、宝を守る取り組

みに御指導をお願い申し上げまして、私の質問

を終わります。ありがとうございました。（拍

手）

○外山三博議長 以上で午前の質問は終わりま

す。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時45分休憩

午後１時１分開議

○中野一則副議長 休憩前に引き続き会議を開

きます。

次は、渡辺創議員。

○渡辺 創議員〔登壇〕（拍手） 本日３番目

の質問に入らせていただきます。宮崎市選出、

新みやざきの渡辺創です。

私たちが暮らす日本は、まさに閉塞感の渦の

中にあります。長く抱えてきた社会の制度疲

労、そして、矛盾、偽りが、政権交代という統

治システムの変化や東日本大震災という人知を

超えた災害によって露呈し、国民は混乱と不安

の中にいます。物事の本質が明らかになり、事

の真相がわかることは決して悪いことではあり

ません。ただ、今、私たちの社会に欠けている

のは、事実が明確になった足元を踏みしめて新

しい方向を定めて歩み出すこと。そして、歩み

出す決断をすることではないでしょうか。決断

できない政治、決断しない政治を抜け出すこと

が日本再生の一歩と信じます。

国会では、税と社会保障の一体改革をめぐる

議論が最終局面を迎えています。この問題も、

まさに今述べてきた「決めない政治」、「決め

られない政治」の典型ではないでしょうか。社

会保障の水準を維持し、新しい分野に対応する

財源の確保ができないことは、20年前から予想

のついた事態だったはずです。しかし、先行き

を楽観視し、判断を先送りにしてきた。問題の

本質を国民に伝えることなく、是正に向けた取

り組みからも目を避けてきた。その結果が今の

惨状ではないでしょうか。

私は、特定政党の責任という問題だとは思い

ません。これまでの政治にかかわってきたすべ

ての政党に責任はあるし、国民にも責任がある

はずです。私は、所属する民主党宮崎県連の青

年局の若い仲間と、税と社会保障の一体改革の

理解を得るために繰り返し街頭に立っていま

す。先日は、宮崎駅前で街頭演説中に知事にも

お会いをしたところです。所属政党の宣伝のた

めにやっているわけではありません。正直、憤

りがあるのです。ことし35歳の私は、これまで

の政治のツケに責任を持つことはできません。

しかし、若い世代であるからこそ、これからの

社会のあり方には無関心でも無責任でもあるこ

とはできない。だからこそ、国政に参画する者

でなくても、今後の国のあり方、ひいては宮崎

県のあり方にも大きくかかわる問題から逃げる

ことはできないと感じています。党派を超えて

解決への歩みを進めない限り、未来のビジョン

は描けない状況にこの国はあると思います。現

実的な与野党協議を経て、今まさに前に進むた

めに決断をしたこの問題が、不合理な党内対立

などで「決められない政治」の渦から抜け出せ

なくなることを心から危惧するところです。

さて、目を宮崎県政に転じます。知事も就任
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から１年半、この間、多くの課題に直面し、か

じ取り役としてさまざまな決断を迫られてきた

ことと思います。その決断は常に注目を浴びる

わけですから、御苦労も大変なものだと推察を

いたします。私もかつて新聞記者時代に、大き

な選択を迫られた政治家を近くで取材し、その

重圧を背負いながら責任にこたえようとする姿

を目の当たりにしてまいりました。そういう状

況にある政治家というのは、自然とその言葉の

端々からも、まなざしからも、そして一つ一つ

の動作からも、その気迫とわずかな不安が読み

取れるものでした。

先ほど来お話をしていますように、今、国民

が、県民が求めているのは、決断をする政治、

決める政治だと私は感じています。その意味で

は、知事もこの定例議会中も、瓦れきの広域処

理、国と地方の関係、原子力政策のあり方な

ど、明確なその判断を問われる場面が続いてい

ます。私は、この本会議場で知事の目の前に

座っておりますので、答弁の真意がなかなか伝

わらないと苦悩する表情をたびたび目にしてま

いりました。少し生意気なことを申せば、震災

瓦れきの広域処理の問題などでは、意思を明確

に示すという意味で、メッセージの発し方に課

題があったのかなという印象を持っております

が、この場での議論は控えます。

方針を決め、施策を推進するとき、その土台

となる議論を大いに行うことは重要です。しか

し、物事によっては、すべてがゼロからの議論

ではなく、トップの姿勢が明確でなければ進ま

ないこともあるのが事実です。基本的な判断を

行い、方向を指し示し、柔軟な議論をして、最

終的な決断をする。リーダーに求められる基本

的な役割だと思います。物事が決まらない政治

から一日も早く抜け出したいとの思いですが、

就任から１年半の知事の経験の振り返りも含め

て、県政リーダーにとっての「決断」につい

て、知事の自由なお考えをお伺いしたいと思い

ます。

以下の質問につきましては、質問者席で行わ

せていただきます。(拍手)〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

県政を担う者としての決断、役割についてで

あります。本県を取り巻く状況、さまざまな厳

しい状況があるわけでございますが、県政運営

を担う私の役割は、そういった数々の問題から

逃げず、しっかり直視をする。そして、重荷と

いうものを担っていくことでありまして、宮崎

の将来をしっかりと見据え、将来に向けて責任

ある判断というものを決断すべきときには、逡

巡なく決断をすることが大変重要であるという

ふうに考えております。そして、県民の皆様に

対し、明確な方針と政策というものを示し、先

頭に立って実行していくこと。そして、その結

果に対し、しっかりと責任を持つことが大事で

あるというふうに認識をしております。

知事に就任して以来、口蹄疫を初めとするた

び重なる災害というもの、また、さまざまな山

積する県政の重要課題への対応におきまして、

そうした姿勢を心がけてきたところでございま

して、被災地の支援、「みやざき感謝プロジェ

クト」、それから、本県における経済の活性化

に取り組む「みやざき元気プロジェクト」、そ

れから、古事記編さん1300年の記念事業なり、

「みやざき元気！”地産地消”県民運動」、さ

まざまな方向性というものを示し、県民の皆様

との対話と協働のもとに力を合わせて取り組む

ということで取り組んでまいりました。今、質

問議員から、苦悩という言葉で御指摘がござい
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ましたが、この瓦れきの問題も含めてさまざま

な課題に対する自分の思い、考え方というもの

をいかに適切に、またわかりやすくお伝えする

か、コミュニケーションを図っていくか、その

問題におきまして、いろいろ反省すべき点な

り、さらに精進を図るべき点というものを考え

ておるところでございます。私といたしまして

は、引き続き、先ほど述べましたような姿勢に

基づいて、県民の皆様に対してしっかりとした

方向性を示して、決断すべきところは決断す

る、そのような姿勢で本県の発展に向けて全力

で取り組んでまいりたい、そのように考えてお

るところでございます。以上であります。〔降

壇〕

○渡辺 創議員 知事から、重責を担うと、責

任ある判断を行うという力強い答弁をいただい

たと思っております。先日の福田議員の一般質

問で、松形県政の話がありました。もし私の認

識が間違っていれば申しわけないんですけれど

も、福田議員の質問を伺いながら、もちろん議

会と知事という緊張関係はありながらも、強い

リーダーシップで大きなビジョンを描いて力強

く県民を引っ張っていく、また、宮崎県政にか

かわるものも引っ張っていくというふうに過ご

してこられた松形知事に対する敬意といいます

か、そのような感覚を質問を伺いながら感じた

ところです。また、ベテランの議員の先生方か

らも、よくそういう話を聞くところだというふ

うに思っています。もちろん私たちは、厳しい

視線で知事が進める県政をチェックしていかな

ければならないわけですけれども、宮崎県をよ

くしていきたい、質を今よりも高めていきたい

という大きな思いは同じわけですから、ある意

味では、諸先輩方はともかくとしても、私のよ

うな若い世代の議員にとっては、やはり知事と

いうのは、緊張関係はありながらも、誇りで

あったり、そして宮崎県全体を引っ張っていく

リーダーであってほしいと、そういう思いをあ

る種、私たちも抱きたいと思っておりますし、

そういう思いを抱けるリーダーだというふうに

私も思っております。通告はしておりませんけ

れども、今の私の、リーダー、そういう知事に

なっていただきたいという思いについて、知

事、御意見がありましたら、御答弁いただきた

いと思います。

○知事（河野俊嗣君） 大変ありがたい叱咤激

励をいただいたものだというふうに思っており

ます。そういうさまざまな先人、これまでの宮

崎を築いてきた先人にも学びながら、自分なり

のリーダー像というものを築いてまいりたい、

責任ある仕事を果たしてまいりたい、そのよう

に考えています。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

次に移ります。今いろいろなリーダーの話を

してまいりましたけれども、宮崎県のリーダー

というのは、もちろん県のことを考えるのも当

然ですけれども、これからの国全体、日本全体

がどういう将来ビジョンを描きながら進んでい

くのかと、そういう考えもあわせて持っていた

だきたいところだというふうに思います。その

意味で、先日、井上議員の質問にも少し出てお

りましたが、東京大学の前の総長を務めてい

らっしゃった小宮山宏さんの掲げる「プラチナ

構想」に私は非常に強い関心を持っておりま

す。説明は省きますが、日本社会が課題先進国

として乗り越えてきたノウハウを生かしなが

ら、今度は課題解決の先進国となって、21世紀

の新しいモデルをつくっていこうという考え方

ですけれども、この構想を推進するための「プ

ラチナ構想ネットワーク」というのができてい
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ます。全国でも多くの自治体のトップが参加し

ていて、都道府県レベルでは28人の知事が加

わっておりますし、県内でも都城市長、五ヶ瀬

町長が会員となっております。宮崎県もかつて

は研究会の会員であったことがあったかと思う

んですけれども、現時点では構想のネットワー

クには入っていませんが、その入会の可能性も

含めて知事の所見をお伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） プラチナ構想ネットワ

ークの取り組み、また掲げておられます課題設

定なり方向性というものは、私どもとしても深

く共感のできるものでございます。本県の総合

計画「長期ビジョン」におきましても、やはり

同じような問題意識のもとに、今後の人口減少

社会に対して、資源、環境問題、医療、さまざ

まなそういった重要課題に対する対処というも

のの方向性を出しておるところでございます。

このネットワークにつきましては、首長本人の

参加ということでございまして、これまで前任

も含めて参加はしていなかったということでご

ざいますが、今後、参加の可能性があるのかど

うなのか、その手続的にはちょっとわかりませ

んが、私も大変関心を持っておりますし、可能

であればそういう議論というものに参画をして

まいりたい、そのような思いでございます。

○渡辺 創議員 有意義な取り組みかと思いま

すので、御検討いただきたいと思います。

さて、テーマを変えますけれども、国政にお

ける政権交代からことしの夏で３年になろうと

しています。その評価はさまざまだろうと思い

ます。民主党に所属する議員であっても、日々

悩ましく思う事態が続いてきたことも一つの事

実です。今回は、政権交代以降のことを、印象

論としてではなくて、県内における状況の変化

という意味で考えてみたいというふうに思って

います。

まず、高校教育について教育長にお伺いをい

たします。私も子供がおりますが、今、子供を

県立高校に通わせる場合、３年間で諸経費も含

めておおよそ幾らの経費がかかるのか、また、

そのうち、授業料の無償化によってどれだけの

分の経費が軽減されているのか、御答弁いただ

きたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） 県立高等学校に納入

する経費につきましては、ある普通科高校の本

年度の例で申し上げますと、模擬試験代や副教

材費などの学校徴収金に授業料相当分を加えま

すと、３年間で必要となる経費の総額は約72

万3,000円となります。同じく、ある専門高校の

例で申し上げますと、実習で必要となる作業着

代や資格試験代、部活動の派遣費などに授業料

相当分を加えますと、３年間で必要となる経費

の総額は約56万6,000円となります。また、平

成22年度からの授業料無償化により、３年間

で35万6,400円の負担が軽減されております。

○渡辺 創議員 普通科で72万中の35万、専門

高校で56万中の35万の負担軽減ということです

が、続けて教育長にもう１問お伺いします。全

国的には、経済的な理由による高校の中途退学

者が減った、一説では36％ほど減ったというふ

うにも言われておりますが、同じ内容について

県内ではどういう状況になっているのでしょう

か。

○教育長（飛田 洋君） 県立高等学校におけ

る中途退学者の退学理由としましては、学校生

活・学業不適応や進路変更によるものがほとん

どであります。経済的な理由による中途退学者

数は、平成19年度から平成21年度までの３カ年

の平均15.7名に対しまして、平成22年度は４名

となっております。なお、23年度の調査結果に
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ついては現在集計中でありまして、８月に発表

予定であります。県教育委員会といたしまして

は、中途退学対策対応教員や学校カウンセラー

を配置するとともに、各種の研修会を実施する

など、学校の取り組みを積極的に支援しなが

ら、中途退学の防止に努めているところでござ

います。

○渡辺 創議員 数字で言えば60％減ったとい

うことになりますが、400名前後の中退者のう

ち、予想以上にといいますか、経済的な理由の

中退者は少ないということで、少し母数が小さ

いわけですから、その辺は吟味をしたほうがい

いかなというふうに私も思いますけれども。平

成21年のデータによれば、２万4,519人の県立高

校生のうち、11.74％の2,879人が授業料の減免

を受けていたということですから、そういう意

味で考えれば、高校生本人であったり、保護者

の方々にとっても、減免を受けるということで

の精神的な負担みたいなものは減った要素があ

るかもしれませんし、すべての保護者にとって

大幅な負担の軽減が図られたわけですから、そ

の意味では大きな効果があったのは間違いない

というふうに思っております。

続いて、福祉保健部長にお伺いをいたしま

す。名称は、「子ども手当」から「子どものた

めの手当」と変更になりましたけれども、かつ

ての児童手当5,000円を基本に、0・１・２歳の

乳幼児加算、そして３子目以降の加算があった

時代に比べて、この３年間でお子さんを持つ家

庭にどれだけの支給が県内全体であったか、御

答弁をいただきたいというふうに思います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 県内の支給

額、それから受給者数についてでございます。

平成21年度、これは児童手当でありますが、県

内支給額約90億円、受給者数約８万9,000人と

なっております。平成22年度、これは子ども手

当でありますが、支給額約226億円、受給者数約

９万7,000人となっております。平成23年度の子

ども手当につきましては、支給額約216億円、受

給者数約９万3,000人となっております。

○渡辺 創議員 今の答弁を聞いていますと、

子供のために支給された額というのは、対象が

１万人ほどふえただけで、額全体としては２倍

にふえているということになるわけです。この

３年間の合計特殊出生率も1.61、1.68、そし

て23年度の速報値も1.68と、上昇傾向にある状

況です。個人的には、子ども手当を現金ではな

くて、制度を整える手間はあったとしてもバウ

チャーで支給していれば、理念はしっかりと理

解をされた上で要らない批判を受ける必要もな

かったかなというふうに思って、その辺は今で

も残念なところですけれども、ある一定の効果

があったというふうに考えております。

続けて、県土整備部長にお伺いします。県内

高速道路網のこの３年間での整備計画の変化を

お伺いしたいと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 県内の高速道

路整備に係る今年度の国の予算は、対前年度

比1.06倍の244億円となっておりまして、今年度

中に東九州自動車道の５区間37キロメートルが

開通予定でございます。また、来年度に予定さ

れている日向―都農間の開通によりまして、宮

崎市から延岡市までつながることに加え、大分

までの供用予定年度が新たに示されるなど、着

実な整備が図られているところでございます。

しかしながら、一方で、今年度新たに計画段階

評価を進めるための調査箇所として示された東

九州自動車道日南―志布志間や、九州中央自動

車道の山都―蔵田間に残る未事業化区間につき

ましては、事業化の時期がまだ不透明という状
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況でございます。

○渡辺 創議員 端的に言えば、大分県との連

結が28年度以降となっていた部分が、明確に28

年度というふうになったわけですが、これは党

派を超えて、また官も民も超えて、県内のすべ

ての皆さんの思いとして強く、それが国にも伝

わったところかなと。さらなる前進に努めなけ

ればならない課題だと思っています。

続けて、病院局長にお伺いをいたします。平

成22年度に診療報酬の改定がありましたが、そ

の改定が県立病院の経営に与えた影響をお伺い

したいというふうに思います。

○病院局長（渡邊亮一君） 平成22年度の診療

報酬改定は、全体の改定率が、平成12年度以

来、10年ぶりに0.19％のプラス改定となりまし

た。その中で、救急医療や難易度の高い手術料

など、急性期医療に対する評価が引き上げられ

たところでございます。このことから、県立病

院事業では、医療スタッフの充実を図るなど、

改定に対応した取り組みを強化したところでご

ざいまして、その結果、平成22年度決算では、

入院・外来収益が、前年度と比較しまして全体

で約13億5,000万円の増収となったところでござ

います。そのうち、診療報酬改定に伴う増収効

果としましては、おおむね９億円程度と見込ん

でいるところでございます。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。続

いて、農政水産部長にお伺いします。農業者戸

別所得補償制度の県内での取り組み状況と、そ

れに伴う効果と課題をお伺いしたいというふう

に思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 本県における

農業者戸別所得補償制度の昨年度の加入者数は

約２万9,000件で、販売農家数は約３万1,000件

であることに照らしても、一定の浸透が図られ

ているものと考えております。交付金の総額は

約83億円で、このうち、水田活用の所得補償交

付金が約65億円と約８割を占めており、本制度

の導入前の平成21年度における、いわゆる転作

作物の生産者に対する産地確立助成金等の交付

額が約32億円であったことや、本制度の導入に

より飼料用稲の大幅な作付増加が見られたこと

などを踏まえますと、農家所得の向上や県内畜

産農家における自給飼料の確保等に大きな効果

があったものと考えております。

一方、本制度においては、例えば、本県が推

進を図ろうとしております加工用米の助成水準

が低いなどの課題もありますので、国に対し、

地域の実情を十分反映した制度としていただく

よう要望しているところであります。県といた

しましては、今後とも、関係機関・団体との連

携を図りながら、本制度を最大限に活用して、

生産性の高い水田農業の確立に努めてまいりま

す。

○渡辺 創議員 関連して、先日の押川議員の

質問とも重複しますけれども、新しい農業の担

い手確保のために、国が青年就農給付金制度を

始めますけれども、県内の応募状況とその効果

をお伺いしたいと思います。

○農政水産部長（岡村 巖君） 担い手と農地

の一体的な課題解決を図るために、今年度創設

された青年就農給付金事業には、研修に専念す

る就農希望者を支援する「準備型」と、経営が

軌道に乗るまでの新規就農者を支援する「経営

開始型」があり、県が５月に行った調査では、

準備型で92人、経営開始型で295人の要望があっ

たところです。この給付金により、就農に当

たっての研修中の生活費の確保や、就農初期の

技術不足から来る所得確保の不安などの課題が

軽減され、無利子資金や補助事業などの他の支
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援措置と組み合わせることで、意欲ある新規就

農者の着実な確保・定着が進むものと期待して

おります。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。

各部長、局長からお話を伺ったところです

が、ちょっと思い出していただきたいんです。

ことしの４月１日、今年度のスタートの日、日

曜日でしたけれども、知事には、私たち民主党

宮崎県連が強く党本部に求めてきた地域対策協

議会のトップになっております樽床伸二幹事長

代行と、県庁で会談していただきました。約１

時間、熱心にお話をいただき、県の実情を丁寧

に伝えていただいたところでした。私たち民主

党の県議団も、国政・与党との関係を重く受け

とめて、宮崎の実情や要望を伝えるために、こ

れまでも努力をしてきているつもりです。改め

て知事にお伺いしますけれども、先ほどまでの

答弁等を踏まえて、政権交代後の県内の状況変

化について、知事の率直な評価をお伺いしたい

と思います。

○知事（河野俊嗣君） 今、それぞれの部局長

が答弁しましたように、さまざまな支援策が講

じられてきたところでございます。私自身も先

日、家内と、県立高校に通う高校３年、高校１

年の子供、それから小学生の子供がおるもので

すから、いろんな恩恵を被ってきているなとい

うことをしみじみ話したところでございます。

そういう状況の中で、いろんな施策を講じてい

ただいているわけでございますが、まだまださ

まざまな課題というものが本県には山積してお

るわけでございます。大震災を教訓とした南海

トラフ地震等への備え、防災の強化というのも

あります。国全体で見ますと、円高・デフレの

問題なり、大震災からの再生復興と、さまざま

な課題もございますので、今後とも、しっかり

と国と連携を図らせていただきながら、本県と

しての要望というものをお伝えしてまいりた

い、そのように考えております。

○渡辺 創議員 もう一歩、具体的に聞きたい

ところでもありますが、きょうはこの辺にした

いと思います。

新しいテーマに話を移したいというふうに思

います。職員の人事配置についてお伺いしたい

というふうに思います。

まず、総務部長にお伺いをますが、県は、国

から職員の派遣を受けていると思いますけれど

も、その目的と、現在の派遣の状況を教えてく

ださい。

○総務部長（四本 孝君） 県政の重要課題に

的確に対応し、県民本位の県政を推進していく

ためには、行財政運営につきまして豊富な知識

と経験を有する人材を、県庁の内外から幅広く

求めるという考え方から、国との人事交流を

行っているところでございます。本年４月１日

現在で、15名の職員について国から派遣を受け

ているところでございます。

○渡辺 創議員 豊富な知識と経験を有する人

材を得たいということのようですが、続いて、

今度は逆に、国から来ている職員の筆頭である

副知事にお伺いしたいと思います。国家公務員

にとって、地方自治体での勤務経験というのは

どういうふうに生かされていくとお考えか、私

見でも構いませんので、御答弁いただきたいと

思います。

○副知事（牧元幸司君） まず、私の例から申

し上げますと、私も若いころは、鹿児島県喜界

町の町役場に勤務をさせていただきまして、そ

の後、兵庫県庁で勤務させていただく経験をい

ただいたところでございます。この中で、町役

場におりましたときには、地域のコミュニティ
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ー、集落というものはこうやって回っていくの

かとか、あるいは町役場というのはこういう感

じで仕事をしているんだということを経験させ

ていただきましたし、また、県庁におきまして

は、同じ県とはいってもさまざまな地域がある

なと。これは自然環境とか文化とかさまざまな

面でございますけれども。それからまた、県庁

の組織とはこういうものかということを学ばせ

ていただいたところでございます。

これらの経験は、その後、国に帰ってから、

例えば、補助事業で市町村実施主体の事業をつ

くるようなときに、こういう事業をつくったら

役場はどうやって受けとめるのかとか、現場は

どうやって受けとめるのかということを常に考

えるわけでございますし、また、法律をつくる

ときに、県が作成主体となる計画・制度をつく

るようなときには、県はどうやって受けとめる

のかなというようなことを考えるようになりま

した。いずれにいたしましても、大変多くの面

を学ばせていただいたところでございます。

一般的に申し上げましても、こういう地方で

の職務経験につきましては、国家公務員にとっ

て、より幅広い視野からの、また住民の目線に

立った細やかな施策の立案につながるというふ

うに考えておりまして、地方での経験というも

のは大変貴重なものだというふうに考えている

ところでございます。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。国に

とっては、人材育成という面でも大きな意味が

あるでしょうし、自治体にとっては、即戦力の

確保という意味でも大きな役割があるんだろう

というふうに思います。

具体的な質問に入ってまいりますが、総務部

に財政課長というポストがあります。その役

割、何を役割として果たしていくポジションな

のか、総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（四本 孝君） 財政課長は、県内

外の経済・財政情勢や、国における予算編成の

動きなどを踏まえながら、予算査定を通じた政

策実現や財政改革の推進、事務事業の見直しの

ほか、執行部における県議会担当としての業務

も所管しておりまして、本県行財政運営のかじ

取り役として重要な役割が求められているもの

と考えております。

○渡辺 創議員 重要な役割を果たされている

と思いますけれども、その財政課長のポスト

が、この春の異動で、県のプロパーの職員から

総務省からの派遣の職員の方にかわりました。

そのねらいについて、知事にお伺いしたいと思

います。

○知事（河野俊嗣君） 国との人事交流の基本

的な考え方は、先ほどからも議論があったとこ

ろでございますが、本人の知識、経験という面

もございますが、やはり国のそれぞれの役所と

のパイプ役というのもございます。また将来、

この宮崎での経験というものをしっかりと生か

していただく、さらには、宮崎の応援団として

の人的なネットワークの形成というような観点

もあるわけでございます。今、個々具体的な財

政課長のところの御指摘があったわけでござい

ますが、国との人事交流の今のような考え方に

基づき、知識、経験ということ、それから、地

方財政全般についてのさまざまな経験というも

のを生かす、そのような発想で任命をしたとこ

ろでございます。

○渡辺 創議員 国とのパイプの強化、宮崎の

応援団をつくるための人的ネットワークの形成

というような話が今あったところですが、今の

状況の中で、総務省から来られている方の人材

の起用が有効だというふうに、知事は御判断な
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さったということだと思うんですけれども、財

政課長というポストは、県のプロパー職員より

も、一般論でいって、総務省の出身者の方のほ

うが向くというふうに知事はお考えでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） そのように一般論とし

て、どちらが向いている、向いていないという

ことではないというふうに考えております。そ

の時々で求められる人材の適材適所というこ

と、それから、将来にわたっての国との関係な

りパイプなり、また人的ネットワークを築いて

いく、そのような視点というのも大変重要であ

ろうかというふうに考えております。

○渡辺 創議員 人事は、適材適所で、また、

時によって、状況によって求められるものが変

わってくると、また優先されるものもあるとい

うのは、そのとおりだというふうに思います。

だからこそ、固定化ではなくて、まさにフレキ

シブルな対応があるべきだろうというふうに思

うんですけれども、知事の答弁は、十分に理解

できるところもありますし、もっともな内容に

聞こえました。ただ、その反面で、きょうは

今、答弁の中にありませんでしたけれども、事

務方の方とお話をしている中では、今回の登用

に関しては、第三期財政改革推進計画─昨年

度から26年度までが推進期間となっております

が─の推進のためには、そういう人材が必要

だというお話があったんですけれども。実際、

財政改革の取り組みというのは、その年度が終

わればというものではなくて、これから決して

短くない間続く取り組みでしょうし、また、現

実的に─もちろん知事が知事になられる前の

話ですけれども─この20年間を振り返れば、

実際、県のプロパーの職員の方がこのポストに

ついたというのは２人しかないというのも、歴

然とした事実かというふうに思います。民間で

も役所でも、人事というのはまさにトップの腕

の見せどころと。その人事にかかわった方だけ

ではなくて、多くのその組織体にかかわる人間

にとって、それだけがモチベーションではない

でしょうが、やはり頑張ろうと思ったり、自分

たちが頑張ることでいろんな効果を生めると思

うことでもあると思います。だからこそ、慣例

化に陥るのではなくて、必要な人材を登用して

いくという姿勢を、これからも知事の県政下で

示し続けていただきたいというふうに思いま

す。

続けて、テーマを職員の地域貢献という話題

に移したいと思います。東日本大震災がありま

した。そういう意味で、地域の中でのネットワ

ークであったり枠組みを構築していくことの必

要性というのが強く言われるようになっており

ますし、また、基礎自治体が大規模化していく

中で、その自治体の中での地域の声をどうまと

めて意思形成をしていくかというのも、重要な

テーマになってきています。私も宮崎市で暮ら

す住民の一人ですが、自分の身の回りの状況を

見ると、県庁の職員の方が自治会長だったり、

自治会の役員を務めていらっしゃったり、また

は、地域の小学校、中学校等のＰＴＡ会長をさ

れていたりという例をよく見ます。先ほどもお

話ししましたように、地域が果たす役割という

のは今どんどん大きくなってきていると思いま

す。その意味では、地域の役割が重くなってき

て、地域に貢献をするというのは非常に重要な

ことだと。これまでよりもその重要性が増して

きているという観点で、ぜひ宮崎県で、各市町

村を引っ張ったり、民間会社を引っ張るために

も、地域貢献特別休暇というようなものをつ

くってはいかがかと思います。一定の役職を
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やっていらっしゃる方々が、きちんと事前に登

録をして、日にちは１日や２日でもいいと思う

んです。地域のことに取り組んでいるというこ

とを、県としても、雇用者というか雇っている

側としても、きちんと評価をするんだという姿

勢を示すためにも、そういう休暇の創設がある

べきではないかというふうに考えますけれど

も、総務部長のお考えをお伺いします。

○総務部長（四本 孝君） 職員が地域活動に

積極的に参加をするということは、地域のきず

なを深めるだけではなく、ワークライフバラン

ス推進の観点からも大変有意義なことであると

考えております。このため、みやざき行財政改

革プランにおいては、県民等の社会貢献活動の

促進とあわせて、職員の地域活動への参加促進

を取り組み項目の一つとして掲げているところ

でもあります。このような職員の地域活動への

参加を促進するため、御質問にありましたよう

な休暇制度を設けることは、有用な方策の一つ

とは考えられますけれども、休暇制度は、基本

的に国や民間との均衡を失しないように定める

こととされておりまして、職員の自発的な活動

を対象とする有給休暇については、さまざまな

議論もありますことから、慎重に判断をしてま

いりたいと考えております。地域活動の担い手

を広げるという御提案の趣旨は大変重要でござ

いますので、今後とも、職員に対しましては、

積極的に地域活動に参加するよう働きかけてま

いりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ちょっと残念な答弁ですが、

私が本質的に言いたかったのは、地域活動への

参加促進という意味ではなくて、地域で果たす

役割が―もちろん人間が生きていく上では、

仕事もあり、家庭もあり、地域もありというい

ろんな要素があるわけですが、その中で地域と

いうのが占める役割が大きくなってきている

と。そのことを、いわば県も県としてみずから

の職員の皆さんたちに示す中で、その価値を

しっかり認識しているということを、人事制度

を使ってアピールすることが、市町村や民間企

業を引っ張っていく要素になるのではないかと

いうところでの考えでしたので、今、なかなか

難しいという御答弁のようですが、行政が実践

の中でそういう評価をきちんとしていくという

ことをとらまえて、また御検討いただきたいと

いうふうに思います。

テーマが変わります。松林の保全・観光価値

の再評価について質問をさせていただきます。

私の暮らす宮崎市の沿岸部には広い松林が広

がっております。実は私も先日、梅雨の前でし

たけれども、自転車でその松林の中を走ってま

いりましたが、本当にいい気持ちで、すがすが

しい気持ちになるところでした。県都宮崎市の

中心部からわずか車で10分ほどでたどり着く、

全国的にも貴重な松林だというふうに思いま

す。その管理は、国や県などさまざまな関係者

があるわけですけれども、その管理面積の現状

と県有林の管理の状況について、環境森林部長

にお伺いをいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） シーガイアを

中心とした一ツ葉海岸松林の総面積は約510ヘク

タールで、その内訳は、国有林が約75ヘクター

ル、県有林が約120ヘクタール、宮崎市有林が

約15ヘクタール、そのほか、社有林などが約300

ヘクタールとなっております。県有林におきま

しては、従来から、巡視、管理歩道の草刈り、

松林の下刈りなどを実施しており、平成24年度

の予算は約840万円を予定しております。また、

平成20年度から４年間、緊急雇用創出事業臨時

特例基金事業等を活用して、松林の樹勢回復を
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図るための松葉かきを総額約２億2,000万円をか

けて実施し、集中的な県有松林の維持増進を

図ったところであります。

○渡辺 創議員 平成20年度以降の４年間は、

緊急雇用創出事業で２億2,000万円使って整備が

できたものが、今年度からは、いわば通常の予

算規模に戻ってというか、年間840万円しかない

という状況になっていくわけで、なかなか厳し

い状況だというふうに思います。そういう意味

では、一ツ葉の松林の中には、先日といいます

か、ことしになって経営権の譲渡があったフェ

ニックスリゾートなどがあって、まさに宮崎県

の県央部の観光資源の大きな柱だというふうに

思います。また、市民の森なども含めて市内中

心部から至近の距離で、松林内での散策やサイ

クリングなど、いわば森林セラピーと言ってい

いかどうかわかりませんけれども、そういう要

素も含んだ場所だというふうに思っています。

この機会に、改めて観光資源としての松林の再

評価が必要だというふうに思いますけれども、

一ツ葉周辺地域の魅力、そして今後の可能性に

ついて、観光行政という面でどのように考えて

いらっしゃるか、商工観光労働部長にお伺いし

ます。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 一ツ葉地

域周辺の松林につきましては、例えばシーガイ

ア周辺に限りますと、ゴルフ場、ホテルなどの

リゾート施設や、雄大な日向灘とのコントラス

トが、本県を代表する美しい景観を生み出して

いると考えております。また、松林には遊歩道

が整備されており、豊かな自然環境の中、先ほ

どお話がございましたように、ウオーキングや

サイクリングなどを楽しむことができ、県民や

観光客のいやしの場ともなっております。ま

た、周辺には、江田神社やみそぎ池などの古事

記ゆかりのスポットや、フローランテみやざ

き、動物園などの観光施設があり、一ツ葉地域

は、県央エリアの観光の重要な地域であります

ことから、県としましては、宮崎市と連携を図

りながら、一層の情報発信に努めてまいりたい

と考えております。

○渡辺 創議員 今の答弁は、現状の認識にと

どまった感がどうしてもぬぐい去れない気がし

ます。できれば、県の姿勢として、新しい価値

であるとか今後の可能性について、もう少し積

極的な評価があってもいいのではないかという

気がしますが、それは意見にとどめます。

先ほどまでの答弁にもありましたように、こ

の地域の松林は管理者が複数あります。トータ

ルでの環境維持のためには、関係者が広く協力

をする必要があると思いますけれども、その意

味では、具体的に申せば、この数年間、県が非

常に厚目の予算を投じて維持管理ができたこと

もあって、逆に国有林の部分の状況が非常に厳

しい状況に、見た目も含めて厳しい状況にある

というのを感じています。その整備について、

県や市が関係者と十分な意思疎通を行って、林

野庁、国に対しても働きかける必要があると私

は思いますけれども、環境森林部長、いかがお

考えでしょうか。

○環境森林部長（堀野 誠君） 一ツ葉海岸松

林は、その多くが保安林に指定されており、潮

害防備等の機能を発揮させるため、それぞれの

管理者が責任を持って適正な保全を図っている

ものと考えております。また、この松林が観光

資源としての機能も有しているため、先日、国

有松林の整備について宮崎森林管理署と情報交

換を行ったところであります。管理署として

は、厳しい財政状況ではありますが、工夫しな

がら松林の維持管理に取り組んでいくとお聞き
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したところであります。

○渡辺 創議員 国も何らかの対応がいただけ

るという答弁だというふうに受けとめました。

実は、私は先日、佐賀県の虹の松原に行ってき

ました。御承知のとおり、虹の松原はその大半

が国有林ですけれども、松林の中を散策できる

ように、十分な形での整備が行われているとい

う印象を持ちました。宮崎の一ツ葉も、決して

それに負けない価値のある松林だというふう

に、私は思います。今までの議論も踏まえて、

林野庁での勤務経験もある副知事に、所感を伺

いたいと思います。

○副知事（牧元幸司君） 御指摘がございまし

た一ツ葉海岸の松林は、本当に美しい松林でご

ざいまして、シーガイアと相まって、本県の重

要な観光資源であるというふうに考えていると

ころでございます。ただ、一方、この松林につ

きましては、言うまでもなく、津波や高潮から

住民を守っている保安林であるということでご

ざいまして、この公益的機能を発揮できるよう

な森林として維持するということを求められて

いるわけでございます。観光資源としての活用

と、森林としての機能をどうやって守っていく

のかという、これを両立させなければいけない

わけでございまして、そのためにどのような整

備を行うのかということにつきましては、松林

の管理者だけではなくて、地域住民の皆さんも

含めた関係者の皆さんが、いろいろと知恵を出

し合いながら、適切な維持管理を図っていくこ

とが望ましいと考えているところでございま

す。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。答

弁にも、管理者だけでなくて地域を含む県民全

体で知恵を出し合いながらというお話がありま

したけれども、まさにそこがポイントだと思う

んです。国にしても県にしても、予算が限られ

ていることは十分にわかっているわけですか

ら、ぜひ一ツ葉の松林にさまざまな思いを持つ

皆さんにかかわっていただき、そして、それを

行政も支援しながら、松林の環境の維持であっ

たり、また魅力の磨き上げに取り組めるよう

に、ぜひ県のほうとしてもお力添えいただきた

いというふうに思います。

次に、テーマは変わりますが、県の広報戦略

について質問をいたします。

現在、知事は定例の記者会見をされていま

す。その内容は、テレビや新聞等を通して、私

たちも時折目にするところですけれども、どの

ような方法で、またどのような頻度で実施して

いるのか。また、最近のテーマについても具体

的に教えてください。

もう一つ、就任以降、発表事案のない、いわ

ゆるノーテーマでの定例記者会見を何度行って

いるのか、総合政策部長に御答弁いただきたい

と思います。

○総合政策部長（稲用博美君） 知事の定例記

者会見は、県政運営の方針や施策、事業の発表

のほか、県民への協力要請など、その時々の重

要な事項を知事が直接、発表・報告するもので

ありまして、県政記者クラブの主催によりまし

て、原則として月２回開催されております。こ

としの会見では、古事記編さん1300年記念事業

や口蹄疫からの再生・復興の取り組み、総合防

災訓練の実施内容の発表のほかに、県民への夏

場の節電の協力要請や通学路の安全確保のメッ

セージ発信などを行っております。知事就任以

来、25回の記者会見が行われておりますが、こ

のうち発表等の事項がなかった会見は４回と

なっております。

○渡辺 創議員 もう一つ数字を教えてくださ



- 221 -

平成24年６月18日(月)

い。１年間の中で、県政クラブに対する各部局

でのリリースまたは報道発表がかなりの数ある

と思いますが、その件数と、記者会見もしくは

レクチャーとして対応した件数がそのうちどの

ぐらいあったか、御答弁いただきたいと思いま

す。部長にお願いいたします。

○総合政策部長（稲用博美君） 平成23年度中

に報道機関に対しまして資料提供した件数

は、2,464件でありまして、そのうち記者会見を

行ったものは76件となっております。

○渡辺 創議員 関連して、この春に県は広報

戦略室を新たに設置しましたけれども、そのね

らいを部長にお伺いしたいと思います。

○総合政策部長（稲用博美君） インターネッ

トの普及や情報受発信手段の多様化などにより

まして、広報を取り巻く環境は大きく変化して

おります。この中で、県民の県政に対する理解

や関心を高め、県政への参加を促進するために

は、さまざまな広報媒体を活用した戦略的な広

報が、これまで以上に重要になると考えており

ます。このために、４月から広報戦略室を新設

しまして、新聞やテレビなどの従来の広報媒体

に加え、ソーシャルメディア等の新たな媒体に

よる積極的な情報発信に取り組むとともに、こ

れらの各種媒体の連携の推進や職員の情報受発

信力の強化を図るなど、機動的で効率的な広報

体制の構築を目指すこととしたものでありま

す。

○渡辺 創議員 今お話にありましたように、

ソーシャルメディアなど新しい媒体向けの対応

というのは確かに重要だというふうに思いま

す。けれども、一方で、既存メディアといいま

すか、記者クラブに対するアプローチの仕方と

して、もう少し十分なねらいを持って取り組む

べきではないかというふうに私は思います。例

えば定例会見は、就任以降、ノーテーマでやっ

た会見は全体の６分の１です。伺っているとこ

ろでは、知事の会見は約１時間だと聞いていま

す。行政の危機管理という面で考えても、発表

事案もなくて、何でも聞いてください、どんな

テーマでもどうぞという形で月に２回、１時間

出ていくというのは、なかなか知事としては重

いものだろうと思います。そういう状況の中

で、私がかつて新聞記者時代に担当した横浜市

は、毎週、市長会見を行っていました。当時、

中田宏さんが市長をしていた時代ですが、職員

の皆さんに対して、市長が必ず毎週１本でも２

本でも発表できるような事業展開をしてきなさ

いと。事業をつくっていく中に、その事業をき

ちんと―横浜の場合は市民の皆さんですが

―市民の皆さんに伝えていく。そういういわ

ゆる広報マインドを持って、自分たちのやって

いる事業をきちんと市民に訴えていくという、

いわば事業を進めていく上での観点をしっかり

と位置づけて、市長が必ず毎週発表できるよう

な事案を―たくさんの部局があるわけですか

ら、毎週同じ部局がやるわけじゃありませんの

で、例えば年間１本と考えれば、本来、それほ

ど重い負担ではないはずです。そういう広報マ

インドをしっかりと職員の皆さんの中にも植え

つけていく必要があるという取り組みだったと

いうふうに思っておりますが、そういうことに

取り組んでいらっしゃいました。

また今回、宮崎県を見ても、知事会見以外

に、年間76回の会見・レクチャーがあっている

わけです。その中身を精査してもう少し磨き上

げれば、知事の発表として出せるものも必ず

あったはずだと思います。そういう意味で、既

存のメディアへの対応、もちろん報道によれば

訴える力も大きいわけですから、そこをもう一
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回きちんと戦略を磨き直して、定例会見の価値

をもう一度再確認していく必要があるというふ

うに思いますが、知事の考える戦略的な広報と

いうところについてのお考えをお伺いしたいと

思います。

○知事（河野俊嗣君） これまでの経験を踏ま

えた御提言をいろいろいただきまして、ありが

とうございます。

まず、定例会見の位置づけということです

が、ノーテーマのものが６分の１あったのでは

ないかということでございます。テーマがその

時々であった場合は、冒頭に報告事項というこ

とで、テーマといいますか、設定をさせていた

だいて報告しておるところですが、私の思いと

しては、実は、その時々でさまざまな課題とい

うものに県政は直面しております。それに対し

て、報道機関の皆さんから、県政を預かる知事

の考え方をさまざまな角度から質問いただく、

そういう場面、まさにフリーでさまざまな課題

について御質問いただく場面であって、その機

会を利用しながら、こちらから発表事項がある

場合は、というような位置づけなり整理でおり

ました。したがいまして、必ずテーマなり報告

事項を設定しなければならないというふうに考

えておったわけではございません。

ただ、今、議員からも御指摘がありましたよ

うに、定例会見の場で、より戦略的・効果的に

話題、トピックを選んで発信することによっ

て、もっともっと効果的な発信ができるのでは

ないかというのは、そのとおりであるというふ

うに考えております。各部局がやっておったも

の、それはやはりスピードを求められるという

ことで定例会見の場にそぐわないものもあると

は思いますが、いずれにせよ、そういったもの

もしっかりと整理をしながら、効果的な発信を

考えてまいりたいというふうに考えておりま

す。それからまた、ツイッター、フェイスブッ

クなどのソーシャルメディアも活用しながら、

既存のメディアの発信力というもの、もちろん

それを中心に据えて、これからも取り組んでま

いりたいと考えております。

○渡辺 創議員 宮崎県庁の中で定例の会見を

やられているのは、知事お一人なわけです。い

わば、宮崎県の唯一のスポークスマンが知事な

わけですから、定例会見の場というのは大事に

扱っていただきたいというふうに思います。

定例会見に関して１つ提案なんですが、今、

インターネット等で見ておりますと、知事は記

者会見で、テーブルの後ろにいすを置かれて

─後ろにパネルの工夫とかはされていますが

─座って会見をやられているというふうに思

うんですが、ぜひ立っていただきたいというふ

うに思います。私も記者時代にかなりの会見を

見てきましたが、地方自治体でも、国の役所で

大臣とか政務官でも、また政党でも、座って会

見をやっているというのはほとんどありませ

ん。座っていないと答えられないというような

状況ならいざ知らずですが、座ったまま会見し

ているというのは、普通、不祥事の緊急会見ぐ

らいです。そういう意味では、若くてスポーツ

マンでエネルギッシュな知事なわけですから、

定例会見を発信の場と考えていただければ、前

に演壇を置いて、立ってきちんとアピールして

いくというような形をとられるほうが格好もい

いんじゃないかというふうに思いますけれど

も、通告していませんが、いかがでしょうか。

○知事（河野俊嗣君） そこは問題意識を全く

持っておりませんでした。確かに立って行われ

る会見というのも多いというふうに、今お話を

伺いながら思ったところでございます。私は余
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り腰がよろしくないものですから、立つと負担

になるかなと思いつつも、いかなる形がより伝

わるのか、そういうところも含めて―座って

いるから決して失礼ということではなしに、

座ってじっくり話をするという思いもあるわけ

でございますが―どういう形が望ましいの

か、これからも問題意識を持っていきたいとい

うふうに考えております。

○渡辺 創議員 座っているのが決して失礼と

いう意味で申しているわけじゃありません。

大きなテーマとしては最後のテーマにしたい

と思いますが、通学路の安全確保についてお伺

いしたいと思います。今回の議会でたびたび質

問も出ておりますので、重複するところもあり

ますが、御勘弁をいただきたいというふうに思

います。

全国でああいう事故が相次いで起きたわけで

すけれども、その後、宮崎県としてどのような

対応をされたのか、教育長と警察本部長にお伺

いしたいと思います。

○教育長（飛田 洋君） このたびの児童生徒

の痛ましい交通事故を受けて、市町村教育委員

会や各公立学校に対しまして、地域や学校の実

情及び過去の事故発生状況等を参考に、通学路

の再点検や通学方法の検討を行うよう通知する

とともに、通学路の危険箇所等に関する調査を

行い、今月末までに報告するよう依頼しており

ます。また、小中学校、県立学校の校長会にお

きまして、登下校中の児童生徒の事故防止の徹

底を図るとともに、通学路の安全を確保するた

めに、各学校が家庭や地域、関連機関と十分連

携して、適切に対応するように指導したところ

でございます。

○警察本部長（加藤達也君） 警察といたしま

しては、京都府亀岡市等で発生した重大事故を

受けまして、通学路における登下校中の交通事

故防止を図るため、直ちに県内警察署等に対

し、学校等関係者と連携した児童生徒の保護・

誘導活動等の強化と、学校周辺の交通規制の実

態について、現状に合致しているかどうか調査

を指示するとともに、さらに、警察庁の通達を

受け、緊急合同点検を実施中であります。

○渡辺 創議員 引き続き教育長に伺います

が、県内の通学路で危険だという認識のある箇

所、もちろん、子供が通っていて車が通ればす

べて危険とも言えるわけですけれども、教育委

員会として、通学路の危険箇所がどの程度ある

というふうな認識でしょうか。

○教育長（飛田 洋君） 先ほど申し上げまし

たように、危険箇所に関する調査に現在取り組

んでいるところでありまして、その調査結果を

待っているところであります。その結果を受け

ましたら、すぐに具体的な危険箇所を把握し

て、関係機関と対策をとっていきたいと思って

います。

○渡辺 創議員 警察本部長に伺います。過去

３年間の、登下校中の生徒さん、児童さんの事

故の件数と、また重大な事案の発生があってお

りましたら、御紹介いただきたいと思います。

○警察本部長（加藤達也君） 県内の児童生徒

にかかわる登下校中の交通事故は、平成21年

が435件、平成22年が376件、平成23年が382件の

合計1,193件で、死者はありませんでした。過去

においては、平成16年の２月25日早朝、西都市

内の市道において、居眠り運転の普通車が集団

登校の小学生の列に突っ込み、５人が軽傷を

負った事故が発生しております。

○渡辺 創議員 続いて県土整備部に伺いま

す。県管理道路の通学路がどういう現状になっ

ているのかということと、どういう安全確保策
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に取り組まれているか、県土整備部長にお伺い

します。

○県土整備部長（濱田良和君） 県が管理する

道路におきましては、通学路として約720キロメ

ートルが指定されております。そのうち歩道が

整備されているのは現時点で約70％で、約219キ

ロメートルが未整備区間として残されておりま

す。県では、交通量などを勘案し、優先度の高

い箇所から順次整備を進めますとともに、歩行

パトロールを実施するなど、日ごろから利用者

の安全確保にも努めているところであります。

また、今回の一連の事故を受けまして、警察や

学校関係者などと合同点検も行うこととしてお

ります。

○渡辺 創議員 ありがとうございます。最後

に、横田議員の質問でも既に出ておりますけれ

ども、宮崎市田野町の県道宮崎田野線鷺瀬―法

光坊区間の歩道整備が地域の方々から求められ

ております。実は私も、地域の方々と一緒に見

学会といいますか、実際に通行時間に小学生が

通っていくところを見るというところにも参加

をしました。このぐらい（50～60センチ）の道

幅の歩道─路肩と言ったほうがいいんでしょ

うか─の区間を、隣の家の庭木もせり出し

て、本当に車道とすぐというところをお子さん

たちが歩いていっているのが実態でした。横田

議員のところでも答弁がありましたけれども、

ぜひここの整備を急いでいただきたいという思

いを持っておりますので、改めてのお考えをお

伺いしたいというふうに思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 宮崎田野線鷺

瀬・法光坊地区につきましては、御指摘のとお

り交通量が多く、歩道整備の必要性は高いと認

識しております。県土整備部といたしまして

は、できるだけ早期に整備に着手できるよう、

今後検討してまいりたいと考えております。

○渡辺 創議員 ありがとうございました。通

告しておりました記紀編さん1300年の事業に関

する質問は、今回の議会で同様の質問がかなり

出ておりますし、また改めて次の機会に行いた

いというふうに思っております。

最後に、冒頭の部分でも申しましたけれど

も、私のほうが若いですが、若い知事でいらっ

しゃるわけですので、宮崎県政にかかわる私た

ち若い議員にとって、大きく引っ張っていただ

ける、そして敬意を持って知事と一緒に―よ

く車の両輪という話がありますけれども、そう

いう意識で私どもも進んでいけるような知事で

これからもあり続けていただきたいとエールを

送りまして、一般質問を終わらせていただきた

いと思います。どうもありがとうございまし

た。（拍手）

○中野一則副議長 以上で渡辺議員の質問は終

了しました。

次は、黒木正一議員。

○黒木正一議員〔登壇〕(拍手) いつも私の質

問のときには傍聴席が過疎地帯になるんですけ

れども、きょうは多くの傍聴者が来ておりま

す。はるばる私の地元の諸塚からも来ておりま

す。

新聞に、だれがどういう質問をするかという

ことが出ますけれども、私は今回、木材価格の

暴落の要因と対策ということを出しました。そ

うしたら、ある人から電話が参りました。木材

価格は暴落していないよ、大暴落だと言われま

した。今回もまた森林・林業の問題に関して質

問を続けてまいります。

ここ数カ月急落を続けております木材価格で

ございます。私が宮崎市に来る途中の日向市の

東郷町には県森連の木材市場があります。そこ
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の６月５日の市でとうとう総平均が7,000円を切

りました。再生産可能価格の半値というかつて

経験したことのない事態に、これがどこまで続

くのか、林業に従事する人もそうでない人も、

山村は大変な不安の中にあります。かつて木材

価格が高く景気がよかったときには、県議会に

おいて、「椎葉村の奥の不土野というところに

広大な県有林がある。それを処分して医科大学

をつくったら」と主張した議員がいましたし、

「宮崎県林業史」という資料によりますと、昭

和34年から36年にかけて、県庁１号館の建設に

約１億4,000万円を県営林会計から繰り出したこ

とが書かれてあります。今やその面影は山には

ありません。

民間シンクタンク東京財団は、ことし１月、

「失われる国土～グローバル時代にふさわしい

「土地・水・森」の制度改革を～」と題した政

策提言の中で、消滅集落が国際商品として出回

り、投資交渉が進んでいること、山林所有者の

４人に１人は不在地主で、インターネットオー

クションによる競売が広がっていることを指摘

し、警鐘を鳴らしています。この木材価格の状

況を見ますと、本県でもこのような事例が出る

のではないかと懸念されます。

ことしの１月の終わりから２月の初めに、オ

ーストラリアの農業事情の視察に行きました。

オーストラリアは、ここ数年来干ばつに見舞わ

れており、稲作、酪農、肉用牛など、行く先々

の農場で水不足に対する不安の声を聞きまし

た。できるものならオーストラリアの土地と日

本の水と交換したいという人もおり、その深刻

さがうかがえました。干ばつに悩むオーストラ

リアの農業地帯で、人口が減少し荒廃していく

日本の山村・森林のことを思いました。「水と

安全はただ」と言われる日本、今やそれが過去

のものになろうとしています。水は当たり前の

ようにあるものではないことを考えておくべき

ではないでしょうか。

拡大造林で一斉に植林が行われ、収穫の時期

を迎えています。先人が苦労して守り育ててき

た森林を資源としてどう生かしていくのか、50

年、100年先を見据えた、動物とも共生でき、循

環可能な森林づくりをどう進めていくのかが、

今、我々に問われているのではないかと思いま

す。宮崎県はこれからも日本の林業をリードし

ていかなければならないと思いますが、森林・

林業に対する知事の基本姿勢についてお伺いい

たします。

以下の質問は、質問者席より行います。（拍

手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

本県は、県土の76％を森林が占め、杉素材生

産量が21年連続して日本一となるなど、我が国

を代表する林業県としての地位を築いておりま

す。また、森林は、林産物の供給はもとより、

県土の保全や地球温暖化の防止など、多くの公

益的機能を有しておりますことから、県民共有

の財産として将来にわたって守り育て、そして

活用していくことが大切であるというふうに考

えております。しかしながら、森林を支える山

村地域が、高齢化に加え、担い手が減少すると

ともに、ただいま御指摘がございましたよう

に、木材価格、長引く円高等の影響により、過

去最低を記録した価格に近づいておりまして、

私といたしましても大変危機感を持っていると

ころであります。

このような状況を踏まえ、本県の豊かな森林

を地域の資源として最大限に生かし、森林所有

者の所得確保や山村地域の活性化のために、私



- 226 -

平成24年６月18日(月)

が本部長を務める「チームみやざきスギ」によ

ります県産材の県内外や海外への販路拡大を初

め、林業担い手の育成などの取り組みを加速化

させていくとともに、今回の価格の低迷に対す

る対策というものを講じていかなくてはならな

い、そのように考えているところでございま

す。今後とも、本県の林業・木材産業が力強い

産業として再生していくとともに、先人が守り

育ててきた森林を次世代に引き継ぐ取り組みを

さらに進めることによりまして、森林・林業が

本県にとってまさに宝の山となりますよう、そ

の振興に全力で取り組んでまいりたいと考えて

おります。以上であります。〔降壇〕

○黒木正一議員 知事は、森林・林業が宝の山

になるよう、振興に全力で取り組むと言われま

したけれども、最近読んだ本の中に、秋田藩家

老の渋江政光という人の言葉が紹介されていま

した。「国の宝は山なり、然れども伐り尽くす

ときは用に立たず、尽きざる以前に備えを立つ

べし、山の衰えはすなわち国の衰えなり」。ど

うか宮崎県の衰えにならぬように取り組んでい

ただきたいと思います。

市場価格が7,000円を切ったと言いましたが、

大ざっぱに１立方メートル7,000円で計算をして

みますと、伐採して搬出する作業費が4,000円、

それから、例えば、私のおります諸塚村から東

郷の原木市場に運ぶとしますと、運賃が2,300

円、市場の手数料が1,200円、森林組合の手数料

が350円、それを合計いたしますと7,850円とな

ります。つまり、もうその時点で森林所有者

は850円の赤字となるわけです。このような状況

になりますので、地元の森林組合では、木材を

出すのをしばらく様子を見ようとしております

し、素材生産業者の中には失業保険を検討して

いるという話もあります。建設業から林業にシ

フトした人もおりますので、また仕事を失うの

ではないかと心配されます。価格急落の要因に

ついてどう思われているのか。また、厳しいの

は林業だけではありません。しかし、この事態

にどのような対策が考えられるのか、知事にお

伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 木材価格、このところ

の急激な低下ということでございます。木材関

係団体等を対象に聞き取り調査などを行ったと

ころでございます。こうしたところによります

と、従来であれば素材の出荷量が減る時期であ

るにもかかわらず、木材市場への出荷量が減少

しない、需給バランスが崩れているというとこ

ろがまずございます。そして、住宅着工が依然

として低水準にあるということ、また、円高に

よる木材価格への影響を不安視する声というも

のが多く寄せられたところでございます。

木材価格の低下がこのまま続きますと、林家

経営や木材産業の振興に大きな影響があること

から、県におきましては、庁内に特命チームを

設置いたしまして、関係団体と連携を図りなが

ら、木材価格の回復に向けて、今後の対策とい

うものを検討してまいりたいと考えておりま

す。

○黒木正一議員 特命チームをつくって対策を

検討するということでありますけれども、この

状況は今後どうなるのか、見通しはなかなか難

しいと思いますけれども、特命チームをつくっ

ただけということにならぬよう、しっかり対策

を講じていただきたいというふうに思います。

今の答弁によりますと、価格急落の要因は、木

材出荷量が多いこと、需要が弱いこと、円高と

いったことが複合してこうなっているというこ

とでしょうか。

次に、森林経営計画についてでありますけれ
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ども、前回も質問したのですが、さきに髙橋議

員の質問にもありましたけれども、森林の所有

形態もそれぞれ違いますし、また、なかなか理

解されていない。地域によって取り組みの状況

も差があるようですし、今後心配されることも

いろいろあります。今の木材価格の中で特に安

いのがＢ材、Ｃ材です。森林経営計画では搬出

間伐が促進されることから、これまで手の入ら

なかった山林から質の悪い木材が市場に出てく

る可能性も考えられ、さらに価格を下げること

にならないのか、また、現在の価格では計画作

成そのものに興味を示さなくなるのではと心配

されますが、森林経営計画の作成状況について

お伺いいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 森林経営計画

は、森林所有者やその委託を受けた森林組合等

が計画を作成し、市町村長等が認定するもので

すが、現時点で認定を受けたものはありませ

ん。県内の森林組合に確認したところ、今年度

中に終期を迎える森林施業計画の認定面積と同

程度の約16万ヘクタールの森林について、年度

内に経営計画を作成する予定であり、現在、森

林所有者への説明や合意形成に向けた取り組み

を積極的に行っていると聞いております。

○黒木正一議員 国内のいろいろな林業地帯に

行きますと、それぞれ地域によって山づくりへ

の思いや志が違うなと思います。所有形態も違

いますし、木の育て方も違う。民有林か公有林

かでも違う。森林経営計画、県内においても取

り組む思いが違うように思えてなりません。森

林・林業再生プランは、条件に恵まれたといい

ますか、合った地域、平地山林とか加工業が進

んでいるところにおいては、効率化が進んで大

きな効果を生む。一方、急峻で複雑な地形で、

流通・加工業も未発達な地域では、逆に放棄林

がふえることにならないかと心配でもありま

す。それぞれの地域に応じた計画、プランが必

要なのではないかと思います。

それでは次に、木材の流通のことについてお

伺いします。本県の素材生産量のうち、公有林

の生産量はどれほどか、お伺いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 国の木材需給

報告書には所有形態別の素材生産量はありませ

んが、統計資料や市町村への聞き取り調査結果

によりますと、平成20年度の県内の国有林、公

有林の素材生産量は、推計ですが、全体の約21

％、約32万立方メートルであります。

○黒木正一議員 何かちょっと奥歯に物が挟

まったような答弁だと思います。よくわからな

い。大体これぐらいと思うけれども、正確かど

うかはわからないというような答弁ではなかっ

たかと思うんです。本県の国有林の面積は全体

の３割ですが、人工林の蓄積量はそれ以上とい

う数字がありますから、かなりの生産量である

と思います。国有林は、製材工場や合板工場な

どと協定を締結し、それに基づいて安定的・計

画的に供給する、いわゆるシステム販売をして

いるということですが、木材価格下落要因の一

つが供給量が多過ぎるということであれば、国

有林、県有林で供給の調整ができないのか、ぜ

ひ特命チームで可能性を検討してもらいたいと

思います。本県においては原木市場を通さない

流通がふえているようですが、木材は価格が下

がるほど生産量がふえる、市場メカニズムのな

い産業と言われます。森林・林業再生プランと

いう大きな政策の変わり目であり、需要と供給

を考えた流通システムづくりが必要と考えま

す。そうしなければ、山に金を返せる仕組みは

いつまでたってもできないと思います。

先日、西諸地区森林組合と同地区内の民間林
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業会社とで、木材の安定的な供給体制の構築に

向けた協議会を設立したと聞きました。民有林

からの供給量を大きなロットにまとめることが

必要ですし、それが国産材の需要拡大にもつな

がると思います。木材価格の安定のためには、

山側と需要者側による協定取引が有益と思われ

ますが、環境森林部長の見解をお伺いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 協定取引は、

素材生産業者と製材工場が、あらかじめ取引価

格や納入数量、供給期間などを取り決めるもの

で、原木の安定的な供給や確保、市場価格に左

右されない価格での取引、市場手数料が不要と

なることによるコスト削減などのメリットがあ

ると考えております。一方、協定取引は、素材

生産業者側には山林の購入や原木を安定的に生

産するための資金が、また、製材工場側には安

定的に原木を引き取るための資金がそれぞれ必

要となりますので、資金確保の面での課題があ

るのではないかと考えております。

○黒木正一議員 資金確保の面で課題があると

いうことを強調されましたけれども、協定取引

は安定供給策の一つであり、それがすべてだと

思って質問したわけではありません。宮崎県

は、高性能林業機械導入台数が北海道に次いで

第２位であり、長期計画においても大きく伸ば

すことになっています。機械化はコスト削減に

はつながるでしょうけれども、市場関係者の話

では、「きょうから山に入る」という連絡が

あったその日から大量の木材が集まるそうで

す。それが価格を不安定にしているという人も

おります。大型機械導入を進めるに当たって

は、出口対策とともに需給調整システムづくり

が必要だと思います。

木材価格が安くなりますと、国有林が民有林

を圧迫しているのではないかという声が聞こえ

てきます。確かにそういうことはあるのかもし

れません。しかし、相手は、問題は、外材で

す。これからは、国産材の需要拡大について質

問いたします。日本における木材需要の約４

割、国産材需要の約55％が建築用材であり、新

設住宅着工戸数の約半分を占める木造住宅の動

向が木材需要全体に大きな影響を与えているそ

うです。住宅メーカーが国産材にシフトすれば

需要拡大に大きくつながることになりますが、

円高の中で国産材の利用状況はどうなっている

のか、また、県はどのような取り組みをしてい

るのか、お伺いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 大手住宅メー

カー等で組織する日本木造住宅産業協会の実態

調査によりますと、平成21年度の木造軸組工法

住宅での国産材使用率は約３割であります。部

材別の使用率は、柱が７割、土台が４割、はり

・けた材では１割となっております。このよう

な中、国内最大手の住宅メーカーによります

と、柱や土台のほか、壁の下地材や合板等を外

材から国産材へ切りかえ、主要構造材の国産材

率を約70％まで高めており、期間限定で国産
※

材100％の住宅も提供しているとのことでありま

す。県としましても、円高の逆風の中ではあり

ますが、このような取り組みを広げていくた

め、昨年度、官民一体となって立ち上げた知事

をトップとする「チームみやざきスギ」を中心

に、県産材の営業活動等を行い、需要拡大に努

めてまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 今後、人口、世帯数が減少す

ることから、住宅着工戸数が大きく減少するこ

とが予想されております。木材の需要拡大は、

個人の住宅分野だけではなく、公共建築物の木

造化や木質バイオマスのエネルギー利用、輸出

など、あの手この手での取り組みが必要となり
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ます。

そこで、公共建築物への木造化についてお伺

いします。「公共建築物等木材利用促進法」が

施行され、需要拡大への環境づくりはできたも

のの、継続することになった森林整備加速化・

林業再生事業にあった木造公共施設整備がメ

ニューから外れました。この事業では、公共施

設の木造化が大きく前進しましたが、新規事業

でこれまでのような取り組みができるのか、お

伺いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 県では、法律

に基づきまして、平成22年11月に、「県産材利

用推進に関する基本方針」を改正し、民間が整

備する病院や老人ホーム等を含めた公共建築物

の木造率を、平成20年度の約15％から、平成32

年度には倍増の30％とする数値目標を掲げ、取

り組みを進めているところであります。この方

針に基づきまして、国の森林整備加速化・林業

再生事業や森林・林業・木材産業づくり交付金

を活用し、諸塚村立診療所や西米良村の村所駅

の整備など、木造公共施設の整備に取り組んで

きたところであります。さらに本年度から、木

材利用の波及効果の高い木造公共施設等の整備

を進める「木のある生活づくり推進事業」によ

りまして、老人ホームの整備など、引き続き公

共建築物における木材利用を推進しているとこ

ろでございます。

１点修正をお願いしたいと思います。先ほど

木造住宅メーカーによる国産材の利用状況につ

いて御説明しましたけれども、その中で、国内

最大手の住宅メーカーが100％の住宅を提供して

いるというところで、「期間限定」と申し上げ

たようでございます。「地域限定」の間違いで

ございました。申しわけございません。

○黒木正一議員 新たな事業で取り組んでおる

ということでありますけれども、心配されるの

は、これまでどおりの予算が確保できるのかと

いうことでありますが、大丈夫と考えていいわ

けですね。公共建築物は、需要拡大だけではな

くて、木のよさを広く知ってもらうということ

になりますので、それを心配しての質問であり

ましたが、ぜひ十分な予算を確保していただい

て、公共建築物の木造利用を進めていただくよ

うにお願いしたいと思います。

「公共建築物等木材利用促進法」ができまし

たけれども、これは国産材だけではなく外材も

利用対象になるのか、お伺いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 林野庁により

ますと、この法律では、木材の利用の対象を、

国内において生産された木材その他の木材と規

定し、国産材の利用拡大の重要性を示している

とのことであります。しかしながら、国が木材

の利用を法令により促進する際には、ＷＴＯ協

定の内外無差別の原則との整合が求められます

ため、国内で生産された木材の利用のみを優遇

したり、外国で生産された木材を排除する条項

はないとのことで、外材も利用対象としており

ます。

○黒木正一議員 公共物はできる限り木造にし

ようというふうに取り組んでも、外材が使われ

る可能性もあるということです。ユーロ安でヨ

ーロッパ材が輸入しやすくなっているようです

けれども、ヨーロッパで開発された集成材を

使った大規模木造建築物の構法を日本に導入す

る取り組みが本格化しているということが本に

書いてありましたが、ヨーロッパの企業が製品

を輸出してきて、気がついたときには外材で公

共建築物がつくられていたということがないよ

うに、気をつけていかなければならないという

ふうに思います。
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次に、企業誘致についてお伺いをいたしま

す。県は、重点的誘致企業として、医療機器関

連産業、太陽電池やリチウムイオン電池などの

低炭素関連産業、農林水産資源を生かした食品

関連産業、コールセンターなどの情報関連産業

の４つを対象として、雇用補助金を増額すると

いうことですが、森林資源を利用した企業の誘

致には力を入れて取り組む考えはないのでしょ

うか。２～３年前に、県外調査で東京神田にあ

る日本立地センターに行った折に、宮崎県には

豊富な森林資源があるから、それを活用した企

業誘致をするべきというふうに話しておりまし

たけれども、知事の考えをお伺いします。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のように、地域

の特色や資源を生かした企業立地の推進は大変

重要でありまして、本県の強みである農林水産

資源を生かした産業集積に取り組んでおるとこ

ろでございます。この５年間の企業立地130件を

見てみますと、食品関連分野が34件と最も多

く、次いで情報サービス業の24件なんですが、

その次に木材関連分野が12件となっているとこ

ろでございます。県産杉・ヒノキの集成材製造

工場や、林地残材等を活用しました国内最大の

製造能力を有する木質ペレットの製造工場など

が立地をしているところでございます。今後と

も、こうした森林資源を活用した、本県にとっ

ての強みを生かした企業立地にも取り組んでま

いりたいと考えております。

○黒木正一議員 確かに、数の上では木材関連

分野の企業立地が進んでおります。本県は、人

工林が６割を占めておりますし、そのうちの７

割が伐採可能というふうになっております。木

材生産量より成長量のほうが大きいというわけ

でありますから、この資源を生かすためにも、

先ほど知事も、宝の山となるように積極的に推

進してまいるということでありましたから、ど

うか積極的に取り組んでいただきたいというふ

うに思います。企業誘致は必ずしも中国木材だ

けではない、ほかにもいろいろな企業があると

思います。青森県の例を話せば、青森県は杉の

生産量が40万立方ぐらいだったと思います。宮

崎よりもかなり低いんですけど、将来を見越し

て、有利性を生かし、研究開発型の木材を利用

した企業誘致に重点的に取り組むという話も聞

いております。ぜひ、宮崎県が日本の林業をリ

ードするためにも、積極的に取り組んでいただ

きたいというふうに思います。

次に、木材輸出の取り組みについてお伺いし

ます。木材の輸出はかつて減少傾向にありまし

たけれども、平成13年から増加しておりまし

て、特に近年、木材需要の増加が著しい中国、

韓国をターゲットとする取り組みが広がってい

ます。本県においても、韓国や中国など東アジ

アへの輸出促進に取り組んでおります。この地

域への輸出は、他県や企業、また外国との競争

でもあり、十分な現地ニーズに対応することが

必要であると思います。一方、平成23年の日本

の金額ベースでの木材輸入先は、１位が中国で

輸入総額の15％を占めており、主な輸入品目は

合板、集成材などのボード類や割りばしなど

で、大きく増加しています。丸太を輸出して製

品となって返ってくる、いわゆるブーメラン現

象があり、木材の輸出拡大ではあっても、国内

の木材産業や地域経済の活性化を考えると、複

雑なところではあります。本県の木材輸出の状

況はどうなっているのか、また今後の取り組み

についてお伺いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 本県では、韓

国を中心に、杉、ヒノキの原木や内装材、構造

材などの製材品を輸出しており、昨年度の輸出
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額は約１億5,000万円です。特に韓国において

は、平成19年度以降、１億円を超えて推移して

おります。このような中、県では、今年度、み

やざき材東アジア輸出促進事業を創設し、環境

・健康志向の高まりや戸建て住宅の増加などか

ら、さらなる需要が期待できる韓国や、好調な

経済成長を背景に需要が拡大している中国など

の東アジアをターゲットに、住宅展示会への出

展や海外企業を招いての県内製材工場等の見学

会の開催など、輸出促進の取り組みについて支

援することとしております。今後とも、チーム

みやざきスギを中心に、現地のパートナー企業

と連携を図りながら、県産材の輸出拡大に努め

てまいりたいと考えております。

○黒木正一議員 先日、十屋議員と一緒に、細

島港に建設されているガントリークレーンを見

に行きました。７月17日が竣工式のようです

が、コンテナのメンテナンスを行う作業場も建

設されるということで、コンテナ荷役の利便性

が大きく向上することが期待されます。細島港

は重点港湾に選定され、17号岸壁整備も進めら

れており、また、沖防波堤工事も進んでおりま

す。インフラが大きく充実してくることになり

ます。そのガントリークレーンを見に行った帰

りに、岸壁に大きな丸太が並べてあるのを見つ

けました。聞いてみますと、ドイツから輸入さ

れたモミの木でした。加工業者の話によります

と、円高・ユーロ安でドイツモミが安くで手に

入るということでした。インフラの整備が進ん

だ結果、木材の輸入港になって、豊富な森林資

源の持ち腐れになるようなことになってはいけ

ないと思います。細島港における木材の輸出入

の状況、推移についてはどうなっているのか、

お伺いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 細島港におけ

る木材の輸出入は、韓国や台湾との定期航路を

利用しまして、主に原木の輸出入が行われてお

ります。平成19年と23年の年間コンテナ取扱量

で比較いたしますと、20フィートコンテナの数

に換算しまして、輸入が159個から224個に、輸

出が27個から1,163個に、いずれも増加しており

ます。

○黒木正一議員 輸出のほうはかなり伸びてい

るということで、この推移については安心をし

たところでありますが、モミの木は何に使われ

ているかお聞きしましたところ、お寺さんで使

う塔婆とか、化粧箱に使われているということ

でありました。無意識のうちに我々はヨーロッ

パの木材に手を合わせたり、無意識のうちに棺

おけに入ったり―意識のある人は棺おけに入

らないと思いますけど―実際そういうことが

行われているということで、こういうものは杉

で十分できるんじゃないかという意味で、そう

いったものの提案もしていく必要があるのでは

ないかと思ったところでありました。

インフラの整備が進めば、荷物をどう集める

かが課題であります。港湾整備を進めている各

自治体とも、利用促進を図るための積極的なポ

ートセールス支援事業を行っていると聞いてお

ります。本県においては、物流効率化事業でそ

の促進を図っておりますが、利用状況と効果に

ついてお伺いします。

○総合政策部長（稲用博美君） 本県物流の効

率化を目指す物流効率化支援事業は、県内港発

着の海上定期航路や貨物駅の利用増加分に対し

まして、例えば、40フィートコンテナであれば

１個当たり１万円の補助を行うもので、平成21

年５月に開始しまして、現在４年目を迎えてお

ります。過去３年間の事業実績の合計でありま

すが、46件の3,025万1,000円であります。その
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内訳は、新規貨物や陸上のトラック輸送からの

移行などによります利用増加分が29件の2,263

万4,000円、県外の港からの移行によります利用

増加分が17件の761万7,000円となっておりま

す。当事業によりまして、県内の港や駅への荷

の集約に一定の効果があったものと考えており

ます。

○黒木正一議員 いろいろな意見というか話が

あるんですけれども、物を集める、そして、イ

ンフラを整備して利用促進を図るということに

おいて、部局横断的な取り組みが行われていな

いんじゃないかという声も聞きますので、ぜひ

その点は十分に協議をしていただきまして、連

携して取り組んでいただくようにお願いしたい

と思います。

次に、木質バイオマスの取り組みと再生可能

エネルギーの全量買取制度についてお伺いをい

たします。本年度中に策定予定の今後10年間を

見据えた新たな新エネルギービジョンの骨子案

が明らかになり、重点的に取り組む新エネルギ

ー４項目の一つにバイオマス発電・熱利用が挙

がっております。本県においては、森林バイオ

マス流通効率化事業で、林地残材の供給・加工

など、利活用の促進に向けた取り組みを行って

おり、林地残材が57万トンぐらいあるだろうと

言われておりますけれども、こういう中にあっ

て、７月から再生可能エネルギーの全量買取制

度がスタートいたします。木質バイオマスの買

い取り価格は、林地残材など未利用材の有効活

用に直結し、低迷している木材価格の上昇に影

響することが期待されます。経産省の調達価格

等算定委員会で検討しているようでありますけ

れども、木質バイオマスの買い取り価格はどの

ようになると考えられるのか、林地残材を収集

し納入してもペイすると考えてもいいのか、お

伺いをいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 先般、国の調

達価格等算定委員会が公表した電力会社による

買い取り価格案は、間伐材などの未利用木材を

利用した場合、１キロワットアワー当たり税抜

き32円で、製材残材などの一般木材を利用した

場合の24円に比べ、８円高く設定されておりま

す。この買い取り価格につきましては、国のコ

スト等検討委員会の議論や事業者のヒアリング

を経て算定されたものですので、山側から供給

される未利用木材の取引価格は、収集運搬など

の必要なコストが反映され、採算がとれるもの

になるのではないかと期待しているところであ

ります。

○黒木正一議員 ドイツでは、再生可能エネル

ギーを非常に効率よく使っています。かなり利

用しておりますけれども、日本は、ドイツの２

倍以上の森林面積を有しておるのだから、かな

り大きなポテンシャルがあると言う人もおりま

すが、一方で、エネルギー利用の潜在量は小さ

く、あくまで地域エネルギーとして考えるべき

で、大きな期待をしてはいけないという考えも

あります。いずれにしても、未利用資源が少し

でも木材価格の底上げにつながり、山元の所得

になる取り組みが期待されると思います。

次に、不在村森林所有者の森林施業対策につ

いてお伺いします。国土交通省の調査によりま

すと、不在村所有者の森林の78％が放置され、

所在の把握が難しい所有者は約16万人と推計さ

れるそうです。そのうち、相続時に登記などの

手続をしていない人が16％、その中で現地に

行ったこともない人が60％ということで、不在

村森林所有者の山林への関心のなさがよくあら

われていると思います。今後、不在村地主の増

加が予想されます。森林施業、作業道の開設な



- 233 -

平成24年６月18日(月)

どに困難な事態が予想されますが、どのような

対策をされているのか。また、本県での不在村

森林所有者が保有する森林面積はどれぐらいあ

るのか、お伺いをいたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 県内の不在村

森林所有者の森林面積は、2005年農林業センサ

スによりますと約６万5,000ヘクタールで、民有

林全体の16％を占めております。不在村者の森

林につきましては、一般的に、手入れが行き届

かず荒廃を招きやすいこと、管理不足により境

界不明になりやすいこと、所有者の所在が不明

な場合に森林経営計画の作成に必要な合意がと

れないことなどが懸念されます。このため、県

では、例えば、緊急に間伐が必要な森林につき

ましては、所有者名等を調査し、その情報を市

町村等に提供するとともに、森林組合が行う合

意形成、境界の確認、経営受託等の活動に対し

て支援するなど、適正な森林施業を進めてまい

ります。

○黒木正一議員 本県の不在村森林所有者の面

積は16％ということで、全国の24％に比べてま

だまだ少ないようでありますけど、これからふ

える可能性はあるのではないかというふうに思

います。

県内各地の市町村が行っております住宅新築

・リフォーム助成事業が非常に人気を集めてお

るようでありますけれども、地元産業への波及

効果も大変大きいものがあるというふうに考え

ます。今後、住宅着工戸数が減少することが予

想される中で、住みかえとか建てかえ、リフォ

ームの増加に木材需要の活路を見出すことは重

要なことであるというふうに思います。本県に

おいては、みやざきスギ新築・リフォーム支援

事業で、県産材を使った新築や増改築などに対

して購入経費の一部を助成しておりますけれど

も、その状況はどうなっておりますか。また、

市町村の取り組みはどうなっているのかをお伺

いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 県では、木造

住宅の振興及び県産材の利用拡大を目的に、社

会資本整備総合交付金を活用し、今年度、みや

ざきスギ新築・リフォーム支援事業を創設し、

県産材購入経費を助成することとしておりま

す。その内容は、新築の場合10万円を30棟、リ

フォームの場合５万円を20棟に助成するもので

あります。また、このほか市町村におきまして

は、地元産材の使用等を条件に、新築について

は11市町村、リフォームについては４町村で助

成が行われております。

○黒木正一議員 大手のハウスメーカーではな

く地元の中小建築業者は、もともと外材ではな

くて県産材を使うことが多いことから、このよ

うな支援事業は、県産材の需要拡大と地元業者

の育成にもつながり、さらに充実していただき

たいというふうに思います。

地域経済活性化・防災対策特別枠として、本

年は木造住宅耐震化リフォーム支援事業ができ

ました。これまで木材需要の拡大対策として質

問してきましたが、本事業も需要の拡大につな

がると思います。どのような進行状況にあるの

か、県土整備部長にお伺いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 木造住宅耐震

化リフォーム支援事業につきましては、市町村

に対し事業の活用を要請しましたところ、東日

本大震災を契機として住民の防災意識が高まっ

てきており、今年度すべての市町村において、

これまでの耐震診断事業とあわせ、耐震改修事

業にも取り組むこととなったところでありま

す。現在、耐震診断につきましては15件の応募

がございますが、耐震改修につきましては、事



- 234 -

平成24年６月18日(月)

業を開始したばかりということもあり、既に募

集をしている５市町村においては、今のところ

申し込みはございません。県といたしまして

は、市町村と一体となって事業の周知に努め、

さらなる促進を図ってまいります。

○黒木正一議員 ある素材生産業者の話により

ますと、東日本大震災を受けて、昨年、復興へ

向けた木材供給余力についてのアンケート調査

があったということであります。「いよいよ東

北の復興に向けて需要が起こり、木材価格が上

がると正直期待していた。しかし、全く逆に

なった」と言っておりました。本格的な復興は

これからでしょうけれども、東北復興需要の可

能性についてどのようにお考えか、お伺いしま

す。

○環境森林部長（堀野 誠君） 岩手、宮城、

福島の被災３県での４月の新設住宅着工戸数

は3,536戸で、前年同月の約2.6倍と増加し、住

宅復興が本格化しつつあるのではと考えており

ます。本県は被災地から遠隔地にありますた

め、県産材の被災地への供給は、輸送コスト面

で不利な状況にあります。しかしながら、今

後、被災地での住宅等の再建に伴う木材需要の

増大が見込まれていることから、県としまして

は、全国の木材需給動向を注視しながら、消費

地のニーズに対して的確に対応できるよう、供

給体制の整備に努めてまいりたいと考えており

ます。

○黒木正一議員 木材関係についてはまだ幾つ

か質問がありますけれども、時間の状況で先に

進みまして、後で時間があったら質問させてい

ただきます。

鳥獣害の対策についてお伺いをいたします。

新聞によりますと、これまで確認されていな

かった北東北（岩手県や秋田県）などでも、イ

ノシシによる被害が拡大しているということが

書いてありました。生息域の拡大は、イノシシ

だけではなくて、シカなども過去25年間で1.7倍

に広がったということでありまして、ほかのい

ろんな鳥獣も生息域を拡大しているというふう

に思います。本県におきましても、生息域が広

がっております。新富町の酪農家でもトウモロ

コシがイノシシの食害に遭ったり、西米良村に

山上げしたシンビジウムの花芽をシカに食べら

れたり、先ほど松村議員から、猿が出たという

話がありましたけれども、２月に川南町の山手

に行きましたら、猿の群れがハウスの中からミ

カンを抱えて出てきました。畑を横切って山に

帰っていきましたが、物すごい数の群れで、あ

のハウスのミカンはなくなったのではないかと

いうぐらい抱えて帰っていきました。完全にえ

づけに成功しているということで、サファリパ

ークのようです。恐ろしくて車から出ていけな

い、そういう状況がありました。

そういうふうに、県内でも生息域が拡大して

いる中で、４月19日に、美郷町にある林業技術

センターに鳥獣被害対策支援センターが設置さ

れました。ちょうど２カ月になりますけれど

も、状況はどうなっているのか。また、林業セ

ンターに設置された意義について、開設に来て

あいさつされた副知事にお伺いいたします。

○副知事（牧元幸司君） 鳥獣被害対策支援セ

ンターについてでございますが、まず、なぜ林

業技術センターに設置をしたかという点でござ

いますけれども、やはり、この鳥獣被害、今、

議員から御指摘のとおり、大変深刻だというこ

とで、とりわけ被害の深刻な中山間のできるだ

け現場に近いところがいいのではないかという

こと、それから、被害対策に係る人材育成に活

用できるような研修・宿泊施設も同センターは



- 235 -

平成24年６月18日(月)

備えているということでございます。また、中

山間地域を支援する拠点として、もっと林業技

術センターを活用してほしいという地元の町村

長の皆様方からの御要望もあったという、これ

らの諸点をあわせまして、鳥獣被害対策支援セ

ンターにつきましては、林業技術センターに設

置をしたところでございます。なお、林業技術

センターに設置をいたしましたけれども、林業

関係だけにとどまらず、広く鳥獣被害全般につ

いて技術的な支援を行うセンターということで

ございます。

設置後の活動状況につきましては、これま

で、65件の技術指導、研修等を行っているとこ

ろでございまして、具体的な中身といたしまし

ては、地域の要請に基づく現地指導や講演など

の活動が25件でございます。また、試験地の設

定・調査、研修会の開催などが13件でございま

す。さらに、一般県民等からの電話等による相

談、問い合わせ等が27件となっているところで

ございます。今後とも、地域住民や市町村の皆

様方と連携を図りながら、現地の実情に即した

被害対策の技術指導や人材育成、情報の受発

信、新たな被害防止技術の実証・研究などに取

り組んでいきたいと考えているところでござい

ます。

○黒木正一議員 問い合わせも多いようです

し、職員も大変張り切っているようであります

から、この問題が一歩でも解決することに期待

をしたいというふうに思います。

それでは、教育問題について教育長にお尋ね

したいと思います。

私の地元諸塚村に七ツ山小学校という小学校

があります。校区には５つの集落がありまし

て、ゴールデンウイークを中心に春祭りがそれ

ぞれの集落で行われます。僻地の学校はどこも

そうかもしれませんけれども、七ツ山小学校の

教職員は家族そろって祭りに参加しておりま

す。子供が一人もいない集落もありますが、そ

こにも同じように来ます。学校が一つの家族の

ように動いております。先生方はゴールデンウ

イークに遊びにも行けずに大変だろうなと思い

ますけれども、小さい集落では先生方のほうが

人数が多いぐらいで、地域の祭りを盛り上げて

いただくのは大変ありがたいことです。私も一

緒に参加しながら、このような山間僻地の学校

にも当たり前のようにすばらしい先生方が来て

いただいて、地域の人たちとも解け合っている

姿に感謝をしております。

そこで、教育長にお伺いします。市町村教育

長連絡協議会において、教職員の人事権の移譲

について検討されたと聞いておりますが、どの

ような話し合いが行われたのか。また、教育長

の見解をお聞かせください。

○教育長（飛田 洋君） 教職員の人事権移譲

につきましては、昨年度、市町村教育委員会が

合同で設置し、県教育委員会も参加した「人事

権移譲に関する検討委員会」において検討が行

われたところであります。その委員会では、人

事権移譲のメリットとしては、地域に帰属する

意識が高まり、地域に根差した教育が推進でき

ることなどがある一方で、デメリットとして、

市町村に新たな事務や財政負担が生じ、山間地

の人材確保や地域間格差が懸念されることなど

意見が出され、課題の洗い出しや整理が行われ

たところであります。県教育委員会といたしま

しては、県全体の教育水準を維持することは大

変重要であるととらえておりまして、教職員の

全県的な適正配置に努めているところでありま

す。人事権移譲につきましては、今後とも、国

の動向等を注視するとともに、必要に応じ市町
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村の御意見も伺いながら、調査研究をしてまい

りたいと考えております。

○黒木正一議員 地元の学校の歴史を調べてみ

ますと、今の学校制度ができ上がる過程におい

て、教員の確保に苦労したことが書かれてあり

ます。幾つかの町村の教育長に話を聞きます

と、「人事権の移譲は、特色ある学校教育を行

い、地域に根差した優秀な人材を育成・確保す

るために必要ということは理解できる。ただ、

中核市などへの人材の偏在化を招いて教育水準

の格差が生じること、とりわけ僻地において人

材の確保が困難になる」という不安を持ってい

ます。日本の教育は、どんな山の中でも離島に

おいても同じ水準の教育が受けられる、世界に

誇る制度で、フランスが日本に近いけれども、

アメリカもできていないという話をお聞きしま

した。人材を確保する仕組みが確実に担保され

ない状況においては、人事権の移譲はすべきで

ないと私は思います。

それから、もう一点、教育長にお尋ねをいた

しますけれども、新卒者の就職率の向上につい

てであります。県内の景気が依然として悪い中

で、新卒者の就職率が非常によかったとお伺い

いたしましたが、これまでの向上に向けての取

り組みと、就職率がよかった原因といいます

か、要因はどうなのか、お伺いいたします。

○教育長（飛田 洋君） 厳しい経済状況の

中、あるいは東日本大震災の影響を受けて、求

人が激減するのではないかという危機感を関係

者すべてが持ちながら対応してきたことが、就

職率の向上につながったのではないかと思いま

す。各学校におきましては、進路対策専門員を

初めとして、関係職員が県内企業への求人要請

をこれまで以上に実施いたしました。また、各

地区のハローワークのジョブサポーターには、

各学校の要望を踏まえながら企業等を訪問して

いただきました。県教委といたしましても、関

係機関と連携しまして、県内の主要経済団体を

訪問するとともに、各地区の商工会議所や企業

を直接訪問し、求人要請をいたしました。こう

した取り組みの結果、県内企業の方の深い御理

解により、求人票の提出が早まったなどの御協

力をいただいたところであります。そして、何

より生徒たち自身が、厳しいということを踏ま

えて一生懸命努力したことが成果につながった

と思っております。

○黒木正一議員 大変すばらしいことであると

思います。この状況が続くことを期待したいと

いうふうに思います。

先ほど、七ツ山小学校教職員のゴールデンウ

イークについて述べましたけれども、同じゴー

ルデンウイーク中に、諸塚村立岩というところ

でも春祭りが行われました。この集落は50世帯

ぐらいの小さな集落ですけれども、そこにあっ

た立岩小学校は数年前に廃校となりました。立

岩小学校は廃校となって、児童は諸塚小学校に

通うようになったんですけれども、諸塚小学校

の教職員、そして、かつて立岩小学校に勤務し

たことのある教師が教育事務所におりますけれ

ども、そこから10数人関係者を連れて祭りに参

加して、それに中山間盛り上げ隊も加わって祭

りを盛り上げていただきました。学校の先生方

は、地元の人の前でそれぞれ自己紹介をいたし

ましたが、この神社に参拝した御利益で、こと

し校長になりました、ことし教頭になりました

ということを、それぞれ口々に話をしておりま

した。大変御利益のある神社であると思いま

す。その神社は、諸塚神社という神社です。諸

塚神社は、諸塚山の山腹にあったものを明治時

代に移転したそうであります。そこで知事にお
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伺いするんですけれども、「日本一早い山開

き」と銘打って、３月の第１日曜日は諸塚山の

山開きが開かれます。ことしは古事記編さ

ん1300年記念イベントとして開催されました

が、なぜ記念イベントになったのか、お伺いし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 諸塚山というものが、

イザナギノミコト、イザナミノミコトの御神陵

とも言われ、天孫降臨の地との一説もあるとい

うことでございます。私も、日本一早い山開き

というのは存じておりましたが、古事記とのこ

ういう関係があるというのは実は知りません

で、目からうろこが落ちたところでございま

す。まさに、そういうことを知ると物の見方が

変わってくるわけでございまして、そういう新

鮮な驚きというのを県民の多くの皆様に知って

いただくように、古事記ゆかりのいろんなもの

を、宝を探してまいりたい、そのように考えて

おるところでございます。

○黒木正一議員 大がかりで派手なイベントも

必要かと思いますけれども、今まで知らなかっ

た資源を知って、それが自信となり、地域の活

性化につなげることも、この事業の意義ではな

いかというふうに思います。山開きには、雨に

もかかわらず県庁からも参加していただきまし

た。赤星たみこさんの「漫画で読むひむかの神

話と伝説」にはこう書いてあります。「諸塚は

宇宙の中心」。

これで質問を終わります。（拍手）

○中野一則副議長 以上で本日の質問は終わり

ました。

あすの本会議は午前10時開会です。台風が接

近しておりますけれども、予定どおり開催をい

たします。本日に引き続き一般質問でありま

す。

本日はこれにて散会いたします。

午後２時51分散会
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◎ 一般質問

○中野一則副議長 ただいまの出席議員38名。

定足数に達しておりますので、これより本日の

会議を開きます。

本日の日程は、昨日に引き続き一般質問であ

ります。

ただいまから一般質問に入ります。まず、二

見康之議員。

○二見康之議員〔登壇〕（拍手） おはようご

ざいます。一般質問最終日、トップバッターに

なります、会派自由民主党、二見康之です。

振り返れば、１年前の６月議会が初めての一

般質問でございました。当時、清山議員の一般

質問の前段におきまして、同期になる私と渡辺

議員とを引き合いに出され、「体重は重量級」

との御指摘をいただきました。その真意が何で

あったのか確認しないまま今日に至っておりま

すが、私としましては前向きな御指摘と受けと

めさせていただいております。そして本日は、

私の後に、同会派５期、６期の議員３名による

重量級の質問が控えております。執行部にとり

まして大変緊張する一日となるかと思います

が、その中で私の質問が執行部にとってのひと

ときのオアシスとならないように、しっかりと

県政の課題についてただしてまいりたいと存じ

ます。

さて、まず初めに、私ごとで恐縮ではござい

ますが、先日、４日に第２子、長男が生まれま

した。今後、この宮崎県において教育を受け、

社会へと羽ばたいていくことになるのですが、

本県における教育環境というものについて改め

て考えさせられた出来事でした。先日の質問に

おきましても取り上げられました、不祥事や通

学路などの課題もあります。また、私も一人の

親として子に望むことといえば、いろいろと将

来の目標等希望するところもあります。しかし

ながら、すくすくと、そして伸び伸びと成長し

ていってくれれば、それが一番望まれることで

はないかなと、そういうところに集約されるの

ではないかと思います。これからもこの宮崎県

に生まれてくる子供たちが、家庭や幼稚園・保

育所において受ける幼児教育、小学校、中学校

における義務教育、専門性の高まる高等教育、

さらには生活を取り巻く地域社会においてどの

ような教育を受けていくのか。まず初めに、宮

崎県の教育方針として幼稚園、保育所、小中高

の教育を通じどのような子供を育てようとして

いるのかについて、教育長に伺います。

以上、壇上からの質問を終わり、以後は質問

者席より行います。（拍手）〔降壇〕

○教育長（飛田 洋君）〔登壇〕 お答えいた

します。

本県が幼保小中高の教育を通じてどのような

子供を育てようとしているのかについてであり

ます。社会が発展する原動力は人そのものであ

り、未来を託せる人材の育成こそ教育が担う重

要な役割であると考えております。このため県

教育委員会では、昨年６月に第二次宮崎県教育

振興基本計画を策定し、この10年間に取り組む

人づくりの方向性を明確にしたところでありま

す。計画においては、「未来を切り拓く 心豊

かでたくましい 宮崎の人づくり」をスローガ

ンとして掲げ、他人の幸せのために生きる幸せ

を感じられるような思いやりの心や謙譲の心な

ど心の豊かさとともに、変化の激しい時代にお

いても荒波に負けず、「私たちに未来社会は任

せてください」、そう言えるような困難に立ち

向かう気概や自立する心、たくましさを持った

知・徳・体のバランスのとれた子供たちの育成

平成24年６月19日(火)
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を目指しているところであります。〔降壇〕

○二見康之議員 今お答えいただきました中

に、未来を切り拓く心豊かでたくましい子供の

育成を図るとありましたけれども、もっと具体

的に、実際にどのように取り組まれているの

か、教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 未来を切り拓く心豊

かでたくましい子供の育成を図るためには、子

供たちに、みずから課題に積極的に向き合い解

決する力や、他人を思いやる豊かな人間性、た

くましく生きるための健康や体力などをバラン

スよくはぐくむことが大切であると考えており

ます。そのために、まず、学校における日々の

教育活動において、何より子供たちの可能性を

信じ、教えるべきは丁寧に教え、やらせるべき

ことは教師が手を出さずに子供自身にやらせ、

一人一人を伸ばし、成果を本気で褒めるなど、

心も体も鍛えるべきところはしっかりと鍛える

教育を推進してまいります。さらには、自立し

た一人の人間として生き抜く力をはぐくむキャ

リア教育や、感謝の気持ちや家庭のきずななど

をはぐくむ「みやざき弁当の日」などの取り組

み、県民の皆様に積極的に情報を提供し、社会

全体で人づくりに取り組む機運の醸成を図る取

り組みなどを全力で進めてまいる所存でありま

す。

○二見康之議員 わかりました。弁当の日の取

り組みとかを、私もいろいろと聞き及んでおり

ますけれども、先日の一般質問においても、教

育長より、「宮崎に根づいている不易の部分と

いうものをしっかりと子供たちに伝えていきた

い」との御答弁がありました。教育における不

易とは一体どういった内容なのか、教育長にお

伺いします。

○教育長（飛田 洋君） 教育は、人格の完成

を目指し、国家や社会の形成者として必要な資

質を備えた、心身ともに健康な人材の育成を目

的として行うものであり、このことがまさに教

育における不易であると考えております。学ぶ

ことを中心に据えて、子供たちをしっかりと鍛

え、確実に基礎・基本を身につけさせること

や、あいさつや返事、履物をきちんとそろえる

など、当たり前のことを当たり前にできるよう

しつけること、また、健やかな身体を養うこと

や、他者を尊重するとともに、正義と責任を重

んずるなどの豊かな人間性を培うこと、さらに

は、主体的に社会の形成に参画する態度や、我

が国と郷土の歴史や伝統などを大切にする心を

はぐくむことなど、時代を超えて変わらない価

値のあるものをしっかりと身につけさせること

であると考えております。

○二見康之議員 恐らく、心身の健全性、学力

の基礎、そして身の回りのしつけというところ

にまとめられるのかと思います。私は、教育に

おいて、背骨といいますか教育の柱になる方針

として、もっとわかりやすいものを打ち立てる

べきではないかと考えておりまして、森信三さ

んが提唱されておりました「立腰教育」という

ものを教育の中に取り入れてはどうかというふ

うに考えております。これは、腰骨を立てた姿

勢をとる、そして心の腰骨を立てるという教育

方法なんですけれども、今も実際に取り組んで

いる小学校や保育所等がたくさん全国にござい

ます。この立腰教育の内容としましては、「腰

骨を立てる」、そしてしつけの三原則というも

のがありまして、「あいさつをする」「返事を

する」「履物をそろえ後始末をする」というも

のです。これらは、今お答えいただいた内容と

重なっているところがたくさんあると思うんで

す。また同時に、これは大人や社会人になって

平成24年６月19日(火)
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も当然に必要なことだと感じます。また、どの

時代においても、当たり前のこととして子供た

ちにしつけていかなければならないことではな

いでしょうか。教育長の先ほどの答弁にありま

したように、時代を超えて変わらない価値ある

ものをしっかりと身につけさせていくことであ

るとお考えであれば、そのことをしっかりと教

育の基本的な部分に明確に示していくことが必

要なのではないかと考えます。

そして、今現在、宮崎において立腰教育の一

部分である「立腰指導」というものを取り入れ

ていらっしゃるそうですが、第二次宮崎県教育

振興基本計画を読ませていただきましたら、こ

の中にも、スポーツ振興の主な取り組みとして

立腰指導というものを取り入れているとありま

した。まずは、立腰指導というものを取り入れ

ることになった背景について、教育長に伺いま

す。

○教育長（飛田 洋君） 議員が今御指摘にな

りましたように、立腰指導というのは、腰骨を

立てた正しい姿勢を身につけさせる指導のこと

であります。県教育委員会では、平成17年度か

ら体力向上研究推進モデル校を指定し、児童生

徒の体力向上の研究実践を進めておりますが、

最初のモデル校となりました小林市立細野小中

学校が立腰指導を取り入れた実践を行い、その

後のモデル校も引き続き取り組んできたところ

であります。その成果といたしまして、「総合

的な体力が向上したことに加え、学習活動に対

する集中力、意欲等の高まりが見られた」など

の報告を受けております。このようなことか

ら、昨年６月策定の第二次宮崎県教育振興基本

計画においても、「体力向上の推進」の中に立

腰指導を効果的な取り組み例として示し、県下

の全学校に広めることといたしました。

○二見康之議員 体力向上の研究の結果という

ところから、総合的な体力が向上し、学習等に

おいても集中力、意欲等が高まったという効果

が出ているようですけれども。では、今現在の

県下の学校における立腰指導の取り組み状況と

内容について、改めて教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 県教育委員会の取り

組みといたしましては、立腰指導の実施方法な

どを掲載した体力向上リーフレットや「体力・

運動能力調査報告書」等の啓発資料を県下の全

公立学校に配付するとともに、校長会を初めと

する会議等におきまして、学校が作成する体力

向上プランに立腰指導などを位置づけて、体力

向上を推進するよう指導しているところであり

ます。各学校では、体育の授業はもとより、朝

の会、帰りの会、授業開始時、授業終了時など

の時間を使って立腰指導が実施されておりま

す。また、姿勢指導や礼法指導と関連づけて指

導するなど、学校の実情に応じた取り組みも行

われております。今後とも、市町村教育委員会

や学校と連携を図りながら、立腰指導の取り組

みを県下の学校に広げてまいりたいと考えてお

ります。

○二見康之議員 要するに、立腰教育の中の立

腰指導というのは、立腰の腰骨を立てるという

部分だけを取り上げて今指導されているという

ことだと思うんです。立腰教育と立腰指導との

違い、要するに、しつけの三原則というのを先

ほど申し上げたんですけれども、この部分に一

体となって取り組むことによって、子供たちの

意欲とか集中力もあわせて向上していくという

こと、そして授業と遊びの時間の切りかえとい

いますか、めり張りが子供たちについてくるん

です。なおかつ、先ほど申したように、あいさ

つをするとか返事をする、整理整頓というもの
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は、今の教育の中でも実際取り組んでいる内容

であると思うんです。であれば、もう既に実施

している内容なので、これをもっと教育の基本

的なものとして明確に打ち出していいんじゃな

いかと思うんです。なおかつ、立腰教育という

ものは、実践を通じて相手を思いやる心や物を

大切にする心を育てるものなんです。子供と大

人がともに実践する中で、そのよさを実感し、

ともに育っていくことを目標にしたものなんで

す。

これらを子供たちにしっかりと教育するとい

うふうに明らかにすることによって、当然なが

ら先生たちも、これを実践しなければならなく

なります。子供たちにこうしろああしろと指導

しながら自分ができなければ、子供たちも言う

ことを聞かないと思います。教師みずからが模

範となって取り組む、これが表裏一体となった

取り組みになると思うんです。ですから教師自

身も、子供たちに見られているという感じを受

けることによって、ふだんの生活態度というも

のをみずから顧みるいい機会になると思いま

す。つまり、先生自身が、自分をまず分析し、

自分の日ごろの生活態度はどういったものなの

かというふうに考えることができます。そし

て、自分の生活態度を反省し改める。それに

よって、教師の資質といいますか、先ほど申し

上げましたように、社会人としての当たり前の

常識といいますか、そういったものをきちんと

身につけていく効果があると思われるんです。

先日、一般質問で出ましたように、不祥事の内

容を見てみますと、学校での行動の仕方とか、

地域社会における一般常識から外れたことをす

ることによってああいった問題として取り上げ

られるわけなので、まずは大人としての判断が

できるような取り組みというものを前向きな方

向で取り組んでいくことが、非常に大事だと感

じております。繰り返し申し上げますけれど

も、この取り組みの目標というものは、主体的

に取り組み実践する子供を育てるというところ

であるんですが、その実践は子供と大人がとも

になすものでなければならないんです。立腰教

育を取り入れることによって、教師の基本姿

勢、自主性、主体性、また自律心というのにも

よい効果があらわれると思うんですけれども、

心理学の専門家でもある教育委員長に、その効

果についてお伺いしたいと思います。

○教育委員長（近藤好子君） 私は平成21年11

月に、立腰指導に取り組んでいます小林市立東

方小学校と東方中学校を訪問いたしました。教

師も子供たちも姿勢を正し、整然とした中で展

開される授業に心地よい緊張感を覚え、大変よ

い取り組みであると感じたところです。心と体

は深いつながりを持っており、姿勢を正すとい

うことが、集中力を高めるなど精神面にもよい

影響を与えると思います。また教師にとりまし

ても、姿勢を正して子供と向き合うことが指導

する際の原点であるということを再確認できる

効果があるものと考えております。

○二見康之議員 今のいろんな問題とかに対し

て対症療法的に、これをしちゃだめ、あれをし

ちゃだめ、こういうことはしてはだめというこ

とを教えるのではなくて、自分で判断して、こ

れはいいことなのか悪いことなのかということ

を自分の規範の中で決めること、それが自己責

任につながるわけです。「これをしちゃだめと

言われたからしませんでした」とか、そういっ

たマニュアル化というものが、今非常に社会問

題となっているんじゃないかなと危機感を覚え

ているんです。人間というものは説明書や取扱

書で動くものではないんです。一人一人の意思
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と判断で行動して、その責任は自分自身にある

という原点に返ることが、今必要だというふう

に感じております。そういったことも踏まえ

て、今お答えいただいた中で、指導する際の原

点を再確認させる効果があるというのであれ

ば、ぜひこれを教育の基本方針として盛り込ん

でいただきたいと思いますが、いかがでしょう

か、教育長に伺います。

○教育長（飛田 洋君） 議員御指摘の立腰教

育は、体力の向上にとどまらず、学習に対する

集中力、けじめ、しっかりとしたあいさつな

ど、子供たちの生きる基盤を養うものだと考え

ております。このことは、第二次宮崎県教育振

興基本計画が目指します姿と同じねらいを持っ

ているものと考えておりまして、その計画の中

では、「あいさつができる子ども 日本一」

「思いやりの心を持っている子ども 日本一」

「ふるさとや社会に貢献したいと考えている子

ども 日本一」などの目標を設定したところで

すが、そのような理想像の実現に向けて、教師

が範を示しながら、今後ともひたむきに取り組

んでいきたいと考えているところであります。

○二見康之議員 この基本計画の中に立腰指導

という形で出てきたことだけでも非常に大きな

前進ではないかなというふうには考えているん

です。しかし、たびたび申し上げるとおり、宮

崎の普遍的な教育はこれだというものを一つ打

ち出していくことは、10年だけの計画とかでは

なくて、宮崎らしさというものを全国にＰＲす

るためにも非常に有効ではないかなというふう

にも感じます。そういったところに、さらにこ

の立腰指導、そして立腰教育というものをもっ

と研究していただいて、ぜひ宮崎県の子供たち

の教育向上に生かしていただければと感じま

す。

次に、教育行政における定員に関連して質問

してまいります。先日、私立高校を経営される

方にお話を伺ってまいりました。そして、いろ

いろと御意見を伺ううちに、現在の私立高校の

現状というものは喫緊の課題を抱えているもの

と感じたところです。まず、この課題の内容に

入る前に、県として私立高校に対しどのような

支援をしているのか、総合政策部長に伺いま

す。

○総合政策部長（稲用博美君） 本県の私立高

校は、建学の精神に基づきます個性豊かな教育

を実践しますとともに、本県の高校生の約３割

が就学するなど、本県の高校教育において大変

重要な役割を果たしております。県では、人件

費や運営費などの経常的経費や、キャリア教

育、国際化などの特色ある取り組みに対する補

助を行い、学校経営の健全性を高めますととも

に、魅力ある学校づくりの支援を行っておりま

す。また、公立高校授業料相当額の就学支援金

を交付するとともに、私立高校が行います生活

困窮世帯への授業料減免に対しまして補助を行

い、保護者の経済的負担の軽減を図っていると

ころであります。

○二見康之議員 基本的には資金的補助を行っ

ているということかと思います。

では次に、教育長に伺います。公立高校と私

立高校それぞれのあり方というものについて、

教育長はどのようにお考えであるのかお伺いし

ます。

○教育長（飛田 洋君） 私立高校が、各学校

の建学の精神や独自の教育理念に基づき特色あ

る教育を行われているものであるのに対しまし

て、公立高校は、全県的な視野に立ち、県民の

幅広いニーズにこたえながら高校教育の機会を

提供するものであると認識いたしております。
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公私立設置の理念という点では異なる部分はご

ざいますが、本県や日本の未来を切り開いてい

けるような心豊かでたくましい人材づくりを担

うという点は同じであると考えております。本

県で学ぶ高校生が、それぞれの能力を高校時代

に存分に伸ばし、宮崎で学んでよかった、この

学校で学んでよかった、そう感じられるよう

な、公私立を問わずよりよい教育を提供するこ

とが大切であると考えております。

○二見康之議員 私立では特色ある教育を行っ

て、公立は教育の機会を保障するという部分に

ついては、私も同じ意見であるんですが、定員

に対する実際の充足率を見ていくと、非常に大

きな課題が含まれていると思うんですけれど

も、今の公立高校の定員充足率についてどのよ

うなお考えでいらっしゃるのか、教育長に伺い

ます。

○教育長（飛田 洋君） 平成24年度入試にお

ける県立高校全日制課程の定員充足率は、全県

下で96.6％でございました。例年ほぼ同じよう

な結果となっており、県全体ではおおむね定員

を充足いたしておりますが、定員を満たしてい

ない学校もあることから、今後とも魅力ある学

校づくりと適切な定員管理に努めてまいりたい

と考えております。

○二見康之議員 同じように私立高校の充足率

について、こちらは総合政策部が所管になると

いうことですので、総合政策部長にお伺いしま

す。

○総合政策部長（稲用博美君） 平成24年度入

試における私立高校の定員充足率につきまして

は、少子化による影響もございまして、87.4％

と大変厳しい状況にございます。このような中

で、それぞれの私立高校におきましては、個性

豊かな教育を推進し、文化・スポーツ活動にも

すぐれた成果を上げるなど魅力ある学校づくり

に努めるとともに、オープンキャンパスや合同

説明会等によりまして、学校の魅力の情報発信

にも力を入れております。県といたしまして

は、今後とも、このような私立高校の魅力ある

学校づくりを支援してまいりたいと思っており

ます。また、それとともに、生徒数の確保など

私立高校が抱える課題につきまして、関係団体

とも十分意見交換を行ってまいりたいと考えて

おります。

○二見康之議員 24年度の私立高校の定員充足

率が87.4％、県のほうが90％後半ぐらいが平均

だと思いますので、約１割ほど私立のほうが少

ないのが宮崎県全体の状況だとわかりました。

しかし、今の県全体の充足率の状況と、私の手

元にある資料とは若干違いがありまして、この

資料はつくり方によって若干誤差があります。

公立については高校の合格者で計上していまし

て、私立については５月１日現在の在籍者です

ので、県のほうが何人か合格者より少なくなる

可能性があると思うんですけれども、無視でき

るような誤差だと思いますので、このまま説明

させていただきたいと思います。

県立高校の定員に対する合格者の充足率、平

成19年度から申し上げていきたいと思います。

公立高校の平成19年度の定員が8,320人、それに

対して合格者が8,124人、充足率が97.6％、平

成20年度が定員が8,280人、合格者が8,141人、

充足率が98.3％、大体同じような数字が続い

て、平成23年度で定員が7,960人に対し合格者

が7,684人、充足率が96.5％なんです。先ほど

おっしゃいましたように、私立のほう、平成19

年度、定員が3,983人に対し入学者が3,461人、

充足率が86.9％、平成20年度、定員が3,948人に

対し入学者が3,429人、充足率86.9％、平成23年
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度、定員が3,868人に対し入学者が3,375人、充

足率が87.3％となっておりまして、先ほどお聞

きしました公立の充足率と私立の充足率、例年

大体同じような傾向で一定しているとわかりま

す。

これをさらに分析しまして、宮崎県内の高校

を３つの地域に分けて集計し直してみました。

１つ目は、宮崎、南那珂、西都児湯を含む中部

教育事務所管轄の県央・県南地域、２つ目は、

北諸・西諸県を含む南部教育事務所所管の県西

地域、３つ目は、西臼杵、東臼杵を含む北部教

育事務所所管の県北地域というふうに３つに分

けたんですが、まず１つ目の県央・県南地域に

ついてです。公立高校から順に申し上げます。

平成19年度の定員4,400人に対し合格者4,228

人、充足率が96.1％、平成20年度が、定員4,400

人に対し4,235人の合格者、充足率が96.3％、飛

んで平成23年度、4,240人の定員に対し合格者

が4,067人、充足率が95.9％となっております。

これに対して県央の私立の部分です。平成19年

度が、定員2,563人に対し入学者が2,465人、充

足率は96.2％、平成20年度、定員が2,543人に対

し入学者が2,485人、充足率は97.7％、同じよう

な傾向で、平成23年度、定員が2,533人に対し入

学者が2,411人、充足率は95.2％と、これは公立

と私立ほぼ同じような充足率になっておりま

す。

これに対して県西地域を順にまた読み上げて

まいります。公立、平成19年度の定員が2,040人

に対し合格者が2,021人、充足率が99.1％、平

成20年度が定員2,000人に対し合格者が2,027

人、充足率は101.4％、同じような数字が続きま

して、平成23年度も定員が1,920人に対し合格者

が1,840人、95.8％なんです。これに対して私立

のほう、平成19年度、定員が920人に対し入学者

が629人、充足率は68.4％、平成20年度は、定

員910人に対し入学者が637人の充足率70％、平

成21年度が、定員870人に対し入学者が633人、

充足率が72.8％、平成22年度も、定員が840人に

対し入学者が666人、79.3％、平成23年度、定員

が840人に対し入学者が601人、71.5％です。

続きまして、県北。平成19年度の公立の定員

が1,880人に対し合格者が1,875人、充足率

が99.7％、公立のほうは同じ傾向でいきますの

で省略させていただきます。それに対して私立

のほうが、定員が500人に対し367人の入学者、

充足率が73.4％、平成20年度はさらに下がっ

て、495人の定員に対し入学者が307人、充足率

は62％なんです。大体70％台を前後していると

いうような状況になっております。

全体としてみれば、公立と私立では１割しか

変わらないんですけれども、各地域に分けてみ

たときに２～３割の現実の学生の差があるわけ

なんです。こういう状況を御認識されていたの

かと思うんです。これに対して、今現在、公立

と私立の学校が公私協という場で協力して協議

されているということです。宮崎県の教育環境

を向上していこうと取り組まれているそうなん

ですが、私立と公立の入学者の状況に対してい

かがお感じになられるのか、教育長に所見をお

伺いしたいんですが。

○教育長（飛田 洋君） 正確な数字ではあり

ませんが、平成15年度までは、入学予定者数に

対して県立、私立合わせた定員がほぼ同じ状況

で推移してまいりました。それにつきまして、

恐らく16年度からだったと記憶しているんです

が、県立高校は、地域のニーズとか動向等いろ

んなことを勘案しながら、おおよそ入学予定者

数の７割というような定員管理をしてきたとこ

ろであります。ですから、地域ごと、あるいは
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学校ごとについても、その中で再編整備を行う

とか、あるいは、今度の計画も出しましたが、

いろんな配慮をしながらやってきたところであ

ります。私立高校がどうであるかについては、

状況は知っておりますが、私は定員について申

し上げる立場ではございません。ただ、県立に

ついては、先ほど言いましたが、教育の機会を

できるだけ提供できるような思いで取り組んで

きたところでございます。

それから、あわせて申し上げますが、公立高

校だけではなくて、県教委としては県民の子供

たちを大事にすることは大切だと思っておりま

して、教育センターの講座に案内をさしあげた

り、合同学習会等も私立にも案内をさせていた

だいたり、この前、県南の３つの学校の共同の

取り組みについても支援させていただくという

ことを申し上げましたが、今後とも可能な限り

いろんな支援をさせていただこうと思っており

ます。

○二見康之議員 さらに申し上げますと、今、

地域において７割が公立というようなお話だっ

たと思うんですが、都城地域において中学校の

卒業者と高校の定員についての変遷を見てみま

すと、都城、三股町の平成14年度の中学校の卒

業者が2,542人、これに対して高等学校の定員が

公立、私立合わせて2,465人というふうになって

います。大体卒業者数よりか若干少ないぐらい

に設定されていますよね。これが平成22年度ま

であるんですけれども、平成22年度を申し上げ

ますと、卒業者が2,152人に対し、定員の設定

が2,090人となっています。だから90数％のとこ

ろで定員は設定されているんです。定員の設定

はそれでいいと思いますが、実際にはそのよう

な形で子供たちは動いていないという現実があ

るということじゃないかと思うんです。なおか

つ、県北・県西地域において７割ほどの定員充

足率しかないということは、要するに宮崎県の

子供たちはどこかに行っている、もしくは高校

に行かないで就職するなり―今の時代、就職

する子供たちは余り多いほうじゃないと思うん

ですけれども―そういった現実が今あるとい

うことなんです。高校の定員は子供たちの数に

沿ってつくられるかもしれませんが、定員に満

たない入学者数がここ数年ずっと続いているわ

けなんです。

学校としましては、クラス編制や教育カリキ

ュラムをつくるときに経営計画を立てます。こ

れだけ子供が減ってしまったら、どこの私立学

校においても非常に経営が苦しくなるのは明ら

かなことだと思うんです。確かに公立の学校か

ら私立に対して意見する立場にないかもしれま

せん。しかし、全体の宮崎県の教育環境とし

て、総合政策部が私立のほうの担当になられる

のであれば、公私協の立場でいろいろと協議を

されるだけのみならず、さらにもっと現状を何

とかしていくような取り組みをしていただかな

いと。県立としましては、今、中高一貫や理数

専門のコースをつくったり、非常に特色ある取

り組みをしていらっしゃいます。これは公立学

校の魅力づくりにとって非常に大事なことだと

わかるんですが、最初にお伺いしたように、公

立と私立のあり方というものを考えた場合、果

たしてそれだけでいいのか。公立がそういった

取り組みをするのであれば、私立はどのような

形で振興していかないといけないのか。もう

ちょっとそこのところの議論を深めていく必要

があるんじゃないかなというふうに感じるんで

すが、そのことに対しては、まだこれからも議

論を深めていきたいと思っておりますので、今

後、教育長、また総合政策部長におかれまして
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も、これをしっかりと―これはここ数年続い

ている問題ですから、本当に喫緊の問題だと思

います。何とか対策を講じられるように取り組

んでいきたいというふうに申し上げておきま

す。

次に、幼稚園、保育所の定員数について質問

してまいります。私立保育所、そして私立幼稚

園の定員変更はどのように決められているの

か、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） まず、私立保

育所の定員変更でありますが、保育所が市町村

を経由して県へ届け出を行うこととなっており

ます。その際、市町村は、国の「児童福祉施設

の設備及び運営に関する基準」や過去の入所者

数の状況、地域の保育需要の見通しなどを踏ま

えまして、適当との判断を行った場合、県へ提

出することとなっております。

次に、私立幼稚園の定員変更につきまして

は、幼稚園の申請に基づき県が認可を行うこと

となっておりますが、認可に当たっては、国の

幼稚園設置基準や他の幼稚園との競合状況につ

いて審査いたしますとともに、私立学校審議会

への諮問を行い、その答申を踏まえて決定する

ことといたしております。

○二見康之議員 では、私立幼稚園についてお

伺いしますが、私立幼稚園に対する補助金はど

のように決まるのか。同じく福祉保健部長に伺

います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 私立幼稚園振

興費補助金でございますけれども、この交付に

当たりましては、県の「私立幼稚園振興費補助

金配分要領」に基づき行っております。平成23

年度の補助金の配分に当たりましては、総額

の76％を教職員の数等の外形的基準に基づき配

分しており、その内訳といたしましては、教職

員数割が46％、園児数割が18％、法人や園への

均等割が12％となっております。また、残り

の24％は保護者負担の軽減状況や定員遵守状況

等の政策的基準により配分をしているところで

ございます。

○二見康之議員 今、外形的基準の中に園児に

対する補助の割合があるということだったんで

すけれども、園児に対する補助の要領の中で、

それは要するに定員が上限になっているわけで

すよね。全体的な幼稚園の状況としましては、

定員に対する充足率が平成23年度で県内合計

が56.9％ですので、全体としては定員を満たす

ところは少ないとは思うんですけれども、幾つ

かの園においては定員を超す人気があるところ

もあるのは現実です。そういう園は、さらに、

もっと教育内容を充実したり取り組んでいきた

いと考えているところもあると思うんですが、

幼稚園の園児が定員を上回った場合、補助金の

交付額に影響があるんですけれども、これは見

直すべきではないかと考えるんですが、同じく

福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 議員御指摘の

とおりでございますが、県では、私立幼稚園振

興費補助金の配分に当たりまして、幼稚園を取

り巻く環境変化や関係団体の意見を踏まえなが

ら、随時、配分要領の見直しを行っているとこ

ろでございます。その中で、定員を上回った幼

稚園につきましては、他園との不当な競合の抑

制を図る観点から、減額の対象の一つとしてい

るところでございますが、お話のとおり、魅力

ある園運営に積極的に取り組んでいる側面もご

ざいますことから、平成22年度から減額の割合

を引き下げてきているところでございます。県

といたしましては、質の高い幼児教育環境の充

実を図りますために、今後とも関係団体の意見
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を伺いながら、補助金の配分方法などについて

検討してまいりたいと考えております。

○二見康之議員 平成22年度から減額の割合を

下げていらっしゃるということなんですが、そ

の具体的な内容について、同じく福祉保健部長

に伺います。どのような減額をされていらっ

しゃるのか。

○福祉保健部長（土持正弘君） 先ほど申し上

げました政策的基準の中に、専任教諭１人当た

りの園児数とか保護者負担の軽減状況、そして

定員遵守状況等がございます。23年度で言いま

すと、政策的基準の24％のうちの10％といいま

すか、全体の10％が定員遵守状況で配分される

補助金の額でございます。その割合は、21年度

までは16％でございました。22年度13％に落と

しまして、23年度も10％まで落としてきている

という状況でございます。

○二見康之議員 そのように、定員というもの

が、変更するのに非常に課題があると。要する

に、定員をふやしたいところが申請をしてきて

も、諮問機関である私立学校審議会の中にライ

バルの園が入っているのであれば、それは簡単

には「いいですよ」ということにならないで

しょうし、園の定員を決めるのに、まず県のほ

うで利用者の数を当たられるわけでしょうか

ら、地域における子供たち、利用者数をある程

度把握されていらっしゃるわけですよね。それ

を増減させるためには、やはり県のほうからの

指導が必要じゃないかなというふうに感じてお

ります。もちろん、地域の均衡ある発展のため

に不当な競合をというふうにおっしゃいました

けれども、それを避けるために、均衡ある発展

のためには必要な施策もしないといけない。し

かし、伸ばしていきたいと思っているところを

抑制するような働きがあると感じております。

今、幼保一元化で子供たちの教育環境の充実を

図っていこうという機運がありますから、さら

にそこのところを検討していただきたいと思い

ます。

続きまして、理容学校について質問してまい

ります。

一時期、カリスマ美容師など美容師ブームと

いいますか、県内各地においても美容室がたく

さんできました。その傍ら、県内の理容業にお

いては、後継者不足などの課題を抱えていると

のことです。まず初めに、現在、県のほうで把

握されております理容業の現状と後継者の確保

について、福祉保健部長に伺います。

○福祉保健部長（土持正弘君） 理容業の現状

でありますが、若者の理容離れや新たな低価格

チェーン店の出現などによりまして厳しい経営

環境が続いており、県内の理容業の施設数は減

少傾向にございます。また、県内に１カ所ある

理容学校においては、近年、昼間課程、通信課

程とも定員割れをしている状況でありまして、

後継者の確保が難しくなってきております。こ

のため県といたしましては、後継者育成及び業

界の活性化を図るために、財団法人宮崎県生活

衛生営業指導センターが設置いたします後継者

育成支援協議会に参画して、若年者が体験学習

を行うインターンシップモデル事業の活用など

を、一緒になって検討してまいりたいと考えて

おるところでございます。

○二見康之議員 これから御検討いただけると

いうことですので、よろしくお願いいたしま

す。

それと、今いろいろと学校の方等の話を聞き

ますと、昼間生であれば２年間で大体100数十万

円、授業料、また器具等のお金がかかるそうな

んです。それに対してこの学校に、支援制度と
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いいますか、日本政策金融公庫の教育ローンと

いうものがあるそうなんですが、この教育ロー

ンを申請した生徒の中で、毎年数名、融資審査

に通らないで融資を受けられない生徒がいらっ

しゃるということなんです。今、理容師を目指

している学生のためにも、理容学校の生徒が各

種奨学金制度を利用できないのか。教育のほう

の所管になりますから、教育長にお伺いいたし

ます。

○教育長（飛田 洋君） 教育委員会では、奨

学金を利用するというような制度が考えられる

と思うんですけど、宮崎県育英資金におきまし

ては、貸与を希望する生徒等が、大学、高等専

門学校、高等学校、専修学校等の専門課程及び

高等課程に在籍する者であることが条件となっ

ております。また、独立行政法人日本学生支援

機構の奨学金につきましては、大学、大学院、

高等専門学校、専修学校の専門課程に在籍する

者であることが条件となっておりまして、今回

お尋ねのありました学校は、各種学校であれ

ば、制度上これらの奨学金の利用はできないこ

ととなっております。

○二見康之議員 奨学金は利用できないという

ことでありますが、その他、現在の制度におい

て、この理容学校に対する各種助成制度はない

のか。こちらは総合政策部長の所管になるとい

うことですので、総合政策部長に伺います。

○総合政策部長（稲用博美君） 私立学校への

助成につきましては、学校法人に対し、教育の

振興上必要がある場合、国または地方公共団体

が助成を行うことができることになっており、

本県では、学校の運営に要する経費など、学校

法人に対して助成を行っております。本県で運

営されております理容あるいは和裁など各種学

校が５校ございますが、学校法人立ではないた

めに、助成の対象とはなっていないところであ

ります。

○二見康之議員 ここは助成の対象になってい

ないということなんですが、同じ各種学校でも

準看護学校などの場合には、厚生労働省等の支

援制度があったりするわけなんです。今回、理

容学校について調べてみましたら、いろんな支

援策、労働のほうでも職業支援といいますか就

業支援、介護関係の訓練校をつくったり、さま

ざまな支援があるのに対し、理容師になりたい

と思った子供たちは、公庫の教育ローンは借り

られない。経済的に苦しいからローンを借りた

いと申請するのに、返済能力がなくて審査が通

らないというような現実があるわけなんです。

今わかったような内容でして、これから理容を

目指す子供たちのためにも、数は少ないかもし

れませんけれども、そういったところに光を当

てることが政治の役割の一つじゃないかと考え

ております。これは、たまたま理容の分野でし

たけれども、ほかのところでも同じようなこと

がないように、目を光らせて、アンテナを張っ

ていただきたいというふうに願います。

続きまして、上海事務所について伺います。

平成22年度でソウル事務所は閉鎖され、上海

のほうにシフトしていこうというお考えでい

らっしゃるようですが、この上海事務所につい

て、その設置目的、業務内容、また人員や職員

の派遣状況などについて、商工観光労働部長に

伺います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 上海事務

所は、観光誘客や県産品の販路拡大、国際交流

といった県が行う事業はもとより、県内企業等

が行う経済活動などをサポートすることを目的

に、現在の県物産貿易振興センターに委託し、

平成14年３月に設置したところであります。具
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体的な業務内容としましては、県内企業等の貿

易や投資を支援するための現地情報の収集・提

供、本県観光・コンベンションのＰＲ、現地を

訪問する際の政府機関等との連絡調整及びアテ

ンドなど多岐にわたっているところでありま

す。また、職員は、現在、県からの派遣が１

名、宮崎銀行からの派遣が１名、現地採用が２

名の合計４名体制となっております。県職員に

つきましては、平成17年度より派遣を開始し、

これまで４名が上海事務所に勤務しております

が、いずれも、上海外国語大学で１年間語学研

修を行った後、２年間上海事務所で勤務し、こ

れまでは、帰国後も経験を生かして部内でさら

に２年間、経済国際化業務に従事しているとこ

ろであります。

○二見康之議員 続きまして、この上海事務所

に係る予算規模及び執行がどのように行われて

いるのか、同じく商工観光労働部長に伺いま

す。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 上海事務

所の平成24年度の県予算につきましては、事務

所の借り上げ料、現地採用職員の人件費、現地

活動費など約1,398万円を計上しております。こ

の予算は、委託先であります県物産貿易振興セ

ンター本部において全体管理を行っております

が、旅費を初めとする現地活動費や通信運搬費

などの事務所運営に係る経費については、上海

事務所において必要に応じた執行が行われてい

るところであります。

○二見康之議員 予算が1,400万円ほどというこ

とですが、現地のほうで伺った話によります

と、現地活動費が200万円ぐらいだと聞いており

ます。これは感覚もあるんでしょうけれども、

上海の経済事情とかを考えると、物価とかも結

構高いから、私としては若干少ないのではない

かなというふうに感じるんです。それ以上に、

まずは１年間語学研修を行って、その後２年間

勤務されるわけなんです。そうしたときに、中

国は人間対人間の信頼関係というものを結構重

んじられる方が多いそうなんです。政府関係に

アテンドして、しっかりとした人間関係をつく

られて、でき上がってこれから仕事をしようと

思ったときに、宮崎のほうに帰ってこられて国

際関係業務に携わられる。現地のほうとしまし

ては、もっと現地で働いてくれるような人を望

んでいらっしゃるんですが、派遣の期間を長く

することができないものか、商工観光労働部長

に続けて伺います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 上海事務

所においては、先ほどもお答えしましたとお

り、派遣している県職員が所長として現地での

人脈づくり等に努めてきているところでありま

すが、現在、それに加えて、宮銀から派遣いた

だいている職員と日本語の堪能な現地職員１名

を副所長という形で配置しておりまして、いわ

ば事務所全体として現地の人的なネットワーク

形成を図ってきているところであります。お尋

ねのありました件については、今後の事務所の

あり方にも関連するとともに、人材育成、人事

管理面といった整理すべき課題もありますこと

から、関係部局と十分協議しながら、適切に対

応してまいりたいと考えております。以上でご

ざいます。

○二見康之議員 アジアに注目されるのであれ

ば、多少重点を置いてもいいのではないかとい

うふうに考えております。

林業公社の件など、時間が来ましたので残し

てしまいました。一般質問でも木材価格の課題

とか出ておりますが、さきの２月議会のときに

も、知事にもお越しいただいて委員会のほうで
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御答弁いただきましたように、木材価格という

ものは国際的に非常に不安定な状況であります

ので、しっかりとした改善策並びに、今後、長

期にわたって残すのではなくて、何とか自分た

ちの任期中に片をつけられるような視点も踏ま

えて、林業公社の問題については取り組んでい

ただきたいというふうにお願い申し上げまし

て、一般質問を終わります。（拍手）

○中野一則副議長 次は、坂口博美議員。

○坂口博美議員〔登壇〕(拍手) きょうは一般

質問の最終日。今、我が会派の若手のホープが

先鋒としてここに立ったわけですけれども、次

鋒で立たせていただきました。山のにぎわいと

言われないように、ちょっと頑張らねばという

強いプレッシャーを背中に感じながら、まずは

知事に、政治姿勢に関する問題から伺ってまい

ります。

九州広域行政機構についてでありますけれど

も、これについては、この議会でたくさんの議

員が質問いたしましたので、重複を避けまし

て、この場からは、まず、この機構を立ち上げ

るに至っての手順はどういうことを踏まえてな

されるのかということ。それからもう１つは、

これが設立された際には、宮崎県はそこに参入

していくということが前提条件とされているの

か。この２つについて伺いまして、後は自席か

らお尋ねをいたします。(拍手)〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

九州広域行政機構の設立についてでありま

す。厳密に申しますと、九州広域行政機構とい

うのは、国の検討に際し九州地方知事会として

提案した制度の名前でございまして、それを受

けて、具体化をされる出先機関の廃止、地方移

管の受け皿となる組織の設置についてというこ

とになるかと思います。現在、政府から示され

ている法律案におきましては、国の出先機関の

受け入れに当たっては、移管を希望する地域に

おいて広域連合を設置するとともに、移譲対象

機関や移譲開始日、組織体制等を定めました移

譲計画の認定を受けなければならないものとさ

れております。具体的な手続としましては、広

域連合の設置について、構成団体の議会の議決

を経て総務大臣の許可を受けるとともに、出先

機関の移管について、あらかじめ関係市町村の

意見も聞いた上で、構成団体の議会の議決を経

て移譲計画を作成し、内閣総理大臣の認定を受

けるという流れになっておるところでございま

す。なお、受け皿となる組織の区域につきまし

ては、現在の国の出先機関の管轄区域を包括す

る区域とされておりまして、九州におきまして

は、沖縄県を除く全県が対象区域になることが

想定されますので、その場合は本県も加入する

ことが前提となるものと、制度的にはそのよう

になっておるところでございます。以上でござ

います。〔降壇〕

○坂口博美議員 １県だけでも抜けたら、これ

は設立できないんだということであります。知

事もこの議会で特に感じられていると思うんで

すけれども、たくさんの議員から、知事のリー

ダーシップ、政治姿勢に関してかなり厳しい質

問がありました。これはどういうことかという

と、私も含めてなんですけれども、今、県議会

には、河野知事というのは本当に宮崎のために

なるんだろうか、このままでいいのかという懸

念がだんだん広がってきているんです。ですか

ら、このことを知事は率直に聞いていただくこ

とが必要だな、肝要だなということを申し上げ

て、再質問に入ります。

今言われたように、これは宮崎が抜ければだ
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めだ。それから、これまでの流れの中で、知事

として宮崎のためにどうあるべきかということ

をいろんな場で発言してきているということで

ありました。宮崎のことを一生懸命考えていた

だいている。結果的に、知事が主張されてきた

ことがルールとして制度設計なりに盛り込まれ

なかった、あるいは九州地方知事会の中で合意

がとれなかったとき、言いかえますと宮崎のた

めにならないなという判断に至ったときに、果

たして知事は、いや、おれは入らないよと拒否

されるだけの勇気をお持ちかどうか大変心配な

んです。今の答弁にありましたように、いやい

や、これは市町村の意見を聞くことになってい

ますから、あるいは議会の皆さんの議決が要る

んですよと。今回の瓦れき問題と一緒になって

しまうんじゃないかという強い懸念を持ってい

るんですけれども、まず、宮崎のためになるな

らないの判断と、加入することに対しての知事

のしっかりとしたスタンスを、改めてお聞かせ

いただきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 現在、政府が示してお

ります法律案におきましては、今回の改革の可

否を左右する幾つかの課題というものが具体的

になされていない、もしくは政令にゆだねられ

ている、そういう状況にございます。したがい

まして、九州知事会としましては、現時点にお

いて、政府の制度設計に沿って出先機関の受け

皿の設立を目指すというところまでの結論に

至っているわけではございません。関連法案の

提出を含め大変不透明な状況にございますが、

仮に受け皿の設立を具体的に検討することと

なった場合には、大事なことは、本県におきま

してさまざま議論がなされております、またい

ろんな御意見をちょうだいしております、イン

フラ整備等の地域間格差の是正、そして九州の

均衡ある発展に資する仕組みづくりに向けて、

本県の考え方を改めて強く主張するとともに、

県議会、市町村、そして県民の皆様の御意見を

十分に踏まえた上で、最終的には、宮崎県知事

として軸足を宮崎に置いた上で、本県にとって

最良となるような判断をしてまいりたいと考え

ております。

○坂口博美議員 しっかりここに基軸を置いて

リーダーシップを発揮していただくということ

を、ぜひともお願いしておきます。

そこで、これに係ることで、今、インフラ整

備等を言われました。それで、例えば地域自主

戦略交付金を見てみますと、４月７日だったで

すか６日だったですか、配分額が決定して配分

されました。沖縄県を除く全国46都道府県総額

が5,406億5,700万だったですか。沖縄を除いて

九州７県が875億7,000万円でした。宮崎県が83

億3,300万円、これは７県トータルの中の9.52％

しかないんです。もちろん最下位です。しりか

ら２番目はどこかといったら佐賀県なんです。

佐賀県は90億3,400万、本県より７億100万多い

んです。隣の鹿児島県154億4,000万、本県

の1.85倍。鹿児島の54％しか本県はないんで

す。このことについて知事はどうお考えになる

のか。それから、なぜこんな数字が出てくるの

か、その算定手法はどうなっているのかを知事

にお伺いいたします。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘ございました

地域自主戦略交付金、いわゆる一括交付金は、

昨年度創設されて、ことし２年目でございま

す。昨年度の数字も含めて大変低い数字になっ

たと、不本意に思っておったところでございま

す。今年度は、全体のおおむね８割が各都道府

県が要望します継続事業の見込み額を基礎とい

たしまして、残りの部分が道路延長や財政力な
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どの客観的な統計指標に基づき配分される仕組

みとなっておるわけでございます。本県が強く

要望しておりました、客観的指標に未改良の道

路延長を加えるというのが今年度は認められた

ものですから、全国に占める本県の割合という

ものが一定程度増加しておるものでございます

が、継続事業分の配分につきまして、昨年度の

交付実績をベースに算定がなされたことから、

大幅な改善には至っていないところでございま

す。算定の全体が本県のようにインフラ整備が

これから行われるというところに有利になって

いない状況がございまして、これにつきまして

強く見直しの要望を行っているところでござい

ますが、今言いましたように一定程度改善がさ

れたということで、少し伸びがあったところで

ございます。今後、本県にとって有利となりま

すような客観的指標による配分割合を高めるこ

とを求めていきますとともに、社会資本整備の

おくれた地域の実情、また財政力の弱い本県の

ような団体に配慮した算定となるよう、国に対

して強く求めてまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 今の２号算定、客観算定が18

億余りで２割ぐらい、そのとおりなんです。た

だ、これは長年かかって本県が、まず、基準財

政需要額の算定の中に未改良区間を入れてくれ

ということをずっと引き続き努力してきた。こ

れがかなえられたというのは一歩前進かなと思

います。しかしながら問題は、８割を占める１

号算定額、ことしであれば64～65億ぐらいにな

るんでしょうか、ここのところが問題だと思う

んです。これについては要望額に基づいて云々

となっているんですけど、どうしても佐賀県よ

り７億も少ない数字が出るということが理解で

きないんです。どうなっているのかまず知りた

いわけです。

そして、今のは一括交付金ですから、まずは

内閣府が示したものを、各省庁から具体的に必

要な予算が配付されるわけですよね。その中

で、例えば県土整備に係る補助公共事業と交付

金の総額を見てみますと、今年度内示された分

は302億1,800万なんです。これを対前年度で比

較しますと、前年度は暫定でしたから、３次補

正の後を見ると341億6,500万、ですからマイナ

スすると39億4,700万も少ないわけなんです。こ

このところも、なぜこうなったのかということ

を、まず知事にお伺いいたします。また、これ

をどう感じているのか、あわせてお答えをいた

だきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 今御指摘がありました

国土交通省の予算の配分方針におきましては、

国民生活の安全・安心の確保や真に必要な社会

資本の着実な実施に重点を置くとされておると

ころでございますが、残念ながら、今回、具体

的な配分につきまして、国の判断によりそのよ

うな数字となっておるところでございます。社

会資本の整備がおくれている本県にとって、大

変厳しい状況であると考えておりますので、引

き続き、必要な補助の額というものについて要

望に努めてまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 国の判断でこうなってしまっ

た―そうなんです。だから、なぜ国がそんな

判断をしたかということなんですけれども、こ

れだけ不足しているというのは、とにかく裁量

的な部分をばっさり切られてしまった結果だと

思うんです。対前年度比11.6％の減です。こん

なことになったわけですけれども、この予算と

いうのは、２月定例会で知事が我々に提案され

た補助公共事業費、県土整備に係る分です。こ

れについては351億1,800万を計上されたんで

す。我々は真剣にやってそれは認めた。これと
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比べると49億円も足りないわけなんです。この

ことが今後どんな影響を与えるのか、極めて心

配なんですけれども、まずはその入り口とし

て、我々に予算を上程されるときの予算編成に

際しての基本的な姿勢、それとこのことに対し

ての所見をあわせてお伺いしたいと存じます。

○知事（河野俊嗣君） この公共事業予算でご

ざいますが、厳しい状況の中で財政改革の推進

に取り組む中で、第３期の財政改革推進計画に

基づき、前年度の95％の範囲内というのがまず

基本姿勢としてございます。一方、国の公共事

業予算についてでございます。近年の削減方針

に加え、今年度は東日本大震災の復興分を除く

一般会計ベースで8.1％の減となっておりまし

て、本県の補助公共事業等への当初内示額は、

御指摘のあったように大変厳しい状況というこ

とでございます。今年度予算におきましては、

何とか県でできる範囲でということで、県単公

共事業につきましては、23年度に対前年度

比24.1％増としたのに続いて、さらにその

上、2.3％増ということで最大限の配慮を行った

ところでございますが、本県の公共事業予算の

大宗を占めるのは補助公共事業でございます。

一方で、直轄事業はある程度の事業量は確保で

きたわけでございますが、この補助事業予算の

確保に向けて引き続き努力をしてまいりたいと

考えております。

○坂口博美議員 特別枠については、本当に感

謝もしているし、ありがたいなと思っておりま

す。高い評価をしております。ただ、国の予算

が8.1％減ったからということを関連づけられま

したけど、では、九州７県の減額率がどれだけ

になっているかというと5.7％なんです。宮崎

は11.6％ですから、九州平均の２倍以上なんで

す。だから、ここのところは真剣に受けとめて

対応していただかなければいけない。申すまで

もないことですけれども、当初予算を組むに当

たっては、財政改革の視点から必要最小限度と

いうのが一つあると思います。それから当然、

プロですから歳入見通しというのも立てられる

と思うんです。幾ら来るかわからんのに予算が

組めるということはないわけですから。だが結

果的にこうなってしまったわけであります。言

えますことは、見通しを立てていた、充ててい

た県費の裏負担というのが当然塩漬けになって

しまいます。せっかくの知事の配慮の特別枠と

いうのはそこで吹っ飛んでしまうことになる。

だから、予算編成にはもっともっと真剣な取り

組みと、やっぱりいただくものは何があっても

いただいてくるんだという取り組みが必要だと

思うんです。今申し上げました補助公共の39

億4,700万ですか、この中の95％、37億4,000万

は道路費なんです。道路費だけがごっとり落ち

たわけなんです。県土整備部長に伺いますけ

ど、県土整備行政としてこのことはどう本県に

影響を与えるのかをお答えいただきたいと思い

ます。

○県土整備部長（濱田良和君） 本県の道路関

係予算の内示状況でございますが、東九州自動

車道を初めとする直轄事業につきましては、要

望額の上限で前年を上回る配分が示されました

ことから、着実な事業進捗が図られるものと期

待をしております。しかしながら、御質問の県

の補助事業と交付金事業につきましては、対前

年度比18％の大幅な減少となっております。こ

のように急激に予算が減少しますと、計画的な

道路整備が困難となり、県民生活の利便性向上

にも支障を来しますとともに、地域の経済や雇

用を支えている建設産業に対する影響も懸念さ

れるところでございます。道路を初めとする予
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算の確保につきましては、これまでも国に対し

繰り返し要望を行ってきたところであります

が、今後とも、さらなる予算の獲得に向け、全

力で取り組んでまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひよろしくお願いします。

今言われたように、いろんな影響─ただ道

路が延びないだけじゃないんです。申すまでも

ないことですけど、土木行政の果たすべき役割

は、資本のストックは当然ですけれども、地域

における経済への貢献でありますとか雇用への

貢献、それから法が求めております健全な建設

産業あるいは建設業の育成、この責務も県に課

せられているわけなんです。それがために県は

いろいろ知恵を出しながら、一般競争入札、そ

して総合評価制度というのを、試行を重ねなが

らやってきているわけなんですけれども、本県

の総合評価制度というのは、専門性を物すごく

狭く求めていく総合評価制度なんです。言いか

えますと、よし、おれのところは道路で専門性

を高めて道路の技術で飯を食っていこうという

ところは道路に特化していく、あるいはほかの

河川だ港湾だというところはそっちに行ってし

まう。そこで、こんなに県が考えた、あるいは

いろんなことを総合的に判断しながらこれだけ

の予算を確保しようといったところが、極端に

抜けてしまった。

今、直轄と言われたけど、直轄の港湾なん

て330％からふえているということです。県の場

合は港湾50％ですけれども。そんなことの中で

一生懸命やっていた。どの点数から見ても100点

取れるような業者が入らないわけです。一方で

は、ことしはいよいよいかんかな、点数ぎりぎ

りだなと思ったところが、Ｋ値だなんだが機能

していって思わぬ仕事が入ってくる。これは健

全なる企業の育成という精神にはちょっと問題

ありじゃないかなと思います。まじめに一生懸

命頑張っている業者でも契約に結びつかない。

倒産をすれば途端に経済混乱、失業者です。ま

じめに取り組む者が報われるような制度に改め

るべきだという気がいたします。ですから、こ

の道路予算、何としても確保しなきゃいかんわ

けですけれども、これについての知事の考え方

というのをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおり、道路

予算は、インフラ整備のためにも、またさまざ

まな産業の振興、地域社会の維持という観点か

らも幅広く効果のある、本当に重要なものだと

いう認識でございます。今回の内示を踏まえ、

補正予算なども含めまして、必要な道路予算の

確保とおくれている地方への重点配分がなされ

ますよう、先日も、私が都合がつきませんでし

たので、副知事に国交省のほうへ要望に行って

もらったところでございますし、近々、九州地

方整備局長と意見交換をする機会等もございま

す。そのような機会というものをとらえまし

て、私も東京に足を運ぶなり、積極的に国等へ

強く要望してまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひそれは何が何でもやら

にゃいかんと思うんです。補正なんかもことし

はある意味ではチャンスが来るんじゃないか。

今、国は全く言っていないけど、消費税増税で

しょう。それから選挙でしょう。こんな経済状

況。やっぱり準備を整えるべき。ただそこで、

道路の補正予算を獲得するんだと言われたっ

て、道路、経済対策で補正をやろうと国がした

ときに、用地がなければこれは成り立たない話

です。今、用地のストックはほとんどない。本

気でやるならば、まず用地のストックを早速始

めるべきだと思うんです。そして、補正いつで

もいらっしゃいと。「うちは、補正されるけど
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土地がないから要りません」が今までの繰り返

しだったんです。こんな轍を踏まないことを要

望しておきます。

それから、本県の場合は総合評価制度という

のが、工事内容とか物すごく専門性を問われる

わけなんです。ですから、企業の努力とか技術

力が公平に報われないと今言いましたけれど

も、これについては受注が偏り始めたという指

摘が、この議会でも２人ほどの議員からあった

と思います。こういったことについても本気で

是正していかなければいけないと思っておりま

す。そのためには、まず予算の張りつけ方、そ

れから入札制度のあり方。入札制度も、指名競

争入札は談合が起こった。だからいい点、悪い

点がある。一般競争入札に行った。なかなか出

口が見えずに試行錯誤を繰り返している。両方

とも、何がよくて何が悪かったのか、悪い点は

排除できないのか、あるいはストッパーをかけ

られないのか、そういったことを一回全体を見

直して─一番大切なのは、発注者側の立場で

判断してもいけない、受注者の立場で判断して

もいけない、エンドユーザーのためにいかにい

いものを提供できるか、納税者感覚にいかに

沿っていけるか。この視点から総合的に判断す

る必要があると思うんです。今までかたくな

に、一般だ一般だとこだわってきてたんですけ

ど、そこらを、エンドユーザーのため、それか

ら納税者のための見直しというものに、いま一

度本気で取り組まれる気はないのか、知事にお

伺いをいたします。

○知事（河野俊嗣君） 大変重要な御指摘をい

ただいたものと受けとめておるところでござい

ます。これまで入札制度改革というもの、県民

の県政に対する信頼回復ということで、公正・

透明で競争性の高い一般競争入札へ移行したと

ころでございますが、その後、さまざまな御意

見、また現場の実態等を踏まえて、今御指摘に

ありましたような見直しがなされ、地域に貢献

している建設事業者が受注しやすい環境づくり

に努めてきたところでございます。今後とも、

建設産業の果たす重要な役割をしっかり踏ま

え、幅広くさまざまな御意見を伺いながら、基

本的には一般競争入札の枠組みの中で、入札制

度のあり方も含めて、必要な改善というものに

努めてまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 一般競争入札という枠組みの

中でというところがわからないんです。指名に

してくれというんじゃないんです。そんな枠は

一たん外して、何が本当に県民のためか、総合

的にどれがすぐれているか検討したらどうです

かと言っているんです。ここにも柔軟に聞く耳

を持ってほしいと思います。これは要望にして

おきます。

今、知事の政治姿勢に絡んで交付金絡みのこ

とを申し上げてきたんですけれども、とにかく

九州の中で交付金の限度額が最下位という中

で、仮に広域行政機構が設立をされた、そこで

さまざまなことをやっていって―一括交付金

というのはそこに入ってくるわけです。そうな

ると、どんな分け方をするかとなったときに、

「いや、宮崎はインフラがおくれているから、

ＪＲもだめだ、飛行場もまだまだだ、国道、県

道だってまだまだだ。だから余計くれ」と言っ

たって、よその知事はうんと言えないですよ、

立場上。そのとき、やっぱりベースになるの

は、宮崎県は全体の9.52％じゃないか、ここか

らが勝負だよということで、今のおくれはずっ

とついてくるんです。こういったことも含め考

えたとき、なぜ宮崎だけがこんなにばっさりや

られたのか。「宮崎の道路は命の道なんです。
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何とか国土交通省さん、やってくださいよ」と

お願いしながら、一方では、「ちょっと待って

くれ、こんなもの廃止しろ廃止しろ」でしょ

う。僕が国土交通省だったら、宮崎の道路なん

か全部ぶっちぎれとやりますよ。それは僕のげ

すの勘ぐりかもわからないけど、こういうこと

も心配している。だから、もっと宮崎の立場に

立った判断をしていって、これはだめだぞと

なったときは、「いや、おれは抜ける」という

奈良県のような英断も必要かなという気がいた

します。先ほど知事のスタンスを聞いたんです

けど、改めて、こういったことに対しての考え

方を聞いておきたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） さまざまな御指摘があ

りました。整理しますと、奈良に関しまして

は、今回の出先機関の受け皿いかんというのと

はまた別の理由で広域連合には加入されていな

いというところがあるわけでございます。

それから、今回、本県だけがばっさりという

ところを出先機関改革と結びつけての御指摘も

ございましたが、九州地方知事会議の中でも知

事の中に温度差があるわけでありまして、もっ

ともっと積極姿勢の知事もいらっしゃる状況の

中で、ほかのところは削られていないという状

況もあるものですから、必ずしもそこが直結す

るというふうには考えておらないところでござ

います。

済みません。御質問に対するところでござい

ますが、いずれにせよ、国の出先機関改革につ

きまして、県議会を初め、市町村、経済団体、

本県選出の国会議員、さまざまな懸念の声とい

うものを真摯に受けとめておるところでござい

ます。今回の改革の正否というものは、あくま

で制度設計がいかになされるのかにかかってい

ると考えております。政府から具体案が示され

ていないわけでございますが、今回の改革が真

の地方分権に向けたものとなるように、いかに

制度設計に向けて本県の立場というものを求め

ていくことができるか、そういう具体化ができ

るかというところがポイントになるということ

でございまして、今回の議論の具体化の中で、

本県の対応については慎重に考えてまいりた

い、あくまで宮崎に軸足を置いて考えてまいり

たいと思っております。

○坂口博美議員 ほかの県が切られてなくて本

県が切られたから心配しているんです。鹿児島

にしても佐賀にしても、総務省ではあるけれど

も、やっぱり百戦錬磨かもわからない。だか

ら、なぜ宮崎がというところにどうしても懸念

を持つわけなんです。

この後にやる質問、防災拠点整備に関して、

前もって、知事、副知事、それから各部局長が

去年１年間どれぐらい在庁していたんだろうと

いうことを報告してもらいました。一番県庁に

よくおられたのが知事なんです。一日じゅう県

庁にいましたよというのが昨年は215日、ちょっ

と来て出ましたというのが44日、合わせて259

日、断トツなんです。よく考えてみると、土日

祭日を引いたら244日しかない、それ以上おられ

た。頑張っておられるなと改めて敬意を表すこ

ともあるんですけど、いや待てよ、事あるごと

に、おれは国に頼んでいるんだ、自分の国との

関係を生かして宮崎のために要望活動をやって

いるんだと言うけど、一体いつ東京に行かれた

んだろうという疑問が生じたわけなんです。古

い話になりますけど、故松形知事は歩かれるこ

とで有名だったんです、霞が関に行っても。エ

レベーターを使われない。僕も委員長でついて

いったことがあります。当時陳情が多かったか

らですね。エレベーターを使われないはずで
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す。各階を歩いて、課長、主幹、係長のところ

まで事細かに全部回るんです。だからエレベー

ターに乗っている間がないから乗らないだけ

で、運動のためじゃなかったということを、

行って初めて知ったんです。知事、もうこれは

要望にとめますけれども、今後、陳情のあり方

をもうちょっと工夫していただく必要があるの

かなというふうに思います。これはお願いをし

ておきます。

続いて、防災関連ですけれども、去る３月31

日、阿部勝征東京大学名誉教授を座長とする

「南海トラフの巨大地震モデル検討会」

が、2003年の想定を大きく上回る震度分布であ

りますとか津波高の発表をいたしました。これ

を見ると、震度７に該当する面積というのが

約20倍の7,000平方キロメーターです。それから

津波高20メーター以上の津波を受けるよという

自治体数、これはこれまでの想定ではゼロだっ

たんですけれども、23の市町村に上っておりま

す。今回、その基本としたというんでしょう

か、想定したマグニチュードを「９」で想定し

ているんです。この９はどういった根拠に基づ

いての想定なのか、危機管理統括監にお伺いを

いたします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 南海トラ

フの巨大地震の想定規模につきましては、議員

から今御指摘がありましたように、内閣府が公

表した昨年12月27日の中間報告、及びことし３

月31日に第１次報告ということで説明されてい

るところでございます。一般的に地震の想定規

模につきましては、震源域の面積と平均応力降

下量（地震の際に断層がずれることによって解

放される力の大きさ）を示しておりますが、こ

れらによって算定されているところでございま

す。今回の報告書では、東日本大震災の状況を

踏まえまして、新たに南海トラフで連動して地

震が発生する可能性がある想定震源域を示して

おりまして、その面積は11ないし14万平方キロ

メートルと大幅に拡大されたところでございま

す。これに伴いまして地震の規模がマグニチ

ュード9.0ないし9.1とされているところでござ

います。内閣府では引き続き、南海トラフの巨

大地震の地震・津波想定についての検討が進め

られているところでございまして、今後さらに

詳細な報告がなされるものと承知しておりま

す。

○坂口博美議員 では、今までの古い2003年基

準での設定、それから今回のマグニチュード９

を比較したとき、地震のエネルギー量はどんな

ぐあいに違うのか、統括監にお伺いします。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） これまで

の想定地震の規模につきましては、東南海・南

海地震については、中央防災会議が平成15年度

に公表した地震・津波の検討結果をもとにマグ

ニチュード8.6、また日向灘地震につきまして

は、県独自の検討によりマグニチュード7.5を想

定しておりました。マグニチュードと地震エネ

ルギーは対数関係にございまして、一般的にマ

グニチュードが0.2上がるごとに地震エネルギー

はおおむね２倍になるという関係にございま

す。したがいまして、今申し上げました数字等

の関係で申し上げますと、マグニチュード９の

地震エネルギーは、マグニチュード8.6との比較

では約４倍、またマグニチュード7.5との比較で

は約178倍ということになります。

○坂口博美議員 そうなんです。だから、先ほ

どの11万平方キロメーターは東日本大震災より

１万平方キロメーター多いんです。14万平方キ

ロメーターというのは、トラフから境界面10キ

ロメーターより浅い水域を足したものだからと



- 262 -

平成24年６月19日(火)

いうことで、九州からパラオあたりまで延びる

可能性があるということで、膨大な地震エネル

ギーの可能性を持った宮崎県ということに立場

が変わってしまったということを認識しなきゃ

いけないと思うんです。そうなりましたとき

に、県が設定すべき震度分布と揺れの長さ、そ

してまた宮崎市における津波高と、津波が発生

して宮崎市までどれぐらいで到達するのか最短

到達時間、これについて教えてください。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 内閣府が

公表した資料によりますと、震度分布につきま

しては、本県において沿岸の３市５町で震度７

の揺れが発生すると見込まれております。その

揺れの長さにつきましては、これまでの報告も

そうなんですが、特に公表はされておりませ

ん。また、津波につきましては、今回、11パ

ターンのケースを想定して検討がなされ、沿岸

の各市町ごとに最大の津波高が示されておりま

す。最も高い数値といたしましては、串間市

の15.8メートルでございます。また、御質問の

宮崎市につきましては、最大の高さが14.8メー

トルと示されているところでございます。津波

の到達時間につきましては、各ケースごとに１

メートルの津波が沿岸に到達する時間が計算さ

れておりまして、津波発生から到達まで13分か

ら14分とされているところでございます。

○坂口博美議員 揺れの長さは示していないと

いうんですけど、当然ながら、178倍のエネル

ギーでしょう。震度７にしても時間が短縮され

ることはないと思うんです。長くなれば津波の

心配がよほど出てくると思うんです。そういっ

た中で、危機管理機能の万全を期すべく事業計

画、いわゆる本庁版ＢＣＰを県は策定していま

す。ここにある第１グループ、すわというグ

ループですね。これの位置づけとその体制につ

いて教えてください。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） ただいま

御紹介いただきましたように、ＢＣＰに県庁で

今取り組んでいるところでございます。これは

「組織における業務継続計画」の略称でござい

まして、現在、大規模な自然災害や深刻な感染

症が発生した場合等に備えまして、本庁版ＢＣ

Ｐの策定作業を行っているところでございま

す。この中で、万一、巨大地震等が発生した場

合には、直ちに非常時体制に移行し、通常業務

を一たんすべて停止した上で、地域防災計画等

に定めた初動対応の業務に全庁的に当たること

としております。あわせて、その他の業務の中

でも優先的に行うべき業務を３段階に分類し、

直ちに実施・再開する業務を第１グループとし

て位置づけることとしております。第１グルー

プの具体的内容につきましては、現在検討を進

めている最中でございますけれども、想定され

ますのは、庁舎内の人命にかかわること、ない

しは重要なインフラの復旧等が該当するものと

想定しているところでございます。これらの業

務遂行に当たりましては、責任ある組織体制が

不可欠でありますので、知事や部局長等が対応

できない場合の代理の規定、ないしは業務が長

期にわたる場合の交代勤務のあり方等について

も盛り込む必要があると考えているところでご

ざいます。

なお、今年度は、出先機関におきましても、

地方連絡協議会や県外事務所ごとに地域版のＢ

ＣＰを策定することとしておりまして、それぞ

れの地理的条件や事務所の立地環境等を踏まえ

た検討を行ってまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 では、仮に大規模な地震ある

いは津波が起きたときに、市町村との連携はど

う予定されているのかお伺いをいたします。
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○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 大規模な

災害が生じた際には、県、市町村を挙げて対応

していくことが必要だと考えております。その

防災行政の県と市町村の役割分担につきまして

は、災害対策基本法において定められておりま

すが、この中で、大ざっぱに申し上げますと、

県は、災害から住民の生命、身体、財産を保護

するため防災計画を策定し、市町村等が行う防

災に関する事務・業務を助け、かつその総合調

整を行う責務を負う。また、市町村につきまし

ては、各地域における防災計画を策定し、実施

するとされているところでございます。具体的

には、例えば県としましては、単独の市町村で

は対応できない大量の物資・要員の確保などに

より市町村の業務を直接支援、また、複数の市

町村、さらには県を超えた広域的な連携、ある

いは自衛隊、警察等の関係機関との連携を行う

上での総合的な調整業務を行うということに

なっているところでございます。一方、市町村

では、住民への災害情報の伝達、避難場所の確

保、誘導、避難所の運営など、直接、住民、地

域の方々への対応を行っていただくことになり

ます。

なお、今回の東日本大震災におきましては、

市町村の庁舎が被害を受け、行政機能が完全に

失われてしまうというケースも発生いたしまし

た。県といたしましては、このような状況も想

定し、市町村の災害対応活動のバックアップ体

制が必要であると考えておりまして、議員から

御指摘のありました平時からの連携について、

重要な課題として検討してまいりたいと考えて

おります。

○坂口博美議員 そういった中で、せんだって

県は第１駐車場のボーリング調査をやったんだ

けれども、これはその施設を整備しようという

目的の一つだと思うんです。その評価がどうで

あったのか、総務部長にお伺いをいたします。

○総務部長（四本 孝君） 防災拠点施設の整

備につきましては、昨年度の庁内の関係課長等

から成る検討委員会におきまして、本庁域の敷

地が望ましいとされたものであります。この本

庁域の敷地につきまして、議会の皆様から、大

地震発生時の液状化の可能性について御指摘を

いただいたところでございます。このため、県

庁外来者第１駐車場につきまして、専門的な見

地から候補地として適当かどうかを検討するた

め、ボーリング調査１カ所を実施したものであ

ります。この調査結果によりますと、地下43.6

メートルに、くいの支持層となる基盤岩がある

ことや、地下３メートルから8.6メートルの砂の

層において液状化が発生する可能性はあるが、

大規模な地震が発生した場合においても、地表

変位は3.8センチメートルと軽微な程度であると

いうことでございました。また、この結果を踏

まえますと、建物部分は一般的なくい基礎と

し、駐車場等の建物以外の部分は地盤改良を行

うなどの技術的な対策によりまして、液状化へ

の対応は可能であると考えております。

○坂口博美議員 金をかければ液状化は問題な

いんです。１カ所穴を掘られたけれども、大淀

川の底を見られたことがありますか。宮崎観光

ホテル前は軟岩が出てきます。あの岩がここに

来たときには、先ほど言われたように46メー

ター幾つまで深くなる、そんな変則的なところ

なんです。でもそれは、先ほど言いましたよう

に金をかければ、建物は。例えば東京スカイツ

リーだってそうです。軟弱なところに。日本海

の石油掘削基地なんていうのは、もっと荒い条

件のところにしっかり台風でももっています。

金をかければどうにでもなる。問題は、先ほど
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言いましたように津波です。知事に先ほど申し

上げましたように、平日は244日、１日９時間職

員の皆さんが拘束されたにしても2,196時間で

しょう。365日掛ける24時間、8,760時間で割っ

たら25.07％です。４分の１にしかならない。確

率で言うと、災害が起こったときに県庁にいる

割合と比べて、いろんなところにいる割合、と

にかく県庁に人がいない割合というのは３倍な

んです。３・11を見てください。気仙沼の映像

でも、あんな状況で音を立てて、13分後に最初

の１メーターが来るんです。それからわんと来

る。だれがここに出てこれますか。そんな職務

命令を出しますか―出しちゃいかんですよ。

だから、こういったことを真剣に検討し直し

て、これはゼロから考え直すべきだと思います

が、知事に改めてこの考え方をお伺いいたしま

す。

○知事（河野俊嗣君） さまざまな危機管理の

観点からの議論、また御意見を今拝聴しておっ

たところでございます。現在の検討状況という

ものをもう一回整理して御説明いたしますと、

昨年の大震災の直後から、いかに業務機能を維

持するかということで検討を進めてまいりまし

た。そして７月に庁内の関係課長等から成る検

討委員会を立ち上げて、その結果を12月の議会

においても報告させていただいたところでござ

いますが、そのときに、液状化の視点、それか

ら今御指摘もありました津波の視点というもの

も御指摘をいただいたところでございます。そ

ういった御指摘を踏まえて、現在、あくまでこ

れまでは庁内レベルの検討でございましたの

で、専門的な見地からの検討を有識者の検討委

員会でさせていただいております。施設の場

所、機能について、一つのたたき台ということ

で、今、本庁周辺ということでボーリング調査

などを行ってやってきたわけでございますが、

有識者から成る専門委員会では、さまざまな整

備パターン、選択肢というものを踏まえた検討

を行う必要があると考えておるところでござい

ます。県議会を初め県民の皆様の御意見も今後

十分お聞きしながら、慎重に検討を行ってまい

りたいと考えております。

○坂口博美議員 ぜひそこらは、いろんな人か

ら意見を聞いて総合的に判断を……。

県土整備部長あたりはおわかりになると思う

んですけれども、ボーリングをお願いした。3.8

しかない、５層になっているから大丈夫だ、液

状化は心配要らない。では、液状化が起こらな

いのなら、なぜ岩着でやれと言うんですか、そ

んなに深くまで。摩擦でもちます。周りはみん

な摩擦でもってます。県がこういう方向から

やってくれないかと言えば、業者さんは忠実だ

から、それに沿ってやります。でも、ここが強

固な建物ができたにしても、岩着の民間の建物

がこの周りにいかほどありますか。それらが倒

れる―倒れないんです、摩擦で。くいが打っ

てあればですね。重さで支えるだけじゃなくて

摩擦で抜けない。液状化が怖いのは、摩擦ゼロ

になって抜けるから怖いだけです。そこらもも

う一回、総合的に何をやるべきか、みんなの知

恵を出し合って。最後にはお金が要るわけなん

です。総務部長に再度お伺いしますけど、仮に

これをやるとするときに、その財源の性格はど

うなっていくのか、それから本県の財政力の余

力というのはどうなるのか、お伺いをいたしま

す。

○総務部長（四本 孝君） 防災拠点につきま

しては、今後、施設の機能や規模、建設方法な

どについて調査・検討を行うこととしておるわ

けでございますが、その財源につきましては、
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これらの検討と並行して進めることにしており

ます。具体的な財源の内容等につきましては、

施設の機能や規模等がどのようになるかにより

異なってくるものと認識しておりますけれど

も、財政基盤の脆弱な本県にとりまして相応の

負担が生じるものでございますので、できるだ

け負担の少ない方法等について検討を行うとと

もに、国に対しても必要に応じた財政措置を要

望してまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 ずっと先のことで、今からの

ことだけれども、今の答弁を聞いていると、財

政力が弱いんだよなということ。ですからでき

るだけ負担の少ないものがほしいんだよな、国

とも相談するんだよといったとき、具体的には

それが行き着くところといったら、まず起債を

出して、よしんば、後年度交付税措置がある起

債を出して建てなきゃ金もないんだよというこ

とだと思うんです。そうなると、震災に直接か

かる真水部分だけにしか、国はそんなもの認め

ません。おのずと財源の限界もある。以前、庁

舎整備計画があったときはちゃんと管理基金を

積んだんです。400億だったか700億だったかそ

の数字が歩いたけれども、それでもやっぱりや

れなかった。だから、これをやるとしたら本当

に真剣に検討を重ねて、目的を必ず達成でき

る、無駄もない、市町村ともぴっしゃりいくと

いう検討を重ねていただきたいということを、

くどいようですけど、もう一度知事に確認をい

たしたいと存じます。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のとおりでござ

います。厳しい財政状況の中でどのように財源

をやりくりするかという背景がある中で、この

喫緊に迫る南海トラフの地震に対してしっかり

とした防災機能を維持していく、大変重要な課

題でございますので、専門家の意見も伺いなが

ら、幅広い選択肢、整備パターンというものも

想定をして、みんなの知恵を集めて宮崎の安全

・安心というものを守ってまいりたい、そのよ

うに考えております。

○坂口博美議員 くどいなと思われるかもしれ

んけれども、口蹄疫のときを思い出してほしい

んです。最初すごく混乱しました。おれの責

任、おれの責任、いや、国の責任だ、県の責任

だ、市町村だ。結果的には、やっぱり役割分担

があって、出先が一番その場を知っている、対

応も早いということで、おのずと役割分担が決

まりました。そこらをもう一回思い起こして役

割分担もしっかり整理してほしい。災害という

のは県内一円に満遍なく同じような状況じゃな

い。あるところはこう、あるところはこうとい

うことで、市町村でなければ把握できないし、

対応の適正さこれらもやりようがないと思うん

です。本当にくどいんですけれども、まず、県

がそんなものをつくる必要があるのかないのか

も含めて、検討をゼロからスタートするという

ことをお約束していただきたいと思います。知

事、お願いします。

○知事（河野俊嗣君） ゼロからということで

ございましたが、今の時点で何も決めているも

のではないわけであります。大震災の教訓を踏

まえて、防災機能の維持をどのようにしたら図

ることができるのかということで、たたき台と

して庁舎ということを庁内の検討委員会が示し

たわけでございます。繰り返しになりますが、

専門家の意見を踏まえ、今御指摘がありました

ような、災害対応の場合の市町村との連携、そ

れから職員の登庁の便宜というようないろんな

御指摘がございました。このようなさまざまな

御意見を踏まえて、よりよい結論を求めていき

たい、そのように考えております。
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○坂口博美議員 大切なことだから、一分一刻

を争うという気持ちもあわせ持っているんです

けれども、後悔しないということ、機能すると

いうことが何よりも大切だと思うから……。当

然のことですけど、あらゆる危機に際して、県

民の命を守るということは、県としては何が何

でも間違えちゃいかん優先すべき事項というの

はわかっててお聞きをする。わかっているがゆ

えにくどくお聞きをするんだけれどもですね。

そういった観点から、どうしても甘いなと思っ

たものだからくどくなりました。

今申し上げましたような、例えば、津波と地

震を想定したとき、市町村は耐え得るのかと

いったようなこと、あるいは宮崎空港はどうな

るんだ、宮崎港はどうなるんだといったような

こと、ここに人は来れるのか。さらには、知事

公舎と副知事公舎が一緒にあります。利便性の

上からは一緒のところがいいです。危機管理上

はいかがなものか。あるいは県の官舎はいかが

なものか。和知川原、霧島ですか、水につか

る。ここらでいいものかどうなのかとか、洗い

出せばたくさん出てくると思うんです。だか

ら、みんなが知恵を出すことが必要だと思うん

です。そのほかにも、例えば宮崎市は、事務管

理一括でやっているから、万が一のためにとい

うようなことで、せんだって何か決められまし

た。書類の保存とかそういうことだったのか

な、詳しくは知らないけど、一元一括管理とい

うことの盲点をつかれちゃいかんということ

で。そういった視点も大事かなと思うんです。

当然御案内と思うんですけど、企業なんかの要

人が出張等で移動するときは、飛行機を変え、

時間を変え、幾つかの移動手段で。これは万が

一のことを考えてリスク分散なんです。これだ

けの事業ですから、万全を期して、想定外だっ

たということだけは絶対許されないということ

を申し上げて、よくよくの検討をお願いしたい

と思います。

次に、温暖化対策についてお伺いをしてまい

りたいと思うんですけど、気候変動に関する政

府間パネル、いわゆるＩＰＣＣが2007年の第４

回の評価報告書で、「21世紀の末には、大気中

のＣＯ２濃度は過去65万年の中で一番高い濃度

になるだろう。それから大気の温度、これは75

万年の中で一番高い気温になるだろう。そして

海水のｐＨ、これは2000万年の中で最も低いｐ

Ｈになるんじゃないか」というようなことを幾

つも公表したわけです。そういった中で温暖化

が進んでいるんですが、例えば埼玉県では、温

暖化が進むということで、これまでは南国特産

とされてきた、例えばマンゴー、バナナ、温州

ミカン─実際普及もしているんですけれども

─こういったものを新たな品目として導入す

るということで、プロジェクトを立ち上げて今

取り組んでいるんです。言うまでもないことで

すけれども、温暖化というのは暖かくなること

ですから、北限とか南限とかいったものが、北

半球ではだんだん北上していくことになるわけ

です。宮崎県は最南端にあるから、これにはい

ち早く対応しなければいけないんですけれど

も、とりあえず、本県の林業、農業、畜産業、

水産業について、どう把握され、どう取り組も

うとされているのか、それぞれ部長にお伺いを

いたします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 現在、本県の

林業の分野において、地球温暖化の影響は確認

されておりませんが、今後、温暖化の進展に伴

いまして、集中豪雨による山地災害や病虫害、

干害等の気象害の発生、樹木の成長や分布の変

化、シイタケ等の収量の減少等が懸念されると
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ころであります。このため、国の研究機関等が

調査研究しております温暖化に関する研究報告

等の情報の収集・分析に努めるとともに、林業

技術センターにおいて、国の試験研究機関や大

学等と連携を図りながら、樹木成長を阻害する

気象害や病虫害に関する研究、温度変化に対応

したシイタケの生産技術に関する研究などに取

り組んでまいりたいと考えております。

○農政水産部長（岡村 巖君） 農業、畜産

業、水産業などは、天候や自然環境の影響を最

も早く、かつ直接的に受けるため、常日ごろか

らあらゆる変化にアンテナを張りめぐらせてお

くことが大変重要でございます。とりわけ南九

州に位置する本県においては、近年、米の品質

の低下、乳用牛の乳量の低下、海中の藻場の衰

退などが頻繁に確認されており、進行する地球

温暖化への対応は避けて通れない喫緊の課題で

あると認識をしております。県としましては、

平成20年に農水産業温暖化研究センターを設置

し、今後の温暖化のシミュレーションや温暖化

に対応した本県農水産業のあり方についての研

究を進め、本年３月、温暖化を生かす、守る、

抑制するの３つの観点から品種や生産技術の今

後の方向性を取りまとめた、「農水産業地球温

暖化対応方針」を策定したところであります。

今後とも、この対応方針に基づき、本県におい

て将来にわたって持続した生産が可能となるよ

う、技術の開発や普及に力を入れてまいりま

す。

○坂口博美議員 厳しいことばかり言ったか

ら、最後にちょっとほっとするものを……。時

間が足りなくて随分残るんですけれども、代表

して、水に関してですが、県では40年以上かけ

て高温耐性のニジマスを系統選抜されました。

この報道の中で、どうもＣＯＸ－２遺伝子が高

温耐性じゃないかという報道がなされて期待が

かかっていたんですけど、これはその後どう

なったんですか。

○農政水産部長（岡村 巖君） 通常のニジマ

スよりも比較的高温に強い高温耐性ニジマスを

つくり出す技術は、地球温暖化による養殖の飼

育環境の変化にも応用することが期待されてお

ります。しかしながら、高温耐性をつくり出す

ための選抜育種は長い年月を要することから、

その短縮が課題であり、県では、高温耐性を発

現させている遺伝子を標識とし、この遺伝子を

持つ個体を選抜することで育種の短縮化を図る

ため、その遺伝子の解明を進めているところで

あります。その結果、お話にありましたＣＯＸ

－２という遺伝子の有効性が示唆されました

が、標識としては実用的ではなかったことか

ら、新たな遺伝子を探しているところであり、

最近の研究では、次の候補の一つとして熱

ショックたんぱく質に関与する遺伝子が有効で

ある可能性が明らかになってきたところであり

ます。今後、さらに研究を進め、標識となる遺

伝子を明らかにした上で、ヤマメを初めさまざ

まな魚種に応用してまいりたいと考えておりま

す。

○坂口博美議員 ぜひ今後欲しいですよね。頑

張っていただきたい。

それから日本一チョウザメなんですけれど

も、チョウザメは逆に、低緯度地帯にいたの

が、生存競争で追い上げられてだんだん高緯度

に逃げてきた魚です。だから、もともと暖かい

ところの遺伝子を持っていると思うんです。こ

れはぜひ日本一につくり上げていただきたい。

チョウザメのキャビア日本一産地づくり100億、

これをどう具体的に取り組んでいかれるのか、

お答えをいただきたいと思います。
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○農政水産部長（岡村 巖君） 本県では昨

年、全国で唯一、シロチョウザメの稚魚を大量

かつ安定的に供給する体制が整いましたことか

ら、現在、この稚魚を養殖する民間業者の掘り

起こしを行っているところであり、これまで

に15経営体が養殖を開始しております。県とい

たしましては、稚魚の安定供給という強みを生

かし、養殖を県内に一層普及させて日本一の

チョウザメ産地を確立することで100億円産業を

創出し、地域の活性化につなげることを目指し

ております。しかしながら、現在の技術では、

卵であるキャビアがとれるまでに10年程度を要

することや、キャビアがとれない雄を雌雄判別

できるまでの３年程度飼育しなければならない

など、経営効率上の課題があります。このよう

な課題を解決するため、現在、成長や成熟を促

進する技術、雌のみの稚魚を生産する技術、さ

らには、比較的短期間でキャビアがとれる種類

の稚魚を生産する技術などの開発を進めている

ところでございます。今後とも、養殖業者を初

め地域の方々との連携を図りながら、本県の目

指す姿を早期に実現できますよう、適切に対応

してまいりたいと考えております。

○坂口博美議員 時間が参りましたので、以上

で一般質問を終わります。ありがとうございま

した。（拍手）

○中野一則副議長 以上で午前の質問は終わり

ます。

午後は１時再開、休憩いたします。

午前11時53分休憩

午後１時０分開議

○外山三博議長 休憩前に引き続き会議を開き

ます。

次は、井本英雄議員。

○井本英雄議員〔登壇〕（拍手） それでは、

質問をしたいと思います。

午前中の坂口議員の財政問題の質問は、本当

にすばらしい質問でありました。私は、もうこ

れでやめようかなと実は思ったけど、敵前逃亡

もできないし、眠いひとときでありますけれど

も、つき合っていただけたらと思います。

「定常型社会」について御質問しますが、私

は、経済というのは専門的に勉強したことがあ

りませんけれども、今の日本の経済を見ている

といろんなことが疑問であるわけです。バブル

がはじけて以来、ずっと不景気だということ

で、「失われた20年」という言葉さえも出てき

ます。それから、デフレの問題もありますし、

また、金利がずっと低いということもありま

す。また、あのバブルはどうして起きたんだろ

うか、リーマンショックは何で起きたんだろう

かと、いろいろ疑問に思うことがあるんです

が、水野和夫さんは、リーマンショックを10年

以上前から予言していたという方でありまし

て、この人はエコノミストでありますが、今、

非常に注目を浴びている。そういう方の本を読

みまして、なるほどなと思ったものですから、

水野和夫さんの話を少しばかりさせていただき

たいと思います。

日本は、バブルがはじけて以来、それこそ不

景気な状態であったわけですが、実は、2002年

から2007年までは好景気だったというんです。

景気がよかったというんです。しかも、戦後最

長期の、一番長い好景気時代だったと言われて

いるんです。ところが、我々は、景気がよかっ

たという実感が全然ないわけであります。景気

がよかったなら、必ずだれかもうかっておるわ

けです。調べてみたら、大企業がもうけている

と。それこそ、高度成長期並みにもうけている
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というんです。ところが、そういう好景気時代

にも、労働分配率は実はずっと下がっていると

いうんです。どういうことかと、これは。この

人に言わせれば、大企業は、グローバリゼー

ションを利用するというか活用して、そしても

うけることができた。要するに、中国とか東南

アジアに人を出して利益を得るということにな

るわけでしょうけど、ところが、中小企業、そ

れから一般労働者は、そういう力がないもので

すから、結局、中国やらあるいはベトナムやら

と賃金争いをせにゃいかんということで、賃金

がますます下がっていくということから、逆に

格差がそれで開いてしまっているんだというこ

とであります。国が、ともかく景気をよくしよ

うと思ってお金を入れる。結局だれがもうかる

かというと、大企業がもうかっている。そし

て、労働分配率はますます下がるということ

で、その格差がますます広がるんだと、こうい

うことを言っているわけであります。これは多

分当たっているんじゃないのかなという気が私

もしております。

低金利が続いておりますが、一番金利が高

かったときは1974年だそうです。それからじり

じり下がってきたんです。そして、バブルがは

じけて以来、ずっと低金利が続いております

が、低金利が続いているのも、投資して、そし

てもうけて、金利を払って会社を運営していく

というか事業を運営していく、それだけの魅力

がないと、この日本に、産業としての伸び代が

ないんだということを言っております。何でバ

ブルが起きたのかというと、結局投資するとこ

ろがないものだから、お金が余ってああいうバ

ブル状態を引き起こしたんだと、そういうこと

を言っております。

そして、リーマンショックですけれども、こ

れも同じようなことだというんです。アメリカ

もやっぱり投資するところがない。アメリカの

場合はスケールが大きくて、レーガン時代から

既に―「金融空間」という言葉を使っていま

すけれども、一つの産業としてこれをつくろう

ということで―金融の空間をつくりだした。

ところが、皆さん御存じのように、リーマン

ショックということではじけてしまった。日本

のほうが実は先行しているんですというんで

す。先にバブルがはじけた。

今、「日本化」という言葉が使われています

ね、御存じだと思いますけど、ヨーロッパやア

メリカが日本化しつつあると言われているんで

す。何かというと、簡単に言えばデフレです。

日本がデフレになったように、アメリカやら

ヨーロッパもデフレになる可能性があるという

ことを言っておるわけです。なぜデフレになる

かというと、今さっき言ったように、「底辺へ

の競争」という言葉があるそうですが、ともか

く我々労働者というのは、中国やらベトナムや

らあの辺と競争せにゃいかんということで、賃

金は下へ下へと、これがデフレの大きな原因だ

ということであります。そういうことで、一国

だけでデフレを直そうというのは、これは無理

じゃないかということを言っております。

こうしてみると、グローバリゼーションとい

うのは、結局、次に続くブリックスのためにあ

るということだそうであります。決して日本に

とって希望のある話ではないんですが、私は、

素人ながら直観的に思いますことは、日本はも

う、あの行け行けどんどんの右肩上がりの経済

成長の時代は過ぎたんじゃないかと。人間で言

えば、ある意味じゃちょうど私ぐらいの年かも

しれません。若いばりばりのときは過ぎたん

じゃないのかなと。もうぼちぼち落ちついた国
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にしていかなきゃいかんのじゃないかと思うわ

けであります。既に製造業はピーク時より２

割、３割生産高は落ちております。昔みたいに

物をつくって外国に売って、そしてそれでもう

けるという時代では実際なくなっているんで

す。かつて日本がヨーロッパ、アメリカに追い

ついた。それと同じように、次に続く国が日本

に追いついてきたんじゃないのかなと思うわけ

であります。

そういうことで、これからの日本の社会であ

りますが、今の現状を維持していく持続可能な

定常型社会ということを考えなきゃいかん時代

が来ているんじゃないかなと、私は素人ながら

思うわけであります。この定常型社会というの

は、千葉大学の広井良典教授が言われたことで

ありますが、この言葉は今、随分広がっている

みたいであります。前の議会で、私は、知事の

先見性について問いました。今後、世の中はど

うなるかという問いを出したわけでありますけ

れども、私は、今後、このような定常型社会と

いうものを考えた上でいろんな施策を考えてい

かなきゃならんのじゃないのかなと思っている

わけでありますが、知事のお考えを聞かせても

らえたらと思っております。

以上、壇上での質問を終わりたいと思いま

す。ありがとうございました。（拍手）〔降

壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

定常型社会、また、これからの社会のあり方

についての考え方ということでございます。議

員御紹介いただきました「定常型社会」という

もの、これは、「経済成長を絶対的な目標とし

なくても十分な豊かさが達成されていく社

会」、つまり「ゼロ成長社会」という考え方の

ことであろうかというふうに考えております。

これまで、人口増加や経済拡大を基調とします

社会経済システムや価値観の中で、経済的な豊

かさを追い求め、そしてそれを手に入れてきた

わけでございますが、その過程におきまして、

都市と地方の格差の拡大や、コミュニティーに

おける人間関係の希薄化など、さまざまな課題

に直面している、それが今、私たち日本の置か

れている状況かと思います。市場や社会の成熟

化が一層進みまして、人々の意識や価値観が多

様化していく中では、一定水準の経済的な豊か

さは必要ではありますが、恵まれた自然環境、

また、人と人とのつながりといった、生活の質

の充実というものが、今まで以上に重要視され

るように考えております。

このような時代認識のもとに、昨年度、総合

計画を策定いたしましたが、県づくりの基本姿

勢といたしまして、「経済拡大を前提とした社

会・価値観からの転換」を掲げたところであり

まして、地域のきずな、また、安全・安心な暮

らし、あるいは低炭素・循環型社会づくりと

いった「新しい「ゆたかさ」」の創造を目標に

掲げたところでございます。議員御紹介いただ

きましたようなさまざまな議論というものも踏

まえながら、現在、この新しい豊かさという目

標に向けて施策を展開しているところでござい

まして、今後とも、社会情勢の変化というのも

十分に見きわめながら、本県の確かな未来を築

いてまいりたい、そのように考えております。

以上であります。〔降壇〕

○井本英雄議員 ありがとうございました。知

事もよくわかっておられるようで少し安心しま

したけれども、いろんな問題が今、日本にもあ

ります。格差の問題やら、コミュニティーの問

題やら、たくさんあると思いますが、きょう、
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１つ聞きたいのは、とにかく今、若者に仕事が

ないんですね。これが本当に私はかわいそうで

かわいそうでしようがない。自分の仕事を持つ

ということが人間にとって一番幸せだというこ

とを福沢諭吉が言っておりますけど、若くあり

ながらこの世に希望を持って生きることができ

ないということは、本当に私はかわいそうなこ

とだなといつも思っているわけです。

そこで、私は、ワークシェアリングの話を取

り上げたことがありますけど、先進国ではみん

なこれをやっているんですね、ヨーロッパで

は。やっぱりこれは真剣に今考えなきゃいかん

のじゃないか。格差の問題もあるけど、格差は

国のやることだろうから、知事じゃ格差是正は

なかなか難しいでしょうけど、ワークシェアリ

ングだったら何とかなるんじゃないのかなと

思っておるわけです。知事、何とかその辺を考

えてもらえんかと思いますが、いかがでしょう

か。

○知事（河野俊嗣君） 雇用の確保という課題

は、わが国における成長、または地域の社会の

維持という観点からも、大変重要な課題であり

ます。私も、口蹄疫以来、さまざまな災害が続

く中で、何とか経済を活性化していきたい、そ

して、若者がこの宮崎で活躍する場というもの

をつくってまいりたい、そのような思いという

ものは強くあるわけでございまして、ワーク

シェアリングは、雇用の受け皿の確保として有

効な手法の一つというふうに考えられるわけで

ございますが、制度的に、やはり賃金体系の問

題、社会保障制度の問題、さまざまな仕組みの

見直しが必要になってまいりますので、国全体

としての議論が必要かというふうに考えており

ます。今後とも、議員の御指摘、問題意識を

持って議論の動向というものを見守ってまいり

たい、そのように考えております。

○井本英雄議員 ありがとうございます。

次に、メディカルバレー構想についてお聞き

します。

今の話でもわかりますように、今後、日本の

製造業というのは、特殊な分野、高度な分野、

そういうものに特化して生きていかなきゃしよ

うがないだろうという気がするんです。そうい

う意味でも、このメディカル分野というのは見

込みがあるんじゃないかと思っているわけであ

りますが、このメディカルバレー構想につい

て、知事のお考えをまずお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） まさにそのとおりであ

りまして、国の新成長戦略におきましても、医

療機器関連産業というものが日本の成長牽引産

業として位置づけられている。そのような状況

の中から、昨年末、全国で26選ばれた特区の中

に、この東九州メディカルバレー構想というも

のが選ばれた、そのような状況でございます。

血液・血管関連の産業・研究施設、そういった

ものの集積を生かしながら、県内の製造業、ま

た医療の充実にも結びつけていきたい、そのよ

うに考えておるところでございます。医療機器

産業の拠点づくりというものを取り組みの一つ

と掲げまして、現在、地場企業の参入や取引拡

大を図るために、コーディネーターの設置、ま

た、関係企業等で構成します研究会を発足させ

まして、セミナーの開催や展示会への出展な

ど、さまざまな支援を行っているところでござ

います。また、医療機器関連産業というもの

を、重点的に取り組む企業立地の分野の一つと

して位置づけて、補助事業についての見直しも

行うところでございます。今後とも、地元なり

大分、幅広く関係者が連携をしながら、この構

想の推進によりまして産業の活性化等に結びつ
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けてまいりたい、そのように考えております。

○井本英雄議員 次に、昨年12月には、国よ

り、地域活性化総合特区の指定を受けることが

できましたが、その後の取り組みをお聞かせ願

いたいと思います。そして、最終的にどのくら

いの経済的効果があるのか、どのくらいの雇用

を見込んでおられるのか、お聞かせ願えたらと

思います。

○商工観光労働部長（米原隆夫君） 総合特区

指定後の動きといたしましては、県と延岡市が

共同で、宮崎大学医学部に血液・血管先端医療

学に関する講座を設置し、県立延岡病院に県北

拠点施設を開設したほか、新しい医療・福祉分

野の研究開発を目指した宮崎大学の医学部と工

学部の連携プロジェクトが発足するなど、研究

開発拠点づくりの取り組みが進んでいるところ

であります。また、昨年10月に発足させました

宮崎県医療機器産業研究会の会員企業の中か

ら、新たに医療機器製造業許可を取得する動き

や、中核となっております企業においても工場

増設の動きが出てきているなど、構想の取り組

み効果があらわれ始めたものと考えておりま

す。さらに、総合特区として提案している規制

緩和及び財政支援の要望については、関係省庁

と協議を実施してきており、一部の要望は認め

られる方向になっております。

次に、将来的な経済効果等についてでありま

すが、構想推進によりまして、地場企業の医療

機器への参入や医療関連企業の立地、さらには

企業間の取引拡大などを期待しているところで

あります。そこで、特区の目標として、平成26

年の―これは宮崎、大分両県合わせた数字に

なりますが―医療機器生産金額を、平成21年

ベースから15％増の1,584億円と設定しており、

この生産増加による経済波及効果といたしまし

ては3 1 8億円、雇用創出効果といたしまし

て1,167名と試算しているところであります。

○井本英雄議員 ありがとうございます。

では、次に、公務員のあり方についてお聞き

します。

私も県会議員になりまして15年以上過ぎまし

たけれども、県の職員さんたちとも随分つき合

わせていただいておりますが、県の職員は非常

に優秀だなと思うことはよくあるんですね。一

つのことに対して、これがだめというならば、

だめになる理由をわあっと並べるし、これがい

いとなれば、また、いいという理由をばあっと

並べるし、本当に見事なものだなと思って感心

するわけであります。しかし、私が感ずるの

は、いま一歩勇気を出して前に踏み出すとい

う、これがどうしてもできないというか、「県

民のためだから頼むがね」と言っても、「先例

がありません」「規則でそうなっております」

と、こうやられるんですね。「そういう制度は

何のためにあるのか。その制度の趣旨からす

りゃこれは大丈夫じゃがろうね」と言っても、

「いや、これは先例がありません」、そんな話

でなかなか前に進まん。私としては、もう一歩

県の職員に勇気というかやる気というか、そう

いうものを出してもらいたいなと常々思ってい

るわけでありますが、知事は、そういう部下の

やる気、勇気というものをどのようにして引っ

張り出したらいいとお考えなのか、お聞かせ願

いたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） ただいま、公務員、ま

た県職員に対する微妙なお褒めの言葉をいただ

いたわけでございますが、ただ、大事なこと

は、今御指摘のように、チャレンジしていくこ

と、県民の福祉の向上のために、場合によって

はさまざまな新しい課題にも果敢にチャレンジ
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していくこと、これは大変重要であろうかとい

うふうに考えております。これまでも、さまざ

まな研修制度、リーダーシップ、マネジメント

に係る研修などを行うというのは一つございま

すし、職員のやる気、意欲というものを喚起す

るために、例えば庁内公募制度ですね、こうい

う仕事をしてみたい―例えば被災地に行って

支援をしてみたい、そういう公募制度も行って

おりますし、職員の提案制度、いろんな施策な

り事務改善、そういう提案制度などを行って、

大変意欲的な取り組みは評価する─例えば知

事賞を贈ると、そのようなことを行っていると

ころでございます。また、私自身がいろんなと

ころで直接職員に声をかけて議論していく、そ

してやる気を喚起する、これも大変重要な取り

組みであろうというふうに心がけておるところ

でございます。まじめで丁寧で安定的な仕事と

いうのはある程度できるということですが、そ

れを一歩踏み出す、より意欲を持った果敢な公

務員の形成といいますか、そういった人材をつ

くっていくための努力をこれからもしてまいり

たいと考えております。

○井本英雄議員 部下は、トップに立つ人に

よって随分変わってくるものであります。河野

知事になって随分仕事がしやすくなったと、そ

ういう県職員の話も漏れ伝わってまいります。

でも、これで安心してはいけません。もしかす

ると部下になめられているのかもしれませんか

ら、気をつけてもらいたいと思うんですが、今

度の「文藝春秋」に塩野七生さんという─

「ローマ人の物語」なんかを書いた人ですが

─人が、東北大震災の瓦れきということで書

いております。もちろん瓦れき処理というのは

最優先課題と言っておりますが、そこに書いて

あるのを読んでみますと、東京都庁に行って苦

情処理係の部署と会った話が書いてあるんで

す。文章のまま読みますと、「まず、印象的

だったのは、話してくれた二人の表情が明る

かったことだ。抗議には「黙れ」と言えばい

い、なんていうトップを持つと、下にいる人た

ちの気持ちも明るくなるのか」と書いてありま

した。トップというのは石原慎太郎知事のこと

なんです。知事、これが私は政治家だと思いま

すよ。知事も政治家になったわけでありますか

ら、そして、今さら知事をやめても向こうに戻

るわけにはいかんわけでしょう。だから、官僚

気分はさっぱり捨てていただいて、政治家とし

て大成していただきたいと思うわけでありま

す。宮崎県庁の職員をもっとやる気にさせてい

ただきたいと思うのでありますが、知事の御見

解をお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） 叱咤激励ありがとうご

ざいます。政治家として、リーダーとして、今

議会におきましても、さまざまな御指摘をいた

だいております。それを踏まえて、私としまし

ても精進に努めてまいりたいというふうに考え

ております。県庁組織は、本県にとって最大の

シンクタンクであり、最大の組織といいます

か、地域振興を図っていくためには、重要な組

織であるというふうに考えております。一人一

人が意欲を持ってチャレンジする、新しい宮崎

を築いていく、そのような気概で仕事をしてい

くことは大変重要でございますので、これまで

も職員とのいろんなコミュニケーションを密に

するなど、恐らくこれまでの知事よりは、例え

ばランチミーティングでいろいろ議論する、出

先に行ったときに話をする、それから、庁内の

情報システムを使ったメッセージを発するとい

うものは頻繁に行っているというふうに思って

いるところでございます。今、なめられてはい
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かんという御指摘もございましたが、厳しいと

ころは厳しく指摘をしつつも、しっかりコミュ

ニケーションを図りつつ、職員の意欲を喚起で

きるようなリーダーシップを発揮してまいりた

いと考えております。

○井本英雄議員 それから、現在、事業評価を

しておりますが、あれを始めてもう既に何年か

たっておりますが、これと個人の役目を連動さ

せて、責任を明確にして、それを評価すること

によって、やる気のインセンティブにするよう

なことはできないのかどうか、総務部長にお伺

いします。

○総務部長（四本 孝君） 県が行っておりま

す政策評価でございますが、これは総合計画の

アクションプランに基づきまして、県の重要施

策について、進捗及び成果の状況を分析・検証

いたしまして、次年度以降の施策展開に生かす

ものであります。政策評価の対象である業務に

従事している職員が、その熱意と努力によって

大きな成果を上げているというような場合に

は、そのような点も十分考慮いたしました上で

勤務評定が行われているものと考えておりま

す。

○井本英雄議員 勤務評定が行われているもの

と思っておりますと。そういうシステムをなぜ

つくらんのかなという気がするんですけど、も

う一度、総務部長、お聞かせください。

○総務部長（四本 孝君） 今申し上げたとお

り、政策評価の対象は県の重要施策に限られて

おりますので、今の政策評価の中で、すべての

業務を対象に職員を評価していくということは

ちょっと難しいのではないかと考えておりま

す。実績に応じた職員の評価制度ということに

つきましては、今後、地方公務員法の改正の動

き等もございますので、これを踏まえまして、

また、国や他県の制度も参考にしながら、引き

続き検討してまいりたいと思います。

○井本英雄議員 わかりました。

それから、警察官もまた公務員でありますの

で、警察本部長にお聞きいたします。昨年の全

国の警察の不祥事は、懲戒処分が367人、免職と

停職を合わせた128人は前年より10人多く、過去

５年で最多であります。権力は、権力濫用にな

らないように、必ずほかからの牽制によってバ

ランスをとるようになっているわけでありま

す。しかし、警察は、強力でしかも大きな権力

を持つ割には、そういう他からの牽制する力が

ちょっと弱いんじゃないのかなと私なんか思う

わけでありますが、外部からの牽制としてどの

ようなものがあるのか、警察本部長、お聞かせ

ください。

○警察本部長（加藤達也君） 警察は、強い執

行力を有しており、独善的な運営がなされた

り、政治的に利用されることがあってはならな

いことから、その民主的運営と政治的中立性を

確保するために、都道府県の住民を代表する合

議制の機関として都道府県公安委員会を置き、

都道府県警察の管理に当たらせることが警察法

により定められております。この管理につきま

しては、「警察の業務運営における大綱方針を

定め、その業務運営が大綱方針に則して行われ

るよう、事前事後の監督を行うこと」とされて

おります。具体的には、宮崎県警察運営方針や

公安委員会規則等を定めるとともに、運営方針

等に関する指示を行っていただいております。

さらに、毎週開催する定例会における報告、審

議、警察署等への視察、各種行事への出席等を

通じて、適切な管理を行っていただいておりま

す。なお、全国的には、警察職員の不祥事が多

数報道されておりますが、本県では、本年中、
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これまでのところ、懲戒処分者は出ておりませ

ん。今後とも、公安委員会の管理のもと、職員

に対する指導教養や、身上把握の徹底を図り、

規律違反の未然防止対策を着実に推進し、県民

の信頼確保に努めてまいる所存であります。

○井本英雄議員 外部からの力の牽制というの

もさることながら、恐らく内部では、自律心を

醸成するために何らかのいろんな努力もなさっ

ているだろうと思われます。その辺のところを

お聞かせ願いたいと思います。

○警察本部長（加藤達也君） 警察職員に対す

る教育につきましては、警察職員一人一人が警

察法の精神にのっとり、警察の責務を自覚する

とともに、職務に係る倫理を保持し、適正に職

務を遂行する能力を高める教育を、さまざまな

形で実施しております。

まず、県警察学校におきましては、新規採用

時の教育といたしまして、警察職員としての職

責を自覚させ、使命感を培い、円満な良識と豊

かな人間性をはぐくむとともに、警察活動に必

要な基礎知識、技能の習得及び体力・気力の錬

成を図り、適正に職務を執行し得る警察職員の

育成に取り組んでおり、本年度は86人を入校さ

せております。県警察学校では、このほかに、

第一線で勤務する警察職員に対し、パトカーの

運転技術や鑑識業務等、警察業務の特定分野に

関する専門的な知識や技能を習得させるための

教育・訓練を実施しており、昨年度は、年間を

通じて29種類の研修を実施し、合計364人を参加

させております。

次に、職員の昇任時に行う教育として、警部

昇任者は、警察大学校に約４カ月、警部補及び

巡査部長昇任者は、九州管区警察学校に約２カ

月入校させるなど、各階級に必要とされる管理

者としての能力の習得に努めさせ、同じく年間

を通じて合計115人を入校させております。な

お、これら学校におけるすべての課程において

職務倫理に関する授業を実施し、職務に係る倫

理の保持に努めているところであります。

また、昨年度は、前警察本部長が県下全13警

察署を巡回し、第一線の署員への直接指導を実

施し、本年度は、私自身も全警察署を巡回し、

署長及び副署長等の幹部に対する直接指導を

行っているところであります。今後とも、職員

に対する職務倫理教育を組織を挙げて推進して

まいりたいと考えております。

○井本英雄議員 次に、交通違反の取り締まり

についてお聞きしたいと思います。私も、恥ず

かしいことでありますけれども、この前、一時

停止違反で捕まりまして3,000円反則金を払って

まいりましたけど、そのときのお巡りさんは非

常ににこやかな対応をしていただきまして、私

も別に何も悪い気はしなかったんです。ただ、

私の周りに、シートベルトの違反とか、今言っ

た一時停止で捕まった人とか何人かおって、そ

の人たちが私に言うんですね、やったのはもち

ろん悪いんだけど、捕まえ方が、見えんところ

に隠れておって、そうして出てくると。これは

警察官としてこすいじゃないかというわけで

す。ああいうやり方をすれば、世の中はますま

すぎすぎすしてしまうんじゃないかと言ってお

ります。それと、捕まえた後のあれが一番大切

なんでしょうけど、態度が横柄だというわけで

す。それでむかむかするといって私に言うてく

るわけですが、交通違反の取り締まりは、事故

防止のための予防的観点から行っているのか、

それとも違反検挙のために行っているのか、警

察の基本的スタンスを、このような話を踏まえ

てお聞かせ願いたいと思います。警察本部長、

お願いします。
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○警察本部長（加藤達也君） ここ数年の交通

事故の発生状況を見ますと、全国的には減少傾

向にあるにもかかわらず、本県におきまして

は、平成21年と22年が過去最高の１万1,000件、

平成23年が１万967件と、高どまりの状況にござ

います。そのため、県警の運営重点の一つに

「交通事故の総量抑止と交通秩序の確立」を掲

げ、交通事故防止のために、交通指導取り締ま

りを初めとした各種対策を強力に推進している

ところであります。交通事故は、時間、場所に

関係なく発生しているのが現状であり、運転者

に交通ルールを遵守していただくため、いつ、

どこで取り締まりが行われているかわからない

との意識を持たせることも必要であり、また、

限られた警察力で効果的に交通秩序を維持する

ためには、御指摘のあった警察官の姿を見せな

い取り締まりも、一般的抑止力の観点から必要

な場合があると考えているところであります。

警察といたしましては、今後とも、県民の理解

と共感を得ながら、適正な取り締まりと違反者

に対する説明をしっかりと行ってまいりたいと

考えております。

○井本英雄議員 次に、神話伝説についてお聞

きしたいと思います。

私は、この記紀1300年事業を今、非常に評価

しているところであります。この期間を思い

切って９年間としたことも、よく英断したなと

本当に思っているところであります。恥ずかし

いことでありますが、梅原猛さんの「天皇家の

“ふるさと”日向をゆく」という本が出版され

たときに、私もちらっと読んだんですけど、余

り感動を受けなかった。今度こういう記紀1300

年事業ということで、梅原猛さんが来るという

ので、もう一回私もあれを読んでみました。そ

して梅原さんの話も聞きました。それからま

た、大学の先生たちの古事記の話も聞かされま

した。そうして、私は、「なるほど。この宮崎

県というのは天皇家のふるさとなんだなあ」と

いうことを実感いたしました。天皇家のふるさ

となんだ、ここは間違いなくふるさと。神話

じゃないんだ。事実、ここは天皇家のふるさと

だということを実感いたしました。最初のころ

に、これは文化事業か観光事業かということの

話がありましたけれども、まちおこしで成功し

たところを私も全国何カ所か見て回りましたけ

ど、必ずといっていいほど、まちおこしで成功

したところの住民は、そのふるさと、自分の住

んでいるところに誇りを持っているんですね。

誇りを持っている。これは間違いない。100％で

あります。誇りを持っていないところは絶対ま

ちおこしは成功しません。ですから、私は、宮

崎県の住民が、自分の住んでいるところは天皇

家のふるさとだということを本当に自覚した

ら、大いなる誇りを持つことができるんじゃな

いかという気がしているわけであります。です

から、知事がまずもって、最初に県民にこの事

実をもっと自覚してもらおうという事業を今展

開しておられますが、これはいいことじゃない

かなと評価しているわけであります。

そこで、一つの提案であります。キャッチフ

レーズでありますが、今、「神話のふるさと」

というキャッチフレーズですね。神話という

と、あったかなかったかわからんような言葉で

すよ。はっきり言って、事実だというのは信じ

られん。これを私は、梅原猛さんの言葉どお

り、「天皇家の“ふるさと”宮崎」という

キャッチフレーズを掲げてみたらどうかなとい

う気がしているんです。知事、ちょっとお聞か

せください。

○知事（河野俊嗣君） 一つの御意見として



- 277 -

平成24年６月19日(火)

承ったところでございます。議員の御指摘にご

ざいましたように、地域を元気にしていくため

には、住んでいる住民というものが、その地域

に対する愛情、理解、誇りを持っていく、大変

重要なことでありまして、古事記編さん1300年

という機会をそこに結びつけていきたい、その

ような思いで取り組んでおるところでございま

す。今の具体的なキャッチフレーズにつきまし

ては、梅原先生も講演の中でおっしゃっており

ました。そういうタイトルで、またそういう

テーマで書くことについて、さまざまな御指摘

なり厳しい指摘もあるかもしれないけど、自分

はもうキャリアの最後なので、そういうことを

恐れずれにあえて書いてみましたということか

というふうに思っております。本県のよき理解

者、そしてよき発信者。あの講演の後も東京新

聞の夕刊において、日向神話のコラムを書いて

いただいたということで、先日お会いする機会

がありましたので、お礼を申し上げてきたとこ

ろでございます。県として、行政としてその

キャッチフレーズを掲げるというのはいろいろ

あると思いますが、ただ、よき理解者である梅

原先生がそのような本を書いていただいている

ということは、アピールにしっかりと活用させ

ていただきたい、そのように考えています。

○井本英雄議員 天皇家のふるさと宮崎、ぜひ

とも考えていただきたいと思います。

それから、もう一つ提案でありますが、島根

にしても、あそこは出雲大社ですか、それか

ら、三重県に行くと伊勢神宮という、それだけ

で人が集まる目玉があるんです。私も行ってみ

ましたけど、本当に大きいというか、すばらし

いものです。宮崎もああいう目玉をつくらにゃ

いかん。この９年間の間に何としても目玉をつ

くっていただきたい。ところが、神社を今さら

大きくするというわけにも、政教分離原則があ

りますので、そういうわけにはいきませんの

で、私は、目玉といえば、西都原のあの古墳群

じゃないかと。男狭穂塚・女狭穂塚、あの上の

木を切る。これをやらにゃいかんと私は思いま

す。宮内庁は余り金を持っていないんですよ。

宮内庁に行って、木を切る費用はこちらで出し

ますと。そして、静ひつ、平穏がどうのこうの

と、これも必ず守りますと。大体切ったところ

でだれが困るんですか。だれも困る人はおらん

じゃないですか。天皇家でさえ困りませんよ

と。知事、この９年の間に宮内庁にお百度を踏

んでほしい。そしていろんな手づるを使って木

を切る。そして、あれを目玉にしてほしい。そ

う思っておりますが、知事、よろしくお願いし

ます。

○知事（河野俊嗣君） 今、目玉となるような

地域という話がございました。出雲大社なり、

伊勢神宮なり、確かに各地においてはこれとい

う大きなところがあるわけですが、本県を見ま

すと、もしかすると、いろんな各地に、中規模

かもしれませんが、スポットがあるというもの

が本県の特徴であり、売りなのかなという思い

もいたしております。その中でも一つの基軸と

なるのが西都原ではないかという御指摘と受け

とめたところであります。男狭穂塚・女狭穂塚

につきましては、先日も答弁したとおりでござ

いますが、宮内庁において陵墓参考地というこ

とで、静安と尊厳の保持を基本にということで

ございます。これまでもその開発について、開

発といいますか、せめて木を切るというような

ことも要望したところでございますが、なかな

かガードが高いところでございます。ですか

ら、この前、答弁させていただきましたが、周

辺を少し県として整備させていただいて、あの
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地域がもう少し外から形が見えるような取り組

みも今しようとしておるところでございます

し、今後さらに、もう少し形が見えるように努

力していただけないか、協力いただけないかと

いうことを宮内庁にも要望してまいりたい、そ

ういうふうに考えております。

○井本英雄議員 知事、ひとつこの９年の間に

必ずこれをやっていただきたい。これをやるだ

けで知事は名知事になります。よろしくお願い

します。

それと、もう一つ提案ですが、この９年間で

どこまでこの事業を持っていこうとなさってい

るのか。だれかが言っておりましたけれども、

目標を定めて、そして、工程表をぜひともつ

くっていただきたいと思うんですが、知事のお

考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） この記念事業、９年間

という長いスパンをとらえて、やはり大事なの

は、地域に根差した自分たちの宝というものを

改めて見詰め直していく、特にこれからの社会

を担う、この宮崎を担う子供たちに、宮崎の宝

というものをしっかり植えつけていく、そし

て、そういう理解のもとの大人を育てていくこ

とは大変重要な取り組みであろうかというふう

に考えております。それとあわせて、観光振興

にも結びつけていくような、例えばこの秋にめ

がけてさまざまな事業を今、盛り上げを組んで

いるところでございますが、９年というスパ

ン、来年の置県130年、さらにその次の延岡まで

の高速道路開通、そういう節目節目の、本県に

とって大きな節目となる記念すべきタイミング

をとらえて、本県のあり方について改めて見詰

め直すというようなことを進めていきたいとい

うふうに考えておりますし、９年間どのように

見通しを持って進めていくのか。古事記の編さ

ん1300年というのは、全国的に見ると、恐らく

２年、３年たつとどんどん意識が薄れていくと

いうふうに思っております。でも、宮崎の宝探

しは続けていくんだ、そのような気概でしっか

りとした全体の工程というもののイメージを持

ちながら進めてまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 延岡市が今度、古事記に関す

る漫画を出しました。ごらんになりましたで

しょうか。延岡には愛宕山という山があります

が、実はこれは、古事記に出てくる、昔は笠沙

の山と言われた山でありました。笠沙の山とい

うのは、ニニギノミコトとコノハナサクヤヒメ

が出会ったという場所であります。明治時代に

名前を愛宕山と変更したんだろうと思うんです

が、時の政府は、薩摩が非常に強い時代であり

ましたから、古事記を向こうのほうに持ってい

こうということでこうなったんじゃないかと、

うがった見方をする人もおりますけれども、本

当かどうかわかりません。今、延岡では、愛宕

山を昔の「笠沙の山」に変えようじゃないかと

いう動きさえあるのであります。

それから、北川には、可愛岳の下に、ニニギ

ノミコトの御陵という宮内庁管轄の御陵墓があ

ります。直径30メーターぐらいの円形の古墳で

ありますが─私が小さいころは芝居小屋まで

出て、本当ににぎわっていた祭りでありまし

た。それから、祝子川という川もあります。祝

う子と書いて何で「ほうり」と読むんだろうと

思っておりましたら、山幸彦の別名が「ホオリ

ノミコト」ということで、山幸彦が生まれたの

を祝って、子を祝うということで、あの水を

使ったということで祝子川と名づけたという伝

説もあるわけであります。ほかにもあります

が、このような話は知っておられるか、お聞か

せください。
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○知事（河野俊嗣君） 笠沙の御崎のことにつ

きましては、それが書かれた本もいただいて読

んだこともございます。可愛山稜、祝子川、そ

れも承知しておるところでございます。

○井本英雄議員 このように、宮崎県内にはい

ろんな神話がところどころにありますので、私

は、この記紀1300年事業を機会に、県民の意識

を底上げするために、１市町村１神話運動を展

開してみたらどうかと思うのでありますが、知

事のお考えをお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） ユニークな提案という

ことで承っているところでございます。１市町

村に１神話というものがあるかどうかはともか

くも、先日も、県内に伝わる神話や伝承、民話

をまとめました「みやざきの言の葉」という冊

子をまとめたところであります。大変これも需

要が高いものですから、何とか増刷をというよ

うなことも今検討しておるところでございます

が、今回の記念事業というものが、身近にある

いろんな宝を見詰めていく、それぞれの市町村

にある史跡、神社、いろんなイベント、そのゆ

かりのものをたどっていく、そしてそれを磨い

ていくという取り組みでございますので、今の

御提言も踏まえながら、市町村、それから地域

の皆様と一緒になりながら、宝探し、宝磨きを

してまいりたいと考えております。

○井本英雄議員 一応御検討ください。

それでは、港湾住民の要望に入りたいと思い

ます。

余り時間がありませんので、ちょっと急ぎま

すが、港湾住民の要望として、まず第１に、南

海トラフの巨大地震などによる巨大津波に対し

て、沿岸住民の避難場所、避難経路の確保が必

要だと考えますが、県としてどのように対応を

進めているのか、危機管理統括監、お聞かせく

ださい。

○危機管理統括監（橋本憲次郎君） 南海トラ

フの巨大地震につきましては、現在、内閣府に

おいて、東日本大震災を踏まえた想定の見直し

作業が進められているところです。ことし３

月31日に発表された中間報告では、沿岸市・町

ごとの津波の最大の高さが示され、最も高いと

ころで15.8メートルと、これまでの想定を大き

く上回るものとなったところです。県といたし

ましては、昨年度から、沿岸の市・町と連携し

て、避難場所や避難経路の点検・見直し、海抜

表示、防災意識の向上のための啓発などに取り

組んでまいったところでございます。今後、内

閣府から示される検討結果をもとに、早期に県

としての地震・津波の想定見直しを行い、市・

町におけるハザードマップの整備など、引き続

き対応を進めてまいります。

○井本英雄議員 プレジャーボートの件でお聞

きしますが、プレジャーボートの係留場所の確

保をどのように進めているのか。それから、係

留場所については使用料に差があるそうです

が、どうして差があるのか。それから、放置艇

はどのようにして処理しているのかをお聞かせ

願えたらと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） 港湾における

プレジャーボート対策につきましては、係留場

所をめぐるトラブルや、周辺環境への問題等に

対処するため、港湾法及び県の条例に基づきま

して規制を行い、利用者の合意を得ながら係留

場所の確保を図っているところでございます。

係留場所につきましては、既存の岸壁のほか、

航行の安全が確保され、管理上支障のない護岸

や防波堤等を有効活用していくこととしており

ます。

次に、使用料につきましては、プレジャー
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ボートの長さ１メートルにつき、年額6,000円以

内としておりますが、係留場所の利便性に応

じ、段階的に使用料を減額しております。具体

的には、台風やしけの際に避難が必要な場合

や、乗りおりに著しい不便がある場合に減額し

ており、このため、係留場所により使用料の差

が生じているところでございます。

次に、長期間放置あるいは水中に沈んでいる

プレジャーボートにつきましては、所有者の調

査を行いまして、所有者が判明すれば、係留場

所への移動や撤去をお願いしております。ま

た、所有者がわからないものにつきましては、

所要の手続によりまして、廃棄物処理または売

却を行うことにしております。

○井本英雄議員 きょうも台風が来ております

が、この台風の後、流木が上がるんですね。た

くさん浜なんかに打ち上げられます。この流木

は、間伐材の放置じゃないかと言っておるんで

すが、この流木はどうして発生するのか。そし

てまた、流木をどうしたら発生しないようにで

きるのか、環境森林部長、お願いします。

○環境森林部長（堀野 誠君） 本県は、急峻

な地形に加えまして、脆弱な地質が広く分布し

ており、台風や集中豪雨等により、山腹崩壊等

の災害が発生しやすい条件下にあります。流木

は、森林内に放置された間伐材が原因であると

の指摘がございますが、大半は、異常な降雨に

よる山腹崩壊や渓流の侵食に伴って、生育して

いた樹木が流れ出たものであります。このた

め、県では、広葉樹の植栽や広葉樹の侵入を促

す間伐を行うなど、植生が豊かで根茎がよく発

達した災害に強い森林づくりを進めているとこ

ろであります。また、災害で荒廃した山腹や渓

流等において、緑化や治山ダム等を施工して流

木発生の未然防止に努めますとともに、森林環

境税を活用して、渓流等に堆積した不安定な流

木等の除去にも取り組んでいるところでありま

す。今後とも、これらの事業の実施により、流

木の発生防止に努めてまいりたいと考えており

ます。

○井本英雄議員 それでは、県北の道路に入り

たいと思います。

延岡市の県道改良率は、宮崎市や都城市と比

較してどのような状況であるのか、お伺いいた

します。県土整備部長、お願いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 延岡市内の県

道改良率は39％となっておりまして、宮崎市

の76％や都城市の82％に比べ、低い状況となっ

ております。延岡市の改良率の内訳を見ます

と、主要地方道の改良率は80％で、県平均の71

％を上回っているのに対し、一般県道が24％

と、県平均の46％を大きく下回っている状況と

なっております。これは、山間地を抱える市町

村に共通して言えることでございますが、延岡

市でも、一般県道の多くが急峻な山岳部を通過

しておりまして、その改良には多額の予算を要

することから、整備が進まず、改良率が低く

なっているものでございます。

○井本英雄議員 そのとおりであります。三北

の北浦、北川、北方が合併されて、私もずっと

回ってみますと、北方の道路が一番悪いんで

す。北方には今３つほど中に入っていく県道が

あります。県道樫原細見線、大保下曽木停車場

線、上祝子綱の瀬線、これについての進行ぐあ

い、どのようになっているのか、お聞かせ願え

たらと思います。

○県土整備部長（濱田良和君） まず、県道樫

原細見線につきましては、黒仁田地区におきま

して、部分的な改良や待避所などの設置によ

り、見通しや離合場所を確保します1.5車線的道
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路整備に、平成20年度から取り組んでいるとこ

ろでございます。全体計画としましては、樫原

から小川までの4.1キロメートル区間におきまし

て、21カ所の整備を予定しており、これまでに

２カ所が完了し、本年度は３カ所を整備するこ

ととしております。

次に、県道大保下曽木停車場線につきまして

も、1.5車線的道路整備として、藤の木地区にお

きまして、平成22年度から整備に取り組んでい

るところでございます。全体計画といたしまし

ては、藤の木から曽木までの５キロメートル間

におきまして、18カ所の整備を予定しており、

これまでに２カ所が完了し、本年度は４カ所を

整備することとしております。

次に、県道上祝子綱の瀬線につきましては、

現在、瀧下地区におきまして、待避所の整備を

進めているところでございまして、本年度は、

さらに、菅原地区におきましても整備を予定し

ております。本路線は、沿線に比叡山や鹿川渓

谷などの魅力ある景勝地も点在しますことか

ら、引き続き、景観にも配慮し、待避所設置な

どの部分的な改良工事を進めることとしており

ます。

○井本英雄議員 私は、先回、上祝子綱の瀬線

の連結を質問しました。あれから４カ月ぐらい

になりますけど、知事は鹿川に行かれました

か、その後。ちょっとお聞かせください。

○知事（河野俊嗣君） まことに申しわけあり

ません。まだ現地に入れないでおります。来月

何とか調整して現地を見せていただく、そのよ

うな予定にしております。

○井本英雄議員 よろしくお願いします。マラ

ソンをする暇があったら、何とかひとつ県道ぐ

らいは見て回らなきゃいけません。よろしくお

願いします。

次に、県道浦城東海線の浦城地区の今後の整

備についてお伺いします。県土整備部長、お願

いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 県道浦城東海

線につきましては、この路線も改良率が16％と

非常に低い状況でございますが、これは海岸線

沿いの急峻な地形や通過交通量などから、抜本

的な整備が厳しい状況となっております。この

ため、浦城地区におきまして、平成21年度と23

年度に、特に見通しが悪く、通行の支障となっ

ている区間におきまして、県単独事業により待

避所の整備を行ったところでございます。ま

た、今年度は、安井地区におきまして、落石危

険箇所の対策にも取り組む予定としておりま

す。今後も、必要に応じた部分的な改良や防災

対策に取り組んでまいりたいと考えておりま

す。

○井本英雄議員 県道稲葉崎平原線の南延岡駅

付近がいつも渋滞しておりますが、これの渋滞

対策について、県土整備部長、お聞かせくださ

い。

○県土整備部長（濱田良和君） 県道稲葉崎平

原線の南延岡駅付近につきまして、朝夕を中心

に、日常的に渋滞が発生しているということは

認識をしております。現在、県では、延岡市街

地における交通混雑の緩和を図るため、西環状

線の整備を市と連携して進めているところであ

りまして、本年３月には五ヶ瀬大橋が完成する

など、順調に推移しているところでございま

す。お尋ねの県道稲葉崎平原線のうち、旭化成

柔道場前から南延岡駅前交差点までの区間を４

車線、南延岡駅前交差点から平原町２丁目交差

点までの区間を２車線で、都市計画決定してい

るところでございますが、西環状線の事業進捗

の状況や、それに伴います交通量の変化を踏ま
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え、市と連携を図りながら、今後、渋滞解消に

向けた道路整備について検討してまいりたいと

考えております。

○井本英雄議員 それでは、最後に、国道218号

北方延岡道路は、現在、県が管理しております

が、国が直接管理すべきであります。国への管

理移管に向けた県の取り組み方針についてお伺

いいたします。県土整備部長、お願いします。

○県土整備部長（濱田良和君） 一般国道218号

は県管理でございまして、北方延岡道路は、国

が権限代行事業で整備しましたことから、現在

は県において管理をしております。しかしなが

ら、将来は、九州中央自動車道と一体となって

機能する自動車専用道路でありますことから、

県といたしましては、国において管理していた

だくよう、従来から要望しているところでござ

います。今後は、東九州自動車道の新たな供用

開始に伴い、高速交通ネットワークが拡大し、

これまで以上に高度な管理が必要となりますこ

とから、県といたしましては、引き続き、国へ

の移管を要望してまいりたいと考えておりま

す。

○井本英雄議員 どうも皆さんありがとうござ

いました。これで終わりたいと思います。あり

がとうございました。（拍手）

○外山三博議長 次は、中村幸一議員。

○中村幸一議員〔登壇〕（拍手） 一番最後に

なりましたが、思いもよらず傍聴席は満員であ

りまして、私のためにおいでいただいたのかど

うかわかりませんが、一応、ありがとうござい

ます。この台風のさなかにおいでいただいたこ

とに感謝を申し上げたいと思います。

さて、それでは、一般質問に移っていきたい

と思います。

「外国の賞賛浴びし同胞の絆は脆し瓦礫を拒

む」。これは、朝日新聞に投稿された一句であ

りますが、今の一部の日本人の身勝手さを如実

にあらわした一句であると思います。去る２月

定例議会の最終日、３月22日でありましたが、

初めて県議会全会一致で瓦れきの受け入れを決

めたところでありました。何回も知事に質問が

ありましたが、知事はどのような形でこれを受

けとめられたか。軽く受けとめられたのか、重

く受けとめられたのか、これを伺いたいと思い

ます。

後は質問者席で質問させていただきます。

（拍手）〔降壇〕

○知事（河野俊嗣君）〔登壇〕 お答えいたし

ます。

災害廃棄物の広域処理についてであります。

本年３月22日に、県議会におきまして、全会一

致により決議がなされました。私は、この決議

を、二元代表制のもとでの一つの民意のあらわ

れとして、大変重く、また真摯に受けとめたと

ころでございます。東日本大震災によって被災

された地域の復旧・復興に力を注ぎたい、何と

か力になりたいという気持ちは、だれもが持っ

ていらっしゃることだと思います。特に本県

は、口蹄疫や鳥インフルエンザ、新燃岳噴火等

の災害に際し、全国から多大なる支援をいただ

いておりまして、その恩返しの意味からも、で

きる限りの支援をしてまいりたいという気持ち

は、私も同じでございます。また、市町村長と

意見交換をする中で、何とか協力できないか

と、その思いを共有する中で、議論、さまざま

な検討を進めてきたところでございます。これ

まで、国の担当者の説明会、また有識者の説明

会、さらには現地調査などを実施してきたとこ

ろでございますが、残念ながら、現時点では受

け入れを表明した市町村がないところでござい
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ます。このような状況を踏まえまして、現時点

での市町村の検討状況というのを改めて確認さ

せていただくとともに、県と市町村で、国の基

準よりも厳しい独自の基準を策定した上で受け

入れに向けて検討することについて、市町村の

お考えを今お聞きしているところでございま

す。今後とも、首長とお会いする機会をとらえ

て意見交換を行うなど、本県議会における全会

一致の決議というものを真摯に重く受けとめる

中で、丁寧に議論を、また前向きに進めてまい

りたい、そのように考えているところでござい

ます。以上であります。〔降壇〕

○中村幸一議員 今まで質問された議員の皆さ

ん方とほとんどお変わりない答弁でありまし

た。２月定例議会が終わりましてから私どもの

ところにも問い合わせがありました。また、自

民党の県連のほうにもたくさんの電話等が来た

ところであります。また、私の家にも来ました

が、本当に異常といいますか、どういう方が電

話をかけていらっしゃるのかわからないんです

が、「このすばらしい宮崎県をあなたたちは放

射能で汚染するつもりですか。放射能をこの宮

崎にばらまくつもりですか」と、このような質

問が参りました。私は、「何も放射能のまじっ

たものを持ってくるんじゃない。宮崎県で処理

している一般廃棄物と同じようなレベルのもの

を処理するのであるから、放射能は出ないと思

います」と。「じゃ、あなたは責任持ちます

か」「いや、私は責任持てませんけど、そうい

うことのないものを、ちゃんと安心・安全なも

のを受け入れるんですよ」という話をしたんで

すが、ヒステリックに、聞く耳を持ちません。

こういう人たちが非常に今ふえてきた。大方の

宮崎県民は、大方の宮崎県のサイレントマジョ

リティーという人たちは、我々県議会の決議

を、本当にそのとおりだと受けとめておるんで

す。今、ノイジーマイノリティーというのがお

りまして、ぎゃあぎゃあ騒いでどこにでもここ

にでも突っ込んでいく、そういう人たちがいる

んですよ。戦後教育を受けた、何とか教祖の教

育を受けた連中がいるんですね。そういうこと

を考えますと、本当に、「何な、おまえら日本

人か」と言いたくなるような気がいたします。

この人たちに、先ほど言いました「外国の賞賛

浴びし同胞の絆は脆し瓦礫を拒む」と、こうい

うのを紹介してみたいというふうに思っておる

ところであります。

そういったことで、宮崎県でもこういうノイ

ジーマイノリティーの皆さんが、知事初め執行

部の皆さん方に、「何だ、こんな瓦れきを受け

入れることをいろいろ検討して。県議会は何

だ」ということが来たと思います。そこで、知

事やら首長さん方は、ノイジーマイノリティー

の人たちに恐れをなしているんじゃなかろう

か。まとまって来るものですから、大多数の人

たちがこういう抗議をしているんだという錯覚

を起こしているんだというふうに思います。こ

んなふうに抗議が来たら次の選挙は危ないか

ら、いいかげんにやっておこうと、こういうこ

とがもしあったら大変なことなんですね。

沖縄でもそうでした。青森県から雪を毎年い

ただくそうでありますが、ノイジーマイノリ

ティーという連中が、「放射能がまじっていた

らあかんから、沖縄に雪を持ってくることはな

らん」、こう言ったんです。沖縄の良識あるサ

イレントマジョリティーの人たちが、「そんな

ことはない。雪を受け入れるべきだ」というこ

とで、雪を受け入れたということが新聞に載っ

ておりましたので、そのことについては御存じ

のことだというふうに思っております。
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それから、もう一つ、佐賀県の武雄市の市

長、この人は、早くから瓦れきの受け入れを表

明されておりました。ところが、昨年の12月で

したが、12月１日の定例議会のとき、苦渋の決

断だと、瓦れきは受け入れられませんと、こう

いう話をされたんだそうであります。なぜかと

いうと、地元の人たちからの抗議じゃないんで

す。延べ1,000人ぐらいといいますから、県外か

らメールとかいろんなもので抗議のものが来

た。今から武雄市のいろんなイベントは徹底的

に邪魔をしてやる。武雄市の食材等々は不買運

動をするんだと。こういうようなことで、本人

もそうでありましょうが、職員も苦しめられた

ので、一時やめますということを言われたんだ

そうであります。非常に遺憾に思うわけであり

ます。

私は、こう考えたときに、これは日本人のノ

イジーマイノリティーだけじゃないんじゃない

か。日本人が騒ぎもせず、粛々と大震災に対処

した。このことを外国が知っているわけです。

だから、日本人が粛々と動くということは非常

に脅威なんです。これを何とか阻止してやろう

と。私のうがった考えですが、これは日本人だ

けのノイジーマイノリティーじゃないんじゃな

いか。外国の、我が国が仮想敵国としていると

ころの皆さんが組んでやっているんだろうと思

わざるを得ないんです。そうでなければ、こん

な大々的にやれるはずがないんです。だから、

私は、知事初め宮崎県の首長さんたちが恐れを

なして、これだったら選挙が危ないからかかわ

り合わんほうがいいというふうな思いで、これ

をじっとやり過ごそうと思ったら大変なことだ

と思う。知事はその辺のことをどう思ってい

らっしゃるか、お伺いしたいと思います。

○知事（河野俊嗣君） 御指摘のありましたノ

イジーマイノリティー、その言葉を使うことは

ちょっとどうかということはございますが、御

指摘の趣旨、そういう声というもの、私もツ

イッターとかフェイスブックをやっております

ので、たくさん届きました。また、「県民の

声」にも賛否両論届いたところでございます。

ただ、これまでも繰り返し申し上げております

とおり、一番大切にすべきは、受け入れると

なったときの施設周辺の住民の皆さんの考えで

あり、その皆さんに対して、しっかりとした安

全・安心の説明ができるかどうかという、そこ

であるというふうに考えておるところでござい

まして、さまざまな意見があるということは承

知の上でございますが、私としましては、それ

から、市町村長としても、そこを大切に考えて

これまで検討・議論を進めている、そのように

認識をしておるところでございます。選挙云々

の話がございましたが、今、御指摘ありました

ように、マイノリティーというのは少数派とい

うことですし、県外の人が多いんじゃないかと

いうこともございます。一切そういうような選

挙云々ということではなしに、大事なのは、繰

り返しになって恐縮でございますが、将来に向

けて責任ある判断をしなくてはならない。将来

に向けて廃棄物処理というものの協力をお願い

していくべき周辺の住民の皆さんといかに合意

形成を図っていくか、そこがポイントであろう

というふうに認識をしております。

○中村幸一議員 まあ安心しましたが、選挙と

いうのは、私ももう７回か８回か選挙をやりま

した。落選もしました。４年間一生懸命やって

おれば何とか結果は出るんです。ところが、有

権者というのも浮気なもので、なかなか結果が

出ない部分もあります。これだけやっているの

にと思いながらも、私などは歯にきぬ着せぬ言
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葉を言いますし、有権者におもねない。そして

また愛想も言わない。金を持っていないから飲

み会もしない。そういった人間については、毎

回、一番びりから上がってくるような状況で、

有権者というのも難しいなと思っております。

しかし、知事が、私はそんなことはありません

よということを聞いて安心しました。そういう

ことを気にしてもしも知事が政治をやってい

らっしゃるなら、宮崎県はだめだというふうな

思いをしたもので、こういうことを言ったとこ

ろであります。

今議会で知事は何回となく、さっきも言いま

したが、「安全・安心なものを受け入れなく

ちゃならない」と、こうおっしゃいます。我々

も２月定例会で決議したのは、安全・安心と思

えばこそやったわけで、聞いていると、我々は

安全・安心をちゃんとやっていないような物の

言い方に聞こえるんです。私だけが安全・安心

に苦労しているんだというような感じに聞こえ

るんですが、我々だって39名おります。知事は

１人です。我々、宮崎県に39名張りついて、そ

して、地域の皆さんと一緒に安全・安心を語っ

ているんです。ですから、知事が１人で安全・

安心を担っているんじゃない。我々県議会議員

も安全・安心を担っているんだということをお

忘れになっているんじゃないかと思いますが、

その辺はどうお考えですか。

○知事（河野俊嗣君） 整理して話をさせてい

ただきますと、議会の決議というものは、今御

指摘がありましたように、「科学的な知見に基

づく放射能の影響の検証がなされ、安全性が確

認されたものを受け入れる」、そういう指摘が

あるわけでございまして、議会としては、安全

・安心なものをというものだというふうに認識

しておるところでございます。これまでいろん

な形で答弁をさせていただいておりますのは、

いろんな不安が広がっている、その住民の皆さ

んの不安というものが、国が示した安全、国に

対するさまざまな不信感もあると思います。そ

の安全の基準というものが安心に結びついてい

ないのではないかということでございます。そ

こをどういうふうにクリアするかということ

で、現地調査を行う、専門家の意見を聞く、さ

まざまなデータを提供するということで、その

乖離を何としても埋めようという取り組みをし

ているということでございます。あくまで、県

議会としての総意としては安全なものを受け入

れる、その方向で市町村に働きかけなさい、そ

のようなものとして受けとめ、取り組んでいる

ところでございます。

○中村幸一議員 そうおっしゃいますけど、知

事が各市町村長と話されるときに、一回たりと

も、「このようにしましょうよ」とおっしゃっ

たことはありますか。やっていないでしょう。

「どうしましょうか」でしょう。私どもだっ

て、何人か近隣の人を集めて―例えばいい話

があります。今度、私の施設で夏祭りをやるん

です。「夏祭り、どうしましょうか」「どうし

ましょうじゃないだろう。自分たちでちゃんと

決めなさいよ」と。知事は、「市町村長の皆さ

ん方、こうしましょうよ」と言うんじゃなくて

「どうしましょうか」でしょう。やっぱり指針

を示さないと動かないんです。どうしましょう

かというんだったら、黙っていますよ。その辺

が知事はちょっと違うんだと僕は思う。リー

ダーシップというのは、「自分はこういう考え

を持っている。こういうふうに瓦れきの処理は

やろうじゃないか。皆さん方も協力してくださ

い」、こう言えば、首長さん方も、「そうです

か。知事がそこまでおっしゃるなら、国とのパ
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イプをちゃんと持って予算等もちゃんと取って

くるんだろう」ということを思うわけじゃない

ですか。それを示さない限り、派遣しました、

見学に行きました、それをおっしゃったって全

然進みませんよ。どうですか。

○知事（河野俊嗣君） 今、御指摘を反省も含

めて受けとめておるところでございます。私と

しましては、まさに決議にもあったところでご

ざいますが、受け入れ判断の主体であるのは市

町村長であると。その市町村長に判断をしてい

ただくにどのようなやり方をすればいいかとい

うことでこれまで進めてまいりましたが、やっ

ぱり一番大事なのは、地域の住民の皆さんとの

合意をしっかり形成していく。その中で、どう

いうものを受け入れるのか、どういうルートで

受け入れるのかという具体的な話になっていく

んだと思いますし、そこの段階で、県として独

自の厳しい基準を設けていくのかどうなのかと

いうことを築いていくということかと思いま

す。住民の皆さんとのしっかりとした理解なり

意見交換がない中で、県としてこうしましょう

よというものを、廃棄物行政に対して、市町村

のものに対して権限のない県というものが言う

と、かえって反発を招くおそれがあるのではな

いかということ。私も以前、愛知県のある市役

所で勤務したことがありますが、県から頭ごな

しにいろいろ言われることが大変不本意なこと

が多々ございました。そして、この宮崎におき

ましては、エコクリーンプラザの問題というも

のでは、住民の皆さんとの信頼関係が壊れてし

まった。それを一つ一つ築いていく、取り戻し

ていく。いかに大事にそれぞれの市町村におい

て施設周辺の皆さんとの対話、信頼関係を築い

てきたか、それを考えるときに、こうしましょ

うよというものを最初から押しつけるというの

はいかがなものか。今、ほかの県の状況を見て

おりますと、県知事として受け入れを表明され

た県が幾つかございます。ただ、その県で、市

町村が受け入れが進んでいるかというと、実は

進んでいない状況もございます。ある県に至っ

ては、県が所有する産業廃棄物の処理場に受け

入れると表明をされましたが、地元との十分な

意見交換、地元に対する説明がない中で強い反

発を受けて、物事が進まなくなっているという

状況がございます。大事なのは、しっかりとし

た地元の皆さんとの合意形成というものを図っ

ていくことだというふうに考えておりますの

で、最初から、こうでどうでしょうかというよ

うなやり方はしていなかったということでござ

います。

ただ、今、そうするともっと前向きに進んだ

のではないかというふうな御指摘があったもの

ですから、それを受けとめているところでござ

いますが、私としては、廃棄物行政における市

町村と住民との関係というもの、それから、市

町村と県との関係というものを大切に考えなが

ら、丁寧に物事を進めよう、そういうことで取

り組んできたところでございます。

○中村幸一議員 すばらしい言葉で答弁いただ

きました。でも、僕は違うんです。やっぱり知

事の考えと私の考えは違うんです。押しつけは

いけませんよ。だけど、リーダーシップという

ものは押しつけと違うと思うんです。「こうい

うことでやったらどうでしょうかね。これが、

口蹄疫あるいは新燃岳で被災を受けた我々県民

が、全国に恩返しする一つの方法じゃないです

か」、そう誘導される、押しつけじゃなくて誘

導されるほうが私はいいんだと思うんです。僕

は、知事は、県議会の重みとか決議というもの

を余り高く評価されていないんじゃないかなと
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いう気がするんです。いや、本当です。

なぜこういうことを言うかというと、知事に

は前例があるんですよ。私が議長の時代に、串

間の土木事務所の統合問題がありました。予算

については県議会で否決したことがあります。

しかし、執行部提案で否決されたことはないん

です。執行部提案が否決されるということは、

ある意味では執行部の恥なんです。そういうこ

とは余り考えていらっしゃらないかもしれませ

んが、私も20数年おって、そういうことはな

かった。そして、我々自民党の中でも串間の統

合問題について党議がありました。そのときに

こういうことを言った人がおります。「串間の

議員もいらっしゃいます。同じかまの飯を食っ

ているんです。しかし、執行部の提案を否決す

るのはおかしい。やはりこれは粛々と執行部に

賛成の意を表するのが当たり前じゃなかろう

か」、こう言った人がおりました。私は議長と

いう立場でしたから、コメントしませんでした

けれども、そういう勇気ある発言をした人もい

るんです。それはやはり、その当時の総務部長

とか副知事が丁寧に説明をして回ればよかった

んです。総務部長は回りましたよ。知事は一回

も副知事時代にその努力をされませんでしたが

ね。努力をされましたか。私はされなかったと

思っているんです。だから、ああいう否決され

るようなことになりました。今、副知事もそこ

にいらっしゃいますけど、今後、またいろいろ

なことが出てきますよ。執行部提案が否決され

るのかな、賛成を得られるのかというのはあり

ます。今、皆さん、４役だと言っていますが、

４役はうまくいっているんですか。予定になっ

たけど、ちょっと聞いてみましょう。

○知事（河野俊嗣君） さまざまな重要課題に

際しまして４役が集まって、また、その担当部

長もあわせて集まっての意見交換というものを

行っているところでございます。

○中村幸一議員 私は、もっと強い言葉で知事

に言いたかったんですが、傍聴者も多いことで

すし、私も遠慮しております。非常に知事はス

マートですよ。スマートというのは、体のス

マートじゃないんです。頭もスマートだし、今

聞いている答弁だって、私は４人の知事と相ま

みえてきましたが、ほかの３人の知事に比べ

て、甲乙つけがたいところはあるんですよ。し

かし、こういった議場での答弁というのは、１

年半のうちでちゃんとやっていらっしゃると高

く評価しているんです。厳しいことを言うんで

すけど、知事、大好きなんです、私は。私を好

かんでもいいというような顔をしていますが、

私は、好かんのじゃなくて、知事に長くいても

らって、そしてこの宮崎をよくしてもらいた

い。だから、あえて苦言を呈するわけです。私

も69歳になりました。今期やって、あと１期や

れればいいがなというぐらいの年です。（発言

する者あり）１期やれないかもしれません。だ

れか、そんなことを言ったのは。１期やれない

かもしれませんが、そういう年になりました。

ですから、おる間、耳ざわりなことばかり言う

かもしれませんが、あえて耳ざわりなことを

言って、いい知事をつくり、そしてまた、いい

後輩を育てる。何も自分に利害はありません。

そういった意味で、今後処していきたいなとい

うふうに思っておるところでございます。

ですから、知事ね、やっぱり八方美人だけで

もだめですよ。思い当たる節があると思います

が、僕はあえて言おうと思ったんです。知事が

あちこち出かけるのはいいんです。余りあちこ

ち出かけるのはいかがなものかなと思うんで

す。今までおられた知事は、分別をつけてあち
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こち出かけていらっしゃるんです。このことで

すと言ったら大変なことになりますから言いま

せん。だけど、節度を持ってやはり行動してい

ただかないと、千手観音じゃだめです。八方美

人になったらこっちの七方がだめになるんで

す。だから、やっぱりそこそこの八方美人じゃ

ないと私はいけないと思うんです。八方美人と

一部で言われていることについてどう思われま

すか。

○知事（河野俊嗣君） 私は、政治姿勢としま

して、対話と協働、現場主義というものを掲げ

ておりまして、八方美人だということもござい

ますが、いろんなところに行きまして、いろん

な県民の皆さんとの対話というものを心がけて

おるところでございます。ただ、今の御指摘と

いうものは、ＴＰＯといいますか、いろんな物

事を考えるべきではないか、立場を考えるべき

ではないかという御指摘かと思います。具体的

なところはともかくも、その基本的な姿勢なり

御提言というものはしっかり受けとめて今後処

してまいりたいと考えております。

○中村幸一議員 知事に耳ざわりなことも言い

ましたけれども、決して知事を嫌いで言ってい

るわけじゃありませんので、そのことは御理解

をいただきたいと思います。

次に、産業廃棄物問題についてに移りたいと

思います。

私の住んでいるところは都城市ですから、旧

薩摩藩であります。旧薩摩藩の百姓でありまし

たが、旧薩摩藩というところは0986で電話が始

まります。0986を回すと10円でいくんです。こ

れはお隣の鹿児島県の末吉町、財部町―志布

志までか知りませんが―までいくんです。

「0986（まるくやろう）会」というのもありま

した。そのぐらい経済圏が一緒なんです。そう

いうところに我々は住んでおるんですが、近接

しているわけですから、友達もいっぱいおりま

す。私の義理の妹も志布志に住んでおりまし

て、土日になったら帰ってきて墓参りに来るん

ですが、都城に買い物に来たということで来る

んですけれども、そういう近接したところに住

んでおって、鹿児島県の末吉、財部で、例えば

建物を壊したい、家を新築したい、こういうこ

とがあるんです。ところが、自社の産業廃棄物

の処理場があっても、壊して持ってこられない

んです。今そういう状況になっているんです。

これは、「宮崎県県外産業廃棄物の県内搬入

処理に関する指導要綱」、こういう長ったらし

いのがあるんですが、その要綱の第４条と第５

条で、「県外産業廃棄物を搬入してはならな

い」、５条の２項に、「前項の規定にかかわら

ず、県外排出事業者は、知事が認めたときに限

り、特例として、宮崎県内において処分し、又

は保管するために県外産業廃棄物を搬入できる

ものとする（県外産業廃棄物の県内搬入処理に

係る事前協議）」ということが明記されておる

のであります。

こういうのがあるものですから、隣県で発生

した産業廃棄物を自社の処分場に持ち込んで処

理できないんです。県境に物すごい量の仕事が

あるんです。宮崎県の人たちに、壊してくれん

か、そして家を新築してくれと。ところが、運

び込めないものだから、お断りするしか仕方が

ない。事前協議があるんだけど、事前協議の体

をなしていない。後でまた環境森林部長に聞き

ますが、体をなしていない。門前払いに近いよ

うな状況になるんです。何十億円という損失を

しているんです。こんなことで本当にいいのか

どうかと、私は思うんです。

九州各県の要綱、取り組みを私は調査してみ
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ました。福岡県、これは要綱もありません。そ

して事前協議も運用もありません。佐賀県、要

綱があります。事前協議もあります。原則搬入

禁止、運用等は、九州以外からの搬入は認めな

い。長崎県、要綱あり、事前協議あり。運用等

事前協議を行い、適正に処理されれば問題はな

い。熊本県、要綱あり、事前協議あり。受け入

れ業者ごとに県外の産廃の割合を処理施設の年

間処理量の３割までに制限する。年間500トン未

満は事前協議は不要だと。大分県、条例、事前

協議あり。県外の産廃を搬入する場合は、環境

保全協力金を納入する必要がある。最終処分、

１トン500円、年間10トン未満は事前協議は不要

だと。宮崎県、要綱あり、原則禁止、九州外か

らの搬入は認めない（王子製紙は除く）、九州

内であっても排出県内で処分できるものは認め

ない。鹿児島県、要綱あり、事前協議あり。原

則搬入禁止、基本的に熊本・宮崎県以外は認め

ない。こういうことがいろいろあるんです。

宮崎県は一番厳しいと思います。そしてま

た、隣県の鹿児島県は、熊本、宮崎以外は認め

ない。ですから、そういう仕事が出たら、鹿児

島の業者の人に宮崎県の分は持っていかれる。

自分のところのものも持っていかれる。踏んだ

りけったりなんです。そういうふうな大きな経

済的損失を受けているわけであります。鹿児島

県は偉いじゃないですか。そういうことを見越

して、仕事ができるようにちゃんと行政が目配

りをしていたということです。私のところはそ

ういう目配りをしなかったと言われても仕方な

いんじゃないかと思います。先ほどから出てい

た土木・建築の入札だってそうじゃないです

か。一般競争入札をさも格好よさそうにやって

いますが、どれだけ業者の人たちを苦しめてい

ますか。先ほどありましたからもう言いません

が、こんなこともやっぱり抜本からちゃんと改

善していかなくちゃだめなんです。

そこで、環境森林部長にお伺いしますけど、

この要綱ですね、私は、産業廃棄物を県内に持

ち込もうとは言いません。原則禁止で結構なん

です。ただ、隣接している都城と鹿児島県と

か、あるいは延岡と熊本県というようなところ

は、運用の面でちゃんとすべきじゃないかと思

うんですが、環境森林部長の見解をお伺いした

いと思います。

○環境森林部長（堀野 誠君） 本県におきま

しては、平成２年の香川県の豊島に代表される

ように、県外産業廃棄物の不適正処理が全国で

多発したこと、また、現実に、千葉県の産業廃

棄物処理業者から、首都圏の産業廃棄物を県内

の最終処分場に搬入したいとの相談があったこ

となどから、県外産業廃棄物の無秩序な搬入や

不適正処理の増加を防ぐことにより、県民の生

活環境の保全などを図るため、指導要綱に基づ

き、平成４年から、県外からの産業廃棄物の搬

入を原則禁止しているところであります。

ただ、一方で、県内の産業廃棄物の一部が九

州各県に搬出され、処理されている実態から、

九州内で搬出された産業廃棄物に限り、排出県

内に処理する施設がないか、処理施設があって

も処理能力が足りない場合など、やむを得ない

と判断される場合に限り、事前協議を行った上

で、特例として県内搬入を認めているところで

あります。

また、要綱制定当時から、県の考え方につき

ましては、業界団体である宮崎県産業廃棄物協

会や県外排出事業者、県内処理業者にも丁寧に

説明し、御理解をいただいてきたと考えており

ます。また、搬入規制につきましては、福岡県

を除く九州各県においても、処理施設の整備状
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況など、それぞれの事情に応じて、実態に合っ

た搬入規制をしていると認識しております。こ

の規制につきましては、今申し上げたように、

今後も継続してまいりたいと考えております

が、その時々の社会経済情勢の変化等に伴った

検討が必要だと思いますので、御指摘のあった

ような事例につきましては、どのような範囲と

するのか、また、どのような影響があるかなど

を含めて、今後検討してまいりたいと考えてお

ります。

○中村幸一議員 県当局が「検討したい」とい

うときは、しないということなんです。こんな

ことじゃだめです。運用をちゃんと見直すのか

どうか、再度その点に限って答弁してくださ

い。

○環境森林部長（堀野 誠君） 繰り返しにな

りますけれども、検討してまいります。

○中村幸一議員 検討してまいりますね。本当

にちゃんと運用の面を変えていくということで

よろしいですね。うなずいてください。そこで

いいから。決まりました。みんな見ていました

から、そういうことで、私も今後ちゃんと対処

していきたいというふうに思います。

これは歴史的な経緯があって、20年ぐらい前

は、産業廃棄物処理者というのは案外でたらめ

な人も多かったんです。20年前に小林で、ある

業者の人たちが県外から持ち込んで、悪臭はす

るわ、たれ流しがあったんです。私の同期の小

斉平議員というのがいましたが、後に参議院議

員になりましたけれども、加藤司さんとか。僕

は議事録を全部見てみた。20年前やっているん

です。絶対受け入れ反対だということでやって

いるんです。今の廃棄物業者は違います。だか

ら、さっきおっしゃったように、廃棄物業者の

人たちとじっくり話し合って、ケース・バイ・

ケースで対処していただきたい。これはひとつ

よろしくお願いしたいというふうに思います。

それから、平成17年、九州各県で一斉導入し

ました産業廃棄物税を課すことにしましたね。

多分、１億幾らだったと思いますが、最近の税

収はどのくらいあるのか。運用、使途はどのよ

うになっているか。総務部長と環境森林部長に

お伺いしたいと思います。

○総務部長（四本 孝君） 産業廃棄物税の税

率でございますが、焼却施設への搬入は１トン

当たり800円、最終処分場への搬入は１トン当た

り1,000円と上回っております。また、税収の額

につきましては、平成17年度は２億462万1,000

円、直近の平成23年度は２億2,712万7,000円の

見込みということになっております。

○環境森林部長（堀野 誠君） 産業廃棄物税

につきましては、宮崎県産業廃棄物税条例にお

きまして、循環型社会の形成に向け、産業廃棄

物の排出抑制、再生利用の促進、その他適正な

処理の推進を図る施策に要する費用に充てるこ

ととされております。今年度の主な使途といた

しましては、産業廃棄物のリサイクル施設整備

に対する補助、産業廃棄物処理施設に搬入する

際、廃棄物の計量を行うトラックスケールの設

置費用に対する補助、不法投棄等を監視する廃

棄物監視員の配置等の事業があります。

○中村幸一議員 先ほど聞いた中で、要綱の中

で、王子製紙は除くとありましたが、あれは何

でしたかね、王子製紙を除くというのは。

○環境森林部長（堀野 誠君） 王子製紙日南

工場は、平成17年度に、廃タイヤ、木くずを燃

料とし、発電や熱利用を行うボイラーを設置し

ておりますが、この施設は、平成９年に制定さ

れた「新エネルギー利用等の促進に関する特別

措置法」に基づき、国に認定された計画により
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設置された施設であります。したがいまして、

この施設への燃料としての搬入は、新エネル

ギーの利用等を円滑に進めるというこの法律の

趣旨に沿ったものであることから、県外搬入禁

止の例外として、九州外からの搬入を認めてい

るところであります。

○中村幸一議員 次に、人事問題ですが、「人

は城、人は石垣、人は堀、情けは味方、仇は敵

なり」、武田信玄はこんなことを言っておりま

す。武田信玄じゃないかもしれないと言われて

おりますが、人材を見分ける能力を挙げておる

と思いますが、ここに並んでいる幹部職員は、

知事の専権事項ですから、私がとやかくこの人

事問題に口出しするわけにいきませんけれど

も、ちゃんとした大きな見地から見ていらっ

しゃるんでしょうねということだけお聞きした

い。

○知事（河野俊嗣君） 部長級の幹部職員は、

本県県政推進に当たりまして、大変重要な役割

を担うという考えのもとに人事を行っていると

ころでございます。経験、能力、部下の職員の

やる気を引き出す、さまざまな観点、役割が求

められるわけでございまして、適材適所で登用

に努めているというところでございます。

○中村幸一議員 人事に関することですから、

知事の専権事項でしょうから、私はこれ以上の

ことは申しませんが、ただ、20数年おって、職

員の一人一人をずっと見ておるということだけ

はお忘れのないようにしておいていただきた

い。

それから、生活保護の適正化についてであり

ますが、日本憲法第25条「生存権、国の社会的

使命」というのがあります。「すべて国民は、

健康で文化的な最低限の生活を営む権利を有す

る」、生活保護法の根拠法は憲法25条であろう

というふうに私は思います。

私の同級生から手紙が来ました。幸一さんへ

ということで、「私どもも、もう年金をもらう

年になりましたね。細々とひとり暮らしをやっ

ています。やっとかっと年金で暮らしていま

す。ところが、隣に、生活保護をもらいなが

ら、パチンコをしたり、遊びほうけている人が

いらっしゃるんです。何ということでしょう。

夜になったら、夜な夜なパートナーが来るんで

すよね。こんなことでいいんでしょうか」、こ

ういう話がありました。これはよく聞くことで

すよね。

一昔前は、生活保護をもらうということは我

が家の恥だというぐらいに皆さん考えておった

時代があったんです。今は、もらわなきゃ損だ

という考えなんですね。私は、日本人の心が非

常に堕落してきたというふうに思えて仕方ない

んです。私の父も民生委員をいたしておりまし

た。非常に厳しい人でしたから、生活保護に対

しても厳しい態度をとっておりました。また、

私も、父の後にやった人が倒れましたので、40

代そこそこの若さで民生委員をやりました。新

聞にも最年少民生委員ということで書かれたこ

ともありましたが、厳しく民生委員の仕事を１

期半ぐらいやったことがあります。やっぱり生

活保護を受け持ったんですが、不正を見きわめ

るのは非常に難しいんですが、どうかこの不正

はちゃんと暴いていただきたいというふうに思

うんです。

私も忙しいさなか、日曜日、家におりました

ら、障がい者の方から電話が来ました。「とに

かく来てくれ」と。「いや、おれはパソコンを

打って質問をつくっているんだ」と。仕方がな

いから行ってみました。そうしたら、視覚障が

い者の方が４人お見えになっている。そして、
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１人は小学４年生から目が見えなくなった、あ

との３人は生まれつきそうなんだと。「我々は

小学１年生のときから盲学校に行ったんだ。盲

学校に入ったときには、選択肢は、はり、あん

ま、きゅう、この仕事しかなかったんだ。一生

懸命やりました」。皆さんそれぞれ診療所を

持っていらっしゃるんですが、「俺たち目の見

えない者でも、生活保護をもらわなくて一生懸

命頑張っているんだ。あの生活保護をもらって

いる人たちは何な。このことを議場で言ってく

ださい」、そのことで呼び出されたところでし

た。このこともちゃんと考えていただいて、福

祉保健部長、どうお考えですか、どういうふう

に今から処していきたいと思っていらっしゃる

か、お聞かせいただきたい。

○福祉保健部長（土持正弘君） 生活保護受給

のあり方についての御質問でございます。た

だ、今、議員のほうからお話がございましたと

おり、生活保護を受けるべき人が受けないとい

う状況、これは避けなければならない。そうい

う意味で、漏給防止と申しております。それか

ら、生活保護を受けるべきでない人は、当然受

けるべきではないということで、我々もそのこ

とについては、調査等を通じまして徹底をして

いるところでございます。

先般、報道がございましたけれども、平成23

年度生活保護に係ります不正受給件数というも

のが200件となっておりまして、内容といたしま

しては、就労収入の無申告や過少申告といった

事案でございました。このような不正受給を未

然防止、早期発見するために、各福祉事務所に

おきましても、収入申告義務の周知徹底を図り

ますとともに、収入状況を客観的に把握するた

め、市町村の税務担当部局の協力を得まして、

被保護者全員に対する課税の状況を調査するな

ど、不正受給の防止に努めているところでござ

います。また、そういう不正受給に対しまして

は、不正受給に相当する金額の返還は当然でご

ざいますけれども、悪質な場合には、刑事告発

等の対応も行っているところでございます。そ

ういった適正な生活保護の受給ということに対

しまして、今後とも、福祉事務所一丸となって

取り組んでまいりたいというふうに考えており

ます。

○中村幸一議員 どうかよろしくお願いしま

す。こういった目の見えない人たちだって、俺

たちは頑張るぞ、生活保護もらわんで頑張るぞ

とやっていらっしゃるんですから、不正受給は

絶対許しちゃならんと思いますから、よろしく

御指導いただきたいと思います。

それから、はしょりますが、障がい者の工賃

引き上げについてでありますが、私は、委員会

で何回も工賃引き上げのことについては部長に

も申し上げました。この件につきましては、

前、２万2,000円ぐらいの目標額を掲げられてお

りました。とても２万2,000円の工賃はあげられ

ないんです。ですから、何回も委員会で言いま

したように、あげられないということで、今

は、目標を上に持ってくださいということにな

りました。そういうのをやっておりますが、た

だ、発注する側が低価格で発注してくるんで

す。うちの職員にやらせてみて、一日一生懸命

やって400円しかならない。こんなことを平気で

持ってこられるんです。福祉施設に持っていけ

ば何でもしてくれるがと。そういう状況で持っ

てこられて工賃引き上げできるはずがないんで

す。だから、私は、部長にも言いましたよう

に、何とかして工賃引き上げに、いわゆる発注

側の人たちも集めて、商工会とかいろいろ集め

てお話しできませんかということを言ったので
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すが、その後、そのことをしていただいたかど

うか。委員会で言ってもいいんですが、皆さん

方にも聞いていただきたいと思うので、きょう

は質問させていただきました。

○福祉保健部長（土持正弘君） 障がい者の工

賃向上を図りますためには、議員御指摘のとお

り、障害福祉サービス事業所の取り組みに対す

る発注企業の理解、協力が不可欠でございま

す。現在、策定中でございますが、新たな工賃

向上計画におきましては、地域で障がい者を支

える仕組みを構築するということの重要性を踏

まえまして、市町村における企業向け広報の実

施とか、地元商工団体への協力呼びかけなど、

市町村の福祉サービス事業所に対する支援を新

たに盛り込むことといたしております。そのた

め、県といたしましても、計画策定後は、速や

かに商工団体等関係機関を訪問するなど、計画

の趣旨を周知いたしまして、福祉サービス事業

所への理解促進を図ってまいりたいというふう

に考えております。また、引き続き、新商品の

開発、販路開拓などのニーズに対応する経営コ

ンサルタントや地元商工団体の経営指導員等で

構成いたします工賃向上支援チーム、この派遣

を行いますとともに、共同出店による販売促進

など、工賃向上に向けた支援にも取り組んでま

いりたいというふうに考えております。

○中村幸一議員 私どもこういう施設の理事長

をしていまして、１円でも多くあげたいという

気持ちはやまやまです。一生懸命我々も頑張り

ますから、県当局も力をかしていただきたい。

以上で私の質問を終わります。ありがとうご

ざいました。（拍手）

○外山三博議長 以上で一般質問は終わりまし

た。

◎ 議案第１号から第９号まで及び報告第１

号から第３号まで並びに請願委員会付託

○外山三博議長 次に、今回提案されました議

案第１号から第９号まで、並びに報告第１号か

ら第３号までの各号議案について、質疑の通告

はありません。

当該議案及び新規請願は、お手元に配付の付

託表のとおり、それぞれ関係の委員会に付託い

たします。

あすからの日程をお知らせいたします。

あす20日から25日までは、常任委員会並びに

特別委員会等のため、本会議を休会いたしま

す。

次の本会議は、26日午前10時開会、常任委員

長の審査結果報告から採決までであります。

本日はこれで散会いたします。

午後２時47分散会
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◎ 常任委員長審査結果報告

○外山三博議長 ただいまの出席議員39名。定

足数に達しておりますので、これより本日の会

議を開きます。

本日の日程は、常任委員長の審査結果報告か

ら採決までであります。

まず、議案第１号から第９号まで及び報告第

１号から第３号までの各号議案、並びに請願

第19号から第21号まで及び継続審査中の請願

第16号を一括議題といたします。

ただいまから常任委員長の審査結果報告を求

めます。まず、総務政策常任委員会、黒木正一

委員長。

○黒木正一議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第２号外２件及び新規請願２件の計５件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、継

続審査中の請願１件を含め、お手元に配付の議

案・請願委員会審査結果表のとおり決定いたし

ました。

なお、請願第16号については賛成少数によ

り、その他の議案及び請願については全会一致

により決定しております。

また、全会一致で採択いたしました請願第19

号に基づき、「集団的消費者被害に係る訴訟制

度の創設に関する意見書」を発議することとい

たしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、ことしの夏の電力需給対策についてで

あります。

このことについて当局より、「政府の方針と

して、本年７月から９月にかけて節電要請を行

い、特に、お盆を除く７月２日から９月７日ま

での平日午後１時から５時までの間は重点的な

節電を求める。また、計画停電は実施しないこ

とが原則であるが、発電所のダウン等により実

施せざるを得ない場合も想定されるため、万が

一に備えて準備を進めることが示された」との

報告がありました。

これに対して委員より、「節電を要請するに

当たっては、供給者である電力会社が、県民に

対し、電力の供給能力と需要見込みなど説得力

のある資料を示すべきではないか」との質疑が

あり、当局より、「供給能力と需要とのギャッ

プや効果的な節電方法等について広くアナウン

スするなど、県民に対してきめ細かく対応して

いただくよう九州電力へ申し入れたところであ

り、県民への周知については県としても積極的

に協力していきたい」との答弁がありました。

次に、記紀編さん1300年記念事業についてで

あります。

このことについて委員より、「当事業の事業

期間は、平成32年までの９年間という大変長い

期間であるが、年次的なスケジュールを作成す

べきではないか」との質疑があり、当局より、

「年内には、推進協議会において今後の全体的

な展開方針を議論いただき、早い段階で明確に

するよう努力したい」との答弁がありました。

また、別の委員より、「どのような効果をね

らって事業を推進するのかを明確にし、予算の

裏づけも含めてしっかりと取り組んでいただき

たい」との要望がありました。

次に、平成23年度における行財政改革の取り

組み状況についてであります。

本県では、平成23年６月に策定した「みやざ

き行財政改革プラン」に基づいて行財政改革に

取り組んでおり、当局よりその状況について説

平成24年６月26日(火)
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明がありました。

このうち、公正で透明性の高い県政運営につ

いて、委員より、「コンプライアンスについて

職員の理解が不十分なのではないか」との質疑

があり、当局より、「平成20年３月に庁内にコ

ンプライアンス推進委員会を設置し、法令遵守

や服務について、全所属に配置したコンプライ

アンスリーダーへの研修や、当リーダーによる

職場での研修を実施している」との答弁があり

ました。

これに対して委員より、「本来、自治体のコ

ンプライアンスとは、住民の負託にこたえるた

め、組織が十分な機能を発揮することを目的と

して取り組むべきものである。本来の目的が

しっかりと果たせるよう基本に立ち返って取り

組んでいただきたい」との要望がありました。

次に、宮崎県業務継続計画（本庁版ＢＣＰ）

の概要についてであります。

本計画は、東日本大震災のような大規模災害

や深刻な感染症等が発生した際に、災害への対

応や県民生活の安定確保などを図るため、本庁

において必要な業務継続や早期再開ができるた

めの方策などを定めておくものであります。

このことについて委員より、「ＢＣＰは、市

町村や民間企業、自治会等においても作成する

べきものであり、当計画がモデルとして広く活

用されるよう積極的に広報していただきたい」

との要望がありました。

次に、地域自主戦略交付金、いわゆる一括交

付金についてであります。

これは、基本的に、地方が自由に使える交付

金として平成23年度に創設されたものですが、

本県への配分額が非常に少なく、24年度は前年

度と比較して増額されたものの、九州では最低

の配分額という状況であります。

このことについて委員より、配分額が少ない

理由について質疑があり、当局より、「全体の

おおむね８割が継続事業分として配分されたた

め、同事業分として認められた額が少ない本県

には厳しい配分額となった。国に対しては配分

方法を見直すよう要望しているところである」

との答弁がありました。

当委員会といたしましては、本県の社会資本

整備の推進や地域経済の活性化等を図るため、

さまざまな方策を検討し、国の交付金がより多

く配分されるよう努力していただくことを強く

要望いたします。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件の外、「総合政策及び行財政対

策に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第９項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、厚生常任委員会、髙橋

透委員長。

○髙橋 透議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第２号外２件であります。慎重に審査いた

しました結果、いずれも全会一致により、お手

元に配付の議案・請願委員会審査結果表のとお

り決定いたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、県立病院における看護師確保対策につ

いてであります。

このことについて当局より、「主に新卒者を

対象としたこれまでの看護師採用試験では、近

平成24年６月26日(火)
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年、受験者数が減少し、優秀な人材を採用する

ために必要な受験者数を確保することが難しく

なっている状況にあった。このため、試験時期

の早期化や教養試験の廃止など採用試験の実施

方法を見直し、受験者数の増加を図ることとし

た。また、多くの看護学生に受験してもらうに

は、県立病院をよく知り魅力を感じてもらうこ

とが大変重要であるので、今年度から「看護学

生向け県立病院見学バスツアー」を開催するこ

ととした」との説明がありました。

このことについて委員より、「今回の採用試

験の見直しは時宜を得たものであり、変更内容

もよいと思うので、受験者がふえることを期待

している」との意見がありました。

また、別の委員より、「福祉保健部と連携を

図り、県立看護大学の学生の多くが受験するよ

うに取り組んでいくことも必要ではないか」と

の意見がありました。

次に、自殺対策についてであります。

このことについて当局より、「本県の自殺者

は、平成９年以降15年連続して300人を超えてお

り、平成23年の自殺死亡率は全国で３番目に高

くなっている。このような厳しい状況を踏ま

え、自殺対策の一層の充実を図るため、地域の

絆づくり強化事業や悩み事一斉相談の実施な

ど、より身近な地域での対策を強化することと

した」との説明がありました。

このうち、地域の絆づくり強化事業につい

て、委員より、「地域コミュニティーを高める

ことは難しい現状の中で、きずなづくりにどの

ように取り組まれるのか」との質疑があり、当

局より、「地域での声かけや見守りなどの活動

を行うキーパーソンとなる人材の養成を行い、

地域のきずなづくりを図っていきたい」との答

弁がありました。

また、別の委員より、「自殺のサインは家族

でさえ見逃している。地域でどのように発見し

て救っていくのか」との質疑があり、当局よ

り、「例えば、声かけなどの小さな活動から始

め、見守りなど地域の実情に応じたきめ細やか

な運動を少しずつ展開させていく、そのような

取り組みを想定しており、事業の実施に当たっ

ては、市町村や関係団体等と効果的な活動方法

等を検討していく」との答弁がありました。

また、悩み事一斉相談の実施について、委員

より、「日常的に相談できる体制を整えること

が大切ではないか」との意見があり、当局よ

り、「期間中の１週間は86カ所の相談窓口で一

斉に相談を受け付けることとしており、この相

談窓口については新聞広告やテレビＣＭなどで

広く情報発信するので、このような窓口がある

ということを多くの方が認識するものと期待し

ている」との答弁がありました。

次に、生活保護の状況等についてでありま

す。

このことについて委員より、「生活保護費の

不正受給がマスコミで取りざたされているが、

本県の状況はどうなっているのか」との質疑が

あり、当局から、「平成23年度は、保護世帯数

１万2,655世帯、保護人員が１万7,010人となっ

ている。また、同年度の不正受給は200件で、不

正受給額は6,600万円余となっている」との答弁

がありました。

これに対して委員より、「生活保護の指導に

はケースワーカーが重要な存在であるが、県内

のケースワーカーが不足しているのではない

か」との質疑があり、当局より、「県の福祉事

務所のケースワーカーは配置基準を満たしてい

るが、市の福祉事務所においては、配置基準を

満たしておらず不足している市もある。そのよ
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うな市に対しては、これまでもケースワーカー

の適正配置について機会あるごとにお願いして

きたが、今後も引き続き申し入れを行ってい

く」との答弁がありました。

当委員会といたしましては、生活保護の不正

受給者に対しては毅然とした姿勢で臨み不正を

ただすとともに、最近の不正受給者の報道等に

より、生活保護者の印象が悪くなったり、生活

保護が真に必要な方が申請しづらくなったりす

ることがないように適切な措置を講じるよう要

望するものであります。

最後に、「福祉保健行政の推進及び県立病院

事業に関する調査」につきましては、地方自治

法第109条第９項の規定により、閉会中の継続審

査といたしたいので、議長においてその取り扱

いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、商工建設常任委員会、

山下博三委員長。

○山下博三議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第２号外５件及び新規請願１件の計７件で

あります。慎重に審査をいたしました結果、お

手元に配付の議案・請願委員会審査結果表のと

おり決定をいたしました。

なお、議案については全会一致により決定し

ております。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、東九州メディカルバレー構想について

であります。

このことについて当局より、地域活性化総合

特区指定以降の動きについて説明がありまし

た。

このことに対して委員より、「特区の目標と

して、医療機器生産金額を平成26年には平成21

年から15％増の1,584億円と設定し、この増加額

を含めた経済波及効果を318億円、雇用創出効果

が1,167名と試算しているが、大分県と宮崎県の

比率はどうなのか」との質疑がありました。

このことについて当局より、「今後の目標に

ついては両県を合わせた数字であり、それぞれ

の比率を正確には示せないが、全体として高め

ていくことによって本県の経済波及効果も高

まってくるものと考える」との答弁があり、委

員より、「本県への雇用や経済波及効果を考え

ていく上で、宮崎県側の比率を上げていくよう

取り組んでいただきたい」との要望がありまし

た。

次に、新卒者等の就職支援についてでありま

す。

このことについて当局より、県内の主要な経

済団体を訪問し、知事、県教育長、宮崎労働局

長の連名で、求人枠の拡大、求人票の早期提出

等について要請を行っていることについての報

告がありました。

このことに対して委員より、「県内の経済団

体の求人数を把握し、下部団体までの徹底した

求人要請を行っていただきたい」との要望があ

りました。

また、別の委員より、「求人要請について

は、県が先頭に立って県内の若者の就職を支援

しているという姿勢を要請団体に示すために

も、訪問に際しては知事または副知事の出席を

検討してもらいたい」との要望がありました。

次に、スポーツキャンプの受け入れについて

であります。

このことについて当局より、県外からのスポ



- 302 -

平成24年６月26日(火)

ーツキャンプ・合宿の受け入れ実績についての

報告がありました。

このことに対して委員より、「Ｊリーグにつ

いては、全40チーム中23チームが本県で実施し

ているという実績は評価できるが、プロ野球に

ついては、練習試合ができる環境をつくるな

ど、既存球団のキャンプ継続に全力で取り組む

とともに、以前キャンプを実施していた球団等

への誘致活動も継続して取り組んでいただきた

い」との要望がありました。

また、別の委員より、「「スポーツランドみ

やざき」の推進は重要な施策の一つなので、ス

ポーツキャンプが本県にもたらす年間の経済効

果について、県民にわかりやすく示していただ

きたい」との要望がありました。

次に、古事記編さん1300年についてでありま

す。

このことについて委員より、「それぞれの地

域に住んでいる人が、その地域と神話とのかか

わりを知り、そのことについて誇りに思うよう

な施策を実施するべきではないか」との質疑が

ありました。

このことについて当局より、「神話にちなん

だ観光ルートの掘り起こしや講演会を開催する

など、さまざまな取り組みを行っていきたい」

との答弁があり、委員よりさらに、「地域の人

が神話とかかわる機会がふえるように、市町村

と連携し盛り上げていただきたい」との要望が

ありました。

次に、議案第７号及び第８号「損害賠償の額

の決定について」であります。

これは、平成22年８月に門川町において発生

した県有自動車による公務上の事故に対して、

その損害賠償の額を決定するものであります。

このことについて複数の委員より、「議案審

議を行う際、詳細な事故の状況を把握する必要

があるため、損害賠償の原因となった事故等に

係る職員の所属、氏名を含めて議案書等への掲

載について検討していただきたい」との意見が

ありました。

また、複数の委員より、「当該事故に係る職

員は懲戒処分を受けていないとのことだが、懲

戒処分の基準は妥当なのか」との意見がありま

した。

このことに対して当局より、「県土整備部だ

けでは判断しかねる案件のため、主管部局へ報

告させていただきたい」との答弁がありまし

た。

次に、社会資本整備についてであります。

このことについて委員より、「地域自主戦略

交付金については、継続事業の量に応じて配分

されるため、継続事業の量が減少すれば当該交

付金の配分が減少する。本県の社会資本整備は

他県に比較しておくれている中で、今後の将来

展望をどのように考えているのか」との質疑が

ありました。

このことに対して当局より、「公共事業費の

急激な減少により社会資本の整備がおくれ、県

民生活の利便性向上にも支障を来し、地域の経

済・雇用を支えている建設業界に対する影響に

ついても懸念される状況である。さらなる公共

事業費の確保に向けて全力で取り組んでまいり

たい」との答弁がありました。

当委員会としましては、地域自主戦略交付金

を含む国の公共事業予算をより多く獲得するた

めのあらゆる方策を検討していただき、本県の

均衡ある発展に向けて取り組んでいただくこと

を強く要望いたします。

最後に、当委員会において継続審査と決定い

たしました案件の外、「商工観光振興対策及び
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土木行政の推進に関する調査」につきまして

は、地方自治法第109条第９項の規定により、閉

会中の継続審査といたしたいので、議長におい

てその取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、環境農林水産常任委員

会、松村悟郎委員長。

○松村悟郎議員〔登壇〕（拍手） 御報告いた

します。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

報告第１号の１件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、全会一致で決定いた

しました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、報告第１号「専決処分の承認を求める

ことについて」であります。

これは、平成23年度宮崎県一般会計補正予算

（第７号）のうち森林環境税基金積立金の補正

で、190万円余の増額補正の専決処分です。この

結果、この積立金の補正後の額は２億8,000万円

余となります。

このうち、森林環境税の使途についてであり

ます。

このことについて委員より、「この税の使途

等を審議する森林環境税活用検討委員会におい

て、木材価格の下落対策を新たに使途事業に加

えるようにという意見はなかったのか」という

質疑があり、当局より、「森林環境税は県民参

加の森づくりなどを主な使途としており、木材

価格の下落対策に係る意見は特に出なかった」

との答弁がありました。

これに対し委員より、「この税の使途につい

ては、広く森林・林業の課題に対応できるよ

う、環境森林部から積極的に使途事業の提案を

行ってもらいたい」との要望がありました。

次に、木材価格対策特命チーム及び相談窓口

の設置についてであります。

このことについて委員より、「具体的な対策

やその予算措置についてどのように考えている

か」との質疑があり、当局より、「できるだけ

早く現状を把握するとともに原因分析を行いた

い。予算措置については、森林環境税を財源と

して活用できるかどうかを含め検討していきた

い」との答弁がありました。

これに対して複数の委員より、「木材価格対

策については、既に待ったなしの状況であるの

で、早急に具体的な対策を講じていただきた

い」との要望がありました。

次に、災害廃棄物の広域処理についてであり

ます。

このことについて委員より、「迅速に議論を

深め、早急に県としての立ち位置を明確にする

べきだ」との意見がありました。

また、別の委員より、「市町村へのアンケー

ト調査の結果が出た後、速やかに県が独自基準

を示すべきではないか」との意見がありまし

た。

次に、人・農地プラン及び青年就農給付金の

取り組み状況についてであります。

このことについて委員より、「今後、人・農

地プランの作成が進むことにより、対象となる

新規就農者が増大することが考えられるが、予

算は足りるのか。また、不足する場合はどのよ

うに対応するのか」との質疑があり、当局よ

り、「予算不足が懸念される場合は、予算の確

保について国に強く要望するとともに、市町村

と連携して真剣に農業を目指す者に給付できる
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よう対応していきたい」との答弁がありまし

た。

当委員会といたしましては、新規の就農者を

青年就農給付金事業により積極的に支援すると

ともに、新規就農者が経営を継続できるよう、

さまざまな施策を展開しフォローアップしてい

ただくよう要望いたします。

次に、「現下の厳しい木材価格の現状を打開

し、森林・林業の再生を求める意見書」につい

てであります。

このことについて委員より、「長引く円高や

素材生産の拡大等により需給バランスが崩れ、

現下の木材価格は過去最低水準となっており、

こうした状況が長引けば、林業の存続が危ぶま

れ、森林を支える山村地域の衰退を招く事態に

なりかねない」との意見がありました。

このことについて委員協議を行った結果、当

委員会といたしましては意見書を発議すること

としたものであります。

次に、「環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰ

Ｐ）交渉参加に反対する意見書」についてであ

ります。

このことについて委員より、「我が国がＴＰ

Ｐに参加すると、本県農業は衰退の一途をたど

り、関連産業を含めた地域経済は崩壊の危機を

迎え、農地の多面的機能が失われ里山の維持等

も困難となることが懸念される」との意見があ

りました。

このことについて委員協議を行った結果、当

委員会といたしましては意見書を発議すること

としたものであります。

なお、これらの意見書の提出につきましては

全会一致で決定したところでありますので、議

長においてよろしくお取り計らいいただくよう

お願いいたします。

最後に、「環境対策及び農林水産業振興対策

に関する調査」につきましては、地方自治法

第109条第９項の規定により、閉会中の継続審査

といたしたいので、議長においてその取り扱い

をよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の御報告といたしま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、文教警察企業常任委員

会、西村賢委員長。

○西村 賢議員〔登壇〕（拍手） 御報告しま

す。

今回、当委員会に付託を受けました案件は、

議案第１号外２件であります。慎重に審査をい

たしました結果、お手元に配付の議案・請願委

員会審査結果表のとおり、いずれも全会一致で

決定をいたしました。

以下、審査の主な概要について申し上げま

す。

まず、農業用水路におけるマイクロ水力発電

設備の推進についてであります。

このことについて委員より、「マイクロ水力

発電については、地元からの要望もあるので、

企業局としても農政水産部と連携して取り組む

べきではないか」との質疑があり、当局より、

「農政水産部との連携は重要であり、今後一層

強化してまいりたい。また、企業局としては、

みずからの小水力発電への取り組みと、市町村

や農業団体等に対する技術的支援の２つの側面

から進めていきたい。これにより県内に小水力

発電が普及することで、農村地域の活性化にも

つながるものと考えている」との答弁がありま

した。

これに対して委員より、「利用できる水路は

数多くあると考えられるので、地域の要望にこ

たえるように努めてもらいたい」との要望があ
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りました。

次に、議案第５号「宮崎県育英資金貸与条例

の一部を改正する条例」であります。

これは、現在の貸与額は学校等の区分ごとに

定額となっているが、生徒や保護者からは定額

を下回る額での借り入れ要望があることから、

現行の額を上限とする選択制を導入するととも

に、貸与の停止または休止の要件をより明確に

するために、所要の改定を行うものでありま

す。

このことについて複数の委員より、「借りる

側の将来の償還負担に配慮し、必要額の選択に

ついて適正な指導に努めてほしい」との要望が

ありました。

次に、児童生徒の模範となるべき教職員の不

祥事が依然として後を絶たないことから、６月

１日に議長から教育長に対して行った「教職員

不祥事の再発防止を求める申入れ」に対する回

答についてであります。

このことについて教育長より、「教職員の不

祥事防止のため、これまで、小中学校及び県立

学校の校長会や各種研修の場を活用した教職員

に対する綱紀保持の指導や、さまざまな機会を

とらえて服務規律遵守を求める教育長通知を発

出するとともに、新規採用職員、臨時的任用職

員及び非常勤職員の任用時における服務誓約書

の提出等の取り組みを行ってきたところであり

ます。しかしながら、相次ぐ不祥事により、児

童生徒や保護者、さらには県民の信頼を著しく

損なったことは痛恨のきわみであります。教職

員一人一人に危機感が届いていなかったこと

は、これまでの取り組みが十分でなかったと反

省しております」との発言がありました。

また、今後の取り組みについて、「県及び市

町村の教育委員会等で構成する「宮崎県公立学

校コンプライアンス推進協議会（仮称）」を本

年７月中に立ち上げるとともに、各学校が主体

的に取り組むための体制の整備を図ります。こ

の推進体制のもとで、不祥事が発生した原因等

の調査・分析を行うとともに、教員採用選考試

験における人物評価のさらなる充実、懲戒処分

の公表のあり方について調査研究を行い、不祥

事の発生が多い学校への重点的指導及び全学校

への指導強化、服務及びコンプライアンスに関

する研修の充実、服務規律強化月間の設定と取

り組み、風通しのよい職場環境づくりなどの具

体的な対策について検討・推進し、教職員の不

祥事防止及び一層のコンプライアンスの徹底を

全県的かつ組織的に図るよう粘り強く取り組ん

でまいりたい」との説明がありました。

このことについて委員より、「服務監督権

が、県立高校は県教育委員会、市町村立小中学

校は市町村教育委員会とそれぞれ分かれている

ため、責任の所在があいまいとなっているので

はないか。人事権を県教育委員会が持っている

ので、コンプライアンス推進についてはもっと

踏み込んだ指導を行ってもらいたい」との要望

がありました。

また、別の委員より、「自己点検であるコン

プライアンス一斉点検については、教職員の意

識づけになると思うが、コンプライアンス推進

を学校全体の問題ととらえ、教職員相互で

チェックできる体制を整えてほしい」との要望

がありました。

また、別の委員より、「教育委員会の懲戒処

分の協議過程等は非公開であるため、どのよう

な議論がなされたのか県民に見えない。透明性

を高める検討をしてほしい」との要望がありま

した。

また、複数の委員より、「懲戒処分を受けた
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教職員の氏名公表については、現在、免職に

限って原則公表としているが、他県ではすべて

氏名公表している県もあり、不祥事抑制効果と

いう側面もあると思われる。すべて公表すべき

というわけではないが、故意と過失の違い等に

ついても配慮しながら、公表基準を検討・見直

すべきではないか」との質疑があり、当局よ

り、「他県の状況等を調査研究し、検討してい

きたい」との答弁がありました。

当委員会としては、懲戒処分を受けた教職員

の氏名等の公表基準について十分に検討してい

ただき、今が信頼回復の最後の機会であるとい

う気概を持ち、市町村教育委員会と一体となっ

て真摯に取り組むよう強く要望いたします。

最後に、「教育及び警察行政の推進並びに公

営企業の経営に関する調査」につきましては、

地方自治法第109条第９項の規定により、閉会中

の継続審査といたしたいので、議長においてそ

の取り扱いをよろしくお願いいたします。

以上をもって、当委員会の報告を終わりま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 以上で、常任委員長の審査結

果報告は終わりました。

委員長の審査結果報告に対する質疑の通告は

ありません。

◎ 討 論

○外山三博議長 これより討論に入ります。

討論についての発言時間は、議会運営委員会

の決定どおり１人10分以内といたします。

討論の通告がありますので、順次発言を許し

ます。まず、太田清海議員。

○太田清海議員〔登壇〕（拍手） 請願第16号

「消費税増税に反対する旨の意見書を国に提出

することを求める請願」の不採択に反対する立

場から、討論いたします。

思えば、2009年８月30日の衆議院選挙で、地

方の切り捨て、格差拡大の是正を求めて、国民

は政権交代という歴史的審判を下しました。民

主党、社会民主党、国民新党は、その連立政権

樹立に当たって、選挙前に合意された「衆議院

選挙に当たっての共通政策」を踏まえ、９月９

日に歴史的な三党連立政権合意書を確認したわ

けであります。その合意書を今読んでみます

と、消費税の項では、「現行の消費税５％は据

え置くこととし、今回の選挙において負託され

た政権担当期間中において、歳出の見直し等の

努力を最大限行い、税率引き上げは行わない」

とあります。「消費税５％は据え置く」という

ことを国民の前に約束したのであります。この

ほかにも、この合意書では、「郵政事業の抜本

的な見直し」「後期高齢者医療制度の廃止」

「日雇い派遣、スポット派遣の禁止を含む労働

者派遣法の抜本改正」「沖縄県民の負担軽減の

観点から、日米地位協定の改定を提起し、米軍

再編や在日米軍基地のあり方についても見直し

の方向で臨む」など、今読んでみると、国民の

熱意に裏打ちされ、歴史的な政権交代をなし遂

げた、時の政権の光り輝く躍動感とエネルギー

を感じます。

さて、この三党連立政権合意書のほぼ最初に

来るのが、「現行の消費税５％は据え置く」と

いう約束、公約であります。政権交代というも

のが、これらの約束事によって国民の支持を得

てなし遂げられたとするならば、民主党政権の

今のありようは、その政権を担当し続けること

の正当性を主張できないのではないか。もっと

言うならば、頼んでもいない消費税を引き上

げ、しかも政権交代で否定した相手である自民

党と全面的に同化してしまったとするなら、
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「国民生活が第一」という言葉に期待した国民

の多くを裏切ることであり、国家的な偽装であ

ります。

私は常々一般質問等でも、「消費税について

は問題があり、今の日本で景気回復や格差是正

をするためには、せめて個人所得に対する所得

税の最高税率、いわゆる超過累進税率を現在

の40％から60％に上げて所得再配分してはどう

か」と訴えてきました。そのことで６兆7,000億

円の税収が生まれるという試算もあります。昭

和49年には最高税率が75％の時代もあったわけ

ですから、税率を引き上げることを議論すべき

ではないかと、議場配付資料も添えながら訴え

てきました。そのことは、地方自治を守り、地

方財政を確立するためにも必要だと考えたから

です。

かつて、消費税導入後の平成２年のことです

が、日本の税収はその当時60兆円ありました。

そのうち所得税と法人税で44兆円です。ところ

が、現在は、税収が40兆円で、所得税と法人税

はその半分、22兆円強です。所得税、法人税

が、消費税導入後いつの間にか半分になってい

ます。このことは不景気の影響もありますが、

消費税導入後に所得税・法人税率の減税を行っ

てきたことが税収減の最大の要因であります。

だとするならば、税の改革はここにメスを入

れ、応能負担の原則に立って税率を過去の水準

に戻していくことです。

今回、民主党、自民党、公明党との社会保障

と税の一体改革の修正合意の中で、所得税の最

高税率を現行の40％から45％に引き上げる内容

ですらかなぐり捨てられてしまいました。消費

税を上げることで、その財源が地方に回ってく

るからいいではないか。また、年金などの財源

になるからいいのではないかなど期待すること

は、地方にとっては、三位一体改革や市町村合

併などと同様、まるで毒まんじゅうを食わされ

ることになると思います。

このほか、消費税の問題は、デフレ下で不況

を招くことや、その逆進性の問題もさることな

がら、輸出戻し税の問題や派遣労働者を大量に

生んでいく問題があることを訴えてきました。

輸出戻し税とは、輸出企業が国内で調達した原

材料にかかる消費税分を、仕入れ税額控除に

よって還付を受ける制度のことです。2007年度

分の統計では、輸出企業上位10社だけで１

兆1,450億円の消費税の還付を受けています。当

時、トップのトヨタ１社だけでも3,219億円の還

付を受けています。翌年の2008年で見てみる

と、消費税収16兆9,829億円に対して、40％に当

たる６兆6,700億円が企業に還付されています。

何のために徴収したのかと思えるほどおかしな

制度であります。この還付制度は、税の国境税

調整ということで国際的に認められた制度では

ありますが、国内の企業は消費税込みでの価格

競争を強いられているのに対して、輸出企業に

限っては消費税抜きで価格競争できるという不

平等な制度であり、しかも価格支配力を持った

大企業は下請単価を引き下げることができ、そ

の分、この還付額は輸出補助金となっているの

です。もし消費税が５％から10％になれば、輸

出企業はさらに２倍の輸出戻し税を受けること

になるのでしょうか。何とも不合理な制度であ

ります。

また、派遣労働者の賃金は、会計処理上、人

件費扱いではなく物件費扱いとなるため、仕入

れ税額控除方式による税の控除を受けることが

できます。そのため企業にとっては、正職員を

雇うよりも派遣労働のほうがさらに有利になり

ます。今日、既に働く者の３分の１が非正規雇
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用となっている現状を考えるとき、まさにこの

消費税は派遣労働をつくり出すということを証

明したのではないでしょうか。このことは将来

の無年金者をもたらし、結果的に生活保護受給

者を増加させることになります。

そう考えると、消費税というものは社会保障

の財源としては最低の税制であるということで

す。消費税を払えずに滞納額が急激にふえた

年、1998年は、初めて自殺者が３万人の大台に

乗った年であることも銘記しておくべきことで

す。

私は、たまたまある零細な印刷会社の奥さん

に話を聞く機会がありました。その奥さんが言

うには、「お客さんにできるだけ安いものを届

けようと、私たちは１銭、２銭、いや、0．何銭

の世界で生活しているのに、消費税が上がると

もうやっていけない」と、手でそろばんをはじ

くしぐさをしながら説明してくれました。これ

が今の日本の国民の生活ではないでしょうか。

政治は、主権者である国民の願いがかなえら

れるよう進めなければなりません。１票に託し

た願いを、我々政治家が政治の場でかなえ表現

できてこそ、政治や政治家に対する国民の健全

な全幅の信頼が培われると思います。国民の６

割もが反対している消費税、国民の意思と政治

が乖離した今の現状を是正し、閉塞感のない生

き生きとした政治をつくるためにも、何のため

に政治家になったのかということを心に問いか

けながら、今回の請願の不採択に反対すること

に議員各位の御賛同をいただきますよう心から

お願いして、私の討論を終わります。ありがと

うございました。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 次は、前屋敷恵美議員。

○前屋敷恵美議員〔登壇〕 日本共産党の前屋

敷恵美でございます。今議会に提出されました

議案及び請願について、報告第１号及び請願

第16号の不採択、請願第21号の継続審査につい

て、反対の立場から討論いたします。

まず、報告第１号「平成23年度宮崎県一般会

計補正予算（第７号）の専決処分の承認を求め

ることについて」です。

同報告は、補正予算（第７号）において歳入

歳出をそれぞれ16億7,040万6,000円追加し、予

算の総額を5,908億3,293万8,000円とする予算専

決です。本来、予算を定めることは議会の権限

であって、予算の専決は、災害時の緊急な支出

で議会を開けない場合や税制上やむを得ない場

合など、ごく限られています。今回、そういっ

たものもありますが、県民税や地方消費税など

県税８億5,000万円の追加を行い、県有施設維持

整備基金に19億2,669万円の積み立て等を行って

います。税収などについては、的確な把握を行

い予算化して県民施策に生かすことが必要です

し、２月補正以降の増収については、決算であ

らわし翌年の予算編成に生かすことが本来のあ

り方です。毎年の慣例的な取り扱いとせず、改

善を強く求めたいと思います。

次に、請願についでです。

まず、審査が継続されておりました請願第16

号「消費税増税に反対する旨の意見書を国に提

出することを求める請願」についてです。

委員長報告は不採択でありましたが、採択を

求めるものです。今、どんな世論調査でも、国

民の５割から６割が消費税増税に反対していま

す。それは、国民の所得と消費が長期にわたっ

て落ち込んでいるもとで、消費税増税が国民の

暮らしも経済も壊してしまうことが、これまで

の経験で既に明らかになっているからです。消

費税増税反対を求める意見書を採択した自治体

は、５月10日現在で、本県も含め全国で133自治
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体に上っています。国会では会期を大幅に延長

しながら、きょうにも消費税増税法案が、十分

な審議もなされないまま、民主、自民、公明の

合意のもとに強行採決が行われようとしていま

すが、国民の声に耳をかさないやり方は民主主

義にもとるものであり、許されないものです。

請願者も、「長引く不況で赤字経営を余儀な

くされている中小零細業者の間には、高過ぎる

国保税や年金保険料、住民税や消費税といった

支払いが重くのしかかり、食えば払えず、払え

ば食えずの事態にも限界が及んでいます」と、

県民生活の状況をリアルに訴えられております

が、今回の消費税大増税が、こうした必死で生

きる県民、国民の暮らしや経済を直撃すること

は明らかです。ところが、政府は、この増税を

社会保障の財源として国民に理解させようとし

ていますが、社会保障は改悪でしかないことが

国会論戦の中でも明らかになっています。

そもそも消費税は、低所得者、弱い立場の人

々に、より負担が及ぶという最悪の大衆課税で

あり、不公平税制です。社会保障の財源に一番

ふさわしくないのがこの消費税であり、増税に

何の道理もありません。今必要なことは、消費

税に頼らない財源確保の道を目指すことです。

税の原則である応能負担に徹し、大企業や大資

産家への行き過ぎた減税をやめて適切な課税を

することや、260兆円にも及ぶ巨額の内部留保を

日本経済に環流させることです。また、米軍思

いやり予算や政党助成金など無駄遣いは聖域な

く一掃することです。そして何より、国民の雇

用や所得をふやして内需を拡大させ、経済を活

性化させることです。そのためにも、働くルー

ルを確立させることなど国民の立場に立った改

革を進めるならば、消費税増税などの国民負担

に頼らず、財政再建も、そして社会保障の充実

も図ることは十分可能です。ぜひこうした方向

を政府にも求め、県民の切実な思いをしっかり

受けとめて、消費税の増税に反対する請願の採

択を強く求めるものです。

次に、新規請願第21号「平成24年度宮崎地方

最低賃金改正等についての請願」についてで

す。同請願については継続審査との報告があり

ましたが、採択を求めるものです。

内閣府の発表でも県民所得の減少が報じられ

ており、2009年度、宮崎県の県民所得は206

万8,000円で全国45番目、依然として最低クラス

にあります。賃金の低廉な労働者にとって、賃

金の最低額を保障することが労働者の暮らしの

安定、ひいては経済の発展にも寄与すること

が、最低賃金法でもうたわれています。最低賃

金以下で働く労働者をなくすことや最低賃金の

見直しを図ることは当然のことであり、喫緊の

課題です。昨年、宮崎県の最低賃金は全国平均

に及ばず、４円の引き上げにとどまり646円でし

た。全国最下位が645円ですから、わずか１円の

差で、依然として最下位クラスにあります。例

年、８月末には最低賃金が決定をされていま

す。ですから、９月議会に結論を先送りするこ

となく、今議会で、県内の状況、県民の暮らし

の実態をしっかり受けとめ、県民の暮らしや地

域経済を守るためにも、同請願の採択を行い、

最低賃金引き上げのために尽力することが県議

会にも強く求められているのではないでしょう

か。

議員各位の賢明な御判断を求めて、討論を終

わります。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 以上で討論は終わりました。

◎ 報告第１号採決

○外山三博議長 これより採決に入ります。
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まず、報告第１号についてお諮りいたしま

す。

本案に対する委員長の審査結果報告は承認で

あります。委員長の報告のとおり決することに

賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本案は委

員長の報告のとおり承認されました。

◎ 議案第１号から第９号まで並びに

報告第２号及び第３号採決

○外山三博議長 次に、議案第１号から第９号

まで、並びに報告第２号及び第３号の各号議案

について、一括お諮りいたします。

各号議案に対する委員長の審査結果報告は可

決または承認であります。委員長の報告のとお

り決することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は委員長の報告のとおり可決また

は承認されました。

◎ 請願第16号採決

○外山三博議長 次に、請願第16号についてお

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は不採

択であります。委員長の報告のとおり決するこ

とに賛成の議員の起立を求めます。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の報告のとおり不採択とすることに決定

いたしました。

◎ 請願第19号採決

○外山三博議長 次に、請願第19号についてお

諮りいたします。

本請願に対する委員長の審査結果報告は採択

であります。委員長の報告のとおり決すること

に御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本請願は委員長の報告のとおり採択されま

した。

◎ 閉会中の継続審査及び継続調査案件採決

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、各常任委員長及び議会運営委員長より閉会

中の継続審査及び調査の申し出がありますの

で、これを議題といたします。〔巻末参照〕

まず、請願第21号についてお諮りいたしま

す。

本請願を委員長の申し出のとおり閉会中の継

続審査とすることに賛成の議員の起立を求めま

す。

〔賛成者起立〕

○外山三博議長 起立多数。よって、本請願は

委員長の申し出のとおり閉会中の継続審査とす

ることに決定いたしました。

次に、ただいまお諮りしました請願を除く閉

会中の継続審査及び調査については、各委員長

の申し出のとおり決することに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各委員長の申し出のとおり閉会中の継続審

査及び調査とすることに決定いたしました。

◎ 議員発議案送付の通知

○外山三博議長 次に、お手元に配付のとお

り、委員会及び議員から議案の送付を受けまし
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たので、事務局長に朗読させます。

〔事務局長朗読〕

平成24年６月26日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 議会運営委員長 宮原 義久

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第１号

東九州自動車道の早期の全線開通を求める

意見書

議員発議案第２号

地方財政の充実・強化を求める意見書

議員発議案第３号

防災・減災対策を重視した社会基盤再構築

を求める意見書

議員発議案第４号

再生可能エネルギーの導入促進に向けた環

境整備を求める意見書

議員発議案第５号

九州各県議会議長会 九州・沖縄未来創造

会議広域行政懇話会への議員の派遣

平成24年６月26日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 総務政策常任委員長 黒木 正一

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第６号

集団的消費者被害に係る訴訟制度の創設に

関する意見書

平成24年６月26日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 環境農林水産常任委員長

松村 悟郎

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第２項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第７号

現下の厳しい木材価格の現状を打開し、森

林・林業の再生を求める意見書

議員発議案第８号

環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）交

渉参加に反対する意見書

平成24年６月26日

宮崎県議会議長 外山 三博 殿

提出者 宮崎県議会議員 中野 一則

宮原 義久

丸山裕次郎

外山 衛

井上紀代子

髙橋 透

河野 哲也

議員発議案の送付について

下記の議案を会議規則第16条第１項の規定に

より提出します。

記

議員発議案第９号

宮崎県議会基本条例

◎ 議員発議案第１号から第９号まで

追加上程

○外山三博議長 ただいま朗読いたしました議



- 312 -

平成24年６月26日(火)

員発議案第１号から第９号までの各号議案を日

程に追加し、議題とすることに御異議ありませ

んか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

◎ 議員発議案第１号から第８号まで採決

○外山三博議長 まず、議員発議案第１号から

第８号までの各号議案を議題といたします。

お諮りいたします。

各号議案については、会議規則第39条第２項

及び第３項の規定により、説明、質疑及び委員

会の付託を省略して直ちに審議することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第１号から第８号までの各号議案

について、一括お諮りいたします。

各号議案を原案のとおり可決することに御異

議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、各号議案は原案のとおり可決されました。

◎ 議員発議案第９号提案理由説明

○外山三博議長 次に、議員発議案第９号を議

題といたします。

ここで、提出者に提案理由の説明を求めま

す。中野一則議員。

○中野一則議員〔登壇〕（拍手） 議員発議案

第９号「宮崎県議会基本条例」について、発議

者を代表いたしまして、その提案理由を御説明

申し上げます。

地方自治を取り巻く情勢が大きく変化してい

る中で、本県議会は、これまで不断の議会改革

に努めてきたところであります。一方、多様な

行政課題に対して、限られた財源の中での施策

の重点化を図ることが必要となってきているた

め、県民の意思が適切に県政に反映されるよ

う、県民の代表である議会が政策立案及び政策

提言に努め、県民にわかりやすく議論を尽くす

ことがますます重要になってきております。

このような社会情勢を背景に本県議会では、

昨年の６月定例会において、議会の今後のあり

方について協議や調整を行う「県議会のあり方

に関する検討委員会」を設置し、議会の基本的

事項を定める条例の策定を行うこととするとと

もに、別途、ワーキンググループを設け条例案

を作成・検討したところであります。

この条例では、議会の基本理念、議員の責務

及び活動原則等を明らかにするとともに、議会

と知事等との関係、議会と県民との関係などを

定めておりますが、具体的な特徴といたしまし

ては、まず、「第３章 議会運営の原則」の中

で「第７条 質問等の充実」として、知事等に

対して、質問等の趣旨確認のための発言の許可

について規定しております。

次に、「第４章 議会の機能強化」の中の

「第10条 予算審議の強化」で、予算関連議案

の審査等の機能の充実強化について、また、

「第13条 大規模災害等への対応」で、迅速か

つ機動的な調査活動等のための機能の充実強化

について規定しております。

さらに、「第６章 議会と県民との関係」の

中で「第21条 広報及び広聴の充実」として、

多様な媒体を活用した積極的な広報及び広聴に
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ついて規定しております。

このように、議会に関する基本的事項を定め

ることによりまして、県民の負託にこたえ、

もって県民の福祉の向上及び県勢の発展に寄与

することを目的とするものであります。

議員各位におかれましては、本条例の趣旨を

御理解の上、御賛同いただきますようお願い申

し上げて、提案理由の説明とさせていただきま

す。（拍手）〔降壇〕

○外山三博議長 提出者の説明は終わりまし

た。

◎ 議員発議案第９号採決

○外山三博議長 お諮りいたします。

本案については、会議規則第39条第３項の規

定により、質疑及び委員会の付託を省略して直

ちに審議することに御異議ありませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議ありませんので、その

ように決定いたしました。

討論の通告はありません。

これより採決に入ります。

議員発議案第９号についてお諮りいたしま

す。

本案を原案のとおり可決することに御異議あ

りませんか。

〔「異議なし」と呼ぶ者あり〕

○外山三博議長 御異議なしと認めます。よっ

て、本案は原案のとおり可決されました。

◎ 閉 会

○外山三博議長 以上で、今期定例会の議事は

すべて終了いたしました。

これをもちまして、平成24年６月定例県議会

を閉会いたします。

午前11時７分閉会
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平成２４年６月定例県議会日程

１９日間

月 日 曜 区 分 議 事 備 考

開会 議会運営委員会 9:30
議席変更
会議録署名議員指名

６． ８ 金 本会議 議会運営委員長審査結果報告
会期決定
議案上程
知事提案理由説明

９ 土
（ 閉 庁 日 ）

１０ 日

１１ 月 一般質問通告締切 12:00
休 会 （ 議 案 調 査 ）

１２ 火

１３ 水 議会運営委員会 9:30

１４ 木 本会議 一 般 質 問 請願締切 12:00

１５ 金

１６ 土
（ 閉 庁 日 ）

１７ 日

１８ 月 一 般 質 問
議員発議案締切 17:00

本会議
（会派提出）

１９ 火
一 般 質 問 議会運営委員会 9:30
議案・請願委員会付託

２０ 水

常 任 委 員 会
２１ 木 休 会

議員発議案締切 17:00
（会派提出を除く）

２２ 金 特 別 委 員 会 議会運営委員会

２３ 土
（ 閉 庁 日 ）

２４ 日

２５ 月 休 会 （ 議 事 整 理 ）

常任委員長審査結果報告、 議会運営委員会 9:30
２６ 火 本会議 質疑、討論、採決

閉会
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平成２４年６月定例会

一 般 質 問 時 間 割

６月１３日（水）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１ 新 み や ざ き 西村 賢 １０：００～１１：００

２ 自 由 民 主 党 山下 博三 １１：００～１２：００ 休憩

３ 自 由 民 主 党 福田 作弥 １３：００～１４：００

４ 日 本 共 産 党 前屋敷恵美 １４：００～１５：００

６月１４日（木）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

５ 社 会 民 主 党 髙橋 透 １０：００～１１：００

６ 自 由 民 主 党 横田 照夫 １１：００～１２：００ 休憩

７ 社 会 民 主 党 鳥飼 謙二 １３：００～１４：００

８ 新 み や ざ き 井上紀代子 １４：００～１５：００

６月１５日（金）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

９ 自 由 民 主 党 内村 仁子 １０：００～１１：００

１０ 自 由 民 主 党 押川修一郎 １１：００～１２：００ 休憩

１１ 公 明 党 重松幸次郎 １３：００～１４：００

１２ 公 明 党 新見 昌安 １４：００～１５：００
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６月１８日（月）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１３ 自 由 民 主 党 松村 悟郎 １０：００～１１：００

１４ 郷 中 の 会 有岡 浩一 １１：００～１２：００ 休憩

１５ 新 み や ざ き 渡辺 創 １３：００～１４：００

１６ 自 由 民 主 党 黒木 正一 １４：００～１５：００

６月１９日（火）

順序 会 派 質 問 者 時 間 備考

１７ 自 由 民 主 党 二見 康之 １０：００～１１：００

１８ 自 由 民 主 党 坂口 博美 １１：００～１２：００ 休憩

１９ 自 由 民 主 党 井本 英雄 １３：００～１４：００

２０ 自 由 民 主 党 中村 幸一 １４：００～１５：００

＊ １人当たりの質問時間 ３０分以内
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平成２４年６月定例会

議案・請願 委員会審査結果表
［議 案］

常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策 厚生 建設 農林 警察
水産 企業

第１号
警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す

可決
る条例

第２号
宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部

可決 可決 可決
を改正する条例

第３号 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例 可決

第４号 宮崎県港湾管理条例の一部を改正する条例 可決

第５号 宮崎県育英資金貸与条例の一部を改正する条例 可決

第６号 工事請負契約の変更について 可決

第７号 損害賠償の額の決定について 可決

第８号 損害賠償の額の決定について 可決

第９号 損害賠償の額の決定について 可決

報告第１号
専決処分の承認を求めることについて

承認 承認 承認
＊平成23年度宮崎県一般会計補正予算（第７号）

報告第２号
専決処分の承認を求めることについて

承認
＊宮崎県税条例の一部を改正する条例

報告第３号
専決処分の承認を求めることについて

承認
＊職権調停事件に係る調停案の受諾について

［請 願］

常 任 委 員 会

番 号 件 名
総務 商工

環境 文教

政策 厚生 建設 農林 警察
水産 企業

第１６号
消費税増税に反対する旨の意見書を国に提出するこ

不採択
とを求める請願

第１９号
集団的消費者被害に係る訴訟制度の創設に関する請

採択
願

第２０号
「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書提出

継続
を求める請願

第２１号
平成２４年度宮崎地方最低賃金改正等についての請

継続
願
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閉 会 中 の 継 続 審 査 ・ 調 査 申 出 一 覧

平成２４年６月定例会

委 員 会 名 事 件 理 由

請願第20号 「緊急事態基本法」の早期制定を求め
慎重な審査

総務政策常任委員会 る意見書提出を求める請願
・調査を要

するため
総合政策及び行財政対策に関する調査

厚 生 常 任 委 員 会 福祉保健行政の推進及び県立病院事業に関する調査 調査を要す
るため

請願第21号 平成24年度宮崎地方最低賃金改正等に
慎重な審査

商工建設常任委員会
ついての請願

・調査を要

するため
商工観光振興対策及び土木行政の推進に関する調査

環 境 農 林 水 産
環境対策及び農林水産業振興対策に関する調査

調査を要す

常 任 委 員 会 るため

文 教 警 察 企 業 教育及び警察行政の推進並びに公営企業の経営に 調査を要す

常 任 委 員 会 関する調査 るため

円滑な議会

議 会 運 営 委 員 会 次期県議会の会期日程及び議会運営に関する調査 運営を図る

ため
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議 案 議 決 件 名 一 覧 表
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議 案 番 号 件 名 議 決 月 日

知事提出議案第１号 警察関係使用料及び手数料徴収条例の一部を改正す ６月26日・ 可 決

る条例

〃 第２号 宮崎県における事務処理の特例に関する条例の一部 〃

を改正する条例

〃 第３号 食品衛生法施行条例の一部を改正する条例 〃

〃 第４号 宮崎県港湾管理条例の一部を改正する条例 〃

〃 第５号 宮崎県育英資金貸与条例の一部を改正する条例 〃

〃 第６号 工事請負契約の変更について 〃

〃 第７号 損害賠償の額の決定について 〃

〃 第８号 損害賠償の額の決定について 〃

〃 第９号 損害賠償の額の決定について 〃

報 告 第１号 専決処分の承認を求めることについて ６月26日・ 承 認

〃 第２号 専決処分の承認を求めることについて 〃

〃 第３号 専決処分の承認を求めることについて 〃

議員発議案 第１号 東九州自動車道の早期の全線開通を求める意見書 ６月26日・ 可 決

〃 第２号 地方財政の充実・強化を求める意見書 〃

〃 第３号 防災・減災対策を重視した社会基盤再構築を求める 〃

意見書

〃 第４号 再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を 〃

求める意見書

〃 第５号 九州各県議会議長会 九州・沖縄未来創造会議広域 〃

行政懇話会への議員の派遣

〃 第６号 集団的消費者被害に係る訴訟制度の創設に関する意 〃

見書

〃 第７号 現下の厳しい木材価格の現状を打開し、森林・林業 〃

の再生を求める意見書

〃 第８号 環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）交渉参加に 〃

反対する意見書

〃 第９号 宮崎県議会基本条例 〃



議員発議条例、意見書、その他



東九州自動車道の早期の全線開通を求める意見書

東九州自動車道は、沿線にある福岡、大分、宮崎及び鹿児島４県の９１０万人住
民にとって、災害時や救急医療に不可欠な「命の道」、農林水産業の市場拡大や企業
誘致、観光振興を促進する「活力の道」、さらに通勤・通学や買い物など暮らしに必
要な「生活の道」として最低限必要な社会基盤であり、その早期完成は沿線住民の
悲願となっている。
九州経済産業局等の試算では、東九州自動車道の未供用区間の整備により、全産

業の合計で約３兆９，０００億円の生産額が増加するとされており、本県にとって
も、県北部の「東九州メディカルバレー」構想の実現や県央・県南地区の産業活性
化に欠かすことができないものとなっている。
さらに、東南海・南海・日向灘地震が発生した場合には甚大な被害が懸念される

東九州地域にとって、東九州自動車道は、大津波の影響を受けない基幹ネットワー
クとして、その整備が急務となっている。
こうした中、これまで供用時期が示されていなかった北浦～須美江間について、

今般、国土交通省から「平成２８年度供用予定」として新たに公表されたところで
あり、一段階踏み込んだ対応として評価するところである。
しかしながら、高速道路は「繋げてこそネットワーク」であり、その一刻も早い

構築のためには、北九州～大分～宮崎間の一体的な供用に向け、北浦～須美江間に
ついても他の地区に合わせ、平成２６年度に前倒しして供用することが必要である。
さらに、清武南～北郷間、北郷～日南間の早期完成及び日南～志布志間の早期事

業化も図る必要がある。
よって、国会及び政府におかれては、九州を循環するネットワークの構築に向け

た東九州自動車道の早期完成について、下記の事項に取り組むよう強く要望する。

記

１ 平成２６年度までに完成する他の区間と一体的な供用を図るため、供用予定を
前倒しして、「北浦～須美江間」を平成２６年度までに完成させること。

２ 新直轄方式による整備区間である「清武～北郷間」及び「北郷～日南間」の早
期完成を図ること。

３ 基本計画区間である「日南～志布志間」の早期事業化を図ること。
４ 国が責任を持ってスピーディーに整備を進める為の必要な予算を確保すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年６月２６日
宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 殿
参 議 院 議 長 平 田 健 二 殿
内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 殿
財 務 大 臣 安 住 淳 殿
国 土 交 通 大 臣 羽 田 雄一郎 殿
内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 殿
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地方財政の充実・強化を求める意見書

急速な高齢社会が到来し、国の歳出に占める社会保障関係費の割合は５割を超
え、社会保障の機能強化と持続可能性の確保が一層重要となっている。社会保障
においては、子育て、医療、介護など、多くのサービスを提供する地方自治体の
役割が高まっており、安心できる社会保障制度を確立するためにも、安定した財
源の確保が重要である。また、全国の経済状況は依然として停滞しており、地域
の雇用確保、社会保障の充実など、地域のセーフティネットとしての地方自治体
が果たす役割はますます重要となっている。
特に、地域経済と雇用対策の活性化が求められるなかで、介護・福祉施策の充

実、農林水産業の振興、クリーンエネルギーの開発など、雇用確保と結びつけ、
これらの政策分野の充実・強化が求められている。平成２４年度政府予算では地
方交付税について総額１７．５兆円を確保しており、平成２５年度予算において
も、平成２４年度と同規模の地方財政計画・地方交付税が求められる。
このため、国におかれては、平成２５年度の地方財政予算全体の安定確保に向

けて、下記の事項について対策を強く求めるものである。

記

１ 東日本大震災の被災自治体に対する復興費については、国の責任において確
保し、自治体の財政が悪化しないよう各種施策を十分に講ずること。また、復
旧・復興に要する地方負担分は、通常の予算とは別に計上すること。

２ 医療・介護、子育て支援分野の人材確保など、少子・高齢化に対応した一般
行政経費の充実、農林水産業の復興、環境対策など、今後増大する財政需要を
的確に取り入れ、平成２５年度地方財政計画を策定すること。

３ 地方財源の充実・強化を図るため、地方交付税の総額確保と小規模自治体に
配慮した再配分機能の強化、国税５税の法定率の改善、社会保障分野の単位費
用の改善、国の直轄事業負担金の見直しなど、抜本的な対応を進めること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年６月２６日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 殿
参 議 院 議 長 平 田 健 二 殿
内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 殿
総 務 大 臣 川 端 達 夫 殿
財 務 大 臣 安 住 淳 殿
経 済 産 業 大 臣 枝 野 幸 男 殿
内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 殿
内閣府特命担当大臣

古 川 元 久 殿（経済財政政策担当）
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防災・減災対策を重視した社会基盤再構築を求める意見書

１９６０年代の高度経済成長期から道路や橋梁、上下水道など社会資本の整備
が急速に進んだところである。高度経済成長期に建築されたものは現在、建築後
５０年を迎え、老朽化が進んでいる。国土交通省の「道路橋の予防保全に向けた
有識者会議」は提言（平成２０年５月）の中で、「２０１５年には６万橋が橋齢
４０年超」となり、建築後５０年以上の橋梁が２０１６年には全体の２０％、
２０２６年には同４７％と約半数にも上る現状を提示。経年劣化により「劣化損
傷が多発する危険」を指摘している。今後、首都直下型地震や三連動（東海・東
南海・南海）地震の発生が懸念される中で、防災性の向上の観点からも、社会イ
ンフラの老朽化対策は急務の課題といえる。
災害が起きる前に、老朽化した社会資本への公共投資を短期間で集中的に行う

ことによって、全国で防災機能の向上を図ることができる。と同時に、それは社
会全体に需要を生み出すこともできる。つまり、防災・減災と経済活性化をリン
クさせた諸施策の実施が可能となる。
一方、景気・雇用は長引くデフレと急激な円高によって極めて厳しい状況が続

いており、そのために必要な政策が需要の創出である。そこで、公共施設の耐震
化や社会インフラの再構築が、雇用の創出に必要な公共事業として潜在的需要が
高くなっていると考える。
よって、国においては、国民と日本の国土を守り、安全・安心な社会基盤を再

構築するため、防災・減災対策としての公共事業を緊急かつ集中的に行い、経済
の活性化や雇用創出に資するよう、速やかに下記の事項について特段の措置を講
ずるよう強く要望する。

記

１ 道路や橋梁、上下水道、河川道、港湾など、老朽化が進み更新時期が近づい
ている社会インフラを早急に点検・特定し、維持・更新のための公共投資を積
極的かつ集中的に行うこと。

２ 電気、ガス、水道、通信などのライフラインの共同溝化・無電柱化を促進し、
都市の防災機能の向上を図ること。

３ 地域の安全・安心のために、学校等の公共施設や病院・介護等の社会福祉施
設など地域の防災拠点の耐震化及び防災機能の強化を推進すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年６月２６日
宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 殿
参 議 院 議 長 平 田 健 二 殿
内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 殿
総 務 大 臣 川 端 達 夫 殿
文 部 科 学 大 臣 平 野 博 文 殿
厚 生 労 働 大 臣 小宮山 洋 子 殿
経 済 産 業 大 臣 枝 野 幸 男 殿
国 土 交 通 大 臣 羽 田 雄一郎 殿
内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 殿
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再生可能エネルギーの導入促進に向けた環境整備を求める意見書

平成２３年８月に成立した「電気事業者による再生可能エネルギー電気の調達

に関する特別措置法」が、本年７月１日に施行される。これにより、再生可能エ

ネルギーの固定価格買取制度がスタートし、政府はこの３年間で集中的に利用拡

大を図るとしているが、導入促進に向けての環境整備は不十分である。

導入に当たっての課題として、風力発電では送電網整備の強化が急務であり、

太陽光発電ではメガソーラーの円滑な設置が可能となるよう農地法の問題などの

環境整備、さらに家庭用パネルの設置で発生する初期費用の問題が挙げられる。

また、小水力発電導入時の手続きの簡素化・迅速化なども求められている。

日本の再生可能エネルギー利用は、水力発電を除いた実績（２００５年環境省）

で、電力消費全体に対する使用割合が０．９％と他国と比べて遅れており、消費

電力に対するエネルギー源の多様化が急務となっている。

よって、国においては、再生可能エネルギーの導入促進と実効性ある買取制度

に向け、速やかに下記の事項について特段の措置を講ずるよう強く要望する。

記

１ 投資促進減税、省エネ・代替エネルギー減税などの拡充を実施し、再生可能

エネルギーの導入を促進すること。

２ 買取価格・期間の設定において、設定ルールを明確化し、長期的な将来の見

通しを示すこと。

３ 再生可能エネルギー発電事業に係る規制改革を確実に実施すること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年６月２６日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 殿

参 議 院 議 長 平 田 健 二 殿

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 殿

財 務 大 臣 安 住 淳 殿

経 済 産 業 大 臣 枝 野 幸 男 殿

環 境 大 臣 細 野 豪 志 殿

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 殿
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九州各県議会議長会 九州・沖縄未来創造会議広域行政懇話会への

議員の派遣

１ 目 的 「九州広域行政機構（仮称）」等に関する調査、論点整理、

協議等を行うため

２ 派遣場所 福岡市

３ 期 間 平成２４年７月１７日（火）

４ 派遣議員 丸山 裕次郎

横田 照夫

西村 賢

重松 幸次郎

以上４名
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集団的消費者被害に係る訴訟制度の創設に関する意見書

全国の消費生活相談の件数は、平成２２年度で約８９万件と、依然として高い

水準が続いている。

一方で、現在の訴訟制度の利用には相応の費用と労力を要することから、事業

者に比べて情報力や交渉力、資力に劣る消費者は、被害回復のための行動を起こ

すことが困難な状況にある。また、従来の消費者団体訴訟制度では、適格消費者

団体に損害金等の請求権を認めていないため、消費者の被害救済には必ずしも結

び付かないという課題がある。

そこで、平成２３年８月に、消費者委員会集団的消費者被害救済制度専門調査

会において、消費者のための新たな訴訟制度の案が、報告書として取りまとめら

れ、現在、消費者庁において、その法案化が準備されている。

この制度案は、共通争点を有し多数発生している消費者被害を対象事案とし、

手続追行主体を内閣総理大臣が認定する適格消費者団体に限定している。また、

訴訟手続を二段階に区分し、一段階目の訴訟で事業者側の法的責任が認められた

場合に、二段階目で個々の被害者が参加し、簡易な手続で被害額を確定の上、被

害回復を図るという仕組みとなっている。そのため、現行制度と比べて、費用や

労力の面で、消費者の負担が軽減されるものである。また、対象事案には、紛争

全体を見通すことのできる契約関係を中心に選定するなど、事業者側にも配慮あ

る制度となっている。

よって、国においては、消費者委員会の報告書の内容を踏まえ、集団的消費者

被害回復に係る訴訟制度について、早期に国会に法案を提出し、その創設を図る

よう強く要望する。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年６月２６日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 殿

参 議 院 議 長 平 田 健 二 殿

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 殿

総 務 大 臣 川 端 達 夫 殿

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 殿

内閣府特命担当大臣 松 原 仁 殿
(消費者及び食品安全)
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現下の厳しい木材価格の現状を打開し、森林・林業の再生を求める意見書

我が国の森林はまさに今、戦後の先人達の弛まぬ努力により造成してきた人工林

の多くが主伐期を迎えており、この資源を最大限活用して森林・林業の再生を図る

ことが、疲弊した地方の再生と持続可能な循環型社会の形成の鍵と言える。

また、森林は、林産物の供給はもとより、国土の保全や地球温暖化の防止など、

国民に多くの恩恵を与えてきていることから、国民共有の財産として、将来にわた

って、守り育て、活用していくことが極めて重要である。

しかしながら、長引く円高や素材生産の拡大等により需給バランスが崩れ、現下

の木材価格は、過去最低水準となっており、こうした状況が長引けば、森林の荒廃

が進むとともに、我が国の林業の存続が危ぶまれ、森林を支える山村地域の衰退を

招き、ひいては国土の崩壊に陥る事態になりかねない。

よって、国においては、現下の厳しい木材価格の現状を打開し、森林・林業の再

生を実現するため、下記事項について、特段の措置を講じるよう強く要望する。

記

１ 厳しい木材価格の現状を打開するため、国有林における伐採の調整機能を発揮

させること。

２ 森林所有者等が行う皆伐から間伐へ転換するための資金や市場での原木ストッ

クへの助成制度の創設等木材需給バランス調整に必要な措置を講じること。

３ 木材需給の動向に応じた弾力的な運用が図られるよう、森林整備事業における

除伐の補助対象齢級の見直しなど、必要な措置を講じること。

４ 公共建築物への国産材利用促進のための実効ある取組や地域材活用を評価した

住宅エコポイント制度の延長・拡充等木材の利用拡大を図るための措置を講じる

こと。

５ 低利な制度資金等融資制度の円滑な活用など、林家等の経営安定化のための措

置を講じること。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年６月２６日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 殿

参 議 院 議 長 平 田 健 二 殿

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 殿

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 殿

財 務 大 臣 安 住 淳 殿

農 林 水 産 大 臣 郡 司 彰 殿

国 土 交 通 大 臣 羽 田 雄一郎 殿
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環太平洋戦略的経済連携協定（ＴＰＰ）交渉参加に反対する意見書

政府は、４月の日米首脳会談に引き続き、先日の主要２０カ国首脳会談でも当然

ながら「交渉参加入りの表明」については明言しなかった。

国民的議論も国民合意も十分行われていない中で、「交渉参加表明」を行うことは、

国民への背信行為であり、断じて許されるものではない。

ＴＰＰは、物品の例外なき関税撤廃が前提で、金融・保険、労働、医療などの幅

広い分野を対象としており、究極の自由貿易である。

我が国がＴＰＰ交渉に参加するとなれば、本県農業は衰退の一途をたどり、関連

産業を含めた地域経済は崩壊の危機を迎え、農地の多面的機能が失われることで美

しい農村風景や里山の維持も困難となることが懸念される。結果として、国民の食

と暮らし、いのちの安全と安心をそこなう恐れもある。

よって、国においては、地域農業や地域社会、安全・安心な「食」や「くらし」

を守り、次世代に引き継ぐためにも、ＴＰＰ交渉に参加しないよう強く申し入れる。

以上、地方自治法第９９条の規定により意見書を提出する。

平成２４年６月２６日

宮 崎 県 議 会

衆 議 院 議 長 横 路 孝 弘 殿

参 議 院 議 長 平 田 健 二 殿

内 閣 総 理 大 臣 野 田 佳 彦 殿

内 閣 官 房 長 官 藤 村 修 殿

外 務 大 臣 玄 葉 光一郎 殿

財 務 大 臣 安 住 淳 殿

農 林 水 産 大 臣 郡 司 彰 殿

経 済 産 業 大 臣 枝 野 幸 男 殿
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宮
崎
県
議
会
基
本
条
例

目
次 第
１
章

総
則
(
第
１
条
－
第
３
条
)

第
２
章

議
員
の
責
務
及
び
活
動
原
則
（
第
４
条
・
第
５
条
）

第
３
章

議
会
運
営
の
原
則
（
第
６
条
・
第
７
条
）

第
４
章

議
会
の
機
能
強
化
（
第
８
条
－
第
1
5
条
）

第
５
章

議
会
と
知
事
等
と
の
関
係
（
第
1
6
条
－
第
1
8
条
）

第
６
章

議
会
と
県
民
と
の
関
係
（
第
1
9
条
－
第
2
3
条
）

第
７
章

議
会
活
性
化
の
推
進
（
第
2
4
条
－
第
2
6
条
）

第
８
章

政
治
倫
理
（
第
2
7
条
）

第
９
章

議
会
事
務
局
等
（
第
2
8
条
・
第
2
9
条
）

第
1
0
章

補
則
（
第
3
0
条
・
第
3
1
条
）

附
則

地
方
分
権
の
推
進
を
図
る
た
め
の
関
係
法
律
の
整
備
等
に
関
す
る
法
律
（
平
成
1
1
年
法
律
第
8
7
号
）
や
地
方
分
権
改
革
推
進
法
（
平
成
1
8
年
法
律
第
1
1
1
号
）
の

施
行
な
ど
に
よ
る
地
方
公
共
団
体
の
自
己
決
定
権
と
責
任
の
範
囲
の
拡
大
に
伴
い
、
二
元
代
表
制
の
一
翼
を
担
う
地
方
議
会
の
役
割
や
責
務
が
増
大
し
、
議
会
機
能

の
充
実
強
化
が
求
め
ら
れ
る
な
ど
、
地
方
自
治
を
取
り
巻
く
情
勢
が
大
き
く
変
化
し
て
い
る
中
で
、
本
県
議
会
は
、
こ
れ
ま
で
県
民
に
開
か
れ
た
、
地
方
分
権
の
時

代
に
ふ
さ
わ
し
い
新
し
い
議
会
の
あ
り
方
を
追
求
し
、
不
断
の
議
会
改
革
に
努
め
て
き
た
と
こ
ろ
で
あ
る
。

今
、
我
が
国
に
お
い
て
は
、
こ
れ
ま
で
の
動
き
に
加
え
て
、
更
な
る
地
方
分
権
の
進
展
を
求
め
、
地
方
か
ら
次
世
代
に
向
け
た
新
た
な
取
組
が
始
ま
っ
て
い
る
。

し
か
し
な
が
ら
、
一
方
で
、
地
方
財
政
は
、
国
家
財
政
と
と
も
に
極
め
て
厳
し
い
状
況
に
陥
っ
て
お
り
、
多
様
な
行
政
課
題
に
対
し
て
、
限
ら
れ
た
財
源
の
中
で
の

施
策
の
重
点
化
を
図
る
こ
と
が
必
要
と
な
っ
て
き
て
い
る
。

し
た
が
っ
て
、
県
民
の
意
思
が
適
切
に
県
政
に
反
映
さ
れ
る
よ
う
、
県
民
の
代
表
で
あ
る
議
会
が
、
知
事
等
の
事
務
執
行
に
対
す
る
監
視
及
び
評
価
を
行
い
つ
つ

、
政
策
立
案
及
び
政
策
提
言
に
努
め
、
合
議
制
の
機
関
と
し
て
県
民
に
分
か
り
や
す
く
議
論
を
尽
く
す
こ
と
が
、
ま
す
ま
す
重
要
に
な
っ
て
き
て
い
る
。

こ
こ
に
、
本
県
議
会
は
、
地
方
分
権
の
一
層
の
深
化
が
展
望
さ
れ
る
中
で
、
今
後
と
も
議
会
の
活
性
化
を
図
り
な
が
ら
、
県
民
の
負
託
に
真
摯
に
応
え
る
こ
と
を
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改
め
て
決
意
し
、
こ
の
条
例
を
制
定
す
る
。

第
１
章

総
則

（
目
的
）

第
１
条

こ
の
条
例
は
、
議
会
の
基
本
理
念
、
議
員
の
責
務
及
び
活
動
原
則
等
を
明
ら
か
に
す
る
と
と
も
に
、
議
会
と
知
事
等
と
の
関
係
、
議
会
と
県
民
と
の
関
係

等
、
議
会
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
定
め
る
こ
と
に
よ
り
、
県
民
の
負
託
に
応
え
、
も
っ
て
県
民
の
福
祉
の
向
上
及
び
県
勢
の
発
展
に
寄
与
す
る
こ
と
を
目
的
と

す
る
。

（
定
義
）

第
２
条

こ
の
条
例
に
お
い
て
、
次
の
各
号
に
掲
げ
る
用
語
の
意
義
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

(
１
)
知
事
等

知
事
そ
の
他
の
執
行
機
関
を
い
う
。

(
２
)
本
会
議
等

本
会
議
及
び
委
員
会
等
を
い
う
。

(
３
)
委
員
会
等

委
員
会
及
び
協
議
等
の
場
を
い
う
。

(
４
)
協
議
等
の
場

議
案
の
審
査
又
は
議
会
の
運
営
に
関
し
協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
の
場
を
い
う
。

(
５
)
質
問
等

質
問
又
は
質
疑
を
い
う
。

（
基
本
理
念
）

第
３
条

議
会
は
、
県
民
を
代
表
す
る
機
関
と
し
て
、
そ
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
こ
と
に
よ
り
、
真
の
地
方
自
治
の
確
立
を
目
指
す
も
の
と
す
る
。

２
議
会
は
、
二
元
代
表
制
の
一
翼
を
担
う
存
在
と
し
て
、
議
会
の
政
策
意
思
を
明
確
に
示
す
た
め
、
知
事
等
へ
の
監
視
機
能
を
強
化
す
る
と
と
も
に
、
政
策
提
言

型
の
議
会
を
目
指
す
も
の
と
す
る
。

３
議
会
は
、
多
様
な
県
民
の
意
思
の
調
整
を
図
り
、
こ
れ
を
県
政
に
反
映
さ
せ
る
た
め
、
県
民
に
開
か
れ
た
議
会
運
営
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
２
章

議
員
の
責
務
及
び
活
動
原
則

（
議
員
の
責
務
及
び
活
動
原
則
）

第
４
条

議
員
は
、
県
民
の
代
表
と
し
て
常
に
県
民
全
体
の
利
益
を
考
え
、
県
政
の
課
題
と
こ
れ
に
対
す
る
県
民
の
意
向
を
的
確
に
把
握
し
、
合
議
制
の
機
関
で
あ

る
議
会
を
構
成
す
る
一
員
と
し
て
、
議
会
活
動
を
通
じ
て
、
県
民
の
負
託
に
応
え
る
も
の
と
す
る
。

２
議
員
は
、
日
常
の
調
査
及
び
研
修
活
動
を
通
じ
て
自
ら
の
資
質
の
向
上
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。
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３
議
員
は
、
本
会
議
等
に
お
い
て
質
問
等
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
質
問
等
の
論
点
を
明
確
に
し
、
県
民
に
分
か
り
や
す
く
す
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

４
議
員
は
、
議
会
活
動
に
つ
い
て
、
県
民
に
対
し
て
説
明
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
会
派
）

第
５
条

議
員
は
、
議
会
活
動
を
行
う
た
め
、
会
派
を
結
成
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

２
会
派
は
、
所
属
議
員
の
活
動
を
支
援
す
る
と
と
も
に
、
積
極
的
な
政
策
立
案
及
び
政
策
提
言
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
会
派
は
、
円
滑
か
つ
効
率
的
な
議
会
の
運
営
に
資
す
る
た
め
、
必
要
に
応
じ
て
、
会
派
間
の
協
議
及
び
調
整
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
３
章

議
会
運
営
の
原
則

（
議
会
運
営
の
原
則
）

第
６
条

議
会
は
、
合
議
制
の
機
関
と
し
て
、
そ
の
機
能
が
十
分
に
発
揮
さ
れ
る
よ
う
、
円
滑
か
つ
効
率
的
な
運
営
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
議
会
は
、
言
論
の
府
と
し
て
議
員
の
発
言
を
保
障
し
、
か
つ
、
活
発
な
議
論
が
行
え
る
よ
う
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

３
議
会
は
、
公
正
か
つ
県
民
に
開
か
れ
た
運
営
に
努
め
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

４
常
任
委
員
会
は
、
県
政
の
課
題
に
対
応
し
て
機
動
的
に
開
催
し
、
そ
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
よ
う
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

５
特
別
委
員
会
は
、
社
会
情
勢
の
変
化
等
に
伴
う
新
た
な
県
政
の
課
題
に
対
応
し
て
設
置
し
、
そ
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
よ
う
運
営
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い

。 （
質
問
等
の
充
実
）

第
７
条

議
員
は
、
本
会
議
等
に
お
い
て
質
問
等
を
行
う
に
当
た
っ
て
は
、
第
４
条
に
規
定
す
る
議
員
の
責
務
及
び
活
動
原
則
を
自
覚
し
、
そ
の
内
容
の
充
実
に
努

め
る
も
の
と
す
る
。

２
本
会
議
等
に
お
い
て
、
説
明
の
た
め
議
会
か
ら
出
席
を
求
め
ら
れ
た
者
は
、
議
長
、
委
員
長
又
は
協
議
等
の
場
の
会
務
を
総
理
す
る
者
の
許
可
を
得
て
、
質
問

等
を
行
う
者
に
対
し
て
答
弁
に
必
要
な
範
囲
内
に
お
い
て
質
問
等
の
趣
旨
を
確
認
す
る
た
め
の
発
言
を
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

第
４
章

議
会
の
機
能
強
化

（
議
会
の
機
能
強
化
）

第
８
条

議
会
は
、
知
事
等
の
事
務
の
執
行
の
監
視
及
び
評
価
並
び
に
政
策
立
案
及
び
政
策
提
言
に
関
す
る
議
会
の
機
能
を
強
化
す
る
も
の
と
す
る
。

（
議
会
の
会
期
等
）
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第
９
条

議
会
は
、
県
政
の
課
題
に
的
確
か
つ
柔
軟
に
対
応
す
る
た
め
、
年
間
を
通
じ
て
適
切
に
本
会
議
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
会
期
を
定
め
る
も
の
と
す

る
。

２
議
会
は
、
緊
急
の
課
題
等
に
対
応
す
る
た
め
、
迅
速
か
つ
機
動
的
に
臨
時
会
を
開
く
こ
と
が
で
き
る
よ
う
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
予
算
審
議
の
強
化
）

第
1
0
条

議
会
は
、
知
事
に
対
し
、
予
算
の
調
製
の
方
針
に
つ
い
て
の
説
明
を
求
め
、
政
策
提
言
等
を
行
う
も
の
と
す
る
。

２
議
会
は
、
予
算
に
関
す
る
議
案
の
審
査
及
び
調
査
の
効
果
的
な
実
施
に
資
す
る
た
め
の
機
能
の
充
実
強
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
議
員
間
討
議
）

第
1
1
条

議
員
は
、
議
会
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
た
め
、
委
員
会
等
に
お
い
て
、
積
極
的
に
議
員
相
互
間
の
討
議
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
議
員
は
、
議
員
間
に
お
け
る
討
議
を
通
じ
て
合
意
形
成
を
図
り
、
政
策
立
案
、
政
策
提
言
等
を
積
極
的
に
行
う
も
の
と
す
る
。

（
専
門
的
知
見
の
活
用
）

第
1
2
条

議
会
は
、
議
案
の
審
査
又
は
県
の
事
務
に
関
す
る
調
査
を
効
果
的
に
行
う
た
め
、
地
方
自
治
法
(
昭
和
2
2
年
法
律
第
6
7
号
)
第
1
0
0
条
の
2
の
規
定
に
よ

る
専
門
的
事
項
に
係
る
調
査
の
委
託
を
活
用
す
る
も
の
と
す
る
。

２
議
会
は
、
議
案
の
審
査
又
は
県
の
事
務
に
関
す
る
調
査
の
た
め
必
要
が
あ
る
と
認
め
る
と
き
は
、
議
決
に
よ
り
、
学
識
経
験
を
有
す
る
者
等
で
構
成
す
る
調
査

機
関
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
大
規
模
災
害
等
へ
の
対
応
）

第
1
3
条

議
会
は
、
大
規
模
災
害
等
の
発
生
に
際
し
て
迅
速
か
つ
機
動
的
に
調
査
活
動
等
を
行
う
た
め
の
機
能
の
充
実
強
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
調
査
研
究
）

第
1
4
条

議
員
は
、
県
政
の
課
題
と
こ
れ
に
対
す
る
県
民
の
意
向
を
的
確
に
把
握
し
、
県
民
の
負
託
に
応
え
る
た
め
、
調
査
研
究
に
積
極
的
に
努
め
る
も
の
と
す
る

。 （
政
務
調
査
費
）

第
1
5
条

議
員
の
調
査
活
動
、
広
報
広
聴
活
動
等
の
調
査
研
究
に
資
す
る
た
め
必
要
な
経
費
の
一
部
と
し
て
、
宮
崎
県
政
務
調
査
費
の
交
付
に
関
す
る
条
例
（
平
成

1
3
年
宮
崎
県
条
例
第
2
9
号
。
次
項
に
お
い
て
「
政
務
調
査
費
交
付
条
例
」
と
い
う
｡
)
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
会
派
及
び
議
員
に
政
務
調
査
費
を
交
付
す
る

。
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２
会
派
及
び
議
員
は
、
政
務
調
査
費
交
付
条
例
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
、
政
務
調
査
費
の
使
途
を
明
ら
か
に
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

第
５
章

議
会
と
知
事
等
と
の
関
係

（
知
事
等
と
の
関
係
の
基
本
原
則
）

第
1
6
条

議
会
は
、
二
元
代
表
制
の
下
、
知
事
等
と
常
に
緊
張
あ
る
関
係
を
構
築
し
、
事
務
の
執
行
の
監
視
及
び
評
価
を
行
う
と
と
も
に
政
策
立
案
及
び
政
策
提
言

を
通
じ
て
、
県
勢
の
発
展
に
取
り
組
ま
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

２
議
会
は
、
知
事
等
と
の
立
場
及
び
権
能
の
違
い
を
踏
ま
え
、
議
会
活
動
を
行
わ
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
監
視
及
び
評
価
）

第
1
7
条

議
会
は
、
知
事
等
の
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
、
事
前
又
は
事
後
に
監
視
す
る
責
務
を
有
す
る
。

２
議
会
は
、
議
場
に
お
け
る
審
議
、
決
算
の
認
定
、
監
査
の
請
求
、
調
査
の
実
施
等
を
通
じ
て
、
県
民
に
知
事
等
の
事
務
の
執
行
に
つ
い
て
の
評
価
を
明
ら
か
に

す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
政
策
立
案
及
び
政
策
提
言
）

第
1
8
条

議
会
は
、
議
員
提
案
に
よ
る
条
例
の
制
定
又
は
決
議
、
特
別
委
員
会
等
の
審
査
又
は
調
査
等
を
通
じ
て
、
積
極
的
に
政
策
立
案
及
び
政
策
提
言
を
行
う
も

の
と
す
る
。

第
６
章

議
会
と
県
民
と
の
関
係

（
県
民
の
議
会
活
動
へ
の
参
画
の
確
保
）

第
1
9
条

議
会
は
、
県
民
の
意
向
を
議
会
活
動
に
反
映
す
る
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
県
民
の
議
会
活
動
に
参
画
す
る
機
会
の
確
保
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
議
会
は
、
知
事
等
の
事
務
の
執
行
の
監
視
及
び
評
価
並
び
に
政
策
立
案
及
び
政
策
提
言
の
過
程
に
お
い
て
、
参
考
人
、
公
聴
会
等
の
制
度
の
積
極
的
な
活
用
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

（
議
会
の
説
明
責
任
）

第
2
0
条

議
会
は
、
議
会
運
営
、
政
策
立
案
等
の
議
会
活
動
に
関
し
、
県
民
に
対
し
て
説
明
す
る
責
務
を
有
す
る
。

（
広
報
及
び
広
聴
の
充
実
）

第
2
1
条

議
会
は
、
県
民
に
開
か
れ
た
議
会
を
実
現
す
る
た
め
、
議
会
活
動
に
関
し
て
多
様
な
媒
体
を
活
用
し
て
積
極
的
な
広
報
及
び
広
聴
に
努
め
る
も
の
と
す
る

。
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（
委
員
会
等
の
公
開
）

第
2
2
条

議
会
は
、
県
民
に
開
か
れ
た
議
会
運
営
に
資
す
る
た
め
、
委
員
会
等
を
原
則
と
し
て
公
開
す
る
。

（
議
会
活
動
に
関
す
る
資
料
の
公
開
）

第
2
3
条

議
会
は
、
県
民
に
開
か
れ
た
議
会
運
営
に
資
す
る
た
め
、
議
会
活
動
に
関
す
る
資
料
を
、
宮
崎
県
議
会
情
報
公
開
条
例
（
平
成
1
4
年
宮
崎
県
条
例
第
2
7
号

）
で
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
り
公
開
す
る
と
と
も
に
、
本
会
議
及
び
委
員
会
の
会
議
録
を
県
民
が
閲
覧
で
き
る
よ
う
に
す
る
も
の
と
す
る
。

第
７
章

議
会
活
性
化
の
推
進

（
議
会
活
性
化
の
推
進
）

第
2
4
条

議
会
は
、
そ
の
機
能
を
十
分
に
発
揮
し
、
県
民
の
負
託
に
応
え
ら
れ
る
よ
う
、
議
会
活
性
化
に
継
続
的
に
取
り
組
む
な
ど
、
既
存
の
制
度
や
運
営
の
方
法

等
に
つ
い
て
、
不
断
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

（
議
会
活
性
化
推
進
会
議
）

第
2
5
条

議
会
は
、
議
会
活
性
化
の
推
進
に
関
す
る
基
本
的
事
項
に
つ
い
て
協
議
又
は
調
整
を
行
う
た
め
、
議
会
活
性
化
推
進
会
議
を
設
置
す
る
こ
と
が
で
き
る
。

（
議
員
定
数
及
び
選
挙
区
）

第
2
6
条

議
員
の
定
数
及
び
選
挙
区
は
、
議
会
が
県
民
の
意
思
を
県
政
に
反
映
す
る
機
能
を
十
分
に
発
揮
す
る
と
と
も
に
、
議
会
を
能
率
的
に
運
営
し
そ
の
意
思
決

定
を
円
滑
に
行
う
こ
と
が
で
き
る
よ
う
、
県
議
会
議
員
の
定
数
を
定
め
る
条
例
（
平
成
1
4
年
宮
崎
県
条
例
第
2
6
号
）
及
び
県
議
会
議
員
の
選
挙
区
及
び
各
選
挙
区

に
お
い
て
選
挙
す
べ
き
議
員
の
数
に
関
す
る
条
例
（
昭
和
3
3
年
宮
崎
県
条
例
第
2
8
号
）
で
定
め
る
。

第
８
章

政
治
倫
理

（
政
治
倫
理
）

第
2
7
条

議
員
は
、
県
民
の
負
託
を
受
け
た
代
表
と
し
て
県
政
に
携
わ
る
権
能
と
責
務
を
深
く
認
識
し
、
県
民
全
体
の
利
益
の
実
現
を
図
る
た
め
、
議
員
と
し
て
ふ

さ
わ
し
い
品
位
と
識
見
を
も
っ
て
行
動
す
る
も
の
と
す
る
。

２
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
つ
い
て
は
、
政
治
倫
理
の
確
立
の
た
め
の
宮
崎
県
議
会
の
議
員
の
資
産
等
の
公
開
に
関
す
る
条
例
（
平
成
7
年
宮
崎
県
条
例
第
3
8
号

）
の
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

３
前
２
項
に
定
め
る
も
の
の
ほ
か
、
議
員
の
政
治
倫
理
に
関
し
て
は
、
別
に
定
め
る
と
こ
ろ
に
よ
る
。

第
９
章

議
会
事
務
局
等
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（
議
会
事
務
局
）

第
2
8
条

議
会
は
、
政
策
立
案
及
び
政
策
提
言
に
関
す
る
能
力
を
向
上
さ
せ
、
議
会
活
動
を
円
滑
か
つ
効
率
的
に
行
う
た
め
、
議
会
事
務
局
の
機
能
の
充
実
強
化
に

努
め
る
も
の
と
す
る
。

２
議
長
は
、
議
会
事
務
局
職
員
の
能
力
を
高
め
る
た
め
に
必
要
な
措
置
を
講
ず
る
も
の
と
す
る
。

（
議
会
図
書
室
）

第
2
9
条

議
会
は
、
議
員
の
調
査
研
究
に
資
す
る
た
め
、
議
会
図
書
室
を
適
正
に
管
理
し
、
運
営
す
る
と
と
も
に
、
そ
の
機
能
の
強
化
に
努
め
る
も
の
と
す
る
。

第
1
0
章

補
則

（
こ
の
条
例
と
他
の
条
例
等
と
の
関
係
）

第
3
0
条

こ
の
条
例
は
、
議
会
に
関
す
る
基
本
的
事
項
を
定
め
る
条
例
で
あ
り
、
議
会
に
関
す
る
他
の
条
例
、
規
則
等
を
制
定
し
、
又
は
改
廃
す
る
と
き
は
、
こ
の

条
例
の
趣
旨
を
十
分
に
尊
重
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。

（
条
例
の
見
直
し
）

第
3
1
条

議
会
は
、
県
民
の
意
見
、
社
会
情
勢
の
変
化
等
を
踏
ま
え
、
必
要
に
応
じ
て
こ
の
条
例
の
見
直
し
を
行
う
も
の
と
す
る
。

附
則

こ
の
条
例
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。
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請 願 一 覧 表
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総 括 表

請 願

委 員 会 計 備 考

新 規 継 続

総 務 政 策 ２ １ ３

厚 生 － － －

商 工 建 設 １ － １

環 境農 林水 産 － － －

文 教警 察企 業 － － －

計 ３ １ ４
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 19 号 受理年月日 平成2 4年６月 1 3日

請 願 者 宮崎県宮崎市旭１丁目８番２８号

住所・氏名 宮崎県弁護士会 会長 松田 幸子

集団的消費者被害に係る訴訟制度の創設に関する請願

第１ 請願の趣旨

宮崎県議会が国会及び政府に対し、内閣府消費者委員会集

団的消費者被害救済制度専門調査会報告書の内容を踏まえた

集団的消費者被害回復に係る訴訟制度について、早期に創設

することを求める意見書を提出することを採択していただく

よう請願致します。

第２ 請願の理由

全国の消費生活相談の件数は、２０１０年度で約８９万件

請願の件名 と、依然として高い水準が続いています。一方、現在の訴訟

制度の利用には、相応の費用・労力を要することから、事業

者に比べて情報力・交渉力で劣る消費者は、被害回復のため

の行動を起こすことが困難です。また、これまでの消費者団

体訴訟制度では、適格消費者団体に損害金等の請求権を認め

ていないため、消費者の被害救済には必ずしも結び付かない

という課題があります。

そこで、消費者のための新たな訴訟制度案が、２０１１年

８月に消費者委員会集団的消費者被害救済制度専門調査会に

おいて報告書（以下「専門的調査会報告書」といいます。）

に取りまとめられ、現在、その法案化が消費者庁において準

備されています。

しかし、同年１２月に消費者庁が公表した「集団的消費者

被害回復に係る訴訟制度の骨子」では、対象事案が専門調査

会報告書で提案されたものより限定され、消費者被害の範囲

が狭まっていることから、国会及び政府に対し、専門調査会
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報告書の内容を踏まえた訴訟制度を創設することを求める意

見書を提出することを採択していただくことを請願します。

紹 介 議 員 新見 昌安 鳥飼 謙二 前屋敷恵美 有岡 浩一 図師 博規

井上紀代子 横田 照夫

摘 要
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新 規 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 20 号 受理年月日 平成2 4年６月 1 3日

請 願 者 宮崎県宮崎市霧島２－１７

住所・氏名 川野 周平

「緊急事態基本法」の早期制定を求める意見書提出を求める請願

［請願趣旨］

地方自治法第９９条の規定により、本議会から、国会及び政府

において、「緊急事態基本法」を早急に制定するよう要望する「意

見書」を提出していただきたい。

［理由］

今回の東日本大震災における我が国の対応は、当初「想定外」

という言葉に代表されるように、緊急事態における取り組みの甘

さを国民と世界に広く知らしめる結果となった。世界の多数の国

々は今回のような大規模自然災害時には「非常事態宣言」を発令

し、政府主導のもとに震災救援と復興に対処しているのである。

請願の件名 我が国のように平時体制のまま国家的緊急事態を乗り切ろうと

すると、前衛部隊の自衛隊、警察、消防などの初動態勢、例えば

部隊の移動、私有物の撤去、土地の収用などに手間取り、救援活

動にさまざまな支障を来し、その結果さらに被害が拡大するので

ある。

また原発事故への初動対応の遅れは、事故情報の第一次発信先

が国ではなく、事故を起こした東京電力当事者というところに問

題がある。さらに言えば、我が国の憲法はその前文に代表される

ように平時を想定した文面となっており、各国に見られるように

外部からの武力攻撃、テロや大規模自然災害を想定した「非常事

態条項」が明記されていない。

平成１６年５月にはその不備を補足すべく、民主、自民、公明

三党が「緊急事態基本法」の制定で合意したが、今日まで置き去

りにされている。昨年来、中国漁船尖閣事件、ロシア閣僚級のた

び重なる北方領土の訪問、北朝鮮核ミサイルの脅威など、自然災

害以外にも国民の生命、財産、安全を脅かす事態が発生している。

よって、国会及び政府において、「緊急事態基本法」を早急に

制定するよう要望する「意見書」を本議会から、提出していただ

きたい。
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紹 介 議 員 横田 照夫 松村 悟郎

摘 要
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新 規 請 願

商工建設常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 21号 受理年月日 平成2 4年６月 1 4日

請 願 者
宮崎県宮崎市別府町３番９号 宮崎県労働福祉会館４階

住所・氏名
日本労働組合総連合会宮崎県連合会（連合宮崎）

会 長 横 山 節 夫

平成２４年度宮崎地方最低賃金改正等についての請願

［請願要旨］

平成２４年度の宮崎地方最低賃金の改正に関して、宮崎労働局

ならびに宮崎地方最低賃金審議会会長に対して意見書を提出され

ますよう請願いたします。

［理由］

わが国の最低賃金制は、昭和３４年に最低賃金法が制定されて

以来、賃金の低廉な労働者について、事業若しくは職業の種類又

は地域に応じ、賃金の最低額を保障することにより、その労働者

の改善を図ってきました。最低賃金は、賃金、物価の動向等に応

じてそのほとんどが毎年改正されており、労働者の労働条件に重

要な役割を果たしています。こうした中、政府は雇用戦略対話に

請願の件名 おける最低賃金引き上げについては、（第４回会合２０１０年６

月３日）２０２０年までの目標案として、新成長戦略で掲げてい

る２０２０年までの平均で名目３％、実質２％を上回る成長を前

提とし、「できる限り早期に全国最低８００円を確保し、景気状

況に配慮しつつ、全国平均１，０００円を目指すこと」との数値

目標が初めて示され、２００８年７月１日には４０年ぶりに最低

賃金法が改正施行されました。

更には、非正規労働者の増大やそれにともなう低賃金層の増大

に対し、賃金の最低限を保障するセーフティーネットを強化する

という最低賃金制度の役割はますます大きくなる一方で、最低賃

金の影響を直接的に受ける多くの未組織労働者やパートタイム労

働者は、労働条件決定にほとんど関与することができない状態に

あります。
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宮崎県地域別最低賃金はこの３年間で、１９円が引き上げられ

ましたが、平成２３年度の宮崎県最低賃金額は６４６円であり、

全国でも低い水準です。

地域別最低賃金を有効に機能させるためには、一般的な賃金の

実態に見合った十分な水準の引き上げが極めて重要な課題となっ

ています。

以上の観点から、貴議会におかれましては、本請願の要旨をご

理解の上、宮崎労働局ならびに宮崎地方最低賃金審議会会長に対

して意見書を提出されますようお願いいたします。

記

１．平成２４年度宮崎地方最低賃金の改正にあたっては、最低賃

金法の趣旨を踏まえ、必要最低生計費の実態、一般労働者の賃

金水準の適切な反映、経済諸指標との整合性の確立、さらには

中央水準との格差是正などを踏まえた上積みの改正を図るこ

と。

２．宮崎県内で最低賃金以下の労働者をなくすために、事業所に

対する指導監督を強化し、最低賃金制度の履行確保をはかるこ

と。

３．最低賃金の履行確保のための監督にあたる労働基準監督官の

増員などにより監督行政の抜本的強化を図り、違反事業所の積

極的な摘発や罰則適用の強化等、最低賃金制度の実効性を高め

ること。

４．最低賃金引き上げと同時に、中小企業に対する支援の充実を

はかること。また、安定した経営を可能とする対策を早急に行

うよう国に対し要請すること。
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紹 介 議 員 田口 雄二 西村 賢 徳重 忠夫 渡辺 創 井上紀代子

図師 博規 有岡 浩一 髙橋 透 鳥飼 謙二 太田 清海

前屋敷恵美

摘 要
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継 続 請 願

総務政策常任委員会

請 願 番 号 請 願 第 16 号 受理年月日 平成 2 4 年３月２日

請 願 者
宮崎市大字小松９３６－３

住所・氏名
消費税廃止宮崎県各界連絡会

前 孝秀

請願の件名 消費税増税に反対する旨の意見書を国に提出することを求める

請願

紹 介 議 員 鳥飼 謙二 図師 博規 前屋敷恵美 有岡 浩一

摘 要



議 事 経 過
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

開 会

議席の一部変更

会議録署名議員指名（黒木正一議員、河野哲也議員）
６月８日 金 本 会 議

議会運営委員長審査結果報告

会期決定

議案第１号～第９号、報告第１号～第３号上程

知事提案理由説明

６月９日 土

６月10日 日

６月11日 月
休 会 （議案調査）

６月12日 火

６月13日 水
一般質問（西村 賢議員、山下博三議員、福田作弥議員、

前屋敷恵美議員）

６月14日 木 本 会 議
一般質問（髙橋 透議員、横田照夫議員、鳥飼謙二議員、

井上紀代子議員）

６月15日 金
一般質問（内村仁子議員、押川修一郎議員、重松幸次郎

議員、新見昌安議員）

６月16日 土

６月17日 日

６月18日 月
一般質問（松村悟郎議員、有岡浩一議員、渡辺 創議員、

黒木正一議員）

本 会 議 一般質問（二見康之議員、坂口博美議員、井本英雄議員、

６月19日 火 中村幸一議員）

議案・請願委員会付託

６月20日 水

６月21日 木 休 会
常任委員会

６月22日 金 特別委員会

６月23日 土

６月24日 日

６月25日 月 休 会 (議事整理）
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月 日 曜 区 分 議 事 内 容

常任委員長審査結果報告

討論（請願第16号不採択に反対）（太田清海議員）

討論（報告第１号に反対、請願第16号不採択、請願第21号継

続審査に反対）（前屋敷恵美議員）

報告第１号採決（承認）

議案第１号～第９号、報告第２号、第３号採決（可決または

承認）

請願第16号採決（不採択）

６月26日 火 本 会 議 請願第19号採決（採択）

閉会中の継続審査・調査案件採決（委員長の申し出のとお

り）

議員発議案送付の通知

議員発議案第１号～第９号追加上程

議員発議案第１号～第８号採決（可決）

議員発議案第９号提案理由説明（中野一則議員）

議員発議案第９号採決（可決）

閉 会



署 名

宮 崎 県 議 会 議 長 外 山 三 博

宮 崎 県 議 会 副 議 長 中 野 一 則

宮 崎 県 議 会 議 員 黒 木 正 一

宮 崎 県 議 会 議 員 河 野 哲 也


